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分野別索引

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

国
際
法
の
現
在
及
将
来

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

[
国
際
法
]

一
般
・
総
論

国
際
法
の
概
念
・
性
質

D
E
 L
'
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X
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O
I
T
 I
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Q
U
E
S
T
I
O
N
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E
S
O
U
D
R
E
:
 (a
 

sui
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1. 
U
n
e
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o
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ri
n
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p

e
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n
d
a
m
e
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d
u
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t
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nt
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a
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A
L
E
X
A
N
D
R
E
 C
O
R
S
I
 

A
L
E
X
A
N
D
R
E
 C
O
R
S
I
 

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加

輻

豊

次

（

訳

）

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加
揺
豊
次
（
訳
）

著

者

寺

尾

亨

一巻
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国際法外交雑誌総索引

日
本
主
義
の
国
際
法
観
念

国
際
法
の
存
在
楽
観

時
局
国
際
法

国
際
法
の
権
威

時
局
と
国
際
法

日
支
国
民
協
会
の
宣
言
と
国
際
法

国
際
法
研
究
に
就
て

亜
米
利
加
国
際
法
に
就
て

（下）

雖

川
雖

川

蜻

川

蛎

川

安

逹

峯

山

田

新 新 新 新 郎 良

一
六

一五 一
四 J¥ 

亜
米
利
加
国
際
法
に
就
て

（上）

山

田

良

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

国
際
法
上
の
積
極
的
制
裁
の
存
在
に
就
て

（
完
結
）

現
今
の
国
際
団
体
と
非
欧
州
国
民
（
第
二
十
世
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法

第
十
五
章
本
誌
第
一
巻
第
十
七
号
参
照
）

国
際
公
法
と
国
際
事
実

国
際
法
の
退
歩

近
時
の
哲
学
思
想
と
国
際
法
の
進
歩
の
障
凝

国
際
法
の
性
質
を
論
す

国
際
法
の
性
質
を
論
す
（
承
前
）

（
承
前
）

大

場

茂

馬

大

場

茂

馬

カ

テ

ラ

ニ

ー

博

士

加
羅
豊
次
（
訳
）

カ

テ

ラ

ニ

ー

博

士

加
謳
豊
次
（
訳
）

有

賀

長

雄

カ

テ

ラ

ニ

ー

加
輻
豊
次
（
訳
）

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加
輻
豊
次
（
訳
）

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
、
コ
ル
シ
ー

加
輻
豊
次
（
訳
）

J¥ 七 七 六 六

九

八

五

七

四 四 J¥ 七 九 六 五

八
五

九
九

三
二

0

―1
0九

二
九
〇

J¥ 四
四

一
八

ニ
四

4
 

四
五
．
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分野別索引

国
際
法
の
社
会
化
に
就
て

松

原

雄

ニ
四

九

5
 

-
0
一
九
3
3

グ
ロ
チ
ウ
ス
に
於
け
る
国
際
法
と
自
然
法
と
の
関
係

横

田

喜

郎

ニ
四

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の
I
nt
e
r
n
ati
onali
s
m
に
就
て

（
ニ
・
完
）

松

原

雄

ニ
四

立

作

太

郎

ニ
四

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の
I
nt

e
r
n
at
i

onali

s
m
に
就
て

国
際
法
問
答

国
際
法
と
自
然
法
(

S

と
T
の
問
答
）

(

-

)

 

松

原

雄

ニ
四

国
際
法
学
の
任
務

松

原

雄

国
際
法
と
権
利
（
二
、
完
）

松

原

雄

国
際
法
問
答

『
国
際
法
の
将
来
』

『
国
際
法
の
将
来
』

『
国
際
法
の
将
来
』

国
際
法
の
法
律
た
る
基
礎

『
国
際
法
の
将
来
』

『
国
際
法
の
将
来
』

国
際
法
と
権
利
(
-
)

松

原

雄

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

岩
田
喜
三
郎
（
訳
）

岩
田
喜
三
郎
（
訳
）

立

作

太

郎

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

（四）

蠍

山

政

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

（三）

蝋

山

政

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

（二）

蠍

山

政

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

「
国
際
法
の
将
来
』
(

-

)

 

蝋

山

政

道
（
訳
）

道
（
訳
）

道
（
訳
）

道
（
訳
）

国
際
法
問
答

国
際
法
は
畢
覚
机
上
の
空
論
に
非
ず
や
の
問
に
対
す
る
答

国
際
法
の
改
正

国
際
法
な
る
名
称
の
変
遷

立

作

太

郎

板

倉

卓

造

稲

垣

守

克

二
0

二
0

二
0

二
0

一
七

一六
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五

五

六
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国際法外交雑誌総索引

明
日
の
国
際
法

米
、
蘇
、
独
の
国
際
法
観
に
対
す
る
若
干
の
考
察
（
ニ
・
完
）

米
、
蘇
、
独
の
国
際
法
観
に
対
す
る
若
干
の
考
察
（
一
）

国
際
法
の
新
動
向

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
四
・
完
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
三
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
二
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
(
-
)

キ
ャ
ノ
ン
法
と
国
際
法

国
際
法
よ
り
万
国
法
へ

国
際
法
の
本
質
を
論
ず

「
ナ
チ
ス
」
国
際
法
観

制
裁

国
家
王
権
と
国
際
法
並
に
国
際
法
と
自
然
法
ー
|

新
国
際
法

現
代
国
際
法
論
に
現
は
れ
た
主
観
主
義
と
客
観
主
義

ヱ
ス
ラ
ム
教
の
国
際
法
に
及
ぼ
せ
る
影
響

松

原

又

正

雄

三

九

又

正

雄

三

九

松

原
大

景
、
1

大

澤
大

羅
、
1

大

澤

立 松

原

泉 泉

雄

三

九

雄 章 章

三

七

章

三

七

章

三

七

作

太

郎 雄

今

中

次

麿

ア
レ
ー
ハ
ン
ド
ロ
・
ア
ル
ヴ
ァ
レ
ー
ス

今

中

次

麿

菊

地

駒

次

杉

村

陽

太

郎

哲 哲
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現
代
国
際
法
に
お
け
る
文
明
の
地
位

国
際
法
よ
り
世
界
法
へ
J
国
に
於
け
る
世
界
政
府
論
の
展
望
l

我
国
に
於
け
る
国
際
法
の
前
途

根
本
規
範
と
し
て
の
パ
ク
タ
・
ズ
ン
ト
・
i
セ
ル
ヴ
ァ
ン
ダ
1

条
約
法
と
の

関
係

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
一
）

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
ニ
・
完
）

政
治
技
術
と
し
て
の
国
際
法

「
世
界
社
会
」
に
お
け
る
国
家

ソ
連
国
際
法
学
界
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て

(
-
)
C
o
B
e
T
C
K
Hii

閏
ero,ri;HHK
Mem,ri;yHapo,ri;Horo 
IlpaBa (
S
o
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Y
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r
b
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k
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l
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t
i
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a
w
)
,
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9
5
8
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9
5
9
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9
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ソ
連
国
際
法
学
界
の
最
近
の
動
向
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い
て
（
ニ
・
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）

-
C
o
B
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K
H
:
i
i
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t
i
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a
w
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,
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9
5
8
,
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9
5
9
 n
 19
6
0
.
 

ル
イ
ス
・
ソ
ー
ン
教
授
の
世
界
法
概
念

国
際
法
に
お
け
る
「
合
法
性
」
の
観
念
(

-

)

1

国
際
法
「
適
用
」
論
へ

の
覚
え
書
き

国
家
間
の
国
際
法
か
ら
大
陸
間
の
国
際
法
へ

河

西

直

也

八

〇

深

津

栄

筒

井

若

水

内

田

久

司

内

田

久

司

小

田
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夫

淳

松

下

正

松

下

正

松

下

正

七 六
六

六
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五
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平
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四

五
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〇
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四

五

壽

四

壽

四

壽

四
四
〇

ジ
ー
・
エ
ム
・
ペ
リ
ッ
チ

高

野

雄

一

（

訳

）

前

原

＇

光

雄

四

〇

五 五 四

三
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八
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三
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三
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四
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口
絵

明
治
天
皇
と
国
際
法

国
際
法
始
祖
ヒ
ュ
ウ
ゴ
、
グ
ロ
チ
ウ
ス

国
際
法
の
始
祖
ヒ
ゥ
ゴ
、
グ
ロ
チ
ウ
ス

サ
ウ
ン
ド
、
ヂ
ュ
ー
ス
を
論
す
（
承
前
、
完
）

サ
ウ
ン
ド
ヂ
ユ
ー
ス
を
論
す

日
本
に
於
け
る
国
際
法
研
究
の
進
歩

第
二
十
枇
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法
（
続
第
三
）

第
二
十
世
紀
の
始
め
に
於
け
る
国
際
法
（
続
第
二
）

国
際
法
に
お
け
る
「
合
法
性
」
の
観
念
（
ニ
・
完
）
ー
国
際
法
「
適
用
」

論
へ
の
覚
え
書
き
—
|

国
際
法
の
法
的
性
質
に
関
す
る
覚
え
書
（
一
）

を
手
が
か
り
と
し
て

一
般
・
総
論

国
際
法
研
究
の
必
要

第
二
十
世
紀
の
始
に
於
け
る
国
際
法

歴
史
・
方
法
論

|
|
「
法
と
強
制
」

の
問
題

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

村

井

八

郎

村

井

八

郎

高

橋

作

衛

カ

テ

ラ

ニ

ー

（共訳）

嵯

川

新

加

輻

豊

次

カ

テ

ラ

ニ

J

（

共

訳

）

皓

11

新

加

輻

豊

次

カ

テ

ラ

ニ

ー

（共訳）

雖

川

新

加

輻

豊

次

寺

尾

亨

1
0
 

1
0
 

尾

崎

重

義

八

河

西

直

也

八

〇

四 四 四 一七

ロ
一
五
三ロ

三
0
0

三
0
五 五
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国
際
公
法
典
籍
解
題

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
、

ア
イ
ヤ
ラ

Balthazar
A
y
a
l
a
の
伝

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
、

プ
ッ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
肖
像

へ
'
J

A
P
A
N
A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A." A
n
 
i

n, 

st
a
n
c
e
 of
 t

h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 p
rot
ect
i

o
n
 of
 J

ap
anese i
nt
erest
s. 

（

口

絵

）

ア
イ
ヤ
ラ
肖
像

リ
チ
ャ
ー
ド
、
ザ
ウ
チ

リ
チ
ャ
ー
ド
、
ザ
ウ
チ
の
伝

（
へ
J

A
P
A
N
A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
.
"
 
A
n
 

i

nst
ance of
 
t

h
e
 A
m
e
ri
c
a
n
 p
rot
ect
i

o
n
 of
,
r
 ap
anese i
nt
erest
s. 
(con, 

t
i

n
u
e
d
)
 

サ
ミ
ュ
エ
ル
、
プ
ッ
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
伝

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
平
和
及
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ヤ
国
際
大
会
議

朝
鮮
南
漢
山
城
の
開
城
条
件

世
界
的
碩
学
者
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

奈
翁
の
遠
征
と
学
術
の
尊
重

ト
ラ
ィ
チ
ケ
の
国
際
法
論

最
近
の
独
逸
国
際
法
学
者

リ
チ
ャ
ー
ヅ
教
授
の
国
際
法
時
事
問
題
論
評

寺

田

四

郎

雖

JII 

新

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

蜻

ILL 

新

寺

田

四

郎

篠

田

治

策

立 高

作

太

郎

高

橋

作

衛

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

橋

作

衛

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

一五
一
四

一
四

四・三 六 六 五 J¥ 九

七

四

六

九 六 六 五 五 五 四

二
六

一
七
七

四
二
六

三

八

九

三
四
一

四
一
二
八

三
0
ニ

六
七
〇

一
九

四
七
五 ー ー
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戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
の
戦
争
観
に
就
て

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
及
び
其
名
著
『
戦
争
及
平
和
法
規
論
』
の
国
際
法
学
上
の
地

位 日
本
の
古
代
史
と
国
際
法

希
臓
及
羅
馬
時
代
の
同
盟

中
世
及
近
古
時
代
の
同
盟

国
際
法
問
答

国
内
法
理
と
国
際
法

国
際
法
沿
革
略
史

フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ゥ
ス
著
『
平
戦
法
規
論
』

国
際
法
の
始
祖
フ
ー
ゴ
ー
、

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス

グ
ロ
ー
シ
ア
ス
の
幼
青
年
時
代

の
由
来

国
際
平
和
思
想
よ
り
観
た
る
カ
ン
ト
と
ウ
ヰ
ル
ソ
ン

ア
ッ
ベ
・
ド
・
サ
ン
ピ
エ
ー
ル
の
永
久
平
和
案
に
就
て

国
際
法
進
化
の
三
時
期

支
那
に
於
け
る
同
盟
の
起
源

ヂ
ッ
タ
博
士
の
国
際
法
改
造
論
を
読
む

英
国
新
進
の
国
際
法
学
者
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授

板

倉

卓

造

松

原

立 泉 山

田
穂

積

陳

重

菊

地

駒

次

肺

川

彦

松

紳

川

彦

松

立 松

原

泉 蜻

Jll 

雄

作

太

郎 哲 良

作

太

郎

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

雄 哲

高

橋

作

衛

新

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

二
0

二
0

二
0

一九 一八 一六

五

五

0
五

五 五

四

五

五

五

四

四

五

四

一

八

五

四

0
五

五

四

四

八

八

七

0
八

1
0
 

1
0
 

六 四 九 八

三
四
七

1
0
三
五

四
八
三

二
―
七

四
〇

1
0
五
八

五
九 四

八
六

六
三
四
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国
際
公
法
学
者
列
伝
（
三
）

ス

(
H
u
g
o

G
r
ot
i

u
s
)
 

（
四
・
完
）

国
際
公
法
学
者
列
伝
（
一
）
国
際
公
法
の
父
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
・
ヂ
エ
ン
テ
イ

リ
ス

(
A
l
b
e
ri
c
u
s
G
e
nt
i
l
i

s) 
(

1

)

 

国
際
公
法
学
者
列
伝
（
二
）
（
一
）
国
際
公
法
の
父
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
・
ヂ
ェ

ン
テ
ィ
リ
ス

(
A
l
b
e
ri
c
u
s
G
e
nt
i
l
i

s) 

(二）

国
際
法
学
創
立
者
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ

春
秋
時
代
の
国
際
慣
習

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

(
―
―
-
)
 

（二）

(

-

)

 

国
際
法
よ
り
見
た
る
幕
末
外
交
物
語
を
読
み
て

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
(
-
)

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
（
ニ
・
完
）

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

国
際
法
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て

戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論
（
ニ
・
完
）

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
著
平
戦
法
規
論
の
版
数
に
就
て

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
の
墓
に
詣
で
て

グ
ロ
チ
ウ
ス
に
於
け
る
国
際
法
と
自
然
法
と
の
関
係

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

泉 大

睾
、
1

大

澤

大

暴
、
1

大

澤

立 信

夫

信

夫
山

田

松

原

横

田

喜

淳 淳

哲 章 章 章 章

作

太

郎 平 平

板

倉

卓

造

良 雄 郎

二
九

二
九

二
九

二
七

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

五
1
0
 

九 八

七

九

七 七

四

五

五

ー
4
 

3
 

ニ

―

―

1
0

一
四
五

二
0
五

九
九
〇

八九―――

六
六

一
八
九

八

七

七

六
六
八
〇

八

九

一

六

六 五

六
六

五

五

九
五
ニ
ニ



国際法外交雑誌総索引

最
近
国
際
法
学
海
に
投
ぜ
ら
れ
た
る
一
石
の
波
紋

近
世
国
際
法
学
派
の
先
駆
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク

リ
チ
ア
ー
ド
・
ズ
ー
チ
国
際
公
法
学
者
列
伝

（
ニ
・
完
）
国
際
公

国
際
法
上
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
派
と
大
陸
派
と
の
意
見
の
差
異
国
際
法

学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論
文

立 泉 立 立

作

太

郎 哲

英
米
学
派
と
大
陸
学
派

作

太

郎

寺

田

四

郎

我
国
際
法
学
会
の
二
人
の
先
行
者

作

太

郎

自
然
法
的
国
際
法
の
祖
サ
ム
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

寺

田

四

郎

グ
ロ
ー
テ
イ
ウ
ス
の
自
然
法
体
系
（
ニ
・
完
）

輻

井

康

雄

国
際
法
の
実
際
的
説
明
者
エ
ム
リ
ッ
シ
ュ
・
ド
・
ヴ
ァ
ッ
テ
ル

寺

田

四

郎

輻

井

康

雄

『
尽
忠
な
る
』
国
際
法
学
者
ジ
オ
ン
・
セ
ル
ヅ
ン
1

国
際
公
法
学
者
列
伝

（
四
）
ー
|

「
国
際
法
第
二
の
創
立
者
』

（五）

I

「
国
際
法
第
二
の
創
立
者
」

法
学
者
列
伝
（
六
）
ー
|

リ
チ
ア
ー
ド
・
ズ
ー
チ

グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
自
然
法
体
系
（
一
）

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

亜
米
利
加
の
発
見
と
其
の
国
際
法
に
於
け
る
影
響
（
ニ
・
完
）

ジ
ニ
ー
ム
ス
・
プ
ラ
ウ
ン
・
ス
弓
ツ
ト

江
川
英
文
（
訳
）

亜
米
利
加
の
発
見
と
其
の
国
際
法
に
於
け
る
影
響
（
一
）

寺

田

四

郎

ジ
ニ
ー
ム
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
ス
コ
ッ
ト

江
川
英
文
（
訳
）

四 四 四

゜゚ ゜゚ ゜
二
九

二
九

二
九

五 1
0

九
八
九

-
0
 

1
0
 

四

三
九
一 九

九

―
―
六

1
0
0
七

九
五
五

八

七

九 三
二
五

八

七

四

八

七

二

〇

七

ー」

公

七
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分野別索引

イ
シ
ド
ー
ル
ス
の

課
題

『
語
源
』

の
考
察
（
一
）
国
際
法
学
説
史
の
―
つ
の

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
一
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
二
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
三
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
四
）

『
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
国
際
法
の
基
礎
理
論
』

V
I
C
I
S
S
I
T
U
D
E
S
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
 I
N
 T
H
E
 M
O
D
'
 

E
R
N
 H
I
S
T
O
R
Y
 O
F
 
J

A
P
A
N
・
 

聖
ト
マ
ス
の
国
際
法
理
論

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
一
）

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
一
）

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
下
）

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
ニ
・
完
）

我
兵
法
書
と
国
際
法

我
国
に
於
け
る
戦
時
国
際
法
の
発
達

英
国
捕
獲
法
の
創
立
者
ス
ト
ー
ウ
ェ
ル
卿

明
日
の
国
際
法

伊

藤

不

伊

藤

不

石

本

泰

雄

五

伊

藤

不

石

本

泰

雄

五

大

澤
J. 
S
hi

nobu 

伊

藤

不

男

五

五

男

五
男

五

章

五

五
〇

男

四

九

又

正

雄

四

四

又

正

雄

四

田

岡

良

四

又

正

雄

四

又

正

雄

四

信

夫

松

原

淳

平

四
雄

三

九

寺

田

四

郎

三

七

五

五

一

六

四 五 ← 
ノ‘ 九

二
九 六

四
七
五

七
三
三

二
三
四

ニ
ニ
五

四

七

九 一
九

八
六
七

-
0

八
〇

七

五

九

〇

九

八

二
―
九
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ル

イ

ス

・

ソ

ー

ン

教

授

の

世

界

法

概

念

明

治

初

期

に

お

け

る

国

際

法

の

導

入

西

自

衛

権

の

法

史

条

約

改

正

と

外

人

法

官

ト

マ

ス

・

ア

ク

イ

ナ

ス

の

正

戦

論

と

近

世

自

然

法

の

伝

統

ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
正
当
戦
争
論
（
一
）
国
際
法
学
説
史
の
研
究
ー
~

ヴ

ィ

ト

リ

ア

の

正

当

戦

争

論

（

ニ

・

完

）

国

際

法

学

説

史

の

研

究

『

捕

獲

法

論

』

に

お

け

る

グ

ロ

テ

ィ

ウ

ス

の

正

当

戦

争

論

（

ニ

ー

国

際

法

学

説

史

の

研

究『
捕
獲
法
論
』
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
ニ
・
完
）
ー
~
国

際

法

学

説

史

の

研

究

マ

ク

ド

ゥ

ー

ガ

ル

の

法

政

策

学

説

P
o
l
i
c
y-O
r

i

e
nt
e
d
J
u

r

i

s
p
r
u
d
e
n
c
e
 

ー

ー

の

概

要

と

そ

の

諸

批

判

の

妥

当

性

ト

ー

マ

ス

・

ベ

ィ

テ

ィ

博

士

の

論

功

周

助

「

万

国

公

法

」

明

治

及

び

大

正

初

期

に

お

け

る

日

本

国

際

法

学

の

形

成

と

発

展

ー

'

|

前

史

と

黎

明

期

ー

|

|

最

近

に

お

け

る

国

際

法

学

の

動

向

に

つ

い

て

イ

シ

ド

ー

ル

ス

の

課

題

『

語

源

』

の

考

察

（

二

）

ー

_

国

際

法

学

説

史

の

―

つ

の

深

津

栄

住

又

正

雄

七

吉

良

人

七

田

岡

良

内

山

正

熊

大

内

和

臣

伊

藤

不

伊

藤

不

深

津

栄

伊

藤

不

伊

藤

不

大

山
伊

藤

不

伊

藤

不

男 男 男 男

七 七 六
五

六

四

六

四

六一
， 

ノ‘ 六
〇

六
〇

沢

田

和

夫

五

九

梓

五

九

男

五

九

男

五

五

五
・
六

五
・
六 六 六 五 四 六

1
0
 

四
八

四
五
四

五
〇

六
四
六

四
〇

三
九
三

一
四
四

一
五
七

六
一
八

四

五

一

七
ニ
八

六

四
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『
国
際
判
例
研
究
」
を
始
め
る
に
つ
い
て

判
例
評
釈

わ
が
国
際
法
学
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
二
人
の
先
達

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
戦
争
と
諸
国
民
の
法
正
当
性
と
合
法
性
の
交

錯グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
i
m冷
e
r
i
ミ
m
お
よ
び
d
o
m
i
n
i
ミ
m
概
念
に
関
す
る
一
試
論

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
生
誕
四
0
0
年
祭

マ
ル
テ
ン
ス
の
国
際
法
理
論

一
般
・
総
論

ロ
ー
タ
ス
号
事
件

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
(
-
)
キ
ー
ル
運
河
の
自
由
通
航

ル
ド
ン
号
事
件
一
九
二
三
年
八
月
一
七
日
判
決

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
に
お
け
る
合
意
論

マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
の
国
際
法
方
法
論
と
そ
の
問
題
点

ウ
イ
ン
ブ

ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
概
念
の
変
遷
ー
ヴ
ォ
ル
フ
の
一
七
二
九
年
論
文

を
中
心
と
し
て
ー
|
ー

バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
国
際
法
理
論
「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」

概
念
と
方
法
を
中
心
と
し
て

横

田

横

田
青

木

節

明

石

欽

司

九

七

田

畑

茂

柳

原

正

治

八

八

辻 松

隈
田

中

木

村

喜 喜

郎 郎

ニ

八

ニ

八
二
六

郎

九

六

健

児

八

五 清

八

忠

八
J
 

河

西

直

也

八

賓

八

大

内

和

臣

七

1
0
 

五 五

ニ

八

四

54
 

3
 

四
ニ
―
―

1
0
一三

ニ
八
二

四

七

五

四

・

五

五

四

九 一
八
五

―
二
九

六

四

一
八
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常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
二
）
委
任
統
治
に
関
す
る
紛
争
に
対
す
る
常

設
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
マ
ヴ
ロ
マ
チ
ス
事
件
一
九
二
四

年
八
月
三

0
日
判
決

(
S
e
rie
A, N
o
.
 2)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
(
-
―
-
)
受
任
統
治
国
の
国
際
義
務
マ
ヴ
ロ
マ

チ
ス
事
件
（
実
質
問
題
）
一
九
二
五
年
三
月
二
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 

5

)

 
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
三
）
委
任
統
治
に
関
す
る
紛
争
に
対
す
る
国

際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
マ
ヴ
ロ
マ
チ
ス
事
件
（
改
訂
問
題
）
一

九
二
七
年
一

0
月
一

0
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
1

)

 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
四
）
世
界
戦
争
に
基
づ
く
私
人
の
損
害
賠
償

請
求
権
の
範
囲
ヌ
ー
イ
イ
条
約
事
件
（
条
約
の
解
釈
）
一
九
二
四
年
九
月

十
二
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 3)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
四
）
判
決
の
解
釈
に
関
す
る
裁
判
所
の
権
限

ヌ
ー
イ
イ
条
約
事
件
（
判
決
の
解
釈
）
一
九
二
五
年
三
月
二
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
 A, N
o
.
 4)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
五
）
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
管
轄
権
の
範
囲

上
部
シ
レ
ジ
ア
に
於
け
る
ド
イ
ツ
人
の
利
益
に
関
す
る
事
件
（
管
轄
権
）
一

九
二
五
年
八
月
二
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 6)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
六
）
条
約
の
抽
象
的
解
釈
ー
|
国
内
法
の
解

釈
権
利
の
濫
用
ー
申
立
の
形
式
上
部
シ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ

人
の
利
益
に
関
す
る
事
件
（
本
案
）
一
九
二
六
年
五
月
二
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
 A, N
o
.
 7)
 

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜 喜

横

田

喜

横

田

喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

九

九

0
五

八 七 七 五

四

九

九

五

四

九

四

七
八
三

六
九
六

六九一
三
九
〇
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常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
七
）
条
約
の
適
用
に
関
す
る
紛
争
の
管
轄
権

と
賠
償
に
関
す
る
紛
争
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
事
件
（
管
轄
権
）
一
九
二
七
年

七
月
二
六
日
判
決

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 8)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例

管
轄
権
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件

1

0

)

 

（
八
）
公
海
に
於
け
る
船
舶
衝
突
事
件
の
裁
判

一
九
二
七
年
九
月
七
日
判
決

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
（
九
）
判
決
の
意
義
に
関
す
る
紛
争
コ
ル
ツ

オ
ウ
工
場
事
件
（
判
決
第
七
と
第
八
の
解
釈
）
一
九
二
七
年
―
二
月
一
六
日

判
決

(
S
e
rie
A, N
o
.
 1
3
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(

I

0

)

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

の
性
質
と
範
囲
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
事
件
（
本
案
）
判
決
第
一
三
、
一
九
二

八
年
九
月
一
三
日
宣
告

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 1
7
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
-
)
言
語
上
の
少
数
者
上
部
シ
レ

ジ
ア
に
お
け
る
少
数
者
の
権
利
（
少
数
者
の
学
校
）
に
関
す
る
事
件
判
決

第
―
二
、
一
九
二
八
年
四
月
二
六
日
言
渡

(
S
e
ri
e
A
,
 N
o
.
 1
5
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
―
二
）
貨
幣
の
価
格
の
下
落
と
国
債
の

支
払
セ
ル
ビ
ヤ
国
債
事
件
判
決
第
一
四
、
一
九
二
九
年
七
月
―
二
日
判

決

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 2
0
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
=
-
)
貨
幣
の
価
格
の
下
落
と
国
債
の

支
払
ブ
ラ
ジ
ル
国
債
事
件
判
決
第
一
五
、
一
九
二
九
年
七
月
―
二
日
判

決

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 2
1
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
ニ
―
-
)
オ
ー
デ
ル
河
の
国
際
管
理

オ
ー
デ
ル
河
国
際
委
員
会
の
管
轄
流
域
に
関
す
る
事
件
判
決
第
一
六
、
一

九
二
九
年
九
月
一

0
日
判
決

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 2
3
)
 

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

ー

横

田

喜 喜 喜 喜

横

田

喜

喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

゜ ゜゜
二
九

二
九

二
九

二
九

ニ
八

1
0
 

九

J¥ 

八

七

六

七
1
0
 

一九 ＼
＼
 

j

j

 

七
七

九
二
八

六
五

九
七
七
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横

田

意
見
第

横

田

意
見
第

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
一
）
条
約
の
廃
棄
と
権
利
保
全
の
仮
措
置

支
那
と
ベ
ル
ギ
ー
と
の
一
八
六
五
年
の
条
約
の
廃
棄
に
関
す
る
事
件
一
九

二
七
年
一
月
八
日
、
二
月
一
五
日
、
六
月
一
八
日
の
諸
命
令

(
S
e
ri
e
A
、

No. 8)

一
九
二
八
年
二
月
ニ
―
日
の
命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
4
)

一
九
二

八
年
八
月
一
三
日
の
命
令

(
S
e
ri

e
A, N
o
.
 1
6
)

一
九
二
九
年
五
月
二
五
日

の
命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
8
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
一
）
損
害
賠
償
の
支
払
と
権
利
保
全
の
仮
措

置
コ
ル
ツ
オ
ウ
工
場
に
関
す
る
事
件
一
九
二
七
年
―
一
月
ニ
―
日
の
命

令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 1
2
)

一
九
二
九
年
五
月
二
五
日
の
命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 

1
9
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
二
）
裁
判
所
の
評
議
の
結
果
の
非
公
式
発
表

上
部
サ
ヴ
ォ
ア
と
ジ
ェ
ク
ス
地
方
の
自
由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
二
九

年
八
月
一
九
日
命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 2
2
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
命
令
研
究
（
三
）
非
法
律
的
解
決
と
裁
判
所
上
部
サ
ヴ

オ
ア
と
ジ
ェ
ク
ス
の
自
由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
三

0
年
―
二
月
六
日

命
令

(
S
e
ri
e
A, N
o
.
 24
)

 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
）
労
働
総
会
の
労
働
代
表
の
選
出
方
法

意
見
第
一
、
オ
ラ
ン
ダ
の
労
働
代
表
の
選
出
の
事
件
、
一
九
二
二
年
七
月
三

一
日

(
S
e
ri

e
B
,
 N
o
.
 1
)

 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
―
)
農
業
労
働
と
国
際
労
働
機
関

二
、
一
九
二
二
年
八
月
―
二
日

(
S
e
ri
e
B
,
 No. 2)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
二
）
生
産
手
段
と
国
際
労
働
機
関

三
、
一
九
二
二
年
八
月
―
二
日

(
S
e
ri
e
B
,
 No. 3)
 

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

゜゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜
八

八

一

七

八

八

七 五

四

八

四

六
八
八

三
七
九

ニ
八
〇

二
七
四

348 



分野別索引

横

田

喜

条
約
の
国
内
法
に
及
ぼ
す
効
果

一
九
二
五
年
二
月
―
二
日
意
見
横
田
喜

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
―
-
)
国
内
事
項
と
国
籍
チ
ュ
ニ
ス
と
モ
ロ

ッ
コ
に
お
け
る
国
籍
法
事
件
意
見
第
四
、
一
九
二
三
年
二
月
七
日

(
S
e
ri
e

B
"
N
o
.
 4)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
四
）
非
連
盟
国
と
裁
判
所
意
見

リ
ア
事
件
一
九
二
三
年
七
月
二
三
日
意
見

(
S
e
ri
e
B
,
 No. 5)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
五
）
連
盟
理
事
会
に
よ
る
少
数
者
の
保
護

ド
イ
ツ
農
民
の
権
利
に
関
す
る
件
一
九
ニ
―
―
一
年
九
月
一

0
日
意
見

(
S
e
ri
e

B
"
N
o
.
 6)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
六
）

ラ
ン
ド
国
籍
の
取
得
に
関
す
る
件

B
"
N
o
.
 7)
 

少
数
者
の
国
籍
と
連
盟
の
保
障
ポ
ー

一
九
二
三
年
九
月
一
五
日
意
見

(
S
e
rie

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
七
）
世
界
大
戦
に
基
く
新
国
家
の
国
境
の
画

定
ヤ
ウ
オ
ル
チ
ナ
事
件
一
九
二
三
年
―
二
月
六
日

(
S
e
ri
e
B
,
 No. 8)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
八
）
新
国
家
の
国
境
の
画
定

僧
院
事
件
一
九
二
四
年
九
月
四
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, No. 9)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
九
）

ギ
リ
シ
ア
と
ト
ル
コ
の
住
民
交
換
事
件

(
S
e
ri
e
 B,
 No. 1
0
)
 

聖
ナ
オ
ウ
ム

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(

1

0

)

ダ
ン
チ
ッ
ヒ
の
連
盟
高
等
委
員

の
職
能
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
郵
便
事
務
事
件
一
九
―
一
五
年
五
月

一
六
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, No. 11
)

 

東
部
カ
レ

横

田

横

田

横

田

喜
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田
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郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎
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八

四
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七

四

四

六 五
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1
0

五
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三

二
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一
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八

九

九

一

五
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常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
―
)
連
盟
理
事
会
の
拘
束
力
あ
る
決

定
ト
ル
コ
と
イ
ラ
ク
の
国
境
事
件
一
九
二
五
年
―
一
月
ニ
―
日
意
見

(
S
e
ri
e
 B, No. 1
2
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
―
二
）
国
際
労
働
機
関
と
使
用
者
の
労
働
の

規
律
使
用
者
の
労
働
の
規
律
に
関
す
る
国
際
労
働
機
関
の
権
限
に
関
す
る

件
一
九
二
六
年
七
月
二
三
日
意
見

(
S
e
ri
e
B, No. 1
3
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
ニ
―
-
)
ダ
ニ
ュ
ー
プ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会

の
権
能
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
の
権
能
に
関
す
る
事
件
一

九
二
七
年
―
二
月
八
日
意
見

(
S
e
rie
B, N
o
 14
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
四
）
条
約
と
個
人
の
権
利
義
務
ダ

ン
チ
ッ
ヒ
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
事
件
一
九
二
八
年
三
月
三
日
意
見

(
S
e
ri
e
 B,
 N
o
 15
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
(
-
五
）
裁
判
所
の
管
轄
権
の
決
定
者

一
九
二
六
年
の
ギ
リ
シ
ア
1
1
ト
ル
コ
協
定
の
解
釈
事
件
一
九
二
八
年
八
月

ニ
八
日
意
見

(
S
e
ri
e
B
,
 N
o
 16
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
六
）

シ
ア
1
1
ブ
ル
ガ
リ
ア
部
落
に
関
す
る
事
件

(

S

硲
i
e
B
,
N
0
1
7
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
七
）
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
自
由
市
と
国
際
労

働
機
関
意
見
一
八
、
一
九
―
―
1
0
年
八
月
二
六
日

(
S
e
ri
e
B, No. 1
8
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
意
見
研
究
（
一
）
上
部
シ
レ
ジ
ア
の
少
数
者
学
校
の

事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
五
月
一
五
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 40
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
―
-
)
ド
イ
ツ
1
1
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
関
税

連
合
の
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
九
月
五
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 41
)
 

横

田

横

田

横

田

条
約
と
国
内
法
の
関
係
ギ
リ

一
九
三

0
年

七

月

＝

二

日

意

見

横

田

横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜 喜

横

田

喜

横

田

喜
喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎
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0
五
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九
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八

八

九

八
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七

九

〇

六 四

四

二

八

1

0

 

六
七
〇

三
二
五

1
0
六一

九

九

四

六
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常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
三
リ
ス
ア
ニ
ア
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
鉄

道
運
輸
の
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
一

0
月
一
五
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
.
 

4
2
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
四
）
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
港
に
お
け
る
ポ
ー
ラ

ン
ド
軍
艦
の
入
港
・
碇
泊
に
関
す
る
事
件
意
見
、
一
九
三
一
年
―
二
月
一

一
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
0
4
3
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
五
）
ダ
ン
チ
ッ
ピ
に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
の
取
扱
に
関
す
る
事
件
意
見
、
一
九
三
二
年
二
月
四
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 

N
o
.
 4
4
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
六
）
一
九
二
七
年
の
ギ
リ
シ
ア
11
ブ
ル

ガ
リ
ア
協
定
の
事
件
意
見
、
一
九
一
三
一
年
三
月
八
日

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
 N
o
.
 

4
5
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
七
）
上
部
サ
ヴ
ォ
ア
と
ヂ
ェ
ク
ス
の
自

由
地
帯
に
関
す
る
事
件
一
九
三
二
年
六
月
七
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
 

4
6
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
八
）
メ
ー
メ
ル
領
域
規
程
の
解
釈
に
関

す
る
事
件
（
管
轄
権
）
一
九
三
二
年
六
月
二
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
.
 

4
7
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
九
）
メ
ー
メ
ル
領
域
規
程
の
解
釈
に
関

す
る
事
件
（
本
案
）
一
九
三
二
年
八
月
―
一
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
 

4
9
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(

1

0

)

女
子
の
夜
間
労
働
に
関
す
る
条

約
の
解
釈
に
関
す
る
件
意
見
、
一
九
三
二
年
―
一
月
一
五
日

•
(
S
e
r

ie

A
¥
B」
N
0
5
0
)
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田

横

田

喜

横

田

横

田

喜

横

田

横

田
横

田

喜 喜 喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎
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〇

七 六 五 四

1
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ニ

六
九

五

九

九

四
八
四

三

九

〇

一

九

五
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国際法外交雑誌総索引

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
―
)
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法
律

的
地
位
に
関
す
る
事
件
一
九
一
二
三
年
四
月
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
 N
o
.
 

5
3
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
―
二
）
東
南
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法

律
的
地
位
に
関
す
る
事
件
一
九
三
二
年
八
月
一
一
日
と
三
日
の
命
令

(
S
e
ri
e

A
¥
B
"
N
o
.
 4
8
)

一
九
―
―
一
三
年
五
月
―
一
日
の
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
.
 5
5
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
―
―
-
)
カ
ル
テ
ロ
リ
ゾ
島
と
ア
ナ
ト
リ

ア
海
岸
の
間
の
領
海
の
境
界
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
一
月
二
六
日
命

令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
"
N
o
 5
1
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
四
）
プ
レ
ス
公
財
産
管
理
に
関
す
る

事
件
一
九
一
二
三
年
二
月
四
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
 N

o

 5
2
)

一
九
一
二
三
年

五
月
―
一
日
命
令

(
S
e
ri
e
A

¥

B」

N

o

5
4
)

一
九
三
―
―
一
年
七
月
四
日
命
令

(
S
e
ri
e
 A
¥
B
,
 N

o

 5
7
)

一
九
三
三
年
―
二
月
二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
o
 

5
9
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
五
）
ハ
ン
ガ
リ
ア
1
1

チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
事
件
一
九
三
三
年
五
月
一

二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
0
5
6
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
六
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
農
業
改
良
と
ド

イ
ツ
系
少
数
者
に
関
す
る
事
件
一
九
―
―
一
三
年
七
月
二
九
日
命
令

(
S
e
ri
e

A
¥
B
,
 N

o

 5
8
)

一
九
一
二
三
年
―
二
月
二
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
,
N
0
6
0
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
七
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
1
1

チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
事
件
（
ペ
テ
ル
・
パ
ズ
マ

ニ
ー
大
学
の
事
件
）
一
九
三
三
年
―
二
月
一
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N

o

 

6
1
)
 

横

田

横

田
横

田

横

田
横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

四 四 四 四 四 四 四

四

三
七
四

ニ
八
六

ニ
八
五

二
七
九

二
七
八

一
七
五

2
 

5
 

3
 

七
〇



分野別索引

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
八
）
フ
ラ
ン
ス
1
1
ギ
リ
シ
ア
の
燈
台

に
関
す
る
事
件
一
九
三
四
年
三
月
一
七
日
半
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
N
0
6
2
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
九
）
オ
ス
カ
ー
・
チ
ン
に
関
す
る
事

件
一
九
三
四
年
―
二
月
―
二
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 N
o
 63
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
ア
ル
バ
ニ
ア
の
少
数
者
学
校
に
関
す
る

事
件
一
九
三
五
年
四
月
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
N
0
6
4
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
ニ
―
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
法
令
の
憲
法
違
反

の
事
件
一
九
三
五
年
三
月
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
N
0
6
5
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
ニ
ニ
ュ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
農
業
改

革
の
事
件
（
パ
ズ
ス
、
ク
サ
キ
、
エ
ス
テ
ル
ハ
ジ
イ
事
件
）
一
九
三
六
年
五

月
二
三
日
命
令

(
S
e
rie
A
¥
B
 N° 
6
8
)

一
九
三
八
年
―
二
月
一
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
 A
¥
B
 N° 
6
8
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
三
ロ
ザ
ン
ジ
ェ
会
社
事
件
一
九

三
六
年
六
月
二
七
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 6
7
)

一
九
三
六
年
三
月
一
四

日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 6
9
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
四
ミ
ュ
ー
ズ
河
か
ら
の
引
水
に
関

す
る
事
件
一
九
三
七
年
六
月
二
八
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
0
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
五
ク
リ
ー
ト
島
と
サ
モ
ス
島
の
燈

台
に
関
す
る
事
件
一
九
三
七
年
一

0
月
八
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
1
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
六
ボ
ル
ク
グ
ラ
ー
ヴ
事
件

権
）
一
九
三
七
年
―
一
月
六
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 72
)

 

（
管
轄

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
七
モ
ロ
ッ
コ
の
燐
酸
塩
事
件

九
三
八
年
六
月
一
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
4
)
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国際法外交雑誌総索引

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

八
四
年
•
特
別
裁
判
部
）

メ
イ
ン
湾
境
界
画
定
事
件

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
評
釈

ー
管
轄
権
及
び
受
理
可
能
性

（
判
決
・
一
九

ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
評
釈

ー
仮
保
全
措
置
指
示
要
請

ニ
カ
ラ
グ
ヮ
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
判
決
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
国
際
法
的
意
義

判
例
評
釈

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
八
パ
ネ
ヴ
ェ
ジ
ス
・
サ
ル
ヅ
チ
ス

キ
ス
鉄
道
事
件
一
九
三
八
年
六
月
三

0
日
命
令

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
5
)
 

一
九
三
九
年
二
月
二
八
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
6
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
二
九
ソ
フ
ィ
ア
電
気
会
社
に
関
す
る

事
件
一
九
三
九
年
四
月
四
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
7
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
三

0

ベ
ル
ギ
ー
商
事
会
社
事
件

九
三
九
年
六
月
一
五
日
判
決

(
S
e
ri
e
A
¥
B
 No. 7
8
)
 

一
般
・
総
論

国
際
司
法
裁
判
所

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
取
扱
ー
ー
牛
窪
ぃ
的
抗
弁
に

関
す
る
判
決
I

国
連
加
入
問
題
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
つ
い
て
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高

嶺
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分野別索引

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
際
連
合
特
権
免
除
条
約
第
六
条
二
二
項

の
適
用
性
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
九
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

一
九
八
九
年
•
特
別
裁
判
部
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

決
・
一
九
八
八
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
連
行
政
裁
判
所
判
決
第
三
三
三
号
の
審

査
請
求
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
七
年
）

国
境
の
武
力
行
動
事
件
（
管
轄
権
）

シ
シ
リ
ー
電
子
工
業
会
社
事
件
（
判
決
・ 祠

杉

原

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

（
本
案
）
（
判
決
・
一
九
八
六
年
）

杉

原

高

嶺

八

九

ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
境
紛
争
事
件
（
判
決
・
一
九
八
六
年

特
別
裁
判
部
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
リ
ビ
ア
1
1

マ
ル
タ
大
陸
棚
事
件
（
判
決

一
九
八
五
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
事
件

ー
ェ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
訴
訟
参
加
の
宣
言
—
ー
i
（
命
令
・
一
九
八
四
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
際
連
合
の
本
部
協
定
に
も
と
づ
く
仲
裁

裁
判
義
務
の
適
用
性
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
八
八
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
テ
ュ
ニ
ジ
ア
1
1
リ
ビ
ア
大
陸
棚
事
件
（
一

九
八
二
年
）
の
再
審
お
よ
び
解
釈
請
求
（
判
決
・
一
九
八
五
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
国
境
紛
争
事
件
仮
保
全
措
置
の
申
請

ー
（
命
令
・
一
九
八
六
年
•
特
別
裁
判
部
）

杉

原

高

嶺

九
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五
三



国際法外交雑誌総索引

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所
領
土
•
島
・
海
洋
境
界
紛
争
事
件
（
判

決
・
一
九
九
二
年
•
特
別
裁
判
部
）

判
例
研
究
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
ー
ー
‘
仮
保
全
措
置
の
申
請
I

（
命
令
・
一
九
九
三
年
）

「
判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
」

裁
判
所
判
例
研
究
会
の
発
足
I

判
例
研
究
・
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
間
の
海
域
の
境
界
画
定

事
件
（
判
決
・
一
九
九
三
年
）

判
例
研
究
•
国
際
司
法
裁
判
所

決
・
一
九
九
二
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ロ
ッ
カ
ー
ビ
ー
航
空
機
事
故
を
め
ぐ
る
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
解
釈
・
適
用
事
件
ー
|
_
仮
保
全
措
置
の
申
請
—
|
_

（
命
令
・
一
九
九
二
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

（
判
決
・
一
九
九
一
年
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
仲
裁
判
決
(
-
九
八
九
年
）
事
件
ー
仮

保
全
措
置
の
申
請
ー
|
（
命
令
・
一
九
九
0
年）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
領
土
•
島
・
海
洋
境
界
紛
争
事
件
I

ニ

カ
ラ
グ
ア
の
訴
訟
参
加
の
申
請
ー
_
（
判
決
・
一
九
九
0
年
•
特
別
裁
判
部
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
大
ベ
ル
ト
海
峡
の
通
航
事
件
ー
仮
保
全

措
置
の
申
請
|
|
’
（
命
令
・
一
九
九
一
年
）

仲
裁
判
決
(
-
九
八
九
年
）
事
件
（
本
案
）

ナ
ウ
ル
燐
鉱
地
事
件
（
先
決
的
抗
弁
）
（
判

の
新
し
い
掲
載
に
つ
い
て
|
|
国
際
司
法
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九

六

八

八

＿

七

六

六
二
九

一

七

六

6
 

5
 

六

三

五

3
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判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
カ
メ
ル
ー
ン
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
国
境
お

よ
び
海
洋
境
界
事
件
ー
ー
＇
仮
保
全
措
置
の
申
請
ー
（
仮
保
全
命
令
・
一
九

九
六
年
三
月
一
五
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
一
九
七
四
年
一
―
一
月
二

0
日
の
核
実
験
事

件
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
対
フ
ラ
ン
ス
）
判
決
第
六
三
項
に
基
づ
き
事
情
の

検
討
を
請
求
し
た
事
件
（
命
令
・
一
九
九
五
年
九
月
二
二
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
1

先
決

的
抗
弁
ー
（
判
決
・
一
九
九
六
年
七
月
―
一
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ガ
ブ
チ
ー
コ
ヴ
ォ
・
ナ
ジ
マ
ロ
シ
ュ
計
画

事
件
（
判
決
・
一
九
九
七
年
九
月
二
五
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
核
兵
器

使
用
の
合
法
性
(
W
H
O
の
要
請
）
（
勧
告
的
意
見
・
一
九
九
六
年
七
月
八

日）判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
核
兵
器
の
威
嚇
又
は
使
用
の
合
法
性
（
勧

告
的
意
見
・
一
九
九
六
年
七
月
八
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
東
テ
ィ
モ
ー
ル
事
件
（
判
決
・
一
九
九
五

年） 判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所

決
・
一
九
九
四
年
二
月
三
日
）

領
土
紛
争
事
件
（
リ
ビ
ア
／
チ
ャ
ド
）
（
判

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
カ
タ
ー
ル
と
バ
ー
レ
ー
ン
間
の
海
洋
境
界

画
定
及
び
領
土
問
題
事
件
（
管
轄
権
及
び
受
理
可
能
性
）
（
第
一
判
決
・
一
九

九
四
年
、
第
二
判
決
・
一
九
九
五
年
）

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
会

（

杉

原

高

微

）
日
＜＝シ云

九
九

九
九

九
九

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
会

（

酒

井

啓

唇

九
八

九
八

鳳
司
誌
箭
耕
判
例
研
究
会

（

吉

井

淳

）

九
七

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
会

（

杉

原

高

嶺

）

九
七

国
司
巖
判
屑
例
研
究
会

（

坂

元

茂

樹

）

九

七 九
七

六 五 四

二
九
0

7
5
 

3
 

五
七

三
五
九

三
七
九

一
四
三

六
二
六

三
九
五

五
三
三

七
五



国際法外交雑誌総索引

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
四

一
九

0
五
年
八
月
八
日
宣
告

希
土
両
国
間
領
事
職
務
問
題
争
議
仲
裁
々
判

元
外
国
人
居
留
地
の
建
物
課
税
問
題
の
仲
裁
々
判

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
一
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
布
教
基
金
に
関
す
る

事

件

一

九

0
二
年
一

0
月
一
四
日
判
決

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
二
）
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
債
権
優
先
権
事
件

決
第
二
、
一
九
0
四
年
二
月
二
二
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
(
-
―
-
)

一
九

0
五
年
五
月
二
三
日
宣
告

日
本
の
家
屋
税
事
件
(
-
)

マ
ス
カ
ッ
ト
土
人
船
事
件

『
国
際
判
例
研
究
』
を
始
め
る
に
つ
い
て

一
般
・
総
論

判

例

評

釈

仲

裁

裁

判

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
武
力
行
使
の
合
法
性
に
関
す
る
事
件

保
全
措
置
の
申
請
（
仮
保
全
命
令
・
一
九
九
九
年
六
月
二
日
）

判
決
第
三
、

判
決
第
四
、

横

田

喜

横

田

川
リ

横

田

半 仮

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ロ
ッ
カ
ー
ビ
ー
航
空
機
事
故
を
め
ぐ
る
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
解
釈
・
適
用
事
件
ー
—
—
先
決
的
抗
弁
（
判
決
・

一
九
九
八
年
二
月
二
七
日
）

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
ー
~

先
決
的
抗
弁
（
判
決
・
一
九
九
六
年
―
二
月
―
―
一
日
）

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎

有

賀

長

雄

加

輻

豊

次

国
司
法
裁
判
烈
剋
四
研
究
会

（

酒

井

啓

百

[

)

国
司
法
裁
判
四
剋
四
研
究
会

（

酒

井

啓

亘

）

国（
杉

五 四 四 四
ニ
八 -

0
0
 

]
0
0
 

九
九

1
0
 

九

一
七
七

九
五
五

八
五

八

七

五

〇

八 四 五 六

ニ
八
二

四
七

七
四
五

五
〇

8
 

5
 

3
 

七
五
〇
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常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
一
四
年
六
月
二
五
日
宜
告

一
四

マ
ヌ
ー
バ
号
事
件

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

一
九
一
三
年
互
月
六
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
二
二
年
五
月
六
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
―
二
年
―
一
月
―
一
日
宣
告

1
0
 

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
九

九
―
一
年
二
月
二
四
日
宣
告

カ
ル
タ
ー
ジ
ュ
号
事
件 判

決
―
一
、

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
―
二
年
五
月
三
日
宣
告

カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
事
件

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
七
北
大
西
洋
沿
岸
の
漁
業
に
関
す
る
事
件

判
決
第
七
、
一
九
一

0
年
九
月
七
日
宣
告

サ
ヴ
ァ
ル
カ
ー
事
件

カ
ネ
ヴ
ァ
ロ
事
件

ロ
シ
ア
賠
償
事
件

テ
ィ
モ
ル
島
事
件

判
決
第
五
、

判
決
第
八
、

判
決
第
九
、

判
決
第
一

0
、

判
決
―
二
、

判
決
一
三
、

判
決
一
四
、

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
五
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
教
会
財
産
の
没
収
に

関
す
る
事
件
判
決
一
五
、
一
九
二

0
年
九
月
二
日
と
四
日
宣
言

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
八
オ
リ
ノ
コ
汽
船
会
社
事
件

一
九
一

0
年
一

0
月
二
五
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
六

一
九

0
九
年
一

0
月
二
三
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
五

九
0
九
年
宜
月
二
二
日
宣
告

グ
リ
ス
バ
ダ
ル
ナ
事
件
判
決
第
六
、

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五

四 -
0
 

七 四

三
九
〇

ニ
八
六

一
九
四

八
四

九
七
三

九

八

九

四

八
．
八
0
0

六
八
七

五

四

二

八
三
七
二

二
七
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み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
ー
仲
裁
判
決
に
寄
せ
て
ー
|

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
九

九
、
一
九
三
一
年
六
月
九
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
二

0

フ
ィ
ッ
ク
号
事
件
（
一
）
判
決
二

0
、

グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
号
と
パ
シ

一
九
三
二
年
七
月
一
八
日
宣
告

一
八

パ
ル
マ
ス
島
事
件

判
決
第

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
六
ペ
ル
ー
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
債
権

の
事
件
判
決
一
六
、
一
九
ニ
―
年
一

0
月
―
一
日
宣
告

判
決
一
八
、

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
一
七
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ル
ウ
エ
ー
船
徴
発
事

件
判
決
一
七
、
一
九
二
二
年
一

0
月
一
三
日
宣
告

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究

九
二
八
年
四
月
四
日
宣
告

シ
ェ
ヴ
ロ
ー
事
件
（
一
）

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
に
つ
い
て
~
実
と
経
緯

I

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
1

書
面
手
続
に
お
け
る
主

張
の
分
析
ー
ー
＇

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
ー
~
口
頭
弁
論
手
続
に
お
け

る
主
張
の
分
析
|
_
,
.

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
判
決
の
意
義
~
数
の
紛
争
解
決
手
続
の
競
合

に
伴
う
問
題
点
ー
ー
_

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
裁
判
判
決
の
評
価
ー
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
多

様
化
の
中
で
~

山

田

中

正

栗

林

忠

男

河

野

真

理

子

安

藤

仁

介

杉

原

高

嶺

兼

原

信

克

横

田

喜

横

田

横

田

横

田

横

田

喜 喜 喜 喜

郎 郎 郎

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

郎
―
―
―
七

郎
―
―
―
七 六 六 六

八 七 六

四
0
五

＿
七
六

二
七
五

二
六
八

一
七

七
七
三

言
――
1
0
九

三
四
一

六
五
八

゜
6
 

五
八

0

3
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判
例
評
釈
そ
の
他

判
例
研
究
「
サ
バ
チ
ー
ノ
事
件
」

一
般
・
総
論
，

外
国
に
対
す
る
民
事
裁
判
管
轄
権
大
審
院
判
決
（
第
二
民
事
部
）
中
華
民

国
に
対
す
る
約
束
手
形
金
請
求
為
替
手
形
訴
訟
事
件
昭
和
三
年
十
二
月
二

十
八
日
判
決
（
大
審
院
判
例
集
七
巻
―
二
号
）

一
般
・
総
論

Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
二
、
完
）

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
と
原
油
の
押
収
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
控
訴
院
判
決
を
中
心

こ，
 

一
般
・
総
論

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
国
際
審
査
委
員
会
報
告
研
究
）
一
北
海
の

イ
ギ
リ
ス
漁
船
砲
撃
事
件
報
告
書
第
一
、
一
九
0
五
年
二
月
二
六
日
提
出

Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
一
）

判
例
評
釈
国
内
裁
判
ご
て
の
他

憲
法
の
戦
争
放
棄
の
限
界
砂
川
判
決
に
照
し
て
ー
ー
ー

公
船
の
国
際
法
上
の
地
位
ク
リ
コ
フ
船
長
事
件
に
つ
い
て

使
節
の
随
員
の
不
可
侵
権
に
関
す
る
判
例
に
就
て

判
例
評
釈
国
内
裁
判
は
口
本

横

田

喜

郎

松

井

芳

郎

竹

本

正

幸

五

九

竹

井

竹

井

横

田
大

平

横

田

喜 喜

善

牧

野

英

廉 廉 郎

六
六
七

郎

五

九

梧

五
ニ
八

九

九

一

0

1
6
 

3
 

五 五

五

0
九

四 六

一
八

六
七
四

三
三
九

一
八

五
八
八



国際法外交雑誌総索引

序
言

Dr01t
 
m
t

ernatt
onal c
o
ut
u
mi
er (non,ecr
i
t
)
.
 

法

源

慣

習

法

変
容
し
た
国
際
社
会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
1

新
モ
デ
ル
を
求
め
る

U
N
C
I
T
R
A
L
ー

国
際
連
合
に
お
け
る
規
則
作
成
と
一
般
国
際
法
の
形
成
へ
の
影
響

日
本
の
国
際
法
学
に
お
け
る
法
源
論
の
位
相

国
際
法
形
成
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
南
極
条
約
協
議
国
会
議
の
「
正
当
性
」

慣
習
国
際
法

強
制
的
に
結
ば
れ
た
る
条
約
の
効
力
及
国
際
法
の
淵
源
に
関
す
る
新
説

法
源

一
般

赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
ー
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件

国
際
審
査
委
員
会
報
告
研
究

一
九
二
二
年
二
月
二
七
日
提
出

チ
ュ
パ
ン
チ
ア
号
事
件

常
設
仲
裁
裁
判
所
判
例
研
究
（
国
際
審
査
委
員
会
報
告
研
究
）

ニ
ア
ノ
号
、
カ
ム
ー
ナ
号
、
ゴ
ー
ロ
ア
号
事
件
報
告
第
二
、

七
月
二
三
日
提
出

ニ

タ

ヴ

ィ

一
九
―
二
年

報
告
書
第
三
、

村

瀬

信

也

八

八

J_
M
.
 P
e
ri
t

c
h
 

ペ 柴

田

明

穂

九

九

村

瀬

信

也

小
森
光
夫
九
四
五
•
六

曽

野

和

明

八

四

立 喜

リ

横

田

横

田

ツ

チ

九

六

作

太

郎

三

八

多

義

人

八

七

喜 喜

郎

三

七

郎

六

四
・
五 六 六

1

0
四

五

五

七ニ―――

七

四

七

六

八

五

九

七

七

九
六
〇

六

1

0

九

九
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支
那
憲
法
草
案
に
於
け
る
条
約
権

法

源

条

約

保
護
国
が
被
保
護
国
の
為
め
に
締
結
す
る
条
約
の
性
質

慣
習
法
の
形
成
・
認
定
過
程
の
変
容
と
国
家
の
役
割

連
盟
と
憲
法
及
ひ
条
約
問
題

国
際
法
問
答

一
般
（
定
義
・
名
称
・
種
類
）

国
際
法
設
定
条
約
の
本
質

国
際
約
定
の
一
形
式
た
る
交
換
公
文
の
研
究

D
r
af
t
 
C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 o
n
 t
h
e
 L
a
w
 of
 

T
r
e
at
i

es 

条
約
批
准
問
答

締
結
・
効
力
発
生

条
約
の
効
力
発
生
の
時
期

法

源

条

約

国
連
総
会
決
議
の
法
的
効
果
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
中
心
と
し
て

慣
習
国
際
法
の
形
成
に
お
け
る
国
連
総
会
決
議
の
意
義

慣
習
国
際
法
の
理
論
と
「
一
貫
し
た
反
対
国
」
の
原
則

現
代
の
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
「
慣
行
」
概
念
の
一
考
察

有

賀

長

雄

立 寺

尾

泉 立

作

太

郎 亨

又

正

雄

山

本

篠

原

哲

作

太

郎

牧

野

義

智

田

中

則

夫

江

藤

淳

五 四
六
七 四

二
九

一
八 1

0
0
 

良

八

八

梓

八

八 ＼
＼
 

J

J

 

兼

原

敦

子

八

八

1
0
 

四

五

二

四

八

七

0
七

1
0
 

四

八
三
五 四

二
―
九

1
0
四
0

三
一
九

四

五

0
五

九
〇

六
五 J¥ 六
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国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
ニ
・
完
）

国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
一
）

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
三
）

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
二
）

外
国
に
於
け
る
条
約
の
締
結
、
署
名
及
び
批
准
の
手
続
（
一
）

国
際
条
約
の
署
名
、
加
入
、
留
保
等
に
関
す
る
諸
問
題

条
約
加
入
条
款
の
効
力

条
約
締
結
権
と
自
治
植
民
地

自
治
植
民
地
条
約
締
結
権
之
行
使

国
際
連
盟
と
国
際
条
約

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
二

或
る
所
の
試
験
問
題
の
二

条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
(
-
)

条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
（
二
、
完
）

0

0

0

 

不
戦
条
約
に
所
謂
締
約
者
の
意
義

条
約
登
録
の
義
務
と
効
果

多
数
国
間
条
約
に
対
す
る
留
保
条
約
法
草
案
第
一
六
条
乃
至
第
二
十
条

を
中
心
と
し
て

小

Jll 

芳

彦

小 小

川

芳

彦

小

谷

鶴

次

三

九

澁

澤

信

立 立 立 立 立 泉 泉

川

芳

彦

又

正

雄

又

正

雄

又

正

雄

作

太

郎

鳩

山

秀

夫

鳩

山

秀

夫 作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎 哲 哲

六
七

六
六

六
六 四 四 四

二
九

ニ
八 ―-

0
 

一八 一五 一五

四

四

一

六

七

五

六

六

八

七

二

九

七 六 六 六 四
1
0
 

四 八

八

五

八 七 五

二
九
三

一
八

六 五
一
八

七
八

五
一
七

五
七
七

1
0
四

七
三
九

三
二
七

三
二
五

六
六

四
六
五
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分野別索引

根
本
規
範
と
し
て
の
パ
ク
タ
・
ズ
ン
ト
・
セ
ル
ヴ
ァ
ン
ダ
条
約
法
と
の

関
係
I

前

原

光

雄

四

〇

J¥ 

六
~ 

兄

365 

条
約
の
解
釈
に
於
け
る
準
備
交
渉
の
地
位
（
ニ
・
完
）

条
約
の
解
釈
に
於
け
る
準
備
交
渉
の
地
位
(
-
)

人
権
条
約
に
付
さ
れ
た
留
保
の
取
り
扱
い
ー
|
‘
人
権
条
約
実
施
機
関
の
対
応

の
仕
方
を
中
心
と
し
て

国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
一
方
的
宣
言
署
名
時
の
解
釈
宣
言
な
い
し

留
保
に
関
連
し
て
1

条
約
の
解
釈
を
論
ず

国
際
法
問
答

法

源

条

約

遵
守
・
適
用
・
解
釈

国
際
法
学
会
四
月
例
会
討
論
記
事
（
四
月
十
八
日
午
後
七
時
十
五
分
開
会
）

議
題
条
約
中
最
恵
国
条
款
に
つ
き
条
件
の
有
無
明
記
な
き
場
合
に
お
け
る

解
釈
如
何

或
る
所
の
試
験
問
題
三

同
盟
条
約
を
続
る
諸
問
題

条
約
締
結
の
実
際
的
要
請
と
民
主
的
統
制

立

又

正

雄

四

〇

又

正

雄

又

正

雄

寺

尾

倉

知

鐵

中

村

作

太

郎

柳

井

俊

亨 吉 洸

．

八

薬

師

寺

公

夫

八

七
八

大

内

和

臣

七

〇

条
約
の
寄
託
所
の
権
限
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
協
約
の
批
判
的
考

察

|

|

五 七 六 七 五 四 六 四 四

三
九
九

六
六
五

五
三
二

六
九
八

七
六

六
一
九

六
七

二
三
五

三
九
一



国際法外交雑誌総索引

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
三
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
一
）

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義
（
三
・
完
）

国
際
連
盟
と

C
l
a
u
s
u
l
a
r
e
b
u
s
 si
c
 st
a
且
b
u
s

法

源

条

約

条
約
の
第
三
国
に
対
す
る
効
力
—
ー
‘
条
約
法
草
案
第
三
0
条
し
第
三
四
条
を

中
心
と
し
て
ー
ー
—

最
恵
国
条
項
論
（
一
）

最
恵
国
条
項
論
（
ニ
・
完
）

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
三
八
条
の
意
義

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
（
一
）

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
（
ニ
・
完
）

国
際
人
権
の
立
憲
性
|
ー
国
際
人
権
諸
条
約
に
お
け
る
デ
ロ
ゲ
ー
ト
で
き
な

い
権
利
を
視
角
と
し
て
ー
|
'

改
正
・
修
正

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

条
約
の
第
三
国
に
対
す
る
効
力
（
先
例
研
究
）

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤
松

原
中

村

中

村

章 章 章 章 章 章 雄

寺

谷

広

司

宮

崎

繁

樹

経

塚

作

太

郎

六 五 五 五 四 四
一九 1

0
0
 

道

八

五

道

八

四

村

瀬

信

也

七

八

村

瀬

信

也

七

村

瀬

信

也

七

六
七

六
七

1
0

九
四
四

九

八

0
六

1
0

八
七

0

九

七

六

六

六 四 五

四

九

五 四

四

二

九

四 四

二
0
四

―
二
七

九
八
一
五

ニ
八 五

七

四――――
五＿―-五

四
六
四
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強
制
に
よ
る
条
約
の
効
力
（
ニ
・
完
）

強
制
に
よ
る
条
約
の
効
力

強
制
的
に
結
ば
れ
た
る
条
約
の
効
力
及
国
際
法
の
淵
源
に
関
す
る
新
説

国
際
連
盟
と

C
l
a
u
s
u
l
a
r
e
b
u
s
 si
c
 st
a
ut
i

b
u
s
 

戦
争
と
条
約

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

独
支
開
戦
の
効
果

独
支
開
戦
と
青
島
問
題

条
約
は
一
方
的
に
廃
棄
し
得
る
や

同
盟
条
約
を
続
る
諸
問
題

国
交
断
絶
と
条
約
の
効
力

戦
争
と
条
約
の
効
力
(
-
)

法

源

条

約

無

効

・

終

了

・

運

用

停

止

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
一
）

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
二
）

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
三
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
五
・
完
）

国
際
法
に
於
け
る
条
約
改
訂
の
問
題
（
四
）

小 小 立

又

正

雄

四

又

正

雄

四

谷

鶴

次

四

〇

谷

鶴

次

四

〇

又

正

雄

四

〇

松

原

松

原

雖

JII 

雖

Jll 

鮪

JI! 
作

太

郎 雄 雄 新 新 新

山

下

康

雄

山

下

康

雄

山

下

康

雄

大

澤

大

澤

章 章

八
二
七 一九 一六 一六 六 六 六 六 六

七
1
0
 

九

七

六

九

五 九

七

七

九

七 七

四

八

九

九

八

七

八

七

四

八

七 五 四

六
七

1

0
六
七

九
0
八

六一
九

四

六
0
七

三
0
ニ

三
九
九

三
九
九
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条
約
法
法
典
化
に
関
す
る
若
干
の
問
題

国
連
条
約
法
草
案
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

国
際
連
盟
規
約
第
二
十
一
条
の
解
釈

安
保
条
約
の
期
限
と
適
用
区
域

国
連
条
約
法
会
議
第
一
会
期
の
事
業

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
意
義
と
評
価

強
行
規
範
に
抵
触
す
る
条
約
の
無
効
・
終
了

小

川

芳

彦

七

八

経

塚

作

太

郎

七

八

湯

下

博

之

大

平

善

梧

六
七

六
七

大

平

善

梧

五

九

不
平
等
条
約
と
伊
•
仏
・
西
・
丁
・
瑞

大

平

善

梧

四

条
約
二
関
ス
ル
法
典
案

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
痣
盟
R
会

一

又

正

雄

（

訳

）

国
際
法
問
答

立

作

太

郎

法

源

条

約

そ

の

他

中

村

洸

「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
条
約
法
草
案
第
五
九
条

租
借
条
約
と
戦
争

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
二
）

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
三
）

戦
争
と
条
約
の
効
力
（
四
・
完
）

締
結
意
思
の
瑕
疵
に
基
づ
く
条
約
の
無
効
原
因
|
|
'
条
約
法
草
案
第
四
三
条

し
第
四
九
条
を
中
心
と
し
て
1

太

寿

堂

鼎

又

正

雄

＿九
六
七

六
七

六
七

又

正

雄

四

又

正

雄

四

又

正

雄

四

大

平

善

梧

四

四

四

八

九

四 六 四 四

四

五

四

四

四

四

四
1

0

 
1
0
―二

三

四

一

四

一

三

一

五

五

...L.. 

ノ‘ 二
六
九

六

九

九

0
六

八

七

九

五

八

七

五

九
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国
際
連
盟
に
於
け
る
国
際
法
編
纂
事
業
の
現
状

松

原

雄

二
七

，
 

―二
0

6
3
 

国
際
法
の
絹
纂
に
就
て

条
約
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
を
め
ぐ
る
問
題

国
際
法
典
編
纂

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
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G
a
k
k
w
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(
l

'
A
s
s
o
ci
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o
n
 

d
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D
r
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t
 

Int

e
r
n
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o
n
a
l
 
d
u
 
J

apon), 
i

n
 
c
o
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u
n
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i

o
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w
i
t

h
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h
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J

a
p
a
n
e
s
e
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r
a
n
c
h
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t

h
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nt
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L
a
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s
s
o
c
i
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i
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w
i
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h
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e
w
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c
o
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b
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i

n
g
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o
w
a
r
d
s
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h
e
 P
r
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v
e
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ti
on 
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Int
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n
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i

o
n
a
l
 L
a
w
,
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p
l
a
n
n
e
d
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y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
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N
at
10n's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

全
米
国
際
法
典
案
を
評
す

国
際
法
協
会
に
就
て

伊
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

米
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

英
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

海
牙
平
和
会
議
二
提
出
セ
シ
露
国
仲
裁
条
約
案
ー
ー
ー
義
務
的
仲
裁
裁
判
ノ
説

明

法

源

法

典

化

泉 松

原

立 坂

元

哲

二
六

1

0

 

雄

作

太

郎

二
五

二
五

二
五

入

江

良

之

九 茂

樹

七

八

六 六 六

六
四
八

五
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九

五
一
二
三

1
0

八
二
九

八

六
七
六

七
四

七 五 七
九



国際法外交雑誌総索引

承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
一
）

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
の
問
題

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約

(

-

)

 

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題
（
二
完
）

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
ニ
・

完） 国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題

国
際
法
典
編
纂
に
対
す
る
米
国
学
者
の
貢
献

国
際
法
典
編
纂
項
目

国
際
連
盟
と
国
際
法
典
編
纂

N
I
N
E
T
H
 O
R
D
I
N
A
R
Y
 S
E
S
S
I
O
N
 
O
F
 T
H
E
 A
S
S
E
M
B
L
Y
 O
F
 

T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 N
A
T
I
O
N
S
.
 
P
R
O
G
E
S
S
I
V
E
 
C
O
D
I
F
I
C
A
'
 

T
I
O
N
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
 
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 S
U
B
'
 

M
I
T
T
E
D
 B
Y
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
.
 
G
e
n
e
v
a
,
 
S
ep
t

e
m
b
e
r
 

1
4t
h
,
 1
9
2
8
.
 

R
ep

ort
 
of
 t

h
e
 C
o
m
mi
t
t

ee o
n
 J
uri
di
cal a
n
d
 P
ol
i
t
i

cal Q
u
e
st
i

ons. 

R
e
s
o
l
ut
i

o
n
 a
d
op
t

e
d
 b
y
 t
h
e
 XIIIth Plenary C
o
ng
ress 
of
 
L
e
ag
u
e
 of
 

N
at
i

o
n
s
 S
o
ci
et
i

es 
held 
at
 

M
a
d
ri
d
 in
 M
a
y
 1
9
2
9
.
 
P
R
O
G
R
E
S
S
I
V
E
 

C
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
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作
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郎

Y
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四
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六
一
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六
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六

六
一
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六
0
八
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八
七

九
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分野別索引

国
連
条
約
法
会
議
第
一
会
期
の
事
業

国
連
条
約
法
草
案
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

弱
点
を
克
服
せ
ん
と
す
る
国
際
法
委
員
会

国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
ニ
・
完
）

紛
争
の
義
務
的
解
決
に
関
す
る
選
択
署
名
議
定
書
と
各
条
約
の
最
終
条
項

湯

下

博

之

大

平

善

梧

鶴

岡

千

籾

原
島
秀
毅
（
訳
）

小

川

芳

彦

国
際
法
委
員
会
に
よ
る
留
保
規
則
の
法
典
化
（
一
）

小

JI! 

芳

彦

第
二
次
国
際
連
合
海
洋
法
会
議
に
つ
い
て

小

田

滋

皆

J I I 

、
、
、
、
、

大
陸
棚
に
関
す
る
条
約
ー
ー
、
つ
く
ら
れ
た
大
陸
棚
制
度

洸

五

八

小

田

公
海
に
関
す
る
条
約

滋

五

八

高

林

秀

海
洋
法
国
際
会
議
の
第
五
委
員
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て

関

道

雄｀雄

木

本

国
際
連
合
の
立
法
事
業
公
法
国
際
法
委
員
会
の
任
務
及
び
業
績

郎

領
事
ノ
法
的
地
位
及
職
務
二
関
ス
ル
法
典
案

又

正

雄

四

〇

外
交
使
節
の
特
権
及
免
除
並
に
領
事
の
法
的
地
位
及
職
務
に
関
す
る
二
法
典

案

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
法
研
究
会

一
又
正
雄
（
訳
）

条
約
二
関
ス
ル
法
典
案

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
話
研
究
会

一
又
正
雄
（
訳
）

承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
ニ
・
完
）

安

井

郁

六
七

六
七

六
六

六
六

六
六

六 五
八

五
八

五
五
ニ
・
―
―
-
•
四

一九 一九 四

ー3
 

四

四

八

九
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四 四 四
1
0
 

四 五

＿―-四一

二
九
三

四
ニ
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四
一
三

一
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一
五
五

I
O
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七

八
六

二六一
八
七
八

四
五
四



国際法外交雑誌総索引

国
際
法
委
員
会
第
三
六
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
五
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
四
会
期
の
審
議
概
要

海
洋
開
発
と
国
際
連
合
ー
海
洋
法
問
題
を
め
ぐ
る
国
連
二
五
年
の
回
顧
と

第
三
次
海
洋
法
会
議
へ
の
展
望

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
1

国
際
法
委
員
会
の

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
一
部
総
説

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
国
際
法
委
員
会
の
「
条
約
に

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
二
部
条
文
草
案

第
三
次
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
を
顧
み
て

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案

国
際
法
委
員
会
第
三

0
会
期
の
審
議
概
要

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
意
義
と
評
価

条
約
法
法
典
化
に
関
す
る
若
干
の
問
題

国
際
法
委
員
会
第
三
一
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
二
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
一
二
会
期
の
審
議
の
概
要

「
条
約
に

小

寺

川

島

慶

雄

八

横

川
中

村

彰

八

四

新

八

道

ノ＼

堀須筒

江
田井

正明若

彦夫水

合

芹

田

健

太

郎

七

九

小

川

芳

彦

七

八

経

塚

作

太

郎

七

八

日

向

精

義

七

七

第
一
部
福
田
菊
（
訳
）

第
二
部
林
司
宣
（
訳
）

小

田

中

村

七
六

滋

七

小

川

芳

彦

（

訳

） 洸

七

筒

井

若

水

七

五

五

二

六

五

四

五

四

四

二

〇

四

四

一

〇

六
九
四
・
五
・
六

七
六

三
七
五

一九―――

一六 一
九
〇

九
〇

七
四
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分野 別索引

国
際
法
委
員
会
第
四
六
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
七
会
期
の
審
議
概
要

国
連
国
際
法
委
員
会
第
四
八
会
期
の
審
議
概
要

国
連
国
際
法
委
員
会
第
四
九
会
期
の
審
議
概
要

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五

0
会
期
の
審
議
概
要

国
家
免
除
条
約
草
案
の
意
義
と
問
題
点

山

田

中

正

九

七

山

田

中

正

九

七

山

田

中

正

九

六

山

田

中

正

九

五

山

田

中

正

広

部

和

也

九

四

九

四

海
洋
法
条
約
交
渉
手
続
の
特
徴
と
そ
の
影
響

国
際
法
委
員
会
第
三
七
会
期
の
審
議
の
概
要

国
連
海
洋
法
条
約
準
備
委
員
会
の
経
過
と
問
題
点

国
際
法
委
員
会
第
三
八
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
九
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
0
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
一
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
二
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
十
三
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
四
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
第
四
五
会
期
の
審
議
概
要

国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
諸
問
題

山

田

中

正

九

山

田

中

正

九

小

木

曽

本

雄

九

小

木

曽

本

雄

九

〇

小

木

曽

本

雄

八

八

小

木

曽

本

雄

八

七

小

木

曽

本

雄

八

七

小

木

曽

本

雄

八

六

湯

下

博

之

八

五

小

木

曽

本

雄

八

五

村

瀬

信

也

八

四

古

賀

衛

八

四

六 六 六
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四
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国際法外交雑誌総索引

国
際
法
と
国
内
法

日
英
協
約
論
第
一

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
一
）

国
際
法
優
位
理
論
の
現
代
的
意
義
（
ニ
・
完
）

法
理
論
の
研
究

A. v
o
n
 V
 
e
r
d
r
o
s
s

の
国
際
法
理

A•von 

V
 
e
r
d
r
o
s
s

の
国
際

国
際
法
優
位
理
論
の
現
代
的
意
義
（
一
）

論
の
研
究

一
般

南
北
問
題
と
国
際
立
法

国
際
連
合
に
お
け
る
規
則
作
成
と
一
般
国
際
法
の
形
成
へ
の
影
響

国
際
立
法
に
対
す
る
A
.
A
諸
国
の
態
度
の
変
遷
国
連
友
好
関
係
宣
言

の
起
草
過
程
を
ふ
り
か
え
っ
て
1

国
際
労
働
総
会
の
準
立
法
権
に
つ
い
て

国
際
通
誼
を
論
じ
て
国
際
公
・
私
法
と
の
関
係
に
及
ぶ

法

源

そ

の

他

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
一
会
期
の
審
議
概
要

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
二
会
期
の
審
議
概
要

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
―
―
一
会
期
の
審
議
概
要

輻

井

康

雄

安

井

安

井

高

橋

作

衛

西

海

真

樹

九

五

小 皆

川
松

原

郁 郁

波

多

野

里

望

゜゜

洸

四

九

雄

山

田

中

正

ニ
八 1

0
0
 

山

田

中

正

九

九

山

田

中

正

九
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四

九
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九

四
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六

六
九
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二
五
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五
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五
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分野別索引

国
際
法
に
お
け
る
国
内
裁
判
所
に
つ
い
て
の
一
考
察

国
際
法
の
国
内
的
妥
当
性
を
め
ぐ
る
論
理
と
法
制
度
化
ー
—
自I
本
の
国
際
法

学
の
対
応
過
程
I

条
約
の
国
内
実
施
と
憲
法
上
の
制
約
ー
化
学
兵
器
禁
止
条
約
を
素
材
と
し

て
ー
|

国
際
法
と
国
内
法

捕
獲
審
検
所
の
適
用
法
規

条
約
の
国
内
実
施
お
よ
び
適
用
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
1

英
米
仏
国
の
法

規
慣
行
を
中
心
に

国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
の
適
用

日
本
に
於
け
る
国
際
条
約
の
実
施

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
二
）

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
三
・
完
）

条
約
と
憲
法

国
際
法
と
国
内
法
（
一
）
イ
タ
リ
ア
国
際
法
学
説
の
研
究
l

国
際
法
と
国
内
法
（
ニ
・
完
）
イ
タ
リ
ア
国
際
法
学
説
の
研
究
ー
|
|

砂
川
事
件
最
高
裁
判
所
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
判
決

広

部

和

也

七

五

経

塚

作

太

郎

五

六

立 山

本

村

上

皆

川
皆

JII 

大

沢

作

太

郎

四

浅

田

正

彦

谷

内

正

太

郎

草

謙 洸 洸

輻

井

康

雄

輻

井

康

雄

1
0
0
 

1
0
0
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五

九

四

・

五

五

六

六

五

五

九

五

七

五
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国際法外交雑誌総索引

国
家
の
分
離
合
併
並
に
領
土
変
更
の
効
果

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
に
お
け
る

E
C
法
の
適
月
ロ
ー
マ
条
約
一
七
七

条
の
手
続
を
中
心
に
I

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開

法
上
の
意
義
と
問
題
点
I

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開

国
際
法
上
の
意
義
と
問
題
点
ー
|

一
般
（
概
念
・
種
類
）

国
際
法
上
に
所
謂
文
明
国
と
野
蛮
国

現
時
の
国
際
団
体
中
小
国
家
の
地
位

日
本
と
国
際
法
に
関
す
る
ケ
ベ
チ
ー
博
士
の
意
見

ザ
ン
ヌ
」
三
月
二
十
八
日

(

-

)

1

そ
の
国
際

（

ニ

・

完

）

「
ガ
セ
ッ
ト
、
ド
、

ボ
ス
ニ
ア
及
ひ
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
国
法
上
の
地
位
を
論
ず

国
家

国
内
裁
判
所
に
よ
る
国
際
法
適
用
の
限
界
~
G
A
T
T
/
w
T
O

協
定
の

場
合
I

ー

そ

のロ
ー

高

橋

作

ヱ
ミ
ー
ル
リ
ン
グ

三

瀦

信

三

（

訳

）衛

ヱ
ミ
ー
ル
リ
ン
グ

三

瀦

信

三

（

訳

）

ヱ
ミ
ー
ル
リ
ン
グ

三

瀦

信

三

（

訳

）

牧

野

英

一（訳）

カ

テ

ラ

ニ

ー

加

輻

豊

次

（

訳

）

雖

川

新

中

川

淳

司

八 四 四 四 1
0
0
 

岩

沢

雄

司

八

七

岩

沢

雄

司

八

七

大

谷

良

雄

八

七

九

七

四

七 九 九 五

七
〇

七 六 四
七

四
七

九
四
六 一

六
〇
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分野別索引

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
一
）

国
家
結
合
論
の
新
構
成
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
四
・
完
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
三
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
一
）

露
西
亜
の
連
邦
制
に
就
て

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
一
）

ル
ド
ル
フ
、
チ
ェ
レ
ー
ン
の
国
家
に
関
す
る
学
説

支
那
の
国
際
法
的
観
（
完
）

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

支
那
の
国
際
法
的
観

附
我
国
の
警
戒

附
日
本
の
警
戒

附
我
国
の
警
戒

附
我
国
の
警
戒

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
ニ
・
完
）

国
際
法
上
の
国
家
の
観
念
と
国
家
の
領
土

国
家
結
合
論
の
新
構
成
(
-
―
―
・
完
）

露
券
両
国
の
法
律
上
の
地
位

パ
ナ
マ
共
和
国
の
国
際
法
上
の
地
位

輻

井

康

雄

輻

井

康

雄

輻

井

康

雄

大

澤

大

澤

大

澤
大

澤

花

岡

止

郎

立 今

中

次

麿

今

中

次

麿

藤

澤

親

雄

高

作

太

郎

橋

簗

高

橋

簗

高

橋

簗

高

橋

簗

逸

見

章 章 章 章

有

賀

長

雄

九

晋

ニ
八

ニ
八

二
七

二
七

ニ
四 一八 一八 一八 一八 八

1
0
 

六 ーノ‘ 六 四 八 七 六 五
1
0
 

七
四
三

一
三
五

＝―-―-五

九七―――

五
五
八

六
〇

九

八

八

八

八

七

七

六

七

七

一

五
五
五

二
0

一
五
五

六
六

五
七
九

四
五
八

八
八
三
八
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国際法外交雑誌総索引

清
国
革
命
動
乱
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

日
露
両
国
間
の
関
係

交
戦
団
体
の
承
認
に
関
す
る
松
原
学
士
の
評
論
を
読
む
（
承
前
）

交
戦
団
体
の
承
認
に
関
す
る
松
原
学
士
の
評
論
を
読
む

交
戦
団
体
承
認
の
効
果
を
論
し
て
秋
山
博
士
の
所
説
に
及
ふ

国
家
の
承
認
は
潮
及
力
を
有
す
る
や

交
戦
団
体
の
承
認
を
諭
し
本
国
か
承
認
し
た
る
場
合
に
於
け
る
第
三
国
の
地

位
に
及
ふ

国
家

承
認
（
国
家
承
認
・
政
府
承
認
・
交
戦
団
体
承
認
）

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
分
裂
」
国
家
の
国
際
法
上
の
諸
問
題
（
ニ
・
完
）

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
分
裂
」
国
家
の
国
際
法
上
の
諸
問
題
（
一
）

ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
法
と
国
家
ー
ー
国
際
主
義
形
成
史
上
に
お
け
る
そ
の

地
位
ー
ー

分
裂
国
の
法
的
地
位

分
裂
国
と
国
際
法
の
適
用

国
際
法
上
の
主
体
に
つ
い
て
の
理
論

「
世
界
社
会
」
に
お
け
る
国
家

「
ヴ
ア
チ
カ
ン
市
国
」
の
特
質
及
我
国
よ
り
の
使
節
派
遣

雖

Jll 

新

有

賀

長

雄

秋

山

雅

之

介

秋

山

雅

之

介

松

原

遠

藤

源

秋

山

雅

之

介

小

谷

鶴

次

堀

川

武

夫

大

淵

仁

右

衛

門

小 立

田

雄 六

一
六 1

0
 

松

井

芳

郎

七

松

井

芳

郎

七

滋

五

J¥ J¥ J¥ 

小

谷

鶴

次

七

六
八

六 六

作

太

郎

四

五

八 五 四 六

，
 

六
五
五

一
六
七

三
0
0

三
七
七

一
九
九

四
七 ｝＼ 

四
六

二
九
九

二
0
五

三
0
五

8
 

3
 

五
八
八
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分野別索引

明
治
新
政
府
の
成
立
及
承
認

未
承
認
国
家
の
国
際
法
的
意
義

不
承
認
王
義
の
現
勢
(
-
)

不
承
認
王
義
の
現
勢
（
ニ
・
完
）

国
家
承
認
と
国
家
の
「
国
際
法
団
体
へ
の
加
入
」
(
-
)

満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力
（
承
前
）

田

畑

茂

立

郎

四

〇

又

正

雄

三

七

又

正

雄

三

七

大

淵

仁

右

衛

門

三

七

紳

川

彦

松 作

太

郎

五 五

七 五 七 六

，
 

一
四
九

37

六
五
七

五

四

五

〇
五
二
九

六

0
．ニ

承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
ニ
・
完
）

承
認
に
関
す
る
国
際
法
典
案
の
批
判
（
一
）

ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
主
義
の
国
際
法
化

ス
テ
イ
ム
ソ
ン
主
義
の
学
会
に
於
け
る
反
響

満
州
国
承
認
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
九

新
政
府
の
承
認

国
家
承
認
論
（
一
）

国
家
承
認
論
（
二
）

国
家
承
認
論
(
-
―
―
・
完
）

満
州
事
件
と
フ
ー
ヴ
ァ
ー
主
義

満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力

四
三
二

一五）

支
那
南
方
の
軍
政
府
は
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
す
へ
き
も
の
な
り
や
否
や

立 安

井

安

井

松

原
横

田

安

井

安

井

安

井

立 寺

尾

作

太

郎 郁 郁

横

田

喜

郎 雄

喜

郎 郁 郁 郁

作

太

郎 亨

五 四 四
二
七

一
七

四 五

四

五

四

四

二
九
九

六
六

八

七
九

九

四
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国際法外交雑誌総索引

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
一
）

国
際
法
上
に
於
け
る
国
家
の
相
続
の
基
本
思
想

国
家

国
連
機
関
と
承
認
中
共
の
承
認
と
総
会
の
強
化

自
由
印
度
仮
政
府
に
付
て

ド
・
ゴ
ー
ル
政
府
の
承
認

国
家
及
び
政
府
承
認
の
法
構
造
（
一
）
デ
・
フ
ァ
ク
ト
ー
承
認
の
法
理

を
中
心
と
し
て

国
家
及
び
政
府
承
認
の
法
構
造
（
ニ
・
完
）
デ
・
フ
ァ
ク
ト
ー
承
認
の

法
理
を
中
心
と
し
て

国
家
承
認
制
度
の
再
検
討

領
事
関
係
と
国
際
法
上
の
不
承
認

承
継
（
国
家
承
継
・
政
府
承
継
）

国
家
の
併
合
と
被
併
合
国
の
負
債

国
家
国
土
権
力
及
人
民
の
併
合

国
債
と
国
際
法

国
家
の
滅
亡
と
政
体
の
変
更

国
家
法
秩
序
の
継
続
性
及
び
同
一
性
と
革
命

国
家
承
認
と
国
家
の
「
国
際
法
団
体
へ
の
加
入
」
（
ニ
・
完
）

大

澤
岡 泉 立 立 皓

)II 

立 小

章

康

哉

哲

作

太

郎

作

太

郎

臼

杵

英

田

畑

茂

新

゜
一七 一

四

作

太

郎

九

九
八

芹

田

健

太

郎

九

四

廣

瀬

善

男

五

七

廣

瀬

善

男

五

七

谷

鶴

次

五

0

藤

崎

萬

里

四

四

中

山

賀

博

四

郎

四

〇

六 六 六 四 五

四

四

〇

六 四 四

五
五

五
六
九

一
七
七 三

三
七
九

三
五
九口二

九
三

五
一
二
四

1
0
 

九
七

五
九 五

七

九
七
九
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分野別索引

国
家

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
ニ
・
完
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
三
）

国
家
の
独
立
と
条
約
の
承
継
ー
そ
の
序
説
I

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
国
際
法
委
員
会
の
「
条
約
に

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
一
部
総
説

国
際
連
合
に
お
け
る
国
際
法
定
立
の
作
業
|
|
'
国
際
法
委
員
会
の
「
条
約
に

関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
最
終
草
案
に
つ
い
て
第
二
部
条
文
草
案

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
一
）

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
ニ
・
完
）

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
一
）

主
権
（
干
渉
・
平
等
）

一
九

0
0
年
万
国
々
際
法
協
会
決
議
一
、
暴
動
蜂
記
の
際
第
三
国
暴
動
国

の
既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
権
利
及
義
務

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
一
、
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且

承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

条
約
に
関
す
る
国
家
承
継
条
約
_
ー
そ
の
問
題
点
と
評
価
ー
ー
＇

国
際
法
に
於
け
る
国
家
の
独
立
と
承
継
（
四
・
完
）

米

田

奈

良

吉

米

田

奈

良

吉

浅

田

正

彦

九

浅

田

正

彦

九

森

川

俊

孝

八

森

川

俊

孝

八

小

JI I 

芳

彦

J¥ 

小

川

芳

彦

術

[

)

田

畑

茂

大

澤

大

澤

大

澤

郎 章 章 章

七

筒

井

若

水

七

六
七

四 六 四
....L 

ノ‘

八
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五
五

四
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四

三

四

四
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七
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国際法外交雑誌総索引

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

国
際
法
上
大
国
の
地
位
（
承
前
）

米
国
と
巴
奈
馬
共
和
国
と
の
関
係

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

国
際
法
上
大
国
の
地
位

現
時
の
国
際
団
体
中
小
国
家
の
地
位

板

倉

卓

造

干
渉
権
及
干
渉
の
定
義

雖

川

米

田

蜻

川
津

島

壽

新 賓

外
国
の
動
乱
と
干
渉

新

露
国
と
券
蘭
土

国
際
法
上
の
主
権
国
を
論
す

ジ
エ
ー
、
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
キ

逸

見

晉

印

訳

）

カ

テ

ラ

ニ

ー

加
輻
豊
次
（
訳
）

干
渉
の
定
義
を
論
し
て
主
権
と
国
際
法
と
の
関
係
に
及
ふ

満
州
に
於
け
る
露
兵
の
撤
去

干
渉
の
定
義

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認

政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
会
議
録
（
九
月
八
日
午
前
会
議
）
暴
動
蜂
起
の

際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

立 蜻

川

作

太

郎

高

橋

作

衛

米

田

奈

良

米

田

奈

良

新 吉 吉

1
0
 

1
0
 

1
0
 

J¥ 

七 六 五

四

0
0

四
1
0

七
九
八

五 四 九 六 五

五
七
六

五
0
九

三
四
五

―
―
七

六
八 一九 一七

ニ
四

四

゜ 2
 

8
 

四
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A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

Ki
y

o
 Su
e
 Inui
 

松

原

国
家
は
鎖
国
の
権
利
を
有
す
る
や

松

原

基
本
権
に
就
て

松

原

国
際
行
政
警
察

国
際
行
政
警
察

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
上
）

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
下
）

国
際
法
問
答

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
一
）

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
二
）

国
際
法
よ
り
万
国
法
へ

在
外
臣
民
保
護
権
の
性
質
及
作
用

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

国
際
連
盟
の
将
来
の
変
化
並
に
国
家
の
主
権
及
び
独
立

杉

村

陽

太

郎

立 立 立 横

田

国
際
連
盟
と
国
内
問
題
国
内
問
題
に
対
す
る
連
盟
干
渉
の
法
理
と
限
界

交
戦
団
体
承
認
前
に
於
け
る
内
乱
の
際
の
外
国
の
義
務

墨
西
齊
並
に
外
人
の
要
求

立 泉 泉 泉 泉

雄 雄 雄

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

喜

郎

作

太

郎 哲 哲 哲 哲

チ
ャ
ー
レ
ス
、
チ
エ
ネ
ー
、
ハ
イ
ド

国
際
法
学
会
（
挫
訳
）

二
七

二
六

二
六

二
六

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

一
五

一
四

七
1
0
 

八

八

〇

六 四
1
0
 

j¥ 
1
0
 

0
六

六
四
五

二
―
七

二
六

九
六

六
0
七

三
0
九

九
五
五

七
九
三

九
四 一七

一
六

0

八
六
八

九

七

五
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最
近
の
国
際
政
局
と
内
政
不
干
渉
主
義
（
一
）

最
近
の
政
局
と
内
政
不
干
渉
主
義
（
ニ
・
完
）

国
内
管
轄
事
項
に
関
す
る
一
考
察

ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
と
不
干
渉
協
定

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
千
渉
（
一
）

自
主
独
立
の
語
義

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
一
）

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
ニ
・
完
）

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
三
・
完
）

入

江

啓

四

郎

四

九

入

江

啓

四

郎

大

平

善

梧

四
三

四
九

六 五 五

小

谷

鶴

次

六

二＿―-四

四
八
八

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
二
）

小

谷

鶴

次

国
際
変
化
と
国
際
法

所
謂
国
際
法
上
の
国
内
問
題
に
関
す
る
或
る
研
究

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
R、

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
R
'
 

国
家
主
権
と
国
際
法
ー
並
に
国
際
法
と
自
然
法
ー

L
a
 Si
g
n
i
f
i

cation et
 

la 
P
o
rte
e
 d
u
 D
o
m
ai
n
e
 lai
sse p
a
r
 le D
r
oi
t
 i

nt
er, 

n
at
i

o
n
a
l
 a
 la C
o
m
p
et
e
n
c
e
 exclusi
v
e
 d
e
 l'
Et
at
 

小

谷

鶴

次

横

田
松

原

泉

喜

S
a
k
ut

aro 

三
七
七

五
ニ
ニ

立 K
i

y

o
 Su
e
 lnui
 

K
i

y

o
 Su
e
 lnui
 

郎 雄 哲

T
a
c
hi

 

作

太

郎

今

中

次

麿

花

岡

止

那

花

岡

止

郎

六 六 五

゜゚
二
九

二
七

二
七

二
七

二
七

―
二
八

八

七

八

九 七

七

七 七

八
七
三

ニ
四
三

六
0
七

1
0
五

八

七

九

〇
六九一

五

五

一

六

四

四

一
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分 野別索引

国
土
及
民
人
の
国
法
観
並
に
其
の
国
際
法
観

国

家

管

轄

権

一
般

国
家
王
権
の
今
日
的
意
義

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
活
動
の
「
人
道
的
干
渉
性
」
と
国
家
主
権
と
の
か

か
わ
り
「
人
間
の
安
全
保
障
型
平
和
活
動
」
へ
の
道

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
一
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
二
）

い
わ
ゆ
る
「
人
道
的
干
渉
」
に
つ
い
て

国
連
に
お
け
る
人
権
保
護
と
国
内
管
轄
権
（
ニ
・
完
）

大

澤
大

澤
菊

地

駒

次

大

泉

敬

子

九

九

高

野

雄

松

田

竹

男

七

金 金 皆

川

名

島

名

島
横

田

喜

章 章

二
七

二
七

ニ
四

八
九

東

勲

七

国
連
に
お
け
る
人
権
保
護
と
国
内
管
轄
権
（
一
）

東

勲

七

〇

宮

崎

繁

樹

国
際
組
織
と
国
家
平
等
理
論

人
権
と
国
家
主
権

大

谷

良

雄

洸

六
九

六
八

国
際
裁
判
と
国
内
管
轄
権
の
原
則

六
五

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
一
考
察
（
ニ
・
完
）

芳

五

九

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
一
考
察
（
一
）

芳

五

八

ア
メ
リ
カ
施
政
権
の
本
質

郎

五

六

西
欧
統
合
と
国
家
主
権
の
問
題

又

正

雄

五

五 五 六 六 六 六

四
・
五

5
 

二
七
0

8
3
 

一
五
四

四
九
五

四
六

三
五
二口五

五
三

ニ
ニ
九

二
五
九

五
八
〇

二
五

0

四
六
七

四

五

四

六
六
〇



国際法外交雑誌総索引

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
三
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
四
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
五
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
七
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
八
）

軍
艦
乗
組
員
の
外
国
領
土
に
お
け
る
地
位
（
ニ
・
完
）

イ
ギ
リ
ス
水
兵
事
件
に
関
す
る
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
（
昭
和
二
七
年
一
―

月
五
日
第
六
刑
事
部
言
渡
）

ア
メ
リ
カ
国
際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
訂
に
つ
い
て
1

国
家
管

轄
権
を
中
心
に

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
-
)

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
二
）

軍
艦
乗
組
員
の
外
国
領
土
に
お
け
る
地
位
（
一
）

軍
艦
乗
組
員
に
対
す
る
裁
判
権
~
イ
ギ
リ
ス
水
兵
事
件
に
つ
い
て
|
|
'

国
際
法
に
於
け
る
管
轄
権
分
配
の
基
本
原
則
（
ニ
・
完
）

国
際
法
に
於
け
る
管
轄
権
分
配
の
基
本
原
則
（
一
）

一
国
の
港
津
及
内
海
に
在
る
外
国
商
船
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
六
）

ア
メ
リ
カ
対
公
圏
係
法
リ
ス
＼
＼

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
k

（
訳
）
ノ
J

ア
メ
リ
カ
対
公
拶
珪
5

リ
ス
＼
＼

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
云
（
訳
）
／
j

野

村

美

明

八

五

大

平

善

梧

五

大

平

善

梧

五

横

田

小

谷

鶴

次

四

小

谷

鶴

次

四

立 大

澤

ニ
八

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤

喜

郎

五

作
太
郎
―
―
―
七

章 章

ニ
八

章 章 章 章

五 ニ
八

二
七

二
七

二
七

六 五

五

二

九

六 六 六 五 四 六

六
二
0

六
四
四

ニ
八

五
八
八

五
五
九

四
六

二
―
五

八

七

八

六 ： 三
五
八

六
七

八

七

七

四
五
八

五
四
五
四
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ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

第

三

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

（

一

四

）

(

―

二

）

（

一

三

）

(

・

―

-

)

 

(

I

 

0

)

 

（

九

）

（

八

）

（

七

）

（

六

）

（

五

）

（

四

）

（

三

）

ア

メ

リ

カ

対

牡

靱

拌

広

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

賊

疫

云

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

芸

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

別

訟

拶

珪

竹

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

餅

災

云

（

訳

）

ア

メ

リ

夜

対

公

図

係

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

抽

疫

云

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

汎

図

保

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

公

脚

保

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

外

闊

姪

は

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

外

関

係

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

芸

（

訳

）

ア

メ

リ

九

対

仇

圏

姪

広

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

外

間

孫

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

ト

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

匁

閲

保

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

研

究

会

（

訳

）

ア

メ

リ

カ

対

公

圏

姪

法

リ

ス

テ

イ

ト

メ

ン

上

研

究

会

（

訳

）

九

九

〇

九

〇

九

〇

九

〇

九

〇

九

〇

八
九

八
九

八
九

八
九

八
九

六

五 四 六

三

・

四

八
九
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七

五

七

六

四 一

七

三

三

八

一
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五

三

二
一

四

五

四
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八

五

五

一
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四

〇
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Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
二
、
完
）

Ice Ki

ng
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
一
）

国

家

管

轄

権

国

家

管

轄

権

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
-
五
・
完
）

域
外
管
轄
権

米
国
所
得
税
法
と
日
本
被
傭
船
者
の
責
任

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
(
-
)

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
二
、
完
）

在
外
臣
民
保
護
権
の
性
質
及
作
用

東
西
貿
易
を
め
ぐ
る
先
進
国
間
の
経
済
摩
擦
ー
ー
主
と
し
て
西
シ
ベ
リ
ア
天

然
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
件
に
つ
い
て
1

域
外
管
轄
権
の
不
当
な
行
使
の
抑
制
方
法
と
し
て
の
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
意
義
と
限
界

免
除
（
国
家
・
外
国
軍
隊
・
公
船
）

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

竹

井

竹

井

廉 廉・

二
五

小

原

喜

雄

八

八

小

原

喜

雄

八

四

松

原

雄

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

岩

井

尊

人

二
六 一六

九

ア
メ
リ
カ
対
公
図
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
皿
疫
云
（
訳
）

六 五

五

0
九

四 四 七 八 五

五
九
九

三
八
一

三
三
九

二
六

六
四
五

一
六
八

七
三
二

一
九
〇

一
五
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国
家
免
除
条
約
草
案
の
意
義
と
問
題
点

国
家
契
約
に
お
け
る
裁
判
権
免
除
と
準
拠
法

国
際
公
務
員
の
特
権

国
際
法
上
の
国
家
の
裁
判
権
免
除
に
関
す
る
研
究

普
遍
的
国
際
機
構
と
の
関
連
に
お
け
る
国
家
代
表
に
関
す
る
ウ
イ
ー
ン
条
約

公
船
の
国
際
法
上
の
地
位
ー
~
ク
リ
コ
フ
船
長
事
件
に
つ
い
てl

軍
艦
乗
組
員
の
外
国
領
土
に
お
け
る
地
位
（
ニ
・
完
）

軍
艦
乗
組
員
の
外
国
領
土
に
お
け
る
地
位
（
一
）

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立

（
ニ
・
完
）

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
一
―
)

米
国
国
有
商
船
は
日
本
の
裁
判
管
轄
権
に
対
し
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ト
を
主
張

し
得
る
や
1

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
―
-
)

軍
艦
乗
組
員
に
対
す
る
裁
判
権
|
|
イ
ギ
リ
ス
水
兵
事
件
に
つ
い
て

(

-

)

 

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
,
G
a
k
k
w
ai
 
(
I
'

A
s
s
o
ci
at
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

Int
e
r
n
at
i

onal 
d
u
 
J

apon), 
i

n
 
c
o
nj
u
n
ct
i

o
n
 
w
i
t

h
 t
h
e
 

J

ap
a
n
e
s
e
 B
r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 Int
e
r
n
at
i

onal L
a
w
 A
s
s
o
ci
at
i

on, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 

c
o
nt
ri
b
ut
i

n
g
 t

o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
o
g
r
e
s
si
v
e
 
cod~

fi
ca
ti
on 

of
 

Int
er, 

n
at
i

onal 
L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

Nation's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

広

部

和

也

九

四

山

本

敬

高島

井田

征

晋夫

広

瀬

善

男

川

崎

大

平

大

平
横

田

喜

松

波

仁

松

波

仁

善 善

高

柳

賢

J¥ 七
五

六

郎

五

七

梧

五

梧

五

大

平

善

梧

五

郎

五

郎 郎

二
九

二
五

二
五

二
五

五

五

二

七

六 六 七 六

六一
二
―
六

ニ
八

ニ
八

五
八
八

五
五
九

五

五

二

五
ニ
八
三

八

七

五

七
六
四
九

六
四
八
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国際法外交雑誌総索引

使
節
の
随
員
の
不
可
侵
権
に
関
す
る
判
例
に
就
て

外
交
官
の
序
位
及
席
次
に
関
す
る
維
乙
納
条
約

九
日
調
印

ホ
ヰ
ー
ト
ン
事
件
を
論
す
外
交
官
の
住
屋
の
賃
貸
人
か
其
動
産
を
留
置
せ

る
事
件

外
交
領
事
機
関

全
権
大
使
の
権
能

「
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
」
釈
義

外
交
機
関

．
外
交
官
の
席
次
に
関
す
る
議
定
書

一
千
八
百
十
八
年
一
月
廿
一
日

外
交
官
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
程

i

m
m
u
n
i
t
e
s
 di
p

l
o
m
at

i

q

ues) 

南
米
の
国
際
法
事
件

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
二

一
千
八
百
十
五
年
三
月
十

或
る
所
の
試
験
問
題
と
其
解
答
（
二
）

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
 s
u
r
 les 

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

国
家

外
交
官
領
事
官
臨
時
増
員
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
権
免
除

立 立 藤

井

雖

川

寺

尾

作

太

郎

牧

野

英

作

太

郎

瀑

田

廉

中

野

俊

賓
（

訳

）

岡

田

分

平

新 亨

二
五

二
0

1
0
 

1
0
 

1
0
 

五 四

郎

九

四

六 五

五

一

九

八

八

五

1

0

八
五
八

1

0

八
一
〇

1
0

八
0
九

四 九 七 六

五
九
九

ニ
八
七

五
〇

附
録
三
八

―
二
六
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分野別索引

戦
争
状
態
開
始
後
に
於
け
る
敵
国
外
交
使
節
の
地
位

外
交
使
節
の
特
権
に
つ
い
て

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

「
ヴ
ア
チ
カ
ン
市
国
」
の
特
質
及
我
国
よ
り
の
使
節
派
遣

小
幡
公
使
ア
グ
レ
マ
ン
拒
絶
事
件
に
つ
い
て

北
京
に
於
け
る
公
使
館
区
域
の
法
律
的
性
質

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

特
権
と
軍
艦
の
治
外
法
権

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

特
権
と
軍
艦
の
治
外
法
権
（
承
前
）

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

（三）
(

―

-

)

 

国
際
法
問
答

外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
問
答
（
ニ
・
完
）

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
-
G
a
k
k
w
ai
 
(
l

'
A
s
s
o
ci
at
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

Int
e
r
n
at
i

onal 
d
u
 
J

apon), 
i

n
 
c
o
nj
u
n
ct
i

o
n
 
w
i
t

h
 t
h
e
 

J

ap
a
n
e
s
e
 B
r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 Int
e
r
n
at
i

onal 
L
a
w
 A
s
s
o
ci
at
i

on, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 

c
o
nt
ri
b
ut
i

n
g
 t
o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
o
gressi
v
e
 
cod~fica

ti
on 

of
 

I
nt
er
、

n
at
i

onal 
L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

N
at
i

on's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t
ember・ 
1
9
2
4
.
 

国
際
法
問
答

外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
問
答
（
一
）

外
交
使
節
の

外
交
使
節
の

外
交
使
節
の
特
権
及
免
除
並
に
領
事
の
法
的
地
位
及
職
務
に
関
す
る
二
法
典

案

立 立

作

太

郎

四

作

太

郎

四

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
話
研
究
会

一
又
正
雄
（
訳
）

大

淵

仁

右

衛

門

三

九

松

原

泉 立 立

雄 哲

菊

地

駒

次

菊

地

駒

次

菊

地

駒

次 作

太

郎

作

太

郎

＿九
二
九

二
九

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

二
六

二
五

六
1

0

 
七

ー3
 

五

八

八

，

ニ
四
八

八

七

八

二
0
五

ニ
八
三

一
八
五

六

九

八

八

五

ーユ—·
ノ‘ 四 六

五
六

六

六

五

五

一

九

六

六
四
八



国際法外交雑誌総索引

外
務
省
令
第
一
号

日

明
治
四
十
二
年
三
月
六

領
事
裁
判
に
関
す
る
現
行
法
制
の
不
備
を
論
す

逼
羅
国
に
於
け
る
各
国
領
事
裁
判
の
現
制
一
般

満
州
開
放
後
に
於
け
る
裁
判
権
問
題

国
家

日
英
及
日
米
間
外
交
官
、
領
事
官
及
在
留
民
の
交
換

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
外
交
特
権
の
停
止

ア
グ
レ
マ
ン
の
拒
否
問
題
に
関
す
る
若
干
の
考
察

外
交
領
事
機
関

領
事
機
関
（
含

軍
艦
千
島
事
件
意
見

千
島
艦
事
件
意
見
書

外
交
官
領
事
官
臨
時
増
員
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

領
事
館
費
用
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
領
事
裁
判
権
の
撤
回
事
情

在
外
帝
国
領
事
館
管
轄
区
域

領
事
裁
判
権
）

独
逸
領
事
裁
判
権
に
関
す
る
千
九
百
年
四
月
七
日
の
法
律

領
事
裁
判
権
あ
る
国
に
於
け
る
商
船
船
員
の
犯
罪
管
轄
権

和
蘭
国
の
海
外
領
地
及
殖
民
地
に
関
す
る
日
蘭
領
事
職
務
条
約

菊

地

駒

次

山

内

四

郎

長

岡

春

松

田

道

寺

尾

亨

清

水

市

太

郎

清

水

市

太

郎

横

田
太

田

喜

三

七 七 六 五 五 四

海

妻

玄

彦

五

七

郎

四

一

郎

四

七 七
1

0

 

七 八 六 六 六 五
1

0

 

六一 四 一七

附
録
―
―
―
八

附
録
三
九

八 七
六 六

五

四

四

七

七

六
三
〇

―
―
二

0
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分野別索引

支
那
に
於
け
る
領
事
裁
判
の
起
源

外
交
使
節
の
特
権
及
免
除
並
に
領
事
の
法
的
地
位
及
職
務
に
関
す
る
二
法
典

案領
事
ノ
法
的
地
位
及
職
務
二
関
ス
ル
法
典
案

領
事
裁
判
法
の
改
正

戦
時
二
於
ケ
ル
領
事
官
ノ
裁
判
ノ
特
例
二
関
ス
ル
法
律

日
英
及
日
米
間
外
交
官
、
領
事
官
及
在
留
民
の
交
換

不
平
等
条
約
と
伊
•
仏
・
西
・
丁
・
瑞

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

領
事
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
定

1
m
m
u
mt
es c
o
n
s
u
l
ai
res) 

領
事
の
職
務
権
限

時
局
と
国
際
法

珊
春
事
件
と
我
国
の
権
利

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
 

sur !es 

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
'
G
a
k
k
w
ai
 
(
l

'Associat
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

Int

e
r
n
at
i

o
n
a
l
 
d
u
 
J
 apon), 
i

n
 
c
o
nj

u
n
ct
i

o
n
 
w
i
t
h
 
t

h
e
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 B

r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 I
nt
e
r
n
at
i

o
n
a
l
 L
a
w
 A
s
s
o
c
i
at
i

on, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 
c
o
nt
ri
b
ut
i

n
g
 t

o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
o
gressi
v
e
 
cod~fica

ti
on 

of
 

Int

er, 

n
at
i

onal 
L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

N
at
i

on's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

大

平

善

梧

四

太

田

横

田

喜

郎

四

郎

四

植

田

捷

雄

四

〇

又

正

雄

四

〇

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
国
際
痣
研
究
会

一
又
正
雄
（
訳
）

蜆

JII 

寺

尾

濁

田

廉

新 亨

（

訳

）

四
一九

二
九

二
五

二
五 一六

六

六 ―二

0

五

五

一

九

五

五

0
0

1
0

八
七
七

四 六 六

六―

1
0

八
七
八

ニ
八
三

六
四
八

五
九
九

八
〇

七

五

六

五
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国際法外交雑誌総索引

仏
蘭
西
東
蒲
塞
間
条
約

そ
の
他
（
含

保
護
条
約
の
実
例

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
担
保
条
約

仏
国
安
南
間
保
護
条
約

仏
蘭
西
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
間
条
約

T
r
ai
t

e
 d
e
 g
a
r
a
nt
i

e
 conclu. a
 C
a
s
r
 SaYd, 
le 
1
2
 m
ai
 

1
8
8
1
,
 
e
n
tre
 la 

F
r
a
n
c
e
 et
 

T
u
ni
s. 

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 c
o
n
c
l
u
e
 a
 la M
a
r
s
a
 le 8
 j

ui
n
 18
8
3
 e
n
tre
 la F
r
a
n
c
e
 et
 

la 

T
u
ni
si
e
 po
u
r
 regler les r
a
p
p
o
rt
s
 re
s
p
e
ct
i
f
s
 de
s
 d
e
u
x
 P
a
y
s
.
 

T
r
ai
t

e
 c
o
n
c
l
u
 a
 H
u
e
 le 6
 j

ui
n
 1
8
8
4
 
p
o
u
r
 c
o
n
s
a
c
r
e
r
 le 
p
r
ot
e
ct
o
r
at
 

d
e
 la F
r
a
n
c
e
 sur le 
r
o
y
a
u
m
e
 d
'
A
n
n
a
m
 

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
保
護
条
約

国

家

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賞

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

寅

（

訳

）

モ
ン
ロ
ー
主
義
・
門
戸
開
放
政
策
・
ド
ミ
ニ
オ
ン
・
保
護
国
）

領
事
関
係
と
国
際
法
上
の
不
承
認

臼

杵

英

九
八

八 八 八 八 八 J¥ 八 八 八

天 六 四
二
九

二
七

二

0
一七 一七

言
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分野別索引

蘭
国
の
皇
位
継
承
問
題
に
就
て

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 

日
仏
協
約

宣
言
書

仏
国
と
其
被
保
護
国
に
於
け
る
行
政

公
法
の
本
質
（
完
）

保
護
国
論
に
関
し
て
有
賀
博
士
に
答
ふ

チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
仏
国
保
護
権
の
設
定
（
承
前
）

保
護
国
の
類
別
論

チ
ュ
ニ
ス
に
於
け
る
仏
国
保
護
権
の
設
定

保
護
国
論
を
著
し
た
る
理
由

公
法
の
本
質
（
承
前
）

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 c
o
n
c
l
u
e
 a
 P
n
o
m
,
P
e
n
h
 le 
1
7
 j

ui
n
 18
8
4
,
 
e
n
tre
 la 
F
r
a
n
c
e
 

et
 
le 
C
a
m
b
o
d
g
e
,
 p
o
u
r
 regler les r
a
p
p
o
rt
s
 respect
i
f
s
 

d
e
s
 d
e
u
x
 Pays. 

F
R
A
N
C
E
-
M
A
D
A
G
A
S
C
A
R. 
Traite d
u
 1
7
 d
e
c
e
m
b
r
e
 1
8
8
5
.
 

公
法
の
本
質

保
護
国
の
内
治
に
関
す
る
保
護
条
約
の
研
究

遠

藤

源

長

岡

春

箆 立 長

岡

春

立

六

克

彦

作

太

郎

作

太

郎

長

岡

春

有

賀

長

雄

覚 立 覚

克

彦

克

彦

六 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四

作

太

郎

四

四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

八 七 六 四 四 八 七 六 八 J¥ 

四
六

四
五

四
四

四
四 六

一
八

六 二
六

ニ
四

二
六

四
六

四

395 
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清
国
の
憲
政
施
行
問
題
に
付
て

被
保
護
国
に
対
す
る
仏
国
の
政
策

韓
国
に
於
け
る
司
法
制
度
を
論
す

日
韓
一
家
説
に
就
て

保
護
国
の
是
非
に
関
す
る
諸
家
の
見
解

被
保
護
国
と
保
護
国
又
は
第
三
国
と
の
間
の
司
法
関
係

日
米
覚
書

被
保
護
国
の
観
念

保
護
条
約
概
論

日
米
覚
書
を
評
す

明
治
四
十
一
年
十
二
月
五
日
起
草

保
護
権
の
設
定
と
国
際
関
係

日
米
覚
書
（
英
文
）

被
保
護
国
の
商
業

被
保
護
国
の
宮
廷

T
H
E
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
O
F
 G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 

(

S

i

g

n
e
d
 at
 B
a
ng

k
o
k
 i
n
 M
a
r
c
h
 10, 1
9
0
9
.
)
 

T
H
E
 JU
R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
 P
R
O
T
O
C
OL. 

委
任
統
治
と
政
務
の
一
部
の
委
託

A
N
D
 S
I
A
M
.
 

岡

田

朝

太

郎

鮪

JI I 

江

木

無 s
 

蜻

川

鋸

JII 

名 s
 

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

高 長

岡

春

長

岡

春

新 翼 氏 氏 新 新

橋

作

衛

J¥ J¥ 八 八 J¥ J¥ 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

六 五 四
1
0
 

九 六 六 五 四 四 四 四

四
七
四

二
六
五 ： 三

五
一 一七

六
〇

五
九 一六

二
0

396 



分 野別索引

全
米
主
義
の
勝
利

羅
馬
法
王
の
地
位
に
及
ほ
せ
る
戦
争
の
影
響
を
論
す

外
交
用
語
上
の
他
国
の
保
全

印
度
国
境
諸
国
（
承
前
、
完
）

南
米
視
察
談

主
権
者
若
く
は
其
の
代
表
者
の
将
来
の
会
合
に
関
す
る
議
定
書

十
八
年
十
一
月
十
五
日

瑞
西
連
邦

(
H
e
l
v
et
i

c
C
o
nf
e
d
e
r
a
cy
)

 

年
三
月
廿
日
維
也
納
に
て
調
印

波
斯
湾
武
器
密
輸
入
問
題

印
度
国
境
諸
国

印
度
国
境
諸
国

国
旗
論

に
関
す
る
宣
言

一
千
八
百
十
五

一
千
八
百

南
米
視
察
談
（
承
前
、
完
）

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
触
接
点
（
承
前
）

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
融
接
点
（
米
国
と
満
州
）
米
国
研
究
報
告
の

憲
政
編
査
館
会
奏
、
遵
議
憲
法
大
綱
、
璧
議
院
選
挙
各
法
、
並
逐
年
器
備
事

宜
、
摺
附
清
単
二
件

被
保
護
国
の
拓
殖

島

谷

亮

輔

箕

野
蜻

JI I 

江

木
江

木

江

木
松

波

仁

米

田

蜻

JI! 

毅 新 翼 翼 翼 郎 賓 新

一
四

一
四

1
0
 

1
0
 

赤

塚

正

助

九

赤

塚

正

助

九

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

八 八

四 八

五

七

五 四 五
1
0
 

1
0

八
一
〇

五 四 六

三
0
九

二
―
六

六一
二

七

四

一
七
七

三
四
五

八
ニ
―
―

三
五
七

ニ
四

一
七 一

九

九

七

二

八 四

七

八
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国
際
法
上
の
エ
ジ
プ
ト

条
約
締
結
権
と
自
治
植
民
地

自
治
植
民
地
之
外
交

自
治
植
民
地
条
約
締
結
権
之
行
使

時
局
国
際
法

日
米
新
宣
言

時
局
と
国
際
法

埃
及
の
独
立

米
独
開
戦
と
モ
ン
ロ
ー
主
義

日
米
共
同
宣
言
の
解
釈

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 N
I
N
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

C
H
I
N
A
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 WA
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
,
 6
 1
9
2
2
.
 

大
戦
後
の
新
建
国
観

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
一
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
二
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
(
-
―
-
)

英
領
自
治
殖
民
地
の
法
律
上
の
地
位

「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
米
国
の
外
交

国
家
連
合
の
意
義
に
就
い
て

亜
米
利
加
主
義
の
動
揺

松

原
立 蔵

田

雄

作

太

郎 均

綾

川

武

治

綾

川

武

治

綾

Jll 

武

治

高

橋

簗

高 佐 泉 泉 泉

橋

簗

々

蜻

JII 

蜻

JII 

弘

雄 新

牧

野

義

智

新 哲 哲 哲

島

谷

亮

輔

ニ
四

ニ
四

二
0

一
六

一
六

一五 一五
一五 一五

一五

四 六 五
1
0

九
八
七

九 四
1

0

 

七 六 五

1
0
七

六
五
四

九
四
―
―
―

四
三
三ロ

二
六
五

1
0
四
五

一
九
七

一
九

九

八

六

四

六
六

五
七

四
六
五

8
 

3
 

二

五

五

，



分野別索引

ダ
ン
チ
ビ
自
由
市
の
国
際
法
上
の
制
度

国
際
法
上
に
於
け
る
宗
主
権

モ
ン
ロ
ウ
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
起
源
及
原
形
に
就
て

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
考
察

国
旗
と
国
際
法
（
一
）

国
旗
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

保
護
国
が
被
保
護
国
の
為
め
に
締
結
す
る
条
約
の
性
質

肺

川

彦

松

紳

川

彦

松

立 田

岡

良

泉

又

正

雄

又

正

雄

作

太

郎
哲

鹿

島

守

之

助

信

夫

淳

平

大

山

卯

次

郎

信

夫

淳

平

八 J¥ 八
二
九

羅
馬
法
王
の
法
律
的
位
地
（
下
）

「
ラ
テ
ラ
ノ
」
協
定
の
意
義
及
価
値

冒 二
九

ニ
八

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
現
状
と
其
帰
趨

ニ
八

羅
馬
法
王
の
法
律
的
位
地
（
上
）

ニ
八

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 ・
 
I
N
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
R
'
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

法
王
領
独
立
国
の
回
復

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

加
奈
陀
公
使
の
新
任

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

米

田
Ki

y

o
 Sue Inui 

Ki

y

o
 Sue lnui
 

Ki

y

o
 Sue Inui
 

米

田

寅 賓

ニ
八

二
七

二
七

二
七

二
六

九

七

九

九
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八 七

五

七

六

七 七 六 六 六 五 四

六
七
五

六 六
五
七

1

0
五

八

七

0
七

五
二
六

五
七
七

五
三
五

四
八
〇

三
七
四

五

五

一

六

四

四

一

六 0
六

一七―――



国際法外交雑誌総索引

ド
ミ
ニ
オ
ン
の
条
約
締
結
能
力
|
|
_
国
際
法
主
体
性
を
探
る
手
が
か
り
と
し

て
1

T
R
A
D
E
 W
I
T
H
 C
H
I
N
A
 

サ
イ
プ
ラ
ス
島

大
東
亜
共
栄
圏
の
性
格
ー
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
政
治
機
構
」
の
研
究
前
論

カ
イ
ロ
宣
言
と
朝
鮮
の
独
立

国
際
連
合
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
問
題

大
東
亜
共
栄
圏
の
国
際
関
係
と
「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
の
関
係
に
就
て

松

田

幹

夫

七

六

中

村

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

洸

五

六
五

廣須

瀬山

逹逹

夫夫

召

二

五

七

四

・

五

五

九

〇
1
0七

一
五

高

野

雄

五

〇

川

原

次

吉

郎

四

一

六

五

一

九

ビ
ル
マ
国
の
独
立

比
島
の
独
立

松

下

正

壽

四

九

九

三

九

―

二

三

九

大

平

善

梧

四

田

村

幸

策

四

九

八

六

五

秋

保

秋

保

秋

保

プ
ロ
テ
ク
ト
ラ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
ン
及
メ
ー
レ
ン
の
基
礎
法

英
帝
国
及
自
治
領
の
国
際
法
上
の
地
位

安
南
と
順
化
条
約
（
一
）

安
南
と
順
化
条
約
（
二
）

安
南
と
順
化
条
約
（
三
・
完
）

立

国
交
断
絶

コ
ー
デ
ル
・
ハ
ル
の
モ
ン
ロ
］
主
義
観

横

田

郎

四

郎

四

郎

四

作

太

郎

四

喜

紳

川

彦

松

三

九

市

毛

孝

郎

四

一
九

八

七

七

八

七

七

一

〇

六 五

四

九

四

八 六

五

八

九

二

五

五

七
0
三

四

五

五

004
 



分野別索引

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
三
）

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
一
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
六
）

国
際
法
問
答

土
地
に
関
す
る
国
家
の
国
際
的
権
利
義
務
の
種
々
相

国
家
領
土
に
関
す
る
相
互
的
代
償
主
義
の
意
義

国
際
法
と
空
間

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
一
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
二
）

領
域
及
び
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
三
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
四
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
五
）

国
際
法
上
の
国
家
の
観
念
と
国
家
の
領
土

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
七
）

領
域
及
領
域
高
権
の
概
念
の
法
律
的
構
成
（
八
）

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
二
）

占
領
地
と
領
域
の
概
念

領
域

一
般

大

睾
ヽ
v
i

大

澤

大

澤

大

澤
大

器
、
1

大

澤

立 大

澤
大

澤

大

澤

大

澤

大

澤
大

臨
‘
"
J
`
 

松

原

立 牧

野

英

章

四

章

四

〇

章

四

〇

章

四

〇

章 章

作

太

郎 章 章 章 章 章 章 雄

作

太

郎

ニ
八

ニ
八

ニ
八

ニ
八

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

八 八

七

一

九

六 五 四 八

七

七

四

六 五

七
三
一

五
一
七 口

三
五
八

三
七
七

二
0 六

七

五
八

四
五
四

二
七

0

一
五
四

九

八

七

九

九

九

0
六

1
0
 

一
八

401 
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立
法
管
轄
権
の
域
外
適
用
~
基
準
・
認
証
制
度
の
改
善
を
め
ぐ
っ
て
|
|
'

無
主
の
島
嶼
の
先
占
の
法
理
と
先
例

併
合
国
と
被
併
合
国
と
の
国
語
の
同
化

領
土
不
割
譲
主
義
の
提
案
を
評
す

国
家
の
分
離
合
併
並
に
領
土
変
更
の
効
果

国
家
国
土
権
力
及
人
民
の
併
合

国
土
の
膨
張

露
韓
条
約
（
馬
山
浦
附
近
巨
済
島
不
割
譲
条
約
）

国
土
分
合
の
効
果
を
論
す

領
域

領
域
の
得
喪

時
局
と
国
際
法

土
地
の
先
占
に
関
す
る
沿
革
的
考
察

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
|
'
|
沿
革
と
類
型
！

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
（
二
）
ー
沿
革
と
類
型
|
_

領
域
取
得
の
法
理

竹

内

春

久

八

六

深

津

栄

山

下

康

雄

山

下

康

雄

立 立 雖

川
蜻

川

蜻

川

作

太

郎

作

太

郎

新 新 新

高

橋

作

衛

寺

尾

寺

尾

亨 亨

奥

脇

直

也

日
本
の
国
際
法
学
に
お
け
る
領
域
性
原
理
の
展
開
—
|
'
領
域
支
配
の
実
効
性

と
正
当
性
ー
—

六
〇

四
六

四
六 J¥ 

一
五 八

九
六

四

四

0
七

八

八

一

五

1
0
 

五 五 七九

七

四

四
・
五

0
六

八
九 六

三
八
五

一八―――

九
四

四
四
〇

四

2
 ゜

六
三
四

4
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樺
太
の
漁
業
問
題
に
関
す
る
研
究

樺
太
に
関
す
る
実
状

本
多
林
学
博
士
の
樺
太
に
関
す
る
意
見

領
域

日
本
の
領
域

有
賀
博
士
の
外
交
文
書
に
関
す
る
意
見
を
読
て
感
あ
り
Qu
e
l
q
u
e
s
m
ot
s
 

gou
r
 la t
h
e
s
e
 d
e
 p
r
of
e
s
s
e
u
r
 
A
riga a
u
 s
uj
et
 
d
e
 la 
c
o
n
s
e
r
v
at
i
o
n
 d
e
s
 

d
o
c
u
m
e
nt
s
 
i
m
p
o
rt
a
nt
s
 relat
i
f
s
 a
u
 d
r
0i
t
 i
nt
e
r
n
at
i
o
n
a
l
 

国
際
法
上
瀬
戸
内
の
地
位

平
和
条
約
と
日
本
の
領
土

日
本
の
領
域

共
通
法
に
就
て
（
承
前
完
）

共
通
法
に
就
て

高
橋
法
学
博
士
に
答
ふ

国
際
法
上
の
重
要
文
書
に
関
し
外
務
当
局
者
に
望
む

領
域

国
連
に
お
け
る
南
極
問
題

領

域

極

地

北
方
領
土
・
樺
太

一
般

高

橋

作

衛

蜻

Jll 

高

野

雄

山

田

山

田

遠

藤

源

有

賀

長

雄

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

林

司

新 良 良 六 宣

四 四
四
九 一六 一六 六

八
四

1
0
 

五 七 九 ノ＼ 六 四

一
四

ニ
八

四
三
一

ニ
ニ
五

六
九
九

六

一九
二
六 一五
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国際法外交雑誌総索引

公
文
書

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
,
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
,
 E
T
 D
E
 D
E
L
I
'
 

M
I
T
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
A
 R
U
S
S
I
E
 E
T
 L
E
 
J

A
P
O
N
,
 si
g

ne a
 S
hi

,
 

m
o
d
a
,
 le 2
6
 
j

a
n
vi
e
r
 1
8
5
5
 

文
献
目
録

北
方
領
土
の
返
還
要
求
運
動

北
方
領
土
の
法
理

北
方
領
土
の
法
的
地
位

北
方
領
土
問
題
の
起
因
と
経
過

占
領
管
理
下
の
北
方
領
土

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
と
北
方
領
土
問
題

明
治
初
期
の
北
方
領
土
問
題

は
し
が
き

共
通
法
に
就
て
（
承
前
完
）

敵
産
管
理
法
ヲ
朝
鮮
・
台
湾
及
樺
太
二
施
行
ス
ル
ノ
件

共
通
法
に
就
て

樺
太
島
出
入
船
舶
及
渡
航
者
規
則
（
同
上
官
報
）

樺
太
島
漁
業
仮
規
則
（
明
治
―
二
十
八
年
八
月
七
日
官
報
）

高

野

雄

二
編
）

内広

田瀬

久善

司男

桑

原

輝

路

高

野

雄

前

原

光

雄

田

村

幸

策

入

江

啓

四

郎

石

田

栄

雄

大

山

田

岡

良

山

田
＇ 山

田

梓 良 良

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
•
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
•
六

四 一
六

一
六 四 四

九 八 1
0
 

1
0
 

1
0
二
三

1
0
二
三

九六―
八
六
七

六― 六
一
八

五
九
〇

五
六
五

五
0
六

四
七
七

四
三
九

七

七

二

七
六
九
九

六
八 七

九
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-
E

條
＝
g
監
中

TRAITE D'ECHANGE DE L'ILE DE SAKHALIN£ CONTRE 
LE GROUPE DES ILES KOURILES. signe a St. Petersbourg, 
en fran9ais et japonais, le 7 mai 1875 (Seme annee de Meiji) 

TRAITE DE PAIX (entre le Japon et la Russie), Signe a Port-
smouth, Septembre 5, 1905, Ratifie Octobre 14, 1905 

CAIRO DECLARATION 

Memorandum of the Division of Territorial Studies. (The Confer-
ence at Malta and Yalta 1945, Foreign Relations of the U. S., Di-

plomatic Papers) CAC-302 DECEMBER 28, 1944. 

Memorandum of the Division of Territorial Studies. (F. E. C. 
Files) SECRET CAC-306b Preliminary Jan4-ary 10, 1945 

Agreement Regarding Entry of the Soviet Union into the War 
Against Japan. (YALTA AGREEMENT) TOP SECRET 11 Feb. 
1945 

PROCLAMATION OF THE THREE POWERS, THE UNITED 
STATES, GREAT BRITAIN AND CHINA, Potsdam. July 26, 
1945 (joined by the Soviet Russia, August 9, 1945) 

THE CONFERENCE FOR THE CONCLUSION AND SIGNA-
TURE OF THE TREATY OF PEACE WITH JAPAN, Septem-
her 5, 1951 

TREATY OF PEACE WITH JAPAN, signed at San Francisco, 
the 8 September, 1951 

4<0 回・1-i=1 •4<

-1<:0国・用・4<

4<0国・ば・4<

4<0回・ば・1<

4<0回・用・4<

4<0国・団・1<

4<0 回·用 •4<

4<0国・日・i<

4<0 回・ば •4<

1011111 

I 011回

I 011回

I 01 ]ftj 

10日共

10111111 

1 0111国

10111回

I OlllH:l 
g
o
v
 



国際法外交雑誌総索引

日
本
の
領
土
処
理
に
お
け
る
二
つ
の
盲
点
ー
|
千
島
と
沖
縄
I

大

郷

正

夫

五

四

高

野

雄

沖
縄
と
日
本
の
主
権

横

田

沖
縄
の
国
際
法
上
の
地
位

沖
縄
帰
属
に
関
す
る
一
省
察

秋

保

L
E
T
T
E
R
S
 
E
X
C
H
A
N
G
E
D
 
B
E
T
W
E
E
N
 
M
R. 

A
N
D
 M
R
.
 G
R
O
M
Y
K
O
,
 S
ep
t
e
m
b
e
r
 2
9
,
 1
9
5
6
 

J

O
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 B
Y
 JA
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
O
N
 O
F
 

S
O
V
I
E
T
 S
O
C
I
A
L
I
S
T
 R
E
P
U
B
L
I
C
S
,
 O
ct
ober 1
9
,
 
1
9
5
6
 

A
I
D
E
,
M
E
M
O
I
R
E
 (U
.

S. 
vi
e
w
s
 o
n
 J
ap
an'Sovi
et
 T
a:lks), 
S
ep
t
em, 

her 7
,
 
1
9
5
6
 

日
本
の
領
域

日
本
の
領
域

ア
メ
リ
カ
学
者
の
観
た
沖
縄
問
題

沖
縄
諸
島
の
法
的
地
位

沖
縄
に
関
し
日
本
又
は
米
国
の
有
す
る
権
利
の
範
囲

沖
縄
帰
属
の
沿
革

領
域

竹
島
紛
争

領
域

沖
縄

竹
島
・
尖
閣

百
T
S
U
M
O
T
O

英

喜

太

寿

堂

五

四

郎

五

四

新

城

利

彦

五

四

入

江

啓

四

郎

五

四

郎

五

四

植

田

捷

雄

修

道

五

四 鼎

： 
五
四
．
一
・
ニ
・
三： ： ： ： ： ： 

六

四

四

・

五

六

0
四
・
五
・
六

六

0
四
・
五
・
六

六

0
四
・
五
・
六

―
―
六

1

0
八

九
六

六
一 五

七
四

〇

1

0
三

五

1

0
三
七

1
0
三
七

三

八

五三
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分野 別索引

第
一
部 公

文
書

沖
縄
経
済
の
現
状
と
将
来

沖
縄
管
理
経
過
日
誌

講
和
条
約
関
係

一
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
抜
粋
）

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA
P
A
N
 (E
xt
ract
)
 

二
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
各
国
全
権
演
説
．

1

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
調
印
会
議
第
二
回
全
体
会
議
に
お
い
て
対
日

平
和
条
約
の
草
案
の
共
同
起
草
者
と
し
て
の
合
衆
国
全
権
団
を
代
表
し

て
行
っ
た
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
氏
の
説
明
（
抜
粋
）
（
一
九

五
一
年
九
月
五
日
）

T
h
e
 st
at
e
m
e
nt
 
by

 
J

o
h
n
 F
o
st
er 
Dulles, 
o
n
 behalf 
of
 

the
 de, 

leg
ation of
 t

h
e
 U
n
i
t
e
d
 St
st
es of
 
A
m
e
ri
c
a
 as co'sp
o
n
s
o
r
 of
 
the
 

d
r
af
t
 t

reat
y
 of
 p

e
a
c
e
 
with J
ap
an, 
at
 
t
h
e
 s
e
c
o
n
d
 p
lena
ry ses, 

si
o
n
 of
 
the
 si
g

n
at
o
ry c
o
n
fer
e
n
c
e
 at
 
S
a
n
 F
r
a
n
c
i
s
c
o
 o
n
 S
ep
t
.
 
5
,
 

1
9
5
1. 

海
運
よ
り
見
た
沖
縄
の
地
位

沖
縄
に
施
行
さ
れ
た
旧
日
本
法
令
は
、
外
国
法
で
は
な
い
か

沖
縄
に
関
す
る
準
国
際
私
法
問
題

沖
縄
に
お
け
る
国
際
私
法
問
題

板

垣

奥

五

四
五

四

五

四

五

四

五

四

五

四

五

四

五

四

高

梨

正

夫

五

四

五

四

大

郷

．

正

夫

五

四

川

上

太

郎

五

四

久

保

岩

太

郎

五

四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
一七―――： ニニ七

ニニ八
ニニ八

ニニ九

二

三

〇

二

三

〇ロ
二
0
九

一
六
九

一
六
五

一

四
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国際法外交雑誌総索引

四
、
対
日
講
話
に
関
す
る
合
衆
国
の
対
印
回
答
（
抜
粋
）

一
五
日
付
）

②
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
調
印
会
議
第
二
回
全
体
会
議
に
お
け
る
対
日

平
和
条
約
草
案
の
共
同
起
草
者
と
し
て
の
英
国
全
権
団
を
代
表
し
て

行
っ
た
ケ
ネ
ス
・
ヤ
ン
ガ
ー
氏
の
説
明
（
抜
粋
）
（
一
九
五
一
年
九
月
五

日）T
h
e
 st
at
e
m
e
nt
 
by

 

K
e
n
n
et
h
 Y
o
u
ng
er, 
o
n
 b
e
h
a
l
f
 of
 t

h
e
 deleg
a, 

tion of
 t

h
e
 U
ni
t
e
d
 K
i
ng
d
o
m
 as co-sp
o
n
s
o
r
 of
 t

h
e
 d
r
af
t
 t

reat
y
 

of
 
p

e
a
c
e
 
wit
h
'J
ap
an, 
at
 
t

h
e
 s
e
c
o
n
d
 p
lenary

 

sessi
o
n
 of
 
t

h
e
 

si
g
n
at
o
ry
 

at
 
S
a
n
 F
r
a
n
c
i
s
c
o
 o
n
 S
ep
t
.
 
5
,
 
1
9
5

1. 

③
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
お
け
る
吉
田
首
相
の
渡
説

（
一
九
五
一
年
九
月
七
日
）

三
、
在
東
京
日
米
協
会
に
お
け
る
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
の
演
説
（
抜
粋
）

一
年
九
月
二
八
日
）

S
e
b
a
l
d
 
a
d
d
r
e
s
s
 
b
e
fore t
h
e
 A
m
e
ri
cà
J

ap
a
n
 S
o
ci
et
y
 i
n
 T
o
ky
o
 o
n
 

Sept. 2
8
,
 
1951. 

T
e
xt
 
of
 

U.
S. 
n
ot
e
 of
 
A
ug
u
st
 2
5
,
 1
9
5
1
 t

o
 I
n
di
a
 o
n
 J
ap
a
n
e
s
e
 p
e
a
c
e
 

五
、
日
本
国
会
議
事
録

①
第
十
一
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説

年
八
月
十
六
日
）

②
第
十
二
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説

年
十
月
十
二
日
）

（
一
九
五
一
年
八
月

（
抜
粋
）

（
抜
粋
）

（
昭
和
二
六

（
昭
和
二
六

（
一
九
五

（
抜
粋
）

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
三
六 ： ロロ

二
三
四

二
三
四

二
三
五

二
三
七

ニ
―
二
七

二
三
七

408 



分野別索引

六
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
事
録
(
-
九
五
二
年
三
月
一
四
日
）

④
平
和
条
約
発
効
に
伴
う
決
議

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
）

（
議
長
発
議
、

衆
議
院
決
議
第
十
二
号

伺
領
土
に
関
す
る
決
議
（
床
次
徳
二
外
二
十
名
提
出
、
衆
議
院
決
議
第

四
四
号
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
）

⑧
奄
美
大
島
に
関
す
る
決
議
（
迫
水
久
常
外
四
十
五
名
提
出
、

決
議
第
六
号
昭
和
二
七
年
―
二
月
二
五
日
）

衆
議
院

り
領
土
に
関
す
る
決
議
（
益
谷
秀
次
外
三
十
九
名
提
出
、
衆
議
院
決
議

第
十
号
昭
和
二
八
年
七
月
七
日
）

⑧
沖
縄
及
び
小
笠
原
諸
島
に
関
す
る
決
議
（
佐
藤
榮
作
外
六
十
七
名
提

出
、
衆
議
院
決
議
第
三
号
昭
和
二
八
年
―
一
月
七
日
）

A
 
F
e
w
 
C
o
m
p
a
ri
s
o
n
s
 
B
e
twe
e
n
 
V
e
r
s
a
illes 
P
e
a
c
e
 
T
r
e
at
y
 

a
n
d
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 
T
r
e
at
y
 
(
P
r
e
s
e
nt
e
d
 by
 

S
e
n
at
o
r
 
A
l
e
x
a
n
d
e
r
 
Wi
ley
,
 

a
n
d
 

p

ri
nt
ed, 
w
i
t
h
 u
n
a
ni
m
o
u
s
 c
o
n
s
e
nt
,
 

i
n
 the
 C
o
n
g
r
e
s
si
o
n
a
l
 
R
e
c
o
r
d
.
 

U
ni
t
e
d
 St
at
es 
of
 

A
m
e
ri
ca, 
P
r
o
c
e
e
di
n
g
s
 a

n
d
 D
e
b
at
es 
of
 

the
 82'd 

C
o
n
g
r
e
s
s
,
 
S
e
c
o
n
d
 S
e
s
si
on, 
V
ol. 
98, 
N
o
.
 42, 
M
a
r
c
h
 14, 
1952, 
pp. 

2375). 

七
、
外
郭
地
域
の
行
政
分
離
に
関
す
る
覚
書

①
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
覚
書
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
(
-
九
四
六
年
一
月
二
九

日）
③
参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
（
抜
粋
）

月
七
日
）

（
昭
和
二
六
年
十

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
ニ
四
二

ニ
四
二

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四
0

二
三
八

二＿―-八

二
I

l

l

九

二＿―-九

409 



国際法外交雑誌総索引

交
換
公
文

八
、
奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
ng
 G

o
v
e
r
n
m
e
nt

al 
a
n
d
 
A
d
mi
ni
s, 

t

rat
i

v
e
 S
ep
arat
i

o
n
 of
 

C
e
rt

ai
n
 O
ut

l
y
i

ng
 A

r
e
a
s
 f
r
o
m
 J
ap
an, 2
9
 

J

anuary
 1

9
4
6
 

②
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
件
（
一
九
四
六
年
―
―
一
月
二
二
日
付
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
ng
 G

o
v
e
r
n
m
e
nt

al 
a
n
d
 
A
d
mi
ni
s, 

t

rat
i

v
e
 S
ep
arat
i

o
n
 of
 

C
e
rt

ai
n
 O
ut

lyi
ng
 A

r
e
a
s
 f
r
o
m
 J
ap
an, 2
2
 

M
a
r
c
h
 1
9
4
6
 

③
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関

す
る
件
(
-
九
五
一
年
―
二
月
五
日
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
ng
 

G
o
v
e
r
n
m
e
nt

al 
a
n
d
 A
d
mi
ni
s-

t

rat
i

v
e
 S
ep
arat
i

o
n
 of
 

C
e
rt

ai
n
 O
ut

l
y
i

ng
 A

r
e
a
s
 f
r
o
m
 J
ap
an, 5
 

D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
5
1
 

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 
T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
 AT
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 A
M
A
M
I
 IS, 

L
A
N
D
S
 

九
、
航
空
協
定

①
航
空
業
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
北
部
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
五
八

二
五
六

二
五

二
五
0

ニ
四
六

ニ
四
六

ニ
四
五

ニ
四
五

ニ
四
四

ニ四―――

410 



分野別索引

一
五
、
琉
球
船
舶
規
則
（
抜
粋
）
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
令
第
六
十
五
号

九
五
二
年
二
月
二
七
日
）

A
g

r
e
e
m
e
nt
 

of
 

A
e
ri
al 
N
a
vi
g

at
i

o
n
 Servi
ce b
et
w
e
e
n
 J
ap
a
n
 a
n
d
 

t

h
e
 U
n
i
t

e
d
 K
i

ng
d
o
m
 of
 

G
r
e
at
 

Britai
n
 a
n
d
 N
o
r
t
h
e
r
n
 Ireland 

(
E
xtract
)

 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
民
間
航
空
輸
送
協
定
（
抜
粋
）

そ
の
他
同
種
内
容
の
航
空
業
務
協
定

琉
球
管
理
関
係

―
-
、
米
国
軍
占
領
下
の
南
西
諸
島
及
び
そ
の
近
海
の
居
住
者
に
告
ぐ
（
米

国
海
軍
軍
政
布
告
第
一
号
一
九
四
五
年
）

―
二
、
刑
法
並
に
訴
訟
手
続
法
典

九
四
九
年
六
月
二
八
日
）

一
三
、
琉
球
列
島
住
民
に
告
ぐ

九
五
0
年）

M
I
L
I
T
A
R
Y
 

（
抜
粋
）

G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 

（
琉
球
列
島
軍
政
布
告
第
一
号
．
一

（
琉
球
列
島
米
国
民
政
本
部
布
告
第
一
号
一

一
四
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
に
関
す
る
指
令

球
軍
司
令
官
宛
、
一
九
五
二
年
四
月
三

0
日）

D
i

rective 
for 
U
ni
t

e
d
 St
at
es 
C
i

vi
l
 

A
d
mi
ni
strat
i

o
n
 of
 
t

h
e
 R
y
u
k
y
u
 

Islands 

U
N
I
T
E
D
 
S
T
A
T
E
S
 
N
A
 
V
Y
 

P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 N
O
.
 1
 

第
二
部

、
、3
 

＇， 
1
0
、
日
米
友
好
通
商
条
約
（
抜
粋
）

(2) 

（
極
東
軍
総
司
令
部
発
、
琉

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
七
九
ーー4

 

二
七

二
六
六

二
六
六

二
六
五

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五
九



国際法外交雑誌総索引

一
六
、
琉
球
政
府
の
設
立
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
告
第
十
三
号
一
九
五

二
年
二
月
二
九
日
、
改
正
一
九
五
二
年
四
月
一
一
日
）

一
七
、
琉
球
政
府
章
典
(
P
r
o
vi
si
ons
O
f
 

T
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
nt
 

O
f
 

T
h
e
 

R
y
u
k
y
u
 Islands) 
(
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
一
九
五
二
年

二
月
二
九
日
）

一
七
ノ
一
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
一
号
千
九
百
五
十
二
年
四
月
ニ
―
日
）

一
七
ノ
―
-
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
二
号
一
九
五
二
年
五
月
二
七
日
）

一
七
ノ
三
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
三
号
一
九
五
三
年
一
月
三
―
二
六
日
）

一
七
ノ
四
、
琉
球
政
府
章
典
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
六
十
八
号
改

正
第
四
号
一
九
五
三
年
―
―
一
月
三
一
日
）

P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 O
F
 T
H
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 O
F
 T
H
E
 R
Y
U
K
Y
U
 

I
S
L
A
N
D
S
 
(
U
N
I
T
E
D
)
 
S
T
 AT
E
S
 C
I
V
I
L
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 

O
F
 T
H
E
 R
Y
U
K
Y
U
 I
S
L
A
N
D
 O
f
f
i

ce of
 t

h
e
 D
e
p
ut
y
 Governor) 

一
八
、
琉
球
政
府
立
法
院
開
会
式
に
際
す
る
琉
球
諸
島
民
政
長
官
リ
ッ
ジ

ウ
ェ
イ
大
将
の
琉
球
住
民
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
一

日）一
九
、
琉
球
人
の
日
本
旅
行
に
関
す
る
規
定
及
び
手
続

政
府
指
令
第
十
二
号
一
九
五
一
一
年
六
月
一
七
日
）

（
琉
球
列
島
米
国
民

二
〇
、
琉
球
人
民
諸
君
へ
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
長
官
室
、

第
二
十
二
号
一
九
五
三
年
四
月
三

0
日）

民
政
府
布
令

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
ニ
八
二

三
0
0

三
0
ニ

――1
0
五

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
八

ニ
八
七

ニ
八
七
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分野別索引

第
四
部

二
三
、
外
務
省
回
答
口
上
書
（
昭
和
二
七
年
六
月
二
五
日
）

二
―
‘
琉
球
列
島
出
入
管
理
令
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
布
令
第
―
二
五
号

一
九
五
四
年
二
月
―
一
日
）

第
三
部

連
絡
事
務
所
関
係

二
二
、
琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
設
置
に
関
す
る
件

（
昭
和
二
七
年
四
月
一
四
日
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
ni
n
g
 E

st
ablishmrnt
 

of
 
J

ap
anese 
G
o
v
,
 

e
r
n
m
e
nt
 
Liai
s
o
n
 O
ffi
ces i
n
 
t

h
e
 R
y
u
k
y
u
 Islands, 1
4
 April 1
9
5
2
 

ニ
四
、
南
方
連
絡
事
務
局
設
置
法
（
昭
和
二
七
年
六
月
三

0
日
、
法
律
第
二

百
十
八
号
、
改
正
昭
和
二
九
年
法
律
第
二
百
一
号
）

二
五
、
南
方
連
絡
事
務
局
組
織
規
定
（
昭
和
二
七
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

三
六
号
、
改
正
昭
和
二
九
年
総
理
府
令
第
十
八
号
）

二
六
、
琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
所
掌
業
務

三
年
五
月
ニ
―
日
、
在
東
京
米
国
大
使
館
）

官
庁
間
往
復
文
書
等

（
一
九
五

T
H
E
 F
O
R
E
I
G
N
 S
E
R
V
I
C
E
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 

A
M
E
R
I
C
A
,
 A
m
e
ri
c
a
n
 E
m
b
a
s
s
y
,
 T
o
k
y
o
,
 M
a
y
 21
,
 
1
9
5
3
 

二
七
、
本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
貿
易
及
び
支
払
に
関
す
る
覚
書
(
-
九

五
二
年
七
月
一

0
日）

ニ
八
、
本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
郵
便
為
替
に
関
す
る
覚
書
（
一
九
五
二

年
十
二
月
二
九
日
）

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
六 ： ロ

三
一
四

三
一
四

＝
二
八

三
一
九： 三

二
四

三
二
四

二
六

0
六
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国際法外交雑誌総索引

三
、
戸
籍
整
備
法
(
-
九
五
三
年
―
一
月
一
六
日
）

二
九
、
沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る

政
令
（
抄
）
（
昭
和
二
三
年
九
月
三

0
日
政
令
第
三
百
六
号
、
改
正
昭
和
二
七

年
一
月
十
九
日
政
令
第
五
号
）

二
九
ノ
一
、
沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関

す
る
政
令
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
等
を
定
め
る
府
令
（
昭
和
二
十
六
年
一

0
月
六
日
法
務
府
令
第
百
五
十
号
、
改
正
昭
和
二
八
年
、
第
八
九
号
他
）

――
1
0
、
親
族
、
相
続
等
に
つ
き
鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
に
関
す
る
暫
定
措

置
の
特
例
（
昭
和
二
七
年
二
月
九
日
政
令
第
十
五
号
）
↑

1

1

1

―
-
、
平
和
条
約
に
伴
う
朝
鮮
人
、
台
湾
人
に
関
す
る
国
籍
及
び
戸
籍
事
務

の
処
理
に
つ
い
て
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
七
年
四
月
十
九
日
、
法
務
府
民
事
局
長

発
、
法
務
局
長
、
地
方
法
務
局
長
宛
通
達
）

三
三
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
の
地
位
に
つ
い
て
（
昭
和
二
七
年

九
月
三
日
、
総
理
府
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
回
答
）

三
四
、
①
沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
の
取
扱
に
関
す
る
件
及

び
②
琉
球
列
島
（
沖
縄
）
へ
の
転
籍
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令
に
つ
い

て
（
昭
和
二
九
年
十
一
月
十
二
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務

局
長
宛
回
答
）

三
四
ノ
一
④
沖
縄
に
お
け
る
本
土
籍
人
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別
紙
甲
、

昭
和
二
九
年
七
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省
民
事
局
長
宛
回

答）三
四
ノ
ニ
⑪
沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別

紙
乙
、
昭
和
二
九
年
十
月
十
一
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務

局
長
宛
回
答
）

五
四

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

三
二
七

三
二
七

三
二
八

言口口
＝＝―-五

三
三
五

二
六
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分野別索引

沖
縄
軍
用
地
問
題

加

藤

郎

五

六

四
・
五

5
 

4
 

四

七

五

1

外
交
保
護
権

沖
縄
住
民
の
地
位

沖
縄
統
治
の
機
構
と
機
能
沖
縄
施
政
権
の
本
質
と
住
民
の
自
治
権

ア
メ
リ
カ
施
政
権
の
本
質

日
本
の
国
際
連
合
加
入
と
南
方
諸
島

沖
縄
お
よ
び
沖
縄
島
民
の
地
位

琉
球
政
府
機
構
図
（
昭
和
二
九
、
九
、

-

)

 

三
四
ノ
ニ
①
「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て

（
別
紙
丙
、
昭
和
二
九
年
九
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省
民
事

局
長
宛
）

「
琉
球
政
府
へ
の
転
籍
」
と
題
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て
（
昭
和
二
九
年

八
月
九
日
、
那
覇
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長

宛）琉
球
列
島
へ
の
転
籍
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
指
令
第
六
号
、

七
月
二
十
三
日
）

一
九
五
四
年

三
四
ノ
ニ
◎
「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令
に
つ
い

て
（
別
紙
丁
、
昭
和
二
九
年
一

0
月
二
二
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
内
閣

南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
）

三
五
、
現
地
及
び
本
土
間
に
お
け
る
身
分
法
規
等
の
適
用
の
差
異
か
ら
生
ず

る
諸
障
害
（
昭
和
二
九
年
、
一

0
、
二
八
印
、
法
務
省
民
事
局
第
二
課
）

桑

田

小

郎

五

六

谷

鶴

次

五

六

新

城

利

彦

五

六

横

田

皆

川

喜

郎

五

六

洸

五

六

平

賀

健

太

五

四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五 六 ： ： ： ： ： ： 

四
五
四

一七六

五
六
九 六

三
三
五

三
三
七

三
三
八

三
三
九

三
四
二

三
三
五

三
五
二

四
三
五



国際法外交雑誌総索引

A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

明
治
三
十
八
年
四
月

l

日
調
印
日
韓
通
信
機
関
委
託
に
関
す
る
約
定
書

四 四

八 J¥ 

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約

沖
縄
沈
船
の
地
位

琉
球
列
島
の
統
治
に
関
す
る
大
統
領
命
令
（
仮
訳
）

T
H
E
 E
X
E
C
U
T
I
V
E
 O
R
D
E
R
 

朝
鮮
の
処
分

日
韓
新
協
約

朝
鮮
の
実
状

朝
鮮
の
地
位
に
関
す
る
英
国
学
者
の
意
見

領
域

日
本
の
領
域

日
韓
議
定
書
（
二
月
二
十
七
日
）

韓
国
に
関
す
る
勅
令

明
治
三
十
七
年
二
月
二
十
三
日
調
印
日
韓
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L. 

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

朝
鮮

匿 戸

名

高

橋

作

衛
水

寛

人

四

八

四

八

四

八

四 四 四 四
五
六

五
六

入

江

啓

四

郎

五

六

八 七 四 四 六

四
・
五

四
・
五

五
〇

四
八

四
七

四
七

四
五

四
四 五

七
六

七
六

附
録
四
七

六
一
九

六

六

四
・
五
四
九
九
1
6



分野別索引

韓
国
に
於
け
る
犯
罪
即
決
令

J¥ 

ニ
四
0
1
74
 

勅
令
第
百
九
十
六
号

日
韓
協
約

明
治
三
十
八
年
八
月
十
三
日
調
印
韓
国
沿
岸
及
内
河
の
航
行
に
関
す
る
約
定

書A
G
R
E
E
M
E
N
T. 

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

勅
令
第
百
九
十
七
号

勅
令
第
百
九
十
八
号

勅
令
第
百
九
十
九
号

勅
令
第
二
百
号

韓
国
人
と
司
法

統
監
府
監
獄
事
務

韓
国
特
許
令

韓
国
意
匠
令

韓
国
商
標
令

韓
国
商
号
令

韓
国
著
作
権
令

関
東
州
及
帝
国
か
治
外
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
得
る
外
国
に
於
け
る
特
許

権
、
意
匠
権
、
商
標
権
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
件
勅
令
第
二
百
一
号

韓
国
統
監
府
裁
判
令
（
明
治
四
十
二
年
十
月
十
八
日
官
報
）

統
監
府
裁
判
所
事
務
取
扱
令

J¥ 八 八 J¥ 七 七 七 七 七 七 六 四 四 四 四

J¥ ノ＼ ノ＼ J¥ 

ニ
四
0

ニ
四
0

二
三
八

二
三
六

四
九

四
九

四
八

四
八

四
七

四
七

六
九

五
九

五
八

五
五

五



国際法外交雑誌総索引

国
号
改
称

韓
国
警
察
委
任
の
覚
書
（
明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
五
日
公
布
）

司
法
庁
職
員
特
別
任
用
令

統
監
府
司
法
庁
官
制

統
監
府
監
獄
官
制
（
要
領
）

統
監
府
地
方
警
察
官
々
制
（
要
領
）

司
法
庁
職
員
給
与
令
（
要
領
）

判
検
事
の
官
等
及
給
与

判
検
事
の
待
遇

韓
人
任
用
規
定

判
検
事
任
用
規
定

韓
国
の
合
邦
論
と
立
法
事
業

朝
鮮
の
合
併

韓
国
併
合
詔
書

韓
国
合
併
条
約

王
族
待
遇
及
大
赦
減
租
の
詔
書

韓
国
併
合
宣
言

韓
国
皇
帝
詔
勅

高

橋

作

衛

九

梅

謙

郎

九 九 九 九 九 九 九 八 ノ＼ ノ＼ J¥ }¥ 八 j¥ ノ＼ J¥ 八

九

七 七 七 七
〇

六
九

六
八

六
八

ニ
四

ニ
四
二

ニ
四
三

ニ
四
三

ニ
四
三

ニ
四
三

七
三
九

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四
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分野別索引

合
併
関
係
諸
法
令

朝
鮮
貴
族
令
（
皇
室
令
）

朝
鮮
貴
族
と
総
督
（
皇
室
令
）

朝
鮮
貴
族
の
叙
位
（
皇
室
令
）

華
族
令
中
の
改
正
（
皇
室
令
）

宮
内
省
官
制
改
正
（
皇
室
令
）

宮
内
府
職
員
と
残
務
（
皇
室
令
）

朝
鮮
総
督
府
設
置
（
勅
令
）

韓
国
軍
人
の
件
（
勅
令
）

総
督
の
発
令
権
（
緊
急
勅
令
）

歳
入
歳
出
予
算
（
勅
令
）

臨
時
恩
賜
公
債
（
勅
令
）

恩
賜
公
債
条
例
（
緊
急
勅
令
）

朝
鮮
の
関
税
（
勅
令
）

地
租
免
除
（
勅
令
）

会
計
の
経
理
（
緊
急
勅
令
）

貨
物
輸
入
税
（
緊
急
勅
令
）

大
赦
令

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九

，
 

七
九
4
1

七
九

七
八

七
八

七
八

七
八

七
七

七
七

七
六

七
六

七
六

七
六

七
五

七
五

七
五

七
五

七 七



国際法外交雑誌総索引

共
通
法
に
就
て
（
承
前
完
）

共
通
法
に
就
て

通
航
船
舶
の
件
（
勅
令
）

船
舶
物
件
の
検
疫
（
勅
令
）

韓
国
勲
章
の
事
（
勅
令
）

特
許
法
の
施
行
（
勅
令
）

特
許
法
の
除
外
（
緊
急
勅
令
）

商
標
法
の
除
外

朝
鮮
法
令
の
効
力

鷹
地
事
務
の
件

T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 A
N
N
E
X
I
N
G
 K
O
R
E
A
.
 

T
H
E
 T
R
E
A
T
Y
.
 

時
局
と
国
際
法

東
洋
拓
殖
会
社
法
の
改
正

韓
国
合
併
に
関
す
る
公
文

朝
鮮
警
察
の
沿
革
を
述
べ
朝
鮮
人
の
種
類
及
び
性
質
に
及
ぶ

総
督
府
新
制
令

特
許
弁
理
士
登
録
（
勅
令
）

著
作
権
の
登
録
（
勅
令
）

山

田

山

田

雖

川
松

井

良 良 新 茂

一六 一六 一六 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 九

九 八 四 四 四

六
九
九

六―’ r
‘
T
、

＇
ノ
ー
ノ

二
九
五

二
九
三

二
九
一

1

1

一
八
〇

八 八 八 J¥ 八 八 八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

八
0
2
04
 



分 野別索引

南
洋
の
新
領
土
（
承
前
）

南
洋
の
新
領
土
（
承
前
）

敵
産
管
理
法
ヲ
朝
鮮
・
台
湾
及
樺
太
二
施
行
ズ
ル
ノ
件

日
本
の
領
域

南
洋
の
新
領
土

切
迫
せ
る
南
洋
諸
島
問
題

領
域

委
任
統
治
地
域

台
湾
に
於
け
る
既
往
及
現
在
の
国
際
問
題

同
上
施
行
規
則

台
湾
永
代
借
地
令

海
軍
治
罪
法
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

領
域

日
本
の
領
域

台
湾

敵
産
管
理
法
ヲ
朝
鮮
・
台
湾
及
樺
太
二
施
行
ス
ル
ノ
件

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

高

橋

作

衛

南 南 南

薫 薫 薫

後

藤

新

平

高

橋

作

衛

一
七

一
七

一
七

一
七

四 1
0
 

1
0
 

四 一
八

六 七

七

二

七

九 九 六

五 二
0
七

―
―
四

ニ
八

七
三
三

七
三
四

二
0
三

附
録
四
〇

七

七

二

七

六

五
四
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国際法外交雑誌総索引

小
笠
原
問
題
の
沿
革
と
特
性

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 

O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 I
S
L
A
N
D
 O
F
 Y
A
P
 A
N
D
 

O
T
H
E
R
 M
A
N
D
A
T
E
D
 I
S
L
A
N
D
S
 S
I
T
U
A
T
E
D
 I
N
 T
H
E
 P
A
C
I
'
 

F
I
C
 
O
C
E
A
N
 A
N
D
 L
Y
I
N
G
 N
O
R
T
H
 O
F
 T
H
E
 E
Q
U
A
T
O
R
,
 

S
I
G
N
E
D
 A
T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 11, 1
9
2
2
.
 

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
O
U
R
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
I
R
 I
N
S
U
L
A
R
 P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
S
 A
N
D
 I
N
S
U
L
A
R
 D
O
M
I
N
'
 

I
O
N
S
 I
N
 T
H
E
 R
E
G
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 O
C
E
A
N
 S
I
G
N
E
D
 

A
T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 
D
E
C
E
M
B
E
R
 
1
3
,
 

1
9
2
1
 

A
N
D
 
S
U
P
-

P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
,
 
S
I
N
G
N
E
D
 
A
T
 W
A
S
H
I
N
G
-

T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 
1
9
2
2
 

南
洋
諸
島
二
於
ケ
ル
敵
産
ノ
管
理
二
関
ス
ル
件

日
本
の
領
域

T
H
E
 B
O
N
I
N
 I
S
L
A
N
D
S
 ;
 A
N
 

L
A
N
G
U
A
G
E
 L
I
T
E
R
A
T
U
R
E
 

ア
メ
リ
カ
施
政
権
の
本
質

奄
美
群
島
の
復
帰

領
域

E
S
S
A
Y
 O
N
 T
H
E
 W
E
S
T
E
R
N
 

南
方
諸
島
及
び
そ
の
他
の
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の

間
の
協
定
（
昭
四
三
・
六
・
ニ
六
発
効
）

そ
の
他

山

下

康

雄

五

六

川

上

健

横

田

号

H
y
m
a
n
 K
u
bli
n
 

六
七

五
六

郎

五

六 五
四

四

四
・
五
五
二
五

四
・
五
四
一
五

四
・
五 六 七

七

二

七

1
0
 

二
0
七

六
八
六

1
0
 

1
0
七
三

三
五
二
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分野別索引

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題
（
完
）

篠

田

治

策

八

六

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ
し
や

A
D
e
v
e
l
o
p
m
e
nt
 
of
 

the
 Vi

e
w
s
 a
n
d
 D
e
si
g

n
s
 of
 t

h
e
 F
r
e
n
c
h
 

N
a
t
i
o
n
s
 ;
 an
d
 
w
h
y
 t
h
e
y
 
p
e
r
si
st
 
i

n
 m
a
ki
ng

 

the
 R
i

vers 
R
hi
ne, 

M
a
e
s
e
,
 a
n
d
 S
c
h
ei
dt
 t

h
e
 b
o
u
n
d
a
ri
es of
 t

h
ei
r
 co
u
n
try. 

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ
し
や
（
承
前
前
号
、
完
結
）

ク
リ
ー
ト
問
題
の
真
相

四
五
三

423 

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題
（
承
前
）

篠

田

治

策

J¥ 

五

日
露
戦
争
以
前
に
於
け
る
間
島
問
題

メ
イ
ン
境
界
問
題

"
T
h
e
M
ai
n
e
 B
o
u
n
d
a
r
y
 Q
u
e
s
t
i
o
n
"
 

極
東
総
督
に
関
す
る
疑
義

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
問
題

^̂
The
N
e
w
fou
n
d
l
a
n
d
 Fi
s
h
e
r
y
 

Q
u
e
st
i

o
n
"
 

仏
逼
条
約
（
千
九
百
二
年
十
月
七
日
巴
里
に
於
て
調
印
）

逼
羅
国
及
メ
ー
コ
ン
河
上
流
二
関
ス
ル
英
仏
協
約
千
八
百
九
十
六
年
一
月

十
五
日
締
約

領
域

領
域
紛
争
事
例

逸

見

晉

篠

田

治

策

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

加

輻

豊

次

加

輻

豊

次

八 J¥ 四 四 四 四

1
0
 

J¥ J¥ 

六
二
―
六

一七 四
〇

七
八

゜
三 四

四



国際法外交雑誌総索引

シ
ェ
ル
ト
左
岸
並
南
リ
ム
プ
ル
ク
問
題
白
耳
義
が
巴
里
平
和
会
議
に
提
出

せ
る
シ
ェ
ル
ト
河
左
岸
及
リ
ム
ブ
ル
ク
州
南
部
に
対
す
る
要
求
を
擁
護
す
る

事
実
の
梗
概

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て

（
承
前
）

巴
里
平
和
会
議
に
於
け
る
領
土
分
配
の
主
義

山

田

山

田

米

田

良 良

二
0

一
九

パ
レ
ス
チ
ン
と
英
国

賓

一

八

白

耳

義

査

報

局

東

譲

三

郎

（

訳

）

一八

立

作

太

郎

一八

領
土
に
関
す
る
智
利
と
秘
露
と
の
紛
争
附
パ
ラ
グ
ア
イ
と
暮
里
比
亜
と
の
紛

争バ
ナ
ー
ト
問
題

米

田

賓

矢

野

箕

ア
ル
サ
ス
、
ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義
（
承
前
完
）

パ
ウ
ル
、
ヘ
ル
マ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

ア
ル
サ
ス
、
ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義

パ
ウ
ル
、
ヘ
ル
マ
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

南
米
視
察
談
（
承
前
、
完
）

南
米
視
察
談

南
米
の
国
際
法
事
件

南
米
事
件
タ
ク
ナ
、

ア
リ
カ
問
題

間
島
に
於
け
る
統
監
府
派
出
所
の
行
動

せ
ら
れ
た
る
も
の

本
年
二
月
国
際
法
学
会
に
て
講
談

藤

井
藤

井

賓 賓

篠

田

治

策

一八 一七 一
六

一
六

赤

塚

正

助

九

赤

塚

正

助

九

J¥ 

四 五 四 四 J¥ 九 八 五 四 七

八
六

三
四
五

七――＿五

二
三
〇： 三

二
九

四
三
八： 六

六
〇

六
六

二
0
九

1
0

八
五
八

ニ
四

五
五
六
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分野別索引

ル
ー
マ
ニ
ア
領
土
変
動
に
つ
き
て

ボ
リ
ヴ
ィ
ア
・
パ
ラ
グ
ア
イ
国
境
の
画
定

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
三
・
完
）

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
二
）

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
一
）

白
耳
義
に
関
す
る
一
八
＿
―
-
九
年
の
条
約
の
改
訂
委
員
会
に
就
て

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て

リ
ト
ア
ニ
ア
と
メ
ー
メ
ル

巨
文
島
事
件
回
顧

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
一
）

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
ニ
・
完
）

タ
イ
仏
印
紛
争
調
停
会
議
に
於
け
る
国
際
法
問
題

国
境
画
定
委
員
会
ノ
構
成
及
運
用
二
関
ス
ル
議
定
書

非
武
装
地
帯
二
関
ス
ル
規
定
ノ
履
行
二
関
ス
ル
議
定
書

泰
•
仏
印
の
新
国
境

仏
領
印
度
支
那
「
タ
イ
」
国
間
国
境
劃
定
二
関
ス
ル
議
定
書

泰
．
緬
旬
の
新
領
土

（
承
前
）

テ
ッ
シ
ェ
ン
国
際
委
員
会
に
就
て
（
承
前
）

大

平

善

梧

四

大

平

善

梧

四

松

本

俊

米

田

奥

平

武

彦

三

九

奥

平

武

彦

三

九

秋

保

秋

保
高

橋

清

高

橋

清

高

橋

清

米

田

山

田

山

田

林

四 四

〇

四

〇

四

〇

賓

四

〇

郎

三

八

郎 賓 良 良

毅

陸

五
二
七

二
七

二

六 三二
0

二
0

二
0

1
0
 

七 七 七 J¥ 六 六 ノ＼

1
0
0
五

六

二

九

六

二

八
八
五

六

七

六

七

五

四

七
五
五
四

二

五

六

五

九

六
八

二

五

九

三
0
八

八

一

三

五八―――： ―
二
四
二

二
0

一
四
六
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国際法外交雑誌総索引

F
O
R
M
 O
F
 TI
T
L
E
,
D
E
E
D
.
 

大
阪
兵
庫

在
天
津
帝
国
専
管
居
留
地
の
土
地
に
関
す
る
件

北
清
議
定
書
及
関
係
書
類
（
結
）

北
清
議
定
書
及
関
係
書
類

領
域

租
借
地
）

エ
ル
サ
レ
ム
国
際
化
案
の
系
譜

「
タ
イ
」
国
ノ
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条
約

「
ビ
ル
マ
」
国
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
条
約

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
（
マ
ル
ビ
ナ
ス
）
諸
島
の
領
有
権
紛
争
と
国
際
法

そ
の
他
（
含

外
国
人
居
留
地
券

東
京
外
国
人
居
留
地
券

F
O
R
M
 O
F
 T
I
T
L
E
'
D
E
E
D
 
F
O
R
 F
O
R
E
I
G
N
 
S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
,
 

Y
E
D
O
.
 

地
所
貸
渡
券
書

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E
 O
F
 TI
T
L
E
.
 

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法

[
P
u
b
li
c
,
N
o
.
9
0
]
 

(
英
文
）

伯
林
会
議
ノ
一
般
議
定
書
訳
文
（
一
千
八
百
八
十
五
年
二
月
二
十
六
日
伯
林

に
於
て
調
印
）

外
務
省
令
第
五
号

高

橋

清

安

藤

仁

・

介

八

神

山

晃

令

八

四 四

六 五 五 六

五
六 八

四
六

四
五

四
五

四
四

四― 四 七
六

五

五

0
六

七

＿七

二
＿
七
五

―
二
七
七
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分野別索引

A
N
N
E
X
 3. 

A
N
N
E
X
 4. 

内
地
水
路
汽
船
航
通
規
則

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
承
前
）

A
ct
of
 

M
a
y
 6,
 
1
8
8
2
.
 

（
英
文
）

伯
林
会
議
一
般
議
定
書
（
完
）

元
外
国
人
居
留
地
の
建
物
課
税
問
題
の
仲
裁
々
判

家
屋
税
問
題
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
議
定
書
（
外
務
省
告
示
第
十
号
）

逼
羅
に
於
け
る
国
際
法
及
び
外
交
問
題
（
会
報
）

逼
羅
に
於
け
る
国
際
法
及
び
外
交
問
題
・
捕
逸
（
会
報
）

天
津
日
本
居
留
地
拡
張
取
極
書
（
明
治
三
十
六
年
外
務
省
告
示
第
四
号
）

コ
、
ス
諸
島
海
峡
殖
民
地
編
入

中
日
通
商
行
船
条
約
続
約
（
清
国
文
）

S
U
P
P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 
T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A
 

A
N
N
E
X
 1. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

A
N
N
E
X
 2. 

A
N
N
E
X
 5. 

伯
林
会
議
の
一
般
議
定
書
訳
文
（
承
前
）

A
N
D
 

租

垣

滴

次

郎

稲

垣

浦

次

郎

有

賀

長

雄

高

橋

清

高

橋

清

五 五 五

附

録

二

六

五 五 五

附

録

一

六

五

附

録

八

五

附

録

四

一七 一七
一

六

一

五 ノ＼ J¥ 七 六 六

附

録

ニ

―

附

録

二

四

附

録

二

八

附

録

二

九 六
六

五

八 一四
四 ニ

四
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国際法外交雑誌総索引

支
那
に
於
け
る
葡
国
人
の
貿
易
及
殖
民
の
濫
腸

国
際
河
川

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営
（
承
前
）

薩
吟
腱
島
の
行
政
制
度

比
耳
其
斯
坦

新
租
借
地
論

租
借
権
の
性
質
と
関
東
州
の
租
借
地

南
満
鉄
道
附
属
地
論

南
満
州
の
施
政
殊
に
帝
国
諸
機
関
の
権
限
に
就
き
て

寛
城
子
停
車
場
問
題

奉
天
に
於
け
る
居
留
民
制
度

白
耳
義
王
国
殖
民
地
法
草
案

国
際
河
川
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
附

ナ
イ
」
河
及
揚
子
江
に
於
け
る
関
係

鴨
緑
江
、
図
何
江
、
樺
太
「
ポ
ロ

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営

租
借
権
の
性
質
と
関
東
州
の
租
借
地
（
承
前
）

A
N
N
E
X
 6. 

A
N
N
E
X
 7. 

遠

藤

源

遠

藤

源

立 松

田

道

藤

井
伊

藤

文

藤

井
雖

川

無

名

六 六

作
太
ー
郎 賓 吉 賓

塚

積

辰

．

馬

新

篠

田

治

策

篠

田

治

策

氏

六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 四

九 九 六 五
1

0

 

九 八 六 五
1

0

 

七 五 五

五
五

五
四 一八

六
＿九 一

五
六
四

附
録
三
〇

附
録
三
二
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分野別索引

併
合
国
と
被
併
合
国
と
の
国
語
の
同
化

印
度
に
於
け
る
土
人
の
教
育
問
題

数
箇
国
を
分
か
ち
若
く
は
貫
流
す
る
河
流
の
航
行
に
関
す
る
条
款

清
国
領
土
保
全
の
意
義
を
研
究
し
て
関
東
州
租
借
地
の
国
際
法
上
の
性
質
に

論
及
す

保
護
地
勢
力
範
囲
ビ
ン
テ
ル
ラ
ン
ド
租
与
地
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の

新
提
案

河
流
の
自
由
航
行
に
関
す
る
維
也
納
条
約

ラ
イ
ン
河
航
行
に
関
す
る
条
款

仏
国
殖
民
地
の
発
展

維
也
納
一
千
八
百
十
五
年
三
月

ネ
ッ
ケ
ル
河
マ
イ
ン
河
モ
ー
ゼ
ル
河
ミ
ュ
ー
ス
河
及
ス
ケ
ル
ト
河
航
行
二
関

ス
ル
条
款

蜻

川
蛸

川

東

新 新

伊

吹

山

徳

司

譲
三
郎
面
訳
）

渦

田

廉

（訳）

高

橋

作

衛

国
際
河
川
の
研
究

蜻

川

新

租
借
類
例

江

木

満
韓
統
一
説
と
先
例

無

名

翼

九

氏

1
0
 

1
0
 

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1
0
 

1
0
 

八

間
島
協
約

J¥ 

所
謂
国
際
地
役
と
は
何
そ
や

国
際
殖
民
協
会

(
T
h
e
Insti
t

ut
e
 Co
l
o
ni
al 
Int

ernational) 

波
羅
的
海
並
に
ア
ラ
ン
ド
島
警
備
問
題
に
関
す
る
条
約
に
就
て

菊

地

駒

次

安

倍

四

郎

八 七 七

八 五 九

七

二

四

九

七

一

五

九 九 J¥ 五 J¥ J¥ 四

，
 

4
 

六
四
八

2

七――――

七
一
三

＿―-八五

六一

七

五

一

九
一
七
九

六
六
六
〇

五
一九

二
七 ＿九



国際法外交雑誌総索引

告
ホ
外
務
省
告
平
十
四
、
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
号

南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
二
関
ス
ル
条
約

青
島
還
附
論
を
評
す

大
正
四
年
日
支
条
約

山
東
省
二
関
ス
ル
条
約

大
正
四
年
日
支
交
渉
二
関
ス
ル
公
文
書
（
大
正
四
年
六
月
八
日
外
務
省
発
表
）

第
一
加
藤
外
務
大
臣
ノ
日
置
公
使
二
与
ヘ
タ
ル
訓
令

三
日
付
ニ
テ
東
京
二
於
テ
交
付
）

第
二
支
那
国
政
府
提
出
ノ
対
案
（
訳
文
）

置
公
使
支
那
国
政
府
よ
り
接
受
）

第
三
帝
国
政
府
ノ
修
正
案
（
大
正
四
年
四
月
二
十
六
日
駐
支
日
置
公
使
支

那
政
府
へ
提
出
）

第
四
支
那
国
政
府
最
後
修
正
案

公
使
支
那
国
政
府
ヨ
リ
接
受
）

（
訳
文
）

（
大
正
三
年
十
二
月

（
大
正
四
年
二
月
十
二
日
在
支
日

大
正
四
年
五
月
一
日
在
支
日
置

西
蔵
問
題
（
承
前
）

上
海
租
界
か
上
海
国
か

西
蔵
問
題
（
承
前
）

西
蔵
問
題

西
蔵
問
題

雖

JI! 

藤

田

豊

八

今

井

嘉

幸

藤

田

豊

八

藤

田

豊

八

藤

田

豊

新 八

1
0

七
九
四

1
0
 

1
0

七
八
八

1
0
 

1
0
 

七
九
〇

七
八
五

1
0

七
八
五

七
七
六

1
0

七
七
四

1
0
 

1
0
 

五

ロ
七七―――

七
七
三

二
九

1
0

八
四
六

九

七

二

九

J¥ 

六
五
六
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分野別索引

青
島
に
於
け
る
専
管
又
は
共
同
居
留
地
設
置
の
結
果
を
比
較
表
出
す

高

橋

作

衛

一
八

山
東
問
題
と
支
那
の
主
張
及
不
法

： 

雖

川

新

一
八

―
―
九

極
東
に
於
け
る
国
際
河
川
問
題

小

山

精

郎

一七

九

七

七

七

伊

吹

山

徳

司

一七

七

共
通
法
に
就
て
（
承
前
完
）

山

田

良

一六

九 J¥ 

六
九
九

共
通
法
に
就
て

山

田

良

一六

六

泉

哲

一六

―
―
五

時
局
と
国
際
法

東
洋
拓
殖
会
社
法
の
改
正

国
際
法
上
植
民
地
と
地
位

上
海
共
同
租
界
に
於
け
る
吾
同
胞
の
立
場

五
八
三

雖

川

新

一六

1

、1
、

＇
ノ
ー
'
’

時
局
と
国
際
法

独
支
開
戦
と
青
島
問
題

雖

川

新

一六

四

国
際
河
川
に
関
す
る
研
究
（
承
前
）

伊

藤

重

次

一五

四

三
八
一

国
際
河
川
に
関
す
る
研
究

伊

藤

重

次

一
五

戦
争
の
欧
州
永
世
中
立
地
に
及
ほ
す
影
響

泉

哲

一
四

ニニ九
二
六
六

羅
馬
法
王
の
地
位
に
及
ほ
せ
る
戦
争
の
影
響
を
論
す

第
七

第
五
支
那
政
府
二
対
ス
ル
帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒
（
大
正
四
年
五
月
七
日

在
支
日
置
公
使
支
那
国
政
府
へ
交
付
）

第
六
最
後
通
牒
提
出
ノ
際
在
支
日
置
公
使
ヨ
リ
陸
外
交
総
長
へ
手
交
セ
ル

説
明
書

帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒
二
対
ス
ル
支
那
国
政
府
ノ
回
答

箕

野

毅

一
四

二
―
六

1
0

八
〇

1
0

八
〇

1
0

八
0
0
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国際法外交雑誌総索引

イ
タ
リ
ア
と
植
民
地
問
題

外
蒙
古
自
治
取
消

T
R
E
A
T
Y
 F
O
R
 T
H
E
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 O
U
T
S
T
A
N
D
I
N
G
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 
R
E
L
A
T
I
V
E
 
T
O
 S
H
A
N
T
U
N
G
 
S
I
G
N
E
D
 
A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 4,
 
1
9
2
2
.
 

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
二
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
(
-
―
-
)

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
四
、
完
）

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
二
、
完
）

国
際
法
問
答

或
る
所
の
試
験
問
題
三

関
東
州
還
附
論
に
つ
い
て

白
耳
義
に
関
す
る
一
八
三
九
年
の
条
約
の
改
訂
委
員
会
に
就
て

椰
府
論

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

（
承
前
・
完
）

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

藤

澤

親

雄

立

作

太

郎

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

清

水

泰

次

齋

藤

良

衛

林 高

毅

陸

高

橋

簗 枝

茂

智

枝

茂

智

清

水

泰

次

橋

作

衛

二
五

二
0

=
1
0
 

一
八

一
八

一
八

一
八

七 七 八

六
六
八

六
九
八

一
六
八

七
三
二

七

七

二

八

五

四

九

〇

四
1
0
 

九 六 六

五
六

二
七

二
―
五

1
0
八
八

一
四
八

1
0

九
五
九

八＿―-七

五
六
五

五
四

432 



分野別索引

日
英
交
換
公
文
（
英
文
）

六

六

六
0
0
3
34
 

五
九
八

五
九
八

ザ
ー
ル
地
域
の
法
的
構
成
（
二
）

E
X
T
R
A
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
 
E
X
P
E
R
I
E
N
C
E
S
 

T
R
I
E
S
 O
T
H
E
R
 T
H
A
N
 C
H
I
N
A. 

南
満
鉄
道
附
属
地
の
国
際
法
的
地
位

日
英
同
盟
の
印
度
条
項

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
西
亜
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
国
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

（
主
と
し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

租
借
地
の
法
理
を
論
ず

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
一
）

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
ニ
・
完
）

ザ
ー
ル
地
域
の
法
的
構
成
（
一
）

租
借
地
と
国
際
地
役
（
一
）

租
借
地
と
国
際
地
役
（
二
）

租
借
地
と
国
際
地
役
（
三
・
完
）

永
代
借
地
制
度
解
消
二
関
ス
ル
交
換
公
文

日
英
交
換
公
文

（
主
と

（
ニ
・
完
）

O
F
 
T
H
E
 
C
O
U
N
'
 

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

蝋

山

政

道

蠍

山

政

道

菊

地

駒

次

永

富

守

之

助

永

富

守

之

助

高

橋

清

泉 K
i

y

o
 S
u
e
 I
n
ui

 

哲

六 六
二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

六 六 四
1
0

八
六
九

九

七

九

七

六 五 四 八

八

二

五

六
1
0
 

ニ
八
九

一
九

五
五
七

三
九
五

四
0
三

二
九
七

五
七
四

二
三
四

九
四
五

九

九

四

四



国際法外交雑誌総索引

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
ニ
・
完
）

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
一
）

永
代
借
地
権
問
題
に
関
す
る
若
干
の
法
理
的
考
察

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
(
-
―
―
・
完
）

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
二
）

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
一
）

日
仏
交
換
公
文

日
仏
交
換
公
文
（
仏
文
）

租
借
地
と
戦
争
（
一
）

租
借
地
と
戦
争
（
ニ
・
完
）

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
（
一
）

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
（
二
）

支
那
租
界
の
中
立
性
(
-
)

支
那
租
界
の
中
立
性
（
二
）

大
東
亜
戦
争
と
支
那
租
界

英
租
界
の
国
府
移
管

支
那
の
内
河
航
行
権

自
由
主
義
時
代
の
典
型
植
民
地
|
|
'
英
領
豪
州
植
民
地
の
成
立

英 英 佐

藤

信

太

郎

四

田

付

景

田

付

景

田

付

修

道

四

修

道

四

景

四 四 四

大

平

善

梧

四

大

平

善

梧

四

大

平

善

梧

四

楊

井

克

巳

三

九

大

平

善

梧

三

九

大

平

善

梧

三

九

楊

井

克

巳

七

楊

井

克

已

三

七

植

田

捷

雄

植

田

捷

雄

六 六 六 六

1

0

 

七 六 六

―
―
七

九

七

九

八

八

〇

八

七

九

六
七
七

五
六
八

五

五

五

0
四

四
1
0
 

――
1
0
九

一七―――

]

O

八
四

一

八

七

1

0

一六

九

九

0
七

1
0
 

九

八

五

六 六

九

八

〇

六
0
四

六
〇
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分野別索引

附
属
協
定

米
英
の
在
支
治
外
法
権
の
撤
廃
政
策

帝
国
の
租
界
還
付
．
治
外
法
権
撤
廃

広
域
圏
の
要
件

仏
国
の
在
支
租
界
還
付
．
治
外
法
権
撤
廃

広
州
湾
租
借
地
へ
皇
軍
の
進
駐

仏
国
の
在
支
租
界
返
還

専
管
租
界
還
付
実
施
二
関
ス
ル
細
目
取
極
北
京
公
使
館
区
域
回
収
実
施
二
関

ス
ル
取
極
及
慶
門
鼓
浪
嶼
共
同
租
界
回
収
実
施
二
関
ス
ル
取
極

租
借
条
約
と
戦
争

上
海
共
同
租
界
の
還
附
実
施

在
華
課
税
権
の
移
管

中
華
民
国
二
於
ケ
ル
日
本
国
国
民
二
対
ス
ル
課
税
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民

国
間
条
約

中
華
民
国
二
於
ケ
ル
日
本
国
臣
民
二
対
ス
ル
課
税
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民

国
間
条
約
二
関
ス
ル
日
華
両
国
全
権
委
員
間
了
解
事
項

I
nt
e
r
n
at
i
o
n
a
l
 S
e
r
vi
t
u
d
e
s
 

租
界
還
付
及
治
外
法
権
撤
廃
等
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民
国
間
協
定

英

四 四 四

修

道

四

植

田

捷

雄

四

大

平

善

梧

四

大

平

善

梧

四

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

川

原

次

大

平

吉
善

四 四

大

平

善

梧

四

植

田

捷

雄

四

郎

四

四

植

田

捷

雄

四

梧

四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

J¥ 八

七

五

九

七 七

七

二

七

六 四 四 四

1
0
七

五

5
3
 

4
 

七五―――

八
三
二

1
0
三
二

1
0
七
三

1
0
七―――

六
五
六

三
九
三

八
六

二
九
二ロ

三
一
九

七
八



国際法外交雑誌総索引

海
洋
之
自
由

海
洋

一
般

ボ
ル
ネ
オ
北
部
に
於
け
る
英
国
の
裁
判
管
轄
権
ー
並
に
同
地
方
に
関
す
る

国
際
関
係
略
史
I

上
海
租
界
返
還
後
に
於
け
る
行
政
制
度
の
現
状

大
上
海
市
の
実
現

在
華
租
借
地
の
現
況

中
国
の
租
借
地

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
シ
ー
ウ
ェ
イ
の
軍
事
的
意
義
（
S
甘
at
eg
i

c
V
a
l
u
e
 

of
 t

h
e
 St. 
L
a
w
r
e
n
c
e
 S
e
a
w
ay
)

 

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
上
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
中
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
下
）

海
洋
の
自
由

国
際
法
の
始
祖
フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス

軍
事
基
地
協
定

天
津
伊
太
利
租
界
の
還
付

山

田
立

作

太

郎

小

山

精

小

山

精

小

山

精

高

野

雄

英

良 郎 郎 郎

坂

本

俊

篤

ニ
四

二
0

二
0

一七

高

梨

正

夫

五

八

宮

崎

繁

樹

五

六

植

田

捷

雄

五

六

五

大

平

善

梧

四

五

植

田

捷

雄

四

一

大

平

善

梧

四

一

植

田

捷

雄

四

一

修

道

四

一

五

四

一

八

九 九

九

六

八

八

二

六

九

七

五

五

五

二

〇

四

・

五

．

五

六

四

・

五

五

四

四

三
•
四

八
三
九

二
七

二
九

一

三

六

1

0

八

五

1

0

八

四

八

四

三
八
七

6
 

3
 

一

九

九

4



分 野別索引

戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論
（
ニ
・
完
）

海
洋
開
発
と
国
際
連
合
海
洋
法
問
題
を
め
ぐ
る
国
連
二
五
年
の
回
顧
と

第
三
次
海
洋
法
会
議
へ
の
展
望
I

第
三
次
海
洋
法
会
議
カ
ラ
カ
ス
会
期
を
顧
み
て

日
本
と
海
洋
法

海
洋
法
条
約
交
渉
手
続
の
特
徴
と
そ
の
影
響

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
（
一
）

国
連
海
洋
法
条
約
と
第
三
国
（
ニ
・
完
）

国
連
海
洋
法
条
約
準
備
委
員
会
の
経
過
と
問
題
点

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案

転
換
期
に
た
つ
海
洋
法

第
二
次
国
際
連
合
海
洋
法
会
議
に
つ
い
て

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
三
）

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
二
）

国
際
法
に
於
け
る
領
域
と
生
活
圏
（
一
）

戦
争
及
び
平
和
法
論
に
於
け
る
海
洋
自
由
論

湯

下

博

之

八

五

中

村

中

村

古

賀

道

八

五

道

八

四

衛

・

八

四

大

内

和

臣

七

六

第
一
部
福
田
菊
（
訳
）

第
二
部
林
司
宣
（
訳
）

小 小

田 田

中

村

小

田

大

澤

大

澤
大

臨
、
1

七

六

滋

七

滋

七

洸 滋

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

六

九

四

・

五

・

六

六

章

四

〇

章

四

〇

章

四

〇
ニ
四

ニ
四

四 四 五

五
・
六 六 五

五
三
二

三
五
一

三
四
八

ニ
八

五

四

九

四

四

五

四

七

四

四
五

六

八

四

八

七

一

九 五

一

七

三
七
七

八

九

一

六

五

五

0
五
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国際法外交雑誌総索引

領
海
説

．
領
水
・
接
続
水
域

有
賀
博
士
の
外
交
文
書
に
関
す
る
意
見
を
読
て
感
あ
り
Qu
e
l
q
u
e
s
m
ot
s
 

p
o
u
r
 la t
h
e
s
e
 d
u
 p
r
of
e
s
s
e
u
r
 A
ri
g

a
 a
u
 s
uj
et
 
d
e
 la 
c
o
n
s
e
r
v
at
i
o
n
 d
e
s
 

d
o
c
u
m
e
nt
s
 1m
p
o
rta
nt
s
 relatifs a
u
 d
r
oi
t
 i
nt
ernational 

高
橋
法
学
博
士
に
答
ふ

戦
時
船
舶
仏
国
領
海
出
入
に
関
す
る
法
令
（
山
田
領
事
報
告
）

論
題
明
治
三
十
六
年
二
十
九
日
国
際
法
学
会
討
論
速
記
軍
艦
に
非
さ
る

国
家
の
船
舶
は
（
国
有
た
る
と
私
船
を
借
上
け
た
る
場
合
を
も
含
む
）
外
国

に
於
て
如
何
な
る
取
扱
い
を
受
く
る
か

千
八
百
九
十
二
年
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

ク
リ
ー
ン
博
士
領
海
論

ヲ
ー
ベ
ル
氏
領
海
論

万
国
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

マ
ニ
ラ
港
境
界
設
定
(
+
月
三
十
日
官
報
）

軍
艦
千
島
事
件
意
見

千
島
艦
事
件
意
見
書

万
国
国
際
法
学
会
委
員
会
報
告

領
海
論

蘭
領
印
度
真
珠
貝
等
採
猟
規
則

国
際
法
上
の
重
要
文
書
に
関
し
外
務
当
局
者
に
望
む

海
洋

清

水

市

太

郎

清

水

市

太

郎

有
賀
長
雄
（
出
題
）

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士

有

賀

長

雄

高

＇

橋

作

衛

有

賀

長

雄

六 五 八

七
六

八 七
六

1
0
0
 

九
七

九 六
〇

四 六
五 四 ＿九

二
六

一五
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沿
岸
領
海
の
範
囲
及
び
其
上
に
行
は
る
、
国
権
の
性
質
（
三
）

沿
岸
領
海
の
範
囲
及
び
其
上
に
行
は
る
、
国
権
の
性
質

沿
岸
領
海
の
範
囲
及
ひ
其
上
に
行
は
る
る
国
権
の
性
質

国
際
法
問
答

或
る
所
の
試
験
問
題
と
其
解
答
(
―
-
)

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ
（
承
前
・
完
）

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

公
海
と
領
海
と
に
就
て

国
際
法
上
瀬
戸
内
の
地
位

国
際
河
川
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
附

ナ
イ
」
河
及
揚
子
江
に
於
け
る
関
係

鴨
緑
江
、
図
何
江
、
樺
太
「
ポ
ロ

国
際
法
上
河
と
海
と
の
境
界
如
何
（
河
と
海
と
の
境
界
に
関
す
る
英
米
両
国

間
の
紛
争
問
題
）

樺
太
島
出
入
船
舶
及
渡
航
者
規
則
（
同
上
官
報
）

領
海
の
範
囲

領
海
の
範
囲
（
第
三
号
の
続
）

領
海
論
（
前
号
続
き
）

ア
ン
ト
ュ
ル
ブ
港

浦
塩
斯
徳
は
自
由
港
と
な
す
可
か
ら
す
我
軍
港
と
な
す
可
し

立 立 立 立

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

枝

茂

智

枝

茂

智

櫻

井

芳

樹

山

崎

平

遠

藤

源

遠

藤

源

立 立 立

吉 六 六

高

橋

作

衛 作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

二
五

二
五

ニ
四

一八
一
八 七 七 六 六 四 四

1
0
 

五

五

一

九

1
0

九
五
九

九 七 六 九 六
1
0
 

1
0
 

九 六 五

一
八
六

六

-
0
六
九

八
三
七

五
七

1
0
 

八 六―
六
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国際法外交雑誌総索引

ソ
ヴ
ェ
ト
の
領
水
理
論
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）

ラ
ー
エ
フ
の
所
説
を
中
心
と
し
て

ソ
ヴ
ェ
ト
の
領
水
理
論
に
つ
い
て

フ
の
所
説
を
中
心
と
し
て
1

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決

(
-
)
|
ア
ー
・
エ
ヌ
・
ニ
コ
ラ
ー
エ

(

2

)

開

公
船
の
国
際
法
上
の
地
位
ー
ク
リ
コ
フ
船
長
事
件
に
つ
い
て
ー
—
’

一
国
の
港
津
及
内
海
に
在
る
外
国
商
船
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権

沿
岸
貿
易
に
関
す
る
考
察

領
海
問
題
に
就
い
て

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
,
G
a
k
k
w
ai
 
(
l
'

A
s
s
o
c
i
at
i
o
n
 

d
e
 
D
r
o
i
t
 
Int
e
r
n
at
i
o
n
a
l
 
d
u
 J
 apon), 
i
n
 
c
o
nj
u
n
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
the
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 B

r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 Int
ernational L
a
w
 A
s
s
o
c
i
at
i
on, 
w
i
t
h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 
c
o
nt
ri
b
ut
i
n
g
 t

o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
o
gressi
v
e
 c
o
di
f
i

cation of
 

Int
er, 

n
at
i
onal L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 
N
at
i

on's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t

e
m
b
e
r
 1924. 

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
領
海
の
範
囲
の
問
題

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決

(

1

)

ク
リ
コ
フ
船
長
に
対
す
る
判
決

三
次
朗
に
対
す
る
判
決

|
ア
ー
・
エ
ヌ
・
ニ
コ

沿
岸
領
海
の
範
囲
及
ひ
其
上
に
行
は
る
る
国
権
の
性
質
（
五
）

沿
岸
領
海
の
範
囲
及
び
其
上
に
行
は
る
る
国
権
の
性
質
（
四
）

内

田

久

司

五

六

内

田

久

司

五

五

大

平

善

梧

五

立 泉 立 森 立 立

作

太

郎

三

七
哲

作

太

郎

櫂

吉

作

太

郎

作

太

郎

五 五

゜
二

九

二

六
二
五

二
五

二
五

二
五

六 八

七

八

六

九

八

1

0

八

四

七

六 六 六 四

一

五

六

一

七

一

九

七

一

九

五

五

八

六

四

八

五

九

九

五

四

八

六

＿
―
-
五
五
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分野 別索引

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
科
学
的
調
査

海
洋

一
九
世
紀
に
お
け
る
領
海
幅
員
問
題
（
ニ
・
完
）

イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
国
際
法
的
意
義

領
海
の
幅
と
国
際
法

領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 

C
O
N
T
I
G
U
O
U
S
 Z
O
N
E
 

ソ
連
の
領
海
制
度

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
湾
の
内
海
化
宣
言
に
つ
い
て
ー
|
'
内
海
化
宣
言
の
意
味
と

国
際
法
的
効
果
—
|

三
カ
イ
リ
主
義
と
射
程
距
離
説

T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
 

一
九
世
紀
に
お
け
る
領
海
幅
員
問
題
（
一
）

漁
業
水
域
・
経
済
水
域

十
ニ
マ
イ
ル
漁
業
水
域
（
一
）

十
ニ
マ
イ
ル
漁
業
水
域
（
ニ
・
完
）

経
済
水
域
概
念

S
E
A
 

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
の
直
線
基
線
に
関
す
る
交
換
公
文

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
に
関
す
る
交
換
公
文

A
N
D
 T
H
E
 

高

林

秀

雄

八

五

林 小

田

小

田

司

宣 滋 滋

高

林

秀

雄

高

林

秀

雄

高

林

秀

雄

中

村
内

田

久

司

中

村

横

田
中

村

喜

洸

七 六

六

六

六
六
四
四
•
五

六

四

四

・

五

四

五

五

六一 六 六 六
0

四
•
五
•
六

六

0
四
・
五
・
六

五

八

洸

五

八

郎

五

八

洸

五

六

四 六 五 六 四

ー4
 

一
七
七

4

六
六一 四

八

七

四

五

六

三
一
九

一
三
七

五

一

七

八
〇

七

五

五

二
0
九 六

ニ
四
0



国際法外交雑誌総索引

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

大
陸
棚
の
法
理
（
一
）

大
陸
棚
の
法
理
（
二
）

大
陸
棚
の
法
理
（
三
）

大
陸
棚
の
法
理
（
四
・
完
）

、
、
、
、
、

大
陸
棚
に
関
す
る
条
約
＇
~
つ
く
ら
れ
た
大
陸
棚
制
度
|
ー
_

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
T
I
N
E
N
T
A
L
 S
H
E
L
F
 

国
際
法
上
の
海
賊
に
付
て
刑
法
改
正
案
に
特
に
規
定
を
設
く
る
の
必
要
あ
り

や
否

公
海
と
領
海
と
に
就
て

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
二

或
る
所
の
試
験
問
題
三

国
際
法
上
の
海
賊
に
関
し
我
刑
法
改
正
案
の
規
定
を
論
す

海

洋

公

海

海

洋

大

陸

棚

菊

地

駒

次

立 立 櫻

井

芳

樹

秋

山

雅

之

介

小

田

小

田

小

田

小

田

小

田

作

太

郎

作

太

郎

二
九

二
七

二
0 七 五

五
八

滋

五

八

滋

五

四

滋

五

四

滋

五

滋

五

四 七 七 四 四

ニ
八
三 一六

六
九
八

八

八

五

五
七

一
八
四

1

0

 

五

五

一

六

四 四

六
二
五
五

1

0
九
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分野別索引

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限
（
ニ
・
完
）

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 H
I
G
H
 S
E
A
S
 

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
第
二
十
八
条
「
国
際
法
上
の
船
籍
」
の
序

論
と
し
て
l

深
海
海
底
制
度
論
の
系
譜
（
一
）

深
海
海
底
制
度
論
の
系
譜
（
ニ
・
完
）

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
F
 P
R
I
N
C
I
P
L
E
S
 G
O
V
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 S
E
A
'
 

B
E
D
 A
N
D
 T
H
E
 O
C
E
A
N
 F
L
O
O
R
,
 A
N
D
 S
U
B
S
O
I
L
 T
H
E
R
E
O
F
,
 

B
E
Y
O
N
D
 T
H
E
 L
I
M
I
T
S
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
 J
U
R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
,
 1
7
 

D
E
C
E
M
B
E
R
 19
7
0
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
7
4
9
 (
X
X
V
)
)
 

深
海
底
硬
鉱
物
資
源
法
（
米
国
）

深
海
採
鉱
（
暫
定
）
法
こ
深
海
採
鉱
活
動
に
関
し
、

目
的
の
た
め
の
規
定
を
定
め
る
法
律
（
英
国
）

海

洋

深

海

底

国
際
海
上
運
送
に
お
け
る
国
旗
差
別
措
置

海
洋
の
自
由
と
海
運
自
由
の
原
則

公
海
に
関
す
る
条
約

高
海
国
権
論

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限

か
つ
そ
れ
に
関
連
す
る

田

中

則

夫

（

訳

）

高

林

秀

雄

（

訳

）

小 小 高

田 田 梨

正

夫

嘉

納
高

梨

正

夫

高

林

秀

雄

五

八

大

澤

大

澤

松

波

仁

滋 滋 孔

八 八 六
九
四
・
五
・
六

六
九

六
九

六
六

六 六 五
八

章

四

章

四

郎

二
九

六 六
1
0
 

1
0
 

六
八

七
九
四

二
七
四

四
八

゜
四
六
九

二
0
0

七

1
0
八

九
七
三

九

七

六

一
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蘇
西
運
河
条
約

ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
問
題
等
に
関
す
る
英
国
首
相
の
答
弁

何
故
に
ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
は
梗
塞
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
乎

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や

海
洋

深
海
鉱
業
の
暫
定
的
規
制
に
関
す
る
法
律
（
西
独
）

深
海
底
鉱
物
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
仏
）

深
海
底
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
国
際
法
理
論
の
検
討
（
一
）

深
海
底
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
国
際
法
理
論
の
検
討
（
ニ
・
完
）

国
連
海
洋
法
条
約
第
一
一
部
に
関
す
る
事
務
総
長
協
議
と
実
施
協
定

海
峡
・
国
際
水
路
・
通
航

英
米
新
運
河
条
約

英
米
新
運
河
条
約
（
英
文
）

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や

軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や
（
承

前）軍
艦
に
あ
ら
さ
る
公
船
は
外
国
に
於
て
如
何
な
る
取
扱
を
受
く
へ
き
や
（
承

前）

松

原

高

橋

作

衛

立 立 立 立 林 古

賀

古

賀

雄

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎 司

宣

衛

（

訳

）

衛

（

訳

）

九一

田

中

則

夫

八

六

田

中

則

夫

八

五

J¥. ノ＼

七 六 五 四 五

六
五 五 二

0 九 四
六 五

九

六
三
五

ニ
四
三

五

四

四

七 ―
―
六
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サ
ウ
ン
ド
ヂ
ユ
ー
ス
を
論
す

パ
ナ
マ
運
河
に
関
す
る
諸
条
約
を
評
す

南
米
視
察
談
（
承
前
、
完
）

南
米
視
察
談

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

（
前
号
の
続
き
）

パ
ナ
マ
共
和
国
の
国
際
法
上
の
地
位

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 

辰
丸
事
件
国
際
法
観

日
韓
新
協
約
（
明
治
四
十
二
年
七
月
十
五
日
官
報
号
外
）

日
露
協
約

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て
（
承
前
）

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て

モ
ス
ケ
ッ
ト
仲
裁
裁
判
に
就
て

露
国
叛
乱
軍
艦
「
ク
ニ
ャ
ヅ
、
ポ
テ
ム
キ
ン
」

南
阿
船
運
会
議

(
T
h
e
S
o
ut

h
 A
f
r
i

c
a
n
 S
hi

p

p

i

n
g
 C
o
nf
erence) 

露
国
黒
海
艦
隊

村

井

八

郎

黒

田

欽

哉

寺

尾

寺

尾
立

亨 亨

作

太

郎

菊

地

駒

次

菊

地

駒

次

ト
ー
マ
ス
、
ギ
プ
ソ
ン
、
バ
オ
ル
ス

(
T
h
o
s
.
 
Gi
b
s
o
n
 B
o
w
l
e
s
)
 

エ
ル
ネ
ス
ト
、
ナ
イ
ス

1
0
 

1
0
 

赤

塚

正

助

九

赤

塚

正

助

九

九

有

賀

長

雄

九

九 J¥ 六 六 六 五 五 四 四 四

五 四 八 五 四 九 四

三
四
五口

ニ
四 ―1

0
 

八 四
四

六
八

六
七

二
七

四 六
八

五 四
五 一九
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議
定
書

海
難
に
於
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

ア
ル
ヘ
シ
ー
ラ
(

A

l

g
e
ci
r
a
s
)

会
議

列
国
議
員
団
第
五
調
査
委
員
会
の
議
に
上
り
た
る
海
峡
運
河
中
立
問
題

巴
拿
馬
運
河
通
行
税
に
関
す
る
北
米
合
衆
国
の
義
務
（
承
前
、
完
）

極
東
戦
争
と
モ
ロ
ッ
コ
と
の
関
係

パ
ナ
マ
運
河
通
航
に
関
す
る
米
国
の
義
務

運
河
地
帯
に
於
け
る
米
国
の
地
位

巴
奈
馬
運
河
の
防
備
ア
リ
ア
ス
氏
の
説

(
H
a
r
m
o
di
o
A
ri
a
s
'
T
h
e
 

P
a
n
a
m
a
 C
a
n
al

.
)
 

日
蘭
間
船
舶
積
量
測
度
証
書
互
認
に
関
す
る
外
交
文
書
明
治
四
十
五
年
六

月
十
五
日
官
報

米
国
と
巴
奈
馬
共
和
国
と
の
関
係

万
国
議
員
同
盟
会
委
員
会
の
海
峡
運
河
中
立
案
を
評
す

巴
奈
馬
運
河
法

サ
ウ
ン
ド
、
ヂ
ュ
ー
ス
を
論
す
（
承
前
、
完
）

高

橋

作

衛

ル

ー

ト

堀

内

茂

智

（

訳

）

レ

ー

）
 

（共訳）

吉

田

五

郎

堀

内

茂

智

宮

岡

恒

次

郎

米

田
天

羽

英

米

田

卜 賓 賓

高

橋

作

衛

村

井

八

郎

1
0
 

-
0
 

1
0
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1
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八
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五
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七

七
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五

六

九

五 四 四

五
五
四

五
四
七

五
四
〇

四
三
二 六

二
九
五

九
六

1
0

七
九
八

1

0

七
六
九

三
0
0

446 



分野別索引

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
二
）

N
e
utrali
sation
と
Int
ernationali
sation

船
舶
の
国
籍
に
就
て

芦

田

松

原
田

中

・

誠

均 雄

松

波

仁

郎

松

波

仁

郎

松

波

仁

郎

世
界
に
於
け
る
船
舶
状
況

一
九
一
九
年
八
月
七
且
央

Board 
of
 

Trade
誌

大
蔵
省
理
財
局
調
査
月
報
訳
載

加
州
問
題
と
運
河
通
過
料
問
題

朝
鮮
海
峡
論
（
一
）

朝
鮮
海
峡
論
（
二
）

朝
鮮
海
峡
論
（
三
・
完
）

島

谷

亮

輔

武
装
せ
る
パ
ナ
マ
運
河

プ

レ

ー

ク

ス

レ

ー

兒

島

多

賀

太

術

訳

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
p
o
u
r
 

m
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ere D
'
a
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r
d
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i
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d
e
 
C
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O
N
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E
N
T
I
O
N
 
p
o
u
r
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d
e
 ・
 
C
e
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m
臣
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d'Assi
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a
n
c
e
 et
 
d
e
 S
a
u
v
et
ag
e
 Ma
ri
t
i

m
e
s
 

R
eg
les 

R
森
les

en・ e
n
 

司
法
省
告
示
第
八
号
海
難
に
お
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に

関
す
る
条
約
の
批
准
書
の
寄
託

司
法
省
告
示
第
七
号
船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約
の

批
准
書
の
寄
託

二
六

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四 一八

一
四
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四

7
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国際法外交雑誌総索引

議
定
書

「
モ
ン
ト
ル
ー
」
条
約
に
依
る
新
海
峡
制
度

パ
ナ
マ
運
河
地
帯
の
行
政
経
営

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
二
）

君
府
海
峡
の
通
航
制
度
を
論
ず
（
三
）

海
峡
制
度
二
関
ス
ル
「
モ
ン
ト
ル
ー
」
条
約

第
一
附
属
書

第
二
附
属
書

第
三
附
属
書

第
四
附
属
書

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
E
 R
E
G
I
M
E
 
D
E
S
 
D
E
T
'
 

R
O
I
T
S
,
 S
I
G
N
E
E
 A
 M
O
N
T
R
E
U
X
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 L
E
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N
G
T
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U
I
L
L
E
T
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9
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6
 

A
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E
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P
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L
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外
務
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告
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第
二
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一
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分野別索引

外
務
省
告
示
第
二
十
二
号

国
旗
と
国
際
法
（
一
）

国
旗
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

ス
エ
ズ
運
河
の
自
由
航
行
に
関
す
る
条
約

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
b
et
w
e
e
n
 G
r
e
at
 

B
ri
t

ai
n, 
A
u
st
r
i

a
-
H
u
ng

ary, 
France, 
G
e
r
m
a
n
y
,
 
Italy, 
t

h
e
 
N
et
her, 

lands, R
u
s
si
a, 
S
p
ai
n, 
a
n
d
 T
u
r
k
e
y
,
 respect
i

ng
 

t

h
e
 F
r
e
e
 N
a
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g

at
i

o
n
 

of
 t

h
e
 S
u
e
z
 M
a
ri
t
i

m
e
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a
n
al
.
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、
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Si
g

n
e
d
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C
o
n
st
a
nt
i
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ber 2
9
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 1
8
8
8
.
 

万
国
ス
エ
ズ
運
河
会
社
規
定
(
-
八
五
六
年
一
月
五
日
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
）

S
T
 A
 T
U
T
S
 de.la 
C
o
mp
ag
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e
 U
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verselle 
d
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a
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a
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m
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S
u
e
z
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A
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e
x
a
n
d
r
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le 5
 J

a
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A
N
A
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O
M
P
A
N
Y
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A
T
I
O
N
A
L
I
S
A
T
I
O
N
 L
A
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M
I
N
I
S
T
E
R
E
 D
E
S
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A
I
R
E
S
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T
R
A
N
G
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R
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O
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A
F
R
I
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U
E
 L
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 AN
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i
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I
.
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D
E
C
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D
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E
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A
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U
N
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D
E
 L
A
 F
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A
N
C
E
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D
U
 R
O
Y
A
U
M
E
-
U
N
I
 E
T
 D
E
 L
A
 

T
U
R
Q
U
I
E
 

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
（
ニ
・
完
）

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
(
-
)

現
戦
争
に
於
け
る
ス
エ
ズ
運
河
の
地
位

海

本

徹

雄

四

一

海

本

徹
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分野別索引

日
露
漁
業
権
問
題
（
下
）

漁
業
に
就
て

汽
船
「
ト
ロ
ー
ル
」
漁
業
と
海
底
電
信
（
承
前
）

汽
船
「
ト
ロ
ー
ル
」
漁
業
と
海
底
電
線

海
獣
会
議
の
結
果
に
就
て

英
露
協
約
の
外
交
文
書

一
八
九
三
年
五
月
十
日

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 B
E
T
W
E
E
N
 G. 
B
R
I
T
A
I
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 
M. 

C
H
I
C
H
K
I
N
E
 T
O
 M
R. 
H
O
W
 AR
D
.
 
S
ai

nt
'
P
et
e
r
s
b
o
u
r
g
,
 
le 
1
0
¥
2
2
 

M
ai

,
 

1
8
9
3
.
 

白
令
海
の
臓
虎
漁
猟
問
題

日
露
漁
業
協
約

日
韓
漁
業
協
定

腿
訥
獣
保
護
条
約
問
題

腿
肪
獣
保
護
条
約

日
露
漁
業
権
問
題
（
上
）

樺
太
島
漁
業
仮
規
則
（
明
治
三
十
八
年
八
月
七
日
官
報
）

樺
太
の
漁
業
問
題
に
関
す
る
研
究

白
令
海
の
脹
虎
漁
猟
問
題
（
承
前
）

（
チ
チ
キ
ヌ
氏
よ
り
ホ
ワ
ー
ド
氏
に
送
り
た
る
も
の
）

（
二
十
二
日
）
聖
彼
得
堡

米

田

米
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エ
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モ
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エ
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国際法外交雑誌総索引

条
約
に
依
る
外
国
法
人
の
認
許

日
「
ソ
」
漁
業
新
協
定
に
付
い
て

腸
訥
獣
問
題
の
歴
史
（
三
・
完
）

日
露
漁
業
条
約
延
長
議
定
書

P
R
O
T
O
C
OL. 

日
露
漁
業
協
定

P
R
O
T
O
C
OL. 

外
務
省
告
示
第
十
五
号

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
効
力
延
長
二

関
ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
OL. 

脇
肪
獣
問
題
の
歴
史
（
一
）

腿
肪
獣
問
題
の
歴
史
（
二
）

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
の
第
七
回
効

力
延
長
に
関
す
る
議
定
書

帝
国
特
命
全
権
大
使
ガ
政
府
ノ
承
認
ヲ
条
件
ト
シ
テ
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会

主
義
共
和
国
連
邦
ノ
代
表
者
卜
共
二
署
名
シ
タ
ル
議
定
書

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
ノ
五
年
間
効

力
存
続
二
関
ス
ル
議
定
書

山
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野
井

手
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安
全
操
業
に
関
す
る
往
復
書
簡

六
四

四
・
互

四
六
四
5
34
 

漁
業
協
力
に
関
す
る
交
換
公
文

漁
業
協
定
附
属
書
に
定
め
る
標
識
に
関
す
る
交
換
公
文

日
韓
漁
業
協
定

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ

た
議
事
録

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定

北
方
近
海
安
全
操
業
問
題

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
日
ソ
漁
業
関
係

戦
前
の
日
ソ
漁
業
明
治
四
十
年
日
露
漁
業
協
約
の
効
力
存
続
問
題
を
中

心
と
し
て
—
|

排
他
的
漁
業
権
概
念
の
歴
史
的
展
開
（
ニ
・
完
）

排
他
的
漁
業
権
概
念
の
歴
史
的
展
開
（
一
）

漁
業
お
よ
び
公
海
生
物
資
源
保
存
に
関
す
る
条
約
ー
~
そ
の
効
果
と
限
界

日
ソ
漁
業
の
国
際
法
史
的
概
観

日
中
漁
業
問
題

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 F
I
S
H
I
N
G
 
A
N
D
 C
O
N
S
E
R
V
A
T
I
O
N
 O
F
 

T
H
E
 L
I
V
I
N
G
 R
E
S
O
U
R
C
E
S
 O
F
 T
H
E
 H
I
G
H
 S
E
A
S
 

中

村

洸

杉

山

茂

雄

大

平

善

梧

小

林

幸

男

山

本

草

山

本

草

小

田

六
四
四
・
五

六
四
四
・
五

六

四

四

・

五

四

五

七

六
四

四
・
五

六
四
四
・
五

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

五

八

五

八

五

八

滋

五

八

桑

原

輝

路

五

七

大

平

善

梧

五

七

四 六

四
六
一

四

六

〇

四
四
九

五
六

八
二
七

七

一

五

六
八
九 ： 三

九
一

一九 ―
二
四

五
六
五

二
―
九



国際法外交雑誌総索引

国
際
漁
業
の
新
し
い
発
展

日
韓
漁
業
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
両
国
政
府
の
声
明

十
年
六
月
二
十
二
日
）

（
昭
和
四

日
本
国
と
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
（
昭
四

三
・
七
・
ニ
六
発
効
）

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
領
海
に
接
続
す
る
水
域
に
お
け
る
日
本
国
の
船
舶
に
よ

る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
―
―
-
•

六
•
1
0
発
効
）

新
し
い
漁
業
の
制
度
と
紛
争
解
決
ー
ー
＇
第
三
次
海
洋
法
会
議
審
議
に
お
け
る

ひ
と
つ
の
盲
点
ー
|

国
際
漁
業
資
源
の
保
存
と
管
理
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の

視
点
か
ら
|
|

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
に
つ
い
て
_

_

 
事
実
と
経
緯
ー
~

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
1

書
面
手
続
に
お
け
る
主

張
の
分
析
_

_

 

み
な
み
ま
ぐ
ろ
仲
裁
裁
判
事
件
の
先
決
的
抗
弁
ー
~
口
頭
弁
論
手
続
に
お
け

る
主
張
の
分
析
ー
|

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
判
決
の
意
義
ー
複
数
の
紛
争
解
決
手
続
の
競
合

に
伴
う
問
題
点
—
ー

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
仲
裁
裁
判
判
決
の
評
価
ー
~
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
多

様
化
の
中
で
1

漁
業
協
定
に
関
す
る
討
議
の
記
録

栗

林

忠

男

河

野

真

理

子

安

藤

仁

介

杉

原

高

嶺

兼

原

信

克

小

田

小

田

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

都

留

康

子

九

九
滋

七

九

滋

六
八

六
七

六
七

四 四

一七六

二
七
五

一
五
三<三

七
九口――

1
0
九

＿―-四一

二
0
九

六

四

四

・

五

四

六

七

六
四
四
•
五

四
六
六
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海
洋
汚
染
と
国
際
法

海

洋

汚

染

資
料
7

資
料
6

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
の
経
緯
（
年
表
）

資
料
2

原
告
（
豪

•
N
N
)
に
よ
る
暫
定
措
置
の
要
請
主
題

V
I
S
I
O
N
A
L
 M
E
A
S
U
R
E
S
 R
E
Q
U
E
S
T
E
D
 

国
際
海
洋
法
裁
判
所
の
暫
定
措
置
命
令
主
文
（
日
英
文
）

仲
裁
裁
判
判
決
主
文
（
日
英
文
）

仲
裁
裁
判
官
一
覧

資
料

8

み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N

F
O
R
 C
O
N
S
E
R
V
A
T
I
O
N
 O
F
 S
O
U
T
H
E
R
N
 B
L
U
E
F
I
N
 T
U
N
A
 

資
料
9

仲
裁
裁
判
所
に
関
す
る
附
属
書
・

A
N
N
E
X
 F
O
R
 A
N
 AR
B
I
T
'
 

R
A
L
 T
R
I
B
U
N
A
L
 

資
料
5

仲
裁
裁
判
所
管
轄
権
審
理
に
お
け
る
当
事
国
の
申
立
て
（
英
文
）

資
料
4

原
告

S
O
U
G
H
T
 

（
豪
•
N
N
)
の
訴
状
に
お
け
る
請
求
主
題

資
料
3

資
料
1

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
資
料
集

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
ー
仲
裁
判
決
に
寄
せ
て
ー
—
’

R
E
L
I
E
F
 

P
R
O
'
 

小

田
有松

吉川

滋

七

留る

美い

山

田

中

正

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

]
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

六

5
 

4
 

五
九
九

5

四
五
六

四
三
三

四
三
四

四
三
八

四
三
九

四
三
六

四
二
七

四
二
六

四
一
五

四
一
四

四
0
五



国際法外交雑誌総索引

紛
争
の
義
務
的
解
決
に
関
す
る
選
択
署
名
議
定
書
と
各
条
約
の
最
終
条
項

海
洋
法
国
際
会
議
の
第
五
委
員
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て

海

洋

そ

の

他

国
土
民
人
に
関
す
る
国
家
主
権
の
作
用
の
交
錯
に
就
て

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て

国
際
法
上
の
海
賊
に
付
て
刑
法
改
正
案
に
特
に
規
定
を
設
く
る
の
必
要
あ
り

や
否

海
洋
海
上
犯
罪
取
締

政
府
間
海
事
協
議
機
関
（
I
M
C
o
)
と
海
洋
汚
染

海
洋
汚
染
規
則
に
関
す
る
国
家
管
轄
権
の
拡
大
に
つ
い
て

国
際
法
上
の
海
賊
に
関
し
我
刑
法
改
正
案
の
規
定
を
論
す

海
賊
の
処
分
に
関
し
国
際
法
学
会
の
為
し
た
る
建
議
に
対
す
る
法
律
取
調
委

員
会
の
回
答

外
国
商
船
内
の
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
問
題
に
付
て
（
承
前
）

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

漢
堡
万
国
海
法
会
議
回
章

皆

川
関

洸

五

八

道

雄

五

八

菊

地

駒

次

菊

地

駒

次

菊

地

駒

次

秋

山

雅

之

介

二
九

二
七 五 五 五 五

水

上

千

之

七

六

水

上

千

之

七

四 五 五 四 四 四 六

一
五
五

二
七

六
四

ニ
八
三 六

二
七

四

五

五

〇
六
四
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領
空
権

飛
行
器
と
法
律

ボ
ル
ド
ウ
ヰ
ン
博
士
所
論
「
飛
行
器
の
法
律
上
の
地
位
」
の
大
要

空
中
自
由
説
を
評
す

万
国
国
際
法
学
会
飛
行
機
法
案

飛
行
機
に
関
す
る
平
時
規
則

決
議

一
九
一

0
年
万
国
々
際
法
学
会
、
巴
里
会
議

空
中
飛
行
の
奇
禍
に
関
す
る
責
任

領
空
論 空

•
宇
宙

空

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
一
）

N
A
T
I
O
N
S
 

F
I
N
A
L
 A
C
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 

O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 T
H
E
 S
E
A
 

O
P
T
I
O
N
A
L
 P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 C
O
M
P
U
L
S
O
R
Y
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 D
I
S
P
U
T
E
S
 

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
ニ
・
完
）

国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
一
方
的
宣
言
署
名
時
の
解
釈
宣
言
な
い
し

留
保
に
関
連
し
て
ー
~

ウ

イ

ル

ソ

ン

兒
島
多
賀
太
（
訳
）

澤

田

廉

澤

田

廉

無 寺

尾

松

島

中

村

名

（訳） （訳）

板

倉

卓

造

エ
ス
、
イ
ー
、
ポ
ル
ド
ウ
ヰ
ン 亨

1

0

 

1

0

 

1

0

 

氏

九

八 ノ＼

肇

七

洸

八

牧

田

幸

人

八

牧

田

幸

人

八

五
八

五
八

九 九 六 六 六

二
三
六

六
九
八

六
九
六

四
二
七

四
二
九

九

七

五

七 七
九 九

六
一
九

四

四

四

八
三
四
四

一
七
九

一
七
八
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国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
一
）

航
空
機
上
で
行
な
わ
れ
た
犯
罪
及
び
あ
る
種
の
他
の
行
為
に
関
す
る
条
約

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
定
期
航
空
業
務
の
運
営
に
関
す
る
協
定

国
際
法
上
の
空
中
問
題

一
九
一
九
年
十
月
十
三
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
五
条
ノ
修
正
二
関

ス
ル
議
定
書

一
九
百
十
九
年
十
月
十
三
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
三
十
四
条
ノ
修

正
二
関
ス
ル
議
定
書

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 F
O
R
 T
H
E
 O
P
E
R
A
T
I
O
N
 O
F
 R
E
G
U
L
A
R
 A
I
R
 

S
E
R
V
I
C
E
S
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
.
‘
 

「
パ
ラ
オ
」
「
デ
ィ
リ
ー
」
間
航
空
業
務
設
定
二
関
ス
ル
日
本
国
政
府
「
ポ
ル

ト
ガ
ル
」
国
政
府
間
協
定

A
C
C
O
R
D
 E
N
T
R
E
 L
E
S
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 J
A
P
O
N
A
I
S
 E
T
 

P
O
R
T
U
G
A
I
S
 P
O
U
R
 L
'
E
T
 A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 
D
'
U
N
 
S
E
R
V
I
C
E
 

A
E
R
I
E
N
 E
N
T
R
E
 P
A
L
A
O
 E
T
 D
I
Li. 

空
間
と
国
際
法

超
高
度
飛
行
と
国
家
の
領
空
権
に
つ
い
て
1

国
際
航
空
法
上
の
新
し
い
課

題 上
空
に
及
ほ
す
領
土
権

航
空
法
規
研
究
会
（
第
二
回
）

池

田

文

雄

中

野

直

樹

彰 前

原

光

雄

四

松

原

松

原

泉 小

山

精

明

敏

五

四

雄 雄 哲 郎

六
六 一ノ‘ 四

〇
四
〇 一九 ＿九

二
六

二
六

二
0

一六

六 六
1
0
 

二
三
七

五
七
九

五
九
五

九
三
七

1
0

九
五
七

1
0

九
五
五

八 七
九

二―

0

二
0
八

ニ
八
七

九

七

二

六
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宇
宙
法
に
お
け
る
開
発
概
念

OBS~RV 

A
T
I
O
N
S
 O
N
 O
U
T
E
R
 S
P
 A
C
E
 

大
気
圏
外
の
地
位
と
そ
の
平
和
利
用

会
よ
り
帰
り
て
ー
ー
ー

国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
ニ
・
完
）

空
•
宇
宙

宇
宙
空
間
の
法
的
地
位

R
e
s
o
l
ut
i

on・ 
1
3
4
8
 (XIII)•

Ques

ti
on 

of
 
t

h
e
 p
eacef
ul 
u
s
e
 
of
 

o
ut
er 

sp
ace, D
e
c
e
m
b
e
r
 1
3
,
 1
9
5
8
.
 

A
D
 H
O
C
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
 O
N
 T
H
E
 P
E
A
C
E
F
U
L
 U
S
E
S
 
O
F
 

O
U
T
E
R
 S
P
A
C
E
,
 R
E
P
O
R
T
 O
F
 T
H
E
 L
E
G
A
L
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
 

大
気
圏
外
法
の
特
徴

宇
宙
天
体
条
約
の
基
本
構
造

|
—
大
気
圏
外
平
和
利
用
法
律
委
員
·

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
'
O
P
E
R
A
T
I
O
N
 
I
N
 
T
H
E
 P
E
A
C
E
F
U
L
 

U
S
E
S
 O
F
 O
U
T
E
R
 S
P
 AC
E
,
 1
6
 
D
E
C
E
M
B
E
R
 1
9
7
0
 
(
R
E
S
O
L
D
,
 

T
I
O
N
 27
3
3
 (
X
X
V
)
)
 

宇
宙

接
続
空
域
の
法
的
地
位
ー
「
防
空
確
認
区
域
」

の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て

山

本

草

池

田

文

雄

城

戸

正

彦

高

野

雄

栗

林

忠

男

池

田

文

雄

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
七

六一 五
八

五
八

五
八

五
八

池

田

文

雄

五

八

六
七

六
六

五 四

四

四

六

四

四

三

六

四 四

四

一

九

四 六 四

七
九
〇

七
一
六

三
九
七

四
三
四

四―-=-
六
七

七
四
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国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
（
ニ
・
完
）

国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
（
一
）

国
際
法
上
の
主
体
に
つ
い
て
の
理
論

国
際
行
政
論
（
一
）

国
際
行
政
法
に
就
て

国
際
機
構

一
般
（
含

国
際
平
和
同
盟
論
の
過
去
及
将
来

国
際
行
政
と
そ
の
機
関

国
際
行
政
法
）

国
際
協
力
の
発
達
と
国
際
行
政
法
の
意
義
（
一
）

国
際
協
力
の
発
達
と
国
際
行
政
法
の
意
義
（
ニ
・
完
）

国
際
団
体
の
強
制
力
（
一
）

国
際
団
体
の
強
制
力
（
ニ
・
完
）

国
際
共
同
企
業
と
国
内
管
轄
権
行
使
の
抑
制

固
際
行
政
法
の
存
立
基
盤

国
際
組
織
と
国
家
平
等
理
論

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
一
）
国
際
公
社
論
の
試
み
l

横

田

洋

大

谷

良

雄

山

本

草

山

本

草

筒

井

若

水

筒

井

若

水

大

淵

仁

右

衛

門

松

下

正

壽

松

下

正

壽

蝋

山

政

道

安

東

義

良

安

東

義

良

蝋

山

政

逍

泉 松

原

哲 雄

七
〇

六
八

六
七
-ノ‘ 『

ノ‘
----'---
ノ‘

ーユ—
ノ‘ 二

七
二
五

二
五

一七

五

五

二

九

六 五

二
五

0

四
九
七

四
二
三

八

八

七

五

七

七

四
七

五

四

一

七

八

七

九

七 九 五

六
四

六
九
五

1
0
一
四 六
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分野別索引

国
際
公
務
員
の
特
権

国
際
機
構

国
際
法
に
お
け
る
「
国
際
制
度
」

の
理
論
的
再
検
討
I国

際
公
務
員

理
論
の
歴
史
的
展
開

の
新
展
開
|
ー
国
際
社
会
の
組
織
化
現
象

国
際
公
法
秩
序
に
お
け
る
履
行
確
保
の
多
様
化
と
実
効
性

廿

裔

｝

軋

吉

田

郎

五

七

脩

九

九

小

森

光

夫

九

七

日
本
に
お
け
る
国
際
機
構
法
研
究

中

村

道

九

六

森

田

章

夫

九

五

植

木

俊

哉

九

〇

国
際
組
織
の
国
際
違
法
行
為
と
国
家
責
任
国
際
責
任
法
へ
の
一
視
座

電
気
通
信
と
主
権
国
際
電
気
通
信
業
務
分
野
を
対
象
に
し
て
ー
ー
，

太
平
洋
共
同
体
構
想
の
法
的
側
面

国
際
組
織
の
法
構
造
機
能
的
統
合
説
の
限
界

国
際
組
織
に
対
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
国
際
組
織
の

権
限
鍮
越
(

u

l

tra
vi
r
e
s
)
-

国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(
c
o
n
t
r
6
l
e
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
)
 

概
念
と
機
能
を
中
心
と
し
て
ー
ー
—

条
約
に
み
ら
れ
る
国
際
機
構
の
概
念

小

寺

古

川

照

横

田

洋

深

津

栄

横

田

洋

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
ニ
・
完
）
ー
—
、
国
際
公
社
論
の
試
み

彰

九

〇

美

七

八 七
七

七
六

筒

井

若

水

七

五

七
〇

四
・
五 六

元
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九

二
五
九

六
六
八

四

四

八
ニ
八
五

ニ
八
八

五五―――

四

四

四

五 ニ
八
七

二
六
五



国際法外交雑誌総索引

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

国
際
平
和
同
盟
論
の
過
去
及
将
来

国
際
連
盟
の
批
判
的
研
究

F
U
L
L
 T
E
X
T
 O
F
 N
E
W
 C
O
V
E
N
A
N
T
.
修
正
国
際
連
盟
案

L
A
 L
I
G
U
E
 
D
E
S
 N
A
T
I
O
N
S
 E
T
 L
A
 L
I
G
U
E
 

R
O
U
G
E
S
.
国
際
連
盟
並
万
国
赤
十
字
同
盟
二
就
テ

国
際
連
盟
と
軍
備
問
題

連
盟
と
憲
法
及
ひ
条
約
問
題

支
那
の
国
際
法
的
観

国
際
連
盟
規
約

一
般
・
歴
史

附
我
国
の
警
戒

国
際
連
盟
と
国
際
条
約

附
我
国
の
警
戒

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

T
B
E
 C
O
V
E
N
A
NT
.
国
際
連
盟
原
案

人
種
的
差
別
に
就
て

国

際

機

構

国

際

連

盟

D
E
S
 C
R
O
I
X
'
 

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

杉

村

陽

太

郎

立 高

橋

簗

高

橋

作

衛

高 牧

野

義

智

坂

本

俊

篤

雖

J I I 

泉

作

太

郎

橋

簗

新

牧

野

義

智

牧

野

義

智

高

橋

作

衛

哲

一

九
一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八 一七 一七 一七 一七 一七

八 七 六 五

四

五

八

四
1
0
 

五

七

三

九

六
六

五

四

三

一

九

―
二
七

五

五

二

九

八

九

四

1

0

八

七

九

九

七

五

八

七

五

五

五

六
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分野別索引

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
上
）

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
下
）

国
際
連
盟
の
目
的

国
際
連
盟
の
人
格

国
際
連
盟
の
将
来
の
変
化
並
に
国
家
の
主
権
及
び
独
立

連
盟
規
約
第
四
条
改
正
議
定
書

国
家
連
合
の
意
義
に
就
い
て

（下）

国
際
連
盟
の
本
質
に
関
し
て

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て

連
盟
平
和
論
の
一
誤
謬

松

原

立 立 立 泉 泉 佐

々

瀑

田
米

田

雄

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

哲 哲

弘

雄

謙 賓

二
六

ニ
四

二
0

二
0

二
0

八

八

〇

1
0

九
四
九

1
0
 

九

九
四 一七

1

0
四
五

八

八

0
八

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず
（
承
前
）

平
和
会
議
及
最
高
会
議
に
就
て

国
際
連
盟
の
内
国
際
仲
裁
々
判
条
約
に
関
す
る
重
要
な
る
瑞
西
国
政
府
の
提

議＇国
際
連
盟
総
会
の
決
議

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
す

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず
（
承
前
）

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て
（
上
）

九
0
三

二
0
ニ

米

田

立 長

岡

春

賓

作

太

郎

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

杉

村

陽

太

郎

野
澤
武
之
助
蔽
訳
）

，
 

二
0

二
0

二
0

―1
0
 

二
0

二
0

二
0

一九

ー

七 四

六
九

五

五

二

〇

五

五

0
九

四

四

二

五 六
〇

ニ
四
五

―
二
七
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国際法外交雑誌総索引

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

連
盟
脱
退
通
告
文
と
国
際
法

国
際
連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
（
一
）

連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
(
―
-
)

ソ
ヴ
ェ
ー
ト
・
ロ
シ
ア
の
連
盟
加
入
を
展
望
し
て

連
盟
脱
退
論
を
耳
に
し
て

連
盟
国 国

際
機
構
国
際
連
盟
加
盟
国
（
加
入
・
脱
退
）

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
三
・
完
）

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
二
）

国
際
連
盟
規
約
に
よ
る
干
渉
（
一
）

国
際
連
盟
と
国
際
法

T
h
e
 A
m
e
n
d
m
e
nt
 

of
 
t

h
e
 C
o
v
e
n
a
nt
 

of
 
t

h
e
 L
e
ag
u
e
 of
 

N
at
i

o
n
s
 i
n
 

order t
o
 bri
n
g
 it
 i
nt
o
 h
a
r
m
o
n
y
 
with t
h
e
 P
a
ct
 
of
 
P
a
ri
s. 

不
戦
条
約
に
適
合
せ
し
む
る
連
盟
規
約
の
改
正

国
際
連
盟
規
約
の
進
化
（
二
）

連
盟
規
約
進
化
の
一
節

松

原

松

原

松

原

雄 雄

松

原

雄

立

作

太

郎

立

作

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

小

谷

鶴

次

小

谷

鶴

次

小

谷

鶴

次

雄

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

泉 泉

哲 哲

四 四

゜
二
0

一八 六 六 六

゜
二
九

二
九

ニ
八

二
七

五

四

二

〇

四 九

八

七

七

四
1
0
 

1
0
 

七 五
1
0
 

二
九

三
五
一

九
五

―
二
七

九
五
〇

四
八
三

三
一
〇

二
三
四

―
二
八

六
0
五

八

七

六

五
九
五
0

6
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国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
一
）

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
二
）

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
三
）

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
四
、
完
）

国
際
連
盟
第
十
一
回
総
会
の
業
績

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

横

田

．

喜

横

田

喜

三

横

田

喜

横

田

横

田

国
際
連
盟
と
国
内
問
題
1

国
内
問
題
に
対
す
る
連
盟
干
渉
の
法
理
と
限
界

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

国
際
連
盟
総
会
第
三
会
期
の
成
績
（
一
）

国
際
連
盟
総
会
第
三
会
期
の
成
績
（
二
、
完
）

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
一
）

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
二
）

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
三
、
完
）

国
際
機
構
国
際
連
盟
活
動
~
一
般

国
際
連
盟
理
事
会
に
つ
い
て

国

際

機

構

国

際

連

盟

組

織

横

田

喜 喜

三

喜

三

横

田

喜

横

田

喜

三

岩

田

喜

岩

田

喜

郎 郎郎郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎

神

谷

竜

男

杉

村

陽

太

郎

゜
二
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

六
六

二
0

五

七
七
四
―

六 四
1
0
 

七 六 六 五 六

六
二
五

三
五
五

二
五
0

九
五
五

八

七

五 六
六

五
五
八

六
一
八

四五―――

六
一
七

―
二
七
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国
際
法
上
の
封
鎖
と
連
盟
規
約
上
の
所
謂
経
済
封
鎖

規
約
第
十
一
条
に
よ
る
連
盟
の
行
動

国
際
制
裁
に
就
て

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
機
構
国
際
連
盟
活
動
る
安
全
保
障

米
国
提
案
非
戦
条
約
と
国
際
連
盟

国
際
法
問
答
仲
裁
裁
判
、
司
法
的
解
決
及
び
連
盟
理
事
会
の
審
査
に
関
す

る
問
答

国
際
連
盟
規
約
第
十
五
条
第
八
項
の
意
義

連
盟
規
約
第
十
二
条
の
国
交
断
絶
の
意
義

国
際
連
盟
規
約
第
二
十
一
条
の
解
釈

安
全
保
障
と
連
盟
規
約
の
研
究

T
h
e
 L
e
ag
u
e
 a
n
d
 t
h
e
 M
a
n
c
h
u
ri
a
n
 E
m
e
rg
e
n
c
y
 

J

ap
an's P
o
si
t
i

o
n
 a
n
d
 C
l
ai
m
s
 

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．
九
．
―
―
1

0

)

A
 Co
n
s
p
e
ct
u
s
 of
 

国
際
機
構
国
際
連
盟
活
動
ぶ
初
争
の
平
和
的
処
理

誹

川

彦

松

K. M
o
ri

 

立 松

原

杉

村

陽

太

郎

誹

川

彦

松

立 立 立 立

作

太

郎 雄

作

太

郎

軸

川

彦

松 作

太

郎

作

太

郎

作

太

那

゜
二
九

二
七

二
七

二
七

四 四

1

0

 四

14 

三
九
一

九
三
一

三
四
一

二
0
八

八

七

四

八
二
六
九

一
八
四

九
四

二
―
八
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分野別索引

米
国
国
務
長
官
の
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
宛
の
訓
令
(
-
九
三
一
．

六

） 連
盟
理
事
会
の
米
国
代
表
招
請
状
(
-
九

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

1
0
 
―二）

日
本
政
府
の
修
正
案
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．

日
本
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

中
国
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
(
-
九

1
0
 

1
 

0

)

 

1
 

0

)

 

I
 

0

)

 

1
 

0

)

 

一

六

）

1
 

o・
二
四
表
決
）

I

o

・

二
四
表
決
）

連
盟
理
事
会
議
長
の
宣
言
(
-
九
三
一
．
＇
―
二
．

中
国
政
府
の
国
際
連
盟
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．
九
．
ニ
―
)

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．
九
．
二
ニ
）

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

連
盟
理
事
会
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
覚
書
（
一
九
三
一
．

-
0
．
五
）

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．

1
0
 

I
 

o・
九）

四 四 四 四 四 四 ．四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

29 
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7
 

5
 

3
 

3
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国際法外交雑誌総索引

米
国
国
務
長
官
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
訓
令
(
-
九

ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
よ
り
連
盟
理
事
会
議
長
に
手
交
さ
れ
た
る
受
諾
書
（
一

九
三
一
．
一

o・
一六）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）
米
国
代
表
の
理
事
会
参
加
に
関
す
る
日
本
外
務
当
局
の
声
明
(
-
九
―
―
二
．

I

o

・

一六）

連
盟
理
事
会
議
長
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
中
国
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
理
事
会
議
長
の
意
見
書
(
-
九
三
一
．

0
．
二
九
）

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
中
国
代
表
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

三
一
）

日
本
政
府
の
連
盟
理
事
会
議
長
宛
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
本
代
表
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
代
表
の
回
答
（
一
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

―
一
．
八
）

―
一
．
八
）

―
一
．
六
） 1

0
 
一八）

連
盟
規
約
に
関
す
る
日
本
政
府
の
質
問
書
(
-
九

1
0
 

I

O

)

 

―
一
．
六
）

1
0
 

1
 

o・
二
四
）

―
一
．
七
）

―
一
．
五
） 一七）

1
0
 

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

66 65 62 62 61 60 48 45 43 39 32 32 31 30 30 
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―

-

)

 

55 

469 

53 

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
議
長
の
提
案
(
-
九
三
二
．
二
．
二
九
）

49 

一九）

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

32 

1
 

0

)

 

英
国
代
表
の
声
明
(
-
九
三
一
．

83 

1
 

0

)

 

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
に
関
す
る
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ケ

五） 日
本
政
府
の
回
答
（
一
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

82 

――
-
1
)
 

―
一
．
二
七
）

―
一
．
二
八
）

連
盟
事
務
総
長
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
書
翰
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
声
明
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
三
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．． 
三．

四

）

（
一
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九

五） 連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九

-

)

 

： 口

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
に
関
す
る
ド
オ
ズ
大
使
の
声
明
(
-
九
三
一
．

二
五
）

―
一
．
二
六
）

肺

川

彦

松

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

二
五 78 77 76 75 74 74 67 66 
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上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

要
求
(
-
九
三
二
．
二
．
九
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

査
委
員
会
の
回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
三
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
二
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．

上
海
委
員
会
の
第
二
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書
(
-
九
三
二
．

二
．
一
八
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
二
0

)

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
補
足
(
-
九
三
二
．
二
．

ニ
四
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書

（
一
九
三
ニ
・
ニ
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
四
次
報
告
(
-
九
三
二
．
三
．
五
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
及
び
第
四
次
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の

意
見
書
（
一
九
三
二
．
三
．
二
三
）

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
(
-
九
三
二
．
四
．
―
―
1

0

)

―二）

II 
ー

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
六
）

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
一
ニ
ニ
．
四
．
一
―
1

0

)

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
作
成
期
限
延
長
に
関
す
る
連
盟
臨
時
総
会
議
長
の
提
案

（
一
九
三
二
．
七
．
一
）

支
那
代
表
の

上
海
事
件
調

62 59 53 43 42 34 29 16 15 15 7
 

73 60 
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制
裁

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
に
対
す
る
支
那
代
表
部
の
覚
書
(
-
九

三
二
．
五
．
四
）

規
約
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
適
用
に
関
す
る
支
那
政
府
の
要
求
(
-
九
三

二
．
一
．
二
九
）

日
支
紛
争
の
総
会
付
託
に
関
す
る
支
那
代
表
の
要
求
(
-
九
三
二
．
二
．

二）十
二
理
事
国
の
日
本
政
府
に
対
す
る
ア
ッ
ピ
ー
ル
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
書
翰

三
二
．
二
．
一
七
）

（
一
九

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
書
翰
に
対
す
る
理
事
会
議
長
の

回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
九
）

連
盟
臨
時
総
会
の
招
集
に
関
す
る
事
務
総
長
の
電
報
(
-
九
三
二
．
二
．
ニ

0

)

 
十
二
理
事
国
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
対
す
る
日
本
政
府
の
回
答
及
び
附
属
声
明
書

（
一
九
三
二
．
二
．
二
三
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
害
翰
(
-
九
三
二
．

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．

制
裁
（
二
）

制
裁
（
三
・
完
）

二
．
二
九
）

四
二
九
）

一六）

松

原

松

原
松

原

雄 雄 雄

五 五 五

ー4
 

一
九
七
7

九
七 60 51 38 36 32 25 23 19 ー 67 
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国
際
連
盟
総
会
の
決
議
（
承
前
）

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
上
）

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
下
）

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

国
際
連
盟
規
約
第
二
十
三
条
の
研
究

国

際

機

構

国

際

連

盟

活

動

：

て

の

他

国
際
組
織
と
中
立

委
任
統
治
と
租
借
統
治

委
任
統
治
地
の
国
際
的
地
位

委
任
統
治
と
列
国
及
連
盟

パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
（
二
）
ー
国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論

文パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
（
三
・
完
）
国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報

告
論
文
—
~

パ
レ
ス
タ
イ
ン
委
任
統
治
(
-
）
ー
—
ー
国
際
法
学
会
第
二
回
研
究
会
報
告
論

文

国
際
機
構
国
際
連
盟
活
動
二
委
任
統
治

町

田

賓

雄

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

小

山

精

小

山

精

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

松

原

泉 泉

郎 郎 雄 哲 哲

二
0

二
0

一
九

一
九 四 四 四

一七

石

本

泰

雄

五

五

五 五

四

三

七

四 五

四

四

九

八

二
六
八

―
二
七

七
三
五： 一

三
〇ロ

三
七
四

一
九

1
0

八
七

0
二
七
7
24
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条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
（
一
）

条
約
の
登
録
と
其
の
効
力
（
二
、
完
）

国
際
労
働
機
関
の
国
際
連
盟
に
対
す
る
関
係

ダ
ン
チ
ヒ
自
由
市
の
国
際
法
上
の
制
度

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
一
）

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
（
二
）

連
盟
規
約
第
十
九
条
論
(
-
―
-
)

国
際
連
盟
と

Clausula
rebus si
c
 stantibus 

国
際
機
構
国
際
連
盟
そ
の
他

国
際
連
盟
に
於
け
る
国
際
法
編
纂
事
業
の
現
状

国
際
連
盟
と
国
際
法
典
編
纂

N
I
N
E
T
H
 O
R
D
I
N
A
R
Y
 S
E
S
S
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 A
S
S
E
M
B
L
Y
 O
F
 

T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 N
A
T
I
O
N
S
.
 
P
R
O
G
E
S
S
I
V
E
 
C
O
D
I
F
I
C
A
'
 

T
I
O
N
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
 
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 S
U
B
'
 

M
I
T
T
E
D
 B
Y
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
.
 
Geneva, S
ep
t
e
m
b
e
r
 

1
4
t
h
,
 1
9
2
8
・
 

国
際
法
の
社
会
化
に
就
て

山

下

康

雄

山

下

康

雄

山

下

康

雄

田

岡

良

牧

内

正

男

鳩

山

秀

夫

鳩

山

秀

夫

松

原

山

田

松

原

松

原

雄 良 雄 雄

六 六 六
二
九 一九

ニ
八

ニ
八

二
七

ニ
四

九

八

七

八

七

四

八

七 六 四 九

六
0
七

1
0
五

一
六
八

五
七
七

三
二
五

九一
一
八
七

九
五

ー
ニ
〇

1
0
一九
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国
際
連
合

反
枢
軸
の
戦
後
国
際
機
構
案

国
際
連
合
と
地
域
主
義

一
般
・
歴
史

国
際
連
合
憲
章
の
前
文
、
第
一
章
及
び
第
二
章
の
解
説

国
連
機
関
と
承
認
ー
|
ー
中
共
の
承
認
と
総
会
の
強
化
ー
|
|

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
『
雄
大
な
構
想
」

国
連
関
係
重
要
事
項
年
表

主
要
文
献
目
録

国
連
活
動
の
二
十
年

日
本
の
国
連
活
動
の
実
績
と
課
題

憲
章
改
正
に
関
す
る
総
会
決
議

①
一
九
六
三
年
十
二
月
十
七
日
総
会
に
よ
っ
て
採
決
さ
れ
た
決
議
（
憲
章

第
二
三
条
及
び
第
六
七
条
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
邦
訳
）

②
同
決
議
正
文
テ
ク
ス
ト
（
英
文
及
び
仏
文
）

③
―
九
六
五
年
十
二
月
二
十
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議
（
憲
章

第一

0
九
条
の
字
句
修
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

④
一
九
六
五
年
十
二
月
八
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

続
規
則
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

国
際
機
構

（
総
会
手

星 角

田
安

井

横

田

喜

文

七

小

谷

鶴

次

佐

藤

和

男

山

口

廣

次

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

五
五
ニ
・
三
・
四

五
五
ニ
・
三
・
四

順

五

小

谷

鶴

次

五

〇

湯

川

盛

夫

四

八

六 四

郁

四

五

七

・

八

郎
四
一

1

0
八

1

0
七

0
五

三
七
一

三
七
九

1

0
三

1

0
三

七一
四
七

四
四
七

五
二
0

ニ
四

九
0
五
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国
際
連
合
に
お
け
る
表
決
手
続

国
際
機
構

国
際
連
合

組
織
（
除

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
代
表
資
格
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
論
点

又

正

雄

四

五

七

・

八

曾

我

英

雄

八

加
盟
国
の
増
大
と
国
連
機
構
へ
の
影
響

国
際
連
合
の
加
入
問
題

国
際
連
合
と
日
本

日
本
の
国
際
連
合
加
入
と
南
方
諸
島

国
際
司
法
裁
判
所
）

国
際
連
合
加
盟
国
代
表
問
題
の
処
理

国
連
加
入
問
題
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
つ
い
て

国
際
機
構

国
連
関
係
主
要
文
献
目
録

国
際
連
合
の
二
十
五
年

国
際
連
合
と
国
家
主
権
1

国
際
機
構
の
実
効
性
と
国
家
主
権
に
よ
る
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
対
峙
I

国
連
憲
章
千
姿
万
態国

際
連
合

国
際
連
合
加
入
問
題
の
経
緯

加
盟
国
（
加
入
・
脱
退
）

神

谷

竜

男

皆

川

横
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拒
否
権
問
題

地
域
的
安
全
保
障
と
集
団
的
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国
連
平
和
維
持
活
動
の
今
日
的
展
開
と
原
則
の
動
揺

平
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持
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の
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国
際
連
合
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
問
題
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統
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と
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用

国
際
連
合

国
際
人
権
宣
言
（
一
）

国
際
人
権
宣
言
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
と
地
域
的
協
定

国
連
憲
章
と
地
方
的
取
極

国
際
機
構

活
動
ご
て
の
他

日
本
の
国
際
連
合
加
入
と
南
方
諸
島

国
際
機
構

国
際
連
合
と
経
済
社
会
開
発

国
連
と
南
北
問
題

国
際
経
済
協
力

国
際
機
構

国
際
連
合

国
際
連
合

活
動
品
芥
自
治
地
域
・
信
託
統
治

開
発
途
上
国
の
開
発
問
題
と
国
際
連
合
•
世
界
銀
行

活
動
る
経
済
的
・
社
会
的
協
力

廣須

瀬山

達逹

夫夫

忍

五

481 

西

村

熊

雄

四

八

大

平

善

梧

四

八

大

平

善

梧

四

七

大

平

善

梧

四

七

皆

川
小

谷

鶴

次

大

芝
内

山

正

尾

高

洸

五

六 五
五
ニ
・
三
・
四

亮

九

四

佐

藤

和

男

巳

s"
育＂

朝

雄

五 五

五

七

五

四
・
五

五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
五

五
五
ニ
・
三
・
四

六
0
0

八
三
三
五

一
四
九

七
ニ
ニ

六
四
七

―
二
七



一四緊葉坐醤咲怒苓坦座囲

回
藝
殿
ぐ
口
心
眼
誕
用
癬

回
艇
華
如
叫
-
<
遷
巨
謡

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 O

F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C

O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 
P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 
O
F
 
A
T
O
M
I
C
,
 
H
Y
D
R
O
G
E
N
 
A
N
D
 

O
T
H
E
R
 W

E
A
P
O
N
S
 O

F
 M

A
S
S
 D

E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
T
 

O
F
 T
H
E
 D
I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 Canada, Jap

an a
n
d
 

N
o
r
w
a
y: 

revised join
t
 draft 

resolution, 
A
/
C
.
 1/

L. 
126/Rev. 

1, 
25 

January
 1957. 

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 O

F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C

O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 O

F
 A
T
O
M
I
C
,
 H
Y
D
R
O
G
E
N
 A
N
D
 O
T
H
E
R
 

W
E
A
P
O
N
S
 O

F
 M
A
S
S
 D
E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
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H
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D
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A
R
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M
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N
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O
M
M
I
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S
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O
N
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U
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o
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/
C
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TION OF ALL ARMED FORCES AND ALL ARMAMENTS: 
CONCLUSION OF AN INTERNATIONAL CONVENTION 
(TREATY) ON THE REDUCTION OF ARMAMENTS AND 
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国際法外交雑誌総索引

ヽ

世
界
銀
行
の
「
非
政
治
性
」
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

世
界
銀
行
の
「
非
政
治
性
」
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）

横

田

洋

横

田

洋

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
ニ
・
完
）
ー
ー
—
国
際
公
社
論
の
試
み
横
田
洋

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
一
）
ー
~
国
際
公
社
論
の
試
み

国
際
経
済
と
I
L
o

経
済
的
・
社
会
的
正
義
達
成
の
た
め
に
ー
ー
—

国
際
労
働
総
会
の
準
立
法
権
に
つ
い
て

労
働
者
職
業
病
補
償
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
A
 R
E
P
A
R
A
T
I
O
N
 

M
A
L
A
D
I
E
S
 P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
N
E
L
L
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
E
 E
N
 19
3
4
)
.
 

外
務
省
告
示
第
四
十
八
号

平
和
日
本
と
新
世
界
経
済
機
構

国
際
労
働
機
関
の
国
際
連
盟
に
対
す
る
関
係

国
際
法
の
社
会
化
に
就
て

国
際
機
構
専
門
機
関

D
E
S
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 W
O
R
K
M
E
N
'
S
 C
O
M
P
E
N
S
A
'
 

T
I
O
N
 F
O
R
 O
C
C
U
P
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
E
A
S
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
D
 1
9
3
4
)
.
 

横

田

洋

皆

川

牧

内

正

男

松

原

雄

七
六

七
六

七
〇

七
〇

菊

池

勇

夫

五

洸

四

九

大

平

善

梧

四

七

五 五 五 五
二
九

ニ
四

五
三
・
四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0

九
九
五

九

ニ
八
八

一
七
五

二
六
五

四
七

三
二
七

二
七

二
0

1
0
0九

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

一
六
八

1
0
一
九
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分野 別索引

中
米
に
於
け
る
国
際
平
和
維
持
機
関
の
設
定

汎
米
会
議
の
将
来
（
残
さ
れ
た
る
加
奈
陀
の
参
加
問
題
）

汎
亜
米
利
加
（
一
）

全
米
国
際
法
典
案
を
評
す

リ
オ
会
議
の
背
景

リ
オ
会
議
の
成
果

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
一
）

米
州
国
際
法
の
基
礎
理
念
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
と
地
域
主
義

米
州
相
互
援
助
条
約

国
際
連
合
と
地
域
的
協
定

国
連
憲
章
と
地
方
的
取
極

西
欧
統
合
と
国
家
主
権
の
問
題

汎
亜
米
利
加
（
ニ
・
完
）

全
米
主
義
の
勝
利

亜
米
利
加
に
於
け
る
大
陸
国
際
警
察

国
際
機
構

地
域
的
機
構

又

正

雄

五

西

村

熊

雄

四

八

大

平

善

梧

四

八

松

下

正

壽

四

七

安

井
松

下

正

壽

四

松

下

正

壽

四

横

田

松

下

正

壽

四

泉 永

富

守

之

助

永

富

守

之

助

米

田

泉 泉

喜

郁

四

五

七

・

八

郎

四

哲 賓 哲 哲

島

谷

亮

輔

二
六

二
六

二
五

二
五

一
四

一
四

五 五．ニ 六

六
0
0

五

七

五

―
―
七

ニ
四

五

四

五

五

四

0
九

四 四
1
0
 

四 七 四

1

0

 

七
六

九
九
四

1

0
九

六
0
八

三
0
九

三

一

七

三

八

五

＿―-八九
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国際法外交雑誌総索引

E
C
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
成
立

シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
一
考
察

西
欧
統
合
運
動
関
係
日
誌
一
九
四
七
年
三
月
ー
|
ー
一
九
五
二
年
九
月

（
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
」
の
結
成
か
ら
「
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
」
採
択

の
前
後
ま
で
）

地
域
主
義
の
偏
向

地
域
的
機
関
に
お
け
る
強
制
行
動
!
|
ー
キ
ュ
ー
バ
問
題
を
め
ぐ
る
米
州
機
構

と
国
際
連
合
と
の
関
係
ー
ー
ー

中
央
ア
メ
リ
カ
共
同
市
場
条
約
の
体
系
と
機
能
ー
|
地
域
経
済
統
合
に
お
け

る
国
際
条
約
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
ー
ー
~

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
機
関
の
議
決
の
法
的
性
質
と
拘
束
力
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
共
同
体
ー
|
ー

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
一
）
ー
~
米
州
平
和
委
員
会
の

展
開
を
中
心
に
|
|

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決

会
の
展
開
を
中
心
に
ー
ー
＇

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
対
外
的
権
能

（
ニ
・
完
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
に
お
け
る
法
と
経
済

ー
米
州
平
和
委
員

中

村

大

谷

良

雄

七

八

中

村

大
谷
良
雄
七
五
五
•
六

岡

村

高

橋

道

八

〇

道

七

六

輿

七

〇

佐

藤

和

男

悠

佐

藤

和

男

六
五

六一 六

佐

藤

和

男

五

七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
創
設
に
関
す
る
条
約
|
|
解
説
と
試
訳

寺

澤

五

又

正

雄

五

村

野

孝

五

入

江

啓

四

郎

五

五

五

一

四

六 四 五 四 六

四
六

五
九

三七―――

三
三
五

五
三
五

二
九
五

四
九
四

一
七
七

1
0
0
 

八
四

五
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分野 別索引

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
上
）

入

江

啓

四

郎

五

7
 

ニ

四

七

48

平
和
条
約
に
現
は
れ
た
る
民
族
自
決
主
義

自
決
権
・
非
植
民
地
化

国
際
航
空
運
送
事
業
に
お
け
る
国
際
組
織
化
要
因

国
際
カ
ル
テ
ル
の
経
済
統
合
化
要
因
1

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
よ
る
考

察

|
欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
ニ
・
完
）
ー
ー
＇
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の

試
み
I

フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
に
お
け
る

E
C
法
の
適
用
ー
ロ
ー
マ
条
約
一
七
七

条
の
手
続
を
中
心
に
I

国
際
団
体
と
警
察

国
際
法
の
改
正

広
域
圏
の
要
件

国
際
機
構
そ
の
他

欧
州
審
議
会
の
拡
大
と
そ
の
意
義
ー
—
'
ロ
シ
ア
加
盟
を
中
心
に
|
|

堀

内

謙

介

栗

林

忠

男

八

川

原

次

吉

栢

垣

守

克

ゼ
ー
ム
ス
、
エ
ム
、
チ
ロ
ン

東

譲

三

郎

（

訳

）

二
0

郎

四

一
六 一四

庄

司

克

宏

九

五

大

谷

良

雄

八

七

最

上

敏

樹

八

筒

井

若

水

八

最

上

敏

樹

八

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
(
-
)
|
|
]
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の
試
み
『

六 六 四
1
0
 

六
三
四

六
六
〇

三
一
九

1

0
七

八四―――

四

四

二

七

二
六
0

二
三
五
．

゜



国際法外交雑誌総索引

私
人

一
般

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
と
民
族
主
義

天
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
永
続
的
主
権
の
現
状
ー
|
i
国
際
連
合
事
務
局
に

よ
る
研
究

P
R
O
G
R
A
M
M
E
 
O
F
 A
C
T
I
O
N
 
F
O
R
 
T
H
E
 
F
U
L
L
 
I
M
P
L
E
`
 

M
E
N
T
A
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 G
R
A
N
T
'
 

I
N
G
 
O
F
 I
N
D
E
P
E
N
D
E
N
C
E
 
T
O
 C
O
L
O
N
I
A
L
 
C
O
U
N
T
R
I
E
S
 

A
N
D
 P
E
O
P
L
E
S
,
 
1
2
 

O
C
T
O
B
E
R
 1
9
7
0
 

(
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
1
 

(

X

X

V

)

)

 

民
族
自
決
権
と
内
戦

民
族
解
放
団
体
の
国
際
法
上
の
地
位

国
際
法
受
範
者
と
し
て
の
国
家
と
個
人
(
-
)

国
際
法
受
範
者
と
し
て
の
国
家
と
個
人
（
二
）

国
際
法
受
範
者
と
し
て
の
国
家
と
個
人
（
三
）

国
際
法
受
範
者
と
し
て
の
国
家
と
個
人
（
四
・
完
）

非
植
民
地
化
と
既
得
権
の
法
理
（
一
）

A
.
A

諸
国
の
加
盟
と
国
際
法
ー
~
決
権
の
形
成
を
中
心
に
—
|
'

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
下
）

田

畑

茂

田

畑

茂

田

畑

茂

田

畑

茂

家 田

中

直

郎 郎 郎 郎

森

川

俊

孝

八

松

井

芳

郎

八

森

川

俊

孝

八

正

治

七

筒

井

若

水

安

藤

仁

介

吉

入

江

啓

四

郎

五

J¥ 八 八 八
六
〇

七 六 五

四

一

八

四 五 四

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

五
五
ニ
・
三
・
四 四

六
三
五

五
二
七

四
六

四
0
三

三
二
七

三
九
三

四
三
四

五
二
三： ―

二
五

八
一
九

五
七
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分野別索引

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
,
G
a
k
k
w
ai
 

(!'Associ
at
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

I
nt
e
r
n
at
i

o
n
a
l
 
d
u
 
J
 apon), 
i

n
 
c
o
nj
u
n
ct
i

o
n
 
w
i
t

h
 t
h
e
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 B
r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 
Int

e
r
n
at
i

o
n
a
l
 L
a
w
 A
s
s
o
c
i
at
i

on, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 

c
o
nt
r
i

b
ut
i

n
g
 t

o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
o
g
r
e
s
si
v
e
 
cod~

fi
ca
ti
on 

of
 

Int

er, 

national 
L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

N
at
10n's 
Resolution, 

S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則
（
承
前
完
）

国
籍
に
関
す
る
諸
国
の
法
令
に
就
て

日
本
人
の
米
国
帰
化
権

敵
国
民
の
帰
化
の
撤
去

英
国
公
民
権

国
籍
の
離
脱
に
関
す
る
新
規
定
に
就
て

国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則

土
地
割
譲
に
伴
ふ
国
籍
変
更
に
関
す
る
約
定
の
注
意

私

人

国

籍

国
際
法
上
の
主
体
に
つ
い
て
の
理
論

国
際
法
に
お
け
る
国
家
と
個
人
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
1

特
に
個
人
の

国
際
裁
判
所
へ
の
出
訴
権
を
中
心
と
し
て

山

田

山

田

山

田

牧

野

英

牧

野

英

無 田

畑

茂

良 良 良

根

来

源

之
名
氏
（
訳
）

中

村

進

午

大

淵

仁

右

衛

門

二
五

二
五

二
五

二
五

一
六

一
四

一
四

1

0

 

六

郎

四

六

六 六 六 五 七 四 五 八

六
四
八

五
九
九

五
五
〇

四
二
五

六
二
九

二
五
八

九

七

三

六
三
八
三

六
四
〇

゜
五
九
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北
清
議
定
書
及
関
係
書
類

＿七

外
国
人
の
地
位
を
論
す

(
D
e
la 
C
o
n
d
itio
n
 j
urid
iqu
e
 d
e
s
 e
tra
n
g
e
r
s
 a
u
 

J

apon. (
a

 

s
ui
vre) 

私
人

文
化
財
の
国
際
的
保
護
と
国
際
取
引
規
制

国
籍
単
一
の
原
則
に
対
す
る
疑
問

国
際
法
問
答

生
地
主
義
国
に
生
れ
た
る
血
統
主
義
国
人
の
子
の
国
籍

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 C
E
R
T
A
I
N
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 T
O
 

T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
I
T
Y
 L
A
W
S
 

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約

(

-

)

 

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
ニ
・

完

）仏
蘭
西
の
戦
時
国
籍
立
法

中
国
人
の
合
衆
国
帰
化
資
格
の
獲
得
ー
ー
ム
ロ
衆
国
国
籍
法
の
改
正
ー

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
ー
ー
沿
i
革
と
類
型
|
|
'

領
土
割
譲
と
国
籍
・
私
有
財
産
（
二
）
ー
ー
＇
沿
革
と
類
型
ー
ー
ー

領
土
変
更
と
国
籍
の
得
喪
ー
|
'
朝
鮮
領
土
の
変
更
に
伴
う
日
本
国
籍
の
喪
失

問
題
を
中
心
と
し
て
1

外
国
人
の
地
位

山

田

良

河

野

俊

行

九

芹

田

健

太

郎

八

川

上

太

郎

七

六

山

下

康

雄

山

下

康

雄

四

六

江

川

英

文

四

五

九

・

一

〇

江

川

英

文

三

九

江

川

英

文

江

川

英

文

立

作

太

郎

四
六 1

0
 ゜

二
九

二
七

六 六 七 四

七

六
八
五

二
六
七

八
九 六

三
一
五

1

0

八
八
七

五
五
八

二
―
七

六
九
九

三
七
五

490 



分野別索引

豪
州
連
邦
居
住
証
明
書
出
願
書
式
並
に
身
分
申
告
書
雛
形

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
[
Pu
b
lic
-No. 9
0
]
 

（
英
文
）

外
国
人
の
地
位
を
論
す

(
D
e
la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 j
uri
di
q
u
e
 d
e
s
 et
r

a
ng
ers a
u
 

J

apon. (sui
te
)

 

豪
州
移
民
制
限
法

A
N
 A
C
T
.
 
T
o
 place 
cert
ai
n
 rest
r
i

ct
i

o
n
s
 
o
n
 I
m
mi
g

rat
i

o
n
 a
n
d
 t
o
 

p
r
o
vi
d
e
 for
 th
e
 r
e
m
o
v
a
l
 f
r
o
m
 t
h
e
 c
o
m
m
o
n
,
w
e
a
l
t
h
 of
 

p
r
o
hi
b
i
t

e
d
 

I
m
mi
g
r
a
nt
s
 

家
屋
税
問
題
と
仲
裁
々
判
．

千
九
0
0
年
第
九
月
万
国
々
際
協
会
決
議
案
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
の
蜂
起

せ
る
既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
及
第
三
国
臣
民
の
権
利
義
務

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
第
二
号
続
）

豪
州
新
西
蘭
移
住
制
限
法

千
八
百
九
十
四
年
十
二
月
の
清
国
労
働
者
入
国
禁
止
に
関
す
る
米
清
両
国
間

の
条
約
及
其
他
の
関
係
法
規
（
英
文
）

外
務
省
告
示
第
五
号

馬
山
日
本
専
管
居
留
地
取
極
書

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
（
承
前
）

A
C
T
O
F
 
J

U
L
Y
 
5
,
 1
8
8
4
.
 

(
英
文
）

豪
州
移
民
制
限
法
施
行
細
則
（
千
九
百
一
年
十
二
月
三
十
一
日
発
布
）

移
住
に
制
限
を
設
け
連
邦
よ
り
禁
止
住
民
退
去
を
規
定
す
る
法
律

山

田

山

田

I 

山

田

山

田

良 良 良 良

J¥ 七 六 六 五 五 五 五 四

五
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ニ
四

ニ
四

四
〇 天 三 四― 五 八

九
八― 八 一七



国際法外交雑誌総索引

南
米
委
内
瑞
拉
国
外
国
人
取
調
に
関
す
る
法
令
（
本
年
五
月
二
十
八
日
発
布
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規

A
C
T
O
F
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 13, 

1888. 
(

英

文

）

本
島
人
（
台
湾
）
亜
米
利
加
合
衆
国
及
其
領
土
内
渡
航
証
明
規
則

督
府
令
第
八
十
号
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
完
）

A
C
T
O
F
 O
C
T
O
B
E
R
 1, 

1
8
8
8
¥
A
C
T
 
O
F
 M
A
Y
 5
,
 

1
8
9
2
¥
A
C
T
 
O
F
 N
O
V
E
M
B
E
R
 
3, 

1
8
9
3
¥
A
C
T
 O
F
 A
U
G
U
S
T
 18, 
1
8
9
4
¥J
O
I
N
T
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 O
F
 

J

U
L
Y
 7,
 
1
8
9
3
¥
A
C
T
 O
F
 
J

U
N
E
 
6

,

 

1
9
0
0
 (
英

文

）

豪
州
移
民
制
限
法
除
外
例
停
止

喜
望
殖
民
地
移
住
民
制
限
法

三
月
五
日
例
会
議
事
速
記
論
題
千
九
百
一
年
豪
州
移
民
制
限
法
（
国
際

法
雑
誌
第
二
号
八
十
九
頁
以
下
同
法
第
三
条
第
五
条
等
）
中
に
欧
州
語
の
何

れ
か
に
て
自
己
の
名
を
署
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
は
豪
州
に
入
る
を
許
さ

ず
ま
た
既
に
豪
州
に
在
る
者
に
対
し
欧
州
語
中
五
十
字
に
付
試
験
を
な
し
不

合
格
者
を
国
外
に
放
逐
す
と
の
こ
と
あ
り
之
れ
に
対
し
日
本
は
抗
議
を
呈
す

る
権
利
な
き
か

合
衆
国
移
民
法

墨
国
国
法
上
の
外
国
人
の
地
位

日
本
移
民
論

外
務
省
告
示
第
六
号
（
明
治
三
十
六
年
八
月
三
日
）

外
国
人
の
私
権
享
有
に
就
て

（
台
湾
総

倉

知

鐵

吉

信

夫

淳

平

中

村

進

午

山

田

良

一
七

一
七

一
七

一
四

1
0
 

1
0
 

九 九 九

一
七

六
六

六
五

五
九

五
九

五
九

二
九

ニ
八

四 四
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外
人
の
支
那
に
於
け
る
採
砿
権

満
州
に
於
け
る
日
本
臣
民
不
当
拘
禁
事
件

フ
ィ
リ
ピ
ン
島
到
著
移
民
健
康
診
断
布
達
（
七
月
一
日
官
報
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
合
衆
国
移
民
法
施
行

加
奈
陀
清
国
移
民
条
例
改
正
（
九
月
十
八
日
官
報
）

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
（
八
月
五
日
官
報
）

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
命
令
撤
去

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
条
例
廃
止
（
九
月
九
日
官
報
）

布
告
数
件

日
本
移
民
論

日
本
移
民
論

日
本
移
民
論

「
タ
イ
ム
ス
」
通
信
員
放
逐
事
件
と
露
国
の
外
人
追
放
新
法

日
本
移
民
論

日
本
移
民
論

日
本
移
民
論

家
屋
税
事
件
仲
裁
裁
判
判
決

欧
州
の
古
代
と
我
国
の
維
新
後
と
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利
制
限

倉

知

鐵

倉

知

鐵

倉

知

鐵

高 高

吉 吉 吉

橋

作

衛

橋

作

衛

倉

知

鐵

倉

知

鐵

吉 吉

中

村

進

午

倉

知

鐵

吉

九 ノ＼ 七 六 四 四 四 四

3
 

七
八
4
9

一
四 六

二
七 一七

二
九

七
九

七
九

七
九

七
九

七
八

七 七



国際法外交雑誌総索引

日
米
条
約
改
締
に
就
て

外
国
人
土
地
所
有
権
法
案
に
関
す
る
諸
博
士
の
意
見
（
高
橋
、
山
田
、
桑
田

三
博
士
の
分
）

（
補
条
す
へ
き
要
点
）

日
本
人
帰
化
権
を
論
し
て
条
約
締
結
に
及
ふ

北
米
合
衆
国
加
州
の
公
有
地
払
下
法

川

崎

巳

之

太

郎

米

田

賓

桑山高

田橋

三作

田良衛

J¥ 八 八

高

橋

作

衛

八

日
本
の
殖
民
方
針

日
加
間
移
民
協
商
往
復
文
書

欧
米
所
見
の
一
部

埃
及
に
於
け
る
仏
人
の
勢
力
（
ケ
シ
チ
オ
ン
、
ヂ
プ
ロ
マ
チ
ッ
ク
、

ロ
ニ
ア
ル
所
載
）

学
童
隔
離
と
米
国
憲
法
の
保
障

条
約
改
正
と
土
地
所
有
権

米

田

寅

八

国
民
新
聞
に
答
ふ

高

橋

作

衛

J¥ 

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位
（
承
前
）

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
州
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利

日
本
学
童
の
排
斥
を
論
す

日
本
学
童
の
排
斥
を
論
す
（
承
前
）

エ、

コ

無

名

氏

八

米

田

賓

八

無

名

氏

七 七

エ
マ
ニ
エ
ル
・
プ
リ
ユ
ネ

x

y
生
（
訳
）

高

橋

作

衛

逸 蛎

川

名

武

部

欽

武

部

欽

氏 新

七 七 六 六 五 五

九

七

0
七

八 七 七

五

七

六
1
0
 

八 七 四 六 八 七

六
五
〇

五
七
六

四
三
一 九

六
ニ
四 六

五 二
九

六 ニ
八

四
七

五
0
9
44
 



分 野別索引

外
国
人
排
斥
論

米
国
加
州
の
主
張
の
論
拠
学
童
問
題
に
関
す
る
桑
港
市
弁
護
士
の
弁
論

米
国
加
州
土
地
法
案
論

請
ふ
余
か
七
年
間
の
主
張
を
聞
け

秘
露
国
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位

玖
馬
並
ポ
ル
ト
リ
コ
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

米
国
移
民
法
改
正
案
に
就
て

外
国
人
取
扱
規
則
の
軌
一
整
備
を
望
み
外
国
人
の
許
容
追
放
法
に
論
及
す

日
本
の
移
民
誓
約
に
対
す
る
米
国
の
義
務

四
十
二
年
布
畦
事
件
に
関
す
る
米
国
の
賠
償
義
務

発
表
後
の
日
米
新
条
約

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

T
h
e
 A
nt
i
,
J
 a
p
a
n
e
si
s
m
 of
 
A
m
e
ri
c
a
n
s
 i
s
 Ing
rat
i
t

u
d
e
.
 

玖
馬
、
ポ
ル
ト
リ
コ
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

（
前
号
の
続
）

布
畦
転
航
禁
止
論
（
承
前
）

布
睦
転
航
禁
止
論

加
州
の
日
本
移
民
調
査

北
米
移
民
を
論
し
て
当
局
者
並
に
学
者
の
一
層
誠
実
な
る
移
殖
民
問
題
研
究

を
希
望
す

蜻

Jll 

高

柳

賢

伊

藤

敬

東 無

名

S. 
T
a
k
a
h
a
s
hi

 

米

田

新

高

橋

作

衛
譲
三
郎
（
訳
） 氏

川

崎

巳

之

太

郎

高

橋

作

衛

根

束

源

之

根

束

源

之

賓

会

員

某

氏

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

-
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九

根

来

源

之

九

川

崎

巳

之

太

郎

九

根

来

源

之

九

J¥ 八

5
 ，
 

九

七

五

0

4

J¥ 七 七

五

六

九

六 六 六 四
1
0
 

九 J¥ 
1
0
 

1
0
 

六

七

四

六

八

四

五

四

四

三

六

二
六 一

四

九

七

一

五 六

九

七

六

一

七

八

五

九
八

三

五口
五

九

三

七

九

五



国際法外交雑誌総索引

排
日
問
題
の
解
決
方
法

米

田

写
真
結
婚
問
題

加
州
に
於
け
る
排
日
土
地
法
問
題

米
国
市
民
に
与
ふ
る
書

人
種
的
差
別
に
就
て 支

那
兵
の
我
が
移
住
民
に
対
す
る
暴
行

、
、
、
、
、
、
、
、

正
門
外
に
市
場
を
建
設
す
る
事

移
民
に
関
す
る
諸
問
題

日
本
人
の
米
国
帰
化
権

加
州
問
題
と
運
河
通
過
料
問
題

昨
年
の
日
米
問
題

在
米
日
本
人
の
市
民
権
取
得
問
題

i
t

ed St
at
es v. 
s. 
K
a
n
e
k
o
.
 

伊
太
利
移
民
の
研
究

米
国
の
新
法
官
罷
免
制
と
外
人
保
護

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

I
N
 T
H
E
 S
U
P
E
R
I
O
R
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
 AT
E
 O
F
 C
A
L
I
F
O
R
'
 

N
I
A
,
 I
N
 A
N
D
 F
O
R
 T
H
E
 C
O
U
N
T
R
Y
 O
F
 R
I
V
E
R
S
I
D
E
.
加
州
人

民
対
原
田
重
吉
事
件
判
決
文

T
H
E
P
E
O
P
L
E
 O
F
 T
H
E
 S
T
 AT
E
 O
F
 

C
A
L
I
F
O
R
N
I
A
,
 
Plai
nt
i
f
f

,
|
V
S
|
J

U
K
I
C
H
I
 H
A
R
A
D
A
,
 et
 

al., 

D
ef
e
n
d
a
nt
s. 
O
P
I
N
I
O
N
.
 

合
衆
国
対
金
子
箕
成
事
件

T
h
e
U
n
,
 

小、小

賓

林

絹

治

一九
一
八

林

絹

治

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

詭

JII 

雖

JII 

雖

JI! 

米

田

詭

JII 

新 新 新

根

束

源

之

島

谷

亮

輔

賓 新

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

一
八

一
八

一
八

一七 一六
一
六

一
五

一
四

一
四

一
六
九

1
0

九
七
五

九

八

四

七

四 七

五

五

五

四

二
0
五

八 ： 三
三
三
八

九

七

三

六

五
1
0
 

九

七
二
三

八
―
二
八

三
九
八

七

五

五

九

五

三
七
九
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分野 別索引

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

二
五

六

7
 

4
 

五

九

九

，

日
米
関
係
に
就
て

外
国
人
の
一
般
的
入
国
禁
止
に
就
て

国
際
法
問
答

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
二
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
三
）

世
界
大
戦
と
外
国
人
の
私
法
上
の
地
位

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
四
、
完
）

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
と
外
国
の
属
人
的
行
政
権
と
の
関
係
（
二
、
完
）

D
I
F
F
E
R
E
N
T
I
A
L
 T
R
E
A
T
M
E
N
T
 O
F
 A
L
I
E
N
S
 I
N
 T
H
E
 U
N
'
 

I
T
E
D
 S
T
 AT
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
,
 W
I
T
H
 A
 S
P
E
C
I
A
L
 R
E
F
E
R
'
 

E
N
C
E
 T
O
 T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 I
N
 C
A
L
I
F
O
R
N
I
A. 

L
E
G
A
L
 A
S
P
E
C
T
S
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 I
M
M
I
G
R
A
'
 

T
I
O
N
 L
A
W
 O
F
 19
2
4
 

自
国
に
住
所
を
有
す
る
他
国
人
に
兵
役
義
務
を
課
し
得
る
か

排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
完
結
）

排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
中
）

加
州
土
地
法
の
合
法
性

埴

原

正

直

Ki

y

osue Inui
 

K
i

y

osue lnui
 

泉

哲

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

跡

部

定

次

郎

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

立 米

田

米

田

吉

作

太

郎

賓 賓

野

作

造

ニ
四

ニ
四

二
0

一九 一九

九

九

七

八 五 八 七

七

二

八

七 五

四

九

〇

四 七 四

1

0
六

四
三
八

八
三
八

一
六
八

七
三
二

六
八
五

五
六

二
―
五

六
四
九

五
九 口

二
七
三



国際法外交雑誌総索引

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位
並
に
法
律
の
抵

触
に
就
て
(
-
)

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
地
位
並
び
に
法
律
の
抵
触
に
就

て
（
ニ
・
完
）

D
i

scri
m
i

n
at
i

o
n
 a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 
B
ri
t
i

s
h
 

C
o
l
o
ni
es. 

満
州
国
治
外
法
権
一
部
撤
廃
二
関
ス
ル
日
満
条
約

D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

Discri
m
i

n
at
i

o
n
 
a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 
B
ri
t
i

s
h
 
D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

C
o
l
o
ni
es. 

D
i

scri
m
i

n
at
i

o
n
 
a
g
ai
n
st
 

O
ri
e
nt
als 
i

n
 t
h
e
 
B
ri
t
i

s
h
 
D
o
mi
ni
o
n
s
 
a
n
d
 

C
o
l
o
ni
es. 

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
四
・
完
）

Ki
y

osue Inui
 

Ki

y

osue Inui
 

Ki

y

osue Inui
 

江

川

英

文

和

田

禎

純

江

川

英

文

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
三
）

和

田

禎

純

五
ニ
八

ニ
八

ニ
八

二
六

二
六

二
六

二
六

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
二
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
(
-
)

D
r
af
t

 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 
by

 

t

h
e
 K
o
k
u
s
ai
h
o
,
G
a
k
k
w
ai

 

(!'Associ
at
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

Int

e
r
n
at
i

onal 
d
u
 J
 

apon), 
i

n
 
c
o
nj
u
n
ct
i

o
n
 
w
i
t

h
 t
h
e
 

J

ap
a
n
e
s
e
 B
r
a
n
c
h
 of
 

t

h
e
 Int

e
r
n
at
i

onal L
a
w
 A
s
s
o
ci
at
i

on, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 

c
o
nt
ri
b
ut
i

n
g
 t

o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 P
r
og
ressi
v
e
 c
o
di
f
i

c
at
i

o
n
 of
 

Int

er, 

n
at
i

onal 
L
a
w
,
 as p
l
a
n
n
e
d
 by

 

t

h
e
 L
e
ag
u
e
 of
 

N
at
i

on's 
R
e
s
o
l
ut
i

on, 

S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

外
国
人
土
地
法
施
行
期
日
ノ
件

松

原

雄

和

田

禎

純

和

田

禎

純

二
六

二
六

二
五

二
五

七

七

0
0

1
0
 

九 七 四 四 六

1
0
一
四

九
三
二

七

七

二

六
六
八

三
三
九

三
八
一

二
九
〇

二
0
七

六

九

八

六

四 六
四
八
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分野別索引

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
ニ
・
完
）

上
海
土
地
永
租
権
に
関
す
る
若
干
の
考
察
(
-
)

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
三
・
完
）

米
州
に
於
け
る
在
留
邦
人
取
扱
問
題

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
一
）

関
於
在
満
州
国
日
本
国
臣
民
居
住
及
満
州
国
課
税
等
之
満
州
国
輿
日
本
国
間

条
約

満
州
国
治
外
法
権
撤
廃
及
満
鉄
附
属
地
行
政
権
移
譲
二
関
ス
ル
日
満
条
約

附
属
協
定
（
甲
）

附
属
協
定
（
乙
）

関
於
在
満
州
国
治
外
法
権
之
撤
廃
及
南
満
州
鉄
道
附
属
地
行
政
権
之
移
譲
之

満
州
国
奥
日
本
国
間
条
約

附
属
協
定
（
甲
）

附
属
協
定
（
乙
）

本
邦
に
於
け
る
永
代
借
地
制
度
の
沿
革
（
二
）

永
代
借
地
権
問
題
に
関
す
る
若
干
の
法
理
的
考
察

外
務
省
大
東
亜
省
告
示
第
三
号

附
属
協
定

附
属
協
定

英 英

四

修

道

四

修

道

四

佐

藤

信

太

郎

四

田

付

景

松

下

正

群

四

田

付

田

付

景 景

四 四 四
六 六 六 六 六 六 五 五 五

1
0
 

1
0

九
七

九

八

八

〇

八

七

九

七

七

〇

七 六
1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

，
 
，
 

1

0
七
五

4

―
―
七
二

六
七
七

五
六
八

1

0
一九

1
0
一
四

1
0
ニ――

1

0

 

1
0
0
六

1
0
0
四

七

七

0
五

七

七

0
四

七

七

〇



国際法外交雑誌総索引

国
連
の
領
域
内
庇
護
宣
言
に
つ
い
て

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
難
民
問
題
条
約

(

-

)

 

私
人
亡
命
・
難
民

戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
協
定
に
関
す
る
討
議
の
記
録

南
京
条
約
の
研
究
（
一
）

南
京
条
約
の
研
究
（
二
）

続
南
京
条
約
の
研
究

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な

わ
れ
た
日
本
国
法
務
大
臣
声
明

国
際
人
権
規
約
と
外
人
法

国
際
法
上
の
政
治
亡
命
者
概
念

満
州
国
に
於
け
る
商
租
権
の
整
理

米
国
の
支
那
人
排
斥
法
廃
棄
案
に
つ
き
て

芹

田

健

太

郎

七

四

西

井

正

弘

七

四

島

田

征

夫

七

四

澤

木

敬

郎

七

九

宮

崎

繁

樹

七

植

田

捷

雄

米

田

六

四

四

・

五

四

九

六

四

四

・

五

四

九

〇

六

四

四

・

五

四

八

八

六

四

四

・

互

四

八

六

四

六

植

田

捷

雄

四

互

大

平

善

梧

四

賓

四

六

五

六

六
一
五

五

四

四

植

田

捷

雄

四

五

五

・

六

――『四 六

ロ
ニ
ニ
七

一
五
四

九

五

七

七

―
―
八
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分野別索引

外
交
保
護
権

支
那
兵
の
我
が
移
住
民
に
対
す
る
暴
行

墨
西
奇
並
に
外
人
の
要
求

北
清
事
変
個
人
損
害
賠
償
の
件
（
外
務
省
告
示
第
十
二
号
）

私

人

少

数

者

日
本
に
お
け
る
政
治
亡
命
者
の
地
位

難
民
条
約
第
―
二
条
に
つ
い
て
難
民
の
属
人
法
問
題
I

ー
格
認
定
の
要
件
論
と
国

難
民
保
護
に
関
す
る
現
今
の
法
的
諸
問
題

際
協
力
の
方
法
論
I

東
南
ア
ジ
ア
難
民
と
国
際
法
ー
ー
、
日
本
の
対
処
と
問
題
点
I

加
奈
太
の
異
民
族
問
題

外
交
的
保
護

「
ア
ル
ソ
ッ
プ
」
会
社
対
智
利
政
府
事
件

時
局
と
国
際
法

小

谷

鶴

次

五

六

蛸

川

新

チ
ャ
ー
レ
ス
、
チ
ェ
｀

T、
ハ
イ
ド

国
際
法
学
会
（
投
訳
）

藤

井

賓

一
六

私
人

米

田

賓

一
六

本

間

浩

九

〇

久

保

敦

彦

八

溜

池

良

夫

八

村

瀬

信

也

七

六

斎

藤

恵

彦

七

六

庇
護
権
の
理
論
と
現
実
|
~
国
連
の
第
一
回
領
域
的
庇
護
全
権
会
議
よ
り
み

て
|
_

国
連
の
領
域
内
庇
護
宣
言
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）

芹

田

健

太

郎

七

五

四
•
五 九

七

五

九
1
0
 

六

二
0
五

九
六

四
〇

三
四
七

七
八
三

四
三
五

六
四

四

四

0
九

四

四

五

四

四

0
五 一九
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国際法外交雑誌総索引

国
際
人
権
保
障
の
展
開
と
問
題
点

人
権
問
題
の
国
際
化
の
提
起
す
る
も
の

国
連
に
お
け
る
人
権
保
護
と
国
内
管
轄
権
（
一
）

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
一
）

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
と
人
権
問
題

人
権
と
国
家
主
権

人
権
の
国
際
的
保
護
と
国
際
連
合

国
連
に
お
け
る
人
権
保
護
と
国
内
管
轄
権
（
ニ
・
完
）

人
権
条
約
の
履
行
確
保

人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
(
-
)
条
約
実
施
に
お
け
る
人
権
二
分
論

の
再
考
|_
_
 

人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
（
二
）
ー
ー
冬
盆
的
実
施
に
お
け
る
人
権
一
1

分
論

の
再
考
~

女
性
の
権
利
（
人
権
）
の
国
際
保
障
ー
|
l
女
子
差
別
撤
廃
条
約
の
目
標
は
、

「
事
実
上
」
の
男
女
平
等
実
現

私

人

人

権

一
般

小

寺

初

世

子

九

八

安

藤

仁

介

九

八

申 申 金 金 皆

川

恵 恵

田

畑

茂

田

畑

茂

手 手

九

六

R

¥

、t¥、

良

J

J

小

寺

初

世

子

七

四

東

勲

七

東

勲

七

〇
洸

宮

崎

繁

樹

郎

九
六

六
九

六 五 六

六
九
四
・
五
・
六

五
五
ニ
・
三
・
四

入

江

啓

四

郎

四

九

入

江

啓

四

郎

四

九

六 五

一七

一
六
六

五
六

二
五
九

五
八
〇

七
四
四

六
四

三
七
七

五
ニ
ニ： 四

ニ
―
―
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分野別索引

米
州
人
権
委
員
会
に
よ
る
現
地
調
査
活
動

私

人

人

権

国
際
人
権
宣
言
（
一
）

私

人

人

権

国
連
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
の
展
開
と
機
能
＇
~
テ
ー
マ
別
手
続
を
中
心
に

犯
罪
人
引
渡
し
と
人
権
基
準
の
要
請
|
ー
—
人
権
規
範
の
優
位
性
論
に
関
す
る

序
論
的
考
察
~

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
す
る
人
権
条
約
の
影
響
ー
同
国
裁
判
所
の
動
向
を

中
心
に
|
_

国
際
人
権
の
立
憲
性
ー
|
国
際
人
権
諸
条
約
に
お
け
る
デ
ロ
ゲ
ー
ト
で
き
な

い
権
利
を
視
角
と
し
て
1

北

村

泰

佐

藤

文

夫

九

八

山

下

泰

子

八

四

大

平

善

梧

四

七

大

平

善

梧

四

七

普
遍
的
人
権
文
書
（
世
界
人
権
宣
言
・
国
際
人
権
規
約
な
ど
）

国
際
人
権
宣
言
（
ニ
・
完
）

女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
お
け
る
男
女
平
等
1

条
約
十
条
（
教
育
権
）
を
中

心
に
I

自
由
権
規
約
個
人
通
報
制
度
の
現
状
と
若
干
の
評
価

地
域
的
人
権
文
書

寺

谷

広

司

村

上

正

直

九

八

北

村

泰

今

井

J¥ 1
0
0
 

九
八

直

九

八

3
 

5
 

四

四

二

七

。

六

六
六

五

五

一

九 八
八
一
五

一
九
四

一
五
六

九
五
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私

人

人

権

そ

の

他

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
実
施
手
続
の
司
法
的
純
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
|
_

閣
僚
委
員
会
の
事
件
の
実
質
的
処
理
権
限
の
分
析
を
通
じ
て
|
|
~

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開
（
一
）
ー
ー
そ
の
国
際

法
上
の
意
義
と
問
題
点
|
|

ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
の
展
開

国
際
法
上
の
意
義
と
問
題
点
|
|
'

国
際
人
権
法
と
家
族
関
係
に
関
す
る
日
本
法

人
権
条
約
に
付
さ
れ
た
留
保
の
取
り
扱
い
ー
ー
人
権
条
約
実
施
機
関
の
対
応

の
仕
方
を
中
心
と
し
て
|
|

私
人
人
権
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
人
権
法
の
地
位

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
国
家
の
義
務
の
範
囲

地
域
的
人
権
保
障
体
制
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域

E
C
裁
判
所
に
お
け
る
基
本
権
（
人
権
）
保
護
の
展
開

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
ト
ル
コ
の
地
位
1
|
—
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二

五
条
に
基
づ
く
ト
ル
コ
の
宣
言
及
び
そ
の
有
効
性
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
委
員
会
の
判
断
を
素
材
と
し
て
ー
ー
l

（
ニ
・
完
）
ー
ー
そ
の

薬

師

寺

公

夫

八

―

鳥

居

淳

子

九

七

岩

沢

雄

司

八

七

岩

沢

雄

司

八

七

中

井

伊

都

子

九

九

小

畑

戸

郁

九

八

山

崎

公

士

九

六

庄

司

克

宏

九

田

五

郎

九

四 四 五

六
七

三
五
一

四

六 一
六
〇

ニ
ニ
九

―
二
四

三
四
五

三
五
三

五

五

八
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阿
片
売
買
の
制
限
に
関
す
る
国
際
協
定

戦
争
法
規
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
新
傾
向

泉 松

原

哲 雄

戦
時
犯
罪
其
予
防
及
処
罰

ヒ
ュ
ー
、
エ
チ
、
エ
ル
、
ベ
ロ
ッ
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

国
際
警
察
権

泉

哲

ニ
四

一五
1
0
 

1
0
 

一
三
〇

九

九

九

九

五

四

七

四

四

国
際
犯
罪
に
就
て

国
際
犯
罪
に
就
て
（
承
前
完
）

牧

野

英

五

牧

野

英

四

ニ
八

三
九
二

二
七
七

附
属
宣
言
書

一
四
〇

日
露
犯
人
引
渡
条
約

一
三
九

自
国
民
の
引
渡
を
論
す

松

島

肇

六

1
0
 

二
五

政
治
犯
罪
人
の
引
渡
を
論
す
（
承
前
）

松

島

肇

六

政
治
犯
罪
人
の
引
渡
を
論
す

松

島

肇

六

九 八

五
ニ
八

自
国
臣
民
の
引
渡
千
九
百
年
比
律
賓
開
会
第
六
万
国
監
獄
会
議
決
議

D
E
 C
R
I
M
E
 P
O
L
I
T
I
Q
U
E
 A
U
 PO
I
N
T
 D
E
 V
U
E
 D
U
 DR
O
I
T
 IN' 

T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
.
 

政
治
犯
人
不
引
渡
論

政
治
犯
人
引
渡
論

私
人
国
際
犯
罪
・
刑
事
司
法
共
助
（
含

戦
争
犯
罪
）

N
inag
a
w
a
 A
r
at
a
 

雖

川

新

中

村

進

午

1
0
 

五
7
 

二
九

二
0
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敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

極
東
委
員
会
の
戦
争
犯
罪
処
理
方
針

航
空
機
上
で
行
な
わ
れ
た
犯
罪
及
び
あ
る
種
の
他
の
行
為
に
関
す
る
条
約

国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
外
国
通
貨
偽
造
防
止
義
務

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
一
）

一
九
二
九
年
捕
虜
条
約
準
用
問
題

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
二
）
太
平
洋
戦
争
の
停
戦
処
理
に
関
す
る
国
際
法
的

考
察
ー
|
'
と
く
に
日
ソ
戦
争
に
つ
い
て
ー
ー
—

国
際
司
法
共
助
|
ー
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
一
）

国
際
司
法
共
助
ー
ー
土
企
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
二
）

国
際
司
法
共
助
ー
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
三
・
完
）

政
治
犯
罪
人
不
引
渡
原
則
の
確
立
1

歴
史
的
・
実
証
的
検
討
ー
ー
、

第
十
回
国
際
刑
務
会
議
と
刑
法
の
国
際
化
問
題

芹

田

健

太

郎

七

尾

中

俊

彦

尾

中

俊

彦

尾

中

俊

彦
又

正

雄

又

正

雄

土

井

輝

生

中

野

直

樹

尾

後

貫

荘

太

郎

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

D
r
af
t
 

R
u
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
e
d
 b
y
 the
 K
o
k
u
s
ai
h
o
,
G
a
k
k
w
ai
 
(
l
'

A
s
s
o
ci
at
i

o
n
 

d
e
 
D
r
oi
t
 

Int
ernat
i

onal 
d
u
 
J

apon), 
i

n
 c
o
nj
unction 
w
i
t
h
 t
h
e
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 B
r
a
n
c
h
 of
 
t

h
e
 Int
ernational L
a
w
 Association, 
w
i
t

h
 th
e
 

vi
e
w
 of
 
c
o
nt
r
i
buting t
o
w
a
r
d
s
 t
h
e
 Progressi
v
e
 c
o
di
f
i

cat
i

o
n
 of
 

Int
er, 

national L
a
w
,
 as 
p
l
a
n
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 L
e
a
g
u
e
 of
 

Nation's 
Resolution, 

S
ep
t

e
m
b
e
r
 1
9
2
4
.
 

日
本
国
際
法
学
会
決
議
国
際
法
典
案
（
第
二
）

六
六

六
六

六
六

六
六

六
六

六一 ＇ ノ‘

入

江

啓

四

郎

四

七

前

原

光

雄

四

二
九

二
九

二
五

二
五

四 六 五

五

七

七

六 四 六 六

六
四
七

ニ
八
三

言
―二
0
九

一
九
三

三
二
四

三
四
四

一
四
八

五
七
九

―1
0

 

六
四
八

五
九
九
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奴
隷
売
買
一
般
禁
止
に
関
す
る
八
国
の
宣
言

維
也
納
に
て

国
際
人
道
法
に
お
け
る
条
約
違
反
行
為
処
罰
制
度
（
一
）

I-九
七
七
年

第
一
議
定
書
処
罰
規
定
の
成
立
ー

国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
の
意
義
と
問
題
点

国
際
刑
事
裁
判
所
構
想
の
展
開
l
|
ー
I
C
C
規
程
の
位
置
づ
け

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
戦
争
犯
罪

千
八
百
九
十
年
七
月
十
二
日
同
地
に
於

一
千
八
百
十
五
年
二
月
八
日

ブ
リ
ュ
ス
セ
ル
会
議
一
般
議
定
書

て
調
印

高

橋

清

私

人

そ

の

他

法
人
の
敵
性

大

平

善

梧

四

〇

私

人

法

人

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
刑
法
総
則
的
規
定
|
—
刑
事
法
の
視
点
か
らl

愛

知

正

博

九

八

真

山

国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権

岡

田

藤

田

久

小

和

田

1
0
 

全

九

八

泉

九

八 九
八

恒

九

八

喜

多

義

人

八

七

赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
ー
|
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件

国
際
犯
罪
に
対
す
る
普
遍
的
管
轄
権
の
意
義

．． 
西岡

井

正

弘

八

田

泉

八

1
0

八

九 四 五

七

〇

五 五 五 六 六

四
八

ニ
八
九

六

六

九

六一 六
〇

五

五

七 六
〇 一七

六

八

七
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国
際
経
済
政
策
の
発
展
と
国
際
経
済
法

友
好
及
文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
間
条
約

金

田

近

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
イ
タ
リ
ヤ
」
国
間
協
定

和

田

禎

純

雖

川

江

木

新 翼

五
六

四 四

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ド
イ
ツ
」
国
間
協
定

四

時
局
と
国
際
法

国
際
共
助
の
一
傾
向 経

済
連
合
或
は
経
済
同
盟
の
計
画

一六
1
0
 

七

六 六 六 六 五

四

0
七

六

資
本
と
外
交
と
国
際
法

八

六
二
七

六
四
五

六
四
四

六
四

四
八
四

六
〇

鴨
緑
江
採
木
公
司
業
務
章
程
に
関
す
る
覚
書

五
五

韓
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米
条
約

，
清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約

清
韓
両
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約
釈
義

日
清
採
木
公
司
業
務
章
程

明
治
―
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
に
就
て

経
済

一
般

国
際
労
働
問
題
と
支
那
の
労
働
状
況

華
府
労
働
会
議
の
決
議

菊

地

駒

次

岡

田

朝

太

郎

川

崎

巳

之

太

郎

伊

吹

山

徳

司

七 七 七 七
一
八

一
八

八 七

五
九

四
五

四
四

六
四
七 口
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殖
民
地
生
産
的
消
費
品
に
対
す
る
仏
国
輸
入
税
最
低
率
適
用

仏
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
間
通
商
協
約

千
九
百
一
年
豪
州
関
税
法
船
舶
需
要
品
に
関
す
る
規
定

船
舶
の
需
要
品
に
関
す
る
税
関
細
則

フ
ヰ
リ
ッ
ピ
ン
群
島
臨
時
収
入
法

仏
国
丁
抹
外
三
国
間
通
商
及
工
商
標
保
護
協
約

国
際
法
学
会
討
論
速
記
録
（
六
月
二
十
三
日
）
議
題
一
国
は
其
本
国
と
領

地
と
の
間
に
大
洋
を
隔
つ
る
場
合
に
於
て
も
尚
ほ
沿
海
貿
易
（
c
a
b
ot
age
)

の
特
権
を
主
張
し
て
他
国
船
舶
の
航
海
業
を
排
斥
す
る
こ
と
を
得
る
や
否
や

経
済

通
商
・
貿
易
（
含

G
A
T
T
.
W
T
o
)
 

南
北
問
題
と
国
際
立
法

南
北
経
済
紛
争
回
避
の
た
め
の
法
的
枠
組

中
央
ア
メ
リ
カ
共
同
市
場
条
約
の
体
系
と
機
能
1

地
域
経
済
統
合
に
お
け

る
国
際
条
約
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
ー
ー
_

国
際
経
済
法
の
発
展
と
体
系
（
一
）
ー
ー
エ
ル
ラ
ー
学
説
の
理
解
と
吟
味
を

通
し
て
ー
|

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
に
お
け
る
法
と
経
済

山

田

良

西

海

真

樹

九

五

吾

郷

真

佐

藤

和

男

七

佐

藤

和

男

佐

藤

和

男

小

原

喜

雄

欧
米
の
国
際
経
済
法
学
に
関
す
る
一
考
察
ー
—
'
そ
の
概
念
と
領
域
に
つ
い
て

八
四

六
五

六 六

七 六 五 四 四 四 四 六 五 六 四

七 二
0 六

四

六
四 四

五

六
二
五

一
四

ニ八―――

三
七
三

四
九
四
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露
国
政
府
黒
龍
江
貿
易
汽
船
会
社
保
護
金
（
十
月
二
十
四
日
官
報
）

逼
羅
国
政
府
検
疫
規
則
発
布
（
十
月
一
日
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
輸
入
商
品
包
装
連
続
番
号
記
載
（
七
月
八
日
）

ビ
イ
ッ
セ
ル
氏
最
恵
国
条
款
論
（
承
前
）

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）
（
英
文
）

最
恵
国
条
款

墨
国
関
税
算
定
法
（
千
九
百
二
年
十
一
月
二
十
五
日
発
布
）

逼
羅
国
改
正
検
疫
規
則
（
本
令
を
以
て
千
九
百
二
年
六
月
十
一
日
の
勅
令
を

廃
す
）

ビ
イ
ッ
セ
ル
氏
最
恵
国
条
款
論

清
国
と
列
国
と
の
改
正
条
約

英
清
通
商
条
約

甲
号
附
録
第
一
号

甲
号
附
録
第
二
号

ブ
リ
ュ
ス
セ
ル
会
議
一
般
議
定
書
千
八
百
九
十
年
七
月
十
二
日
同
地
に
於

て
調
印

欧
州
列
国
砂
糖
条
約
に
関
す
る
露
国
政
府
の
抗
議
文
並
附
属
書

馬
山
船
舶
検
疫
規
則
（
坂
田
領
事
報
告
）

太

田

太

田

高

橋

清

郎 郎

小

JI! 
卿

太

郎

一
七 九 九 八 八 八

九
〇

八
九

j¥ J¥ 九
九

七
七

七 一八
ニ
四

六
四

五
五

ニ
八

四
八

二
九

二
五
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分野別索引・

内
地
水
路
汽
船
航
通
規
則

追
加
日
清
通
商
航
海
条
約
の
要
領

乙
号
附
録
第
一
号

乙
号
附
録
第
二
号

乙
号
附
録
第
三
号

丙
号
附
録

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A
,
 S
I
G
N
E
D
 

A
T
 SH
A
N
G
H
A
I
,
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 5,
 
1
9
0
2
 

A
N
N
E
X
 A
 
(

1

)

.

 

A
N
N
E
X
 A
 
(
2
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(
1
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(
2
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(
3
)
.
 

A
N
N
E
X
 C. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

t
i

onal Rules. 

A
d
di
,
 

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L
 T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 

A
N
D
 C
H
I
N
A. 

往
復
外
交
文
書

中
日
通
商
行
船
条
約
続
約
（
清
国
文
）

内
地
水
路
汽
船
航
通
附
則

倉

知

鐵

吉

五

5
 

附
録
八

11

五

附

録

六

五 五 四

附
録
四 七

八
四

―1
0
 

1
0
九

1
0
八

1
0
七

1
0
七

1
0
六

九
四

九 九 九 九
〇



国際法外交雑誌総索引

大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

英
玖
条
約

(
T
h
e
A
n
g
l
o
,
C
u
b
a
n
 T
r
e
at
y
)
 

日
本
帝
国
智
利
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

宣
言
書

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

日
仏
協
約

追
加
条
款

日
清
条
約

A
N
N
E
X
 5, 

S
U
P
P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 
T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A. 

A
N
N
E
X
 1. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

A
N
N
E
X
 2.
 

A
N
N
E
X
 3.
 

A
N
N
E
X
 4.
 

A
N
N
E
X
 6.
 

A
N
N
E
X
 7.
 

A
N
D
 

五 五 五 五 五 五 五 四 四

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1
0
 

八 五 五 五 五 五 五 五

五 四
六

四
五

四
四

四
四

六
四

五
九

六
〇

附
録
ニ
―

附
録
二
四

附
録
二
八

附
録
二
九

附
録
三
〇

附
録
三
二

1

0
三

五

附

録

二

六

五

附

録

一

六

512 



分 野別索引

L
A
 C
L
A
U
S
E
 D
E
 L
A
 N
A
T
I
O
N
 L
A
 P
L
U
S
 F
A
 
V
O
R
I
S
E
E
.
 

日
露
通
商
航
海
条
約

最
恵
国
約
款
制
限
論

鴨
緑
江
日
清
合
同
材
木
会
社
取
極
書

被
保
護
国
の
商
業

英
清
間
の
西
蔵
印
度
通
商
改
正
条
約
(
-
九
0
八
年
十
一
月
一
日
政
治
官
報
）

日
米
条
約
改
締
に
就
て

日
米
新
条
約
の
真
価

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

（
補
条
す
へ
き
要
点
）

最
恵
国
約
款
制
限
論
（
第
六
巻
第
十
号
の
続
）

日
本
帝
国
埒
倫
比
亜
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

別
約

L
A
 C
L
A
U
S
E
 D
E
 L
A
 N
A
T
I
O
N
 L
A
 P
L
U
S
 F
A
V
O
R
I
S
E
E
 

（乙）

説
明
書

（
甲
）
総
則

膠
州
湾
租
借
地
に
於
け
る
製
造
品
に
関
す
る
規
則
抜
粋

乞

）

内
水
汽
船
航
行
に
関
す
る
協
定

（甲）

大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

米

田
川

崎

巳

之

太

郎

九

川

崎

巳

之

太

郎

s
 

長

岡

春

s
 

K K 

Mi

noru F
uj

i
i
 

Mi

noru F
uj

i
i
 

寅

九 J¥ 七

生

七

生

七 七 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五

八 七

五

二

〇

九 六 五 五 四
1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

六
0
五

5

1

四
三ノ

七
0
七

一
四

六 七
七

1
0
 

六 五
八

四
五

五
八

五
八

五
七

五
七

五
六

五
四



国際法外交雑誌総索引

発
表
後
の
日
米
新
条
約

日
米
通
商
航
海
条
約

宣
言

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

日
英
通
商
航
海
条
約

声
明
と
説
明

米
露
条
約
廃
棄
の
内
情

日
本
瑞
西
間
居
住
通
商
条
約

改
締
日
仏
暫
定
協
約

日
填
暫
定
取
極

米
露
条
約
問
題

日
仏
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
官
報
第
八
千
六
百
六

号

）附
属
議
定
書

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表

修
正

議
定
書

米

田

米

田

賓

川

崎

巳

之

太

郎

賓

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九 九 九 九 九

川

崎

巳

之

太

郎

九

九 九 九

七

二

七

六 五 五 五 五 九 九 九 九

七

一

五

八 J¥ 八 八 八

四
四
六

七
三
三

七
三
七

七
三
九

三
八
二

三
九
一

三
九
九

三
九
九

七
三
一

七
三
一

六
四

六
四

六
四

六
三
九

六
一
七
1
45
 



分 野別索引

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

最
恵
国
約
款
に
就
て

告
ホ

附
属
税
表
乙
号

日
丁
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
五
月
七
日
官
報
第
八
千
六
百
六
十
二

号

）奴
隷
売
買
一
般
禁
止
に
関
す
る
八
国
の
宣
言

維
也
納
に
て

日
伊
通
商
航
海
条
約

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表
乙
号

日
蘭
通
商
航
海
条
約

外
務
省
第
七
号

経
済
同
盟
と
日
本

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
沿
岸
貿
易
制
度

日
英
両
国
間
原
産
地
証
明
手
数
料
相
互
免
除
に
関
す
る
外
交
文
書

日
丁
特
別
相
互
関
税
条
約

一
千
八
百
十
五
年
二
月
八
日

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

扉車

戸

正

雄

牧

野

英

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

六

5
 

ー

五
九
八

5

五

四

四

七

J¥ 
1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九

ニ

四

0 六

六
六
五

八
九

一
八
九

一
八
五

九
五

九
五
〇

七

三

七

九

四

三

一
五
三

二
0

八

九

七

四

九

七



国際法外交雑誌総索引

沿
岸
貿
易
に
関
す
る
考
察

仏
領
印
度
支
那
に
於
け
る
関
税
問
題

国
家
は
鎖
国
の
権
利
を
有
す
る
や

通
商
衡
平
待
遇
の
意
義

日
本
国
際
法
学
会
及
国
際
法
協
会
日
本
支
部
議
定
国
際
法
典
案

世
界
恐
慌
以
来
の
世
界
通
商
条
約
及
通
商
協
定

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針
（
ニ
・
完
）

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ
（
承
前
・
完
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
完
）

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

貿
易
の
基
礎
と
し
て
の
金
本
位
廃
止
論

A
n
n
a
li

st
)

 

(
対
露
貿
易
方
法
論
）

（
一
九
一
九
年
十
二
月
十
五
日
T
h
e

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
一
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
二
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
三
）

支
那
一
般
開
市
場
の
条
約
上
の
性
質
（
四
、
完
）

生

島

廣

治

郎

泉

哲

大

山

卯

次

郎

松

原

雄

松

島

鹿

夫

川

島

信

太

郎

川

島

信

太

郎

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛

齋

藤

良

衛
枝

茂

智

ア
ー
ル
、
エ
ス
ト
コ
ー
ト

枝

茂

智

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

゜゚
二
六

二
五

二
五

ニ
四

ニ
四

一
八

一
八 一

八
一
八

一
八

八

七

七

七

九 五

四

五

六 四 八 七 七

七

二

八

五

四

九

〇

四

]

O

九
五
九

九

八

七

四

九 八

七

五

七

七

j¥ 二
―
七

五
九
九

八
三
七

七
三
一

九
三
四

三
三
七

五
六

二
―
五

6
 

5
 

六
七
七

1



分野別索引

附
属
書

猥
褻
刊
行
物
ノ
流
布
及
取
引
ノ
禁
止
ノ
為
ノ
国
際
会
議
最
終
議
定
書

猥
褻
刊
行
物
ノ
流
布
及
取
引
禁
止
条
約

日
本
・
リ
ベ
リ
ア
間
通
商
航
海
に
関
す
る
交
換
公
文
（
日
・
英
文
）

最
恵
国
待
遇
と
門
戸
開
放
と
の
類
似
点
に
関
す
る
一
考
察
（
ニ
・
完
）

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 R
E
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 D
E
 L
A
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 E
T
 D
U
 T
R
A
F
I
C
 D
E
S
 P
U
B
'
 

L
I
C
A
T
I
O
N
S
 O
B
S
C
E
N
E
S
.
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
F
O
R
 
T
H
E
 
S
U
P
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 
O
F
 T
H
E
 
C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 
O
F
 A
N
D
 T
R
A
F
F
I
C
.
 I
N
 

O
B
S
C
E
N
E
 P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
 

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 R
E
P
R
E
S
,
 

S
I
O
N
 D
E
 L
A
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 E
T
 D
U
 T
R
A
F
I
C
 D
E
S
 P
U
B
'
 

L
I
Z
A
T
I
O
N
S
 O
B
S
C
E
N
E
S
.
 
A
C
T
E
 F
I
N
N
A
L. 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 F
O
R
 T
H
E
 S
U
P
P
E
S
S
I
O
N
 

O
F
 T
H
E
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 O
F
 A
N
D
 T
R
A
F
F
I
C
 I
N
 O
B
S
C
E
N
E
 

P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
.
 
F
I
N
A
L
 A
C
T
.
 

最
恵
国
待
遇
と
門
戸
開
放
と
の
類
似
点
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

門
戸
開
放
、
機
会
均
等
、
商
業
自
由
附
満
州
石
油
専
買
問
題
及
コ
ン

ゴ
ー
の
オ
ス
カ
ー
・
チ
ン
事
件

世
界
恐
慌
以
来
の
世
界
通
商
条
約
及
通
商
協
定
（
二
）
ー
|

4
九
一
＝
一
年
の

憔
界
通
商
条
約
ー
ー
ー

重

光

重

光
立

蔵 蔵

作

太

郎

生

島

廣

治

郎

五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四

六 六 六 六 六 六 六 四 四 八

五
八

五
八

五
七
〇

五
七
〇

五
六
七

五
六

五
五
八

三
四
四

三
九
二

一
六

六
六
五

一
四
七

517 
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国際法外交雑誌総索引

A
N
N
E
X
E
.
 

A
N
N
E
X
.
 

外
務
省
告
示
第
三
十
一
号

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 reg
ardi
ng
 ・

 
t

h
e
 C
o
m
m
e
r
ci
al 
R
e
l
at
i

o
n
s
 
b
et

w
e
e
n
 J
ap
a
n
 

a
n
d
 B
u
r
m
a
 

P
r
ot
o
c
ol. 

外
務
省
告
示
第
百
―
一
号

日
本
印
度
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
公
文

日
本
印
度
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
公
文
（
英
文
）

日
本
綿
布
ノ
印
度
ヘ
ノ
輸
入
二
関
ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L. 

日
本
「
ト
ル
コ
」
間
貿
易
協
定

A
C
C
O
R
D
 S
U
R
 L
E
S
 E
C
H
A
N
G
E
S
 

L
E
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L
A
 TU
R
Q
U
I
E
.
 

C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 E
N
T
R
E
 

日
本
国
「
ト
ル
コ
」
国
間
貿
易
協
定
ノ
実
施
二
関
ス
ル
取
極

議
定
書

日
本
「
ビ
ル
マ
」
間
通
商
条
約

七 一七 一七 ＿七 ＿七 七 七 一七 一七 一七 一七 一七 五 五 五

六 六 六

九
四

九 九 八
七

J¥ }¥ 八
〇

八
〇

七
五

七 六
八

六
五

五
九
六

五
九
三

五九―――
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最
終
議
定
書

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
 E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 

日
本
「
ウ
ル
グ
●
イ
」
間
通
商
航
海
条
約

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 
P
O
U
R
 

S
U
R
 
L
E
S
 
E
C
H
A
N
G
E
S
 

J

A
P
O
N
 E
T
 L
A
 TU
R
Q
U
I
E
.
 

日
退
友
好
通
商
航
海
条
約
の
研
究

L
"
E
X
E
C
U
T
I
O
N
 
D
E
 L
'
A
C
C
O
R
D
 

C
O
M
M
E
E
R
C
I
A
U
X
 
E
N
T
E
R
 
L
E
 

日
本
国
逼
羅
国
間
友
好
通
商
航
海
条
約

最
終
議
定
書

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 F
R
I
E
N
D
S
H
I
P
,
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 S
I
A
M
 

F
I
N
A
L
 P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

伊
太
利
日
満
間
貿
易
協
定

署
名
議
定
書

A
N
D
 N
A
V
I
G
A
'
 

A
C
C
O
R
D
 
E
N
T
R
E
 
L
E
 
G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 
D
'
I
T
 AL
I
E
,
 
L
E
 

G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 D
U
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L
E
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 

D
U
 M
A
N
D
C
H
O
U
K
O
U
O
 P
O
U
R
 R
E
G
L
E
R
 L
E
S
 E
C
H
A
N
G
E
S
 

C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 E
T
 L
E
S
 P
A
I
E
M
E
N
T
S
 Y
 A
F
F
E
R
E
N
T
S
 E
N
'
 

T
R
E
 L
'
I
T
A
L
I
E
 D
'
U
N
E
 P
A
R
T
 E
T
 L
E
 J
A
P
O
N
 E
T
 L
E
 M
A
N
'
 

D
C
H
O
U
K
O
U
O
 D
'
A
U
T
R
E
 P
A
R
T
.
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
.
 

佐

藤

＿九 ＿九 一九 一七 一七 一七 一七 一七 ＿七 ＿七 ＿七

舜

三

七
一七

七 七 七

六 六 六一

九

九

六

七

九

九

六

一

九

九

六

九

九

五

九

六 六 六 六 六

六
〇

五
九

五
八
九

五
八
〇

五
四
四

九
七
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P
R
O
T
O
C
O
L
E
 F
I
N
A
L. 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 F
R
A
N
C
O
'J
A
P
O
N
A
I
S
E
 D
'
E
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 

E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 R
E
L
A
T
I
V
E
 A
 L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 F
R
A
N
'
 

C
A
I
S
E
 

A
C
C
O
R
D
 
F
R
A
N
C
O
'J
A
P
O
N
A
I
S
 
R
E
L
A
T
I
F
 
A
U
 R
E
G
I
M
E
 

D
O
U
A
N
I
E
R
,
 
A
U
X
 E
C
H
A
N
G
E
S
 
C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 
E
T
 A
 

L
E
U
R
S
 
M
O
D
A
L
I
T
E
S
 
D
E
 
R
E
G
L
E
M
E
N
T
 
E
N
T
R
E
 
L'IN' 

D
O
C
H
I
N
E
 E
T
 L
E
 
J

A
P
O
N
 

日
本
国
「
イ
ラ
ン
」
国
間
修
好
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
N
T
R
E
 L
'
E
M
P
I
R
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L'
E
M
'
 

P
I
R
E
 D
E
 L
'
I
R
A
N
 

日
•
仏
印
経
済
協
定

日
満
関
税
の
事
実
上
撤
廃

南
京
条
約
の
研
究
（
一
）

南
京
条
約
の
研
究
（
二
）

続
南
京
条
約
の
研
究

特
恵
に
関
す
る
研
究
（
一
）
通
商
条
約
先
例
、
関
税
及
び
貿
易
に
関
す

る
一
般
協
定
及
び
国
際
貿
易
憲
章
を
中
心
と
し
て
|
ー
_

日
本
国
印
度
支
那
間
関
税
制
度
、
貿
易
及
其
ノ
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
日
仏

協
定

仏
領
印
度
支
那
二
関
ス
ル
日
仏
居
住
航
海
条
約

有

田

武

男

四

九

植

田

捷

雄

四
六

植

田

捷

雄

四

五

植

田

捷

雄

四

五

植

田

捷

雄

四

大

平

善

梧

四

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇 一九

五

四

四

五
・
六

三
・
四 七

口
一
五
四

九
六
五

九

九

一

九

八

七

六

四

八

七

六

七 七 七 七 七

六
五
六

六
四
七

六
三
八

六

゜
5
 

六
三
七

2
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関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
三
・
完
）

T
R
A
D
E
 W
I
T
H
 C
H
I
N
A
 

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
,
 D
E
 
NAVIGATION,•ET 

D
E
 D
E
L
I
'
 

M
I
T
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
A
 R
U
S
S
I
E
 E
T
 L
E
 J
A
P
O
N
,
 si
g

n
e
 a
 S
hi
,
 

m
o
d
a
,
 le 2
6
 
j

a
n
vi
e
r
 1
8
5
5
 

T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
,
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 
K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 

G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 
A
N
D
 
N
O
R
T
H
E
R
N
 
I
R
E
L
A
N
D
 
A
N
D
 

J

A
P
A
N
 

P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

F
I
R
S
T
 
P
R
O
T
O
C
O
L
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
T
R
A
D
E
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 

A
N
D
 N
O
R
T
H
E
R
N
 I
R
E
L
A
N
D
 A
N
D
 
J

A
P
A
N
 

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
二
）

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
一
）

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
下
）

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
上
）

最
近
日
本
の
貿
易
協
定

特
恵
に
関
す
る
研
究
（
ニ
・
完
）
ー
—l通
商
条
約
先
例
、
関
税
及
び
貿
易
に

関
す
る
一
般
協
定
及
び
国
際
貿
易
憲
章
を
中
心
と
し
て

Dr. T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

六 六 六

六 六 六

六
0

四
•
五
・
六

五

有

田

武

夫

五

有

田

武

夫

五

有

田

武

夫

五

入

江

啓

四

郎

五

入

江

啓

四

郎

五

湯

川

盛

夫

五

〇

有

田

武

男

四

九

六 五 四 四 四 六

1
0
七

四

九

六

二
六

ニ
四
七

＿
―
-
五
九

四

0
三

三

九

〇

1
0

ニ―――

五

五

IXXI 
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戦
後
日
本
の
国
際
経
済
秩
序
へ
の
復
帰
ー
'
|
日
本
の

G
A
T
T
加
盟
問
題

東
欧
か
ら
見
た
国
際
通
商
関
係

S
E
C
O
N
D
 P
R
O
T
O
C
O
L
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
R
A
D
E
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 

A
N
D
 N
O
R
T
H
E
R
N
 I
R
E
L
A
N
D
 A
N
D
 
J

A
P
A
N
 

日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
プ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
通
商
、
居
住
及
び
航
海
条
約

署
名
議
定
書

日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
貿
易
関
係
に
関
す
る
第
一
議
定
書

日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
貿
易
関
係
に
関
す
る
第
二
議
定
書

最
恵
国
条
項
論
（
一
）

最
恵
国
条
項
論
（
ニ
・
完
）

国
際
貿
易
機
構
憲
章
と
「
発
展
途
上
国
」

G
A
T
T
と
発
展
途
上
国

G
A
T
T
の
紛
争
処
理
手
続
と
「
一
方
的
措
置
」

日
米
自
動
車
問
題
と

W
T
O
（
世
界
貿
易
機
関
）

の
紛
争
解
決
制
度

商
業
上
の
民
間
信
用
供
与
に
関
す
る
交
換
公
文

長

谷

川

田

所

小

松

昌

晋

九

五

幸

九

郎

八

九

佐

分

晴

夫

八

七
九

レ
ミ
ジ
ウ
ス
・
ビ
エ
ル
ザ
ネ
ッ
ク

横

田

洋

三

（

訳

）

佐

分

晴

夫

七

七

村

瀬

信

也

七

村

瀬

信

也

七

六

四

四

・

五

四

八

五

--'---
ノ‘ 一ノ‘ 一ノ‘ 一ノ‘

ーユ—·
ノ‘

三
・
四 五 四

四

二

九

六 六 六 六 六

五

四
二

七

二

九

九

一
六
五

二

七

四

五

三

五

一
三
五 ID/III 江 I 四如II IXXI 
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時
局
と
国
際
法
露
国
の
国
債
廃
棄
に
対
す
る
研
究
と
其
の
制
裁

キ
ー
式
と
ド
ラ
ゴ
ー
主
義
）

国
債
と
国
際
法

国
際
投
資
管
理
論

北
「
サ
ガ
レ
ン
」
二
於
ケ
ル
日
本
国
ノ
石
油
及
石
炭
利
権
ノ
移
譲
二
関
ス
ル

議
定
書
並
議
定
書
適
用
条
件(

1

)

東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決

(

2

)

東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
昭
和
二
十
八
年

（
ネ
）
第
八
九
九
号
（
原
審
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
―
―
十
八
年
（
ヨ
）
第
二
、

九
四
二
号

天
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
永
続
的
主
権
の
現
状
ー
'
|
国
際
連
合
事
務
局
に

よ
る
研
究
I

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決

ヨ
第
二
、
九
四
二
号

大
北
電
信
会
社
の
特
許
状
に
就
て

経
済
投
資
・
収
用
・
国
有
化

昭
和
二
十
八
年

国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
と
限
界
ー
_
W
T
o
／
ガ
ッ
ト
紛
争
解
決
手
続

の
法
的
性
質
—
|

W
T
0
体
制
に
お
け
る
貿
易
自
由
化
と
国
内
産
業
保
護

国
内
裁
判
所
に
よ
る
国
際
法
適
用
の
限
界
|
|
,
G
A
T
T
/
w
T
O
協
定
の

場
合

（
ト
ロ
ッ

安

藤

仁

介

藤

崎

萬

里

四

赤

木

立 雖

川
中

川

淳

司

間

宮

小

寺

進

作

太

郎
新

六
〇

五 •五 四一 二
九

一
七

一
六 1

0
0
 

勇

九

九

彰

九

五

六 六 六

一1

1

1

七

三
九
三

二
0
九

二
0

五

五

一

四
六
一
四

五

四

0
八

一
七
七

四
七
八

九
六
六
―
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投
資
の
保
証
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
と
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
間
の
協
定
（
付
、
関
係

法
規
）

国
際
投
資
の
基
本
問
題
ー
間
接
投
資
と
し
て
の
プ
ラ
ン
ト
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の

輸
出
と
仲
裁

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
国
際
法

国
家
契
約
に
お
け
る
仲
裁
条
項
の
機
能

開
発
協
定
と
仲
裁
裁
判

投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
仲
裁
判
断
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ー
ー
・

仲
裁
制
度
に
お
け
る
裁
判
所
の
権
限
と
当
事
者
の
意
思
の
妥
当
範
囲
に
つ
い

て
の
一
考
察
~

投
資
条
約
に
お
け
る
国
家
と
投
資
家
と
の
間
の
国
際
仲
裁
の
法
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
機
能

金
融
（
含

国
際
経
済
会
議
の
失
敗
原
因
の
考
察

日
泰
金
融
協
定

日
•
仏
印
決
済
協
定

世
銀
•
_
M
F
)

日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文

経
済

経
済
開
発
協
定
と
国
内
化
の
法
原
則

O
P
E
C
の
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
と
国
際
法

四

大

平

善

梧

四

大

平

善

梧

四

颯

山

政

道

森

川

俊

孝

横

川

桜

井

雅

夫

1
0
0
 

河

野

真

理

子

九

七

川

岸

繁

雄

九

安

藤

勝

美

八

四

川

岸

繁

雄

八

川

岸

繁

雄

七

九

喜

多

川

篤

典

七

新

七
六

五

三

一

四

ニ

八

八

八

八

一

四

八

八

六

―

一

四
一
九

五

四

九

九

四

二

五

三

三

九

一
――1
0
五
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日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文
（
仏
文
）

日
独
銀
行
支
払
協
定

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
一
）
ー
ー
、
国
際
公
社
論
の
試
み
|
|
'

援
助
・
協
力

四
国
借
款
と
国
際
道
徳

経
済
協
力
に
関
す
る
日
独
間
及
日
伊
間
協
定

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ド
イ
ツ
」
国
間
協
定

ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
返
済
協
定

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

第
一
議
定
書
の
実
施
細
目
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
1
伺
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

友
好
及
文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
間
条
約

入

江

啓

四

郎

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
イ
タ
リ
ヤ
」
国
間
協
定

井

手

マ
ニ
ラ
旅
客
手
荷
物
船
舶
積
込
規
則
改
正
（
七
月
八
日
）

経
済

横

田

洋

国
際
金
融
機
関
の
組
織
法
上
の
特
色
（
ニ
・
完
)
|
ー
申
I

際
公
社
論
の
試
み

横

田

洋

六

六
四
四
・
五
四
七
八
5
2
5

六

四

四

・

五

四

七

五

六
四
四
・
五

六 四 四 四 四

高

橋

作

衛

九

七
〇

七
〇

大

平

善

梧

四

四

六 六 六 四
1
0
 

四
六
九

六
四
五

六
四
四

六
四

三
九
〇

ニ
ニ
八

八
〇 七

二
六
五

四
七

八

八

二

九 ――六



国際法外交雑誌総索引

砂
糖
奨
励
金
に
関
す
る
万
国
会
議
条
約

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
2
に
定
め
る
合
同
委
員
会
に
関
す
る
交
換
公

文財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

A
N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 S
T
R
A
T
E
G
Y
 F
O
R
 

T
H
E
 S
E
C
O
N
D
 U
N
I
T
E
D
 
N
A
T
I
O
N
S
 
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 D
E
'
 

C
A
D
E
,
 2
4
 O
C
T
O
B
E
R
 19
7
0
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
2
6
 (
X
X
V
)
)
 

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
（
明
治
―
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

清
国
砿
業
条
例

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件

十
五
年
四
月
二
十
五
日
）

東
清
鉄
道
に
依
り
外
国
人
の
通
行
許
可
に
関
す
る
規
則

経

済

そ

の

他

南
北
問
題
と
国
際
立
法

一
次
産
品
に
関
す
る
国
際
機
構
と
国
際
協
力

日
本
の
対
外
援
助
の
法
的
側
面

（
明
治
三

西

海

真

樹

九

五

桜

井

雅

夫

七

七

横

田

洋

七
六

五 四 四 四 六

六

九

四

・

五

・

六

二

七

四

六

六

四

四

・

五

四

八

八 J¥ 
四

〇

六

二

五
四

〇

四

四

四

七
八

一

五

六

四

四

・

互

四

八

四

6
 

2
 

六

四

四

・

五

四

八

0

5



分野別索引

清
国
に
於
け
る
諸
外
国
鉄
道

J¥ 

7
 

四
九
5
2

外
国
電
報
の
制
限
（
省
令
二
月
五
日
官
報
）

軍
事
郵
便
物
（
勅
令
二
月
五
日
官
報
）

六
附
録
三
六

六
附
録
三
六

清
国
鉄
道

支
那
に
於
け
る
外
国
鉄
道
表

五

六

五

四

加
拿
陀
鉄
道
法
改
正
（
十
月
二
十
九
日
官
報
）

九
九

学
芸
及
美
術
著
作
権
保
護
万
国
同
盟
加
入

布
告
数
件

七
九

一七

六
五

農
商
務
省
告
示
第
百
一
号
（
明
治
三
十
六
年
五
月
十
三
日
）

外
務
省
告
示
第
三
号
（
明
治
―
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日
）

一七

六
五

一七

六
四

清
国
吉
林
省
砿
務
章
程

逓
信
省
告
ホ
第
二
百
五
十
三
号

六
五

六
二

小
包
郵
便
物
交
換
条
約
施
行
細
則

万
国
郵
便
連
合

万
国
郵
便
連
合

終
結
議
定
書

欧
州
列
国
砂
糖
会
議
解
説
理
由

万
国
郵
便
連
合

価
格
表
記
信
書
及
箱
物
交
換
約
定

小
包
郵
便
物
交
換
条
約

最
終
議
定
書

1
0
 

1
0
 

1
0
 

五 五

五
六

二
七

一
七

゜



国際法外交雑誌総索引

議
定
書

追
加
条
款

満
州
に
於
け
る
日
露
鉄
道
接
続
業
務
に
関
す
る
仮
条
約

万
国
無
線
電
話
協
約
附
帯
規
則
目
次

最
終
議
定
書

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
 AT
E
S
 
O
F
 
A
M
E
R
I
C
A
 
F
O
R
 
T
H
E
 
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 

IN 

K
O
R
E
A
 O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 D
E
S
I
G
N
S
,
 T
R
A
D
E
 M
A
R
K
S
 A
N
D
 

C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
 AT
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 F
O
R
 T
H
E
 R
E
C
I
P
R
O
C
A
L
 P
R
O
T
E
C
,
 

T
IQ
N
 
I
N
 
C
H
I
N
A
 
O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 
D
E
S
I
G
N
S
,
 
T
R
A
D
E
 

M
A
R
K
S
 A
N
D
 C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

補
約

ド
ラ
ゴ
ー
主
義
と
国
際
法

国
際
鉱
業
会
議
(

M

i

n
e
r
s
'
I
nt

e
r
n
at
i

o
n
a
l
C
o
n
g
r
e
s
s
)
 

砂
糖
会
議

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
（
明
治
三
十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
第
三
条
の
解
決
に
関
す
る
件

十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

（
明
治
三

立

作

太

郎

七 七 六 六 六 五 五 五 五 四 四 四

九 九 九 J¥ 
1

0

 

1
0
 

六

六
四

六
〇

七 七 六
九

六
六

六
五

六
四

七
八

七
七

六
四

五
九

285
 



分野別索引

国
際
統
計
協
会
に
就
て

法
庫
門
鉄
道
と
倫
敦
タ
イ
ム
ス
紙

無
線
電
信
と
国
際
法
（
国
際
公
法
一
般
雑
誌
、
千
九
百
六
年
第
一
号
所
載
）

日
本
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国
郵
政
庁
間
郵
便
為
替
業
務
約
定

明
治
四
十
年
七
月
十
九
日
東
京
に
於
て
及
千
九
百
七
年
一
月
三
十
一
日
倫
敦

に
於
て
署
名
せ
ら
れ
た
る
日
本
帝
国
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国

郵
政
庁
間
小
包
郵
便
約
定
を
修
正
す
る
追
加
条
款

来
る
へ
き
条
約
改
正
と
鉄
道
賃
率
問
題

国
際
阿
片
会
議
決
議

国
際
鉱
業
会
議

(
T
h
e

Int
ernational C
o
n
g
r
e
s
s
 of
 

Miners) 

安
奉
線
改
築
に
関
す
る
日
清
覚
書

吉
長
鉄
道
借
款
細
目
契
約
書

日
清
協
約
発
表
（
九
月
八
日
発
表
）

T
H
E
 R
U
S
S
O
,
C
H
I
N
E
S
E
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

仏
国
の
電
信
制
度

発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
に
関
す
る
日
仏
条
約
（
明
治
四
十
四
年
五
月

二
十
日
官
報
）

新
奉
及
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
続
約

米

田

奈

良

高

野

岩

無

名

吉 氏

ル
イ
、
ロ
ル
ラ
ン

山
内
四
郎
（
挫
慰

九 九

郎

九

八 八 J¥ 八 八 ノ＼ 七 七 七 七 七 七

1
0
 

四
1
0
 

九 六 五 五 四

八一
1-0

八

五

八

五
二
六
五

ー
ニ
六

五
〇

四
七

四
六

四 五 四
四

四
九

五
四

六
六

529 • 



国際法外交雑誌総索引

支
那
に
於
け
る
列
強
の
鉄
道
割
拠
を
論
す

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸
（
承
前
、
完
）

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸
（
承
前
）

日
露
間
鉄
道
船
舶
の
旅
客
及
手
荷
物
連
絡
の
運
輸
（
完
）

今

井

嘉

幸

大

江

武

男

大

江

武

男

大

江

武

男

大

江

武

男

大

江

武

男

四 六 六

一
九

和
蘭
と
著
作
物
保
護
条
約

三
――1
0

ニ

1

0
七 J¥ 

五
六
〇

四
八
九

日
露
間
鉄
道
船
舶
の
旅
客
及
手
荷
物
連
絡
運
輸
の
組
織

大

江

武

男

告
示

工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

I ・ I 

国
際
無
線
電
信
条
約
の
改
正
（
完
）

国
際
無
線
電
信
条
約
の
改
正

国
境
列
車
直
通
運
転
に
関
す
る
日
清
協
約

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
仏

条
約
批
准
交
換
覚
書

露
独
協
約
正
文

清
国
に
於
け
る
工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

ベ
ル
ヌ
条
約
に
和
蘭
国
加
入
の
告
示

渡

部

渡

部

信 信

1
0
 

1
0
 

九

五

四

一

五

四
1

0

 

二
九
四

二
九
四

八
三
一口一

三
八

二
九
二

二
九
三

一
八

一
四
〇

530 



分野別索引

関
於
満
州
国
輿
日
本
国
間
工
業
所
有
権
互
相
保
護
之
協
定

独
蘭
電
信
会
社

東
支
鉄
道
問
題

附
管
理
間
題
要
諦

日
満
工
業
所
有
権
保
護
協
定

阿
片
吸
食
防
止
協
定

A
C
C
O
R
D
 

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 

最
終
議
定
書

A
C
T
E
 F
I
N
A
L
 

F
I
N
A
L
 A
C
T
 

外
務
省
告
示
第
三
十
七
号

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
定
期
航
空
業
務
の
運
営
に
関
す
る
協
定

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 F
O
R
 T
H
E
 O
P
E
R
A
T
I
O
N
 O
F
 R
E
G
U
L
A
R
 A
I
R
 

S
E
R
V
I
C
E
S
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
.
 

灌
州
二
於
ケ
ル
日
満
合
弁
通
信
会
社
ノ
設
立
二
関
ス
ル
協
定
ノ
修
正
二
関
ス

ル
議
定
書

関
於
修
正
「
関
於
設
立
満
州
満
日
合
弁
通
信
公
司
之
協
定
」
之
議
定
書

南
満
に
於
け
る
日
支
鉄
道
問
題

戦
時
に
於
け
る
鉄
道
国
際
連
絡
運
送
に
就
て

清

水

泰

次

清

水

泰

次

高
ー

橋

簗

大

江

武

男

一九 一九 一九 一九 六 六 六 六 六 六 六 五 五

゜゚
一
九

ー3
 

八

七

二

0

5

八

七

一

九

七

七

一

七

七

七

0
六

七

七

0
六

七

七

〇

七 七 七 七

七

0
九

七

七

0
八

七

八 七
九

六
九
六

六
九
六

六
九

六
四
六

一
七
九

七

四

九

五



国際法外交雑誌総索引

国
際
河
川
流
域
の
汚
染
防
止

「
パ
ラ
オ
」
「
デ
ィ
リ
ー
」
間
航
空
業
務
設
定
二
関
ス
ル
日
本
国
政
府
「
ポ
ル

ト
ガ
ル
」
国
政
府
間
協
定

A
C
C
O
R
D
 E
N
T
R
E
 L
E
S
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 J
A
P
O
N
A
I
S
 E
T
 

P
O
R
T
U
G
A
I
S
 P
O
U
R
 L
'
E
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 
D
'
U
N
 
S
E
R
V
I
C
E
 

A
E
R
I
E
N
 E
N
T
R
E
 P
 AL
A
O
 E
T
 DI
L
L
 

舅
漢
鉄
道
打
通
の
意
義

原
子
力
の
非
軍
事
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
三
・
七
・

1

0
発
効
）

胆
訥
獣
保
護
条
約
問
題

脳
訥
獣
保
護
条
約

国
際
環
境
紛
争
に
お
け
る
日
本
の
役
割

気
象
調
節
活
動
に
対
す
る
国
際
法
上
の
規
制
の
限
界

有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
と
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
条
約

年
バ
ー
ゼ
ル
条
約
）
に
つ
い
て

越
境
損
害
と
国
家
の
国
際
適
法
行
為
責
任

海
獣
会
議
の
結
果
に
就
て

環
境

外
務
省
大
東
亜
省
告
示
第
三
号

（
一
九
八
九

薬

師

寺

公

夫

九

一

臼

杵

知

史

九

佐

伯

富

樹

八

月

川

倉

夫

七

七

芹

田

健

太

郎

七

六

道

家

米

田

齊 賓

1
0
 

1
0
 

九

六

七

植

田

捷

雄

四

一

四 四
〇

四
〇

―
―
-
•
四

六 五
1

0

 

六一

二

九

八 口
五

九

四

四

四

四

九 三

九

四

1

0
六 ： 

八

七

一

六

1

0
七
五

1

0

九
五
七

2
 

3
 

1

0

九

五

五

5



分野 別索引

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
文
化
協
定

日
本
国
タ
イ
国
間
文
化
協
定
に
付
て

日
独
文
化
協
定

健
康
・
文
化

国
際
環
境
法
に
お
け
る
国
家
の
管
理
責
任
|
|
'
多
国
籍
企
業
の
活
動
と
そ
の

管
理
を
め
ぐ
っ
て
l

地
球
環
境
保
護
に
お
け
る
損
害
予
防
の
法
理

A
B
K
 O
M
M
E
N
 U
B
E
R
 K
U
L
 TU
R
E
L
L
£
N
U
S
A
M
M
E
N
A
R
B
E
I
T
 

Z
W
I
S
C
H
E
N
 D
E
M
 D
E
U
T
S
C
H
E
N
 R
E
I
C
H
 U
N
D
 
J

A
P
A
N
.
 

日
本
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
文
化
協
定

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
T
 D
E
 C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N
 C
U
L
'
 

T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 HO
N
G
R
I
E
.
 

文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
プ
ラ
ジ
ル
」
国
間
条
約

C
O
N
V
E
N
I
O
 D
E
 I
N
T
E
R
C
A
M
B
I
O
 C
U
L
T
U
R
A
L
 E
N
T
R
E
 O
 JA
P
A
O
 

E
 O
 B
R
A
S
I
L
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
 A
N
T
 
L
A
 
C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N
 

C
U
L
T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
 B
R
E
S
I
L
 

文
化
財
・
文
化
協
力
協
定

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

池

田

文

雄

箕

輪

六
四

六
四

四

郎

四

四 四 四
＿九 一九 八 八

兼

原

敦

子

九

村

瀬

信

也

九

四

・

五

四

九

四
・
五 五

―
―
-
•
四

=
-
•
四

一九 一
九
七

一
九
五

一
九
四

一
八
五

一
八
―
―
―

＝
―
-
―
-
五

九

五

九

四

四
四
八

四

一

八
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国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題
（
二
完
）

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題

に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
一
節
|
|
'

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題

際
法
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
l
節
~

(
-
)
|
「
国
際
法

（
ニ
・
完
）

国
際
社
会
に
お
け
る
違
法
と
責
任

伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
性
格
|
_
国
家
責
任
法
の
転
換

(

-

)

|

 

国
家
責
任
と
契
約
責
任
の
交
錯
ー
~
源
開
発
契
約
を
素
材
に
I

中

川

淳

司

九

〇

植

木

俊

哉

九

〇

国
際
組
織
の
国
際
違
法
行
為
と
国
家
責
任
1

国
際
責
任
法
へ
の
一
視
座

国
際
法
の
新
動
向

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題

国
家
の
責
任
を
論
す

国
際
不
法
行
為
に
対
す
る
国
家
の
責
任

国
際
責
任

一
般

大
韓
民
国
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
る
文
化
財
に
関
す
る
往
復
書
簡

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ

い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

|

「

国

松

井

芳

郎

八

九

深

津

栄

安

井

安

井

松

原

松

原

松

原
泉

七
六

郁

三

九

郁

三

九

雄 雄 雄 哲

山

田

準

次

郎

J¥ 

゜゚
ニ
四 五

五 四

四

八

五 四 九 J¥ 

六
0
五

一
五
七

二
三
四

三
九
〇

二
九
五

＿o-―
-
五

―
―
七

五
〇

六

四

四

・

五

五

0

六

四

四

・

五

五

0
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分野別索引

国
際
不
法
行
為
の
要
素
に
就
て

国
家
責
任
成
立
の
国
際
法
上
の
基
盤

国
家
責
任
に
関
す
る
国
際
法
委
員
会
の
法
典
化
作
業
と
そ
の
問
題
点

越
境
損
害
と
国
家
の
国
際
適
法
行
為
責
任

国
際
環
境
法
に
お
け
る
国
家
の
管
理
責
任
ー
ー
多
国
籍
企
業
の
活
動
と
そ
の

管
理
を
め
ぐ
っ
て

地
球
環
境
保
護
に
お
け
る
損
害
予
防
の
法
理

国
家
責
任
法
に
お
け
る
「
一
般
利
益
」
概
念
適
用
の
限
界

国
家
責
任
法
の
機
能
！
損
害
払
拭
と
合
法
性
コ
ン
ト
ロ
ー
J
V
I

国
際
責
任

責
任
の
発
生

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
(
-
)
ー
ー
＇
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
|
|
_

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
二
)
|
|
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
I

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
三
）
ー
|
ー
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
|
_
`

党
独
裁
制
と
国
際
責
任
（
四
）
ー
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
々
民
党
I

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
一
）

国
際
法
上
の
「
自
己
完
結
的
制
度
」
に
関
す
る
一
考
察

波

多

野

里

望

五

九

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

松

原

西

村
兼

原

敦

子

九

四

兼

原

敦

子

九

村

瀬

信

也

九

一

薬

師

寺

公

夫

九

一

安

藤

仁

介

九

山

本

草

山

本

雄

二
七

弓

九

五 九一

良

九

三

国
際
連
合
に
お
け
る
国
家
責
任
法
の
転
換
1

国
家
責
任
法
の
転
換
（
ニ
・

完
）
|
|

松

井

芳

郎

九

六 五

四

七

四 九

八

一

九

四

四

七

三
・
四

三
•
四

三
・
四

―
―
-
•
四

三
・
四

三
七
一

六
四 六 三 五

六

四
四
八

四
一
八

六一 ： ニ
八
九

一
五
八

四

四

一

九
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国際法外交雑誌総索引

海
牙
仲
裁
条
約
に
関
す
る
デ
カ
ン
博
士
の
理
由
説
明
書

国
際
責
任

責
任
の
追
及
・
解
除

丁
抹
艦
隊
差
押
事
件
の
先
例
的
価
値

自
衛
と
復
仇

国
内
的
救
済
原
則
の
法
的
性
格
と
「
複
合
行
為
」
ー
国
家
責
任
条
文
草
案

の
批
判
的
分
析
ー
~

紛
争
の
平
和
的
処
理

海
牙
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
二
関
ス
ル
デ
カ
ン
博
士
ノ
説
明
書
（
承
前
）

一
般

国
際
違
法
行
為
責
任
に
お
け
る
過
失
の
機
能

加

藤

信

行

九

〇

松

原

雄

板

倉

卓

造

兼

原

敦

子

九

六

四 六 九

八

一

七

六

八
H
ハ

六
九

二
0
九

八
六
七

国
家
の
単
独
の
決
定
に
基
づ
く
非
軍
事
的
制
裁
措
置

中

谷

和

弘

八

九

自
衛
理
論
の
転
換
点
l

I

L

C
国
家
責
任
条
約
草
案
に
お
け
る
違
法
性
阻

却
事
由
ー
ー

国
籍
継
続
の
原
則
の
問
題
点

筒

井

若

水

八

〇

陳原

光正

輝行

七

現
代
国
際
法
に
お
け
る
無
過
失
責
任
原
則
の
機
能

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
二
）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
（
三
・
完
）

山

本

草

波

多

野

里

望

六
九

六
〇

波

多

野

里

望

五

九

三
・
四 四 六

二
六
一

三
九
二

二
九
三

―
―
五

七

6
 

5
 

七
六
四

3



分野別索引

寿
府
平
和
議
定
書
と
「
ロ
カ
ル
ノ
」
協
定

国
際
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
と
司
法
的
解
決
と
の
分
化

国
際
連
盟
の
内
国
際
仲
裁
々
判
条
約
に
関
す
る
重
要
な
る
瑞
西
国
政
府
の
提

議 米
国
の
首
唱
せ
る
第
二
回
平
和
会
議
の
趣
意

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績
（
二
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
(
-
―
-
)

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
四
）

第
二
回
平
和
会
議

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
五
）

第
二
回
平
和
会
議
（
承
前
）

国
際
法
の
改
正

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ウ
ィ
ア
三
国
と
国
際
紛
議
平
和
的
解
決
運
動

P
R
O
T
O
C
O
L
 F
O
R
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 I
N
T
E
R
'
 

N
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
P
U
T
E
S
.
 

ロ
カ
ル
ノ
条
約
と
平
和
議
定
書

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
六
）

杉

村

陽

太

郎

立 森 寺

田

四

郎

杉

村

陽

太

郎

野
瀑
武
之
助
（
訳
）

稲

垣

守

克

無 倉

知

鐵

無 倉

知

鐵

無 無 無 無

作

太

郎

名 名 名 名 名 名

喬 氏 吉 氏 吉 氏 氏 氏

高

橋

作

衛

二
五

二
五

ニ
四

二
0

二
0

一九 一六 六 六 六 六 六 六 六

氏
ー
六
—

九
1
0
 

1
0
 

六 六
1
0
 

J¥ 七 七 六 五 四

1

0
四
二

―
―
二
四

ニ
ニ
七

八
三
九

六
二
0

五
六
五 .0 

1
0
七 八

1

0

 

四 四 五
九

五 五
六

ニ
四
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国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
ニ
・
完
）

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
の
法
構
造
（
一
）

牧

田

幸

人

八

牧

田

幸

人

八

条
約
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
を
め
ぐ
る
問
題

坂

紛
争
の
解
決
に
関
す
る
交
換
公
文

紛
争
の
義
務
的
解
決
に
関
す
る
選
択
署
名
議
定
書
と
各
条
約
の
最
終
条
項

一九――
1
0
|
―
九
三
三
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
処
理
の
発
達

一
九
三
四
ー
一
九
三
五
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
情
勢
(
-
)

一
九
三
四
ー
一
九
三
五
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
情
勢
（
ニ
・

完）O
P
T
I
O
N
A
L
 P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 C
O
M
P
U
L
S
O
R
Y
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 D
I
S
P
U
T
E
S
 

皆

川

国
際
変
化
と
国
際
法

国
際
紛
争
の
解
決
と
安
全
保
障

大

澤

松

原

一
九
二
九
年
中
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
の
発
達

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
(
-
)

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
二
）
―

元

茂

樹

七

八
洸

五

八

又

正

雄

又

正

雄

又

正

雄

章 雄

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

立

国
際
法
問
答
仲
裁
裁
判
、
司
法
的
解
決
及
び
連
盟
理
事
会
の
審
査
に
関
す

る
問
答

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
に
関
す
る
新
傾
向

松

原

作

太

郎 雄

六

四

四

・

五

五

0

五
八 六 六

二
九

ニ
八

ニ
八

二
七

二
六

四

四

四

八

四 五

四

五

六

1
0
 

四

七
九

一
七
九

一
五
五

1
0
0九

六
四

1
0

九
六
八

九 五

八
一
九

九
四

四
三
三

ニ
四
三

一
八
三

三
七
二

三
四
四
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書
名
議
定
書

調
停
の
二
種
に
就
て

横

田

喜

横

田

喜

立

郎 郎

作

太

郎

四 四 四 四 四 四
ニ
八

調
停
委
員
会
問
題
（
一
）

調
停
委
員
会
問
題
（
二
完
）

審
査
会
と
海
牙
条
約

北
海
事
件
の
国
際
審
査
に
関
す
る
英
露
の
協
約
文

紛
争
の
平
和
的
処
理

国
際
審
査
会
に
就
て

非
裁
判
処
理

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合
（
ニ
・
完
）

日
本
国
和
蘭
国
間
司
法
的
解
決
、
仲
裁
裁
判
及
調
停
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
E
'RE
G
L
E
M
E
N
T
 J
U
D
I
C
I
A
R
E
,
 D
'
A
R
B
I
T
R
A
G
E
 E
T
 

D
E
 C
O
N
C
I
L
I
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
S
 P
A
Y
S
,
B
A
S
.
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
.
 

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
二
）

国
際
紛
争
処
理
制
度
の
多
様
化
と
紛
争
処
理
概
念
の
変
容

横

田

横

田

喜

澤

田

瀑

田

喜

三

宮

野

洋

郎

ニ
八

郎 謙 謙

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ウ
イ
リ
ヤ
ム
、
テ
ー
、
ス
テ
ー
ド

aillia
m
 T. St
ead) 

ニ
八

九
七

，
 

3
 

九

七

九

八

5

J¥ 六 六 六 六
1
0
 

五

四

四

四 五 五 四

六
九
八

付

九

付

九
付 付

――1
0
七

九
三
三

九

八

七

八

七

一

七
四

一七
四
〇



国際法外交雑誌総索引

国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
二
）

横

田

横

田

横

田
松

原

国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
一
）

法
的
紛
争
の
概
念
（
一
）

法
的
紛
争
の
概
念
（
二
）

法
的
紛
争
の
概
念
（
三
）

国
際
裁
判
に
対
す
る
米
国
の
理
想
と
其
矛
盾

中
米
に
於
け
る
国
際
平
和
維
持
機
関
の
設
定

裁
判
処
理

国
連
事
務
総
長
の
周
旋
活
動
（
1）

国
連
事
務
総
長
の
周
旋
活
動
(

2

)

調
停
と
裁
判
に
つ
い
て
の
問
題

国
際
調
停
の
意
義

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決

会
の
展
開
を
中
心
に

紛
争
の
平
和
的
処
理

一
般

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
三
・
完
）

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
一
）
~
州
平
和
委
員
会
の

展
開
を
中
心
に

（
ニ
・
完
）
ー
米
州
平
和
委
員

松

原

大

山

卯

次

郎

泉 林 林 中

村

中

村

横

田

喜

三

喜 喜 喜

司 司

田

岡

良

郎 郎 郎 雄 雄 哲 宣 宣

大

淵

仁

右

衛

門

郎

八 ノ＼ J¥ 
ニ
八

九
〇

九
〇

道

八

〇

道

七

六 六
四 J¥ 四

四 六

ニ
四

―
二
五

二
七

二
六

1

0

 

1
0

九
四
五

1

0
九

三
一
五

四
六

五
九

1

0
七

九
七

1

0

八
九

540 
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分野別索引

紛
争
の
平
和
的
処
理

家
屋
税
問
題
と
仲
裁
々
判

議
定
書
附
属
外
交
文
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
.
 

仲
裁
裁
判
の
法
理

仲
裁
裁
判
の
法
理

裁

判

処

理

仲

裁

一
般
利
益
に
も
と
づ
く
国
家
の
出
訴
権
（
ニ
・
完
）

国
際
裁
判
の
機
能
的
制
約
論
の
展
開
ー
—
'
政
治
的
紛
争
論
の
検
証
ー
ー
ー

一
般
利
益
に
も
と
づ
く
国
家
の
出
訴
権
（
一
）

松

原

松

原
山

田

横

田

喜

深

津

栄

皆

川
深

津

栄

横

田

喜

雄 雄 良

杉

原

高

嶺

九

六

杉

原

高

嶺

七

四

杉

原

裔

嶺

七

四

国
際
裁
判
と
日
本

郎

七

国
際
判
決
の
執
行
を
め
ぐ
る
諸
問
題

国
際
判
決
の
執
行

国
際
裁
判
と
国
内
管
轄
権
の
原
則

洸

調
停
と
裁
判
に
つ
い
て
の
問
題

大

淵

仁

右

衛

門

法
的
紛
争
の
概
念
（
六
・
完
）

郎

六
七

六

五

六

四

六

四 J¥ 

1
0
 

九 八 八

四
・
五 四

五
・
六 六 六 六、

法
的
紛
争
の
概
念
（
四
）

法
的
紛
争
の
概
念
（
五
）

横

田

横

田

喜 喜

三

郎 郎

八 八

五 四

ー

四
．

54

七
二
0

一九

六
九
八

二五―――

――
1
0
九

四
二
四

六
四
六
七

五
二
七

1

0
七

四
九 八

三
四
二



国際法外交雑誌総索引

国
際
法
上
仲
裁
な
る
用
語
に
就
て

英
米
仲
裁
条
約

仲
裁
裁
判
と
万
国
平
和

日
米
仲
裁
条
約
の
効
力

仲
裁
裁
判
に
附
す
へ
き
事
項
を
説
明
し
て
日
米
仲
裁
条
約
締
結
の
風
評
に
論

及
す

ト
ー
マ
ス
、
ウ
イ
リ
ン
グ
、
バ
ル
チ

東
譲
―
―
一
郎
（
訳
）

米

田

賓

寺

尾

亨

一四
1
0
 

1
0
 

無

名

氏

九

カ
ザ
プ
ラ
ン
カ
事
件
に
関
す
る
仏
独
仲
裁
裁
判
に
付
す
る
の
契
約
書

七

六 六 五

五
一
〇

四
七
九

―
―
六

五
八

1

0

七
八
九

．五

米
国
上
院
と
仲
裁
条
約

モ
ス
ケ
ッ
ト
仲
裁
裁
判
に
就
て

海
牙
平
和
会
議
二
提
出
セ
シ
露
国
仲
裁
条
約
案
—
ー
＇
義
務
的
仲
裁
裁
判
ノ
説

明 常
設
仲
裁
裁
判
所
逼
羅
国
裁
判
官
任
命

英
仏
新
仲
裁
条
約
に
関
す
る
欧
州
人
の
批
評

海
牙
仲
裁
条
約
に
関
す
る
デ
カ
ン
博
士
の
理
由
説
明
書

英
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

米
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

伊
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

日
米
仲
裁
裁
判
条
約

七 四

七 四

五 五
一七

七
六

七
四

七 五 1
、
1
、

J

J

 

六 虎
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分野別索引

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 I
N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
R
B
'
 

I
T
R
A
T
I
O
N
 

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
R
'
 

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合
（
ニ
・
完
）

日
本
国
和
蘭
国
間
司
法
的
解
決
、
仲
裁
裁
判
及
調
停
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
E
 R
E
G
L
E
M
E
N
T
 J
U
D
I
C
I
A
R
E
,
 D
'
A
R
B
I
T
R
A
G
E
 E
T
 

D
E
 C
O
N
C
L
I
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
S
 P
A
Y
S
,
B
A
S
.
 

署
名
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
RE. 

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
二
）

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
裁
判
調
停
条
約
（
三
・
完
）

仲
裁
裁
判
の
法
的
本
質
＇
~
そ
の
事
実
的
考
察
ー
—
’

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
_
I
O
N
 

A
b
o
ut
 t

h
e
 H
e
a
di
n
g
s
 of
 
T
r
e
at
i

es. 

A
M
E
R
I
C
A
N
 R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 
I
N
 

B
I
T
R
A
T
I
O
N
 

I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
A
R
'
 

国
際
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
と
司
法
的
解
決
と
の
分
化

横

田

横

田

横

田

横

田

横

田

森

喜 喜 喜 喜

横

田

喜

喜

Ki
y

o
 Su
e
 I
n
ui

 

Ki
y

o
 Su
e
 l
n
ui

 

Ki

y

o
 Su
e
 I
n
ui

 

郎

三

九

郎 郎 郎

三

四

郎 郎 喬

四 四 四 四 四 四
ニ
八

ニ
八

二
七

二
七

二
七

二
七

ニ
四

九

七

1
0

八
九

九

七

九

八

八 六 六 六 六 五 四 四

]

O

 

六
九
八

付
九

付
九

付 付
四
四

―
―
二
四

三
九
四

三
0
七

五

五

一

六

四

四

一

六 0
六

543 



国際法外交雑誌総索引

資
料
9

仲
裁
裁
判
所
に
関
す
る
附
属
書

R
A
L
 T
R
I
B
U
N
A
L
 

資
料
7

資
料
6

資
料
5

資
料
4

原
告
（
豪
•
N
N
)

S
O
U
G
H
T
 

の
訴
状
に
お
け
る
請
求
主
題

資
料
3

資
料
1

P
R
O
'
 

国
際
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
衡
平
！
領
域
お
よ
び
国
境
紛
争
を
め
ぐ
る
仲
裁

裁
判
を
中
心
と
し
て
|
|

投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
仲
裁
判
断
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
|
ー
,

仲
裁
制
度
に
お
け
る
裁
判
所
の
権
限
と
当
事
者
の
意
思
の
妥
当
範
囲
に
つ
い

て
の
一
考
察
~

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
資
料
集

み
な
み
ま
ぐ
ろ
事
件
の
経
緯
（
年
表
）

資
料
2

原
告
（
豪
•
N
N
)
に
よ
る
暫
定
措
置
の
要
請
主
題

V
I
S
I
O
N
A
L
 M
E
A
S
U
R
E
S
 R
EQ
U
E
S
T
E
D
 

国
際
海
洋
法
裁
判
所
の
暫
定
措
置
命
令
主
文
（
日
英
文
）

仲
裁
裁
判
判
決
主
文
（
日
英
文
）

仲
裁
裁
判
官
一
覧

R
E
L
I
E
F
 

仲
裁
裁
判
所
管
轄
権
審
理
に
お
け
る
当
事
国
の
申
立
て
（
英
文
）

資
料

8

み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N

F
O
R
 C
O
N
S
E
R
V
A
T
I
O
N
 O
F
 S
O
U
T
H
E
R
N
 B
L
U
E
F
I
N
 T
U
N
A
 ・
 

A
N
N
E
X
 F
O
R
 A
N
 AR
B
I
T
'
 

有松

吉川

留る

美い

-
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

河

野

真

理

子

九

七

好

正

弘

七

七

四
五
六

四
一
二
六

四――――――

四
I

l

l

四

四
一
二
八

四
三
九

四

二

七

四

二

六

四
一
五
．

四
一
四

544 



分野別索引

国
際
公
法
上
の
仲
裁
々
判
の
観
念
の
最
近
の
変
化

仏
会
館
に
於
け
る
講
演
）

（
一
九
二
九
年
六
月
六
日

ジ

ャ

ン

レ

イ

ニ
八

八

七

二

七

54
 

5
 

米
国
の
国
際
司
法
裁
判
所
参
加
問
題

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
就
て
（
二
、
完
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
就
て
(
-
)

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
開
設
（
上
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
ノ
開
設
（
下
）
（
接
続
篇
第
二
号
）

国
際
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
と
司
法
的
解
決
と
の
分
化

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合

国
際
裁
判
と
調
停
と
の
有
機
的
結
合
（
ニ
・
完
）

国
際
連
盟
の
内
国
際
仲
裁
々
判
条
約
に
関
す
る
重
要
な
る
瑞
西
国
政
府
の
提

議

紛
争
の
平
和
的
処
理
裁
判
処
理

横

田

横

田
松

原
阪

本

瑞

男

森 織

田

織

田
山

田

山

田
立

喜

三

喜

三

郎 郎 雄 喬 萬 萬 良 良

杉

村

陽

太

郎
作

太

郎

野
澤
武
之
助
（
訳
）

ニ
八

ニ
八

二
六

二
五

ニ
四

二
0

一九 一九

五 四

四
四

三
0
七

九
四

五

四

四

五

1
0
 

六 四

1

0
三

―
―
二
四

二
0

四
四
七

七 二
―
七

二
五
五

゜



国際法外交雑誌総索引

L
e
s
 t
r

ansformations recent

es d
e
 l'
i

d
e
e
 d'arbi
t
r

a
g
e
 e
n
 droi
t
 i

nt
erna, 

t
i

onal p
u
bl
i

c. 
(
C
a
u
s
e
ri
e
 do
n
e
e
 a
 la 
M
ai
s
o
n
 franco,J

ap
o
n
ai
se, 
le 
6
 

J
u
i
n
 1
9
2
9
)
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
二
応
訴
ノ
義
務
ヲ
受
諾
セ
ル
条
約

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
六
条
ノ
受
諾
二
附
シ
タ
ル
各
国
ノ
留
保

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
の
法
律
的
性
質

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
の
法
律
的
性
質
（
二
完
）

国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
一
）

国
際
裁
判
に
於
け
る
制
限
と
留
保
（
二
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
と
国
際
私
法
問
題

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
改
正
議
定
書

千
九
百
二
十
九
年
九
月
十
四
日
の
議
定
書
の
附
属
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 

P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

A
N
N
E
X
E
 A
U
 PR
O
T
O
C
O
L
E
 D
U
 
1
4
 S
E
P
T
E
M
B
R
E
 1
9
2
9
 

A
N
N
E
X
 T
O
 T
H
E
 P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 1
4
 1
9
2
9
.
 

外
務
省
告
示
第
二
十
五
号

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
職
能
に
関
す
る
二
三
の
考
察

松

原

松

原

織

田

大

澤

大

澤

J

ean R
a
y
 

雄 雄 萬 章 章

五 五 五 五 五 五 五

江

川

英

文

三

四

゜゚゜
二

九
二

九
ニ
八

五 五

四

七

四

五

四

七

四

五

四

七

五

四

七

五 五 七

五

六

七

四 六

四
九
〇

四

六

四

四
六
一 二

六
1
0
 

五

0
九

一
四
〇

八

七

四

六

八

七

四

五

八

八

八
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分野別索引

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
判
断
回
避
の
法
理

任
意
条
項
制
度
に
お
け
る
相
互
主
義
の
問
題

紛
争
の
平
和
的
処
理

国
際
司
法
裁
判
所

国
際
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例

国
際
司
法
裁
判
所
の
七
年

国
際
司
法
裁
判
所
の
現
況

裁
判
処
理

国
際
司
法
裁
判
所

任
意
条
項
受
諾
宣
言
の
期
限
と
留
保
ー
ー
＇
五

0
年
を
経
た
国
際
司
法
裁
判
所

の
問
題
情
況
の
一
側
面
ー
ー

ピ
ー
ス
・
パ
レ
ス
と
国
際
司
法
裁
判
所
の
近
況

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例
ー
一
九
七

0
年

代

ー

国
際
司
法
裁
判
所
規
則
(
-
九
七
八
年
改
正
）
（
仮
訳
）

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
第
三
国
の
訴
訟
参
加

国
際
司
法
裁
判
所
の
司
法
機
能
の
積
極
性
と
消
極
性

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
選
択
条
項
に
お
け
る
留
保
お
よ
び
そ
の
期
間
|
ー

一
九
八
四
年
の
シ
ュ
ル
ツ
書
簡
を
契
機
と
し
て
1

古

川

照

美

八

七

小

田

小

田

小

田

小

田

関

野

昭

滋

八

六

滋

八

五

杉

原

高

嶺

八

五

滋

八

四

滋

八

一

（

訳

）

八
〇

六 六 六

五――――： 五七五 九
六
四 八

六

七
八

小

田

滋

杉

原

裔

嶺

関

野

昭

関

野

昭

関

野

昭

杉小

原田

高

嶺滋

中前

村原

光

洸雄

七 七
〇

六
九

六
七

六 六 六

五
五
ニ
・
三
・
四

六
0
四

二
二
六

五
三
五 五

七
七
七

一
七
七
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国際法外交雑誌総索引

ァ
ッ
ベ
・
ド
・
サ
ン
ピ
エ
ー
ル
の
永
久
平
和
案
に
就
て

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
「
交
渉
命
令
判
決
」
の
再
評
価
（
ニ
・
完
）

米
国
の
首
唱
せ
る
第
二
回
平
和
会
議
の
趣
意

平
和
と
国
際
法

第
三
回
平
和
会
議
の
開
催
及
其
の
議
題

コ
ス
モ
ス
著
「
永
続
す
可
き
平
和
の
基
礎
」
を
読
み
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
に
告

＜
 

太
平
洋
会
議
に
至
る
ま
で

連
盟
平
和
論
の
一
誤
謬

平
和
運
動
の
歴
史
的
考
察

国
際
平
和
思
想
よ
り
観
た
る
カ
ン
ト
と
ウ
ヰ
ル
ソ
ン

ロ
カ
ル
ノ
条
約
と
平
和
議
定
書

寿
府
平
和
議
定
書
と
「
ロ
カ
ル
ノ
」
協
定

シ
ョ
ッ
ト
ウ
エ
ル
の
平
和
計
画
に
就
て

S
e
c
u
nt
e
 (1
)

 

S
e
c
u
ri
t

e
 (
安
全
）
（
二
）

安
全
保
障

一
般

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
「
交
渉
命
令
判
決
」
の
再
評
価
（
一
）

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

松

原

杉

村

陽

太

郎

立 紳

川

彦

松

紳

川

彦

松

澤

田
立 雖

川
立 寺

尾

坂 坂

元 元

雄

作

太

郎

謙

作

太

郎

新

作

太

郎

亨

高

橋

作

衛

二
七

二
七

二
七

二
五

二
五

二

0
二

0
一
六

1
0
 

六

茂

樹

九

八

茂

樹

九
六

七 六 九

六
五

五
一
七

二
―
七

八

七

0
八

九 七 五 八 六

九
0
三

ニ
ニ
七

八
三
九

六
八
一 八

六

六
0
九

ニ
四

七
九

ニ
八
九
4
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分野別索引

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
四
・
完
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立

（三）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
二
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
一
）

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義
(
-
―
-
•
完
）

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

安
全
保
障
に
於
け
る
条
約
の
二
重
の
意
義

共
同
安
全
保
障
組
織
に
就
て

Securi
t

e
 (
安
全
）

安
全
保
障
と
連
盟
規
約
の
研
究

国
際
紛
争
の
解
決
と
安
全
保
障

安
全
保
障
問
題

Securi
t

e
 (
安
全
）

（八）
（七）

Securi
t

e
 (
安
全
）

（六）

Securi
t

e
 (
安
全
）

（五）

Securite 
(
安
全
）

国
際
制
裁
に
就
て

Securi
t

e
 (
安
全
）

（四）
（三）

大

睾
、
1

大

澤
大

墨
、
1

大

澤
大

臨

‘"‘, 

大

澤
大

澤

横

田
大

瀑

喜

紳

川

彦

章

三

七

章

七

章

三

七

章 章 章 章

細

野

軍

治

郎 章

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

七 五 四 四 四 ： 二九 ニ
八

ニ
八

ニ
八

二
七

二
七

松
ー
ニ
七

二
七

八

八

七 五 四

六
0
六

四
六
七

三
0
ニ

―
二
七

1
0

八
七
〇

九

七

六

六

ヽ

0 - 七
1
0
 

九 J¥ 

二
七 六

1
0
0
九

六
三
八

―
二
六 六

八

七

四

八
七
三
八

八
三
七

九

一

二

八
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安
全
保
障
戦
争
の
違
法
化
・
自
衛

日
本
の
安
全
保
障

軍
縮
と
非
核
兵
器
国
の
安
全
保
障
1

国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
お
け
る
議
論

を
中
心
に
ー
ー

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
(
-
)
ー
ー
法
社
会
学
的

分
析
l

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
（
ニ
・
完
）
法
社
会

学
的
分
析
|
l
_

吾
人
の
戦
争
観

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 A
 R
E
S
O
U
D
R
E
:
 (a
 

s
ui
vre) 
1. 
U
n
e
 i
d
e
e
 e
n
 c
o
n
tra, 

di
ction a
v
e
c
 le p
ri
n
ci
p

e
 fon
d
a
m
e
nt

al 
d
u
 droit i
nt
ernational
.
 

安
全
保
障
に
関
す
る
新
聞
論
調

安
全
保
障
に
関
す
る
雑
誌
論
調

平
和
保
障
条
約
と
日
本
の
外
交
ー
|
特
に
満
州
事
変
を
中
心
と
し
て

国
際
平
和
と
安
全
の
確
保

平
和
の
哲
学

Ni

n
a
g
a
w
a
 A
r
at
a
 

雖

川

雖

川

雖

川

廣

瀬

和

子

九

七

廣

瀬

和

子

九

七

黒

沢

寺

澤

新 新 新 満

七

八
五

石

本

泰

雄

五

横

田

前

喜

郎

五

植

田

捷

雄

四

七

尾

高

朝

雄

四

七

九 七 六 四

―
―
-
•
四

―
―
-
•
四

原

光

雄

四

五

七

・

八

11 六 七
四

一
四
四

三

五

五 九 六
八 ： ―

二
七

一

九

七
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分野 別索引

自
衛
権

不
戦
条
約
に
適
合
せ
し
む
る
連
盟
規
約
の
改
正

T
h
e
 T
e
xt
 
of
 t

h
e
 A
nti
,
W
a
r
 T
r
e
at
y
.
 

ド
ラ
ゴ
ー
主
義
と
国
際
法

政
治
同
盟
の
研
究

時
局
と
国
際
法
露
国
の
国
債
廃
棄
に
対
す
る
研
究
と
其
の
制
裁
（
ト
ロ
ッ

キ
ー
式
と
ド
ラ
ゴ
ー
主
義
）

シ
ベ
リ
ヤ
出
兵
の
法
理
的
論
拠
と
先
例

丁
抹
艦
隊
差
押
事
件
の
先
例
的
価
値

米
国
提
案
非
戦
条
約
と
国
際
連
盟

不
戦
条
約
に
関
す
る
米
仏
交
渉

戦
争
と
自
衛
権

不
戦
条
約
の
国
際
法
観

自
衛
と
復
仇

自
衛
権
概
説

満
州
事
件
と
国
際
法

万
国
平
和
論
に
就
て

戦
争
の
是
非
及
本
質
に
関
す
る
数
説

杉

村

陽

太

郎

横

田
立 松

原

喜

郎

作

太

郎

雄

国

際

連

盟

事

務

局

東

京

支

局

立

作

太

郎

松

原

松

原
鮪

川

雖

川

立 寺
，

尾

雄 雄

肺

川

彦

．

松

板

倉

卓

造

高

橋

作

衛

新 新

作

太

郎

亨

中

村

進

午

二

九
二
七

二
七

二
七

二
七

二
七 一六 一六

一
四 五 五

七 四 四 五
1
0
 

1
0
 

六 四

ー5
 

六

九

七

5

二

0
九

――
1
0
七

五四―――

1

0

ニニ
四

八

三

＝
―
-
五

三

五

七

九

一

九

一
八
四

九

八

一

七

六 六
1
0

八
二
七

八 五 四

四

八

七

四

七

八
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憲
法
の
戦
争
放
棄
の
限
界
~
砂
川
判
決
に
照
し
て
ー
'
|

地
域
的
安
全
保
障
と
集
団
的
自
衛

日
本
の
安
全
保
障

対
日
講
和
条
約
と
集
団
的
自
衛
権

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
一
）

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
正
当
戦
争
論
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
に
於
け
る
侵
略
の
定
義

si
o
n
 in
 th
e
 U
ni
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
)
 

自
衛
権
の
法
史

新
安
保
条
約
と
自
衛
権

(
T
h
e
 A
t
t
e
mp
t
s
 of
 
D
e
f
u
昔
g
A
ggres, 

国
際
連
合
憲
章
第
五
十
一
条
の
研
究

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約
（
一
）

世
界
平
和
と
平
和
日
本

東
京
判
決
と
自
衛
権

集
団
的
自
衛
の
法
理

国
際
連
合
と
国
の
自
衛

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約
（
三
・
完
）

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
条
約

横

田

喜

田

畑

茂

伊

藤

不

土

屋

茂

樹

五

八

高

野

雄

伊

藤

不

伊

藤

不

横

田

喜

大

平

善

梧

五

〇

紳

谷

龍

男

四

九

信

夫

淳

平

四

九

横

田

横

田

横

田
大

澤

大

澤

大

澤

喜 喜 喜

郎

五

九

郎

五

九

男

五

九
五
五
ニ
・
三
•
四

男

五

男

五
郎

五

郎

四

八

郎

四

八

郎

四

七

章 章 章

四

六 四 五 五

四

二

〇

四

四

八

五

―
―
-
•
四

1
0
 

一
八

六 ニ八―――

二

九 九
一

九

三

七

三

一

九

四
三
一

一
四
九

九

八

五
六

ニ
八

＿ 
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日
英
協
約
（
英
文
）

露
仏
宣
言
の
疑
義

日
英
協
約

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
正
戦
論
と
近
世
自
然
法
の
伝
統

集
団
的
自
衛
の
法
理
（
一
）

集
団
的
自
衛
の
法
理
（
二
）

慣
習
的
自
衛
権
の
再
吟
味
(
-
)
|
_
'
東
京
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
自
衛
権
論

議
を
起
点
と
し
て

慣
習
的
自
衛
権
の
再
吟
味
（
ニ
・
完
）
ー
東
京
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
自
衛

・
権
論
議
を
起
点
と
し
て
ー
ー
＇

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
一
）

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

戦
争
違
法
化
と
日
本
1

第
二
次
大
戦
期
の
日
本
と
国
際
法
|
—
‘

自
衛
理
論
の
転
換
点
|
_
I
L
C
国
家
責
任
条
約
草
案
に
お
け
る
違
法
性
阻

却
事
由
ー
ー

日
英
協
約
論
第
一

安
全
保
障

二
国
間
・
地
域
的
安
全
保
障
・
同
盟

武
力
不
行
使
原
則
の
実
効
性
強
化
ー
ー
国

I連
に
お
け
る
最
近
の
動
き
ー
~

戸

水

寛

人

高

橋

作

衛

山

本

条

太

筒

井

若

水

八

〇

松

田

竹

男

七

九

深

津

榮

深

津

榮 又

正

雄

又

正

雄

森

脇

庸

太

森

脇

庸

太

八
六

七
八

七
八

六
四

六
四

六 六

沢

田

和

夫

五

九

五 六 五 五 四

二

七
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七

四
七

ニ
八

五

一

三

二

九

三

五

六

七

四
八
五

三
九
一口 ニ

四
六

六
一
八



国際法外交雑誌総索引

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

現
連
合
国
の
協
同
関
係
に
就
い
て

露
仏
宣
言

智
利
寄
倫
比
亜
両
国
間
同
盟
条
約
（
三
十
五
年
十
一
月
九
日
附
在
墨
国
帝
国

公
使
館
報
告
）

日
英
、
仏
露
二
国
際
同
盟
条
約
の
比
較

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
短
評

日
英
同
盟
新
条
約

T
H
E
 N
E
W
 A
L
L
I
A
N
C
E
 T
R
E
A
T
Y
.
 

日
英
同
盟
新
協
約

T
H
E
 C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 

日
英
同
盟
条
約
私
議

日
英
同
盟
協
約
を
論
す

亜
米
利
加
に
於
け
る
大
陸
国
際
警
察

支
那
に
於
け
る
同
盟
の
起
源

露
仏
同
盟
の
真
相
（
上
）

日
英
新
同
盟
条
約
に
関
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
書
信

議
定
書

立

作

太

．

郎

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

泉

ー

蛸

川

哲

島

谷

亮

輔

新

高

橋

作

衛

奥
山
清
次
（
訳
）

二
0

―1
0
 

一八 一五 一
四

一
四

一
四

1
0
 

1
0
 

四 四 四 四

八

七

九

八

六 七 七 七 五 五 四 四 七

五
九 二

九

ニ
四
八

六
0
八

五
七
三

五
八
三

五
七

五
六

1
0
0
 

九
七

七 七 ニ
八

六
五

六一 四
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分野別索引

希
脹
及
羅
馬
時
代
の
同
盟

中
世
及
近
古
の
同
盟

同
盟
協
約
の
価
値
及
能
率

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
上
）

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
続
、
完
）

三
国
同
盟
の
真
相
（
一
）

三
国
同
盟
の
真
相
（
二
）

三
国
同
盟
の
真
相
(
―
―
-
)

三
国
同
盟
の
真
相
（
四
・
完
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
一
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
二
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
三
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
四
）

日
英
同
盟
の
印
度
条
項

寿
府
平
和
議
定
書
と
「
ロ
カ
ル
ノ
」
協
定

同
盟
に
関
す
る
法
律
上
及
歴
史
上
若
干
の
観
察

同
盟
及
協
約
の
一
般
的
及
特
別
的
性
質

露
仏
同
盟
の
真
相
（
下
）

信

夫

信

夫
信

夫

淳

平

信

夫
松

原

立 立 立 立 立

淳 淳 淳

高

橋

清

平

二
六

六

5
 

五

九

九

55

平 平

二
六

杉

村

陽

太

郎

雄

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

牧

野

義

智

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

二
0

作

太

郎

二
0

牧

野

義

智

二
0

五

四

八

四 九 八 五 四
1
0
 

四
1
0
 

八

四

七

四

八

三

七

1
0

ニニ

三

五

〇

七

四

三

八

三

九

二

三

四

二

七

三

三

五

七

―
―
九

二

九

〇

1
0
五

四

〇

1

0
五

九

九

九

四

八



国際法外交雑誌総索引

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
七
）

日
米
協
商
|
—
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
八
)
|
_

第
二
回
日
露
協
商
1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
九
）

I

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
六
）

再
保
険
条
約
(
-
)

再
保
険
条
約
（
二
）

再
保
険
条
約
（
三
・
完
）

三
国
協
商
（
一
）

三
国
協
商
（
二
）

三
国
協
商
（
三
・
完
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
）

S
O
M
E
 
C
O
N
S
I
D
E
R
A
T
I
O
N
S
 
O
N
 T
H
E
 
F
U
T
U
R
E
 
R
E
C
O
N
'
 

S
T
R
U
C
T
I
O
N
 O
F
 P
E
A
C
E
 M
A
C
H
I
N
E
R
Y
 I
N
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
二
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
―
-
)

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
四
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
五
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
五
・
完
）

鹿

島

守

之

助

一

＝

四

鹿

島

守

之

助

―

―

＿

四

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

Y. T
A
K
A
K
I
 

K•YOKOTA 
鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

信

夫

淳

平

゜゚゜
二
六

九

八

五

九

八

七

四

八

七 四
1

0

 

1
0
 

五
五

六一 ニニ五
＿―-四八三

一
六
八

―
―
―
八

1

0
四

九

九

0
六

八

七

九

九

五

四
六
一

九

八

八

八

七

四

五 七

七
一
三

四
0
三
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A
B
K
O
M
M
E
N
 G
E
G
E
N
 D
I
E
 K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
C
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
'
 

T
I
O
N
A
L
E
.
 

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
ノ
附
属
議
定
書

日
独
防
共
協
定

日
蘇
条
約
と
両
国
の
新
関
係
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
七
）

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
（
ニ
・
完
）

1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

蘇
蒙
互
助
条
約
の
成
立

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
(
-
)
|
|
目

I

本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

第
三
回
日
露
協
商
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
―
-
)

帝
国
の
倫
敦
宣
言
加
入
並
に
第
四
回
日
露
協
商
及
秘
密
同
盟
条
約
日
本

同
盟
協
商
制
度
論
(
-
―
―
-
)

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
四
）
ー
ー
！

日
英
同
盟
の
廃
棄
並
に
四
国
条
約
の
成
立
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一

五

） 日
仏
・
日
露
並
日
英
仏
露
四
国
同
盟
案
—
_
、
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
―
二
）

第
三
回
日
英
同
盟
|
~
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
I0
)
ー
~

鹿

島

守

之

助

消

水

泰

次

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

六 六 六 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四

八

七

六

〇

八

七

一

〇

五
1
0
 

九

八

二

九

七

五

九

六 四・

1
0
 

1
0
0
 

九
九

四
一
五

三
四
五

九
一
二
四ロ

五
0
五

二
五
0
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国際法外交雑誌総索引

伊
太
利
ノ
日
独
防
共
協
定
参
加
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
L
L. 

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
四
・
完
）

満
州
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関
ス
ル

議
定
書

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
二
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
三
）

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
二
)
|
ー
．
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

Z
U
S
A
T
Z
P
R
O
T
O
K
O
L
L
 
Z
U
M
 
A
B
K
O
M
M
E
N
 

K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
C
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
.
 

外
務
省
声
明

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
(

-

)

1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
八
・

結

論

）

ー

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
三
)
|
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
四
・
完
）
ー
ー
＇
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結

論）

I

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
一
）

G
E
G
E
N
 
D
I
E
 

秋

保

秋

保

秋

保

秋

保

郎
―
―
＿
七

郎
―
―
―
七

郎
―
―
―
七

郎

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

天 一七 一七 一七 六 六 六 六 六 六 六

五

四

六

八

六
1
0
 

六 五 四

二
九
九

五
一
八

二
九
八

二
九
七

二
0

一
四
九

九
四
八

九

八

八

九
五
六
七

1

0
三

三
四
五

四
三
二

1

0
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分野別索引

- --- ------ - --

西
班
牙
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関
ス

ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
L
L
.
 

日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
昭
和
十
五
年
十
月
二
十
一
日
官

報
掲
載

D
R
E
I
M
A
C
H
T
E
P
A
K
T
 
Z
W
I
S
C
H
E
N
 
D
E
U
T
S
C
H
L
A
N
D
,
‘
I
T
A
'
 

L
I
E
N
 U
N
D
 
J

A
P
A
N
 

P
A
 TI
O
 T
R
I
P
 A
R
T
I
T
O
 F
R
A
 L
'
I
T
 A
L
I
A
,
 L
A
 G
E
R
M
A
N
I
A
 E
 I
L
 

G
I
A
P
P
O
N
E
 

同
盟
条
約
を
続
る
諸
問
題

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
議
定
書

P
R
O
T
O
K
O
L
L
.
 

P
R
O
T
P
C
O
L
L
O
.
 

ハ
ン
ガ
ー
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

議
定
書

P
R
O
T
O
K
O
L
L
.
 

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

四
〇

四
〇

又

正

雄

四

〇

一
九

一
九

一
九 八 J¥ J¥ 天 八 八 J¥ 八 八

七 七 五
1
0
 

六

二

六

六

二

五

三

九

九

九
0
0

1
0

八
九
八

1
0
 

五

八
九
七

四
八
〇

五

四

七

九

五

四

七

七

五

四

七

六

五

四

七

六

五

四

七

四

五

四
七
―
―
―

五

四

七

五

四

七
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日
本
国
、
「
ド
イ
ツ
」
国
及
「
イ
タ
リ
ア
」
国
間
協
定

「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

「
ル
ー
マ
ニ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

「
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二

関
ス
ル
議
定
書

「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
三
国
条
約
参
加
二
関
ス

ル
議
定
書

仏
領
印
度
支
那
共
同
防
衛
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 
E
N
T
R
E
 
L
A
 F
R
A
N
C
E
 
E
T
 L
'
E
M
P
I
R
E
 
D
U
 

J

A
P
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L
A
 D
E
F
E
N
S
E
 E
N
 C
O
M
M
U
N
 D
E
 

L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 F
R
A
N
<
;
A
I
S
E
 

「
ク
ロ
ア
チ
ア
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
議

定
書

P
R
O
T
O
K
O
L
L
 

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
同
盟
条
約

反
枢
軸
共
同
宣
言

安

井

郁

四
四 四 四 四 四 四 四

〇
四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四

一
九
六

二
0
五

二
0
四

二
0
三

二
0

二
0
0

一
九
九

八

七

六

六

八
．
七
六
六

八

七

五

九

八

七

五

八

八

七

五

七

八

七

五

六
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北
大
西
洋
条
約
（
一
九
四
九
年
四
月
四
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
）

北
大
西
洋
条
約
機
構
に
関
す
る
諸
条
約

北
大
西
洋
条
約
機
構
成
立
史

英
米
ソ
協
定

戦
争
完
遂
二
付
テ
ノ
協
カ
二
関
ス
ル
日
華
共
同
宣
言

日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
同
盟
条
約

日
本
国
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
国
間
同
盟
条
約

日
本
国
中
華
民
国
間
同
盟
条
約

日
華
同
盟
条
約
の
成
立

米
州
相
互
援
助
条
約

一
八
九
八
年
の
英
独
同
盟
問
題

一
八
九
八
年
の
英
独
同
盟
問
題
（
下
）

軍
事
基
地
協
定

イ
ギ
リ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
・
オ
ラ
ン
ダ
間
、

経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
協
力
並
び
に
集
団
的
自
衛
の
た
め
の
条
約

（
一
九
四
八
年
三
月
十
七
日
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
名
）

北
大
西
洋
条
約
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
、
リ
オ
条
約
及
び
ダ
ン
ケ
ル
ク
条
約

の
、
脅
威
の
生
じ
た
場
合
の
協
議
並
び
に
軍
事
攻
撃
の
場
合
の
行
動
に
関
す

る
条
項
の
比
較

中

村

中

村

中

村

中

村

高

野

雄

洸

五

洸

五

洸

五
洸

五

内

山

正

熊

五

五

細

谷

千

博

五

〇

細

谷

千

博

五

〇

松

下

正

壽

四

七

植

田

捷

雄

四

横

田

喜

四 四 四 四

郎

四

： 1
0
九

1
0
六

二
九

二―

五

四

九

五
二
九
九

―
―
七

八

九

九

七

ロ
―
二
七
八

二
―
九
0

九

九

一

四
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国際法外交雑誌総索引

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
協
定
（
抄
）
（
一
九
五

一
年
六
月
十
九
日
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
）

ギ
リ
シ
ャ
、
ト
ル
コ
両
国
の
北
大
西
洋
条
約
加
盟
に
関
す
る
議
定
書
に
基

く
北
大
西
洋
条
約
第
六
条
適
用
範
域
に
関
す
る
規
定
の
改
正

三
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
間
の
関
係
に
関
す
る
協
約

五
月
二
十
六
日
ボ
ン
で
調
印
）

欧
州
防
衛
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
の
条
約
（
抄
）
（
一
九
五
二
年
五
月
二

十
七
日
パ
リ
で
署
名
）

欧
州
防
衛
共
同
体
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
の
関
係
に
関
す
る
議
定
書

（
一
九
五
二
年
五
月
二
十
七
日
パ
リ
に
お
い
て
署
名
）

北
大
西
洋
条
約
加
盟
国
に
対
す
る
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
の
援
助
義

務
に
関
す
る
附
属
議
定
書
(
-
九
五
二
年
五
月
二
十
七
日
パ
リ
に
お
い
て
署

名）
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
に
対
す
る
北
大
西
洋
条
約
加
盟
国
の
援
助
義

務
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
附
属
議
定
書
(
-
九
五
二
年
五
月
二
十
七
日
パ

リ
に
お
い
て
署
名
）

連
合
王
国
と
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
間
の
条
約
(
-
九
五
―
一
年
五
月

二
十
七
日
パ
リ
で
署
名
）

地
域
的
安
全
保
障
と
集
団
的
自
衛

安
保
条
約
改
定
の
歴
史

新
安
保
条
約
と
自
衛
権

国
際
連
合
憲
章
と
の
関
係

（
一
九
五
二
年

高

野

雄

田

畑

茂

西

村

高

野

雄

中

村

中

村
中

村

中

村

中

村

中

村

中

村

中

村

3
3
"
 

台
只

五
九

郎

五

九

雄

五

九 五
五
ニ
・
三
・
四

洸

五

洸

五

洸

五

洸

五

洸

五

洸

五

洸

五

洸

五

五
六

一
三
五

一
三
七

ニ
八
三

一
三
六

一
三
六

―
二
九

―
二
五

―
二
五 七
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分野別索引

事
前
協
議
に
つ
い
て

安
保
条
約
の
期
限
と
適
用
区
域

日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
問
題
重
要
日
誌

行
政
協
定
の
改
定

日
米
安
全
保
障
条
約
・
同
行
政
協
定
関
係
文
献
（
昭
和
三
五
年
一
月
末
現
在
）

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
、
同

関
係
文
書

□
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

②
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

③
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
等
に
関
す
る
交
換
公
文

④
相
互
防
衛
援
助
協
定
に
関
す
る
交
換
公
文

⑤
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

①
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
往
復
書
簡

り
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定

⑧
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す

る
協
定
第
十
二
条
六
(

d

)

に
関
す
る
交
換
公
文

井

川

克

皆

川

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

杉

山

茂

雄

五

九

五
九

杉

山

茂

雄

五

九

洸

五

九

大

平

善

梧

五

九

三
0
九

三

0
九： 口口

三

一

四

三

一

四

三

一

五

三
0
九

二

九

〇

ニ
八
六

二
六
0

一
六
九

一
五
五
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国際法外交雑誌総索引

軍
備
制
限
に
関
す
る
条
約

⑨
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の

地
位
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

⑲
千
九
百
六
十
年
一
月
十
九
日
に
発
表
さ
れ
た
岸
日
本
国
総
理
大
臣
と
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ア
ー
合
衆
国
大
統
領
と
の
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

講
和
会
議
と
軍
事
問
題

国
際
連
盟
と
軍
備
問
題

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
下
）

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

デ
サ
ル
ム
マ
ン
の
解

附

軍
備
制
限
要
諦

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
上
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
中
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
下
）

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
上
）

安

全

保

障

軍

縮

砂
川
事
件
最
高
裁
判
所
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
判
決

⑪
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
安
全
保
障
条
約

立

作

太

郎

小

山

精

小

山

精

小

山

精

高

橋

簗

小

山

精

小

山

精

郎 郎 郎

杉

村

陽

太

郎

郎 郎

坂

本

俊

篤

坂

本

俊

篤

二
0

二
0

二
0

二
0

一九 一九
一
八

一七
五
九

五
九

五
九

五
九

J¥ 

一
九
七

二
七

九

九

六

八

八

二

六

七

七

0
七

―
二
七

―
二
七

六
四 ］ 三

三
五

三
三
七

三
三
九

一
三
〇ロ
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分野別索引

武
器
取
引
取
締
会
議
に
於
け
る
化
学
戦
問
題

ロ
ン
ド
ン
海
軍
々
備
制
限
会
議
に
つ
き
て
（
下
）

海
軍
制
限
条
約
に
付
て
（
四
完
）

（三）

海
軍
制
限
条
約
に
就
て

海
軍
制
限
条
約
に
付
て

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 N
A
 
V
A
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
,
 6
 1
9
2
2
.
 

米
国
の
軍
備
制
限
会
議
提
唱
事
情
（
上
）

米
国
ノ
軍
縮
提
議
二
関
ス
ル
覚
書

T
H
E
 A
M
E
R
I
C
A
N
 M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 R
E
G
A
D
I
N
G
 T
H
E
 P
R
O
'
 

P
O
S
A
L
 O
N
 T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 

米
国
の
軍
備
制
限
会
議
提
唱
事
情
（
下
）

ロ
ン
ド
ン
海
軍
々
備
制
限
会
議
に
つ
き
て

ロ
ン
ド
ン
会
議
と
潜
水
艦
使
用
法
規

Int
ernat
i

onal 
Treat
y
 

for 
the 
Limitation 
and Reduction of
 

Naval 

A
r
m
a
m
e
nt.
 

（

二

）

海
軍
制
限
条
約
に
就
て
(

-

)

 

『
デ
ザ
ル
マ
ン
』

の
解
（
承
前
）

附

軍
備
制
限
の
要
諦

山

下

康

雄

四

〇

横

田
米

田

米

田

米

田

米

田

喜

高

橋

簗

郎 賞 賓 賓 賓

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

二
九

二
九

二
九

二
九

二
六

二
六

二
六

二
六

J¥ 六 六 四 五 四 四

四

一

九

四

四

0
四

八

八

六

八 六 五

六
0
四

二
0
ニ

三
五
五

七
三
二

四
三
二

五
三
〇

＿―-五

0

五
0
1

――

七

0
三

二
五
五

七

五

八

六
四
七
七
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-E切芯必睾営器枢苓平心塞回

悩
乖

益
忘

益
据
4
阻

藍
以

案
乞

肉
ざ

癌
挙

巨
睾

(I
I

 • {1且）

回
経

剖
4
[
l
叫
巽
庄
只
巨
睾
（

I)

回
艇

華
4
[
l
心
匡
庄
兵
巨
暇

(1
I

 ・{1且）

語
出
只
恙
皿
要

0
粗

室
製

築
庄
兵
遠
誌
甜
以
将
お
心
回
｛
怜
州
癖
凶
回
藝
田
癖

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 O

F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C

O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 
P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 
O
F
 
A
T
O
M
I
C
,
 
H
Y
D
R
O
G
E
N
 
A
N
D
 

O
T
H
E
R
 W

E
A
P
O
N
S
 O

F
 M

A
S
S
 D

E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
T
 

O
F
 T
H
E
 D
I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 Canada, Jap

a
n
 a
n
d
 

N
o
r
w
a
y
 :
 rev

ised jo
in
t
 dra

ft 
resolution, 

A
/
C
.
 1/

L. 
126/Rev. 

1, 
25 

Januar
y
 1957. 

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 O

F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C

O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 
P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 
O
F
 
A
T
O
M
I
C
,
 
H
Y
D
R
O
G
E
N
 
A
N
D
 

O
T
H
E
R
 W

E
A
P
O
N
S
 O

F
 M

A
S
S
 D

E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
T
 

O
F
 T

H
E
 D
I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 U

nio
n
 
o
f
 S
o
viet

 

Soc
ial

ist
 Re
p
ubl

ics: 
draft 

resolution, 
A
/
C
.
 1/

L. 
164, 

24 
January

 
1957. 
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R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 
O
F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 
P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 
O
F
 
A
T
O
M
I
C
,
 
H
Y
D
R
O
G
E
N
 
A
N
D
 

O
T
H
E
R
 W

E
A
P
O
N
S
 O

F
 M

A
S
S
 D

E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
T
 

O
F
 T

H
E
 D

I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C

O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 U

S
S
R
 :

 dra
ft 

re-
solution, A

/
C
.
 1/

L. 
160, 

14 Januar
y
 1957. 

団
キ

兵
回

Resolutio
n
 
ado

pted 
b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 on
 6

 Nov., 1957. 
F
irs

t
 C
o
m
mittee 

of
 th
e
 
General 

兵
ば

Ind
ia: 

draft 
resolution, A

/
C
.
 I/L. 176/Rev. 2, 

9
 Oc
tober 1957. 

U
n io

n
 of

 So
viet

 So
c
ialist

 Re
p
ubl

ics :
 draft 

resoluti
on, 

A
/
C
.
 I/L. 

175, 23 S
e
pte

m
b
e
r
 1957. 

Jap
an: 

dra
ft 
resoluti

on, A
/
C
.
 I/L. 174, 23 S

e
pte

m
b
e
r
 1957. 

D
iscontinuance 

under 
Interna

ti
onal 

C
o
ntrol 

of
 Te
s
t
 of

 A
to

m
ic

 
a
n
d
 
H
y
dro

g
en 

W
e
a
p
ons, 

U
nio

n
 
of

 So
v
iet

 So
cial

ist
 R
e
p
ublics :

 
dra ft 

resolution, A/3673, 20 S
e
pte

m
b
e
r
 1957. 

択
塚
圏
苓
Q
芸
迄
心
や

O
性
品
葉
庄

ぐ炉--6.s;;..茉
s
p

-E憬＝g宦余

一
択

域
圏

苓
院

品
葉

王
坦

無
将

軍

Resolu
tio

n
 
1348 

(XIII). 
Q
ues

tio
n
 of

 the 
p
eacefu

l
 use 

of
 outer 

・s p
ace, D

e
c
e
m
b
e
r
 13, 

1958. 
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E
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E
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 C
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T
T
E
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梶
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涸

ば
キ

団
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団
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目
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出
＜
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妥
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国際法外交雑誌総索引

地
雷
規
制
の
複
合
的
法
構
造

条
約
の
国
内
実
施
と
憲
法
上
の
制
約
↑
~
化
学
兵
器
禁
止
条
約
を
素
材
と
し

て ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
ニ
・
完
）

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
一
）

第
三
回
生
物
兵
器
禁
止
条
約
再
検
討
会
議
最
終
宣
言

化
学
兵
器
軍
縮
交
渉
義
務
の
研
究

O
B
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 O
N
 O
U
T
E
R
 S
P
 A
C
E
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
 O
F
 G
E
N
E
R
A
L
 A
N
D
 C
O
M
P
L
E
T
E
 D
I
S
A
R
M
A
-

M
E
N
T
,
 1
6
 D
E
C
E
M
B
E
R
 19
6
9
 (
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2
6
0
2
 (
X
X
I
V
)
)
 

軍
縮
と
非
核
兵
器
国
の
安
全
保
障
1

国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
お
け
る
議
論

を
中
心
に

軍
縮
の
法
的
基
礎

核
兵
器
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

核
兵
器
と
国
際
法
（
一
）

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
非
核
武
装
化
条
約
に
つ
い
て

浅

田

正

彦

岩

本

誠

藤

田

久

吾

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

ニ
リ
オ
ッ
ト•L
・
メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

エ
リ
オ
ッ
ト•L
・
メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
）

黒

沢

大

塚

博

比

古

1
0
0
 

九
七

浅

田

正

彦

九

浅

田

正

彦

九

杉

島

正

秋

九

杉

島

正

秋

八

六

八
六

八
〇

八
〇

満

七

八 六
六

五
八

五 五 六 六 六 六

六
五
九 九

六
五
五

三
四
八

五
0
三

五
八
六

五
五
〇

六
五
四

五

五

一

九

四

六
九
四
・
五
・
六

三
五
五

八

五

五

五

七

四

四

四

六

568 



分野別索引

第
二
回
平
和
会
議
（
承
前
）

戦
争
論
（
承
前
）

戦
争
論

米
国
の
首
唱
せ
る
第
二
回
平
和
会
議
の
趣
意

吾
人
の
戦
争
観

戦
争
償
金
に
関
す
る
先
例

軍
人
の
研
究
す
へ
き
国
際
法
の
要
目

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績
（
二
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
三
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
四
）

第
二
回
平
和
会
議

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
五
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
六
）

戦
時
国
際
法
に
対
す
る
日
独
観
念
の
差
異

戦
時
法
規
と
国
際
条
約

武
力
紛
争

一
般

立 篠

田

治

策

無 倉

知

鐵

無 倉

知

鐵

無 無 無 無 蝦

川

蜻

川
雖

川

蛸

川

作

太

郎

名 名 名 名 名 名

高

橋

青

氏 吉 氏 吉 氏 氏 氏 氏 新 新 新

高

橋

作

衛

新

一五 一
四 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五

1
0
 

八 七 七 六 五 四 九 八 九 八

，
 

1

0
五

56

五
八

1
0
 

四 四 五
九

五
六

二
0

ニ
四

二
七

ニ
四 一九

四



国際法外交雑誌総索引

戦
争
の
性
質
に
関
連
す
る
若
干
の
考
察

我
国
に
於
け
る
国
際
法
の
前
途

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
一
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
二
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
三
）

グ
ロ
チ
ウ
ス
・
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
再
吟
味
（
四
）

第
二
次
世
界
大
戦
戦
争
責
任
論

グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
及
び
其
名
著
『
戦
争
及
平
和
法
規
論
』

位

の
国
際
法
学
上
の
地

フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ゥ
ス
著
『
平
戦
法
規
論
』
の
由
来

内

山

正

熊

五

〇

小

谷

鶴

次

信

夫

淳

平

四

五

立

四
六

又

正

雄

四

四

又

正

雄

四

又

正

雄

四

一

又

正

雄

四

一

我
国
に
於
け
る
戦
時
国
際
法
の
発
達

信

夫

淳

平

四

戦
争
責
任
論
争
の
一
考
察

誹

川

彦

松

三

七

グ
ロ
チ
ュ
ー
ス
の
戦
争
観
に
就
て

松

原

国
際
法
の
始
祖
フ
ー
ゴ
ー
、
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス

山

田

穂

積

三陳

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

戦
時
国
際
法
の
現
在
ー
~
開
講
の
辞
I

国
際
法
問
答

平
時
に
於
け
る
復
仇
に
因
る
兵
力
の
使
用

米
国
と
外
人
兵
役
協
約

立 立 米

田
Th. B
A
T
Y
 

雄

作

太

郎 良 重

作

太

郎

作

太

郎
｛

貫

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四 一七 一六

五
三
・
四 九

一九
八
七

八
六
七

七
三
三

四
四
三

七

五

九

〇

九 五

四
八
三

八
八
三

五

四

五

五

五

四

一

八

五

四

0
五

五

四

一

九

五

六
〇 六 -1 
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分野別索引・

交
戦
権
の
放
棄

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
す
る
資
料
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ
諸
条
約
の

実
施
に
関
す
る
若
干
の
立
法
例
及
び
ひ
な
型
法

①
英
国
の
一
九
五
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
法

V
E
N
T
I
O
N
S
 A
C
T
,
 1957 5
 &
 6
 Eliz, 2. 
Ch. 5
2
 

G
E
N
E
V
A
 C
O
N
、

②
ベ
ル
ギ
ー
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
の
名
称
、
及
び
記
章
及
び
商
標

の

保

護

に

関

す

る

法

律

4
J

U
I
L
L
E
T
 1
9
5
6
,
L
O
I
 R
E
L
A
T
I
V
E
 A
 

L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 
D
E
S
 D
E
N
O
M
I
N
A
T
I
O
N
S
,
 
S
I
G
N
E
S
 
E
T
 

E
M
B
L
E
M
E
S
 D
E
 L
A
 C
R
O
I
X
,
R
O
U
G
E
.
 

③
タ
イ
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
法
(
T
R
A
N
S
L
A
T
I
O
N
)

C
R
O
S
S
 A
C
T
,
 B. E. 2
4
9
9
 (1956) 

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
実
施

R
E
D
 

④
ス
イ
ス
連
邦
の
一
九
五
二
年
の
、
軍
隊
に
お
け
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の

適
用
に
関
す
る
布
告
A
R
R
E
T
E
D
U
 C
O
N
S
E
I
L
 F
E
D
E
R
A
L
 con, 

c
e
n
a
nt
 
!'applications des conventions d
e
 G
e
n
e
v
e
 clans l'arrnee (
D
u
 

2
9
 a
o
ut
 
1952) 

固
赤
十
字
国
際
委
員
会
作
成
の
、
赤
十
字
の
名
称
及
び
標
章
に
関
す
る
ひ

な
型
法
M
O
D
E
L
L
A
W
 F
O
R
 T
H
E
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 N
A
M
E
 A
N

D

 E
M
B
L
E
M
 

・
 

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
議
定
書
に
つ
い
て

(

-

)

 
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
議
定
書
に
つ
い
て

（

ニ

・

完

）

竹

本

正

幸

七

七

竹

本

正

幸

七

七

榎

本

重

治

蘊

9

榎

本

重

治

前

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

原

光

雄

五

7
 

二

九

七

15
 

一
七
五

二
九
四

二
九
四

二九一
1

-

三
0
ニ

ニ
八
四

ニ
八
四

二
五
七

―
―
七



国際法外交雑誌総索引

戦
闘
手
段
制
限
の
外
観
と
内
実
ー
—
1
九
四
九
年
八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
条
約
へ
の
追
加
議
定
書
を
中
心
に
I

日
本
に
お
け
る
戦
争
法
研
究
の
歩
み

戦
争
の
是
非
及
本
質
に
関
す
る
数
説

国
際
法
上
の
戦
争

武
力
紛
争
法
の
適
用

戦
争
と
政
治
と
の
関
係

事
変
法
規
制
定
の
必
要

武
力
紛
争
法
の
適
用

日
露
戦
争
開
始
の
時
期
如
何

日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
）

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
開
戦
観

武
力
紛
争

戦
時
国
際
法
の
特
色
か
ら
観
た
戦
争
の
意
義

満
州
事
件
と
兵
力
の
行
使

戦
争
と
そ
の
以
外
の
兵
力
使
用

戦
争
の
定
義
に
関
す
る
疑
義

武
力
紛
争

戦
争
・
武
力
紛
争
の
概
念

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

高

橋

作

衛

（

訳

）

立 寺

尾

作

太

郎

戦
争
・
武
力
紛
争
の
開
始
と
終
了
・
休
戦

山

名

壽

亨

四
〇

紳

川

彦

松

四

〇

大

淵

仁

右

衛

門

三

九

松

原

立 松

原
雖

川

藤

田

久

田

中

雄
―
―
―
七

作

太

郎

雄

中

村

進

午

新

二
九

九
六

忠

七

八

八 八 七 1
0
 

六
1
0
 

四

四
・
五

四
五

九
四

四
八

八
二
三

1
0
 

二
0
七

六
0
0

二
五

572 



分野別索引

休
戦
の
法
理

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

単
独
講
和
に
関
す
る
露
国
の
宣
言
批
評

日
本
の
講
和
条
件
を
論
し
て
「
ジ
ャ
ッ
パ
ン
、
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
社
説
に
答

t必時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

独
露
間
の
講
和
条
件
批
評

ハ
ル
ピ
ン
の
支
那
兵
と
日
本
の
利
害

露
国
の
行
動
に
対
す
る
法
的
批
判

購
話
談
判
と
休
戦

戦
争
の
宣
言
に
関
す
る
議
題

朝
鮮
南
漢
山
城
の
開
城
条
件

戦
局
と
講
和
問
題

露
国
の
単
独
休
戦
と
休
戦
条
約
批
評

支
那
対
独
填
の
戦
争
開
始
手
続

無
賠
償
主
義
の
主
張
を
評
す

続
日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
ひ
弁
妄
）
（
承
前
）

韓
露
両
国
間
交
戦
状
態
成
立
時
期
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て

一

続 立
君
の
捕
獲
開
戦
論
に
付
て

日
露
戦
争
開
始
期
論

捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
び
弁
妄

雖

川

蜻

川
高

橋

作

衛

蜻

川

蜻

川
雖

川

雖

川

雖

川

新 新 新 新 新 新 新

牧

野

義

智

篠

田

治

策

ア
ル
ベ
リ
ッ
ク
、
ロ
ー
ラ
ン

立

作

太

郎

高

橋

作

衛

立 立 松

原

作

太

郎

作

太

郎

雄

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
五

一
五 五

五 五 四 四 四 四
1
0

九

四

五

五

四

四

五

ノ＼
1
0
 

九
1
0
 

六
三

五

九

二

七

七

二

六

九

二

六

八

二

六

五

六

七

0 五 五
一
七

五

七 五
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国際法外交雑誌総索引

予
期
せ
ら
れ
た
る
帝
国
講
和
条
件
と
実
現
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
条
件
と
の
懸

隔
大
正
八
年
九
月
九
日
起
草

附
対
独
関
係
の
要
諦

同
盟
及
連
合
国
と
独
、
填
其
他
諸
国
と
の
平
和
条
約
の
研
究

国
際
法
問
答

償
金
論

宣
戦
と
戦
争
開
始

平
和
条
約
実
施
の
為
め
に
す
る
独
逸
の
国
内
法
令
に
就
て

立

作

太

郎

長

岡

春

高

橋

簗

末

弘

厳

太

郎

巴
里
平
和
会
議
に
於
け
る
領
土
分
配
の
主
義

立 高

橋

作

衛

予
定
和
約
論
（
下
）

小

山

精

独
逸
講
和
と
羅
馬
尼

米

田

雖

川

作

太

郎

予
定
和
約
論
（
上
）

土
填
独
休
戦
条
約
に
就
て

小

山

精

郎 賓 新 郎

講
和
に
関
す
る
諸
慣
例
の
綜
合
的
考
察

牧

野

義

智

時
局
と
国
際
法

露
独
の
講
和
と
露
領
へ
の
出
兵
問
題

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

高
橋
博
士
の
講
和
条
件
論
に
対
す
る
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
の
再
評

小
露
と
独
填
と
の
講
和
条
約

露
独
講
和
条
約
の
法
理
的
研
究

独
羅
の
講
和
条
約
と
羅
国
の
地
位

断
交
状
態
と
交
戦
状
態

泉 蛸

川

蜻

川
蛸

川

蜻

川

東

哲 新 新 新 新

譲
三
郎
（
訳
）

二
0

二
0

二
0

一八 一八
一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
六 一六

一
六 一六 一六 一六

七 八

七

八

七

五

四

九

四 七

五

八

九

六 六 五 八 七 七 六 五

六
四
六 1

0
 

四

七
四
六

一
九
四

六
四
四

三

九

二

五

三

七

三

八

二： 五

三

六

七

五

二

七 四

八
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分野別索引

内
戦
と
国
際
法
1

国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
は
何
か

武
力
紛
争

T
e
r
mi
n
at
i

op
n
 of
 

W
a
r
.
 

T
H
E
 T
E
X
T
 O
F
 T
H
E
 R
O
B
E
R
T
S
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 R
E
P
O
R
T
 O
N
 

T
H
E
 P
E
A
R
L
 H
A
R
B
O
R
 D
I
S
A
S
T
E
R. J
an. 2
3
,
 1
9
4
2
.
 

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
の
経
過

休
戦
条
約
と
講
和
条
約
と
の
関
係

内
乱
と
国
際
法

武
力
紛
争
法
の
適
用

内
乱
の
発
展
と
国
際
法

内
戦
と
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
の
法
的
保

護
を
中
心
に

民
族
自
決
権
と
内
戦

無
条
件
降
伏
と
国
体

ル
ー
マ
ニ
ヤ
及
フ
ィ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
休
戦

平
和
条
約
殊
に
対
独
条
約
に
就
て

非
国
際
武
力
紛
争
・
内
戦

家 松

原

嵯

JII 

T. B
at
y
 

大

平

横

田

喜

正

治

七

藤

田

久

広

瀬

善

男

善

高

野

雄

長

岡

春

雄 新 梧

七 六
五 五

1
0
 

四
九

四
六

四
五

郎

四

五

紳

川

彦

松

四

四 ニ
四

1
0
 

四 四 七

―
二
五

ニ
ニ
四

一
九
九

九 二
七
九

七
六

一
五
六

四
五

九
七

四

四

0
八

六
九
九
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国際法外交雑誌総索引

国
際
法
上
及
び
条
約
上
の
用
語
に
就
て

戦
争
法
規
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
新
傾
向

現
戦
争
と
国
際
法
の
根
本
観
念

戦
時
犯
罪
其
予
防
及
処
罰

軍
法
の
正
当

(
T
h
e
J

u
st
i
f
i

cati
o
n
 of
 
M
a
rt
i

al 
L
a
w
.
)
 

軍
法
の
正
当
（
承
前
）

野
外
要
務
令
の
改
正
と
戦
時
公
報

武
士
道
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

国
際
法
問
答

英
仏
飛
行
機
の
復
仇
攻
撃

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

戦
数
と
戦
時
復
仇
と
の
異
同

ナ
タ
ル
に
於
け
る
軍
法

(Martial
L
a
w
 
i

n
 N
at
al) 

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
運
命

武
力
紛
争

武
力
紛
争
法
の
適
用

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

そ
の
他
（
含

松

原

松

原

立 雖

川

雄 雄

作

太

郎

小

山

精

T
h
.
B
A
T
Y
 

郎 新

ヒ
ュ
ー
、
エ
チ
、
エ
ル
、
ベ
ロ
ッ
ト

東
譲
三
郎
（
訳
）

蛎

JI I 

加

新

輻

豊

次

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
、
ポ
ー
ロ
ッ
ク

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
、
ポ
ー
ロ
ッ
ク

皆

川

治

廣

皆

川

治

廣

高

橋

作

衛

戦
時
復
仇
・
戦
数
）

一
六

一
六

一
六

一
五 八 五 五 1五 五 四 四

九

八

五

八

九

九

九

九

六 五 六 四 六

五
三
三

一
七
六 ー

八
四

五

四

七

四

七

五

七

〇

九 四 ＿九 八
二
五

四
八
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l 

分野別索引

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
刑
法
総
則
的
規
定
ー
刑
事
法
の
視
点
か
ら
|
ー
,

赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
ー
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件

自
衛
と
復
仇

租
借
地
と
戦
争
(
-
)

租
借
地
と
戦
争
（
ニ
・
完
）

敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
一
）

戦
犯
裁
判
研
究
余
論
（
二
）
太
平
洋
戦
争
の
停
戦
処
理
に
関
す
る
国
際
法
的

考
察
ー
~
と
く
に
日
ソ
戦
争
に
つ
い
て
1

国
際
人
道
法
に
お
け
る
条
約
違
反
行
為
処
罰
制
度
（
一
）
ー
ー
、
一
九
七
七
年

第
一
議
定
書
処
罰
規
定
の
成
立
ー
ー

国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
の
意
義
と
問
題
点

国
際
刑
事
裁
判
所
構
想
の
展
開
'
~
I
C
C
規
程
の
位
置
づ
け

国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権

一
九
二
九
年
捕
虜
条
約
準
用
問
題

国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
と
戦
争
犯
罪

極
東
委
員
会
の
戦
争
犯
罪
処
理
方
針

戦
数
論

愛

知

正

博

九

八

真

山
岡

田

藤

田

久

小

和

田

喜 前

全

九

八

泉

九

八
九

八

恒

九

八

多

義

人

八

七

岡

田

泉

八

又

正

雄

又

正

雄

六
六

六
六

入

江

啓

四

郎

四

七

原

光

雄

四

田

岡

良

植

田

捷

雄

植

田

捷

雄

松

原

雄

四

〇 六 六

五

七

〇

五 五 五 六 六

六
六
九

六一 六

〇

五

五

七 六

〇
六
八
七

一
四
八

―1
0

 

ーニ
0
九

1
0

九

八

〇

九

八

五 二
0
九
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国際法外交雑誌総索引

核
兵
器
と
国
際
法
(
-
)

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
空
戦
及
び
盲
目
兵
器
に
関
す
る
赤
十
字
専
門
委
員
会

の
議
事
概
要

武
器
取
引
取
締
会
議
に
於
け
る
化
学
戦
問
題
（
ニ
・
完
）

武
器
取
引
取
締
会
議
に
於
け
る
化
学
戦
問
題

ロ
ン
ド
ン
会
議
と
潜
水
艦
使
用
法
規

化
学
戦
と
国
際
法

害
敵
手
段
・
方
法
の
規
制

現
戦
争
に
於
け
る
海
牙
の
三
宣
言
の
適
用
特
に
有
毒
瓦
斯
の
使
用

華
府
会
議
と
戦
時
国
際
法

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 U
S
E
 O
F
 S
U
B
M
A
R
I
N
E
S
 A
N
D
 N
O
X
I
O
U
S
 G
A
S
E
S
 I
N
 

T
I
M
E
 O
F
 W
A
R
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 WA
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 

1
9
2
2
.
 

現
戦
争
に
於
け
る
毒
瓦
斯
使
用

武
力
紛
争

兵
器
の
規
制

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

ニ
リ
オ
ッ
ト•L
・
メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
）

榎

本

重

治

五

山

下

康

雄

四

〇

山

下

康

雄

四

〇

横

田

喜

松

原
立

作

太

郎

小

山

精

立

郎 雄 郎

作

太

郎

八
〇

二
九

二
六 一六

一
四

五

五

一

九

四 九

八

一

〇

J¥ 六 八

七

四

七

九

九

四

八

四 七

ニ
八
九

五
三
九

ニ
四
三

五
0
三

七
0
三

九

七

二

五

578 



一

分野別索引

遼
東
守
備
軍
行
政
規
則

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
一
）

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
二
）

韓
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
及

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
条
約
加
盟

陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
海
牙
条
約
ノ
説
明
書

満
州
に
於
て
帝
国
軍
隊
の
行
へ
る
土
地
占
領
の
性
質

軍
律
及
軍
事
警
察

遼
東
守
備
軍
軍
律

武
力
紛
争

害
敵
手
段
・
方
法
の
規
制

ロ
ー
マ
の
非
武
装
化

所
謂
「
無
防
守
都
市
」
の
空
中
襲
撃
問
題

武
力
紛
争

害
敵
手
段
・
方
法
の
規
制

海
底
電
線
と
最
近
戦
時
法

核
兵
器
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

攻
撃
対
象
の
規
制

陸
戦
（
占
領
）

在

外

法

律

顧

問

立 ロ 真

山

真

山

作

太

郎
ラ

石

坂

泰

ン 全

九

六

全

九

五

又

正

雄

四

一

楢

崎

敏

雄

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

エ
リ
オ
ッ
ト
．
．

L
・
メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
）

二
七

一
四

八
〇

七 七
1
0
 

九
一
七 五 七 五 六

1

0

 

七

゜
八

六
五

二
五

四＿―-五

五
三
九

六
四
― 二

0

六
五
四
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国際法外交雑誌総索引

占
領
地
に
於
け
る
占
領
者
の
国
際
公
法
上
の
地
位

時
局
と
国
際
法

露
独
の
講
和
と
露
領
へ
の
出
兵
問
題

戦
争
に
関
す
る
個
人
の
地
位
と
第
二
回
平
和
会
議
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関

す
る
条
約
の
規
定

奈
翁
の
遠
征
と
学
術
の
尊
重

時
局
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
統
治
詔
書

青
島
民
政
署
の
設
置
と
支
那
の
抗
議

占
領
地
に
於
け
る
占
領
軍
の
国
際
法
上
の
地
位

対
敵
取
引
禁
止
令
批
評

陸
上
に
於
け
る
露
軍
の
戦
闘
法
規
違
反
の
事
実

在
外
軍
隊
の
所
在
地
住
民
に
対
す
る
法
権

現
品
の
徴
発
に
対
す
る
補
償
を
論
す

占
領
地
に
於
け
る
遺
留
財
産

「
附
」
樺
太
に
於
け
る
事
実

戦
利
品
論

(buti
n
o
r
 b
o
ot
y
)
 

黒
木
軍
の
戦
利
品
に
就
て

（
第
四
巻
の
続
き
完
結
）

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

日
清
条
約

（
前
号
の
続
）

寺

田

．

四

郎

寺

田

四

郎

蜻

川

蜻

川
蜻

川

蜻

川

雖

川

立 立 雖

川

雖

川
加

新 新 新 新 新

作

太

郎

遠

藤

源

六

作

太

郎

秋

山

雅

之

介

新 新

加

輻

豊

次
輻

豊

次

加

輻

豊

次

一
九

一
九 一六 一六 一六

一
五

1
0
 

七 六 六 五 五 五 四 四 四

四 七 九

八

六

九

六 四
1

0

 

九 五

二
九
四

一
九
五

二
0
三

五＿―-七
八
七

四
二
六

二
0

四
〇

五
八 五

ニ
四

1
0
三
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分野別索引

戦
時
船
舶
仏
国
領
海
出
入
に
関
す
る
法
令
（
山
田
領
事
報
告
）

J¥  

四

815
 

S
O
M
E
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 I
N
 M
A
R
I
T
I
M
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
 

武
力
紛
争

害
敵
手
段
・
方
法
の
規
制
海
戦

連
合
国
の
日
本
占
領
の
本
質
戦
後
占
領
の
新
形
態

我
兵
法
書
と
国
際
法

占
領
地
統
治
に
関
す
る
国
際
法
規
の
再
吟
味
（
ニ
・
完
）

占
領
地
統
治
に
関
す
る
国
際
法
規
の
再
吟
味
（
一
）

戦
時
二
於
ケ
ル
領
事
官
ノ
裁
判
ノ
特
例
二
関
ス
ル
法
律

比
島
に
於
け
る
公
有
財
産
処
理
の
問
題

占
領
地
に
於
け
る
占
領
軍
の
国
際
法
上
の
地
位

国
際
法
上
及
び
条
約
上
の
用
語
に
就
て

占
領
地
と
領
域
の
概
念

総
力
戦
と
戦
時
占
領

占
領
地
軍
政
官
憲
ノ
為
シ
タ
ル
行
為
ノ
法
律
上
ノ
効
力
等
二
関
ス
ル
法
律

占
領
地
住
民
の
政
治
参
与

広
州
湾
占
拠
地
区
の
軍
政
撤
廃

S

A

K

U

Y

E

 

T

A

K

A

H

A

S

H

I

 

安

井
田

岡

良

大

平

善

梧

四

一

山

下

康

雄

四

前 立

郁

四

五 四一

原

光

雄

四

山

下

康

雄

四

大

澤

松

原

雄

寺

田

四

郎

四

作

太

郎

四
章

四

四

松

下

正

壽

四

二
0

1
0

八
〇

四
1
0
 

五

五

五

J¥ 

一
九

―二
0
1

三

八

五

―
―
四
六

九
九
九

二
七

5
 

七
三
一

五

五

一

九
一
七
八

九

八

五

八
一
七
〇



国際法外交雑誌総索引

同
「
ア
ル
グ
ン
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

面
島
砲
撃
に
対
す
る
露
国
の
抗
議
を
評
す

拿
捕
し
得
へ
き
船
舶
と
撃
沈
し
得
へ
き
船
舶

露
艦
の
日
本
商
船
撃
沈
を
評
す

捕
獲
審
検
令
改
正
（
三
月
二
日
官
報
）

露
国
海
上
捕
獲
規
程

現
行
日
本
帝
国
海
上
捕
獲
規
程

露
国
商
船
「
ム
ク
デ
ン
」
号
に
関
す
る
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治
三
十
七

年
三
月
十
二
日
官
報
）

戦
時
禁
制
品
（
訓
令
―
一
月
十
日
）

英
国
政
府
委
内
瑞
拉
国
諸
港
湾
封
鎖
告
示
（
仏
国
外
務
省
告
示
千
九
百
二
年

十
二
月
二
十
日
同
国
官
報
所
載
）

韓
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
及

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
条
約
加
盟

グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
海

牙
条
約
加
盟

防
御
海
面
令
（
勅
令
―
―
―
十
七
年
一
月
二
十
三
日
官
報
）

防
御
海
面
区
域
（
二
月
十
日
）

捕
獲
審
検
所
開
設
(
+
日
官
報
）

ホ

ル

ラ

ン

ド

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

九 九 八 八 七 六 六 六 六 六
一七 一七

二
七

二
五

九 五
一七

二
五

五
八

附
録
四
八

附
録
三
五

附
録
四
二

附
録
四
二

附
録
四
三

六
五

六
五

五
六

582 



分野別索引

再
ひ
公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
国
学
者
の
所
説

公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
米
学
者
の
所
見

続

捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
び
弁
妄

露
国
帆
船
「
ナ
デ
ー
ジ
タ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
―
―
―
十
七
年
六
月
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ロ
シ
ャ
」
号
に
対
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ム
ク
デ
ン
」
搭
載
貨
物
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月

二
十
二
日
検
定
）

露
国
帆
船
「
レ
ス
ニ
ッ
ク
」
号
に
関
す
る
高
等
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治

三
十
七
年
六
月
二
十
四
日
官
報
）

露
国
汽
船
「
マ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

露
国
汽
船
「
ジ
ュ
リ
ヤ
デ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十

四
日
官
報
）

諾
威
汽
船
「
ア
ッ
ギ
ー
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
七
月
一
日
官

報）赤
十
字
条
約
ヲ
海
戦
二
応
用
ス
ル
海
牙
条
約
二
関
ス
ル
仏
国
ル
ノ
ー
ル
博
士

ノ
説
明
書

日
露
戦
争
開
始
期
論

同
上
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
三
日
官
報
）

諾
威
国
汽
船
「
ヘ
ル
ム
ス
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

立

作

太

郎

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

六
六

六
〇 五

八
〇

六
〇

五
七

五 五 四
六

二
九

583 



国際法外交雑誌総索引

戦
時
禁
制
品
及
中
立
国
船
舶
に
関
す
る
英
国
の
態
度

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
第
三
巻
第
三
号
の
続
）

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
前
号
か
ら
の
続
き
、

結
論
）

露
国
兵
の
清
国
服
著
用
に
就
て

戦
場
に
於
け
る
菌
獲
物

平
和
条
約
調
印
後
批
准
前
に
為
し
た
る
捕
獲

三
た
び
露
国
捕
獲
法
に
就
て

「
ナ
イ
ト
コ
ン
マ
ン
ダ
ー
」
号
事
件
と
ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
及
ひ
ギ
ブ
ソ
ン
、
バ

オ
ル
ス
氏

捕
獲
審
検
所
論

再
ひ
露
国
捕
獲
法
に
就
て

「
ア
ラ
ン
ト
ン
」
号
に
就
て

露
国
捕
獲
法
に
就
て

商
船
に
関
す
る
権
利
義
務

「
レ
シ
テ
リ
ヌ
イ
」
事
件
に
関
す
る
弁
明
書

「
タ
リ
ヤ
」
号
捕
獲
検
定
書

捕
獲
船
西
平
号
の
解
放

秋

山

雅

之

介

秋

山

雅

之

介

エ
ル
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

(

L

.

 

O
p
p
e
n
h
ei
m

.

)

 

高

橋

作

衛

松

波

仁

ト
ー
マ
ス
、
ギ
ブ
ソ
ン
、
バ
オ
ル
ス

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
ジ
ェ
ー

ナ

イ

ペ

郎

ロ
ー
レ
ン
ス

デ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ア
ー
サ
ー
、
コ
ー
ヘ
ン

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ル

ス

六 五 五 四 四 四 四

1
0
 

五
四

一七 一七 六

゜
五

五
四

四
六

二
九

二
六

一
八

五
八

五
六

4
 

5
 

五
四

8



分野別索引

国
際
捕
獲
審
検
所
の
適
用
す
へ
き
法
規
に
付
て

長

岡

春

七

七

八

585 

捕
獲
規
程
第
六
条
に
所
謂
特
許
若
く
は
免
許
の
効
果
に
及
ほ
す
へ
き
範
囲

松

波

仁

戦
役
の
結
果
沈
没
し
た
る
交
戦
国
艦
船
の
所
属
に
就
て

遠

藤

源

戦
時
に
於
け
る
敵
国
漁
船
の
拿
捕
免
除

立

作

太

郎

捕
獲
審
検
所
に
関
す
る
日
本
の
主
義

遠

藤

源

遠

藤

源

捕
獲
審
検
所
は
平
和
克
復
と
共
に
当
然
消
滅
す
へ
き
も
の
な
り
や

日
本
捕
獲
審
検
所
に
就
て

戦
時
禁
制
品
を
輸
送
す
る
船
舶
を
拿
捕
し
得
る
時
期

自
国
の
海
岸
は
封
鎖
す
る
こ
と
を
得
る
や
附
封
鎖
区
域
内
に
租
借
地
乃
至
居

留
地
を
包
有
し
居
る
場
合

捕
獲
権
行
使
の
場
所
に
関
し
日
露
戦
争
中
起
り
た
る
問
題

有

賀

長

雄

露
国
商
船
拿
捕
免
除
に
関
す
る
勅
令
及
其
適
用
を
論
す

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

捕
獲
法
と
学
術
品

松

波

仁

「
カ
ル
チ
ャ
ス
」
号
事
件

テ

ー

、

バ

(

T

.

 

B
at
y
)
 

再
ひ
日
本
捕
獲
法
に
就
て

日
本
捕
獲
法
に
就
て

赤
十
字
条
約
と
海
戦

捕
獲
審
検
所
の
管
轄
権
及
其
遵
守
法

高

チ

松

田

道

郎 六 ＇ ノ‘ 六 六 六
←」―̀

ノ‘ 郎

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

橋

作

術

七 七 六 六 六 六 六 四 四 四 四 四

四
1
0
 

五 四 九 六
1
0
 

八 八、 七

七 六 五 六
六 二

五 六 九
六 五

九 八



国際法外交雑誌総索引

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

倫
敦
宣
言

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
宣
言
と
継
続
航
海
の
原
則

同
上
に
就
き
て
一
言
す

封
鎖
違
反
の
船
舶
を
拿
捕
す
る
場
所

国
際
捕
獲
審
検
所
設
立
に
関
す
る
第
二
平
和
会
議
条
約
及
海
戦
法
規
に
関
す

る
倫
敦
宣
言
の
成
行

倫
敦
海
戦
法
規
会
議

海
戦
法
会
議
に
就
て
（
承
前
）

海
戦
法
会
議
に
就
て

護
送
船
舶
に
就
て

立 立

作

太

郎

作

太

郎

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

遠

藤

源

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

六 六 六 六 六

九 九 九 九 九 九 九 九 J¥ 八 八 七 七 七 七

五 四
1

0

八
一
四

九

七

二

〇

八 七

五

四

五

六 五 四 六
1
0
 

九 八 七

三
二
八

二
六

六
二
五

四
六
八

三
七
一

ニ
八
〇

一
九
六

四
六
九

1

0

 

一五

6
 

ニ
四
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分野別索引

現
戦
役
に
於
け
る
日
本
海
軍
の
行
動
概
要
（
巻
頭
の
地
図
参
照
）

ピ
ア
ー
ス
・
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

潜
航
艇
と
武
装
商
船

T
h
.
B
A
T
Y
 

板

倉

卓

造

新 新

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一五

四

九
三
0
八 ー

英
国
の
所
謂
対
独
封
鎖

一
七
五

時
局
と
国
際
法

合
衆
国
政
府
の
独
逸
商
船
押
収

雖

川

八
四

時
局
と
国
際
法

没
収
独
襖
船
舶
総
数
と
法
理

蜻

川

ノ＼

帝
国
海
軍
の
地
中
海
遠
征
に
関
す
る
国
際
法
規

継

川

新

1
0

九

時
局
国
際
法

漁
船
の
撃
沈
と
商
船
の
敷
設
水
雷
に
依
る
沈
没

雖

川

新

一五

九

八

六

八

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

英
国
の
対
独
通
商
一
切
禁
止
の
正
当

米
国
武
装
商
船
の
独
艇
撃
沈

蜻

川

新

一五

九

八

六

六

蛎

川

新

一五

九

八

六

時
局
国
際
法
商
船
武
装
の
権
利

雖

川

新

一五

九

八

六

時
局
国
際
法

所
謂
独
逸
の
潜
航
艇
に
依
る
封
鎖
又
は
潜
航
艇
戦

蛎

川

新

一五

九

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題
（
二
）

立

作

太

郎

一五

八

七
七
五

八
六
．
i

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題

立

作

太

郎

欧
州
戦
争
よ
り
起
れ
る
英
国
裁
判
所
の
捕
獲
審
検
事
件

ラ
ッ
セ
ル
、
テ
ー
、
マ
ウ
ン
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

英
国
と
海
戦
法
規

立

作

太

郎

長

岡

春

一五 一
四

七 五

四

一

九

六 六

六
三
九

四
二
九

四
一
五

587 



国際法外交雑誌総索引

英
国
政
府
の
海
牙
第
六
条
約
廃
棄

国
際
法
上
及
び
条
約
上
の
用
語
に
就
て

実
力
封
鎖
法
史
論
（
六
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
二
）

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
完
）

国
際
法
問
答

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の
一

実
力
封
鎖
法
史
論
（
一
）

C
O
N
T
I
N
U
O
U
S
 V
O
Y
A
G
E
,
T
H
E
 P
R
E
S
E
N
T
 P
O
S
I
T
I
O
N
 

実
力
封
鎖
法
史
論
（
三
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
四
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
五
）

実
力
封
鎖
法
史
論
（
七
、
完
）

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
一
）

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
承
前
）

潜
航
艇
と
武
装
商
船
（
承
前
）

海
上
捕
獲
に
関
す
る
英
仏
条
約
と
我
海
戦
法
規
と
の
関
係
を
論
す

森 松

原

櫂

板

倉

卓

，

造

松

原

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

板

倉

卓

造

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

板

倉
立

＿作

卓
太

吉 雄 雄 造 郎

ピ
ア
ー
ス
、
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

ピ
ア
ー
ス
、
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

ピ
ア
ー
ス
・
ヒ
ツ
ギ
ン
ス

寺

田

四

郎

（

訳

）

田

村

幸

策

二
五

二
五

二

0
一七 一七 一七 一七

九

八

八

四
1
0

九
八
四

九

八

五

八

七 四 九 六 六 五 四

七
六

六
四 七

六

一
四
八

1
0
五

五
八
九

二
―
四 四

八

八

四

五
四
九

三
八
九

ニ
八
四

1
0
五
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分野別索引

浅
間
丸
事
件

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
ニ
・
完
）

世
界
大
戦
の
際
の
所
謂
海
洋
の
自
由
の
主
張
の
起
原

ベ
ー
チ
ー
博
士
の
「
ス
コ
ッ
チ
・
ケ
ー
セ
ス
」
の
研
究

米
国
の
海
軍
拡
張
と
海
洋
自
由
問
題

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍
（
ニ
・
完
）

ロ
ン
ド
ン
会
議
と
潜
水
艦
使
用
法
規

国
際
法
上
の
封
鎖
と
連
盟
規
約
上
の
所
謂
経
済
封
鎖

世
界
大
戦
中
及
其
以
後
に
於
け
る
武
装
商
船
問
題

世
界
大
戦
中
及
其
以
後
に
於
け
る
武
装
商
船
問
題
（
二
）

国
際
法
上
の
平
時
封
鎖
と
全
支
沿
岸
航
行
遮
断
宣
言

英
国
捕
獲
法
の
創
立
者
ス
ト
ー
ウ
ェ
ル
卿

海
戦
と
空
戦
に
お
け
る
中
立
国
の
権
利
義
務
に
関
す
る
条
約
案

欧
州
戦
争
と
経
済
戦

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題

に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
一
節
I

倫
敦
海
戦
法
規
会
議
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
問
題

際
法
に
於
け
る
間
接
的
損
害
の
賠
償
」
の
一
節
~

(
-
)
「
国
際
法

（
ニ
・
完
）
ー
—
「
国

安

井
安

井
立 松

原

横

田

立 立 立立 横

田

松

波

仁

松

波

仁

松

原

立 立 森

喜 喜

櫂

郁

三

九

郁

三

九

作

太

郎

三

九 雄 郎

寺

田

四

郎

三

七

作

太

郎

三

七

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

郎 郎 郎 雄

作

太

郎

作

太

郎

吉

J¥ 八
二
九

ニ
八

ニ
八

ニ
八

二
七

二
六

二
五

五 四

1

0

 

八

七

二

六

五 四 六 六 五 六 四

1

0

 

三
九
〇

二
九
五

二
五
二

八
六
五

二
―
九

五
五

三
一
九

四――――

五
0

1

1

1

――I
O

I

 

四
三
九

二
七
四

五
五
六

1

0

一六
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国際法外交雑誌総索引

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

香
港
植
民
地
全
沿
岸
の
封
鎖
宣
言

大
東
亜
戦
争
と
帝
国
海
戦
法
規

捕
獲
審
検
令
中
改
正

捕
獲
審
検
所
及
高
等
捕
獲
審
検
所
開
設
二
関
ス
ル
件

捕
獲
審
検
令
中
改
正

海
戦
法
規
の
修
正
規
定

大
東
亜
戦
争
二
於
テ
敵
国
ノ
執
ル
措
置
二
鑑
ミ
大
正
三
年
軍
令
海
第
八
号
海

戦
法
規
ノ
一
部
卜
異
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
件

マ
ル
チ
ニ
の
海
戦
法
規
改
正
提
案
に
つ
い
て
(

-

)

1

戦
時
海
上
通
商
問

題
研
究
の
一
鮪
I

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

捕
獲
審
検
所
の
適
用
法
規

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

戦
時
禁
制
品
二
関
ス
ル
海
軍
省
告
示

気
比
丸
事
件

立 安

井

四 四 四 四 四

作

太

郎

四

四

又

正

雄

四

四

榎

本

重

治

四

四 四 四 四

信

夫

淳

平

四

又

正

雄

四

郁

四

九 七 六 四

八
三
五

―
一
三
八

―
―
四
二

―
―
四
三

―
―
四

―
―
四

七

七

二

八
六
二
七

六

六

二
九
六

二
九
五

二
九
五

二
九
四

二
0
七

六
五

゜

六
0

9
5
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佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
二
完
）

捕
獲
と
捕
獲
審
検
所

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

第
五
号
事
件

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限
（
ニ
・
完
）

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

第
一
号
事
件

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説
国
際
法
問
題
占
領
地
の
軍

政 大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

I 

大

澤

大

澤

前 立

四 四 四

章

四

章

四

四 四 四

原

光

雄

四

作

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

四 四 四 四 四

1
0
 

―
二
六

―
―
七

1
0
八

八

八

五

六

八

八

五

八

八

五

五

五

一
八
五

一
五
九

四
八 ロ

―
二
三
四

―
二
三
五

二
＿
三
八

―
二
四
一

九
七
三

―
二
七
0
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大
東
亜
戦
争
と
支
那
沿
岸
航
行
遮
断

戦
時
封
鎖
制
度
論
(
-
―
-
)
|
—
圭
令
祉
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
ニ
・
完
）

船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
四
）
~
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
五
)
|
—
圭
令
ク
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|
'

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
六
）
ー
~
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て1

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
七
）
ー
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

中
支
船
舶
の
航
行
統
制
の
緩
和

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
八
）
—
|
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|
'

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
九
)
|
—
圭
弁
祉
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|
'

上
海
水
先
船
株
式
会
社
所
属
船
舶
の
捕
獲
事
件
に
付
て

捕
獲
手
続
法
の
修
正

「
サ
ン
タ
・
ウ
ェ
」
号
捕
獲
事
件
の
再
審
査
決
定
書

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

田

岡

良

藤

崎

萬

里

四

一

高

野

雄

高

野

雄

五

八

四

四

四
一

四
一

大

平

善

梧

四

一

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

前

原

光

雄

四

一

佐

藤

信

太

郎

四

一

高

野

雄

大

平

善

梧

佐

藤

信

太

郎

四
一

四
一

四
一

四
一

四
一

四
一

四
一

戦
時
国
際
法
上
再
検
討
を
要
す
る
若
千
問
題

戦
時
封
鎖
制
度
論
(
-
)
|
—
圭
令
社
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|
‘

戦
時
封
鎖
制
度
論
(
-
―
)
|
—
宝
令
祉
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|
'

高

野

雄

高

野

雄

四
一

四
一

信

夫

淳

平

四

一

五

1

0

 

九

七

五

八

七

0
七

八

六
八

六 五

四
四 四

六
二

五

三

――1
0

1

――
 

五

三

〇

八

三

〇

九

三

七

五

四

三

二

二

六

一

七

五

一

五

六

「
二
四

二
0
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空
戦
法
規
草
案
を
評
す

飛
行
器
と
法
律

空
中
飛
行
術
に
関
す
る
討
論

飛
行
機
に
関
す
る
戦
時
規
則
と
海
牙
諸
条
約
と
の
比
較
研
究

飛
行
機
に
関
す
る
戦
時
規
則
と
海
牙
諸
条
約
と
の
比
較
研
究
（
承
前
）

敵
国
航
空
機
の
取
扱

航
空
機
と
中
立
国

空
戦
法
規
私
見
（
上
）

空
戦
法
規
私
見
（
下
）

泉
博
士
の
「
空
戦
法
規
私
見
」
を
読
む

泉
博
士
の
「
空
戦
法
規
私
見
」
を
読
む
（
二
完
）

空
戦
法
規
に
就
て

空
戦
法
規
と
し
て
の
臨
検
捜
索
権

武
力
紛
争

害
敵
手
段
・
方
法
の
規
制

空
戦

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
二
）

海
戦
法
規
に
お
け
る
目
標
区
別
原
則
の
新
展
開
（
一
）

捕
獲
に
お
け
る
個
人
の
保
護

松

田

道

泉 泉 松

本

俊

松

本

俊

泉 泉 小

山

精

小

山

精

寺

尾

真

山

真

山

哲 哲 哲 哲 郎 郎

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド 亨

小

谷

鶴

次

一七 一七
1

0

 

1

0

 

六
八 八

全

九

六

全

九

五

六 八
1
0
 

八

七

四

七 六 五 四
1
0
 

九 五 五

3
 

五
二
九
5
9

六
八
五

九
六

六
二
六

四
八
七

六
六

二
七
八

二
0

八
0
六

六
九
〇

三五―――

五
三
九： 七

九
二
五
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伴
虜
情
報
局
の
設
置
（
勅
令
二
月
二
十
二
日
官
報
）

武
力
紛
争

保
護
さ
れ
る
べ
き
者

捕
虜

敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

戦
時
国
際
法
上
再
検
討
を
要
す
る
若
干
問
題

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
空
戦
及
び
盲
目
兵
器
に
関
す
る
赤
十
字
専
門
委
員
会

の
議
事
概
要

第
二
大
戦
お
よ
び
戦
後
の
国
際
法
学
説
に
お
け
る
軍
事
目
標
主
義

海
戦
と
空
戦
に
お
け
る
中
立
国
の
権
利
義
務
に
関
す
る
条
約
案

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
一
）

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
(
―
-
)

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
三
）

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
四
・
完
）

所
謂
「
無
防
守
都
市
」
の
空
中
襲
撃
問
題

航
空
機
の
交
戦
権
に
就
て
の
一
研
究
（
一
）

航
空
機
の
交
戦
権
に
就
て
の
一
研
究
（
一
）

B
O
M
B
A
R
D
E
M
E
N
T
 A
E
R
I
E
N
.
 

世
界
大
戦
の
際
の
所
謂
海
洋
の
自
由
の
主
張
の
起
原

城

戸

榎

本

重

治

五

信

夫

淳

平

四

一

前

原

光

雄

四

横

田

喜

正

彦

五

七

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

楢

崎

敏

雄

楢

崎

敏

雄

楢

崎

敏

雄

立

郎

作

太

郎

Y. S
ug
i

m
u
r
a
 

J¥ 五 五 五 五
二
七

二
六

二
六

二
六

ニ
四

六 五

五

〇

四 八

七

二

六

九

八

五

四

八 七 六 五 七 四

附
録
四
六

ニ
八
九

七＿―-五

―二
0
九

六 三
一
九

四
三
五

四
九
一

1

1

九

九

一

五
六
九
六

二
0
四
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伴
虜
に
関
す
る
我
実
験
（
三
）

蜻

JI! 

新

七

七

595 

伴
虜
に
関
す
る
我
か
実
験
（
二
）

蜻

Jll 

新

伴
虜
に
関
す
る
我
か
実
験
（
一
）

蜻

JII 

新

黒
木
軍
と
赤
十
字

D

-
哺

ヵ

―

T

豊

次

露
国
官
憲
の
我
同
胞
伴
虜
に
対
す
る
待
遇
を
論
す

秋

山

雅

之

介

露
国
伴
虜
取
扱
規
則

在
露
伴
虜
と
し
て
の
二
箇
年

矢

野

亮

山

崎

次

郎

（

訳

）

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

エ
ド
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

ヱ
ド
ア
ー
ル
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
一
郎
（
訳
述
）

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

エ
ト
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
ク

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

伴
虜
に
関
す
る
国
際
法
規

エ
ド
ア
ー
ル
、
ロ
ム
ベ
ル
グ

山
崎
二
郎
（
訳
述
）

名
古
屋
に
於
け
る
伴
虜

伴
虜
待
遇
非
難
の
通
信
に
関
す
る
当
局
者
の
談
話

伴
虜
収
容
所
に
於
て
刀
剣
領
置
に
関
す
る
秋
山
参
事
官
の
談
話

伴
虜
情
報
局
の
設
置
を
論
し
て
露
国
政
府
の
為
め
其
怠
慢
を
惜
む

露
国
伴
虜
の
解
放
t

蛎

JI! 

新

秋

山

雅

之

介

秋

山

雅

之

介

六

一六

六

四
〇

五 五 四 四 四 四 四 四

九 七
1
0
 

九
1
0
 

五

七 六 五 四 J¥ 六 六 九

J¥ 

四
四
六

四
七

五
〇

五
九

五
五

七
八 一九



国際法外交雑誌総索引

伴
虜
給
与
規
則

伴
虜
宛
贈
答
品
等
無
賃
運
送
取
扱

伴
虜
郵
便
為
替
規
則

伴
虜
郵
便
規
則
中
改
正

現
行
刑
法
に
於
け
る
国
際
法
上
の
疑
問
の
一

突
？
）
外
国
人
の
犯
す
外
患
に
関
す
る
罪
に
就
て

伴
虜
雑
記
（
承
前
）

伴
虜
を
論
す

伴
虜
取
扱
に
関
す
る
会
議
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
開
会
「
ノ
イ
エ
、

プ
レ
ッ
ス
」
所
載
）

現
戦
争
に
於
け
る
伴
虜
の
待
遇

欧
州
大
戦
と
伴
虜

伴
虜
収
容
所
条
例
改
正

伴
虜
情
報
局
官
制

平
明
丸
搭
乗
伴
虜
伊
太
利
国
に
収
容
事
件

伴
虜
雑
記

伴
虜
雑
記
（
承
前
）

伴
虜
雑
記

（
刑
法
と
国
際
法
と
の
衝

フ
ラ
イ
エ
、

ァ
ッ
シ
ュ
ケ
ノ
ー

中

山

又

次

（

訳

）

雖

川
小

山

精

井

田

輝

箕

野

鋸

川
雖

川

雖

川

蜻

川

新 郎 吉 毅

大

場

茂

馬

四 四 四 四 四 四 二
0

一六 一
四

新

九
新

九

新

九

新

九

八

四 五

四

五

七

1
0

八
0
六

八 1
0

七
四
九

七 六 五 四

二
五
二

五
三
三

――
1
0
0
 

1
1
1
0
0
 

三
0
1

二
九
九

二
九
八

二
九
七

――六

六
七
六

四
五
九

五
六

二
0
六
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分 野別索引

捕
虜
資
格
と
国
際
人
道
法
の
展
開

東
京
裁
判
と
捕
慮
虐
待

露
国
の
戦
時
規
定

保
護
さ
れ
る
べ
き
者

赤
十
字
条
約
と
海
戦

病
院
船
に
関
す
る
条
約
案

韓
国
政
府
赤
十
字
条
約
加
盟

勅
令
第
二
百
二
十
三
号
明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
日
の
勅
令
日
本
赤
十

字
社
条
例

武
力
紛
争

我
兵
法
書
と
国
際
法

伴
虜
派
遣
規
則
中
改
正

伴
虜
労
務
規
則

伴
虜
派
遣
規
則

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

伴
虜
処
罰
法

伴
虜
に
関
す
る
法
規
の
改
正

捕
獲
を
行
ふ
官
憲
及
捕
獲
の
行
は
る
る
場
所

伴
虜
の
取
扱

傷
病
者
・
難
船
者
・
衛
生
要
員

牧

野

英

高

橋

作

衛

大

山

藤

田

久

田

岡

良

横

田

立 立

喜

一

（

報

）

梓

八

七
七

四一 四 四 四 四

郎

四

作

太

郎

四

作

太

郎

四

J¥ 七 六 五
1
0
 

六 六 六 五

五

四

九

五

五

一

八

六 四

7
 

5
 

五

四

，

八

附
録
五
〇

六
六 六

三
七
二

四
五
三

八
〇

六
四
〇

六
三
八

六
三
六

五
九
八



国際法外交雑誌総索引

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L
E
S
 B
A
T
I
M
E
N
T
S
 H
O
S
P
I
'
 

T
A
L
I
E
R
S
 

病
院
船
に
関
す
る
条
約

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
第
五
巻
第
十
号
の
続
）

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
三
）
（
第
六
巻
第
二
号
の
続
）

戦
地
軍
隊
に
於
け
る
傷
者
及
病
者
の
状
態
改
善
に
関
す
る
条
約

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
改
正
万
国
会
議
最
終
議
定
書

同
条
約
に
関
す
る
宣
言

「
カ
ザ
ン
」
号
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

赤
十
字
条
約
ノ
由
来

ソ
ル
フ
ェ
リ
ノ
ー
の
紀
念

改
正
赤
十
字
条
約
の
規
定
を
論
す

元
露
国
病
院
船
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

遠
藤
博
士
の
批
評
を
批
評
す

清
国
赤
十
字
事
業
に
就
て

黒
木
軍
と
赤
十
字

本
論
（
其
二
）

有

賀

長

雄

有

賀

長

雄

遠

藤

源

六

秋

山

雅

之

介

高

橋

作

衛

秋

山

雅

之

介

秋

山

雅

之

介

篠

田

治

策

加

輻

豊

次

加

輻

豊

次

加

輻

豊

次

1
0
 

1
0
 

1
0
 

J¥ 八 八 八 八 七 六 六 六 六 六 五 五

五
1

0

 

1
0
 

1

0

 

1

0

 

四
1

0

 

-
0
 

八

三
四
七

一
八
九

九

九

七

四

六
1

0
八

1

0
七

八
七

一
四

一六
七
七

七 六一 二
五

二
0

四
六

五
六
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引
赤
十
字
標
識
の
不
正
使
用
と
戦
犯
裁
判
横
浜
裁
判
に
お
け
る
橘
丸
事
件

索
ー
ー
ー

別野分

日
本
赤
十
字
慰
問
使
と
列
国

L
A
 L
I
G
U
E
 D
E
S
 N
A
T
I
O
N
S
 E
T
 L
A
 L
I
G
U
E
 

R
O
U
G
E
S
・

国
際
連
盟
並
万
国
赤
十
字
同
盟
二
就
テ

L
E
A
G
U
E
 O
F
 R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
.
赤
十
字
連
盟

国
際
法
問
答

T
H
E
 F
A
C
T
S
 O
N
 T
H
E
 F
O
R
M
A
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
 

病
院
船
の
攻
撃

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
丸
事
件

帝
国
病
院
船
「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
」
丸
撃
沈
二
関
ス
ル
対
米
抗
議

一
八
‘
―
二
、
一
五
条
約
局
）

P
R
O
T
E
S
T
 O
F
 T
H
E
 J
A
P
A
N
E
S
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 T
O
 T
H
E
 

U
N
I
T
E
D
 
S
T
A
T
E
S
 
G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
T
H
E
 

S
I
N
K
I
N
G
 
O
F
 T
H
E
 
H
O
S
P
I
T
A
L
 
S
H
I
P
,
 
B
U
E
N
O
S
 
A
I
R
E
S
 

M
A
R
U
 

今
次
戦
争
に
於
け
る
国
際
赤
十
字
の
活
動
振
り

或
る
所
の
或
る
試
験
の
問
題
の

再
ひ
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件
に
就
て

D
E
S
 C
R
O
I
X
'
 

刀
日
、

(

B

 

喜 横

田

横

田
須

山

逹

夫

四

A
r
at
a
 Ni

n
ag
a
w
a
 

立

多

義

人

八

七

蜻

ILL 

雖

Jll 
喜 喜

郎

四

郎

四

作

太

郎

遠

藤

源

新 新 六

四一 四 二
五

二
0

一
八

一
八

一七
1
0
 

六 七

七

1
0
 

J¥ 

六
〇

八
三
八

九
九
三

ニ八―――

三
0
0

二
九
九

八

八

四

五

J¥ 五

五
九

五
五

六
五
〇

三
七
二
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国際法外交雑誌総索引

在
留
敵
国
人
の
保
護
に
関
す
る
日
本
の
主
義

戦
地
に
於
け
る
宣
教
師
の
保
護

同
上

保
護
さ
れ
る
べ
き
者

(
D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 J
u
ri
di
q

u
e
 d
e
s
 s
uj
et
s
 en, 

戦
争
に
関
す
る
個
人
の
地
位
と
第
二
回
平
和
会
議
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関

す
る
条
約
の
規
定

日
英
及
日
米
間
外
交
官
、
領
事
官
及
在
留
民
の
交
換

高
千
穂
丸
事
件

赤
十
字
国
際
委
員
会
が
作
成
し
た
「
戦
時
に
お
い
て
一
般
住
民
が
被
る
危
険

の
制
限
に
関
す
る
規
則
案
」
(
-
九
五
六
年
）
（
D
r
af
t

R
u
l
e
s
 
for
 th
e
 

Lim
i
t

at
i

o
n
 of
 
t

h
e
 D
a
n
g
e
r
s
 i
n
c
u
r
r
e
d
 b
y
 
t

h
e
 C
i

vilia
n
 P
o
p
u
l
at
i

o
n
 i
n
 

T
i

m
e
 <?f 
W
a
r
,
 1
9
5
6
)

の
説
明

保
護
さ
れ
る
べ
き
者

（
訓
令
二
月
十
日
官
報
）

グ
ワ
テ
マ
ラ
共
和
国
赤
十
字
条
約
加
盟

武
力
紛
争

敵
国
臣
民
の
地
位
（
承
前
、
完
）

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

n
e
mi
s
 au
 J
a
p
o
n
)
 

武
力
紛
争

そ
の
他

文
民
・

一
般
住
民

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

榎

本

重

治

五

六

横

田

喜

太

田

立 山

田

山

田

山

田

五

郎

四

郎

四

作

太

郎

良 良 良

1
0
 

四

六 六
一
七 六 四

附
録
四 六

五

二
九
八

六
〇
ーニー
0 四 八 五
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分野 別索引

掠
奪
と
徴
発
の
法
理
（
万
国
平
和
の
一
原
則
）

捕
獲
法
と
学
術
品

瑞
典
諾
威
国
及
丁
抹
国
の
中
立
規
則

武
力
紛
争

潜
水
艦
及
び
軍
用
航
空
機
の
商
船
に
対
す
る
行
動

戦
争
状
態
開
始
後
に
於
け
る
敵
国
外
交
使
節
の
地
位

敵
国
臣
民
に
属
す
る
財
産
に
し
て
交
戦
国
法
権
内
に
在
る
も
の
の
法
律
上
の

地
位
並
敵
国
人
の
関
与
せ
る
法
人
の
法
律
関
係
を
論
す

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
と
国
際
法

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

独
支
開
戦
の
効
果

戦
争
と
個
人
の
地
位

マ
ニ
ラ
市
の
軍
政
施
行
と
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
協
定

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

財
産
の
保
護

敵
国
在
留
邦
人
の
待
遇

自
国
に
住
所
を
有
す
る
他
国
人
に
兵
役
義
務
を
課
し
得
る
か

漁
船
の
撃
沈
と
商
船
の
敷
設
水
雷
に
依
る
沈
没

敵
国
民
の
帰
化
の
撤
去

商
船
武
装
の
権
利

蛾

川
松

波

仁

松

下

正

松

原
前 立 立 立 T

h
.
B
A
T
Y
 

雖

JI! 

雖

Jll 

蛾

JII 

牧

野

英

新 郎

四 四

壽

四

雄

四

原

光

雄

四

作

太

郎

四

作

太

郎

作

太

郎

新 新 新

金

森

徳

次

郎

一
六

一
六

一
五

一
五

一
四

七 五 七 五

四― 四
五ニ―――

1
0
四

二
六
九

ニ
四
八

八

七

五 六
四
九 ー

九

八

六

八

九

八

六 三
八
三

―
―
五
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外
人
遺
留
財
産
整
理
状
況

敵
国
臣
民
に
属
す
る
財
産
に
し
て
交
戦
国
法
権
内
に
在
る
も
の
の
法
律
上
の

地
位
並
敵
国
人
の
関
与
せ
る
法
人
の
法
律
関
係
を
論
す

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

敵
国
航
空
機
の
取
扱

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

貨
物
の
敵
性
及
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
試
験
問
題
と
其
解
答

（
第
四
巻
の
続
き
完
結
）

独
軍
の
退
却
と
不
法
行
為

独
支
開
戦
の
効
果

或
る
所
の
試
験
問
題
の
一

押
収
と
没
収
と
の
意
義

船
舶
及
び
貨
物
の
没
収

或
る
所
の
試
験
問
題
三

敵
国
私
有
財
産
に
関
す
る
問
答

戦
争
ノ
契
約
二
対
ス
ル
効
果
二
関
ス
ル
国
際
法
協
会
日
本
支
部
会
報

西
伯
利
戦
争
と
戦
利
品
問
題

戦
利
品
論

(
b
u
t
i
n
o
r
 b
o
ot
y
)
 

黒
木
軍
の
戦
利
品
に
就
て

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

（
前
号
の
続
）

立 立 立 立 立 立 蜻

川
雖

川

蜻

川

蜻

川

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

小

山

精

小

山

精

郎 郎 新 新

金

森

徳

次

郎

新 新

加

揺

豊

次

加

輻

豊

次

加

揺

豊

次

二
七

二
七

二
七 一七 一七

一
六

一
五 五 五 五 四 ．四

六

六
二
0

五

四

七

八

七 六 四
1

0

 

1
0
 

九

一
七
五

六
九
八

五

四

一

七

三
五
九
三

1

0
八

二
0

九
四
九

―
―
五 五

ニ
四

026
 



分 野別索引

戦
争
と
私
有
財
産
ー
ー
|
主
と
し
て
大
陸
の
敵
産
管
理
に
就
て
l

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

在
支
敵
産
の
移
管
（
一
）

受
動
的
の
意
義
に
於
け
る
全
体
主
義
と
敵
国
私
有
財
産
の
没
収

法
人
の
敵
性

敵
産
管
理
法

敵
産
管
理
法

敵
産
管
理
法
施
行
令

関
東
州
敵
産
管
理
令

敵
性
工
業
所
有
権
の
処
理

敵
産
管
理
法
施
行
令
の
改
正

在
支
敵
産
の
移
管
（
二
）

在
支
敵
産
の
移
管
（
三
）

敵
産
の
処
理

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
と
原
油
の
押
収
I

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
控
訴
院
判
決
を
中
心

こ＇ 南
洋
諸
島
二
於
ケ
ル
敵
産
ノ
管
理
二
関
ス
ル
件

敵
産
管
理
法
ヲ
朝
鮮
・
台
湾
及
樺
太
二
施
行
ス
ル
ノ
件

敵
産
管
理
法
施
行
規
則

竹

本

正

幸

五

九

大

平

善

梧

四

五

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

江

川

英

文

四

江

川

英

文

四

江

川

英

文

四

立

四 四 四 四 四 四

江

川

英

文

四

大

平

善

梧

四

〇
作

太

郎

三

七

五

五

・

六
1
0
 

゜

六

七

四
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国際法外交雑誌総索引

S
O
M
E
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 I
N
 M
A
R
I
T
I
M
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
 

有
賀
博
士
の
外
交
文
書
に
関
す
る
意
見
を
読
て
感
あ
り
Qu
e
l
q
u
e
s
m
ot
s
 

p
o
u
r
 la t

h
e
s
e
 d
e
 p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 A
ri
g

a
 a
u
 s
uj
et
 

d
e
 la 
c
o
n
s
e
r
v
at
i

o
n
 d
e
s
 

d
o
c
u
m
e
nt
s
 
i

m
p
o
rt
a
nt
s
 relat
i
f

s
 au
 d
r
oi
t
 i

nt
e
r
n
at
i

o
n
a
l
 

戦
時
禁
制
海
運
論

戦
時
禁
制
海
運
論
（
其
二
）

戦
時
禁
制
海
運
論
（
其
三

第
十
三
号
の
続
）

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
 

戦
時
船
舶
仏
国
領
海
出
入
に
関
す
る
法
令
（
山
田
領
事
報
告
）

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
 

ク
リ
ー
ン
博
士
近
著
中
に
於
け
る
日
本
（
承
前
）

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 
O
F
 
T
H
E
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
.
 

高
橋
法
学
博
士
に
答
ふ

ク
リ
ー
ン
博
士
近
著
中
に
於
け
る
日
本

武
力
紛
争
中
立

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

国
際
法
上
の
重
要
文
書
に
関
し
外
務
当
局
者
に
望
む

O
F
 

O
F
 

O
F
 

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

米

田

奈

良

六 六 六

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

吉

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

有

賀

長

雄

高

橋

作

衛

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

米

田

奈

良

吉

有

賀

長

雄

一
七

1
0
 

八 四

ー 四 ー
一
九 ー 一九

二
六 5

 

ニ
四

一五
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分野別索引

「
レ
シ
テ
リ
ヌ
イ
」
事
件
に
関
す
る
弁
明
書

5
 

五

八

〇
6
 

諾
威
国
汽
船
「
ヘ
ル
ム
ス
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

現
行
日
本
帝
国
海
上
捕
獲
規
程

捕
獲
船
西
平
号
の
解
放

独
国
（
独
文
）

仏
国
（
仏
文
）

諾
威
汽
船
「
ア
ッ
ギ
ー
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
七
月
一
日
官

報） 「
マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
」
号
事
件
に
関
す
る
書
類

戦
時
禁
制
品
に
付
て

朝
鮮
国
中
立
の
価
値

清
国
の
中
立
（
二
月
十
九
日
官
報
）

捕
獲
審
検
所
開
設
(
+
日
官
報
）

捕
獲
審
検
令
改
正
（
三
月
二
日
官
報
）

露
国
の
戦
時
規
定

露
国
海
上
捕
獲
規
程

（
三
月
十
二
日
倫
敦
「
タ
イ
ム
ス
」
所
載
）

戦
時
禁
制
品
（
訓
令
二
月
十
日
）

マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
号
事
件

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ー
ラ
ン
ド

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

九 九 九 J¥ J¥ 七 六 六 六 六 六 六 五

五
四

六
〇

二
九

九 五
四

五 七
八

四
七

五
八

附
録
五
〇

附
録
四
八

附
録
四
二

附
録
四
三

五
七

四
〇

ニ
八



国際法外交雑誌総索引

平
和
条
約
調
印
後
批
准
前
に
為
し
た
る
捕
獲

露
国
と
中
立
船
八
月
十
九
日
コ
ル
ン
ウ
ォ
ー
ル
、

ト
レ
ガ
ル
テ
ン
に
於
て

交
戦
国
船
舶
と
中
立
国
港

中
立
国
船
の
待
遇

セ
ン
ト
、

ア
イ
ヴ
ス
、

「
ナ
イ
ト
コ
ン
マ
ン
ダ
ー
」
号
事
件
と
ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
及
ひ
ギ
ブ
ソ
ン
、
バ

オ
ル
ス
氏

捕
獲
審
検
所
論

中
立
港
と
逃
窺
軍
艦
（
倫
敦
「
ス
ペ
ク
テ
ー
タ
」
所
論
）

戦
時
禁
制
品
の
処
分
に
関
す
る
日
露
英
並
に
大
陸
の
諸
主
義
を
論
評
す

ニ
た
び
露
国
捕
獲
法
に
就
て

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す

再
ひ
露
国
捕
獲
法
に
就
て

石
炭
の
供
給
に
関
す
る
一
先
例

波
羅
的
艦
隊
暴
乱
事
件
及
其
解
決
方
法

「
ア
ラ
ン
ト
ン
」
号
に
就
て

露
国
捕
獲
法
に
就
て

商
船
に
関
す
る
権
利
義
務

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

松

波

仁

ト
ー
マ
ス
、
ギ
プ
ソ
ン
、
バ
オ
ル
ス

秋

山

雅

之

介

エ
ー
ジ
ェ
ー
、

(
A
.
J
.
 
R
a
m
)
 

郎
ラ
ム

ジ
エ
ー
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ロ
ー
レ
ン
ス

デ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ダ
プ
ル
ユ
ー
、

ア
ー
サ
ー
、
コ
ー
ヘ
ン

高

橋

清

松

原
テ
ー
ジ
エ
ー

ナ

イ

ア
ル 雄

ペ

ル

ス

五 四 四 四

四 五
四

五 一五
五 五

゜
五

五
〇

四
六

四一 一五
二
九

二
六 八
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分野別索引

日
露
戦
争
の
中
立
法
規

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
第
一
英
国
及
其
の
属
領

等
ー
ー
威
海
衛
中
立
規
則
／
マ
ル
タ
中
立
追
補
宣
言
／
露
国
並
に
日
本
両
軍

隊
所
属
避
難
者
の
抑
留
場
取
締
条
例
／
蘇
士
運
河
に
関
す
る
告
示
／
蘇
士
運

河
以
外
の
埃
及
国
の
中
立
規
則
／
B
y
t
h
e
 Ki

ng. 
A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
北
米
合
衆
国
中
立
規
則

B
Y
 T
H
E
 P
R
E
S
I
D
E
N
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
'
 

I
C
A
,
 A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

再
ひ
日
本
捕
獲
法
に
就
て

伊
太
利
国

日
本
捕
獲
法
に
就
て

波
羅
的
艦
隊
と
ポ
ル
ト
サ
イ
ド
に
於
け
る
給
炭
の
便
宜

戦
時
禁
制
品
及
中
立
国
船
舶
に
関
す
る
英
国
の
態
度

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
第
三
巻
第
三
号
の
続
）

石
炭
と
中
立
国
の
義
務

英
国
の
中
立
宣
言

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
敵
国
船
舶
の
捕
獲
を
論
す
（
前
号
か
ら
の
続
き
、

結
論
）

英
国
の
中
立
宣
言

露
国
艦
隊
へ
の
給
炭

高

橋

作

衛

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

マ
ル
コ
ル
ム
、
マ
ク
イ
ル
ラ
エ
ー
ス

(
M
a
l
c
o
l
m
 M
c
i
l
w
r
aith) 

秋

山

雅

之

介

エ
ル
ネ
ス
ト
、
ナ
イ
ス

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

秋

山

雅

之

介

九 九 九 J¥ J¥ J¥ 七 六 六 六 五 五 五 五

7
 ゜

六
九

6

六
〇 八

六 六 五
九 五

七
六

七 1
0
 

四
四 四 一七



国際法外交雑誌総索引

中
立
国
船
舶
の
撃
沈
に
就
て

中
立
国
船
の
撃
沈
に
就
て

捕
獲
審
検
所
は
平
和
克
復
と
共
に
当
然
消
滅
す
へ
き
も
の
な
り
や

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

捕
獲
審
検
所
の
管
轄
権
及
其
遵
守
法

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

「
カ
ル
チ
ャ
ス
」
号
事
件

葡
萄
牙
国

清
国

瑞
典
及
那
威
国

丁
抹
国
（
英
文
）

填
太
利
国

仏
蘭
西

時
局
に
於
け
る
ド
、

マ
ル
テ
ン
ス
教
授

中
立
国
領
海
内
に
於
け
る
交
戦
国
艦
隊

和
蘭 逼

羅
国

西
班
牙
国

独
逸
国

テ
ー
、
バ
チ
ー
(

T

.

Bat
y
)
 

テ
ー
、
イ
イ
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

(T.E•Holland) 
遠

藤

源

松

田

道

六

テ
ー
、
バ
チ
ー
(
T
.
Bat
y
)
 

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

四 四 四 四

I
O
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1

0

 

1

0
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分野別索引

捕
獲
審
検
所
に
関
す
る
日
本
の
主
義

ク
リ
ー
ン
氏
の
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
日
露
両
国
法
論
を
読
む

捕
獲
権
行
使
の
場
所
に
関
し
日
露
戦
争
中
起
り
た
る
問
題

拿
捕
船
舶
の
撃
沈
に
就
て

局
外
中
立
法
案
（
承
前
）

海
上
私
有
財
産
捕
獲
の
禁
止

不
完
全
中
立
と
局
地
中
立

中
立
国
領
水
内
に
於
け
る
交
戦
国
軍
艦
の
地
位
を
論
す

日
本
捕
獲
審
検
所
に
就
て

人
、
物
及
船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
英
仏
主
義

局
外
中
立
法
案

傭
船
乃
至
賃
貸
借
契
約
よ
り
生
す
る
敵
性

ク
リ
ー
ン
氏
の
局
外
中
立
案
に
対
す
る
学
者
の
意
見

中
立
法
規
に
関
す
る
万
国
国
際
法
協
会
提
案

日
露
戦
争
中
各
国
の
局
外
中
立

戦
時
禁
制
品
を
輸
送
す
る
船
舶
を
拿
捕
し
得
る
時
期

戦
時
禁
制
品
と
し
て
の
棉
花

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

渡

部

海

山

松

波

仁

立 遠

藤

源

六 六 六 六 六 信 生 郎

作

太

郎

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン 六

山

内

四

郎

佐

分

利

貞

男

中

村

進

午

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

(T.E•Holland) 

六 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 四 四 四 四 四 四

五 五 四 四 九 ノ＼ 六 六 五

四一
七 喜 四

四
四
五

゜
一九

四
〇

四
六 七

六
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国際法外交雑誌総索引

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

長

岡

春

長

岡

春

九 九

日
本
と
局
外
中
立
（
承
前
）

高

橋

作

衛

九

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

長

岡

春

倫
敦
海
戦
法
規
会
議

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

日
本
と
局
外
中
立

高 長

岡

春

橋

・

作

衛

長

岡

春

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

（
前
号
の
続
き
）

寺

尾

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

寺

尾

倫
敦
宣
言
と
継
続
航
海
の
原
則

遠

藤

源

有

賀

長

雄

遠

藤

源

G
 

独
船
「
ブ
ン
デ
ス
ラ
ー
ト
」
号
捕
獲
事
件
に
関
す
る
諸
大
法
律
家
の
所
説

（
独
紙
所
載
）

「
ブ
ン
デ
ス
ラ
ー
ト
」
号
事
件

封
鎖
違
反
の
船
舶
を
拿
捕
す
る
場
所

墨
西
奇
マ
グ
デ
レ
ナ
湾
に
関
す
る
問
題

G
 

永
世
中
立
国
（
前
号
の
続
）

日
露
開
戦
当
初
に
於
け
る
韓
国
の
法
律
上
の
地
位

松有

永
世
中
立
国

島

N N 

亨

九

亨

九
六 六 生

七

生

七

肇

賀

長

雄

七

松

島

肇

九 九 九 九 J¥ 八 七 七 七

七 六 六 五 五 四 六 五
1

0

 

六 五

五
四
五

四
六
八

三
三
九

三
七
一

四
五
三

ニ
八
〇

一
九
六
―1
0

 

四
六
九

三
四
三

四―
J¥ 云
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分野 別索引

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

欧
州
戦
争
よ
り
起
れ
る
英
国
裁
判
所
の
捕
獲
審
検
事
件

遠

藤

源

六

ラ
ッ
セ
ル
、
テ
ー
、
マ
ウ
ン
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

戦
争
の
欧
州
永
世
中
立
地
に
及
ほ
す
影
響

泉・

中
立
国
と
し
て
の
北
米
合
衆
国
の
地
位
（
前
号
の
続
完
了
）

中
立
国
と
し
て
の
北
米
合
衆
国
の
地
位

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

海
底
電
線
と
最
近
戦
時
法

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
戦
時
禁
制
品

列
国
議
員
団
第
五
調
査
委
員
会
の
議
に
上
り
た
る
海
峡
運
河
中
立
問
題

倫
敦
宣
言
に
於
け
る
敵
対
幣
助
（
非
中
立
役
務
）

米
国
の
中
立
態
度

支
那
の
中
立

巴
里
宣
言
中
貨
物
に
関
す
る
原
則
に
就
て

日
本
と
局
外
中
立
（
第
六
号
の
続
き
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

l 

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

倫
敦
海
戦
法
会
議
（
承
前
）

哲

島

谷

亮

輔

島

谷

亮

輔

石

坂

泰

立 立 米

田

立

作

太

郎

作

太

郎

根

来

源

之

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

．

春

賓

作

太

郎

宮

岡

恒

次

郎

高

橋

作

衛

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

1
0
 

九

高

橋

作

衛

九

九 九

八゚

五

611 

五

四

一

九

六 五
1
0
 

I
O
 

ノ＼

ニ
ニ
九

―
―
六

二
七

二
0

四

二

九

三
二
八

―
二
八

1

0
七

八

四

四

七

五

六

九 ニ
八

八

一

四

1
0

七
九
五

九

七

二

0

六
二
五



国際法外交雑誌総索引

米
国
態
度
変
遷
の
順
序

時
局
国
際
法

独
逸
と
米
国
と
の
関
係

米
国
態
度
変
遷
の
順
序
（
承
前
）

時
局
と
国
際
法

断
交
せ
る
中
立
国
の
地
位
を
論
す

英
国
の
所
謂
対
独
封
鎖

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

中
立
国
船
中
の
郵
便
物
の
押
収

海
上
捕
獲
に
関
す
る
英
仏
条
約
と
我
海
戦
法
規
と
の
関
係
を
論
す

参
戦
前
の
米
国
内
情

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題
（
二
）

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題

船
籍
移
転
に
就
い
て

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

リ
チ
ャ
ー
ヅ
教
授
の
国
際
法
時
事
問
題
論
評

S
U
R
 L
'
A
T
T
I
T
U
D
E
 D
E
 L
'
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 A
 L
'
E
G
A
R
D
 D
E
 L
A
 

B
E
L
G
I
Q
U
E
.
 A
 
L
'
O
U
V
E
R
T
U
R
E
 D
E
S
 P
R
E
S
E
N
T
E
S
 H
O
S
T
I
'
 

L
I
T
E
S
 

（
承
前
完
）

船
籍
移
転
に
就
い
て
（
承
前
）

田

村

幸

策

立

作

太

郎

板T
h
.
B
A
T
Y
 

倉

雖

川

雖

川

立 立

卓

造

川

崎

巳

之

太

郎

新

川

崎

已

之

太

郎

新

川

崎

巳

之

太

郎
作

太

郎

作

太

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

C. 
D
E
L
L
A
 F
A
I
L
L
E
 

寺

田

四

郎

ド

ラ

、

フ

ァ

イ

ユ

町

田

梓

棲

面

訳

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

四
1
0

九
四
七

1
0

九

一

四

九

八

五

九

九 八

七

七

五

七 六 五

1
0
五

ニ
四
九 ー

一
七
五

一
八

六
＿
―
-
九

五
五
九

四
五
三

八
三
七 ー

二
六

612 



分野別索引

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

ベ
ー
チ
ー
博
士
の
「
ス
コ
ッ
チ
・
ケ
ー
セ
ス
」
の
研
究

米
国
の
海
軍
拡
張
と
海
洋
自
由
問
題

貨
物
の
敵
性
及
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
試
験
問
題
と
其
解
答

敵
貨
と
戦
時
禁
制
品

二
十
四
時
間
規
則
に
関
す
る
問
答

N
e
utrali
sa
tio
n
と
I
nt

e
r
n
at
i

o
n
a
lisa
tio
n

国
際
法
上
及
び
条
約
上
の
用
語
に
就
て

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

C
O
N
T
I
N
U
O
U
S
 V
O
Y
A
G
E
,
T
H
E
 P
R
E
S
E
N
T
 P
O
S
I
T
I
O
N
 

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答
大
戦
に
於
け
る
白
耳
義
の
地
位
と
陸
戦
に
於
け
る
中
立
国
及

中
立
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
海
牙
条
約
第
十
条

国
際
法
問
答

国
際
法
問
答

或
る
所
の
試
験
問
題
の
一

或
る
試
験
問
題
と
之
に
対
す
る
或
人
の
解
答

船
舶
及
び
貨
物
の
没
収

或
る
所
の
試
験
問
題
三

L
E
S
 E
T
A
T
S
 N
E
U
T
R
E
S
 S
O
N
T
,
I
L
S
 
L
I
B
R
E
S
 D
'
I
N
T
E
R
D
I
R
E
 

L
E
 S
U
R
V
O
L
 D
E
S
 A
E
R
O
N
E
F
S
 B
E
L
L
I
G
E
R
A
N
T
S
 

戦
時
禁
制
品
の
連
続
航
海
主
義
（
S
と
T
と
の
間
の
問
答
）

航
空
機
と
中
立
国

中
華
民
国
と
欧
州
大
戦
国
際
法
論

松

原

立 立 松

原

立 松

原

松

原
Y
 otaro S
u
g
i
m
u
r
a
 

立 立 立 立 立 立

雄

作

太

郎

作

太

郎

雄

作

太

郎

雄 雄

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

T
h
o
m
a
s
 Baty 

作

．

太

郎

作

・

太

郎

有

賀

長

雄

小

山

精

郎

ニ
八

二
七

二
七

二
六

二
六

二
五

一
八

一
七

六 五

四

七

八

1
0

九
五

九

八

五

八

七 七 六 九 六 四 五 四

3
 

ー

二
七
四

6

五
五
六

六
九
八

1

0
八
五

六
五
〇

二
―
四

一
五
六

四ニ―――： 五
九
三

七
三
四

二
五
三

――
1
0
七

二
七
八



国際法外交雑誌総索引

シ
チ
ー
・
オ
ヴ
・
フ
リ
ン
ト
号
事
件
に
関
す
る
研
究

海
戦
と
空
戦
に
お
け
る
中
立
国
の
権
利
義
務
に
関
す
る
条
約
案

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
四
・
完
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
三
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
二
）

国
際
法
秩
序
に
於
け
る
制
裁
と
中
立
（
一
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
新
中
立
法
要
義
（
一
）

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍

海
法
改
訂
と
米
国
海
軍
（
ニ
・
完
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
新
中
立
法
要
義
（
ニ
・
完
）

英
国
捕
獲
法
の
創
立
者
ス
ト
ー
ウ
ェ
ル
卿

国
際
法
の
新
動
向

欧
州
戦
争
と
経
済
戦

支
那
租
界
の
中
立
性
(
-
)

浅
間
丸
事
件

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
仮
訳
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文

立

作

太

郎

三

九

大

平

善

梧

三

九

立 松

原

横

田

喜

松

原

大

澤

大

澤

大

澤

大

澤
立 立

作

太

郎

三

九

松

波

仁

松

波

仁

雄 郎 雄 章

作

太

郎

作

太

郎 郎 郎

一九 一九 八 八 八、

章

三

七

章

三

七

章

三

七 七

寺

田

四

郎

三

七

六 六
ニ
八

ニ
八

1
0

八
六
五

八

七

二

六

八

八

七 五 四 六 五

二
七
七

二
七 一

八
七

一
五
八

六
0
六

四
六
七

四
ニ
―
―

三
0
ニ

二
五
二

二
―
九

九

八

二

六

八

七

一

八
五
五
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分野 別索引

大
日
本
帝
国
及
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
中
立
条
約

経
済
的
統
制
及
監
理
の
戦
時
国
際
法
に
於
け
る
影
響

ロ
ビ
ン
ム
ー
ア
号
撃
沈
事
件
に
付
て

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
問
題
に
関
す
る
有
田
外
務
大
臣
の
二
月
六
日
議
会
に
於
け
る
説
明

（
昭
和
一
五
・
ニ
・
六
）

支
那
租
界
の
中
立
性
（
二
）

ア
ド
ミ
ラ
ル
・
グ
ラ
ー
フ
・
シ
ュ
ペ

1
号
事
件

戦
時
に
於
け
る
船
舶
国
籍
の
移
転

同
盟
条
約
を
続
る
諸
問
題

船
舶
の
破
壊
の
場
合
に
於
け
る
敵
船
中
の
中
立
貨
及
中
立
船
中
の
敵
貨
（
一
）

ア
メ
リ
カ
の
駆
逐
艦
譲
渡

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
援
英
政
策
の
発
展

安
全
水
域
に
関
す
る
パ
ナ
マ
宣
言

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
五
日
附
英
国
政
府
回
答
書
翰
（
仮

訳

）

立 立 立 立 立 横

田

作

太

郎

四

四

〇

作

太

郎

四

〇

作

太

郎

四

〇

又

正

雄

四

〇

紳

川

彦

松

四

〇

横

田

喜
喜

三

郎

四

〇

作

太

郎

四

〇

作

太

郎

三

九

郎

三

九

大

平

善

梧

三

九

＿九 一九 ＿九 ＿九

八

七

六

八

七

四

〇

六 五 六 四

五
七

二

六

四

一
七
七

1

0
五

七

五

九

五 ニ
八
三

三
0
九

五

三

〇

三

九

九

ニ
八

ニ

八

〇

ニ
八
七
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国際法外交雑誌総索引

ア
メ
リ
カ
中
立
法
の
改
正

船
舶
の
破
壊
の
場
合
に
於
け
る
敵
船
中
の
中
立
貨
及
び
中
立
船
中
の
敵
貨

（
ニ
・
完
）

大
東
亜
戦
争
と
戦
時
禁
制
品
ー
ー
＇
戦
時
海
上
通
商
の
一
傾
向

I

捕
獲
審
検
所
及
高
等
捕
獲
審
検
所
開
設
二
関
ス
ル
件

貨
物
の
敵
性
決
定
の
規
準
（
ペ
イ
チ
博
士
の
新
論
文
）

中
立
国
に
依
る
交
戦
国
の
利
益
の
保
護

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

捕
獲
審
検
所
の
適
用
法
規

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

禁
制
品
輸
送
船
の
制
裁
に
関
す
る
純
日
本
主
義
及
其
の
根
拠

捕
獲
審
検
令
中
改
正

戦
時
禁
制
品
二
関
ス
ル
海
軍
省
告
示

捕
獲
審
検
令
中
改
正

立 立 高

橋

通

敏

四

立 立

又

正

横

田

喜

四 四 四 四 四

作

太

郎

四

作

太

郎

四

四

作

太

郎

四

四 四 四 四

雄

四

作

太

郎

四

郎

四

1
0
 

九 六

―

―

四

二

―

一

三

八

―

―

四

三

―

―

四

―

―

四

八

三

五

1
0
0
三

七

七

二

八

五

七

五

四

四

0
0

二
九
六

二
九
五

二
九
五

二

九

四

二
六
五

一

三

七
五
六

616 



分野 別索引

戦
時
封
鎖
制
度
論

(
-
)
1
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ー
~

第
一
号
事
件

第
五
口
互
畢
件

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
―
-
完
）

捕
獲
と
捕
獲
審
検
所

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限

海
洋
の
自
由
と
そ
の
制
限
（
ニ
・
完
）

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
（
一
）

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

海

本

徹

雄

四

一

高

野

雄

大

瀑

大

澤
立

四
一 四 四 四

章

四

章

四

四 四 四

作

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四 " | 

四 四 四 四 四

1
0
 

7
 

九

五

61

二

0

―

二

六

―
―
七

1

0
八

八

八

五

六

八

八

五

八

八

五 一

八

五

一

五

九
四
八 ロ

二

＿

三

四

二

＿

三

五

―

二

三

八

―
二
四
一

九七―――

―

二

七

〇



国際法外交雑誌総索引

捕
獲
手
続
法
の
修
正

永
世
中
立
の
起
因

国
際
連
合
と
永
世
中
立

上
海
水
先
船
株
式
会
社
所
属
船
舶
の
捕
獲
事
件
に
付
て

大

平

善

梧

四

九

田

岡

良

田

岡

良

藤

崎

萬

里

四
八

四
三

四

四

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
九
）
—
|
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
|
|

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
八
)
|
|
よ
夫
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ー
ー

ス
ペ
イ
ン

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
ニ
・
完
）

船
舶
の
敵
性
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義

戦
時
に
於
け
る
巴
奈
馬
運
河
の
地
位
（
ニ
・
完
）
．

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
四
）
ー
ー
士
夫
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
!
|
|

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
五
)
|
|
圭
令
祉
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て

l

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
六
)
|
|
圭
令
祉
i
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ー
|
‘

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
七
)
|
ー
上
芙
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

ト
ル
コ
の
中
立
政
策

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
三
)
|
|
、
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
ー
|
'

戦
時
封
鎖
制
度
論
（
二
）
ー
実
力
性
の
概
念
を
中
心
と
し
て
1

高

野

雄

高

野

雄

前

又

正

雄

四

一

又

正

雄

四

一

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

高

野

雄

四
一

四
一

四
一

四
一

四
一

四
一

海

本

徹

雄

四

一

原

光

雄

四

一

佐

藤

信

太

郎

四

一

四
一

佐

藤

信

太

郎

四

一

四
一

六
1

0

 

九

七

八

〇

八

七

八 六 五 四 四 四

ニ
四
六

六
六
七

九
七
五

六
八

二
五
三

――
1
0
三

三
二
五

四
三
三

五
三
〇

八――
1
0

九
三
七

六
二
二
六

一
五
六

三

四
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分野別索引

近
代
中
国
に
お
け
る
戦
争
と
中
立

日
本
の
安
全
保
障

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
一
）

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
下
）

ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム

国
際
組
織
と
中
立

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
永
世
中
立

「
サ
ン
タ
・
フ
ェ
」
号
捕
獲
事
件
の
再
審
査
決
定
書

捕
獲
に
お
け
る
個
人
の
保
護

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 O
F
 L
A
O
S
 

P
R
O
T
O
C
O
L
 T
O
 T
H
E
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 N
E
U
T
R
A
L
'
 

I
T
Y
O
F
L
A
O
S
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 S
U
R
 L
A
 N
E
U
T
R
A
L
I
T
E
 D
U
 LA
O
S
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 A
 L
A
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 S
U
R
 L
A
 N
E
U
T
R
A
L
I
T
E
 

D
U
 LA
O
S
 

ラ
オ
ス
中
立
宣
言

ラ
オ
ス
中
立
宣
言
議
定
書

外

務

省

ア

ジ

ア

局

南
東
ア
ジ
ア
課
（
仮
訳
）

六

外

務

省

ア

ジ

ア

局

南
東
ア
ジ
ア
課
（
仮
訳
）

小

谷

鶴

次

六 六 六 六 六 六

植

田

捷

雄

五

九 五
八

田

岡

良

石

本

泰

雄

五

五

高

梨

正

夫

五

石

本

泰

雄

五

石

本

泰

雄

五

横

田

喜

五
五

郎

五

五 五

八
五

¥
T
、

J

J

 

九
六

1
0
0
 

1
0
八

五四―――

ニ
ニ
五

三
五
三

五

四

八

九 二
七

一
六
七

六一

五

四

七

五
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国際法外交雑誌総索引

露
国
回
牒
の
匪
妄
（
三
月
三
日
内
外
諸
新
聞
に
掲
け
ら
る
）

宣
戦
の
詔
勅
（
官
報
号
外
十
日
午
後
十
時
公
布
）

露
帝
の
宣
戦

日
露
交
渉
顛
末

国
交
断
絶
公
文

露
国
の
宣
言
を
評
す

マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
号
事
件

露
国
公
使
の
京
城
撤
退
（
明
治
三
十
七
年
二
月
十
五
日
）

清
国
の
中
立
（
二
月
十
九
日
官
報
）

仏
国
の
中
立
条
件

露
国
側
の
外
交
始
末

露
国
の
回
牒
（
二
月
二
十
四
日
外
務
省
着
電
）

防
御
海
面
令
（
勅
令
三
十
七
年
一
月
二
十
三
日
官
報
）

外
国
電
報
の
制
限
（
省
令
二
月
五
日
官
報
）

送
加
輻
蛾
川
両
学
士
序

日
露
戦
争
の
始
期
に
関
す
る
事
実

武

力

紛

争

事

例

日

露

戦

争

高 高

橋

作

衛

橋

作

衛

高

橋

作

衛

匿

名

六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五

附
録
三
六

附
録
三
五

六
五

六
四

六 六
〇

五
七

五
五

五 四
〇 Vil! lV lV 
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分野別索引

伴
虜
情
報
局
の
設
置
（
勅
令
二
月
二
十
二
日
官
報
）

海
陸
軍
に
対
す
る
勅
語
（
二
月
十
四
日
官
報
）

六
附
録
四
六

六
附
録
四
五

郵
便
物
の
件
（
二
月
十
日
）

六
附
録
四
五

陸
軍
兵
籍
規
則
（
陸
軍
省
令
第
六
号
）

六
附
録
四
一

戦
時
禁
制
品
（
訓
令
二
月
十
日
）

六
附
録
四
―

六

附

録

四

海
軍
戦
時
給
与
規
則
中
改
正
の
件
（
同
上
）

海
軍
治
罪
法
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

軍
事
郵
便
物
（
勅
令
二
月
五
日
官
報
）

露
国
商
船
拿
捕
猶
予
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

外
交
官
領
事
官
臨
時
増
員
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

領
事
館
費
用
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

戦
時
又
は
事
変
に
際
し
官
吏
に
非
す
し
て
陸
軍
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
待

遇
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

臨
時
海
軍
軍
法
会
議
及
ひ
海
軍
合
囲
地
軍
法
会
議
に
於
け
る
主
理
、
録
事
、

海
軍
警
査
に
関
す
る
件
（
同
上
）

露
国
臣
民
保
護
（
訓
令
二
月
九
日
官
報
）

同
上
（
訓
令
二
月
十
日
官
報
）

防
御
海
面
区
域
（
二
月
十
日
）

捕
獲
審
検
所
開
設
（
十
日
官
報
）

六

附

録

四

六

附

録

四

六

附

録

四

六
附
録
四
〇

六
附
録
四
〇

六
附
録
四
〇

六
附
録
三
九

六
附
録
三
九

六
附
録
三
八

六
附
録
三
七

六
附
録
三
六
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国際法外交雑誌総索引

面
島
砲
撃
に
対
す
る
露
国
の
抗
議
を
評
す

日
韓
議
定
書
（
二
月
二
十
七
日
）

捕
獲
審
検
令
改
正
（
三
月
二
日
官
報
）

露
国
の
戦
時
規
定

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
日
本
に
対
す
る
同
情

日
露
開
戦
前
之
外
交
文
書

日
露
交
渉
に
関
す
る
往
復

原
井
井
英
文

C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
E
 R
E
G
A
R
D
I
N
G
 

B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 

日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
）

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
開
戦
観

「
マ
ン
ヂ
ュ
ー
ル
」
号
事
件
に
関
す
る
書
類

T
H
E
 N
E
G
O
T
I
A
T
I
O
N
S
 

伴
虜
情
報
局
の
設
置
を
論
し
て
露
国
政
府
の
為
め
其
怠
慢
を
惜
む

日
露
戦
争
開
始
の
時
期
如
何

「
ガ
セ
ッ
ト
、
ド
、
ロ
ー

再
ひ
露
艦
の
日
本
商
船
撃
沈
を
非
難
し
外
交
時
報
中
の
質
疑
に
答
へ
並
に
同

誌
編
纂
者
の
注
意
を
促
す

日
本
と
国
際
法
に
関
す
る
ケ
ベ
チ
ー
博
士
の
意
見

ザ
ン
ヌ
」
三
月
二
十
八
日

ホ

ル

ラ

ン

ド

牧

野

英

一（訳）

高

橋

作

衛

秋

山

雅

之

介

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

高

橋

作

衛

（

訳

）

立 寺

尾

作

太

郎

高

橋

作

衛

亨

九 九 九 九 八 八 八

五 四

七 八
七

八
四

五

七

附

録

別

冊

1

七

附

録

別

冊

七

附

録

別

冊

七 七 六 六 六

五

附

録

五

〇

附

録

四

八

附

録

四

七
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分野別索引

露
国
汽
船
「
マ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

諾
威
国
汽
船
「
ヘ
ル
ム
ス
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

立
君
の
捕
獲
開
戦
論
に
付
て

独
国
（
独
文
）

仏
国
（
仏
文
）

満
州
に
於
て
帝
国
軍
隊
の
行
へ
る
土
地
占
領
の
性
質

露
国
商
船
「
ム
ク
デ
ン
」
号
に
関
す
る
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治
三
十
七

年
三
月
十
二
日
官
報
）

同
「
ア
ル
グ
ン
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

露
国
帆
船
「
ナ
デ
ー
ジ
タ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ロ
シ
ャ
」
号
に
対
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ム
ク
デ
ン
」
搭
載
貨
物
に
関
す
る
検
定
（
明
治
―
―
―
十
七
年
六
月

二
十
二
日
検
定
）

同
上
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
＿
―
-
日
官
報
）

露
国
帆
船
「
レ
ス
ニ
ッ
ク
」
号
に
関
す
る
高
等
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治

三
十
七
年
六
月
二
十
四
日
官
報
）

露
国
汽
船
「
ジ
ュ
リ
ヤ
デ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十

四
日
官
報
）

松

原

立

| 

雄

作

太

郎

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九

五
七

32
 

6
 

五 五 四
六

二
九

二
七

二
五

五
八

五
四



国際法外交雑誌総索引

戦
地
に
於
け
る
国
際
法
問
題

商
船
に
関
す
る
権
利
義
務

公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
米
学
者
の
所
見

再
ひ
公
海
に
於
け
る
水
雷
沈
設
に
関
す
る
英
国
学
者
の
所
説

続
日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
ひ
弁
妄
）
（
承
前
）

英
国
ロ
ー
レ
ン
ス
博
士
の
最
新
著
書

捕
獲
船
西
平
号
の
解
放

「
タ
リ
ヤ
」
号
捕
獲
検
定
書

露
国
捕
獲
法
に
就
て

「
ア
ラ
ン
ト
ン
」
号
に
就
て

波
羅
的
艦
隊
暴
乱
事
件
及
其
解
決
方
法

韓
露
両
国
間
交
戦
状
態
成
立
時
期
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て

露
国
義
勇
艦
隊
の
暴
挙

続 諾
威
汽
船
「
ア
ッ
ギ
ー
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
七
月
一
日
官

報）露
国
陸
海
軍
及
び
義
勇
艦
隊
の
国
際
法
違
反
を
論
ず

日
露
戦
争
開
始
期
論

捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
び
弁
妄

今
日
の
戦
局
は
列
国
の
容
喚
に
よ
り
終
了
す
べ
き
も
の
に
非
ず

松

原

蜻

川
テ
ー
ジ
エ
ー

雄 新

ロ
ー
レ
ン
ス

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ナ

イ

ペ

ル

ス

高

橋

作

衛

立 松

原

作

太

郎

雄

立 寺

尾

作

太

郎

秋

山

雅

之

介

亨

1
0
 

一五
二
九

二
六

一
八

五
六

五
四 一九

一
七

六
六

六
〇

五
七

四
八 五

一
七

ー上

合
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分野別索引

波
羅
的
艦
隊
と
ポ
ル
ト
サ
イ
ド
に
於
け
る
給
炭
の
便
宜

最
近
欧
州
雁
信
（
二
）

最
近
欧
州
雁
信
（
一
）

伴
虜
待
遇
非
難
の
通
信
に
関
す
る
当
局
者
の
談
話

伴
虜
収
容
所
に
於
て
刀
剣
領
置
に
関
す
る
秋
山
参
事
官
の
談
話

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
運
命

露
国
と
中
立
船
八
月
十
九
日
コ
ル
ン
ウ
ォ
ー
ル
、

ト
レ
ガ
ル
テ
ン
に
於
て

交
戦
国
船
舶
と
中
立
国
港

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
戦
観
と
其
新
著

セ
ン
ト
、

ア
イ
ヴ
ス
、

「
ナ
イ
ト
コ
ン
マ
ン
ダ
ー
」
号
事
件
と
ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
及
ひ
ギ
ブ
ソ
ン
、
バ

オ
ル
ス
氏

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要

露
国
艦
隊
へ
の
給
炭

従
軍
所
見
（
一
）

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
書
信

ク
リ
ー
ン
博
士
ノ
書
信

ニ
た
び
露
国
捕
獲
法
に
就
て

露
国
の
英
商
船
捕
獲
に
就
て

再
ひ
露
国
捕
獲
法
に
就
て

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

蛎

JI! 

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

（

編

）

ト
ー
マ
ス
、
ギ
プ
ソ
ン
、
バ
オ
ル
ス

高

橋

作

衛

デ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ダ
ブ
ル
ユ
ー
、

新
ア
ル

ア
ー
サ
ー
、
コ
ー
ヘ
ン

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

マ
ル
コ
ル
ム
、
マ
ク
イ
ル
ラ
エ
ー
ス

(
M
a
l
c
o
l
m
 M
c
i
l
w
r
ai
t
h

)

 

＇ 

ジ
エ
ー
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

七 七 七 七 ーエ
ノ‘ 六 六

...L 

ノ‘ 四

八
五
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二
五

ニ
四 五

七
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七
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四
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六
八

五
四

五 四
七

五
五

五 五
〇

四
六



国際法外交雑誌総索引

東
京
帝
国
大
学
教
授
の
抗
議

京
都
帝
国
大
学
教
授
の
抗
議

日
露
戦
争
と
国
際
法
の
発
展

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

六
博
士
の
上
奏
文

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要
日
記
の
部
（
続
）

ウ
ィ
ッ
テ
の
宣
言
と
予
定
和
約

浦
塩
斯
徳
は
自
由
港
と
な
す
可
か
ら
す
我
軍
港
と
な
す
可
し

従
軍
所
感

従
軍
所
感

従
軍
所
感

日
露
戦
争
国
際
法
事
件
史
要

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
音
信

名
古
屋
に
於
け
る
伴
虜

日
露
戦
争
の
中
立
法
規

欧
州
雁
信

皆

川

治

廣

花

井

卓

蔵

中建岡寺戸金

村部田尾水井

｀ 
寛

立

四 四 四 四

午吾郎亨人延

四

作

太

郎

高

橋

作

衛

蘊

9

高

橋

作

衛

田

中

高

橋

簗

雖

川

遜

皆

川

治

廣

高

橋

作

衛

新

水

野

錬

太

郎

高

橋

作

衛

四

1

0

 

九 九 九 九 八 ｝＼ J¥ 七

五
五

五 五 九
四

一
五 七

六 五 五

6
 

6
 

六
四
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分野 別索引

露
国
伴
虜
取
扱
規
則

従
軍
経
歴
談
（
承
前
）

追
加
条
款
（
日
英
仏
文
）

T
R
A
I
T
E
 D
E
 P
A
I
X
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 RU
S
S
I
E
.
 

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 

従
軍
中
経
歴
談

日
清
条
約

陸
海
軍
に
賜
は
り
た
る
勅
語

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
詔
勅

ク
リ
ー
ン
博
士
の
日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
意
見

在
米
中
の
日
露
戦
争
国
際
法
観

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
半
島
行
政
に
関
す
る
実
験
談
（
承
前
）

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
短
評

山

崎

次

郎

癒

0

有

賀

長

雄

有

賀

長

雄

篠

田

治

策

金

子

堅

太

郎

高

橋

作

衛

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

七 七 六 五 五 五 五

日
露
講
和
条
約

五 五

条
約
批
准
の
詔
勅

五 五 五 五 四 四

四

六

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
会
議
の
逸
話

陣
中
に
於
け
る
国
際
法
事
務
の
一
斑

1

0
三

八 八― 八 七
六

七
五

七

四
七 ニ

四
七 •七

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
行
政
に
関
す
る
実
験
談

皆

．

川

治

廣

篠

田

治

策

安

逹

峰

四 四

郎

四

四 四 四

二
五
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国際法外交雑誌総索引

ク
リ
ー
ン
氏
の
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
日
露
両
国
法
論
を
読
む

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
三
）
（
第
六
巻
二
号
の
続
）

捕
獲
権
行
使
の
場
所
に
関
し
日
露
戦
争
中
起
り
た
る
問
題

日
露
戦
争
に
彼
我
の
採
用
し
た
る
害
敵
手
段

露
国
商
船
拿
捕
免
除
に
関
す
る
勅
令
及
其
適
用
を
論
す

黒
木
軍
と
赤
十
字
（
第
五
巻
第
十
号
の
続
）

黒
木
軍
と
赤
十
字

露
国
官
憲
の
我
同
胞
伴
虜
に
対
す
る
待
遇
を
論
す

日
露
戦
争
に
於
け
る
清
朝
陵
寝
及
重
要
市
街
の
保
護

日
露
戦
役
に
於
け
る
日
本
軍
の
軍
律

黒
木
軍
の
戦
利
品
に
就
て

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

（
前
号
の
続
）

黒
木
軍
に
於
け
る
戦
利
品
に
就
て

日
露
戦
争
中
の
野
戦
郵
便

佐
渡
丸
遭
難
の
実
況
在
露
伴
虜
と
し
て
の
二
年
間

海
軍
よ
り
観
た
る
日
露
休
戦
条
約

外
人
遺
留
財
産
整
理
状
況

有
賀
博
士
の
新
著

（
第
四
巻
の
続
き
完
結
）

秋

山

雅

之

介

遠

藤

源

遠

藤

源

遠

藤

源

n
H

百
旧

ヵ

一
T'

豊

六

加

輻

豊

次

六

有

賀

長

雄

六 次

加

輻

豊

次

秋

山

雅

之

介

有

賀

長

雄

篠

田

治

策

蛾

JII 

蜻

JI I 

矢

野

亮

n

H

一

口

田

ヵ
・
1
F川
小

豊

米

田

奈

良

新

加

輻

豊

次

新

加

幅

豊

次

次 吉

六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四

四 四 四 四 四
1
0
 

九 九 六
1
0
 

九 九 九

六
四

二
五 五

二
0 四 八

五 ニ
四
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分野別索引

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
(
-
―
)

従
軍
所
感
と
国
際
法

露
国
政
府
対
独
商
ヘ
ル
フ
エ
ル
ト
間
汽
船
「
ア
ン
ハ
ル
ト
」
号
並
に
同
船
積

荷
引
渡
請
求
事
件

日
露
戦
争
中
各
国
の
局
外
中
立

極
東
に
於
け
る
未
決
事
件
（
ノ
ー
ウ
ォ
ェ
、
ウ
レ
ー
ミ
ア
所
載
）

遠
藤
博
士
の
批
評
を
批
評
す

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
（
一
）

T
R
A
I
T
E
 D
E
 P
A
I
X
 (
e
nt
re 
le J
ap
o
n
 et
 
la 
R
u
s
si
e), 
Si
g
n
e
 a
 P
o
rt
,
 

s
m
o
uth, S
ep
t
e
m
b
r
e
 5
,
 
1
9
0
5
,
 
R
at
i
f
i
e、O
ct
o
b
r
e
1
4
,
 
1
9
0
5
 

再
ひ
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件
に
就
て

「
カ
ザ
ン
」
号
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

元
露
国
病
院
船
「
ア
ン
ガ
ラ
」
号
事
件

日
露
開
戦
当
初
に
於
け
る
韓
国
の
法
律
上
の
地
位

拙
著
日
露
戦
役
国
際
法
論
に
対
す
る
有
賀
博
士
の
高
評
に
就
て

法
学
博
士
遠
藤
源
六
氏
著
日
露
戦
役
国
際
法
論

陸
上
に
於
け
る
露
軍
の
戦
闘
法
規
違
反
の
事
実

信

夫

淳

平

信

夫

淳

平

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

遠

藤

源

有

賀

長

雄

遠

藤

源

X 

Y 

六 六

生

（

訳

）

有

賀

長

雄

遠

藤

源

有

賀

長

雄

遠

藤

源

遠

藤

源

六 六
---'---
ノヽ’

六
0

四
・
五
・
六

信

夫

淳

平

四

二
七

二
七

1
0
 

1

0

 

1

0

 

篠

田

治

策

七

七 七 七 七 七 六 六

七 四 六 五
1
0
 

六 五 四

1

0
二

四

六
五
七

三
五
三

ニ
四
九

四
七
八

九
七

三
七
二

一
八
九

九 一
六

四

〇 ノ＼

四

四 一七
二
0

四一 六
六
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国際法外交雑誌総索引

独
逸
の
白
耳
義
侵
入
事
件

(
T
h
e
C
a
s
e
 of
 
Belg
i

u
m
)
 

現
連
合
国
の
協
同
関
係
に
就
い
て

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

米
国
の
中
立
態
度

支
那
の
中
立

第
一
次
世
界
大
戦

世
界
大
戦
争
に
対
す
る
英
人
の
覚
悟

仏
国
は
戦
勝
の
代
償
を
仕
払
ひ
得
可
き
か
（
千
九
百
十
五
年
七
月
仏
「
ル
ヴ

ュ
ー
、
ポ
リ
テ
ッ
ク
、
エ
、
バ
ル
ル
マ
ン
デ
ー
ル
」
）

欧
州
戦
争
よ
り
起
れ
る
英
国
裁
判
所
の
捕
獲
審
検
事
件

填
匈
国
人
と
国
際
法

現
戦
争
に
於
け
る
海
牙
の
三
宣
言
の
適
用
特
に
有
毒
瓦
斯
の
使
用

S
U
R
 L
'
A
I
T
I
T
U
D
E
 D
E
 L
'
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 A
 L
'
E
G
A
R
D
 D
E
 L
A
 

B
E
L
G
I
Q
U
E
 A
 
L
'
O
U
V
E
R
T
U
R
E
 D
E
S
 P
R
E
S
E
N
T
E
S
 H
O
S
T
I
'
 

L
I
T
E
S
 

武
力
紛
争
事
例

ゼ
ー
ム
ス
、
エ
ム
、
ベ
ッ
ク

東

譲

三

郎

（

訳

）

牧

野

義

智

C•DELLA 

F
A
I
L
L
E
 

ド

ラ

、

フ

ァ

イ

ユ

町

田

梓

棲

（

訳

）

遠

藤

源

六

立

作

太

郎

雖

川

新

ラ
ッ
セ
ル
、
テ
ー
、
マ
ウ
ン
ト

東
譲
―
―
一
郎
（
訳
）

フ
ェ
ル
ナ
ン
、
フ
ォ
ー
ル

高

橋

作

衛

根

来

源

之

米

田

賓

一五 一五 一五 一五 一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

1

0

八
一
五

九

七

二

五

八 四

二
七
七

ニ
四
八

六
七

ー

五

四

一

九

五

四

一

〇
二
五
七

ー
ニ
八

1

0
七
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米
国
態
度
変
遷
の
順
序
（
承
前
）

弓
時
局
と
国
際
法

索"
"
3
 ロ野分

戦
局
と
講
和
問
題

白
耳
義
希
臓
及
支
那
の
現
在
の
地
位

米
国
態
度
変
遷
の
順
序

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

時
局
国
際
法

国
際
法
の
権
威

独
逸
と
米
国
と
の
関
係

所
謂
独
逸
の
潜
航
艇
に
依
る
封
鎖
又
は
潜
航
艇
戦

商
船
武
装
の
権
利

英
国
の
対
独
通
商
一
切
禁
止
の
正
当

米
独
開
戦
と
モ
ン
ロ
ー
主
義

露
国
社
会
党
と
国
際
法

米
国
武
装
商
船
の
独
艇
撃
沈

漁
船
の
撃
沈
と
商
船
の
敷
設
水
雷
に
依
る
沈
没

帝
国
海
軍
の
地
中
海
遠
征
に
関
す
る
国
際
法
規

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

領
土
不
割
譲
王
義
の
提
案
を
評
す

断
交
せ
る
中
立
国
の
地
位
を
論
す

無
賠
償
主
義
の
主
張
を
評
す

対
敵
取
引
禁
止
令
批
評

雖

川

蛾

川

蛾

川
川

崎

巳

之

太

郎

蛸

川

蜻

川

蜻

川
蛾

川

雖

川

蛸

川

雖

川

雖

川

蜻

川

蜻

川
雖

川

雖

川

新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新

川

崎

巳

之

太

郎
新

牧

野

義

智

一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五

ー

1
0

九
四
七
6
3

1
0

九
四
五

1
0

九
四

1
0
 

九
一
四

1
0
 

九

九

八

六

九

九

八

六

八

九

八

六

六

九

八

六

五

九

八

六

四

九

八

六

九

八

六

九

八

六

九

八

五

九

九

八

五
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八
三
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五

四

四

五
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露
国
の
行
動
に
対
す
る
法
的
批
判

時
局
と
国
際
法

英
国
の
所
謂
対
独
封
鎖

時
局
と
国
際
法
在
ア
ル
ジ
ェ
ン
チ
ン
独
逸
公
使
の
密
電
事
件
と
瑞
典
の
親

独
思
想

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

独
軍
の
退
却
と
不
法
行
為

支
那
対
独
襖
の
戦
争
開
始
手
続

独
支
開
戦
の
効
果

独
支
開
戦
と
青
島
問
題

没
収
独
填
船
舶
総
数
と
法
理

合
衆
国
政
府
の
独
逸
商
船
押
収

英
仏
飛
行
機
の
復
仇
攻
撃

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
統
治
詔
書

青
島
民
政
署
の
設
置
と
支
那
の
抗
議

中
立
国
船
中
の
郵
便
物
の
押
収

露
国
の
単
独
休
戦
と
休
戦
条
約
批
評

日
本
の
講
和
条
件
を
論
し
て
「
ジ
ャ
ッ
パ
ン
、

A
、
Jヽ

ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
社
説
に
答

支
那
の
欧
州
出
兵
問
題

参
戦
前
の
米
国
内
情

高

橋

作

衛

雖

JI! 

蛸

Jll 

立 蜻

JI I 

板

倉

卓

造

蜻

/II 

蜻

JI! 

峙

JII 

峙

JII 

蛹

JII 

雖

ILL 

川

崎

巳

之

太

郎

雖

JI I 

雖

JI I 

蜻

JI! 

雖

Jll 

新 新

作

太

郎 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
五

四 四 四 四

二
七
七

二
六
八

二
六
五

ニ
四
九

二

0
三

一
七
五

八
七

八
六

八
四

八
四

八 七
九

一
八 四

1
0

九
四
九
3
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分野別索引

現
戦
争
に
於
け
る
毒
瓦
斯
使
用

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

時
局
と
国
際
法

高
橋
博
士
の
講
和
条
件
論
に
対
す
る
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
の
再
評

ハ
ル
ピ
ン
の
支
那
兵
と
日
露
協
約

単
独
講
和
に
関
す
る
露
国
の
宣
言
批
評
＇

独
露
間
の
講
和
条
件
批
評

日
露
密
約
の
発
表

日
本
軍
艦
の
浦
塩
警
備

小
露
と
独
襖
と
の
講
和
条
約

露
独
講
和
条
約
の
法
理
的
研
究

独
羅
の
講
和
条
約
と
羅
国
の
地
位

現
戦
争
と
国
際
法
の
権
威

現
戦
争
に
於
け
る
伴
虜
の
待
遇

予
定
和
約
論
（
上
）

欧
州
戦
争
の
戦
費
、
損
失
及
利
益
（
千
九
百
十
八
年
米
「
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ー
、

ニ
ュ
ー
ス
」
）

土
填
独
休
戦
条
約
に
就
て

独
逸
講
和
と
羅
馬
尼

現
戦
役
に
於
け
る
日
本
海
軍
の
行
動
概
要
（
巻
頭
の
地
図
参
照
）

米

田

雖

川

寅 新

ァ
ー
ル
、
イ
ー
、
ホ
ニ
ッ
ト
ル
セ
ー

ー

の

緩

小

山

精

小

山

精

小

山

精

小

山

精

雖

川

雖

川

雖

川

東 蜻

川
雖

川

雖

川

雖

川

蜻

川

郎 郎 郎 郎 新 新 新

譲
―
―
一
郎
（
訳
） 新 新 新 新 新

一
七

一
七

一
七

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

六 六 五 五 1
0

八
0
六

J¥ 七 七

五

三

六

七

五

二

七

六 五 五 五 五 五 五 四

四
七

四
六

六
四
九

四
八

三
0
八

三
五
九

三
九
二

五
三
九

三
八
二

三
九
九

六
九

六
七

六
四

六
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平
明
丸
搭
乗
伴
虜
伊
太
利
国
に
収
容
事
件

償
金
論

平
和
会
議
及
最
高
会
議
に
就
て

平
和
条
約
実
施
の
為
め
に
す
る
独
逸
の
国
内
法
令
に
就
て

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

予
定
和
約
論
（
下
）

予
期
せ
ら
れ
た
る
帝
国
講
和
条
件
と
実
現
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
条
件
と
の
懸

隔
大
正
八
年
九
月
九
日
起
草

山
東
問
題
と
支
那
の
主
張
及
不
法

シ
エ
ル
ト
河
左
岸
並
南
リ
ム
ブ
ル
グ
問
題
白
耳
義
が
巴
里
平
和
会
議
に
提

出
せ
る
シ
ェ
ル
ト
左
岸
及
リ
ム
ブ
ル
グ
州
南
部
に
対
す
る
要
求
を
養
護
す
る

事
実
の
梗
概

中
華
民
国
と
欧
州
大
戦
国
際
法
論

欧
州
大
戦
と
伴
虜

附
対
独
関
係
の
要
諦

巴
里
平
和
会
議
に
於
け
る
領
土
分
配
の
主
義

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

同
盟
及
連
合
国
と
独
、
填
其
他
諸
国
と
の
平
和
条
約
の
研
究

国
際
法
問
答
大
戦
に
於
け
る
白
耳
義
の
地
位
と
陸
戦
に
於
け
る
中
立
国
及

中
立
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
海
牙
条
約
第
十
条

立

作

太

郎

ァ
ッ
シ
ュ
ケ
ノ
ー

中

山

又

次

（

訳

）

長

岡

春

高

橋

簗

雖

JII 

新

長

岡

春

末

弘

厳

太

郎

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

白

耳

義

査

報

局

東

譲

三

郎

（

訳

）

立 詭

JII 
作

太

郎

小

山

精

新

裔

橋

作

衛

郎

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

一八 一八 一八
一
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一
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分野別索引

満
州
事
件
に
関
す
る
内
外
新
聞
論
調

満
州
事
件
に
関
す
る
主
要
論
文
要
旨

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

『
満
州
事
件
特
別
号
』
の
発
行
に
つ
い
て

武
力
紛
争
事
例

戦
争
責
任
論
争
の
一
考
察

自
衛
権
概
説

満
州
事
件
と
国
際
法

満
州
事
変
・
日
中
戦
争

T
h
e
 L
e
a
g
u
e
 a
n
d
 t
h
e
 M
a
n
c
h
u
ri
a
n
 E
m
e
r
g
e
n
c
y
 

J

ap
an's P
o
si
t
i

o
n
 a
n
d
 C
l
ai
m
s
 

満
州
事
件
の
経
過
(
-
九
三
一
年
九
月
一
八
日
よ
り
一
九
三
二
年
一
月
一
六

日
ま
で
）

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．
九
．
三
0

)

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
修
正
案
(
-
九
三
一
．

-
0
.
 

平
和
条
約
殊
に
対
独
条
約
に
就
て

世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
―
-
・
完
）

世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
一
）

A
 C
o
n
s
p
e
ct
u
s
 
of
 

I
 

o・
二
四
表
決
）

ニ
四
表
決
）

安

井

赤

木
江

川

英

文

横

田
誹

川

彦

松

立 K. M
o
ri

 

芦

田

芦

田

喜

郁 進 郎

作

太

郎

軸

川

彦

松

三

七

長

岡

春

均 均

ニ
四

ニ
四

ニ
四

四 四 四 四

四
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七
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四
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米
国
国
務
長
官
の
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
宛
の
訓
令
(
-
九

六） 連
盟
理
事
会
の
米
国
代
表
招
請
状
(
-
九

1
0
 
―二）

I
 

0

)

 

1
 

0

)

 

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

日
本
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

中
国
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
＝
二
．
九
．
二
三
）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
＝
二
．
九
．
二
四
）

連
盟
理
事
会
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
よ
り
連
盟
理
事
会
議
長
に
手
交
さ
れ
た
る
受
諾
書
（
一

九
三
一
．
一

o・
一六）

1
0
 

中
国
政
府
の
国
際
連
盟
宛
の
通
牒
(
-
九
＝
二
．
九
．
ニ
―
)

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．
九
．
二
ニ
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

1
 

0

)

 

1
 

0

)

 

1
 

o・
 

一六）
五

）

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
＝
二
．

1
0
 

1
 

o・
九）

四 四 四 四 四
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連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九

-

)

 

米
国
国
務
長
官
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
訓
令
(
-
九

日
本
代
表
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

口口
八

）

八

）

―
一
．
六
）

連
盟
理
事
会
議
長
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
中
国
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
理
事
会
議
長
の
意
見
書
（
一
九
三
一
．

〇
．
―
-
九
）

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
中
国
代
表
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

三
一
）

日
本
政
府
の
連
盟
理
事
会
議
長
宛
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
本
代
表
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．

1
0
 
一八）

連
盟
規
約
に
関
す
る
日
本
政
府
の
質
問
書
(
-
九

I
 

o・
二
四
）

―
一
．
七
）

口 1
0
 

I
 

0

)

 

―
一
．
六
）

五

）

1
0
 

一七）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）

米
国
代
表
の
理
事
会
参
加
に
関
す
る
日
本
外
務
当
局
の
声
明
(
-
九
三
一
．

I

o

・

一六）

1
0
 

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
事
務
総
長
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
書
翰
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
に
関
す
る
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ケ
(
-
九
三
一
．

五
）連

盟
理
事
会
の
決
議
案
に
関
す
る
ド
オ
ズ
大
使
の
声
明
(
-
九
―
―
―
-
.

二
五
）

英
国
代
表
の
声
明
(
-
九
三
一
．

―
一
．
二
七
）

―
一
．
二
八
）

米
国
国
務
長
官
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一三）

中
国
政
府
の
米
国
政
府
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．
九
．
ニ
―
)

米
国
国
務
長
官
の
駐
米
日
本
大
使
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
ニ
）

米
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
（
一
九
三
一
．
九
．
二
四
）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
七
）

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
七
）

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
回
答
(
-
九
三
一
．

1
 

o・
五
）

I
 

0

)

 

I
 

0

)

 

1
 
o・
三）

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九

五
）

口
二口

―
一
．
二
六
）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

16 15 12 11 11 5
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83 82 78 77 76 75 74 74 67 

638 



分野別索引

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
駐
日
米
国
大
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
国
務
長
官
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

駐
日
米
国
大
使
の
日
本
政
府
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．

一六）
―二）

―
一
．
九
）

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
国
務
長
官
宛
の
報
告
(
-
九
三
一
．

―
二
．
二
七
）

一九）

一
．
七
）

1
 

0

)

 

―
一
．
二
）

―
一
．
二
）

―
一
．
五
）

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
外
務
大
臣
の
回
答
(
-
九
三
一
．

在
米
中
国
公
使
館
の
米
国
国
務
省
宛
の
備
忘
(
-
九
三
一
．

米
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九
三
二
．

一四）

―
一
．
二
七
）

二
―
．
二
四
）

―
二
．
三
一
）

1
0
 
―

-

)

 

1
0
 
1
 

0

)

 

1
0
 

1
 

o・
九）

1
 

0

)

 

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
0

)

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

駐
日
中
国
公
使
の
日
本
政
府
宛
の
口
上
書
（
一
九
三
一
．
九
．
二
九
）

日
本
政
府
の
国
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
（
一
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

H
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

1
0
 

一六）
―二）

I

o

・

九）

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

1
 

o・
三
一
）

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
（
一
九
三
一
．

駐
華
日
本
公
使
の
回
答
(
-
九
三
一
．

I

o

・

二
ニ
）

1
0
 
-

)

 

―二）

I

o

・

五

）

I

o

・

九）

1
 

o・
二
七
）

―
一
．
四
）

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
（
一
九
三
一
．

―
一
．
二
ニ
）

―
一
．
二
0

)

不
戦
条
約
に
関
す
る
十
三
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．

I

o

・

一七）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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匪
賊
の
討
伐
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

齊
々
吟
爾
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

八

） 撒
江
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

I

o

・

二
六
）

中
国
政
府
の
（
米
国
政
府
宛
の
）
回
答
(
-
九
―
―
二
．

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
一
次
声
明
(
-
九
三
一
．
九
．
―
-
四
）

関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
三
一
．

関
東
軍
司
令
部
の
布
告
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
二
次
声
明
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
三
次
声
明
(
-
九
三
一
．

I
 

o・
 -

0
.
 

四）四）

一九）

一四）

-
0
．
二
ニ
）

―
一
．
二
0

)口

第
二
次
錦
州
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
三
一
．

-

)

 

満
州
の
治
安
維
持
に
関
す
る
関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）

―
二
．
二
七
）

五

）

口
二
二
）

錦
州
占
拠
後
の
関
東
軍
の
行
動
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
三

二
．
一
．
九
）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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rr 

―

-

)

 

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
議
長
の
提
案
(
-
九
三
二
．
二
．
二
九
）

国
際
連
盟
総
会
及
び
理
事
会
の
決
議

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
三
．
四
）

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
―
-
=
「
三
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
四
．
三
0

)

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
作
成
期
限
延
長
に
関
す
る
連
盟
臨
時
総
会
議
長
の
提
案

（
一
九
三
二
．
七
．
一
）

上
海
事
件
及
び
日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
報
告
書

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
六
）

一九）

ー
満
州
事
件
に
関
す
る
外
交
文
書

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

満
州
事
件
と
フ
ー
ヴ
ァ
ー
主
義

満
州
事
件
に
関
す
る
内
外
新
聞
論
調
ー
上
海
事
件
・
満
州
国
問
題
・
リ
ッ

ト
ン
報
告
I

満
州
事
件
の
経
過
ー
一
九
三
二
年
一
月
一
八
日
よ
り
九
月
二
四
日
ま
で

満
州
事
件
と
兵
力
の
行
使

赤

木
安

井

横

田

立

喜

三

進 郁 郎

紳

川

彦

松 作

太

郎

7
 

73 60 55 53 49 32 

1

0
八

八
七

四
六

二
五

642 



分野別索引

皿
上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

要
求
(
-
九
三
二
．
二
．
九
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

査
委
員
会
の
回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
三
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
二
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．

上
海
委
員
会
の
第
二
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書
(
-
九
三
二
．

二
．
一
八
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
二
0

)

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
補
足
（
一
九
三
二
．
二
．

ニ
四
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書

（
一
九
―
―
―
―
―
・
ニ
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
四
次
報
告
(
-
九
三
二
．
三
．
五
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
及
び
第
四
次
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の

意
見
書
(
-
九
三
二
．
三
．
二
三
）

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
(
-
九
三
二
．
四
．
三
0

)

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
に
対
す
る
支
那
代
表
部
の
覚
書
(
-
九

三
二
．
五
．
四
）

国
際
連
盟
関
係
の
外
交
文
書

規
約
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
適
用
に
関
す
る
支
那
政
府
の
要
求
(
-
九
三

-
『
一
．
二
九
）

―二）

II 
ー

支
那
代
表
の

上
海
事
件
調

1 
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＞
 wi

 

各
国
政
府
間
の
外
交
文
書

上
海
事
件
に
関
す
る
日
本
政
府
の
宣
言
(
-
九
三
二
．

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九
三
二
．

一五）

一
．
二
九
）

一
．
二
九
）

3' ー

上
海
停
戦
協
定
(
-
九
一
三
一
．
五
．
五
）

日
満
議
定
書
(
-
九
三
二
．
九
．

各
国
政
府
の
声
明
書

74, 

満
州
国
政
府
の
建
国
通
牒
(
-
九
三
二
．
三
．

―二）

日
支
紛
争
の
総
会
付
託
に
関
す
る
支
那
代
表
の
要
求
(
-
九
三
二
．
二
．

二）十
二
理
事
国
の
日
本
政
府
に
対
す
る
ア
ッ
ピ
ー
ル
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
書
翰
(
-
九

三
二
．
二
．
一
七
）

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
書
翰
に
対
す
る
理
事
会
議
長
の

回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
九
）

連
盟
臨
時
総
会
の
招
集
に
関
す
る
事
務
総
長
の
電
報
(
-
九
三
二
．
二
．
ニ

o

)

 
十
二
理
事
国
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
対
す
る
日
本
政
府
の
回
答
及
び
附
属
声
明
書

（
一
九
三
二
．
二
．
二
三
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
二
．
二
九
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
四
．
二
九
）

一六）

69 58 60 51 38 36 32 25 23 19 
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満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力
（
承
前
）

満
州
国
不
承
認
に
関
す
る
国
際
連
盟
機
関
の
議
決
の
効
力

ス
テ
イ
ム
ソ
ン
主
義
の
学
会
に
於
け
る
反
響

満
州
国
承
認
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
九

一五）

満
州
国
政
府
の
海
関
自
主
宣
言
(
-
九
三
二
．
六

一八）

-

)

 

上
海
出
兵
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
二
．
七
）

満
州
国
の
独
立
宜
言
(
-
九
三
二
．
二
．

溝
州
国
の
建
国
宣
言
(
-
九
三
二
．
三
．

連
盟
脱
退
通
告
文
と
国
際
法

満
州
国
の
成
立
と
蘇
露
の
態
度

国
際
法
上
の
平
時
封
鎖
と
全
支
沿
岸
航
行
遮
断
宣
言

満
州
建
国
十
年
の
回
顧

一八）

上
海
事
件
に
関
す
る
支
那
政
府
の
声
明
(
-
九

―二）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九

一
．
三
0

)

満
州
政
府
に
関
す
る
支
那
側
の
声
明
(
-
九
三
二
．
二
．
二
ニ
）

米
国
国
務
長
官
の
上
院
外
交
委
員
長
宛
の
書
翰
（
一
九
三
一
『
一
『

ニ
四
）

一
九
三
二
年
三
月
十
一
日
の
連
盟
総
会
の
決
議
に
関
す
る
米
国
国
務
長
官
の

声
明
(
-
九
―
-
=
『
三
．
―
-
）

植

田

捷

雄

四

立 立 立 松

原
消

水

泰

次

立

作

太

郎

三

七

作

太

郎

作

太

郎 雄

作

太

郎

五 五

五

四

四

九
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宜
二
九

二
九
九

九

九

四

五

五

四
三
五
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終
戦
後
に
於
け
る
在
華
日
本
権
益
の
処
理
と
そ
の
将
来

上
海
水
先
船
株
式
会
社
所
属
船
舶
の
捕
獲
事
件
に
付
て

大
東
亜
戦
争
と
支
那
事
変

東
亜
政
局
の
進
展
と
国
民
政
府
の
地
位

戦
争
完
遂
二
付
テ
ノ
協
カ
二
関
ス
ル
日
華
共
同
宣
言

広
州
湾
租
借
地
へ
皇
軍
の
進
駐

日
満
地
方
税
徴
収
事
務
共
助
法

在
満
日
本
人
ノ
身
分
二
関
ス
ル
満
州
国
裁
判
ノ
効
カ
二
関
ス
ル
法
律

従
軍
所
感
と
国
際
法

在
支
敵
産
の
移
管
(
-
)

在
支
敵
産
の
移
管
（
二
）

在
支
敵
産
の
移
管
(
-
―
-
)

蘇
淮
地
区
の
中
支
還
元

中
支
船
舶
の
航
行
統
制
の
緩
和

中
支
水
先
協
会
の
設
立

L
y
t
t
o
n
 R
ep
ort
 
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 b
y
 

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

に
関
す
る
覚
書

リ
ッ
ト
ン
報
告
書

満
州
国
際
管
理
論
の
系
譜
l

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
の
背
後
に
あ
る
も
の
ー
~

等

松

春

夫

九

九

T
h
o
m
a
s
 B
at
y
 

内
山
正
熊
（
訳
）

六
五

植

田

捷

雄

四

五

藤

峙

萬

里

四

一

大

平

善

梧

四

―

大

平

善

梧

四

一

大

平

善

梧

四

一

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

信

夫

淳

平

四

四 四

大

平

善

梧

四

四

植

田

捷

雄

四

安

井

郁

四

六 六 ： 七
1
0
 

九 七

六

八

八

五
一
七

九
七
五

1
0
三
七

―

二

四

七

九ニニ
三
二
五

八

七

0
七

六
四
九

六
五
七

九
四
五

五

五

五

五

五

五

〇

四 九

： 三
九
三

八

九

七

八

八

0
九
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安
全
水
域
に
関
す
る
パ
ナ
マ
宣
言

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
五
日
附
英
国
政
府
回
答
書
翰
（
仮

訳） シ
チ
ー
・
オ
ヴ
・
フ
リ
ン
ト
号
事
件
に
関
す
る
研
究

欧
州
戦
争
と
経
済
戦

イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
貨
物
捕
獲
令

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
仮
訳
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
問
題
に
関
す
る
有
田
外
務
大
臣
の
二
月
六
日
議
会
に
於
け
る
説
明

（
昭
和
一
五
・
ニ
・
六
）

ア
ド
ミ
ラ
ル
・
グ
ラ
ー
フ
・
シ
ュ
ペ

1
号
事
件

ア
メ
リ
カ
の
駆
逐
艦
譲
渡

武
力
紛
争
事
例
第
二
次
世
界
大
齢
t
は
戦
争
法
の
適
用

横

田

立 横

田

立 横

田
松

原

喜

三

喜

三

郎

四

〇

作

太

郎

三

九
郎
―
―
―
九 一九 一九 一九 一九 一九 ＿九

作

太

郎

三

九

喜

三

郎

三

九

雄

J¥ 

7
 

一
七
七

46
 

七

五

九

五

六

五
三
〇

ニ
八

ニ
八
〇

ニ
八
七

ニ
八
三

二
七
七

二
七 一

五
八

六
〇

1
0

八
六
五
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気
比
丸
事
件

香
港
植
民
地
全
沿
岸
の
封
鎖
宣
言

大
東
亜
戦
争
と
チ
モ
ー
ル
問
題

マ
ニ
ラ
市
の
陥
落
と
米
西
戦
争
当
時
の
回
顧

大
東
亜
戦
争
と
支
那
租
界

大
東
亜
戦
争
と
帝
国
海
戦
法
規

敵
産
管
理
法

マ
ニ
ラ
市
の
軍
政
施
行
と
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
協
定

日
英
及
日
米
間
外
交
官
、
領
事
官
及
在
留
民
の
交
換

敵
性
工
業
所
有
権
の
処
理

今
次
戦
争
に
於
け
る
国
際
赤
十
字
の
活
動
振
り

ジ
ャ
バ
島
の
軍
政

大
東
亜
戦
争
と
戦
時
禁
制
品
_
ー
'
戦
時
海
上
通
商
の
一
傾
向

比
島
に
於
け
る
公
有
財
産
処
理
の
問
題

ア
メ
リ
カ
中
立
法
の
改
正

ロ
ビ
ン
ム
ー
ア
号
撃
沈
事
件
に
付
て

最
近
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
推
移
に
つ
き
て

現
戦
争
に
於
け
る
ス
エ
ズ
運
河
の
地
位

江

川

英

文

四

太

田

郎

四

須

山

逹

夫

四

前

原

光

雄

四

前 立 立

原

光

雄

四

又

正

雄

四

江

川

英

文

四

信

夫

米

田
安

井

横

田

喜

米

田

淳

平

四

松

下

正

壽

四

大

平

善

梧

四

紳

川

彦

松

四

賓

四

又

正

雄

四

郁

四
郎

四

作

太

郎

四

〇

賓

四

〇

作

太

郎

四

〇

1
0
 

六 六 四

―二
0
六

九
九
三

―
―
二
0

六 二
六
九

二
六
五

二
六
0

二
0
七

一
七
八

三
五
一

一
七
三

一
六
九

一
五
〇

六
五

六
〇

五
六

五
七

五

四

六
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大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

バ
ド
リ
オ
政
権
の
降
伏
と
在
東
亜
伊
権
益
の
処
置

敵
産
管
理
法
施
行
令
の
改
正

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
二
完
）

総
力
戦
と
戦
時
占
領

ロ
バ
ー
ツ
委
員
会
報
告
と
日
米
開
戦
に
関
す
る
法
律
上
及
道
義
上
の
責
任

T
H
E
 T
E
X
T
 O
F
 T
H
E
 R
O
B
E
R
T
S
 C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 R
E
P
O
R
T
 O
N
 

T
H
E
 P
E
A
R
L
 H
A
R
B
O
R
 D
I
S
A
S
T
E
R. J
an. 2
3
,
 
1
9
4
2
.
 

高
千
穂
丸
事
件

病
院
船
の
攻
撃

第
八
二
臨
時
議
会
の
外
交
・
国
際
関
係
問
題

占
領
地
住
民
の
政
治
参
与

第
八
三
臨
時
議
会
の
外
交
•
国
際
関
係
問
題

ア
ゾ
レ
ス
群
島
問
題

大
東
亜
戦
争
と
支
那
沿
岸
航
行
遮
断

大
東
亜
戦
争
第
二
周
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
ニ
・
完
）

大
東
亜
戦
争
発
生
以
後
一
年
間
に
於
け
る
帝
国
捕
獲
審
検
所
の
業
績
（
一
）

敵
機
の
搭
乗
員
処
罰

佐

藤

信

太

郎

四

大

平

善

梧

四

一

安

井

郁

四

佐

藤

信

太

郎

四

川

原

次

吉

郎

四

植

田

捷

雄

四

前

原

光

雄

四

川

原

次

横

田

横

田
立 立 前

喜 喜

吉

郎

四

郎

四

郎

四

四

作

太

郎

四

作

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

佐

藤

信

太

郎

四

原

光

雄

四

江

川

英

文

四

1
0
 

六 四

二
五
三

一
七
五

一
七

一
五
六 i ―

―
五

―
―
四
六

1
0
五

七

七

六

〇

四

四

0
八

二

七
一
五
九

四
八

―二

0
八

―二

0
九
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帝
国
病
院
船
「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
」
丸
撃
沈
二
関
ス
ル
対
米
抗
議

一
八
‘
―
二
、
一
五
条
約
局
）

P
R
O
T
E
S
T
 O
F
 T
H
E
 J
A
P
A
N
E
S
E
 G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 T
O
 T
H
E
 

U
N
I
T
E
D
 
S
T
A
T
E
S
 
G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
T
H
E
 

S
I
N
K
I
N
G
 
O
F
 T
H
E
 
B
O
S
P
I
T
A
L
 
S
H
I
P
,
 
B
U
E
N
O
S
 
A
I
R
E
S
 

M
A
R
U
 

比
島
宣
戦

ル
ー
マ
ニ
ヤ
及
フ
ィ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
休
戦

連
合
国
の
日
本
占
領
の
本
質
1

戦
後
占
領
の
新
形
態

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
の
経
過

「
カ
イ
ロ
」
宣
言
（
千
九
百
四
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）

（昭、

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
米
、
英
、
支
三
国
宣
言
（
千
九
百
四
十
五
年
七
月
二
十
六
日

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
二
於
イ
テ
）

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

ニ
関
ス
ル
八
月
十
日
附
帝
国
政
府
ノ
申
入

無
条
件
降
伏
と
国
体

ス
ペ
イ
ン

（
イ
）
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

武
力
紛
争
事
例
第
二
次
世
界
大
戦
二
講
和
・
戦
後
処
理
・
占
領

高

野

雄

安

井
横

田

喜

四
五

四
五

四
五

四
五

郁

四

五

郎

四

五

紳

川

彦

松

四

松

下

正

壽

四

一

又

正

雄

四

一

四一 四一

六 五
九

五
八

四
五 一九

九
七

九

七

八

〇
三
0
0

九
一
三

゜
5
 

二
九
九

6
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パ
リ
平
和
会
議
の
成
果

大

平

善

梧

四

五

六
七
5
16
 

降
伏
後
二
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期
ノ
対
日
方
針
（
仮
訳
）

連
合
国
最
高
司
令
官
司
令
部
指
令
第
三
号
千
九
百
四
十
五
年
九
月
二
十

日 連
合
国
最
高
司
令
官
司
令
部
指
令
第
二
号

0

千
九
百
四
十
五
年
九
月
三
日

「
エ
ー
、
ビ
ー
、
オ
ー
」
五
〇

降
伏
文
書

ロ

降
伏
文
書

降

伏

文

書

イ

詔

書

（
二
）
英
米
蘇
支
四
国
二
対
ス
ル

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

八
月
十
四
日
附
帝
国
政
府
通
告

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

A

)

連
合
国
の
回
答

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）
八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

B

)

停
戦
実
施
方
二
関
ス
ル
米
国
政
府
通
告
文

連
合
国
の
日
本
管
理
及
び
占
領
の
諸
問
題
（
一
）

連
合
国
の
日
本
管
理
及
び
占
領
の
諸
問
題
（
二
）

八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

： 

（
ハ
）
詔
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
口
）
合
衆
国
、
連
合
王
国
、

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
中
華
民
国
ノ
各
政
府
ノ
名
二
於

ケ
ル
合
衆
国
政
府
ノ
日
本
国
政
府
二
対
ス
ル
回
答

安

井

安

井

郁

四

五

五

・

六

郁

四

五 四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

四
五

-
1
-
•
四

一
八
四

―
二
四

八
〇

七
六

六
五

六
四

六一 六一 六一 六 六 六
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日
比
賠
償
協
定
及
び
借
款
取
極

第
二
次
世
界
大
戦
戦
争
責
任
論

在
韓
日
本
資
産
に
対
す
る
請
求
権

C
A
I
R
O
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 of
 
t

h
e
 D
i

vi
si
o
n
 of
 

T
e
r
ri
t

or
i

al 
St
u
di
es. 
(
T
h
e
 C
o
nfer, 

e
n
c
e
 at
 

M
alt
a
 a
n
d
 Y
alt
a
 19
4
5
,
 
F
o
r
ei
g

n
 R
e
l
a

gn
s
 of
 
t

h
e
 U. S., 
Di, 

p
lomatic P
ap
ers) C
A
C
-
3
0
2
 D
E
C
E
M
B
E
R
 28, 1
9
4
4
.
 

M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
0f
巨

e
D
i
v
i

si
o
n
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T
e
rr
i
t
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al 
St
u
di
es. 
(F. E. C. 
Fi
l

es) 

S
E
C
R
E
T
C
A
C
'
3
0
6
b
 P
r
eli
m
i

n
a
r
y
 J
a
n
u
a
r
y
 
10, 1
9
4
5
 

対
日
講
和
条
約
と
集
団
的
自
衛
権

ソ
連
邦
の
対
日
講
和
主
張

対
日
講
和
と
中
国

平
和
条
約
と
日
本
の
領
土

カ
イ
ロ
宣
言
と
朝
鮮
の
独
立

講
和
と
賠
償
1

対
日
講
和
条
約
草
案
を
め
ぐ
る
諸
問
題
I

対
日
講
和
に
関
す
る
米
英
の
動
向

極
東
委
員
会
の
戦
争
犯
罪
処
理
方
針

東
京
判
決
と
自
衛
権

六
0

四
・
五
•
六

六
0

四
・
五
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六

六
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・
五
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有

田
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山
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五
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五
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雄

五
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高

野

雄

高

野

雄

植

田

捷

雄

四

九

入

江

啓

四

郎

四

九

英 横

田

喜

五
〇

四
九

修

道

四

九
郎

四

八

入

江

啓

四

郎

四

七

五

五

六

五

五

四

四

五

五 五 四

三
一
九
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三
一
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四
三

1

0
二
四

1

0
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五

1

0
二
九

二
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一
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A
g
r
e
e
m
e
nt
 

R
eg
ardi

ng
 Entry 
of
 
t

h
e
 S
o
vi
et
 

U
ni
o
n
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o
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e
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a
r
 

A
g
ai
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 J
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(
Y
A
L
T
A
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
)
 T
O
P
 
SECR~T 

11 Feb. 

1
9
4
5
 

P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 T
H
R
E
E
 P
O
W
E
R
S
,
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
,
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A
,
 P
ot
sdam. J
uly 2
6
,
 

1
9
4
5
 (j
oi
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 S
o
vi
et
 
R
u
s
si

a, 
A
ug
ust
 9
,
 
1
9
4
5
)
 

T
H
E
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 F
O
R
 T
H
E
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 A
N
D
 S
I
G
N
A
'
 

T
U
R
E
 O
F
 T
H
E
 T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA
P
A
N
,
 S
ep
t
em, 

her 5
,
 
1
9
5
1
 

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 J
A
P
A
N
,
 si
g

n
e
d
 at
 

S
a
n
 Franci
sco, 

t
h
e
 8
 
S
ep
t
ember, 1
9
5
1
 

L
E
T
T
E
R
S
 
E
X
C
H
A
N
G
E
D
 
B
E
T
W
E
E
N
 
M
R. 

A
N
D
 M
R
.
 G
R
O
M
Y
K
O
,
 S
ep
t
e
m
b
e
r
 2
9
,
 
1
9
5
6
 

ガ
リ
オ
ア
・
エ
ロ
ア
返
済
協
定

日
韓
基
本
条
約

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約

M
A
T
S
U
M
O
T
O
 

J

O
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 B
Y
 JA
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 U
N
I
O
N
 O
F
 

S
O
V
I
E
T
 S
O
C
I
A
L
I
S
T
 R
E
P
U
B
L
I
C
S
,
 O
ct
ober 1
9
,
 
1
9
5
6
 

T
R
E
A
T
Y
 O
N
 B
A
S
I
C
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 

T
H
E
 R
E
P
U
B
L
I
C
 O
F
 K
O
R
E
A
 

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

祖

川

武

夫

入

江

啓

四

郎

六

四

四

・

五

六
四
四
•
五

六

四

四

・

五

四

四

六

六

四

四

・

五

六 六

0
四
・
五
・
六

六

0
四
・
五
・
六

六
0

四
•
五
•
六

六

0
四
・
五
・
六

六

0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
•
六

四

六

九
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四

四

七

1
0
三
七

1
0
三
三

＿o-―
-
四

1
0三
四

1
0
三
五

1
0
三
五

ニニ八
三
0
八



国際法外交雑誌総索引

外

ー
帝
国
政
府
の
対
米
通
牒
ー
ー
＇
覚
書
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
外
務
省

公
表
）

日
米
交
渉
経
過
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
外
務
省
公
表
）

外

第
一
議
定
書
の
実
施
細
目
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
1
伺
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
2
に
定
め
る
合
同
委
員
会
に
関
す
る
交
換
公

文財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

日
中
平
和
友
好
条
約
の
あ
と
さ
き

仏
蘭
西
の
戦
時
国
籍
立
法

ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の
援
英
政
策
の
発
展

駐
支
英
米
軍
隊
の
撤
退

S
u
m
m
a
r
y
 of
 t

h
e
 J
ap
a
n
e
s
e
'
A
m
e
ri
c
a
n
 N
eg
ot
i

at
i

ons. (
D
e
c
e
m
b
e
r
 8
t

h, 

1
9
4
1
)
 

旨
M
O
R
A
N
D
U
M

武
力
紛
争
事
例
第
二
次
世
界
大
戦
ご
て
の
他

務 務

植

田

捷

雄

四

紳

川

彦

松

四

〇

江

川

英

文

三

九

高

野

雄

四

省

四

四

省

四

七

八

1
0
五

1
0
0
 

九 八

七

六

六

二

六

四

1
0

八

八

七

―
―
八

六

四

四

・

五

四

八

四

六

四

四

・

五

四

八

六

四

四

・

五

四

八

〇

六

四

四

・

五

四

七

八

六

四

四

・

五

四

七

五
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分野 別索引

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説
（
二
）

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

国
と
満
州
国

共
栄
圏
政
策
（
一
）

そ
の
他
の
地
域

川

原

次

吉

郎

四

植

田

捷

雄

四

中
華
民

英
米
ソ
協
定

戦
争
と
米
国
、
拉
丁
米
の
関
係

チ
リ
ー
の
動
向

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

外
交
問
題

一
般
外
交
方
針

肺

川

彦

松

四

ツ
ー
ロ
ン
事
件
と
そ
の
前
後

又

正

雄

四

松

下

正

壽

四

ブ
ラ
ジ
ル
の
参
戦

松

下

正

壽

四

大
東
亜
戦
争
と
支
那
事
変

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
と
そ
の
意
義

印
度
国
民
運
動
と
参
戦
問
題

ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
の
現
状

マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
島
問
題
を
続
る
米
仏
関
係

米
州
に
於
け
る
在
留
邦
人
取
扱
問
題

日
本
と
敵
性
諸
国
と
の
関
係

国
交
断
絶

戦
争
状
態
開
始
後
に
於
け
る
敵
国
外
交
使
節
の
地
位

米

田

賓

四

横

田

喜

郎

四

安

井

郁

四

横

田

喜

郎

四

松

下

正

壽

四

又

正

雄

四

又

正

雄

四

誹

川

彦

松

四

紳

川

彦

松

四

横

田
立

喜

郎

四

作

太

郎

四

5
 

五

五

0
四

56
 

五

四

九

五 七 七 六 四

四

八

三
八
九

七

―
―
―
七

1
0
九

九

九

一

四

八

八

0
九

八

八

0
四

七

七

〇 六
九
七

六
九

六
0
四

三

八

一

二
五
五

ニ

四

八



国際法外交雑誌総索引

大
東
亜
共
同
宣
言

大
東
亜
共
同
宣
言
（
漢
訳
文
）

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

J

O
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

原

田

公

使

侮

辱

事

件

反
枢
軸
の
戦
後
国
際
機
構
案

モ
ス
ク
ワ
1
1
カ
イ
ロ
1
1
テ
ヘ
ラ
ン
1
1
カ
イ
ロ

ド
・
ゴ
ー
ル
11

ジ
ロ
ー
の
合
流
ま
で

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

比
島
の
独
立

泰
・
緬
旬
の
新
領
土

大
東
亜
会
議
と
大
東
亜
共
同
宣
言

日
華
同
盟
条
約
の
成
立

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

政

日
満
関
係

国
際
法
問
題

敵
産
の
処
理

伴
虜
の
取
扱

占
領
地
の
軍

敵
国
在
留
邦
人
の
待
遇

横

田

喜

前

原

光

雄

四

一

又

正

雄

四

一

植

田

捷

雄

四

一

肺

川

彦

松

四

一

大

平

善

梧

四

松

下

正

壽

四
又

正

雄

四

又

正

雄

四

松

下

正

壽

四

横

田

喜

郎

四

一

四
一

四
一

四
一

四
一

郎

四

江

川

英

文

四

前

原

光

雄

四

1

0

八
四
五

七 五

五

二

七

五

九
0
五

1

0
六

1

0
四

1

0
四

1

0
三

八
七

八 七
五
二
三

七
三
一

―
二
三
九

―
二
四
二

五

五

一

八

五

五

一

五

五

五
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分野別索引

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

ド
・
ゴ
ー
ル
政
府
の
承
認

自
由
印
度
仮
政
府
に
付
て

第
一
サ
ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
条
約

(
P
ag
e2672•No. 

5
1
8
)

露
西
亜
国
土
耳
古

国
間
予
備
平
和
条
約
（
一
千
八
百
七
十
八
年
二
月
十
九
日
同
年
―
―
一
月
三
日
サ

ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
に
於
て
調
印
）

南
亜
嬉
和
条
項

日
清
戦
争
中
乙
未
会
の
建
議
案

西
班
牙
の
麻
洛
斑
政
略

麻
洛
奇
に
於
け
る
西
班
牙
軍
の
活
動

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

日
本
の
恩
人
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交
（
ニ
・
未
完
）

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交
（
三
）

武

力

紛

争

事

例

そ

の

他

立 立 立 逸

見

逸

見

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

晋 晉

高

橋

作

衛

二
六

二
六

二
六 八 八

藤

崎

萬

里

四

四

中

山

賀

博

四

一

ノ＼ 六 五 六 七

二
五

―
二
八

六
四
八

四
七
八

九
七 ロ

三
九
四

五
九

一
八

六
四

五
七

九
七
九
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国際法外交雑誌総索引

英
米
新
運
河
条
約

英
米
新
運
河
条
約
（
英
文
）

日
英
協
約
（
英
文
）

北
清
議
定
書
及
関
係
書
類
（
結
）

海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
（
明
治
三
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

露
韓
条
約
（
馬
山
浦
附
近
巨
済
島
不
割
譲
条
約
）

露
仏
宣
言

第
一
サ
ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
条
約

(
P
a
g
e2672•No. 

5
1
8
)

露
西
亜
国
土
耳
古

国
間
予
備
平
和
条
約
（
一
千
八
百
七
十
八
年
二
月
十
九
日
同
年
三
月
三
日
サ

ン
ス
テ
フ
ァ
ノ
に
於
て
調
印
）

第
ニ
ベ
ル
リ
ン
条
約

(
P
a
g
e
2
7
5
9
.
 N
o
.
5
3
0
)

東
方
問
題
の
決
定
に
関
し

大
不
列
顛
国
填
匈
国
仏
国
伊
国
魯
国
土
国
間
の
条
約
(
-
千
八
百
七
十
八
年

七
月
十
三
日
伯
林
に
於
て
調
印
）

仏
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
間
通
商
協
約

砂
糖
奨
励
金
に
関
す
る
万
国
会
議
条
約

終
結
議
定
書

日
英
協
約

資

料

条

約

高

橋

清

五 五 四 四

゜
二
七 五

二
七

六
四

四 四 四
〇

七
六

七
四

七 六 五
九

658 



分野別索引

万
国
郵
便
連
合

万
国
郵
便
連
合

万
国
郵
便
連
合

千
八
百
九
十
年
七
月
十
二
日
同
地
に
於

価
格
表
記
信
書
及
箱
物
交
換
約
定

小
包
郵
便
物
交
換
条
約

最
終
議
定
書

プ
リ
ュ
ス
セ
ル
会
議
一
般
議
定
書

て
調
印

高

橋

清

加

輻

豊

次

逼
羅
国
及
メ
ー
コ
ン
河
上
流
二
関
ス
ル
英
仏
協
約
千
八
百
九
十
六
年
一
月

十
五
日
締
約

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 J¥ 

（
英
文
）

J¥ 

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

八 J¥ 

家
屋
税
問
題
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
議
定
書
（
外
務
省
告
示
第
十
号
）

ノ＼

千
八
百
九
十
四
年
十
二
月
の
清
国
労
働
者
入
国
禁
止
に
関
す
る
米
清
両
国
間

の
条
約
及
其
他
の
関
係
法
規
（
英
文
）

伯
林
会
議
ノ
一
般
議
定
書
訳
文
(
-
千
八
百
八
十
五
年
二
月
二
十
六
日
伯
林

に
於
て
調
印
）

伯
林
会
議
の
一
般
議
定
書
訳
文
（
承
前
）

千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
条
約
及
附
属
議
定
書
を
修
正
す
る
千
九
百

年
十
二
月
十
四
日
の
追
加
条
約

伯
林
会
議
一
般
議
定
書
（
完
）

P
R
O
T
O
C
O
L
E
.
 

仏
国
丁
抹
外
三
国
間
通
商
及
工
商
標
保
護
協
約

高

橋

清

高

橋

清

高

橋

清

七 七 六 六 五 五

二
七
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国際法外交雑誌総索引

加
奈
陀
清
国
移
民
条
例
改
正
（
九
月
十
八
日
官
報
）

天
津
日
本
居
留
地
拡
張
取
極
書
（
明
治
―
―
―
十
六
年
外
務
省
告
示
第
四
号
）

韓
国
及
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
共
和
国
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
及

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
条
約
加
盟

グ
ワ
テ
マ
ラ
共
和
国
赤
十
字
条
約
加
盟

グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
の
原
則
を
海
戦
に
応
用
す
る
海

牙
条
約
加
盟

清
国
と
列
国
と
の
改
正
条
約

英
清
通
商
条
約

甲
号
附
録
第
一
号

甲
号
附
録
第
二
号

乙
号
附
録
第
一
号

乙
号
附
録
第
二
号

議
定
書

智
利
蒋
倫
比
亜
両
国
間
同
盟
条
約
（
三
十
五
年
十
一
月
九
日
附
在
墨
国
帝
国

公
使
館
報
告
）

小
包
郵
便
物
交
換
条
約
施
行
細
則

仏
逼
条
約
（
千
九
百
二
年
十
月
七
日
巴
里
に
於
て
調
印
）

華
盛
頓
締
結
価
格
表
記
信
書
及
箱
物
交
換
約
定
の
施
行
細
則

加

輻

豊

次

一
七

一
七

一
七

一
七

九 九
〇

九
〇

八
九

J¥ 八 七
八

六
五

六
五

六
五

五
八

六
五

六一 五
六

七
...L. 

欠
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分野 別索引

内
地
水
路
汽
船
航
通
規
則

A
N
D
 

日
清
通
商
航
海
条
約

C
O
M
M
E
R
C
I
A
L
 T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 

A
N
D
 C
H
I
N
A
.
 

丙
号
附
録
内
地
水
路
汽
船
航
通
附
則

乙
号
附
録
第
三
号

T
R
E
A
T
Y
 
B
E
T
W
E
E
N
 
G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 
A

N

D

 

S
I
G
N
E
D
 A
T
 SH
A
N
G
H
A
I
,
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 5,
 
1
9
0
2
 

A
N
N
E
X
 A
 
(
1
)
.
 

A
N
N
E
X
 A
 
(

2

)

.

 

A
N
N
E
X
 B
 
(

1

)

.

 

A
N
N
E
X
 B
 
(
2
)
.
 

A
N
N
E
X
 B
 
(

3

)

.

 

中
日
通
商
行
船
条
約
続
約
（
清
国
文
）

C
H
I
N
A
,
 

A
N
N
E
X
 C. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 
A
d
di

,
 

tional Rules. 

S
U
P
P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 
T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 C
H
I
N
A
 

A
N
N
E
X
 1. 
I
N
L
A
N
D
 W
A
T
E
R
 S
T
E
A
M
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
.
 

I I 

五

附
録
ニ
―

五

附

録

一

六

五

附

録

八

五

附

録

四

五 四

附

録 八
四

―1
0

 

1

0
九

1

0
八

1

0
七

1

0
七

1

0
六

九
四

九 九
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国際法外交雑誌総索引

北
海
事
件
の
国
際
審
査
に
関
す
る
英
露
の
協
約
文

A
N
N
E
X
 7.
 

日
韓
議
定
書
（
二
月
二
十
七
日
）

A
N
N
E
X
 2.
 

A
N
N
E
X
 3.
 

A
N
N
E
X
 4.
 

A
N
N
E
X
 5.
 

A
N
N
E
X
 6. 

保
護
条
約
の
実
例

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
担
保
条
約

仏
国
チ
ュ
ニ
ス
間
保
護
条
約

仏
国
安
南
間
保
護
条
約

仏
蘭
西
東
蒲
塞
間
条
約

仏
蘭
西
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
間
条
約

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

立

作

太

郎

（

校

）

藤

井

賓

（

訳

）

ノ＼ J¥ 八 八 八 J¥ 五 六 五 五 五 五 五

二
九

二
七

二
0

一七 一七 ＿七

附
録
四
七

五
附
録
二
六

附
録
二
四

附
録
二
八

附
録
二
九

附
録
三
〇

附
録
三
二
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T
r
aite

 de
 g

arantie
 conclu a

 Ca
s
r
 S

a
id, 

le 
12 

m
ai

 1881, 
e
n
tre

 la 
France e t

 Tu
nis. 

C
o
n
v
e
n tio

n
 conclue a

 la M
a
r
s
a
 le 

8
 ju
in

 1883 e
ntre

 la 
France et

 la 
T
u
nisie

 pour reg
ler les rap

p
orts

 resp
ectifs

 des d
e
u
x
 P
ay

s. 

T
r
aite

 conclu a
 Hu
e
 le 

6
 ju
in

 1884 ・p
our consacrer le 

p
rotectorat

 
d
e
 la 

France sur le 
roy

a
u
m
e
 d
'
A
n
n
a
m
 

C
o
n
v
e
n ti

o
n
 conclue a

 Pn
o
m
-
P
e
n
h
 le 

17 juin
 1884, e

ntre
 la 
France 

e t
 le 
C
a
m
b
o
dg

e, 
p
our reg

ler les rap
p
orts

 resp
ectifs 

des d
e
u
x
 P
ay

s. 

F
R
A
N
C
E
-
M
A
D
A
G
A
S
C
AR. 

T
r
aite

 du
 17 d

e
c
e
m
b
r
e
 1885. 

喫
継

苺
以

匡
ヤ

心
媒

揉
條

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
・
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L

E
S
 B

A
T
I
M
E
N
T
S
 H
O
S
P
I
-

T
A
L
I
E
R
S
 

喪
晦
]
-
,
垢
室
海
媒
索

0
海
捉
（
獣
択
）

I
<
兵

回
母

用
＝

描
領

蕃
以

案
ド

置
岳

如
ふ

辛
心

心
四

令
悪

恣
苦

垢
投

性
批

e
速

孟
悪

蕪
以

巨
ヤ

心
ぐ

嘩
囲

溢
聖

叫
噛

固
固

恕
囲

溢
生

匡
Q

堕
拡

A
g
r
e
e
m
e
nt

 betw
e
e
n
 th

e
 G
o
v
e
r
n
m
e
nt

 of
 the

 U
nite

d
 S
tates a

n
d
 th

e
 

I
mp

erial 
G
o
v
e
r
n
m
e
nt

 of
 Ru
s
sia, 

fo
r

 a
 mo
d
u
s
 v
iv
e
n
di

 in
 relati

o
n
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th
e
 
Fur-seal 

F
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in
 B
e
hrin

g
 S
e
a
 
a
n
d
 
th
e

 N
o
rth

 P
a
cifi

c
 

Ocean. 
-

Sign
e
d
 at

 Wa
s
hin

gton, M
ay

 4, 
1894. 

m
蓉

海
堕

函

m
織
壁
品
《
長
涵

等
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111

国

Ill 
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111< 

回
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i
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国際法外交雑誌総索引

追
加
条
款
（
日
英
仏
文
）

T
R
A
I
T
E
 D
E
 P
A
I
X
 E
N
T
R
E
 L
E
 J
A
P
O
N
 E
T
 L
A
 RU
S
S
I
E
.
 

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 

日
英
同
盟
新
条
約

T
H
E
 N
E
W
 A
L
L
I
A
N
C
E
 T
R
E
A
T
Y. 

明
治
三
十
七
年
―
一
月
二
十
三
日
調
印
日
韓
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約

明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
二
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

明
治
三
十
八
年
八
月
十
三
日
調
印
韓
国
沿
岸
及
内
河
の
航
行
に
関
す
る
約
定

書A
G
R
E
E
M
E
N
T. 

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
調
印
日
韓
協
約
（
英
文
）

英
玖
条
約

(
T
h
e
A
n
g
l
o
`
C
u
b
a
n
 T
r
e
at
y
)
 

明
治
三
十
八
年
四
月
一
日
調
印
日
韓
通
信
機
関
委
託
に
関
す
る
約
定
書

日
清
条
約

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

八 八 八 八 J¥ 八 八 八 ｝＼ 八 八 五 五 五 五 五 五

六
〇

五
九

五
八

五
五

五 五
〇

四
八

四
七

四
七

四
五

四
四

1
0
三

1
0
0
 

九
七

八 J¥ J¥ 
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分野別索引

（乙）

説
明
書

五

（甲）

総
則

膠
州
湾
租
借
地
に
於
け
る
製
造
品
に
関
す
る
規
則
抜
粋

五 五

（乙）

内
水
汽
船
航
行
に
関
す
る
協
定

五

（
甲
）
大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

五

大
連
海
関
設
置
に
関
す
る
協
定

五

病
院
船
に
関
す
る
条
約

五

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 

五

日
仏
協
約

五

万
国
無
線
電
話
協
約
附
帯
規
則
目
次

五

最
終
議
定
書

補
約

五五

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 E
N
T
R
E
 L
A
 F
R
A
N
C
E
,
 L
A
 G
R
A
N
D
E
,
B
R
E
'
 

T
 AG
N
E
 E
T
 L'IT AL
I
E
,
 
C
O
N
C
E
R
N
 A
N
T
 L
E
S
 
I
M
P
O
R
T
 A'
 

T
I
O
 N
S
 D
'
A
R
M
E
S
 E
T
 D
E
 M
U
N
I
T
I
O
N
S
 E
N
 AB
Y
S
S
I
N
I
E
.
 

万
国
無
線
電
信
協
約
（
英
国
議
会
公
書
）

追
加
条
款

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
（
明
治
―
―
―
十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

日
本
帝
国
智
利
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

五 五 五 五 四

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九 七
1
0
 

見
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五
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四
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七
八

六
四

五
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七
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国際法外交雑誌総索引

和
蘭
国
の
海
外
領
地
及
殖
民
地
に
関
す
る
日
蘭
領
事
職
務
条
約

「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
」
条
約
改
正
万
国
会
議
最
終
議
定
書

戦
地
軍
隊
に
於
け
る
傷
者
及
病
者
の
状
態
改
善
に
関
す
る
条
約

日
露
通
商
航
海
条
約

日
露
漁
業
協
約

鴨
緑
江
日
清
合
同
材
木
会
社
取
極
書

韓
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米
条
約

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
S
U
L
A
I
R
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 J
A
P
O
N
 E
T
 L
E
S
 

P
A
Y
S
,
B
A
S
 E
N
 C
E
 Q

UI C
O
N
C
E
R
N
E
 L
E
S
 P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
S
 E
T
 

C
O
L
O
N
I
E
S
 N
E
E
R
L
A
N
D
A
I
S
E
S
.
 

別
約

議
定
書

追
加
条
款

満
州
に
於
け
る
日
露
鉄
道
接
続
業
務
に
関
す
る
仮
条
約

日
韓
協
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 

日
露
協
約

七 七 七 七 六 六 六 六 六 六 六
-i  

ノ‘ 六 六 六 六

1
0
 

1
0
 

1
0
 

五 四
五

四
四

四 七
七

七 六 六
四

六一 五
八

七 七 六
九

六
九

六
八

--<—

企
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分野別索引

カ
ザ
ブ
ラ
ン
カ
事
件
に
関
す
る
仏
独
仲
裁
裁
判
に
付
す
る
の
契
約
書

日
米
覚
書

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 
O
F
 
A
M
E
R
I
C
A
 
F
O
R
 
T
H
E
 
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 
I
N
 

K
O
R
E
A
 O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 D
E
S
I
G
N
S
,
 T
R
A
D
E
 M
A
R
K
S
 A
N
D
 

C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 F
O
R
 T
H
E
 R
E
C
I
P
R
O
C
A
L
 P
R
O
T
E
C
,
 

T
I
O
N
 
I
N
 
C
H
I
N
A
 
O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 
D
E
S
I
G
N
S
,
 
T
R
A
D
E
 

百
R
K
S
A
N
D
 C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

日
米
仲
裁
裁
判
条
約

日
米
覚
書
（
英
文
）

日
本
帝
国
薔
倫
比
亜
共
和
国
修
好
通
商
航
海
条
約

新
奉
及
吉
長
鉄
道
に
関
す
る
続
約

日
韓
漁
業
協
定

日
本
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国
郵
政
庁
間
郵
便
為
替
業
務
約
定

英
清
間
の
西
蔵
印
度
通
商
改
正
条
約
(
-
九
0
八
年
十
一
月
一
日
政
治
官
報
）

明
治
四
十
年
七
月
十
九
日
東
京
に
於
て
及
千
九
百
七
年
一
月
三
十
一
日
倫
敦

に
於
て
署
名
せ
ら
れ
た
る
日
本
帝
国
逓
信
省
並
大
不
列
顛
及
愛
蘭
連
合
王
国

郵
政
庁
間
小
包
郵
便
約
定
を
修
正
す
る
追
加
条
款

日
韓
新
協
約
（
明
治
四
十
二
年
七
月
十
五
日
官
報
号
外
）

J¥ 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七

六 六 五 五 四 四 四 四 四
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四
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国際法外交雑誌総索引

附
属
税
表

議
定
書

T
H
E
 
A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 

(

S

i

g

n
e
d
 at
 B
a
ng

k
o
k
 in
 M
a
r
c
h
 10, 1
9
0
9
.
)
 

T
H
E
 JU
R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
 P
R
O
T
O
C
OL. 

T
H
E
 R
U
S
S
O
,
C
H
I
N
E
S
E
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
.
 

韓
国
警
察
委
任
の
覚
書
（
明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
五
日
公
布
）

韓
国
合
併
条
約

T
H
E
 T
R
E
A
T
Y
.
 

日
米
通
商
航
海
条
約

日
英
通
商
航
海
条
約

発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
に
関
す
る
日
仏
条
約
（
明
治
四
十
四
年
五
月

二
十
日
官
報
）

間
島
協
約

A
N
D
 S
I
A
M
.
 

九 九 九 九 九 九 九 九 八 ノ＼ J¥ ノ＼

韓
国
銀
行
覚
書

安
奉
線
改
築
に
関
す
る
日
清
覚
書

吉
長
鉄
道
借
款
細
目
契
約
書

日
清
協
約
発
表
（
九
月
八
日
発
表
）

J¥ 八 J¥ J¥ 

1

0

 

八 九 八 八 四

： 七
三
三

七
三
七

八――
1
0

六
四

六
＿
―
-
九

二

九

五

六

九
六
八

ー
ニ
六

五 五
〇

四
七

四
六

8
 

6
 

四
五

6



分野別索引

数
箇
国
を
分
ち
若
く
は
貫
流
す
る
河
流
の
航
行
に
関
す
る
条
款

日
填
暫
定
取
極

河
流
の
自
由
航
行
に
関
す
る
維
也
納
条
約

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
仏

条
約
批
准
交
換
覚
書

日
英
同
盟
新
協
約

T
H
E
 C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
.
 

英
米
仲
裁
条
約

露
独
協
約
正
文

日
本
瑞
西
間
居
住
通
商
条
約

胆
胴
獣
保
護
条
約

改
締
日
仏
暫
定
協
約

ラ
イ
ン
河
航
行
に
関
す
る
条
款

国
境
列
車
直
通
運
転
に
関
す
る
日
清
協
約

日
露
犯
人
引
渡
条
約

維
也
納
一
千
八
百
十
五
年
一
二
月

ネ
ッ
ケ
ル
河
マ
イ
ン
河
モ
ー
ゼ
ル
河
ミ
ュ
ー
ス
河
及
ス
ケ
ル
ト
河
航
行
二
関

ス
ル
条
款

日
仏
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
九
日
官
報
第
八
千
六
百
六

号

）

東

譲
三
郎
（
訳
）

1
0
 

1
0
 

1

0

 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

-

C

)

 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九

九

七

二

七

，

6
 

6
 

九

七

二

四

九

七

一

五

九 九 五 五 五 五 四
1
0
 

八
三
一

一
三
九ロ

＿―-九一

三
九
四

三
九
九

＿―-九九

七
一
三

七
一
三

一
四
〇

五
八

五
七

五
六



国際法外交雑誌総索引

瑞
西
連
邦

(
H
e
l
v
et
i

c
C
o
n
fed
e
r
a
cy
)

 

年
三
月
廿
日
維
也
納
に
て
調
印

に
関
す
る
宣
言

日
英
両
国
間
原
産
地
証
明
手
数
料
相
互
免
除
に
関
す
る
外
交
文
書

工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

清
国
に
於
け
る
工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

日
蘭
間
船
舶
積
量
測
度
証
書
互
認
に
関
す
る
外
交
文
書
明
治
四
十
五
年
六

月
十
五
日
官
報

奴
隷
売
買
一
般
禁
止
に
関
す
る
八
国
の
宣
言

維
也
納
に
て

主
権
者
若
く
は
其
の
代
表
者
の
将
来
の
会
合
に
関
す
る
議
定
書

十
八
年
十
一
月
十
五
日

外
交
官
の
席
次
に
関
す
る
議
定
書

一
千
八
百
十
八
年
一
月
廿
一
日

外
交
官
の
序
位
及
席
次
に
関
す
る
維
乙
納
条
約

九
日
調
印

日
丁
特
別
相
互
関
税
条
約

附
属
議
定
書

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表
乙
号

日
丁
通
商
航
海
条
約
（
明
治
四
十
五
年
五
月
七
日
官
報
第
八
千
六
百
六
十
二

号

）

一
千
八
百
十
五
年
三
月
十

一
千
八
百
十
五
年
二
月
八
日

一
千
八
百
十
五

一
千
八
百

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0

八

1

0

八
一
〇

1
0

八
一
〇

1
0

八
0
九

九

七

四

九 九 九 九

七一
1

1

―

七――――

七＿―-三

七
三
七

八
一
三

二
九
二

二九―――

二
0 九

六
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分野別索引

議
定
書

海
難
に
於
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

日
伊
通
商
航
海
条
約

附
属
税
表
甲
号

附
属
税
表
乙
号

羅
馬
法
皇
と
伊
達
政
宗
（
巴
里
通
信
）

日
蘭
通
商
航
海
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
p
our 
l'

U
ni
f
i

cation 
d
e
 
C
ertai
nes 

matiere d'Assi

st
ance et

 

de S
a
u
v
et

ag
e
 Ma
ri
t
i

m
e
s
 

R
森
les

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 p
our !'uni
f
i

cation d
e
 C
ertai
nes R
eg
les 
e
n
 m
at
i

ere 

D"abordag
e. 

P
R
O
T
O
C
O
L
£
 
D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

大
正
四
年
日
支
条
約

山
東
省
二
関
ス
ル
条
約

南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
二
関
ス
ル
条
約

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 F
I
V
E
 P
O
W
E
R
S
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 N
A
V
A
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
 S
I
G
N
E
D
 A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 6,
 
1
9
2
2
.
 

・
 

e
n
 

蜻

川

新

八

八

六

1
0

七
七
四

1
0
 

1
0
 

七
附
録
一
五

七
附
録
一
〇

七

附

録

六 六 六
1
0

九
五

1
0

九
五
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1
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七
七
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七
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三

五
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四

五
四
七

五
四
〇

一
八
五

1
0
五

九
四
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 A
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 6, 

1922. 

T
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N
 T
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E
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I
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E
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E
R
S
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O
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N
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T
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E
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F
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A
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I
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N
D
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A
 C
O
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 T
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E
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D
 O

F
 Y
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P
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N
D
 

O
T
H
E
R
 M
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D
A
T
E
D
 I
S
L
A
N
D
S
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U
A
T
E
D
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N
 T

H
E
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A
C
I
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F
I
C
 
O
C
E
A
N
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N
D
 L

Y
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N
G
 N

O
R
T
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 O

F
 T

H
E
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A
T
O
R
 

S
I
G
N
E
D
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T
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S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 11, 

1922. 

T
R
E
A
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Y
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O
R
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H
E
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E
T
T
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E
M
E
N
T
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F
 O

U
T
S
T
A
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D
I
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Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 
R
E
L
A
T
I
V
E
 
T
O
 S

H
A
N
T
U
N
G
 
S
I
G
N
E
D
 
A
T
 

W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 F
E
B
R
U
A
R
Y
 4, 

1922. 

T
R
E
A
T
Y
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E
T
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E
E
N
 T

H
E
 F
O
U
R
 P
O
W
E
R
S
 C

O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

T
H
E
I
R
 I

N
S
U
L
A
R
 P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
S
 A

N
D
 I
N
S
U
L
A
R
 D
O
M
I
N
-

I
O
N
S
 I
N
 T

H
E
 R
E
G
I
O
N
 O

F
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 O

C
E
A
N
 S
I
G
N
E
D
 

A
T
 W

A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 
D
E
C
E
M
B
E
R
 
13, 

1921 
A
N
D
 
S
U
P
-

P
L
E
M
E
N
T
A
R
Y
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
 S
I
G
N
E
D
 A

T
 W
A
S
H
I
N
G
T
O
N
,
 

F
E
B
R
U
A
R
Y
 6, 
1922. 

P
R
O
T
O
C
O
L
 F
O
R
 T
H
E
 P
A
C
I
F
I
C
 S

E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O

F
 I
N
T
E
R
-

N
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
P
U
T
E
S
.
 

剖
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墜
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分野別索引

日
本
・
リ
ベ
リ
ア
間
通
商
航
海
に
関
す
る
交
換
公
文
（
日
・
英
文
）

一五）

T
h
e
 T
e
xt
 
of
 t

h
e
 A
nt
i

,
W
a
r
 T
r
e
at
y
.
 

A
b
o
ut
 t

h
e
 H
e
a
di
ng
s
 of
 
Treaties. 

一
九
一
九
年
十
月
十
三
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
五
条
ノ
修
正
二
関

ス
ル
議
定
書

一
九
百
十
九
年
十
月
十
一
二
日
ノ
航
空
法
規
二
関
ス
ル
条
約
第
三
十
四
条
ノ
修

正
二
関
ス
ル
議
定
書

Int
ernational 
T
r
e
at
y
 

for 
the
 Li
mitat
i

o
n
 a
n
d
 R
e
d
u
ct
i

o
n
 of
 

N
a
v
a
l
 

A
r
m
a
m
e
n
t
.
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
二
応
訴
ノ
義
務
ヲ
受
諾
セ
ル
条
約

上
海
停
戦
協
定
(
-
九
三
二
．
五
．
五
）

日
満
議
定
書
(
-
九
三
二
．
九
．

日
本
国
和
蘭
国
間
司
法
的
解
決
、
仲
裁
裁
判
及
調
停
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
E
 R
E
G
L
E
M
E
N
T
 J
U
D
I
C
I
A
R
E
,
 D
'
A
R
B
I
T
R
A
G
E
 E
T
 

D
E
 C
O
N
C
I
L
I
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
S
 P
A
Y
S
,
B
A
S
.
 

署
名
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
RE. 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
改
正
議
定
書

千
九
百
二
十
九
年
九
月
十
四
日
の
議
定
書
の
附
属
書

松

原

松

原

雄 雄

五 五 五 四 四 四 四
二
九

二
九

二
七

二
七

二
六

二
六

五

3
 

6
 

四
六
四

7

五
四
六
一

四 六 六 六 六 八

七

四

五

六
1
0
 

四

付
九

付
九

付 付
74 69 

六
0
四

三
九
四

1

0

ニニ
三
九
二

二―

o

二
0
八
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P
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O
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O
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O
T
O
C
O
L. 

A
N
N
E
X
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U
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O
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O
C
O
L
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U
 14 S

E
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T
E
M
B
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A
N
N
E
X
 T
O
 T
H
E
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R
O
T
O
C
O
L
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F
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E
P
T
E
M
B
E
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 14 

1929. 

崇
臨
声
に
蓉
＼
簑
担
恣
呈
忘
慕

1知
淑
料
忌

崇
悩
声
ヒ
雲
＼
賑
特
忍
益
忘
へ
慕

1年
恥
唸
へ
回
藝
ぐ
闊
器
縦
器
薔
製
艤

11I

袈
藁
罹

11I

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
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P
O
U
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L
A
 R

E
P
R
E
S
-

S
I
O
N
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E
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I
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C
U
L
A
T
I
O
N
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T
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U
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A
F
I
C
 D

E
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U
B
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L
I
C
A
 T
I
O
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B
S
C
E
N
E
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I
N
T
E
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N
A
T
I
O
N
A
L
 
C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
F
O
R
 
T
H
E
 
S
U
P
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R
E
S
-

S
I
O
N
 
O
F
 T

H
E
 C

I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 
O
F
 A

N
D
 T

R
A
F
F
I
C
 
I
N
 

O
B
S
C
E
N
E
 P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
 

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 R

E
P
R
E
S
-

S
I
O
N
 D

E
 L

A
 C
I
R
C
U
L
A
T
I
O
N
 E

T
 D

U
 T
R
A
F
I
C
 D

E
S
 P
U
B
-

L
I
Z
A
 T
I
O
N
S
 O
B
S
C
E
N
E
S
.
 
A
C
T
E
 F
I
N
N
A
L. 

I
N
T
E
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I
O
N
A
L
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O
N
F
E
R
E
N
C
E
 F

O
R
 T
H
E
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U
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O
F
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N
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N
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B
S
C
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N
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L
I
C
A
T
I
O
N
S
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F
I
N
A
L
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C
T
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A
N
N
E
X
E
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A
N
N
E
X
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分野別索引

労
働
者
職
業
病
補
償
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
 A
N
T
 
L
A
 R
E
P
 A
R
A
 TI
 O
N
 

M
A
L
A
D
I
E
S
 P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
N
E
L
L
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
E
 E
N
 19
3
4
)
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 W
O
R
K
M
E
N
'
S
 C
O
M
P
E
N
S
A
'
 

T
I
O
N
 F
O
R
 O
C
C
U
P
A
T
I
O
N
A
L
 D
I
S
E
A
S
E
S
 (
R
E
V
I
S
E
D
 1
9
3
4
)
.
 

日
独
防
共
協
定

A
B
K
O
M
M
E
N
 G
E
G
E
N
 D
I
E
 K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
C
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
'
 

T
I
O
N
A
L
E
.
 

Z
U
S
A
T
Z
P
R
O
T
O
K
O
L
L
 
Z
U
M
 
A
B
K
O
M
M
E
N
 

K
O
M
M
U
N
I
S
T
I
S
H
E
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E. 

日
露
漁
業
条
約
延
長
議
定
書

P
R
O
T
O
C
OL. 

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

ニ
対
ス
ル
協
定
ノ
附
属
議
定
書

関
於
満
州
国
典
日
本
国
間
工
業
所
有
権
互
相
保
護
之
協
定

日
満
工
業
所
有
権
保
護
協
定

附
属
協
定

関
於
在
満
州
国
日
本
国
臣
民
居
住
及
満
州
国
課
税
等
之
満
州
国
奥
日
本
国
間

条
約

附
属
協
定

満
州
国
治
外
法
権
一
部
撤
廃
二
関
ス
ル
日
満
条
約

G
E
G
E
N
 
D
I
E
 

D
E
S
 

六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 五

1
0
 

1
0
 

二
0
ニ

二
0
三

1
0
 

1
0
 

1
0
0
 

九
九

1
0
0
0
 

1
0
0
0
 

1
0

九
九
五

七

七

0
九

七

七

0
八

七

七

0
万

七

七

0
四

七

七

〇

七

七

0
0
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海
峡
制
度
二
関
ス
ル
「
モ
ン
ト
ル
ー
」
条
約

第
一
附
属
書

第
二
附
属
書

第
三
附
属
書

第
四
附
属
書

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
E
 
R
E
G
I
M
E
 
D
E
S
 
D
E
'
 

T
R
O
I
T
S
,
 S
I
G
N
E
E
 A
 M
O
N
T
R
E
U
X
,
 L
E
 V
I
N
G
T
 JU
I
L
L
E
T
 1
9
3
6
 

A
N
N
E
X
E
 I
 

A
N
N
E
X
E
 II 

A
N
N
E
X
E
 III 

A
N
N
E
X
E
I
V
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 

永
代
借
地
制
度
解
消
二
関
ス
ル
交
換
公
文

日
英
交
換
公
文

日
英
交
換
公
文
（
英
文
）

日
仏
交
換
公
文

日
仏
交
換
公
文
（
仏
文
）

議
定
書

六 六 六 六 六
← 
ノ‘

＿ 
ノ‘ 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

六 六 六 六 六

六
0
四

六
〇

六
0
0

五
九
八

五
九
八

五

五

0
八

五

五

0
八

五

五

0
七

五

五

0
五

五

五
0
三

五

四

九

五

四

九

〇

五

四

八

九

五

四

八

九

五

四

八

七

五

四

八

六

五

四

七

七
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日
本
印
度
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
公
文

議
定
書

日
本
「
ビ
ル
マ
」
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約

阿
片
吸
食
防
止
協
定

A
C
C
O
R
D
 

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 

最
終
議
定
書

A
C
T
E
F
I
N
A
L
 

F
I
N
A
L
 A
C
T
 

附
属
協
定
（
甲
）

附
属
協
定
（
乙
）

関
於
在
満
州
国
治
外
法
権
之
撤
廃
及
南
満
州
鉄
道
附
属
地
行
政
権
之
移
譲
之

満
州
国
輿
日
本
国
間
条
約

附
属
協
定
（
甲
）

附
属
協
定
（
乙
）

C
o
n
v
e
nt
i

o
n
 r
e
g
a
r
di
n
g
 t

h
e
 C
o
m
m
e
r
ci
al 
R
e
l
at
i

o
n
s
 
b
et

w
e
e
n
 J
ap
a
n
 

a
n
d
 B
u
r
m
a
.
 

P
r
oto
c
ol. 

満
州
国
治
外
法
権
撤
廃
及
禰
鉄
附
属
地
行
政
権
移
譲
二
関
ス
ル
日
満
条
約

一七 一七 一七 一七 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

七

七

0
六

七

七

0
六

七

七

〇

七 七 七

含
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伊
太
利
日
溝
間
貿
易
協
定

伊
太
利
ノ
日
独
防
共
協
定
参
加
議
定
書

日
本
印
度
間
通
商
関
係
二
関
ス
ル
条
約
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
公
文
（
英
文
）

日
本
綿
布
ノ
印
度
ヘ
ノ
輸
入
二
関
ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
OL. 

日
本
「
ト
ル
コ
」
間
貿
易
協
定

A
C
C
O
R
D
 S
U
R
 L
E
S
 E
C
H
A
N
G
E
S
 

L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 TU
R
Q
U
I
E
.
 

C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 E
N
T
R
E
 

日
本
国
「
ト
ル
コ
」
国
間
貿
易
協
定
ノ
実
施
二
関
ス
ル
取
極

L
'
E
X
E
C
U
T
I
O
N
 
D
E
 L
'
A
C
C
O
R
D
 

C
O
M
M
E
E
R
C
I
A
U
X
 
E
N
T
E
R
 
L
E
 

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 
P
O
U
R
 

S
U
R
 
L
E
S
 
E
C
H
A
N
G
E
S
 

J

A
P
O
N
 E
T
 L
A
 T
U
RQ
U
I
E
.
 

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
LL. 

日
本
国
逼
羅
国
間
友
好
通
商
航
海
条
約

最
終
議
定
書

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 F
R
I
E
N
D
S
H
I
P
,
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 

T
I
O
N
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 S
I
A
M
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 F
I
N
AL. 

A
N
D
 N
A
V
I
G
A
'
 

一七 一九 一七 元 七 一七 七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七 一七

九

九

五

九

七 六 七 六

六
三
七

五
九

六 五
八
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二
九
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二
九
八

二
九
七

九
七

九
四

九 九 八 j¥ 八
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議
定
書

署
名
議
定
書

A
C
C
O
R
D
 
E
N
T
R
E
 
L
E
 
G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 
D
'
I
T
 AL
I
E
,
 
L
E
 

G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 D
U
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L
E
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
 

D
U
 M
A
N
D
C
H
O
U
K
O
U
O
 P
O
U
R
 R
E
G
L
E
R
 L
E
S
 E
C
H
A
N
G
E
S
 

C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 E
T
 L
E
S
 P
A
I
E
M
E
N
T
S
 Y
 A
F
F
E
R
E
N
T
S
 E
N
'
 

T
R
E
 L
'
I
T
A
L
I
E
 D
'
U
N
E
 P
A
R
T
 E
T
 L
E
 J
A
P
O
N
 E
T
 L
E
 M
A
N
'
 

D
C
H
O
U
K
O
U
O
 D
'
A
U
T
R
E
 P
A
RT. 

P
R
O
T
O
C
O
L
£
 
D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
.
 

A
B
K
O
M
M
E
N
 
U
B
E
R
 
K
U
L
T
U
R
E
L
L
E
N
U
S
A
M
M
E
N
A
R
B
E
I
T
 

Z
W
I
S
C
H
E
N
 D
E
M
 D
E
U
T
S
C
H
E
N
 R
E
I
C
H
 U
N
D
 
J

A
P
A
N
.
 

満
州
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関
ス
ル

議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
LL. 

ハ
ン
ガ
ー
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
LL. 

日
独
文
化
協
定

ノ＼ J¥ 八 八 八 J¥ j¥ 八 八 一七 一七 一七

五 五 五 五 五 五 五 五

四
七
六

四
七
六

四
七
四

四七―――

四
七

四
七

四
六
八

九
五

九
四

九

九

六

七

九

九

六

九

九

六
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最
終
議
定
書

T
R
A
I
T
E
 D
E
 C
O
M
M
E
R
C
E
 E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 

西
班
牙
国
ノ
共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
参
加
二
関
ス

ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
.
 

P
R
O
T
O
K
O
LL. 

日
露
漁
業
協
定

P
R
O
T
O
C
O
L
.
 

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
定
期
航
空
業
務
の
運
営
に
関
す
る
協
定

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 F
O
R
 T
H
E
 O
P
E
R
A
T
I
O
N
 O
F
 R
E
G
U
L
A
R
 A
I
R
 

S
E
R
V
I
C
E
S
 B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
 

日
本
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
文
化
協
定

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
T
 D
E
 C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
W
N
 C
U
L
'
 

T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
A
 HO
N
G
R
I
E
.
 

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
効
力
延
長
二

関
ス
ル
議
定
書

P
R
O
T
O
C
O
L
 

日
本
「
ウ
ル
グ
ア
イ
」
間
通
商
航
海
条
約

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 F
I
N
AL. 

＿九 ＿九 一九 一九 一九 一九 一九 ＿九 ＿九 一九 J¥ ノ＼ 八 八 八

七 七 七 七 四 四 七 七

六
三
七

六一 六一 六
六
四

六―
一
八
五

一八―――
J¥ 七

九

六
七
〇

六
六
九

五

四

八

〇

五

四

七

九

゜
8
 

五

四

七

七
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仏
領
印
度
支
那
二
関
ス
ル
日
仏
居
住
航
海
条
約

非
武
装
地
帯
二
関
ス
ル
規
定
ノ
履
行
二
関
ス
ル
議
定
書

溝
州
二
於
ケ
ル
日
満
合
弁
通
信
会
社
ノ
設
立
二
関
ス
ル
協
定
ノ
修
正
二
関
ス

ル
議
定
書

附
属
議
定
書

関
於
中
華
民
国
日
本
国
間
基
本
関
係
条
約

附
属
議
定
書

友
好
関
係
ノ
存
続
及
相
互
ノ
領
土
尊
重
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条

約T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
 C
O
N
C
E
R
N
'
 

I
N
G
 
T
H
E
 C
O
N
T
I
N
U
A
N
C
E
 
O
F
 F
R
I
E
N
D
L
Y
 
R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

A
N
D
 T
H
E
 M
U
T
U
A
L
 R
E
S
P
E
C
T
 O
F
 E
A
C
H
 O
T
H
E
R
'
S
 T
E
R
'
 

R
I
T
O
R
I
A
L
 I
N
T
E
G
R
I
T
Y. 

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

保
障
及
政
治
的
了
解
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
議
定
書

国
境
画
定
委
員
会
ノ
構
成
及
運
用
二
関
ス
ル
議
定
書

日
本
国
中
華
民
国
間
基
本
関
係
二
関
ス
ル
条
約

関
於
修
正
「
関
於
設
立
満
州
満
日
合
弁
通
信
公
司
之
協
定
」
之
議
定
書

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
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六
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八

六

二

六

六
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八
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八

一
九
六

八

七

二

〇

八

七

一

九

681 



国際法外交雑誌総索引

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

F
R
A
N
C
O
|J
A
P
O
N
A
I
S
E
 

D
'
E
T
 AB
L
I
S
S
E
'
 

旨
N
T
E
T
 D
E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 R
E
L
A
T
I
V
E
 A
 L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 

F
R
A
N
<
;
A
I
S
E
 

A
C
C
O
R
D
 
F
R
A
N
C
O
,J
A
P
O
N
A
I
S
 
R
E
L
A
T
I
F
 
A
U
 R
E
G
I
M
E
 

D
O
U
A
N
I
E
R
,
 
A
U
X
 E
C
H
A
N
G
E
S
 
C
O
M
M
E
R
C
I
A
U
X
 
E
T
 A
 

L
E
U
R
S
 
M
O
D
A
L
I
T
E
S
 
D
E
 
R
E
G
L
E
M
E
N
T
 
E
N
T
R
E
 
L
'
I
N、

D
O
C
H
I
N
E
 E
T
 L
E
 JA
P
O
N
 

「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

「
ル
ー
マ
ニ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

「
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ャ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二

関
ス
ル
議
定
書

「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
三
国
条
約
参
加
二
関
ス

ル
議
定
書

大
日
本
帝
国
及
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
中
立
条
約

日
本
国
「
イ
ラ
ン
」
国
間
修
好
条
約

T
R
A
I
T
E
 D
'
A
M
I
T
I
E
 E
N
T
R
E
 L
'
E
M
P
I
R
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
 E
T
 L'
E
M
'
 

P
I
R
E
 D
E
 L
'
I
R
A
N
 

仏
領
印
度
支
那
共
同
防
衛
二
関
ス
ル
日
本
国
「
フ
ラ
ン
ス
」
国
間
議
定
書

日
本
国
印
度
支
那
間
関
税
制
度
、
貿
易
及
其
ノ
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
日
仏

協
定

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
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四
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五
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五
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分野別索引

日
本
国
、
「
ド
イ
ツ
」
国
及
「
イ
タ
リ
ア
」
国
間
協
定

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 
E
N
T
R
E
 
L
A
 F
R
A
N
C
E
 
E
T
 L
'
E
M
P
I
R
E
 
D
U
 

J

A
P
O
N
 C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 L
A
 D
E
F
E
N
S
E
 E
N
 C
O
M
M
U
N
 D
E
 

L
'
I
N
D
O
C
H
I
N
E
 F
R
A
N
C
A
I
S
E
 

「
パ
ラ
オ
」
「
デ
ィ
リ
ー
」
間
航
空
業
務
設
定
二
関
ス
ル
日
本
国
政
府
「
ポ
ル

ト
ガ
ル
」
国
政
府
間
協
定

A
C
C
O
R
D
 E
N
T
R
E
 L
E
S
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 J
A
P
O
N
A
I
S
 E
T
 

P
O
R
T
U
G
A
I
S
 
P
O
U
R
 L
'
E
T
 A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
 D
'
U
N
 
S
E
R
V
I
C
E
 

A
E
R
I
E
N
 E
N
T
R
E
 P
 A
L
A
O
 E
T
 D
I
L
L
 

・
 

文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ラ
ジ
ル
」
国
間
条
約

C
O
N
V
E
N
I
O
 D
E
 I
N
T
E
R
C
A
M
B
r
o
 C
U
L
T
U
R
A
L
 E
N
T
R
E
 O
 J
A
P
A
O
 

E
 O
 B
R
A
S
I
L
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
A
 
C
O
L
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N
 

C
U
L
T
U
R
E
L
L
E
 E
N
T
R
E
 L
E
 JA
P
O
N
 E
T
 L
E
 B
R
E
S
I
L
 

「
ク
ロ
ア
チ
ア
」
国
ノ
日
本
国
、
独
逸
国
及
伊
太
利
国
間
三
国
条
約
参
加
二
関

ス
ル
議
定
書

共
産
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
二
対
ス
ル
協
定
ノ
効
力
延
長
二
関
ス
ル
議

定
書

P
R
O
T
O
K
O
L
L
 

P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
同
盟
条
約

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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四
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四
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1
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二
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国際法外交雑誌総索引

日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
同
盟
条
約

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ド
イ
ツ
」
国
間
協
定

日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
文
化
協
定

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
の
第
七
回
効

力
延
長
に
関
す
る
議
定
書

仏
領
印
度
支
那
「
タ
イ
」
国
間
国
境
劃
定
二
関
ス
ル
議
定
書

非
武
装
地
帯
二
関
ス
ル
議
定
書

最
終
議
定
書

戦
争
完
遂
二
付
テ
ノ
協
カ
二
関
ス
ル
日
華
共
同
宣
言

租
界
還
付
及
治
外
法
権
撤
廃
等
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民
国
間
協
定

日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文

日
本
国
仏
領
印
度
支
那
間
決
済
ノ
様
式
二
関
ス
ル
交
換
公
文
（
仏
文
）

経
済
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
イ
タ
リ
ヤ
」
国
間
協
定

友
好
及
文
化
的
協
カ
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
」
国
間
条
約

帝
国
特
命
全
権
大
使
ガ
政
府
ノ
承
認
ヲ
条
件
ト
シ
テ
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会

主
義
共
和
国
連
邦
ノ
代
表
者
卜
共
二
署
名
シ
タ
ル
議
定
書

専
管
租
界
還
付
実
施
二
関
ス
ル
細
目
取
極
北
京
公
使
館
区
域
回
収
実
施
二
関

ス
ル
取
極
及
厘
門
鼓
浪
嶼
共
同
租
界
回
収
実
施
二
関
ス
ル
取
極

井

手

六

四 四 四 四 四 四 四 ．四二．

四 四 四 四 四 四 四

九
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D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

J

O
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

日
本
国
中
華
民
国
間
同
盟
条
約

大
東
亜
共
同
宣
言

大
東
亜
共
同
宣
言
（
漢
訳
文
）

日
本
国
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
間
漁
業
条
約
ノ
五
年
間
効

力
存
続
二
関
ス
ル
議
定
書

北
「
サ
ガ
レ
ン
」
二
於
ケ
ル
日
本
国
ノ
石
油
及
石
炭
利
権
ノ
移
譲
二
関
ス
ル

議
定
書
並
議
定
書
適
用
条
件

「
カ
イ
ロ
」
宣
言
（
千
九
百
四
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
米
、
英
、
支
三
国
宣
言
（
千
九
百
四
十
五
年
七
月
二
十
六
日

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
二
於
テ
）

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

ニ
関
ス
ル
八
月
十
日
附
帝
国
政
府
ノ
申
入

日
本
国
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
国
間
同
盟
条
約

中
華
民
国
二
於
ケ
ル
日
本
国
国
民
二
対
ス
ル
課
税
二
関
ス
ル
日
本
国
中
華
民

国
間
条
約

「
タ
イ
」
国
ノ
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条
約

「
ビ
ル
マ
」
国
領
土
二
関
ス
ル
日
本
国
「
ビ
ル
マ
」
国
間
条
約

附
属
協
定

（
イ
）
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

I 

四
五

四
五

四
五
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国際法外交雑誌総索引

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
当
事
国
間
の
協
定
（
抄
）
（
一
九
五

一
年
六
月
十
九
日
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
）

ギ
リ
シ
ャ
、
ト
ル
コ
両
国
の
北
大
西
洋
条
約
加
盟
に
関
す
る
議
定
書
に
基

く
北
大
西
洋
条
約
第
六
条
適
用
範
域
に
関
す
る
規
定
の
改
正

三
国
及
び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
間
の
関
係
に
関
す
る
協
約

五
月
二
十
六
日
ボ
ン
で
調
印
）

（
一
九
五
二
年

北
大
西
洋
条
約
（
一
九
四
九
年
四
月
四
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
）

イ
ギ
リ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
・
オ
ラ
ン
ダ
間
、

経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
協
力
並
び
に
集
団
的
自
衛
の
た
め
の
条
約

（
一
九
四
八
年
三
月
十
七
日
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
名
）

北
大
西
洋
条
約
機
構
に
関
す
る
諸
条
約

降
伏
文
書

ロ

降
伏
文
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書

八
月
十
四
日
附
帝
国
政
府
通
告

（
二
）
英
米
蘇
支
四
国
二
対
ス
ル

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

A

)

連
合
国
の
回
答

八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
ホ
）
八
月
十
五
日
附
連
合
国
の

回
答
及
メ
ッ
セ
ー
ヂ

(

B

)

停
戦
実
施
方
二
関
ス
ル
米
国
政
府
通
告
文

（
ハ
．
）
詔
書

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
関
す
る
往
復
文
書
（
口
）
合
衆
国
、
連
合
王
国
、

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
中
華
民
国
ノ
各
政
府
ノ
名
二
於

ケ
ル
合
衆
国
政
府
ノ
日
本
国
政
府
二
対
ス
ル
回
答

中

村
中

村

中

村
中

村
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A
G
R
E
E
M
E
N
T
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 
T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
H
E
 A
M
A
M
I
 IS, 

L
A
N
D
S
 

E
X
C
H
A
N
G
E
 O
F
 N
O
T
E
S
 

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
（
抜
粋
）

交
換
公
文

奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

二
五
九
8
76
 

二
五
六

二
五

ニ
四
六

二
五
0

T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA
P
A
N
 (
E
xtract
)

 （
一
九
五
二
年
五
月
二

欧
州
防
衛
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
の
条
約
（
抄
）

十
七
日
パ
リ
で
署
名
）

欧
州
防
衛
共
同
体
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
の
関
係
に
関
す
る
議
定
書

（
一
九
五
二
年
五
月
二
十
七
日
パ
リ
に
お
い
て
署
名
）

北
大
西
洋
条
約
加
盟
国
に
対
す
る
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
の
援
助
義

務
に
関
す
る
附
属
議
定
書
(
-
九
五
二
年
五
月
二
十
七
日
パ
リ
に
お
い
て
署

名）
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
に
対
す
る
北
大
西
洋
条
約
加
盟
国
の
援
助
義

務
に
関
す
る
北
大
西
洋
条
約
附
属
議
定
書
(
-
九
五
二
年
五
月
一
―
十
七
日
パ

リ
に
お
い
て
署
名
）

連
合
王
国
と
欧
州
防
衛
共
同
体
の
加
盟
国
間
の
条
約
(
-
九
五
二
年
五
月

二
十
七
日
パ
リ
で
署
名
）

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
抜
粋
）
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分野別索引

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

T
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R
I
T
O
R
I
A
L
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 F
I
S
H
I
N
G
 
A
N
D
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O
N
S
E
R
V
A
T
I
O
N
 O
F
 

T
H
E
 L
I
V
I
N
G
 R
E
S
O
U
R
C
E
S
 O
F
 T
H
E
 H
I
G
H
 S
E
A
S
 ・
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 H
I
G
H
 S
E
A
S
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 

C
O
N
T
I
G
U
O
U
S
 Z
O
N
E
 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
等
に
関
す
る
交
換
公
文

相
互
防
衛
援
助
協
定
に
関
す
る
交
換
公
文

安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
往
復
書
簡

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六

条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定

施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
第
十
二
条
六
(

d

)

の
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六

条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位

に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約

条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

S
E
A
 
言

T
H
E
 

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
九

五
八

五
八

五
八

三
0
九： ： ： 三

一
四

三
一
四

三
一
五

三
0
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二
0
九

二
0
0

一九

689 



忘條如認塁葛是虫藝回

T
R
A
I
T
E
 D

E
 C
O
M
M
E
R
C
E
,
 D

E
 N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
,
 E

T
 D
E
 D
E
L
I
-

M
I
T
A
T
I
O
N
 E
N
T
R
E
 L

A
 R
U
S
S
I
E
 E

T
 L
E
 JA

P
O
N
,
 signe a

 Sh
i-

moda, le 
26 ja

n
v
ier 

1855 

T
R
A
I
T
E
 D
'
E
C
H
A
N
G
E
 D

E
 L'
I
L
E
 D

E
 S
A
K
H
A
L
IN£ 

C
O
N
T
R
E
 

L
E
 G
R
O
U
P
E
 D
E
S
 I
L
E
S
 K
O
U
R
I
L
E
S
.
 
s ign

e
 a

 St. 
P
etersbour

g, 

en fra
n
c;a
is

 et
 ja
p
o
n
a
is, 

le 
7

 m
a
i

 1875 (8
もm

e
annee de M

e
iji) 

T
R
A
I
T
E
 D

E
 P
A
I
X
 (en

tre 
le 

Ja
p
o
n
 et

 la 
R
u
s
s
ie), 

S
ign

e
 a

 Por
t-

s
m
o
u
th, 

S
e
pte

m
b
r
e
 5, 

1905, R
a
tifie

 Oc
tobre 14, 

1905 

A
gr

e
e
m
e
n
t

 R
e
g
ard

in
g

 E
n
try

 o
f

 the 
S
o
v
ie
t

 U
n
io
n
 
in
to

 the 
W
a
r
 

A
g
a
ins

t
 Jap

an. 
(
Y
A
L
T
A
 A
G
R
E
E
M
E
N
T
)
 T
O
P
 S
E
C
R
E
T
 11 

Feb. 
1945 

T
R
E
A
T
Y
 O

F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA

P
A
N
,
 sign

e
d
 a
t

 Sa
n
 Franc

isco, 
th
e
 8

 Se
ptember, 1951 

L
E
T
T
E
R
S
 
E
X
C
H
A
N
G
E
D
 
B
E
T
W
E
E
N
 
M
R. 

A
N
D
 M
R. G

R
O
M
Y
K
O
,
 S
e
pte

m
b
e
r
 29, 

1956 
M
A
T
S
U
M
O
T
O
 

JO
I
N
T
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 B

Y
 JA

P
A
N
 A

N
D
 T
H
E
 U
N
I
O
N
 O

F
 

S
O
V
I
E
T
 S
O
C
I
A
L
I
S
T
 R
E
P
U
B
L
I
C
S
,
 O
c
tober 19,

.1956 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
,
 

P
R
O
T
O
C
O
L
S
 

A
N
D
 

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 

A
D
O
P
T
E
D
 B

Y
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 O

N
 

D
I
P
L
O
M
A
T
I
C
 I

N
T
E
R
C
O
U
R
S
E
 A

N
D
 I
M
M
U
N
I
T
I
E
S
 
H
E
L
D
 

A
T
 V
I
E
N
N
A
 F
R
O
M
 2
 M
A
R
C
H
 T
O
 14 A

P
R
I
L
 1961 

V
I
E
N
N
A
 C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O

N
 D
I
P
L
O
M
A
 TI

C
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

K
O

回
・
団
・

4<

K
O

回
・
ば
・

4
：：：：

K
O
回
・
ば

•4<

4
<
0
回
・
ば

•4<

4
<
0

回
・
ば
・
i
<

4
<
0

回
・
団
・

1<

i<
0

国
・
臣
・
i
<

I
 011111 

069 

I
 011111 

I
 OI

i回

I
 0111111 

I
 011

阻

I
 OI
i阻

I
 Oll

iや

4< 
l

 
1
・11

III 

1く］
1
・I

I
 

III 



分野別索引

O
P
T
I
O
N
A
L
 P
R
O
T
O
C
O
L
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 A
C
Q
U
I
S
I
T
I
O
N
 O
F
 

N
A
T
I
O
N
A
L
I
T
Y
 
・, 

O
P
T
I
O
N
A
L
 
P
R
O
T
O
C
O
L
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 

S
O
R
Y
 S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
 O
F
 D
I
S
P
U
T
E
S
 

T
R
E
A
T
Y
 
O
F
 
C
O
M
M
E
R
C
E
,
 
E
S
T
A
B
L
I
S
H
M
E
N
T
 
A
N
D
 

N
A
V
I
G
A
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 
K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 

G
R
E
A
T
 
B
R
I
T
A
I
N
 
A
N
D
 
N
O
R
T
H
E
R
N
 
I
R
E
L
A
N
D
 
A
N
D
 

J

A
P
A
N
 

P
R
O
T
O
C
O
L
 O
F
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

F
I
R
S
T
 
P
R
O
T
O
C
O
L
 
C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 
T
R
A
D
E
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 

A
N
D
 N
O
R
T
H
E
R
N
 I
R
E
L
A
N
D
 A
N
D
 
J

A
P
A
N
 

S
E
C
O
N
D
 P
R
O
T
O
C
O
L
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 T
R
A
D
E
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

B
E
T
W
E
E
N
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 K
I
N
G
D
O
M
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 

A
N
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L
A
N
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N
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A
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A
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日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
通
商
、
居
住
及
び
航
海
条
約

署
名
議
定
書

C
O
M
P
U
L
'
 

日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
貿
易
関
係
に
関
す
る
第
一
議
定
書

日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の

間
の
貿
易
関
係
に
関
す
る
第
二
議
定
書

T
H
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国際法外交雑誌総索引

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
に
関
す
る
交
換
公
文

韓
国
の
漁
業
に
関
す
る
水
域
の
直
線
基
線
に
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
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分野別索引

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

商
業
上
の
民
間
信
用
供
与
に
関
す
る
交
換
公
文

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ

た
議
事
録

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

第
一
議
定
書
の
実
施
細
目
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
1
伺
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文

請
求
権
経
済
協
力
協
定
第
一
条
2
に
定
め
る
合
同
委
員
会
に
関
す
る
交
換
公

文財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

漁
業
協
定
に
関
す
る
討
議
の
記
録

安
全
操
業
に
関
す
る
往
復
書
簡

漁
業
協
力
に
関
す
る
交
換
公
文

漁
業
協
定
附
属
書
に
定
め
る
標
識
に
関
す
る
交
換
公
文
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紛
争
の
解
決
に
関
す
る
交
換
公
文

大
韓
民
国
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
る
文
化
財
に
関
す
る
往
復
書
簡

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

文
化
財
及
び
文
化
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
に
つ

い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録

南
方
諸
島
及
び
そ
の
他
の
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の

間
の
協
定
（
昭
四
―
―
-
•
六
・
ニ
六
発
効
）

日
本
国
と
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
（
昭
四

三
・
七
・
ニ
六
発
効
）

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
領
海
に
接
続
す
る
水
域
に
お
け
る
日
本
国
の
船
舶
に
よ

る
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
三
・

六
•
1
0
発
効
）

原
子
力
の
非
軍
事
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
四
三
・
七

・
1
0
発
効
）
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二
つ
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加
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定
書
案

在
日
韓
国
人
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法
的
地
位
協
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討
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記
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四

・

五

五

0

六

四

四

・

五

五

0

六

四

四

・

五

五

0

六

四

四

・

五

四

九

六

四

四

・

五

四

九

〇

4
 ，
 

六

四

四

・

五

四

八

八

6



分野別索引

横
田
喜
三
郎
（
訳
）

ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
の
主
権
に
関
す
る

海
牙
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
最
初
の
判
決

設
仲
裁
裁
判
所
言
渡
仲
裁
判
決

米
露
国
際
仲
裁
裁
判
附
帯
事
件
ア
ス
ス
ヱ
ル
宣
告

希
土
両
国
間
領
事
職
務
問
題
争
議
仲
裁
々
判

仏
英
間
ウ
ヱ
イ
マ
事
件
仲
裁
裁
判
宣
告

パ
ロ
ン
、
ラ
ム
ベ
ル
モ
ン
氏
判
決

仏
英
間
セ
ル
ヂ
ア
ン
、
マ
ラ
ミ
ー
事
件
仲
裁
裁
判
宣
告

月
十
五
日
ル
、
パ
ロ
ン
、
ラ
ム
ベ
ル
モ
ン
氏
判
決

家
屋
税
事
件
仲
裁
裁
判
判
決

モ
ス
ケ
ッ
ト
仲
裁
裁
判
に
就
て

無
人
島
先
占
に
関
す
る
国
際
判
決

仲
裁
判
決

国
際
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例

核
実
験
に
関
す
る
事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
谷
央

語
）
一
九
七
三
年
七
月
二
十
二
日
I
.
C
.
 J
.
 
R
ep
orts
 1
9
7
3
,
 p
p
.
 9

9
-
1
0
6
.
 

資
料

国
際
裁
判
所
判
決

一
．
千
九
百
二
年
七
月
十
五
日
ル
、

一
千
九
百
二
年
七

千
九
百
二
年
十
月
十
四
日
海
牙
常

普
遍
的
国
際
機
構
と
の
関
連
に
お
け
る
国
家
代
表
に
関
す
る
ウ
イ
ー
ン
条
約

皆

川

洸

七

四

杉小

原田

高

嶺滋'

米
田
奈
良
吉
（
報
）

米
田
奈
良
吉
（
報
）

米
田
奈
良
吉
（
訳
）

加

揺

豊

次

高島

井田

征

晋夫

六
七 四

七
五

四 六 七

七

八

九 九 九 四

三
七
四

七
七
七

五 七
八

七
七

四
八

四
七

四
七

九
四

六一
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エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件

七
八
年
十
二
月
十
九
日

（
裁
判
所
の
管
轄
権
）
判
決
（
正
文
は
央
語
）

I. 
C. J. 
R
ep
orts
 19
7
8
,
 p
p
.
 3

-
4
5
.
 

テ
ヘ
ラ
ン
に
お
け
る
合
衆
国
の
外
交
職
員
お
よ
び
領
事
機
関
職
員
に
関
す
る

事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
る
英
語
）
一
九
七
九
年

―
二
月
十
五
日
I
.
C. J
.
 

R
ep
orts
 19
7
9
,
 p
p
.
 7

,
2
1
.
 

テ
ヘ
ラ
ン
に
お
け
る
合
衆
国
の
外
交
職
員
お
よ
び
領
事
機
関
職
員
に
関
す
る

事
件
判
決
（
正
文
~
英
語
）
一
九
八

0
年
五
月
二
十
四
日
I
.
C. J. 
Re, 

p
orts
 19
8
0
,
 p
p
.
 3

-
4
6
.
 

一
九
五
一
年
三
月
二
十
五
日
の
W
H
O
と
エ
ジ
プ
ト
と
の
間
の
協
定
の
解
釈

勧
告
的
意
見
（
正
文
ぶ
央
語
）
一
九
八

0
年
十
二
月
二
十
日
I
.
C. J
.
 

Re, 

p
o
rt
s
 19
8
0
,
 p
p
.
 7

3
-
9
8
.
 

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
マ
ル
タ
に
よ
る
参
加
の
許
可
の
要
請
）
判
決
（
正

文
；
英
語
）
一
九
八
一
年
四
月
十
四
日
I
.
C. J. 
R
ep
orts
 1
9
8
0
,
 
p
p
.
 

7
3
-
9
8
.
 

英
仏
大
陸
棚
事
件
仲
裁
判
決
（
抄
）

西
サ
ハ
ラ
事
件
勧
告
的
意
見
（
正
文
こ
ノ
ラ
ン
ス
語
）

十
六
日
C
.
I. 
J. 
R
e
c
u
eil

 

1
9
7
5
,
 p
p
.
 1

2
-
6
9
.
 

皆

川

皆

川

皆

川

皆

川

皆

川

一
九

国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
の
先
例
ー
|
―
九
七
0
年
代
I

一
九
七
五
年
十
月

エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
は
央

語
）
一
九
七
六
年
九
月
十
一
日
I
.
C. J
.
 

R
ep
orts
 19
7
6
,
 p
p
.
 4

,
1
5
.
 

洸

八

〇

洸

八

〇

洸

七

九

洸

七

九

洸

七

九

杉小

原田

高

嶺滋

虎

芹

田

健

太

郎

七

七

皆

川

皆

川

洸

七

六

洸

七

六

五

五

八

六

四 六

三
三
四

三
九
九

三

二

七

一
四
七

四
四

六
0
四

二

0
九
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日
露
開
戦
前
之
外
交
文
書

七
附
録
別
冊
6
9
7

メ
ー
ン
湾
区
域
に
お
け
る
海
上
境
界
の
画
定
に
関
す
る
事
件
（
カ
ナ
ダ
／
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
）
命
令
（
正
文
こ
央
語
）
一
九
八
二
年
一
月
二
十
日

I. 
C. J
.
 
R
e
p
o
rt
s
 1
9
8
2
,
 
pp. 3
-
1
3
.
 

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
チ
ュ
ニ
ジ
ア
／
リ
ビ
ア
）
判
決
（
正
文
・
英
語
）

一
九
八
二
年
二
月
二
十
四
日
I
.
C. J
.
 
R
e
p
o
rt
s
 
1
9
8
2
,
 
pp. i
8
-
9
4
.
 

国
際
連
合
行
政
裁
判
所
の
判
決
第
二
七
三
号
の
再
審
請
求
勧
告
的
意
見

（
正
文
は
央
語
）
、
一
九
八
二
年
七
月
二
十
日
I
.
C. J
.
 
Reports
 1
9
8
0
,
 
pp. 

3
2
5
-
3
6
7
.
 

大
陸
棚
に
関
す
る
事
件
（
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
参
加
許
可
の
要
請
）
判
決
（
正

文
ぶ
央
語
）
一
九
八
四
年
一
二
月
ニ
―
日
I
.
C. J
.
 
Reports
 1
9
8
4
,
 
pp. 3
-
2
9
.
 

そ
の
他
国
際
文
書

欧
州
列
国
砂
糖
会
議
開
設
理
由

議
定
書
附
属
外
交
文
書

欧
州
列
国
砂
糖
条
約
に
関
す
る
露
国
政
府
の
抗
議
文
並
附
属
書

国
交
断
絶
公
文

往
復
外
交
文
書

清
国
の
中
立
（
二
月
十
九
日
官
報
）

原
井
井
英
文

露
仏
宣
言

資
料

内

ケ

崎

善

英

八

四

皆

川

皆

川
皆

川

洸

八

洸

八

洸

八

六 五 五 九 八 五 六 五

五
七

附
録
六

一
九

四
VIII 

三
八
四

九
四

七
一
九

六
二
六



国際法外交雑誌総索引

同
条
約
に
関
す
る
宣
言

日
加
間
移
民
協
商
往
復
文
書

伊
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

英
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

海
牙
平
和
会
議
二
提
出
セ
シ
露
国
仲
裁
条
約
案
1

義
務
的
仲
裁
裁
判
ノ
説

明 C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
E
 R
E
G
A
R
D
I
N
G
 

B
E
T
W
E
E
N
 JA
P
A
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言

独
国
（
独
文
）

仏
国
（
仏
文
）

米
国
委
員
ヨ
リ
海
牙
会
議
二
提
出
シ
タ
ル
書
類

英
露
協
約
の
外
交
文
書

一
八
九
三
年
五
月
十
日

宣
言
書

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

国
際
阿
片
会
議
決
議

T
H
E
 N
E
G
O
T
I
A
T
I
O
N
S
 

（
チ
チ
キ
ヌ
氏
よ
り
ホ
ワ
ー
ド
氏
に
送
り
た
る
も
の
）

（
二
十
二
日
）
聖
彼
得
堡

A
G
R
E
E
M
E
N
T
 B
E
T
W
E
E
N
 G. 
B
R
I
T
A
I
N
 A
N
D
 R
U
S
S
I
A. 
M
.
 

C
H
I
C
H
K
I
N
E
 T
O
 M
R. 
H
O
W
 
A
R
D
.
 
S
ai

nt
'Pet
ersbourg, 
le 
1
0
¥
2
2
 

M
ai

,
 

1
8
9
3
.
 

日
露
交
渉
に
関
す
る
往
復

七 六
←-【

ノ‘ 五 五 四 四

1

0

 

-
0
 

六
1
0
 

1
0
 

九 九

五 七
七

六 四
六

四
四 言

゜
七
六

七
四

七 五 五
四

五

七

附

録

別

冊

1

七

附

録

別

冊
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F
U
L
L
 T
E
X
T
 O
F
 N
E
W
 C
O
V
E
N
A
N
T
修
正
国
際
連
盟
案

ベ
ル
ヌ
条
約
に
和
蘭
国
加
入
の
告
示

宣
言

声
明
と
説
明

附
属
宣
言
書

和
蘭
と
著
作
物
保
護
条
約

T
H
E
 C
O
V
E
N
A
N
T
国
際
連
盟
原
案

米
国
ノ
軍
縮
提
議
二
関
ス
ル
覚
書

T
H
E
 
A
M
E
R
I
C
A
N
 
M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 
R
E
G
A
R
D
I
N
G
 

P
R
O
P
O
S
A
L
 O
N
 T
H
E
 L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 O
F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 

Z
ヲ
白
T
H
O
R
D
I
N
A
R
Y
 S
E
S
S
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 A
S
S
E
M
B
L
Y
 O
F
 T
H
E
 

L
E
A
G
U
E
 O
F
 N
A
T
I
O
N
S
.
 
P
R
O
G
R
E
S
S
I
V
E
 C
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 

O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
.
 
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 S
U
B
M
I
T
T
E
D
 

B
Y
 T
H
E
 F
I
R
S
T
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
.
 Geneva, S
ep
t
e
m
b
e
r
 1
4t
h, 1
9
2
8
.
 

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
六
条
ノ
受
諾
二
附
シ
タ
ル
各
国
ノ
留
保

•The 

A
m
e
n
d
m
e
nt
 

of
 
t

h
e
 C
o
v
e
n
a
nt
 

of
 
t

h
e
 L
e
ag
u
e
 of
 

N
at
i

ons i
n
 

order t
o
 bri
ng
 it
 i

nt
o
 ha
r
m
o
n
y
 wit
h
 
t

h
e
 P
a
ct
 

of
 
Pari
s. 

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．
九
．
―
―
1

0

)

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
修
正
案
(
-
九
三
一
．

1
 

o・
二
四
表
決
）

1
 

o・
二
四
表
決
）

T
H
E
 

゜
二
九

ニ
八

二
六

二
六

一七 一七
1

0

 九 九

四 四 四 四 六 九 ノ＼

38 

699 

37 14 

八

七

四

六
一
八
七

四

四

一

九

1

0

八
九
四

1

0

八
七
九

五
六
〇

二
九
四

一
四
〇

七＿―-九

四
三
二

三
一
〇

六
四



国際法外交雑誌総索引

連
盟
理
事
会
の
米
国
代
表
招
請
状
(
-
九

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

日
本
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

中
国
代
表
の
宣
言
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
宛
の
訓
令
(
-
九
三
一
．

六）ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
よ
り
連
盟
理
事
会
議
長
に
手
交
さ
れ
た
る
受
諾
書
（
一

九―――
1

・
 

I

o

・

一六）

1
0
 
―二）

中
国
政
府
の
国
際
連
盟
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．
九
．
ニ
―
)

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．
九
．
二
ニ
）

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

日
本
政
府
の
回
答
（
一
九
三
一
．
九
．
二
四
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．
九
．
二
三
）

連
盟
理
事
会
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

米
国
政
府
の
連
盟
理
事
会
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．

1
 

0

)

 

I
 

0

)

 

1
0
 

I
 

0

)

 

I
 

0

)

 

一六）

1
 

o・
五

）

1
0
 

1
 

o・
九）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

30 29 28 20 20 18 8
 

7
 

5
 

3
 

3
 

ー 81 81 79 78 
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連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九

-

)

 

―
一
．
六
）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
ギ
ル
バ
ア
ト
総
領
事
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）

米
国
の
理
事
会
参
加
に
関
す
る
日
本
外
務
当
局
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一六）

連
盟
理
事
会
議
長
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
中
国
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
理
事
会
議
長
の
意
見
書
(
-
九
三
一
．

0
．
二
九
）

日
本
政
府
の
声
明
に
対
す
る
連
盟
中
国
代
表
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

三
一
）

日
本
政
府
の
連
盟
理
事
会
議
長
宛
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
本
代
表
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
代
表
の
回
答
（
一
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
電
報
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

―
一
．
八
）

―
一
．
八
）

米
国
国
務
長
官
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
訓
令
(
-
九
三
一
．

1
0
 
一八）

連
盟
規
約
に
関
す
る
日
本
政
府
の
質
問
書
(
-
九

I
 

o・
二
四
）

―
一
．
七
）

―
一
．
五
）

1
0
 

I
 

0

)

 

―
一
．
六
）

1
0
 

一七）
1
0
 

1
0
 

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

66 

701 

66 65 62 62 61 60 48 45 43 39 32 32 31 30 



国際法外交雑誌総索引

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
一
=
-
.

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

連
盟
事
務
総
長
の
ド
オ
ズ
大
使
宛
の
書
翰
（
一
九
三
一
．

連
盟
理
事
会
の
決
議
案
に
関
す
る
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ケ
(
-
九
三
一
．

五
）連

盟
理
事
会
の
決
識
案
に
関
す
る
ド
オ
ズ
大
使
の
声
明
(
-
九
三
一
．

二
五
）

英
国
代
表
の
声
明
(
-
九
三
一
．

―
一
．
二
七
）

―
一
．
二
八
）

米
国
国
務
長
官
の
声
明
(
-
九
三
一
．

一三）

中
国
政
府
の
米
国
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．
九
．
―
二
）

米
国
国
務
長
官
の
駐
米
日
本
大
使
宛
の
覚
書
(
-
九
―
―
二
．
九
．
二
ニ
）

米
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

日
本
政
府
の
回
答
（
一
九
三
一
．
九
．
二
七
）

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．
九
．
二
七
）

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
回
答
(
-
九
三
一
．

I

o

・

五
）

I
 

0

)

 

I
 

0

)

 

I

o

・

三）

連
盟
理
事
会
議
長
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九

五
）

口口

―
一
．
二
六
）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

16、 15 12 11 ー 5
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分野別索引

日
本
外
務
大
臣
の
回
答
(
-
九

一六）
―二）

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
駐
日
米
国
大
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
国
務
長
官
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
通
牒
（
一
九
三
一
．

駐
日
米
国
大
使
の
日
本
政
府
宛
の
覚
書
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
米
国
公
使
宛
の
電
報
(
-
九
三
一
．

駐
華
米
国
公
使
の
国
務
長
官
宛
の
報
告
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

米
国
国
務
長
官
の
日
本
外
務
大
臣
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
二
．

―
一
．
九
）口

二
七
）

米
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
同
文
通
牒
(
-
九
三
二
．

―
一
．
二
）

―
一
．
二
）

―
一
．
五
）

在
米
中
国
公
使
館
の
米
国
国
務
省
宛
の
備
忘
（
一
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
―
―
二
．
九
．

一九）

一
．
七
）

―
一
．
二
七
）

―二．
1
-
四）

―
二
．
三
一
）

一四）

I
 

0

)

 

1
0
 
―

-

)

 

1
0
 
1
 

0

)

 

1
0
 

1
 

o・
九）

1
 

0

)
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国際法外交雑誌総索引

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
0

)

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
三
）

駐
日
中
国
公
使
の
日
本
政
府
宛
の
口
上
書
(
-
九
三
一
．
九
．
二
九
）

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

1
 

o・
九）

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

I

o

・

三
一
）

中
国
政
府
の
日
本
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
中
国
政
府
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

中
国
政
府
の
駐
華
日
本
公
使
宛
の
抗
議
書
(
-
九
三
一
．

駐
華
日
本
公
使
の
回
答
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

―1

.

 

1

・

1

二）

不
戦
条
約
に
関
す
る
十
三
国
政
府
の
日
華
両
政
府
宛
の
通
牒
(
-
九
三
一
．

1
 

o・
一七）

1
 

o・
二
ニ
）

1
0
 

一六）
―二）

1
0
 
-

)

 

二
―
)

1
 

o

・

五

）

1
 

o・
九）

1
 

o

・

二
七
）

―
一
．
四
）―

一
．
二
0

)

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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分野別索引

匪
賊
の
討
伐
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

齊
々
喩
爾
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

八

） 檄
江
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九

I

o

・

二
六
）

中
国
政
府
の
（
米
国
政
府
宛
の
）
回
答
(
-
九
三
一
．

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
回
答
(
-
九
三
一
．

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
政
府
の
対
日
声
明
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
一
次
声
明
(
-
九
三
一
．
九
．
二
四
）

関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
三
一
．

関
東
軍
司
令
部
の
布
告
(
-
九
三
一
．

日
本
政
府
の
第
二
次
声
明
(
-
九
―
―
―
-
.

日
本
政
府
の
第
三
次
声
明
(
-
九
―
―
―
-
. 1

 

o・
 

1
 

o・
 

四）四）

一九）

I

o

・

二
ニ
）

―
一
．
二
0

)

―
二
．
二
七
）

―
一
．
五
）

第
二
次
錦
州
事
件
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
―
―
二
．

-

)

 

満
州
の
治
安
維
持
に
関
す
る
関
東
軍
司
令
部
の
声
明
(
-
九
―
―
二
．

一六）

―
二
．
一
三
）

錦
州
占
拠
後
の
関
東
軍
の
行
動
に
関
す
る
日
本
陸
軍
当
局
の
声
明
(
-
九
三

二
．
一
．
九
）

一四）

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
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国際法外交雑誌総索引

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
三
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九
三
一
『

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
作
成
期
限
延
長
に
関
す
る
連
盟
臨
時
総
会
議
長
の
提
案

（
一
九
三
二
．
七
．
一
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

要
求
(
-
九
三
二
．
二
．
九
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
に
対
す
る
補
足

査
委
員
会
の
回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
ニ
―
-
)

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
二
次
報
告
(
-
九
三
二
．

連
盟
総
会
の
決
議
(
-
九

四
．
三
0

)

―

-

)

 

四）

連
盟
理
事
会
の
決
議
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
議
長
の
提
案
(
-
九
三
二
．

一九）

二
．
二
九
）

二

上
海
委
員
会
の
第
二
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書
（
一
九
三
二
．

二
．
一
八
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
二
0

)

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
補
足
(
-
九
三
二
．
二
．

ニ
四
）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
報
告
に
対
す
る
日
本
代
表
部
の
意
見
書

（
一
九
三
ニ
・
ニ
）
．

―

二

）

II 
ー

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
一
次
報
告
(
-
九
三
二
．
二
．
六
）

支
那
代
表
の

上
海
事
件
調

43 42 34 29 16 15 15 7
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分野別索引

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
四
次
報
告
(
-
九
三
二
．
三
．
五
）

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
(
-
九
三
二
．
四
．
三
0

)

十
二
理
事
国
の
日
本
政
府
に
対
す
る
ア
ッ
ピ
ー
ル
(
-
九
三
二
．
二
．

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
理
事
会
議
長
宛
の
書
翰
(
-
九

三
二
．
二
．
一
七
）

連
盟
臨
時
総
会
招
集
に
関
す
る
日
本
代
表
の
書
翰
に
対
す
る
理
事
会
議
長
の

回
答
(
-
九
三
二
．
二
．
一
九
）

連
盟
臨
時
総
会
の
招
集
に
関
す
る
事
務
総
長
の
電
報
(
-
九
三
二
．
二
．
ニ

0

)

 
十
二
理
事
国
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
対
す
る
日
本
政
府
の
回
答
及
び
附
属
声
明
書

（
一
九
三
二
．
二
．
二
三
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
二
．
二
九
）

日
本
代
表
の
連
盟
事
務
総
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．
四
．
二
九
）

一六）

上
海
事
件
調
査
委
員
会
の
第
三
次
及
び
第
四
次
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の

意
見
書
(
-
九
一
ニ
ニ
．
三
．
二
三
）

日
支
紛
争
調
査
委
員
会
の
予
備
報
告
に
対
す
る
支
那
代
表
部
の
覚
書
(
-
九

三
二
．
五
．
四
）

規
約
第
十
条
及
び
第
十
五
条
の
適
用
に
関
す
る
支
那
政
府
の
要
求
(
-
九
三

二
．
一
．
二
九
）

日
支
紛
争
の
総
会
付
託
に
関
す
る
支
那
代
表
の
要
求
(
-
九
三
二
．
二
．

二）

60 
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国際法外交雑誌総索引

満
州
国
承
認
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
九

一五）

満
州
国
政
府
の
海
関
自
主
宣
言
(
-
九
三
二
．
六

一八）

満
州
国
の
建
国
宣
言
(
-
九

-

)

 一八）

上
海
事
件
に
関
す
る
支
那
政
府
の
声
明
(
-
九

―二）

上
海
出
兵
に
関
す
る
日
本
政
府
の
声
明
(
-
九
三
二
．
二
．
七
）

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九

連
盟
理
事
会
に
於
け
る
佐
藤
代
表
の
演
説
(
-
九

上
海
事
件
に
関
す
る
日
本
政
府
の
宣
言
(
-
九

満
州
国
政
府
の
建
国
通
牒
(
-
九
三
二
．
三
．

―

―

-

)

 

一
．
二
九
）

一
．
二
九
）

一
．
三
0

)

満
州
国
の
独
立
宣
言
(
-
九
三
二
．
二
．

満
州
政
府
に
関
す
る
支
那
側
の
声
明
(
-
九
三
二
．
二
．
二
ニ
）

米
国
国
務
長
官
の
上
院
外
交
委
員
長
宛
の
書
翰
(
-
九
三
二
．

二
．
二
四
）

一
九
三
二
年
三
月
十
一
日
の
連
盟
総
会
の
決
議
に
関
す
る
米
国
国
務
長
官
の

声
明
ー
(
-
九
三
二
．
三
．
一
―
)

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
仮
訳
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文

一九 一九

二
七
七

二
七

74 72 58 51 45 36 31 19 12 5
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分野別索引

日
米
交
渉
経
過
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
外
務
省
公
表
）

満
華
日
共
同
宣
言

日
満
華
共
同
宣
言

附
属
議
定
書
二
関
ス
ル
日
華
両
国
全
権
委
員
間
了
解
事
項

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
一
日
附
外
務
大
臣
発
在
京
英
国
大

使
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
七
日
附
在
京
英
国
大
使
発
外

務
大
臣
宛
公
文
（
英
文
）

浅
間
丸
事
件
に
関
す
る
昭
和
十
五
年
二
月
五
日
附
英
国
政
府
回
答
書
翰
（
仮

訳

）中
日
両
国
全
権
委
員
間
関
於
附
属
議
定
書
了
解
事
項

中
日
満
共
同
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琉
球
列
島
住
民
に
告
ぐ
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
本
部
布
告
第
一
号
一
九
五

0

年）琉
球
列
島
米
国
民
政
府
に
関
す
る
指
令

令
官
宛
、
一
九
五
二
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四
月
三
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日）
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d
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h
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R
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（
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（
抜
粋
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琉
球
列
島
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国
民
政
府
令
第
六
十
五
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一
九
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年
二
月
二
七
日
）

琉
球
政
府
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立
（
琉
球
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島
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政
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布
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O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 O

F
 A
T
O
M
I
C
,
 H
Y
D
R
O
G
E
N
 A
N
D
 O
T
H
E
R
 

W
E
A
P
O
N
S
 O

F
 M
A
S
S
 D
E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
:
 R

E
P
O
R
T
 O

F
 T
H
E
 

D
I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C

O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 
U
nio

n
 
o
f
 S
o
v
iet

 S
o
cialist

 
R
e
p
ubl

ics: 
draft 

resolution, A
/
C
.
 1/

L. 
164, 

24 Januar
y
 1957. 

R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
,
 
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
 
A
N
D
 B

A
L
A
N
C
E
D
 R

E
D
 UC
-

T
I
O
N
 O

F
 A
L
L
 A
R
M
E
D
 F
O
R
C
E
S
 A

N
D
 A
L
L
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
:
 

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 O

F
 A

N
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 C

O
N
V
E
N
T
I
O
N
 

(
T
R
E
A
T
Y
)
 O

N
 T
H
E
 R
E
D
U
C
T
I
O
N
 O

F
 A
R
M
A
M
E
N
T
S
 A

N
D
 

T
H
E
 
P
R
O
H
I
B
I
T
I
O
N
 
O
F
 
A
T
O
M
I
C
,
 
H
Y
D
R
O
G
E
N
 
A
N
D
 

O
T
H
E
R
 W

E
A
P
O
N
S
 O

F
 M

A
S
S
 D

E
S
T
R
U
C
T
I
O
N
 :

 RE
P
O
R
T
 

O
F
 T
H
E
 D

I
S
A
R
M
A
M
E
N
T
 C

O
M
M
I
S
S
I
O
N
,
 U

S
S
R
 :

 dra
ft 

re-
solution, 

A
/
C
.
 1/

L. 
160, 

14 January
 1957. 

団
早

兵
Ill

洪
ギ

妥
回

Resoluti
o
n
 
ado

pted 
b
y
 th

e
 

A
s
s
e
m
b
l
y
 on
 6

 Nov., 1957. 
F
irs

t
 C
o
m
m
ittee 

o
f
 th
e
 
General 

兵
目

忘條＝g盆令‘

India
 :
 draft 

resolu
tion, A

/
C
.
 I/L. 176/Rev. 2, 

9
 Oc
tober 195. 

U
n
io
n
 of

 So
v
iet

 So
c
ialist

 Re
p
ubl

ics :
 dra

ft 
resoluti

on, 
A
/
C
.
 I/L. 

175, 23 S
e
pte

m
b
e
r
 1957. 

Jap
an: 

draft 
resolution, A

/
C
.
 I/L. 174, 23 S

e
pte

m
b
e
r
 1957. 

D
iscontinuance 

under 
International 

C
o
ntrol 

o
f
 Te
s
t
 of

 A
to

m
ic

 
a
n
d
 
H
y
dro

g
en 

W
e
a
 pons, 

U
n
io
n
 
of

 So
v
iet

 So
c
ialist

 R
e
p
u
bli

cs :
 

draft 
resolution, A/3673, 20 S

e
pte

m
b
e
r
 1957. 
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や
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一四條如認霜恕豆和密鑑囲

F
I
N
A
L
 A

C
T
 O

F
 T

H
E
 U
N
I
T
E
D
 N

A
T
I
O
N
S
 C

O
N
F
E
R
E
N
C
E
 

O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 T
H
E
 S
E
A
 

Resolutio
n
 
1348 

(XIII). 
Q
ues

tio
n
 of

 th
e
 
p
eaceful

 use 
of

 outer 
sp
ace, D

e
c
e
m
b
e
r
 13, 

1958. 

A
D
 H

O
C
 C

O
M
M
I
T
T
E
E
 
O
N
 T

H
E
 P

E
A
C
E
F
U
L
 U

S
E
S
 
O
F
 

O
U
T
E
R
 S
P
 AC

E
,
 R
E
P
O
R
T
 O
F
 T
H
E
 L
E
G
A
L
 C
O
M
M
I
T
T
E
E
 

O
B
S
E
R
V
A
T
I
O
N
S
 O

N
 O
U
T
E
R
 S
P
 A
C
E
 

十
兵

固
く

十
母

1
□r:::
十

兵
工

以
姻

條
ゃ

菜
怠

抵
エ

怜
回

編
囲
k

皿
叫

ト
ャ

今

＇
、
：
：
：
：
心
ト
ー
ぐ
壕
回
芸
塩
瞑
刈
〇
＃
＜
匡

n
fr/

11 
d
ふ

C
A
I
R
O
 D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 

M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 o f

 the D
iv
isio

n
 of

 Terr
itorial 

S
tu
d
ies. 

(
T
h
e
 C
o
nfe

r-
ence a t

 M
a
lta

 an
d
 Y

alta
 1945, 

Fore
ign

 Rela
tions of

 the
 U
.
S., 

D
i-

p
l
o
m
ati

c
 Pap

ers) C
A
C
-
3
0
2
 D
E
C
E
M
B
E
R
 28, 

1944. 

M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 of

 the D
iv
isio

n
 of

 Territorial 
S
tu
dies. 

(F. E. C. 
F
iles) 

S
E
C
R
E
T
 C
A
C
-
3
0
6
b
 P
rilim

inary
 january

 10, 
1945 

P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 O

F
 T
H
E
 T
H
R
E
E
 P
O
W
E
R
S
,
 T

H
E
 U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
,
 G

R
E
A
T
 B
R
I
T
A
I
N
 A

N
D
 C
H
I
N
A
,
 P
o
tsdam. 

July
 26, 

1945. (j
o
in
e
d
 b
y

 th
e
 S
o
viet

 Ru
s
s
ia, 

A
u
g
us
t

 9, 
1945) 

T
H
E
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 F
O
R
 T
H
E
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
 A

N
D
 S
I
G
N
A
-

T
U
R
E
 O
F
 T
H
E
 T
R
E
A
T
Y
 O
F
 P
E
A
C
E
 W
I
T
H
 JA

P
A
N
,
 S
eptem-

ber 5, 
1951 
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分野別索引

A
I
D
E
,
M
E
M
O
I
R
E
 (U
.

 

vi
e
w
s
 o
n
 J
ap
an,Sovi

et
 Talks), 
S
ep
t
e
m
b
e
r
 

7
"
1
9
5
6
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
,
 P
R
O
T
O
C
O
L
S
 A
N

D

 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 A
D
O
P
T
E
D
 

B
Y
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 O
N
 DI
P
L
O
M
A
'
 

T
I
C
 I
N
T
E
R
C
O
U
S
E
 A
N
D
 I
M
M
U
N
I
T
I
E
S
 H
E
L
D
 A
T
 V
I
E
N
N
A
 

F
R
O
M
 2 
M
A
R
C
H
 T
O
 14
 A
P
R
I
L
 1
9
6
1
 

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 A
D
O
P
T
E
D
 B
Y
 T
H
E
 C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
.
 I
 MI
S
,
 

S
I
O
N
S
,
 II 
C
O
N
S
I
D
E
R
A
T
I
O
N
 O
F
 CI
V
I
L
 C
L
A
I
M
S
 

日
韓
漁
業
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
両
国
政
府
の
声
明

十
年
六
月
二
十
二
日
）

（
昭
和
四

在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
協
定
の
署
名
に
際
し
て
行
な

わ
れ
た
日
本
国
法
務
大
臣
声
明

憲
章
改
正
に
関
す
る
総
会
決
議

①
一
九
六
三
年
十
二
月
十
七
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

第
二
三
条
及
び
第
六
七
条
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
邦
訳
）

同
決
議
正
文
テ
ク
ス
ト

（
英
文
及
び
仏
文
）

｀

ー

J2
 

，ー，③
―
九
六
五
年
十
二
月
二
十
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

第
一
〇
九
条
の
字
旬
修
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

④
一
九
六
五
年
十
二
月
八
日
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議

続
規
則
の
改
正
に
関
す
る
決
議
）
（
英
文
）

国
連
貿
易
開
発
会
議
の
勧
告

（
憲
章

（
憲
章

（
総
会
手

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

六
五

こ•三

1

0
八

1

0
七

1

0
五

1

0
三

1

0
三

六

四

四

・

五

四

九

六
四
四
・
五

六 六 六
0
四
・
五
・
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四
六
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N
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C
C
A
S
I
O
N
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F
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H
E
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W
E
N
T
Y
-

F
I
F
T
H
 A

N
N
I
V
E
R
S
A
R
Y
 O

F
 T

H
E
 U

N
I
T
E
D
 N

A
T
I
O
N
S
,
 
24 

O
C
T
O
B
E
R
 1970 (

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2627 (

X
X
V
)
)
 

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O

N
 P
R
I
N
C
I
P
L
E
S
 
O
F
 I

N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 

L
A
W
 C
O
N
C
E
R
N
I
N
G
 F
R
I
E
N
D
L
Y
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
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N
D
 C
O
-
O
P
-

E
R
A
T
I
O
N
 A

M
O
N
G
 S
T
A
T
E
S
 I
N
 A
C
C
O
R
D
A
N
C
E
 W
I
T
H
 T
H
E
 

C
H
A
R
T
E
R
 O

F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 N
A
T
I
O
N
S
,
 24 

O
C
T
O
B
E
R
 1970 

(
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2625 (

X
X
V
)
)
 

Q
U
E
S
T
I
O
N
 
O
F
 G

E
N
E
R
A
L
 A

N
D
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O
M
P
L
E
T
E
 D

I
S
A
R
M
A
-

M
E
N
T
,
 16 D

E
C
E
M
B
E
R
 1969 (

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2602 (

X
X
I
V
)
)
 

P
R
O
G
R
A
M
M
E
 O
F
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C
T
I
O
N
 F
O
R
 T
H
E
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U
L
L
 I
M
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L
E
M
E
N
T
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T
I
O
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F
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E
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C
L
A
R
A
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O
N
 O

N
 T
H
E
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A
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N
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I
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D
E
P
E
N
D
E
N
C
E
 T

O
 C
O
L
O
N
I
A
L
 C
O
U
N
T
R
I
E
S
 A

N
D
 P
E
O
-

P
L
E
S
,
 12 O

C
T
O
B
E
R
 1970 (

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2621 (

X
X
V
)
)
 

A
N

 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 D

E
V
E
L
O
P
M
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N
T
 S

T
R
A
T
E
G
Y
 F

O
R
 

T
H
E
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E
C
O
N
D
 U

N
I
T
E
D
 
N
A
T
I
O
N
S
 
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 D
E
-

C
A
D
E
,
 24 O

C
T
O
B
E
R
 1970 (

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2626 (

X
X
V
)
)
 

D
E
C
L
A
R
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T
I
O
N
 O

F
 P
R
I
N
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P
L
E
S
 G

O
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E
R
N
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H
E
 S
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A
-
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D
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N
D
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H
E
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C
E
A
N
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L
O
O
R
,
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N
D
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U
B
S
O
I
L
 T
H
E
R
E
O
F
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B
E
Y
O
N
D
 T
H
E
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I
M
I
T
S
 O

F
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A
T
I
O
N
A
L
 JU

R
I
S
D
I
C
T
I
O
N
,
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D
E
C
E
M
B
E
R
 1970 (

R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 2749 (

X
X
V
)
)
 

I
N
T
E
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N
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N
A
L
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O
-
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E
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A
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N
 
I
N
 
T
H
E
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E
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E
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U
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E
S
 O

F
 O
U
T
E
R
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P
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E
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分野別索引

露
国
帆
船
「
レ
ス
ニ
ッ
ク
」
号
に
関
す
る
高
等
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治

三
十
七
年
六
月
二
十
四
日
官
報
）

露
国
汽
船
「
マ
ン
チ
ュ
リ
ヤ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

露
国
汽
船
「
ジ
ュ
リ
ヤ
デ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十

四
日
官
報
）

諾
威
汽
船
「
ア
ッ
ギ
ー
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
七
月
一
日
官

報） 同
上
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
＿
―
-
日
官
報
）

諾
威
国
汽
船
「
ヘ
ル
ム
ス
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

同
「
ア
ル
グ
ン
」
号
に
関
す
る
検
定
（
同
上
）

資
料

国
内
裁
判
所
判
決
（
含

捕
獲
審
検
所
検
定
）

露
国
商
船
「
ム
ク
デ
ン
」
号
に
関
す
る
捕
獲
審
検
所
の
検
定
（
明
治
三
十
七

年
三
月
十
二
日
官
報
）

露
国
帆
船
「
ナ
デ
ー
ジ
タ
」
号
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ロ
シ
ャ
」
号
に
対
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日

官
報
）

露
国
汽
船
「
ム
ク
デ
ン
」
搭
載
貨
物
に
関
す
る
検
定
（
明
治
三
十
七
年
六
月

二
十
二
日
検
定
）

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
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国際法外交雑誌総索引

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

I
N
 T
H
E
 S
U
P
E
R
I
O
R
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
 AT
E
 O
F
 C
A
L
I
F
O
R
'
 

N
I
A
,
 I
N
 A
N
D
 F
O
R
 T
H
E
 C
O
U
N
T
R
Y
 O
F
 RI
V
E
R
S
I
D
E
.

加
州
人

民
対
原
田
重
吉
事
件
判
決
文

T
H
E
P
E
O
P
L
E
 O
F
 T
H
E
 S
T
 AT
E
 O
F
 

C
A
L
I
F
O
R
N
I
A
,
 Plai
nt
i
f
f
,
ー

v
s
|
J

U
K
I
C
H!
H
A
R
A
D
A
,
 et
 

al., 

D
e
f
e
n
d
a
nt
s. 
O
P
I
N
I
O
N
.
 

外
国
に
対
す
る
民
事
裁
判
管
轄
権
大
審
院
判
決
（
第
二
民
事
部
）
中
華
民

国
に
対
す
る
約
束
手
形
金
請
求
事
件
昭
和
三
年
（
ク
）
第
二
百
十
八
号

（
大
審
院
判
例
集
第
七
巻
第
十
二
号
一
―
二
八
頁
）

M
at
s
u
y
a
m
a
 v. 
China. 
J

ap
an. 
S
up
r
e
m
e
 C
0
日
t
1
9
2
8
.
 

在
米
日
本
人
の
市
民
権
取
得
問
題
合
衆
国
対
金
子
奨
成
事
件

T
h
e
United 

St
at
es v•Kaneko. 

捕
獲
船
西
平
号
の
解
放

「
タ
リ
ヤ
」
号
捕
獲
検
定
書

露
国
政
府
対
独
商
ヘ
ル
フ
エ
ル
ト
間
汽
船
「
ア
ン
ハ
ル
ト
」
号
並
に
同
船
積

荷
引
渡
請
求
事
件

T
r
a
n
s
l
at
e
d
 b
y
 K
 Yo
k
ot
a
 

高

橋

作

衛

四 四 四 四 四 四 ニ
八

ニ
八 一八 六

七

七

二

八

七

七

0
八

六 四 四

＝＝―-八

―
一
三
八

―
―
四
二

―
―
四
三

―
―
四

―
―
四

六
0
0

七

五

五

九 六
六

五
六

゜
7
 

五
四

2



分野別索引

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決

ヨ
第
二
、
九
四
二
号

(

1

)

東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決

(

2

)

闘

二
次
朗
に
対
す
る
判
決

横
須
賀
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

佐
世
保
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

第
一
号
事
件

第
五
号
事
件

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

高
等
捕
獲
審
検
所
検
定

イ
ギ
リ
ス
水
兵
事
件
に
関
す
る
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
（
昭
和
二
七
年
一
―

月
五
日
第
六
刑
事
部
言
渡
）

ソ
連
人
等
の
密
入
国
事
件
の
判
決

昭
和
二
十
八
年

(

1

)

ク
リ
コ
フ
船
長
に
対
す
る
判
決

五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

二
0

一
九
七

一
九

―
二
六

―
―
七

八

八

五

六

八

八

五

八

八

五 ： ―
二
三
四

―
ニ
―
二
五

―
二
三
八

―
二
四
一

―
二
七
〇
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わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
八
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
七
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
六
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
五
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
四
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
）

砂
川
事
件
最
高
裁
判
所
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
判
決

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決

(

2

)

東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
昭
和
二
十
八
年

（
ネ
）
第
八
九
九
号
（
原
審
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
―
一
十
八
年
（
ヨ
）
第
二
、

九
四
二
号
）

「
サ
ン
タ
・
フ
ェ
」
号
捕
獲
事
件
の
再
審
査
決
定
書

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
九
）
—
i
|
追
補
の
一

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

六 六 六 六 六 六 六 六 ← 
ノ‘ 互

九
五
八

五

五

四

五

五

四 五

四

四 五

三
五
〇

二
七
七

一
七
七

五
五

三
一
八

二
―
六

1

0

 

五
四
三

三
三
九

二
0
九
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わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
四
）
昭
和
四

二
年
ま
で

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
五
）
昭
和
四

三
年
ま
で
1

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
六
）
昭
和
四

四
年
ま
で
1

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
七
）
昭
和
四

五
年
ま
で

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
八
）
ー
ー
、
昭
和
四

六
年
|
|

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
九
）
昭
和
四

七

仁
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
0

)

ー
ー
曲
叩
和
四

八
年
~

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(
-
三
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
―
二
）

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
(

1

0

)

追
補
の

二わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
一
―
)
追
補
の

三
ー
ー

小祖

田川

武

滋夫

土

小祖

田川

武

滋夫

土

小祖

田川

武

滋夫

児

小祖

田）ll

武

滋夫

嘉

小祖

田川

武

滋夫

七

小祖

田川

武

滋夫

七

小祖

田川

武

滋夫

七

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

小祖

田川

武

滋夫

六
六

六
四

六一 六

二
九
九

32
 

7
 

七
五

四

四

五

六

ニ
四
五

六
0
六 口 七

四

四

四

三

六

六 六

六
一
四

六
五

五
五
三
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わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
ニ
―
)
|
|
'
昭
和
四

九
年
—
|

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
ニ
）
昭
和
五

0
生

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
三
）
昭
和
五

一
年

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
四
）
昭
和
五

二
年
l

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
五
）
昭
和
五

三
生

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
六
）
昭
和
五

四

年
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
七
）
昭
和
五

五
年

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
八
）
昭
和
五

六

仁
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
二
九
）
I
~

昭
和
五

七
年

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三

0

)

1
昭
和
五

八
、
五
九
年
~

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
適
用
の
諸
先
例
（
三
―
)
_
|
'
昭
和
六

0
年

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼
-」-

ノ‘

小祖

田川

武

滋夫

凸

小祖

田川

武

滋夫

貸

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼

小祖

田川

武

滋夫

J¥ 

小祖

田川

武

滋夫

J¥ 

小祖

田川

武

滋夫

ノ＼

小祖

田川

武

滋夫

合

小祖

田川

武

滋夫

ぢ

小祖

田川

武

滋夫

土

六 五 五 五

五

四

五

四

四

八

万

五

八

〇

四 六

六
一
八

三
四
八

四
三
九

四
七
三

六
0
0

二
0
五

二
九
七

さ
五

724 



分野別索引

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
五
）

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
)
|
_
―
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
(
1
)
I

日
本
の
国
際
法
判
例
（
二
)
|
|
―
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
(
2
)
ー
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
三
）
ー
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
_

_

 

日
本
の
国
際
法
判
例
（
四
）
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
_
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
五
）
ー
ー
＇
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
(
1
)
|
|

日
本
の
国
際
法
判
例
（
六
)
|
_
―
九
八
九
（
平
成
元
）
年
(
2
)
I

日
本
の
国
際
法
判
例
（
七
）
—
|
一
九
九
0
(
平
成
二
）
年
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
八
）
ー
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
|
|

日
本
の
国
際
法
判
例
（
九
）
I
-
九
九
二
（
平
成
四
）
年
~

日
本
の
国
際
法
判
例
(

1

0
)
ー
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
ー
ー
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
一
―
)
ー
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
~

日
本
の
国
際
法
判
例
（
ニ
―
)
ー
ー
_
―
九
九
五
（
平
成
七
）
年
~

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
三
）
ー
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
—
|
'

日
本
の
国
際
法
判
例
(
-
四
）
ー
_
|
―
九
九
七
（
平
成
九
）
年
—
|
'

一
九
九
八
（
平
成
一
0

)

年

「
日
本
の
国
際
添
胡
~
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
添
甜
四
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
添
蒻
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
添
蒻
」
研
究
会

「
日
本
の
国
堅
郵
例
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
法
判
例
」
研
究
会

「
日
本
の
国
際
添
材
」
研
署

「
旦
令
の
鳳
眉
」
麓
会

「
旦
余
面
際
眉
」
麓
会

「
日
本
の
園
堅
贋
」
研
究
会

「

旦

お

鳳

眉

」

覧

会

「
旦
令
の
園
置
碩
」
麓
会

「
日
本
の
国
墜
師
例
」
研
究
会

暴

の

冒

眉

」

麗

会

「
品
の
園
置
例
」
麓
会

1
0
0
 

九
九

九
八

九

七
九
六

九
五

九
四

九 九 九 九 九 九 九
〇

八
九

四

五

六

九

四

四

四

四

九

〇

四

四

五 六

四
五
九

四

四

六

九
三
九
二

七
三
五

三
九
二

六
六
五 ＿七

七

五
四 七

八

五

五

四

六
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千
九
百
一
年
豪
州
関
税
法
船
舶
需
要
品
に
関
す
る
規
定

東
清
鉄
道
に
依
り
外
国
人
の
通
行
許
可
に
関
す
る
規
則

大
阪
兵
庫

F
O
R
M
 

Y
E
D
O
.
 

F
O
R
 

そ
の
他
国
内
文
書

豪
州
移
民
制
限
法

A
N
 A
C
T
.
 
T
o
 place 
ce
rtai
n
 rest
r
i

ct
i

o
n
s
 
o
n
 I
m
mi
g

rat
i

o
n
 a
n
d
 t
o
 

p
rovi
d
e
 for t
h
e
 r
e
m
o
v
a
l
 
f
r
o
m
 t
h
e
 c
o
m
m
o
n
,
w
e
a
l
t
h
 of
 

p
r
o
hi
bi
t

e
d
 

I
m
mi
g

rant
s
 

外
国
人
居
留
地
券

明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
日
の
勅
令

東
京
外
国
人
居
留
地
券

O
F
 T
I
T
L
E
'
D
E
E
D
 

F
O
R
M
 O
F
 TI
T
L
E
-
D
E
E
D
・
 

地
所
貸
渡
券
書

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E
 O
F
 TI
T
L
E
.
 

清
国
砿
業
条
例

F
O
R
E
I
G
N
 
S
E
T
T
L
E
M
E
N
T
,
 

移
住
に
制
限
を
設
け
連
邦
よ
り
禁
止
移
住
民
退
去
を
規
定
す
る
法
律

勅
令
第
二
百
二
十
三
号

字
社
条
例

資
料

日
本
赤
十

四 四 四

四
八 ノ＼

四
六

四
五

四
五

四
四

四 四 八
九

八 八 二六
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海
底
電
信
線
保
護
万
国
連
合
条
約
罰
則
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件
（
明
治
三

十
五
年
四
月
二
十
五
日
）

豪
州
新
西
蘭
移
住
制
限
法

フ
ヰ
リ
ッ
ピ
ン
群
島
臨
時
収
入
法

千
八
百
九
十
四
年
十
二
月
の
清
国
労
働
者
入
国
禁
止
に
関
す
る
米
清
両
国
間

の
条
約
及
其
他
の
関
係
法
規
（
英
文
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
承
前
）
A
ct
of
 

M
ay
 6,
 
1
8
8
2
・
 

（
英
文
）

豪
州
連
邦
居
住
証
明
書
出
願
書
式
並
に
身
分
申
告
書
雛
形

外
務
省
告
示
第
九
号

戦
時
船
舶
仏
国
領
海
出
入
に
関
す
る
法
令
（
山
田
領
事
報
告
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
（
承
前
）

A
C
T
O
F
 
J

U
L
Y
 5,
 
1
8
8
4
.
 

(
英
文
）

逼
羅
国
紙
幣
条
例

馬
山
船
舶
検
疫
規
則
（
坂
田
領
事
報
告
）

外
務
省
令
第
五
号

外
務
省
告
示
第
五
号

馬
山
日
本
専
管
居
留
地
取
極
書

在
天
津
帝
国
専
管
居
留
地
の
土
地
に
関
す
る
件

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法

[
P
u
b
li

c
,
N
o
.
9
0
]
 

(
英
文
）

豪
州
移
民
制
限
法
施
行
細
則
（
千
九
百
一
年
十
二
月
三
十
一
日
発
布
）

船
舶
の
需
要
品
に
関
す
る
税
関
細
則

九 J¥ 八 J¥ 七 七 一ノ‘ 六 六 五 五 五 五 四 四 四

七
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五 四
ニ
四

ニ
四

ニ
四

四
〇 ノ＼ 六

四
六

四一 四



国際法外交雑誌総索引

南
米
委
内
瑞
拉
国
外
国
人
取
調
に
関
す
る
法
令
（
本
年
五
月
二
十
八
日
発
布
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規

A
C
T
O
F
 S
E
P
T
E
M
B
E
R
 13, 

1888. 
(
英
文
）

本
島
人
（
台
湾
）
亜
米
利
加
合
衆
国
及
其
領
土
内
渡
航
証
明
規
則
（
台
湾
総

督
府
令
第
八
十
号
）

北
米
合
衆
国
支
那
人
排
斥
法
関
係
法
規
（
完
）

A
C
T
O
F
 O
C
T
O
B
E
R
 1, 

1
8
8
8
/
 A
C
T
 
O
F
 M
A
Y
 5, 

1
8
9
2
¥
A
C
T
 
O
F
 N
O
V
E
M
B
E
R
 
3, 

1
8
9
3
¥
A
C
T
 O
F
 A
U
G
U
S
T
 18, 
1
8
9
4
¥J
O
I
N
T
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
 O
F
 

J

U
L
Y
 7, 
1
8
9
3
¥
A
C
T
 O
F
 
J

U
N
E
 6, 
1900 
(英文）

独
逸
領
事
裁
判
権
に
関
す
る
千
九
百
年
四
月
七
日
の
法
律

露
領
沿
海
州
及
黒
龍
州
地
方
郡
制
施
行

蘭
領
印
度
真
珠
貝
等
採
猟
規
則

布
畦
銀
貨
及
銀
貨
証
券
に
関
す
る
法
律

墨
国
関
税
算
定
法
（
千
九
百
二
年
十
一
月
二
十
五
日
発
布
）

英
国
政
府
委
内
瑞
拉
国
諸
港
湾
封
鎖
告
示
（
仏
国
外
務
省
告
示
千
九
百
二
年

十
二
月
二
十
日
同
国
官
報
所
載
）

逼
羅
国
改
正
検
疫
規
則
（
本
令
を
以
て
千
九
百
二
年
六
月
十
一
日
の
勅
令
を

廃
す
）

北
清
事
変
個
人
損
害
賠
償
の
件
（
外
務
省
告
示
第
十
二
号
）

韓
国
通
用
白
銅
貨
の
偽
造
変
造
取
締
（
勅
令
第
二
百
五
十
六
号
）

1

0

 

1

0

 

1

0

 

九 九 九 九

六
四

五
六

五
五

五
五

六
五

六
四 六

二
九

ニ
八

四 四 四
〇

8
 

四

0

2
7
 



分野別索引

学
芸
及
美
術
著
作
権
保
護
万
国
同
盟
加
入

一
七

六
五

297
 

外
務
省
告
ホ
第
六
号
（
明
治
三
十
六
年
八
月
三
日
）

内
務
省
告
ホ
第
五
十
一
号
（
明
治
三
十
六
年
八
月
十
日
）

外
務
省
告
ホ
第
三
号
（
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日
）

農
商
務
省
告
示
第
百
一
号
（
明
治
三
十
六
年
五
月
十
三
日
）

清
国
吉
林
省
砿
務
章
程

外
務
省
告
示
第
一
号

韓
国
中
央
銀
行
条
例
（
本
年
三
月
二
十
六
日
勅
令
第
八
号
と
し
て
発
布
）

韓
国
兌
換
金
券
条
例

豪
州
移
民
制
限
法
除
外
例
停
止

喜
望
殖
民
地
移
住
民
制
限
法

福
州
水
先
案
内
人
規
程

外
国
貨
紙
幣
偽
造
取
締
規
則
（
勅
令
第
七
十
三
号
明
治
三
十
六
年
四
月
十
一

日
公
布
）

逓
信
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号

豪
州
連
邦
憲
法
（
千
九
百
年
七
月
九
日
）

合
衆
国
移
民
法

韓
国
政
府
赤
十
字
条
約
加
盟

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

六
五

六
五

六
五

六
四

五
九

四 六 六 六
〇

五
九

五
九

五
八

五
七

六
六

六
六

六
五



国際法外交雑誌総索引

北
米
合
衆
国
海
戦
法
規

フ
ィ
リ
ビ
ン
島
到
著
移
民
健
康
診
断
布
達
（
七
月
一
日
官
報
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
合
衆
国
移
民
法
施
行

福
建
全
省
砿
務
総
局
議
擬
章
程
（
七
月
二
十
三
日
官
報
）

豪
州
雇
主
被
雇
人
間
争
議
仲
裁
法
案
（
九
月
九
日
官
報
）

逼
羅
国
政
府
検
疫
規
則
発
布
(
+
月
一
日
）

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
命
令
撤
去

海
峡
殖
民
地
清
国
移
民
上
陸
禁
止
条
例
廃
止
（
九
月
九
日
官
報
）

布
告
数
件

露
国
政
府
黒
龍
江
貿
易
汽
船
会
社
保
護
金
(
+
月
二
十
四
日
官
報
）

加
拿
陀
鉄
道
法
改
正
（
十
月
二
十
九
日
官
報
）

ブ
リ
チ
ッ
シ
ュ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
漁
業
法
改
正
(
+
月
二
十
九
日
官
報
）

マ
ニ
ラ
港
境
界
設
定
(
+
月
三
十
日
官
報
）

露
西
亜
極
東
太
守
管
轄
内
軍
隊
管
理
(
+
月
十
六
日
官
報
）

マ
ニ
ラ
旅
客
手
荷
物
船
舶
積
込
規
則
改
正
（
七
月
八
日
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
輸
入
商
品
包
装
連
続
番
号
記
載
（
七
月
八
日
）

亜
爾
然
丁
国
官
有
地
払
下
法
（
六
月
二
十
七
日
官
報
）

コ
、
ス
諸
島
海
峡
殖
民
地
編
入

米
田
奈
良
吉
（
訳
）

四
一七

七
六

1
0
0
 

九
九

九
九

九
九

九
八

七
九

七
九

七
九

七
七

七
六

七
四

七 七 七 七 七
〇

六
六
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分野別索引

陸
軍
兵
籍
規
則
（
陸
軍
省
令
第
六
号
）

戦
時
禁
制
品
（
訓
令
二
月
十
日
）

防
御
海
面
区
域
（
二
月
十
日
）

捕
獲
審
検
所
開
設
(
+
日
官
報
）

海
軍
戦
時
給
与
規
則
中
改
正
の
件
（
同
上
）

海
軍
治
罪
法
を
台
湾
に
施
行
す
る
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

宣
戦
の
詔
勅
（
官
報
号
外
十
日
午
後
十
時
公
布
）

露
帝
の
宣
戦

露
国
の
回
牒
（
二
月
二
十
四
日
外
務
省
着
電
）

防
御
海
面
令
（
勅
令
三
十
七
年
一
月
二
十
三
日
官
報
）

外
国
電
報
の
制
限
（
省
令
二
月
五
日
官
報
）

軍
事
郵
便
物
（
勅
令
二
月
五
日
官
報
）

外
交
官
領
事
官
臨
時
増
員
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

領
事
館
費
用
（
勅
令
二
月
九
日
官
報
）

戦
時
又
は
事
変
に
際
し
官
吏
に
非
す
し
て
陸
軍
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
待

遇
の
件
（
勅
令
二
月
十
日
官
報
）

臨
時
海
軍
軍
法
会
議
及
ひ
海
軍
合
囲
地
軍
法
会
議
に
於
け
る
主
理
、
録
事
、

海
軍
警
査
に
関
す
る
件
（
同
上
）

露
国
回
牒
の
謹
妄
（
三
月
三
日
内
外
諸
新
聞
に
掲
け
ら
る
）

六 六
附
録
四
一

六 六

附

録

四

六
附
録
四
〇

六 六 六 六
附
録
三
九

六 六 六 六 六 六 五 五

附
録
四
〇

附
録
四
〇

附
録
三
五

附
録
三
八

附
録
―
―
―
九

附
録
四
二

附
録
四
三

附
録
三
六

附
録
三
六

六
五

六
四 lV 
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国際法外交雑誌総索引

遼
東
守
備
軍
行
政
規
則

露
国
の
英
商
船
捕
獲
に
就
て

「
マ
ラ
ッ
カ
」
口
互
畢
件
に
関
す
る
英
国
首
相
弁
明

瑞
典
諾
威
国
及
丁
抹
国
の
中
立
規
則

海
陸
軍
に
対
す
る
勅
語
（
二
月
十
四
日
官
報
）

郵
便
物
の
件
（
二
月
十
日
）

伴
虜
情
報
局
の
設
置
（
勅
令
二
月
二
十
二
日
官
報
）

捕
獲
審
検
令
改
正
（
三
月
二
日
官
報
）

露
国
海
上
捕
獲
規
程

現
行
日
本
帝
国
海
上
捕
獲
規
程

ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
問
題
等
に
関
す
る
英
国
首
相
の
答
弁

交
戦
国
船
舶
と
中
立
国
港
湾

遼
東
守
備
軍
軍
律

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
第
一
英
国
及
其
の
属
領

等
|
|
威
海
衛
中
立
規
則
／
マ
ル
タ
中
立
追
補
宣
言
／
露
国
並
に
日
本
両
軍

隊
所
属
避
難
者
の
抑
留
場
取
締
条
例
／
蘇
士
運
河
に
関
す
る
告
示
／
蘇
士
運

河
以
外
の
埃
及
国
の
中
立
規
則
／
B
y
t
h
e
 Ki
ng. 
A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）
北
米
合
衆
国
中
立
規
則

B
Y
 T
H
E
 P
R
E
S
I
D
E
N
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
.
S
T
A
T
E
S
 O
F
 A
M
E
R
'
 

I
C
A
,
 A
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 

ア
イ
、
ウ
イ
ト
ネ
ス

I 

九 九 七 七 九 七 六 六 六 六

六
〇 一八

゜
五
五

五
四

五 五 四 九 五
八

附
録
四
八

附
録
四
六

附
録
四
五

附
録
四
五
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分野別索引

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
第
三
条
の
解
決
に
関
す
る
件
（
明
治
三

十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

露
国
伴
虜
取
扱
規
則

陸
海
軍
に
賜
は
り
た
る
勅
語

条
約
批
准
の
詔
勅

日
露
講
和
条
約
に
関
す
る
詔
勅

韓
国
に
関
す
る
勅
令

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
の
際
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
上
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

日
露
戦
争
中
諸
外
国
の
局
外
中
立
宣
言
（
下
）

' 
葡
萄
牙
国

清
国

瑞
典
及
那
威
国

丁
抹
国
（
英
文
）

填
太
利
国

仏
蘭
西

和
蘭 退

羅
国

西
班
牙
国

独
逸
国

伊
太
利
国

山

崎

次

郎

（

訳

）

四 四 四 四 四 四

1
0
 

七

八

3
3
 

7
 

七

四
六

互 五 五 四
1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

九 九 九 九

七
五

七
四

七 七
六

七
五

七 六
四

五
〇

四 四
〇 J¥ 

七
〇

七
〇

六
九

六
九



国際法外交雑誌総索引

韓
国
に
於
け
る
犯
罪
即
決
令

J¥ J¥ ノ＼ J¥ 

樺
太
島
漁
業
仮
規
則
（
明
治
三
十
八
年
八
月
七
日
官
報
）

白
耳
義
王
国
殖
民
地
法
草
案

勅
令
第
百
九
十
八
号

勅
令
第
百
九
十
九
号

勅
令
第
二
百
号

関
東
州
及
帝
国
か
治
外
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
得
る
外
国
に
於
け
る
特
許
．

権
、
意
匠
権
、
商
標
権
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
件
勅
令
第
二
百
一
号

韓
国
統
監
府
裁
判
令
（
明
治
四
十
二
年
十
月
十
八
日
官
報
）

韓
国
人
と
司
法

韓
国
著
作
権
令

統
監
府
監
獄
事
務

統
監
府
司
法
庁
官
制

統
監
府
監
獄
官
制
（
要
領
）

統
監
府
地
方
警
察
官
々
制
（
要
領
）

ノ＼ J¥ 

統
監
府
裁
判
所
事
務
取
扱
令

八

外
務
省
令
第
一
号

日

在
外
帝
国
領
事
館
管
轄
区
域

明
治
四
十
二
年
三
月
六

勅
令
第
百
九
十
七
号

勅
令
第
百
九
十
六
号

韓
国
特
許
令

韓
国
意
匠
令

韓
国
商
標
令

韓
国
商
号
令

J¥ 七 七 七 七 七 七 七 六 四

七 六 1
0
 

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四
0

ニ
四
0

ニ
四
0

二
三
八

二＿―-六
六一 四

九
四
九

四
八

四
八

四
七

四
七

五 七
九
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分野別索引

国
号
改
称

司
法
庁
職
員
給
与
令
（
要
領
）

韓
人
任
用
規
定

判
検
事
任
用
規
定

憲
政
編
査
館
会
奏
、
遵
議
憲
法
大
綱
、
璧
議
院
選
挙
各
法
、
並
逐
年
籍
備
事

宜
、
摺
附
清
単
二
件

韓
国
併
合
詔
書

王
族
待
遇
及
大
赦
減
租
の
詔
書

韓
国
併
合
宣
言

韓
国
皇
帝
詔
勅

合
併
関
係
諸
法
令

朝
鮮
貴
族
令
（
皇
室
令
）

朝
鮮
貴
族
と
総
督
（
皇
室
令
）

朝
鮮
貴
族
の
叙
位
（
皇
室
令
）

華
族
令
中
の
改
正
（
皇
室
令
）

司
法
庁
職
員
特
別
任
用
令

判
検
事
の
官
等
及
給
与

判
検
事
の
待
遇

I I 

九 九 九 九 九 九 九 九 九 九 ノ＼ 八 八 八 八 八 八

六

5
 

七
五
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四
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三

ニ
四
三

ニ四一
ニ
四
一

ニ
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国際法外交雑誌総索引

特
許
法
の
施
行
（
勅
令
）

特
許
法
の
除
外
（
緊
急
勅
令
）

通
航
船
舶
の
件
（
勅
令
）

船
舶
物
件
の
検
疫
（
勅
令
）

韓
国
勲
章
の
事
（
勅
令
）

会
計
の
経
理
（
緊
急
勅
令
）

貨
物
輸
入
税
（
緊
急
勅
令
）

九 九 九 九 九

地
租
免
除
（
勅
令
）

九 九 九 九

八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

七
九

七
九

七
八

七
八

七
八

七
八

大
赦
令

宮
内
省
官
制
改
正
（
皇
室
令
）

宮
内
府
職
員
と
残
務
（
皇
室
令
）

朝
鮮
総
督
府
設
置
（
勅
令
）

韓
国
軍
人
の
件
（
勅
令
）

総
督
の
発
令
権
（
緊
急
勅
令
）

歳
入
歳
出
予
算
（
勅
令
）

臨
時
恩
賜
公
債
（
勅
令
）

恩
賜
公
債
条
例
（
緊
急
勅
令
）

朝
鮮
の
関
税
（
勅
令
）

九 九 九 九 九 九 九 九 九

七
七

七
七

七
六

七
六

七
六

七
六

七
五
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分野別索引

告
ホ
外
務
省
告
示
十
四
●
十
五
、
十
六
、
十
七
、
十
八
号

英
国
文
官
試
験
規
則

司
法
省
告
示
第
七
号
船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約
の

批
准
書
の
寄
託

告
ホ

告
示

同
上
施
行
規
則

居
留
地
事
務
の
件

商
標
法
の
除
外

著
作
権
の
登
録
（
勅
令
）

特
許
弁
理
士
登
録
（
勅
令
）

総
督
府
新
制
令

朝
鮮
法
令
の
効
力

韓
国
合
併
に
関
す
る
公
文

T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 A
N
N
E
X
I
N
G
 K
O
R
E
A. 

台
湾
永
代
借
地
令

巴
奈
馬
運
河
法

外
務
省
告
示
第
七
号

司
法
省
告
示
第
八
号
海
難
に
お
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に

関
す
る
条
約
の
批
准
書
の
寄
託

1
0
 

I
O
 

九 九 九 九 九 九 九 九

1
0

七
七
六

J¥ 六 六 九 九 四 四

六 五
五
六

五
五
五

八
九

二
九
五

二
九
四

二
九
三

二
九
三

七＝＝――

七
三
四

八 八 八 ノ＼ 八 八
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国際法外交雑誌総索引

外
務
省
声
明

第
七

（
大
正
四
年
二
月
十
二
日
在
支
日

第
一
加
藤
外
務
大
臣
ノ
日
置
公
使
二
与
ヘ
タ
ル
訓
令
（
大
正
三
年
十
二
月

三
日
付
ニ
テ
東
京
二
於
テ
交
付
）

第
二
支
那
国
政
府
提
出
ノ
対
案
（
訳
文
）

置
公
使
支
那
国
政
府
よ
り
接
受
）

第
三
帝
国
政
府
ノ
修
正
案
（
大
正
四
年
四
月
二
六
日
駐
支
日
置
公
使
支
那

政
府
へ
提
出
）

第
四
支
那
国
政
府
最
後
修
正
案
（
訳
文
）
大
正
四
年
五
月
一
日
在
支
日
置

公
使
支
那
国
政
府
ヨ
リ
接
受
）

第
五
支
那
政
府
二
対
ス
ル
帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒
（
大
正
四
年
五
月
七
日

在
支
日
置
公
使
支
那
国
政
府
へ
交
付
）

第
六
最
後
通
牒
提
出
ノ
際
在
支
日
置
公
使
ヨ
リ
陸
外
交
総
長
へ
手
交
セ
ル

説
明
書

帝
国
政
府
ノ
最
後
通
牒
二
対
ス
ル
支
那
国
政
府
ノ
回
答

外
国
人
土
地
法
施
行
期
日
ノ
件

外
務
省
告
示
第
二
十
五
号

外
務
省
告
示
第
三
十
一
号

外
務
省
告
示
第
四
十
八
号

外
務
省
告
ホ
ニ
十
一
号

大
正
四
年
日
支
交
渉
二
関
ス
ル
公
文
書
（
大
正
四
年
六
月
八
日
外
務
省
発
表
）

松

原

雄

六 六 五 五 五
二
六

五

五

0
九

1
0
 

六

1
0
1
――
 

1
0
0九

五
九
六

五

四

九

〇
二
0
七

1
0

八
〇

1
0

八
〇

1
0

八
0
0

1
0

七
九
四

1
0

七
九
〇

1
0

七
八
八

1
0

七
八
五

1
0

七
八
五
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分野別索引

伴
虜
給
与
規
則

伴
虜
宛
贈
答
品
等
無
賃
運
送
取
扱

伴
虜
郵
便
為
替
規
則

伴
虜
情
報
局
官
制

伴
虜
郵
便
規
則
中
改
正

戦
時
禁
制
品
二
関
ス
ル
海
軍
省
告
示

外
務
省
告
示
二
十
二
号

外
務
省
告
示
第
三
十
七
号

外
務
省
告
示
第
百
二
号

外
務
省
告
示
第
十
五
号

浅
間
丸
問
題
に
関
す
る
有
田
外
務
大
臣
の
二
月
六
日
議
会
に
於
け
る
説
明

（
昭
和
一
五
・
ニ
・
六
）

外
務
省
告
示
第
三
十
九
号

捕
獲
審
検
令
中
改
正

捕
獲
審
検
所
及
高
等
捕
獲
審
検
所
開
設
二
関
ス
ル
件

捕
獲
審
検
令
中
改
正

伴
虜
収
容
所
条
例
改
正

大
東
亜
戦
争
二
於
テ
敵
国
ノ
執
ル
措
置
二
鑑
ミ
大
正
三
年
軍
令
海
第
八
号
海

戦
法
規
ノ
一
部
卜
異
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
件

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四
〇 一九 八 ＿七 六 六

六 七

六 ――1
0
0
 

――1
0
0
 

三
0
1

二
九
九

二
九
八

二
九
七

二
九
六

二
九
五

二
九
五

二
九
四

ニ
八
八

ニ
八

六
七
〇

八
〇

七

七

一

七

五

五

0
九
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国際法外交雑誌総索引

イ

詔
書

外
務
省
大
東
亜
省
告
示
第
三
号

中
支
方
面
一
般
船
舶
ノ
航
行
統
制
二
関
ス
ル
規
程

降
伏
文
書

第
十
一
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
六
年
八
月

十
六
日
）

第
十
二
回
国
会
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
演
説
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
六
年
十
月

十
二
日
）

参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
六
年
十
一
月
七

日） 伴
虜
派
遣
規
則
中
改
正

伴
虜
労
務
規
則

伴
虜
派
遣
規
則

特
殊
財
産
資
金
特
別
会
計
法

伴
虜
処
罰
法

日
満
地
方
税
徴
収
事
務
共
助
法

在
満
日
本
人
ノ
身
分
二
関
ス
ル
満
州
国
裁
判
ノ
効
カ
ニ
関
ス
ル
法
律

占
領
地
軍
政
官
憲
ノ
為
シ
タ
ル
行
為
ノ
法
律
上
ノ
効
力
等
二
関
ス
ル
法
律

外
貨
債
処
理
法

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

四
五

四一 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

二
三
七

二
三
七

二
三
八

六―

八

七

一

〇

1
0
 

六 六 六

1

0
七
五

六
四
〇

六＿―-八

六＿―-六

五

五

五

六

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

〇

五

五

四

九

740



分野別索引

南
方
連
絡
事
務
局
設
置
法
（
昭
和
二
七
年
六
月
三

0
日
、
法
律
第
二
百
十
八

号
、
改
正
昭
和
二
九
年
法
律
第
二
百
一
号
）

外
務
省
回
答
口
上
書
（
昭
和
二
七
年
六
月
二
五
日
）

平
和
条
約
発
効
に
伴
う
決
議
（
議
長
発
議
、
衆
議
院
決
議
第
十
二
号
昭
和
二

七
年
四
月
二
八
日
）

領
土
に
関
す
る
決
議
（
床
次
徳
二
外
二
十
名
提
出
、
衆
議
院
決
議
第
四
四
号

昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
）

奄
美
大
島
に
関
す
る
決
議
（
迫
水
久
常
外
四
十
五
名
提
出
、
衆
議
院
決
議
第

六
号
昭
和
二
七
年
―
二
月
二
五
日
）

領
土
に
関
す
る
決
議
（
益
谷
秀
次
外
三
十
九
名
提
出
、
衆
議
院
決
議
第
十
号

昭
和
二
八
年
七
月
七
日
）

沖
縄
及
び
小
笠
原
諸
島
に
関
す
る
決
議
（
佐
藤
榮
作
外
六
十
七
名
提
出
、
衆

議
院
決
議
第
三
号
昭
和
二
八
年
―
一
月
七
日
）

A
 
F
e
w
 
C
o
m
p
a
ri
s
o
n
s
 
B
et
w
e
e
n
 
V
e
r
s
a
illes 
P
e
a
c
e
 
T
r
e
at
y
 

a
n
d
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 
T
r
e
a
ty 
(
P
r
e
s
e
nt
e
d
 b
y
 S
e
n
at
o
r
 
A
l
e
x
a
n
d
e
r
 
Wi

ley, 
a
n
d
 

p
ri
nt
ed, 
w
i
t

h
 u
n
a
ni
m
o
u
s
 c
o
n
s
e
nt
,
 

i

n
 t
h
e
 C
o
n
g
r
e
s
si
o
n
a
l
 
R
e
c
o
r
d
.
 

U
ni
t

e
d
 St
at
es 
of
 

A
m
e
ri
ca, 
P
r
o
c
e
e
di
n
g
s
 a

n
d
 D
e
b
at

es 
of
 
t

h
e
 82'd 

C
o
n
g
r
e
s
s
,
 
S
e
c
o
n
d
 S
e
s
si
on, 
V
ol
.
 

98, 
N
o
.
 42, 
M
a
r
c
h
 14, 
1952, 
pp. 

2375). 

琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
設
置
に
関
す
る
件
（
昭
和
二

七
年
四
月
一
四
日
）

M
E
M
O
R
A
N
D
U
M
 C
o
n
c
e
r
nin
g
 E
st
a
b
l
i
s
h
m
r
nt
 

of
 

J

a
p
a
n
e
s
e
 
G
o
v
,
 

e
r
n
m
e
nt
 

Li
ai
s
o
n
 O
f
f
i

ces i
n
 
t

h
e
 R
y
u
k
y
u
 Islands, 
1
4
 A
p
ri
l
 19
5
2
 

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

五
四

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： 
二
六

二
六

ニ
四

ニ
四

ニ
四
0

二
三
八

二＿―-九

二＿―-九： 三
一
四
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国際法外交雑誌総索引

戸
籍
整
備
法
(
-
九
五
三
年
―
一
月
一
六
日
）

南
方
連
絡
事
務
局
組
織
規
定
（
昭
和
二
七
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第
三
六
号
、

改
正
昭
和
二
九
年
総
理
府
令
第
十
八
号
）

琉
球
諸
島
に
お
け
る
日
本
政
府
連
絡
事
務
所
の
所
掌
業
務

月
ニ
―
日
、
在
東
京
米
国
大
使
館
）

（
一
九
五
三
年
五

T
H
E
 F
O
R
E
I
G
N
 S
E
R
V
I
C
E
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
 O
F
 

A
M
E
R
I
C
A
,
 A
m
e
r
i
c
a
n
 E
m
b
a
s
s
y
,
 T
o
k
y
o
,
 M
a
y
 21
,
 1
9
5
3
 

本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
貿
易
及
び
支
払
に
関
す
る
覚
書
(
-
九
五
二
年

七
月
一

0
日）

本
土
と
南
西
諸
島
と
の
間
の
郵
便
為
替
に
関
す
る
覚
書
(
-
九
五
二
年
十
二

月
二
九
日
）

沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
政
令

（
抄
）
（
昭
和
二
三
年
九
月
一
―
1
0
日
政
令
第
三
百
六
号
、
改
正
昭
和
二
七
年
一

月
十
九
日
政
令
第
五
号
）

沖
縄
関
係
事
務
整
理
に
伴
う
戸
籍
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
政
令
第

一
条
に
規
定
す
る
地
域
等
を
定
め
る
府
令
（
昭
和
二
十
六
年
一

0
月
六
日
法

務
府
令
第
百
五
十
号
、
改
正
昭
和
二
八
年
、
第
八
九
号
他
）

親
族
、
相
続
等
に
つ
き
鹿
児
島
県
大
島
郡
十
島
村
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
特

例
（
昭
和
二
七
年
二
月
九
日
政
令
第
十
五
号
）

平
和
条
約
に
伴
う
朝
鮮
人
、
台
湾
人
に
関
す
る
国
籍
及
び
戸
籍
事
務
の
処
理

に
つ
い
て
（
抜
粋
）
（
昭
和
二
七
年
四
月
十
九
日
、
法
務
府
民
事
局
長
発
、
法

務
局
長
、
地
方
法
務
局
長
宛
通
達
）

五
四

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
一

1

-

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

三
二
七

＿
ニ
ニ
七

＿
ニ
ニ
八： 二

六
二
六

＝
二
八

三
一
九

言
三
二
四

742 



分野別索引

琉
球
列
島
の
統
治
に
関
す
る
大
統
領
命
令
（
仮
訳
）

北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
の
地
位
に
つ
い
て
（
昭
和
二
七
年
九
月
三

日
、
総
理
府
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
照
会
）

北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
の
地
位
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
七
年
九
月

十
二
日
、
外
務
省
条
約
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
回
答
）

①
沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
の
取
扱
に
関
す
る
件
及
び
②

琉
球
列
島
（
沖
縄
）
へ
の
転
籍
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令
に
つ
い
て
（
昭

和
二
九
年
十
一
月
十
二
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
法
務
局
長
、
地
方
法
務

局
長
宛
）

沖
縄
に
お
け
る
本
土
籍
人
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別
紙
甲
、
昭
和
二
九

年
七
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省
民
事
局
長
宛
回
答
）

沖
縄
に
居
住
す
る
本
土
在
籍
者
の
戸
籍
取
扱
に
関
す
る
件
（
別
紙
乙
、
昭
和

二
九
年
十
月
十
一
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
宛
回
答
）

「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て
（
別
紙
丙
、
昭

和
二
九
年
九
月
八
日
、
南
方
連
絡
事
務
局
長
発
、
法
務
省
民
事
局
長
宛
）

「
琉
球
政
府
へ
の
転
籍
」
と
題
す
る
米
民
政
府
指
令
に
つ
い
て
（
昭
和
二
九
年

八
月
九
日
、
那
覇
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
発
、
南
方
連
絡
事
務
局
長

宛
）
．

「
琉
球
列
島
へ
の
転
籍
」
に
関
す
る
米
民
政
府
の
指
令
に
つ
い
て
（
別
紙
丁
、

昭
和
二
九
年
一

0
月
ニ
―
一
日
、
法
務
省
民
事
局
長
発
、
内
閣
南
方
連
絡
事
務

局
長
宛
）

現
地
及
び
本
土
間
に
お
け
る
身
分
法
規
等
の
適
用
の
差
異
か
ら
生
ず
る
諸
障

害
（
昭
和
二
九
年
、
一

0
、
二
八
印
、
法
務
省
民
事
局
第
一
，
一
課
）

五
六

四
・
五

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
―
―
―

五四一・―-・―――

六 ＝―-―-八

三
三
九 六 ： 口

＝＝―-五

三
三
五

三＿―-五
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国際法外交雑誌総索引

深
海
鉱
業
の
暫
定
的
規
制
に
関
す
る
法
律
（
西
独
）

T
H
E
 E
X
E
C
U
T
I
V
E
 O
R
D
E
R
 

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
関
す
る
資
料
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の

実
施
に
関
す
る
若
干
の
立
法
例
及
び
ひ
な
型
法

①
英
国
の
一
九
五
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
法

V
E
N
T
I
O
N
S
 A
C
T
,
 1957 5
 &
 6
 Eli

z, 
2. 
Ch. 5
2
 

G
E
N
E
V
A
 C
O
N
'
 

②
ベ
ル
ギ
ー
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
の
名
称
、
及
び
記
章
及
び
商
標

の
保
護
に
関
す
る
法
律

4
J

U
I
L
L
E
T
 1
9
5
6
,
L
O
I
 R
E
L
A
T
I
V
E
 A
 

L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 
D
E
S
 D
E
N
O
M
I
N
A
T
I
O
N
S
,
 
S
I
G
N
E
S
 
E
T
 

E
M
B
L
E
M
E
S
 D
E
 L
A
 CR
O
I
X
'
R
O
U
G
E
.
 

①
タ
イ
国
の
一
九
五
六
年
の
赤
十
字
法

C
R
O
S
S
 A
C
T
,
 B. E. 2
4
9
9
 (1956) 

深
海
底
硬
鉱
物
資
源
法
（
米
国
）

(
T
R
A
N
S
L
A
T
I
O
N
)
 

④
ス
イ
ス
連
邦
の
一
九
五
二
年
の
、
軍
隊
に
お
け
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の

適
用
に
関
す
る
布
告

A
R
R
E
T
E
D
U
 C
O
N
S
E
I
L
 F
E
D
E
R
A
L
 con, 

c
e
n
a
nt

 

!'appli
cat
i

ons des c
o
n
v
e
nt
i

o
n
s
 d
e
 G
e
n
e
v
e
 clans l'
a
r
m
e
e
 (
D
u
 

2
9
 a
o
ut
 
1952) 

ヽ

9

9

＇ 伺
赤
十
字
国
際
委
員
会
作
成
の
、
赤
十
字
の
名
称
及
び
標
章
に
関
す
る
ひ

な
型
法

M
O
D
E
L
L
A
W
 F
O
R
 T
H
E
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 N
A
M
E
 A
N
D
 E
M
B
L
E
M
 

深
海
採
鉱
（
暫
定
）
法
溢
床
海
採
鉱
活
動
に
関
し
、

目
的
の
た
め
の
規
定
を
定
め
る
法
律
（
英
国
）

R
E
D
 

か
つ
そ
れ
に
関
連
す
る

古

賀

衛
（
訳
）

田

中

則

夫

（

訳

）

高

林

秀

雄

（

訳

）

榎

本

重

治

（

編

）

ノ＼ J¥ ノ＼ 六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

六
〇

五
六

四
・
五

1
0
 

六
八

二
九
三

三
0
1

―

二
九
四

二
九
四

ニ
八
四

ニ
八
四

六

九
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弓索別
昭
和
三
十
二
年
度

冠

録
昭
和
三
十
一
年
度

録 主
要
文
献
目
録

昭
和
二
九
・
三

0
年
度

文
献
目
録

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要

国
際
法
、
国
際
私
法
、
国
際
政
治
外
交
史
主
要
文
献
目

国
際
法
、
国
際
私
法
、
国
際
政
治
外
交
史
主
要
文
献
目

経

塚

作

太

郎

澤

木

敬

郎

五

七

大

畑

篤

四

郎

横藤矢廣波

山井ヶ瀬多

崎 野

昇武善里

信三勝男望

奏

佐

藤

和

男

五
五
ニ
・
―
―
-
•
四

曾横矢中

村山ケ村

崎

保
武

信信勝洸

憂

昭
和
二
八
年
度

録 昭
和
二
七
年
度

録 昭
和
二
六
年
度

録

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
•
国
際
政
治
主
要
文
献
目

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要
文
献
目

国
際
法
、
国
際
私
法
、
外
交
史
・
国
際
政
治
主
要
文
献
目

国
際
問
題
に
関
す
る
文
献
目
録
（
昭
和
九
年
）

資

料

文

献

目

録

深
海
底
鉱
物
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
仏
）

小

谷

鶴

次

古

賀

衛

（

訳

）

五 五 五
五

八

五 五

1
0
 

1
0
六

四
七 八

七

四
ニ
ニ

四
四 二

六
七
六

―
―
六
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国際法外交雑誌総索引

昭
和
三
八
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

録 昭
和
三
七
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

録 昭
和
三
六
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史
主
要
文
献
目
録

文
献
目
録

昭
和
三
五
年
度

目
録

国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

主
要
文
献
目

主
要
文
献
目

岡川本竹小

端浪本川

俊末章正芳

孝人市幸彦

ーユ—·
ノ‘

川畝西土竹

端村

末

屋本

茂正

人繁賢樹幸

.J.... 

ノ‘

大沢筒

::: 
郎郎水

六

内広

田瀬

久善

司男

主

要

文

献

広

瀬

善

男

沢

木

敬

郎

五

九

大

畑

篤

四

郎

国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

日
米
安
全
保
障
条
約
・
同
行
政
協
定
関
係
文
献
（
昭
和
―
二
五
年
一
月
末
現
在
）

杉

山

茂

雄

五

九

昭
和
三
四
年
度

目
録

主

要

文

献

広

瀬

善

男

沢

木

敬

郎

五

八

大

畑

篤

四

郎

昭
和
三
三
年
度

録

国
際
法
、
国
際
私
法
、
国
際
政
治
・
外
交
史
主
要
文
献
目

波

多

野

里

望

澤

木

敬

郎

五

七

大

畑

篤

四

郎

六 六

六
0

四
・
五
•
六

六 六 六

五
九
九

五――＿六

一四
九六一

八
五
六

二
九
〇

六
九
四

六
六
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分野別索引

昭
和
四
六
年
度

昭
和
四
四
年
度
主
要
文
献
目
録

国
連
関
係
主
要
文
献
目
録

昭
和
四
二
年
度

昭
和
四
三
年
度

昭
和
四
五
年
度

国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史
主
要

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

昭
和
四
0
•
四
一
年
度

文
献
目
録

、四 昭
和
一

1

一
九
年
度
国
際
法
・
国
際
私
法
・
国
際
政
治
・
外
交
史

録

主
要
文
献
目

初山尾

瀬本崎

龍敬重

平三義

七

太山尾

田本崎

勝敬重

洪三義

古

大林尾

畑脇崎

篤卜

四シ
重

郎子義

林松本関

岡間野

司 昭

宣博浩一

松鳥広

本居部

三淳和

郎子也

宇鳥田飯

野居中田

重淳

昭子栄茂

筒

井

若

川本竹小

端浪本川

末章正芳・

水・人市幸彦．

六
八

六
七

六
六

六
五

六
五

六一

五
・
六 六 六 六 六

七 ＼
＼
 

J

J

 

六 八
0
六

六
八
八

五
三
一

一六
五
六
八
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国際法外交雑誌総索引

昭
和
四
七
年
度

昭
和
四
九
年
度

昭
和
五

0
年
度

昭
和
五
一
年
度

昭
和
五
二
年
度

一
九
七
八
年
度

一
九
七
九
年
度

一
九
八
0
年
度

昭
和
四
八
年
度

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

濱山最

口内上

惟敏

學介樹

合

濱多山

口喜崎

公

學寛士

土

田多山

中喜崎

俊 公

郎寛士

尻

田桜位

中田田

俊嘉隆

郎章一

［ 

田桜河

中田西

俊嘉直

郎章也

七
....L. 

ノ‘

大木尾

畑
棚崎

篤

四
照重

郎一義

喜

尾

崎

重

義

木

棚

照

一

七

四

大

畑

篤

四

郎

瀬木尾

川棚崎

善照重

信一義

七

大内尾

::: 
郎二義

七

一
九
七

一
五
九

一
六 ＼

＼
 

J

J

 

I
O
 

九
五

九
七

三
四
五口
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分野別索引

一
九
八
六
年

一
九
八
一
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

下浦廣道浅西

垣
田野江一田井

内

耕起健正正正

司央司人彦弘

癸

佐渡浅西

渡
辺田井

友
裡正正

哲之彦弘

岱

佐渡川佐横

渡辺崎藤川

友
裡恭文

哲之治夫新

靡

菊横川佐横

池山崎藤川

恭文

努潤治夫新

人

権大横武

田畑山山

篤

四
真

潤郎潤行

八

青早武，

木田山・

一芳奨

能郎行：

八

一
九
〇

ニ
ニ
四

ニ
ー
五

ニ
ニ
〇

二
五
五

一
八
八
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国際法外交雑誌総索引

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
九
0
年

一
九
九
一
年

一
九
九
二
年

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

月大佐岡桐田

村矢藤野山中

根や

太 よ祐孝則

郎聡ひ子信夫

九

小中齋桐田

久野藤山中

保俊

康一
孝則

之郎彰信夫

九

小斎中兼柳

｀野原原

保俊

敦正
康

之彰郎子治

忍

信野兼柳

夫村原原

隆美敦正

司明子治

土

信野国薬戸

夫村友師田

寺

隆美明八五
ム

司明彦夫郎

欠

下廣道戸薬

田江垣田師

内 寺

耕健正五公

司司人郎夫

心

二
0
三

ニ八―――

二
五
二

――
1
0
八

二
五
七

二
五
五

750 



分野別索引

一
九
九
六
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

九
九
三
年

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

安林長澳小二桜

忠

実

智

尾砂山宮井

康 正利

美行悟司昇人江

奏

都小中箕二松

丸林西砂宮隈

潤 康正

子誠康司人潤

岱

都小中佐今荒

丸林西藤井木

ゃ

潤
よ

教

子誠康ひ直夫

酋

月大岡佐今荒

村矢野藤井木

根や

太 祐よ 教

郎聡子ひ直夫

九

ニ

八

四

三
0
四

―――
1
0
 

ニ

八

六
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国際法外交雑誌総索引

国
際
法
上
の
重
要
文
書
に
関
し
外
務
当
局
者
に
望
む

資

料

そ

の

他

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

二
0
0
0
年

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

主
要
文
献
目
録

有

賀

長

雄

山岡田長児申

元田中田矢

野恵

菜晃美真
マ＇

々枝穂里リ手

1
0
0
 

松今長植児申

田林田松矢

野恵

直真真
マ

哲樹里生リ手

克

松今植高中徳

田林松杉見II
伊

都信直真

哲樹生直子治

克

安林長高小中徳

忠

実

智

尾杉山井川

伊

都信

美行悟直昇子治

危

一
五

ニ
ニ
八

二
二
六

ニ
八
四

二
五
四
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国
際
的
観
察
に
基
け
る
刑
法
改
正
草
案
の
偽
造
罪

清
国
に
於
け
る
列
国
企
業
の
年
表

一
九
0
0
年
万
国
々
際
法
協
会
決
議
一
、
暴
動
蜂
記
の
際
第
三
国
暴
動
国

の
既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
権
利
及
義
務

千
九
0
0
年
第
九
月
万
国
々
際
協
会
決
議
案
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
の
蜂
起

せ
る
既
設
且
つ
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
及
第
三
国
臣
民
の
権
利
義
務

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
一
、
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且

承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
議
事
暴
動
蜂
起
の
際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認

政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

千
九
百
年
万
国
々
際
法
協
会
会
議
録
（
九
月
八
日
午
前
会
議
）
暴
動
蜂
起
の

際
暴
動
国
の
既
設
且
承
認
政
府
に
対
す
る
第
三
国
の
権
利
義
務
（
承
前
）

露
国
義
勇
艦
隊
会
社
定
款
（
千
九
百
二
年
二
月
四
日
裁
可
）

R
E
G
L
E
M
E
N
T
 S
U
R
 L
E
S
 R
A
P
P
O
R
T
S
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
U
X
 

E
N
 M
A
T
I
E
R
E
 D
E
 F
 AI
L
L
I
T
E
.
 
P
r
o
p
o
si
t
i

o
n
s
 
defini
t
i

ves 
d
e
 
la 

C
o
m
mi
ssi
o
n
 d
e
 l'
Inst
i
t

ut
 

d
e
 D
r
oi
t
 i

nt
ernat
i

o
n
al
.
 

東
京
帝
国
大
学
法
科
国
際
公
法
演
習
報
告

第
ニ
―
回
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
プ
万
国
国
際
法
協
会

(Int
ernat
i

onal
L
a
w
 

Assoc1at

10n) 

仏
国
ル
ー
ア
ン
開
会
の
国
際
平
和
会
議

国
際
法
語
訳
字
選
定

松

田

逍

高

橋

作

衛

米

田

奈

良

米

田

奈

良

米

田

奈

良

米

田

奈

．

良

午 吉 吉 吉 吉

五 四 七 六 五 四

一六
二
五 一七

四
八

ニ
八

一
九

五
ー

゜
四
四

一
八

四
九
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南
部
阿
非
利
加
船
貨
会
議

万
国
国
際
法
学
会
本
年
度
の
議
題

国
際
棉
花
会
議

本
年
度
外
交
官
試
験
問
題

万
国
国
際
法
学
会
本
年
度
の
議
題

国
際
鉱
業
会
議
(

M

i

n
e
r
s
'
I
nt

e
r
n
at
i

o
n
a
l
C
o
n
g
r
e
s
s
)
 

国
際
棉
花
会
議

ク
リ
ー
ン
博
士
の
日
露
講
和
条
件

国
際
国
会
会
議

国
際
国
会
会
議

国
際
経
済
会
議

国
際
監
獄
会
議

国
際
海
事
会
議

砂
糖
会
議

波
羅
的
海
、
白
海
会
議

南
阿
船
運
会
議
（
T
h
e
S
o
ut

h
 Af
r
i

c
a
n
 S
hi

p

p

i

n
g
 C

o
n
ference) 

第
二
平
和
会
議
議
題

万
国
国
際
法
学
会
の
本
年
議
題

黒
竜
江
を
国
境
と
す
へ
し

ベ
ー
、
ア
ル
、
バ
ル
フ
ォ
ー
ル

牧

野

英

高

橋

作

衛

寺

尾

亨

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

1
0
 

1
0
 

九 七 七 六 六 五 五 五
1
0
 

九 七

四
九

四
七

六
八

五
四

五
四

六
四

六一 五
六

五
五

五
四

五
四

七
四

五
九 元 六

六
八 言
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万
国
国
際
法
協
会
の
議
題

赤
十
字
条
約
会
議
に
於
け
る
日
英
の
態
度

戦
争
の
宣
言
に
関
す
る
議
題

ナ
タ
ル
に
於
け
る
軍
法

(
M
ar
t
i

al
L
a
w
 
i

n
 N
at

al) 

局
外
中
立
法
案

局
外
中
立
法
案
（
承
前
）

海
賊
の
処
分
に
関
し
国
際
法
学
会
の
為
し
た
る
建
議
に
対
す
る
法
律
取
調
委

員
会
の
回
答

帝
国
大
学
国
際
法
演
習
報
告

博
士
論
文
審
査
の
要
旨

明
治
四
十
年
二
月

帝
国
大
学
国
際
公
法
演
習
報
告
（
承
前
）

帝
国
大
学
国
際
公
法
演
習
報
告
（
承
前
）

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
開
会

中
立
法
規
に
関
す
る
万
国
国
際
法
協
会
提
案

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績

第
二
回
万
国
平
和
会
議
の
成
績
（
二
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
三
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
四
）

無 無 無 無 渡

部

名 名 名 名

遠

藤

源

高

氏 氏 氏 氏 信 六

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

ア
ル
ベ
リ
ッ
ク
、
ロ
ー
ラ
ン

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン

リ
シ
ャ
ー
ル
、
ク
リ
ー
ン

↓

橋

作

衛

六 六 六 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四

六 五 五 四 九 八 七 五
1
0
 

四 六
九

五
九

五 五
六

四
五

五
四

四
七

四
九

四
〇

四
八 五

五
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カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て
（
承
前
）

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

カ
ア
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
第
一
部
の
活
動

万
国
国
際
法
学
会
飛
行
機
法
案

外
交
官
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
程

i

r
n
m
u
ni
t

es di
p

l
o
m
a
t
i
q
u
e
s
)
 

領
事
の
特
権
に
関
す
る
万
国
国
際
法
学
会
の
規
定

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
sur les 

1
m
m
u
mt
es c
o
n
s
u
l
ai
res) 

L
E
A
G
U
E
 O
F
 R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
.
赤
十
字
連
盟

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

C
O
M
P
T
E
,
R
E
N
D
U
 S
U
R
 L
'
A
C
A
D
E
M
I
E
 D
E
 D
R
O
I
T
 I
N
T
E
R
N
A
'
 

T
I
O
N
A
L
 D
E
 L
A
 H
A
 
Y
E
 19
2
3
 

飛
行
機
に
関
す
る
平
時
規
則

決
議

日
清
採
木
公
司
業
務
章
程

鴨
緑
江
採
木
公
司
業
務
章
程
に
関
す
る
覚
書

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
六
）

第
二
回
平
和
会
議
の
成
績
（
五
）

博
士
論
文
審
査
の
要
旨

一
九
一

0
年
万
国
々
際
法
学
会
、
巴
里
会
議

(
R
e
g
l
e
m
e
nt
 
sur les 

M
A
C
H
I
D
A
 JIT
S
U
O
 

蠍

山

政

道

螺

山

政

道

宮

岡

恒

次

郎

澤

田

廉

澤

田

廉

会

澤

田

廉

澤

田

廉

無 無

名 名

（

訳

）

（

訳

） 員

（

訳

）

（

訳

） 氏 氏

二
0

二
0

一八
1
0
 

1
0
 

1
0
 

七 七 六 六 六

四

四

一

五

四
1
0

七
八
八

九 九
I
O
 

七 七

： ： ロ 五
九 五

六
九
八

六
九
六

五
五

五
J¥ 

五
六

四
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D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 D
E
S
 G
O
U
V
E
R
N
E
M
E
N
T
S
 D
E
S
 E
T
A
T
S
|
u
,
 

N
I
S
,
 
D
E
 L
A
 F
R
A
N
C
E
,
 D
U
 R
O
Y
A
U
M
E
ー
U
N
I
E
T
 D
E
 L
A
 

T
U
R
Q
U
I
E
 

(2e.) 
A
C
T
E
 D
E
 C
O
N
C
E
S
S
I
O
N
 d
u
 V
i

ce R
oi
 
d'Eg
y
p
t
e, 
et
 
C
a
hi
er 

des 
C
h
a
rg

es, 
p

o
u
r
 
la 
C
o
n
s
tru
ct
i

o
n
 
et
 

!'Exp

loi
t

ation 
d
u
 
C
a
n
a
l
 

M
住

t

i

m
e
d
e
 S
u
e
z
 et
 
D
ep

endances. 
A
l
e
x
a
n
d
ri
e, 
le 5
 
J

a
n
vi
er, 1
8
5
6
.
 

ア
ジ
ア
法
律
諮
問
委
員
会
に
つ
い
て
（
仮
訳
）

最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
学
界
に
つ
い
て

安
全
保
障
に
関
す
る
雑
誌
論
調

安
全
保
障
に
関
す
る
新
聞
論
調

ド
イ
ツ
国
際
法
学
界
の
近
況

西
欧
統
合
運
動
関
係
日
誌
一
九
四
七
年
三
月
ー
一
九
五
―
一
年
九
月
（
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
」
の
結
成
か
ら
「
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
」
採
択
の
前
後

ま
で
）

一
九
四
―
|
―
九
五

0
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
界
の
展
望
（
下
）

一
九
四
一
ー
一
九
五

0
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
界
の
展
望
（
中
）

一
九
四
―
|
―
九
五

0
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
界
の
展
望
（
上
）

日
本
の
加
入
せ
る
条
約
目
録
（
昭
和
六
ー
十
年
）

ワ
ル
シ
ャ
ウ
会
議
印
象
（
ド
ク
ト
ル
・
ベ
ロ
ッ
ト
の
死
）

五
六

五
六

五
六

又

正

雄

五

又

正

雄

五

小

田

寺

澤

滋

五
五

石

本

泰

雄

五

又

正

雄

五

〇

又

正

雄

五

〇

又

正

雄

五

〇

小

谷

鶴

次
浦

義

＇

道

五
ニ
八

四

二
0
0

一
九
五

1
0
0
 

： 三
0
四

二
0
ニ

九一 六
八

五

五
四

四

一

〇

ー• O 

： 六
九

九
八
六
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国
際
法
協
会
一
九
七
八
年
マ
ニ
ラ
大
会
参
加
報
告

ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
第
七
一
年
次
大
会
に
お
け
る
日
米
両
学
会
共
催
部
会

の
総
観

国
際
法
委
員
会
第
三

0
会
期
の
審
議
概
要

国
連
重
要
事
項
年
表
(
-
九
六
六
ー
一
九
七

0
年）

「
人
類
が
生
き
残
る
た
め
の
会
議
」
の
報
告

D
r
a
f
t
 C
o
n
v
e
nt
i
o
n
 o
n
 the
 L
a
w
 of
 
T
r
e
at
i

es 

国
連
重
要
事
項
年
表
(
-
九
五
六
ー
一
九
六
五
年
）

C
o
n
v
e
nt
i
o
n
 e
ntre
 le 
V
i

c
e
,
R
oi
 

d
'
Eg
y
p
t
e
 et
 

la 
C
o
mp
ag
ni
e
 U
ni, 

verselle d
u
 C
a
n
a
l
 M
a
ri
t
i
m
e
 d
e
 Suez. 
Si
g
n
e
e
 a
u
 C
ai
re, 
le 2
2

 F
e
v
,
 

ri
er 1
8
6
6
.
 

日
ソ
関
係
年
表

ソ
連
国
際
法
学
界
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て

(
-
)
|
-
C
o
B
e
T
C
K
H
:
i
i
:

E
詞
e
r
o
祠
H
K
M
e.
m
)
J
;
y
H
a
p
o)J;
H
o
r
o
 IIpaBa (
S
o
vi
et
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 of
 

Int
erna, 

gnal L
a
w
)
,
 1
9
5
8
,
 1
9
5
9
 11: 
1
9
6
0
.
 

ソ
連
国
際
法
学
界
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）
ー
C
o
e
e
T
o
R
且

E
詞
e
r
o
A
H
H
R
M
e
m
A
y
H
ap
o
A
H
O
r
o
 Ilp
a
e
a
 (
S
o
vi
et
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 of
 

Int
erna, 

t
i
o
n
a
l
 L
a
w
)
,
 1
9
5
8
,
 1
9
5
9
 11: 
1
9
6
0
.
 

最
近
の
ス
ペ
イ
ン
国
際
法
学
界

日
韓
関
係
年
誌

日

向

精

義

七

七

高

野

雄

横

田

喜

関

野

昭

郎

西

俣

昭

雄

内

田

久

司

内

田

久

司

関

野

昭

七
七

七
六

六
九

六
七

六
五

...L. 

ノ‘ ＇ ノ‘ 六 五
六

六

六
四
五

五

五

二

六

四

六
九
四
・
五
・
六

六
四
四
・
五 四 五 四

六
0

四
・
五
・
六

七
七

四

五

二

四
一四 ＝

三
五

四
三
八

三
八
一

五
01
――

＿―-七五

四
四
三

九
一
六

8
 

5
 

7
 

二
0
八
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万
国
国
際
法
学
会
ー
|
第
六
二
回
ヘ
ル
シ
ン
キ
会
議
出
席
の
機
会
に
ー
ー
＇

国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
四
年
選
挙
及
び
国
際
法
委
員
会
の
一
九
八
五
年

補
欠
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

国
際
法
委
員
会
第
三
六
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
協
会
第
六
一
回
(
-
九
八
四
年
）
パ
リ
大
会
報
告

国
際
法
委
員
会
第
三
一
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
二
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
協
会
一
九
八

0
年
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
会
参
加
報
告

国
際
法
委
員
会
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
一
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

ー
国
際
法
委
員
会
の
議
席
拡
大
を
中
心
に

I

国
際
法
委
員
会
第
三
三
会
期
の
審
議
の
概
要

国
際
法
委
員
会
第
三
四
会
期
の
審
議
概
要

、
国
際
法
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ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
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第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
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国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
七
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

国
際
法
協
会
第
六
三
回
(
-
九
八
八
年
）
ワ
ル
ソ
ー
大
会
報
告

国
際
法
委
員
会
第
三
九
会
期
の
審
議
概
要

軍
縮
会
議
に
お
け
る
化
学
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
の
現
状

国
際
法
委
員
会
の
一
九
八
六
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

国
際
法
委
員
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第
三
七
会
期
の
審
議
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概
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国
際
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条
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採
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国
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国
際
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委
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第
三
八
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の
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概
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四
0
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概
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イ
ト
メ
ン
ト

国
際
法
委
員
会
第
四
一
会
期
の
審
議
概
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ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
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メ
ン
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ア
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係
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三
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ア
メ
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外
関
係
法
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三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
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ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
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際
法
協
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第
六
四
回

ラ
リ
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報
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一
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ク
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ン
ズ
ラ
ン
ド

一
九
九

0
年
度
カ
ナ
ダ
国
際
法
学
会
年
次
総
会
の
概
要

ア
メ
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係
法
第
三
リ
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テ
イ
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メ
ン
ト

国
際
法
委
員
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第
四
二
会
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審
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概
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ア
メ
リ
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ア
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リ
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係
法
第
三
リ
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テ
イ
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メ
ン
ト
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際
法
委
員
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三
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際
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国
際
法
協
会
第
六
九
回
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二

0
0
0
年
）
ロ
ン
ド
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（
連
合
王
国
）
大
会
報

告 国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
九
九
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

一
九
九
六
年
第
二
回
日
米
加
三
国
国
際
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
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「
国
際
法
の
諸
問

題
に
関
す
る
日
米
加
の
視
点
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（
ア
ト
ラ
ン
タ
／
ワ
シ
ン
ト
ン
大
会
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報
告
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シ
ン
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ィ
ン
ラ
ン
ド
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お
け
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国
際
関
係
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究
教
育
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と
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ン
ケ
ー
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調
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の
報
告
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国
連
国
際
法
委
員
会
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四
八
会
期
の
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議
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要

国
連
国
際
法
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会
第
四
九
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期
の
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際
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六
年
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て

国
際
法
協
会
第
六
七
回

大
会
報
告

（
一
九
九
六
年
）

国
際
法
委
員
会
の
一
九
九
六
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

山

田

中

正

九

九

九
九

九
九

兼

原

信

克

九

九

山

田

中

正

九

八

山

田

中

正

九

七

九
七

山

田

中

正

九

七

山

田

中

正

九

六

九
六

長

嶺

安

政

九

六

九
六

長

嶺

安

政

九

五

九
五

六 五 六 六 六

七
二
三

六
一
八

五

五

六

六 九
六

八
二
0

六
四
〇

五

五

四 一
六
八

三
八
八

―
―
七

五
八

六
五
九

三
八
八

763 



国際法外交雑誌総索引

訃
報
小
田
徳
五
郎

訃
報

穂
積
八
束
博
士

訃

報

侯

爵

訃
報
法
学
博
士
鳩
山
和
夫

蘭
ベ
ル
モ
ン
男
爵
の
長
逝

白
耳
義
国
際
法
大
家
ナ
イ
ス
氏
の
性
行

カ
ル
ボ
ウ
氏
を
弔
す

梅
博
士
の
逝
去

二
等
書
記
官

ホ
ル
ラ
ン
ド
博
士
の
辞
職
の
報

小
村
壽
太
郎

訃
報
大
使
館

小
西
孝
太
郎

仏
国
学
界
の
為
め
に
哀
悼
の
辞
を
呈
す

送
加
輻
雖
川
両
学
士
序

国
連
国
際
法
委
員
会
第
五
三
会
期
の
審
議
概
要

ロ
ー
ラ
ン
、
ジ
ャ
ク
マ
ン
博
士
の
逝
去
を
悼
む

嗚
呼
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
、
ペ
レ
ル
ス
博
士

そ
の
他
人
事
消
息

国
際
法
委
員
会
の
二
0

0
一
年
選
挙
結
果
に
つ
い
て

高

橋

作

衛

九

高

橋

作

衛

九

長

岡

春

高

橋

作

衛

藤

井

賓

木

島

孝

蔵

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

山

田

中

正

堀

之

内

秀

久

1
0
 

1
0
 

六 五 五 四 1
0
0
 

1
0
0
 

四 四 J¥ 八 六 五 六

三
四
五

三
四
五

三
0
四

三
0
四

二
五

二
五

五
七

四
1
0
 

五 六
八
五

五

七

六

764 



分野別索引

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
と
其
著
書
国
際
法

立 立

作

太

郎

作

太

郎

訃
報

雑
誌
編
纂
主
任
法
学
博
士

高
橋
博
士
略
伝

高
橋
博
士
著
述
目
録

評
議
員
有
賀
博
士
ノ
卒
去

高
橋
作
衛

ォ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
の
追
憶

英
国
新
進
の
国
際
法
学
者
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授

タ
マ
ス
、

ベ
ー
テ

高

橋

作

衛

二
0

二
0

一九 一九 一九
一
八

一
八

五 九

八

七

九

八

六

訃
報

一
八

訃
報

国
際
私
法
統
一
の
創
業
者
ア
ッ
セ
ル
博
士

水
野
幸
吉

支
那
駐
箭
全
権
公
使

カ
ー
ネ
ー
ギ
ー
氏

山
座
圃
次
郎

1
0
 

訃
報

訃
報
岡
崎
逹
光

訃
報

ウ
エ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士
の
日
本
に
関
す
る
最
後
の
言
葉

日
本
の
恩
人
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
ク
博
士

阿
部
守
太
郎

国
際
私
法
の
大
家
和
蘭
国

ア
ッ
セ
ル
博
士

弔

詞
ウ
ェ
ス
ト
レ

rク
博
士
の
肖
像
並
筆
跡

訃
報

英
国
国
際
法
大
家

ジ
オ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士

山

田

良

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

1
0
 

八 八 八 七

ニ
四

111 

六
四

八
九

六
四
八

六
四
五

765 



国際法外交雑誌総索引

名
誉
会
計
主
任
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評
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郎
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訃

評
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員

総
長
弔
辞

常
務
理
事
立
作
太
郎
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士
逝
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外
務
大
臣
弔
辞

奥
平
武
彦
氏
逝
去

本
会
理
事
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道
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士

松
田
道
一
博
士
略
歴

本
会
名
誉
会
員

長
岡
春
一
博
士

弔
辞

略
歴

理

事

故

立

作

太

郎

博

士

ポ
リ
テ
ィ
ス
の
訃

江

川

英

文

五

内

田

詳

重

光
山

田

横

田

喜

五 五 四
八

四
八

四
八

四
八

四
八

四
八

四
七

四 四

葵

四
四

良

四
四 四

郎

四

六 六 六 六 六 六 四

五

七

四

六 六 六 六 六
-I  

ノ‘ 六

六
四
九

七
七
三

七
七

―
二
五

六
三
五

六
三
四

六
三
四

六

七

七

0
六

767 



国際法外交雑誌総索引

故
江
川
英
文
先
生

山
田
―
―
＿
良
先
生
の
訃

池

原

季

雄

弔
辞

山
田
三
良
博
士

信
夫
淳
平
博
士
の
長
逝
を
悼
む

百
々
巳
之
助
博
士
の
訃
を
悼
む

横

田

喜

郎

六
五

六
四

六
四

略
歴

六
四

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
君
弔
詞

ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士
逝
去

故
ト
ー
マ
ス
・
ベ
ィ
テ
ィ
博
士
の
生
涯
と
業
績

理
事
山
下
康
雄
教
授
の
急
逝

理
事
長
弔
辞

名
誉
理
事
長

故

前 英

原

光

雄

大

平

善

梧

故
山
川
端
夫
博
士
を
憶
う

田
中
博
士
の
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
の
当
選
に
つ
い
て

山

田

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
判
事
の
逝
去
を
い
た
む

又

正

雄

五

九

ハ
ド
ソ
ン
教
授
の
死
去

横
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名
誉
会
員
安
井
郁
氏
の
訃

七
九

九

769 

名
誉
会
員
久
保
岩
太
郎
氏
の
訃

嘉
納
孔
理
事
の
御
逝
去
を
悼
む

理
事
嘉
納
孔
氏
の
訃

名
誉
会
員
榎
本
重
治
氏
の
訃

名
誉
会
員
野
見
山
温
氏
の
訃

入
江
啓
四
郎
教
授
の
逝
去
を
悼
む

訃
報
名
誉
会
員
佐
藤
信
太
郎
氏

小
田
滋
理
事
国
際
司
法
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所
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に
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選
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乎

大
沢
章
先
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の
長
逝
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悼
む

田
中
博
士
の
逝
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悼
む

一
又
正
雄
理
事
の
逝
去

一
又
正
雄
博
士
の
逝
去
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悼
む

植
田
捷
雄
名
誉
会
員
の
逝
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植
田
捷
雄
君

鹿
島
守
之
助
名
誉
会
員
逝
去

高
柳
教
授
の
逝
去
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悼
む

江
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授
の
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悼
む
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瞳 訃
報

訃
報
．
名
誉
会
員

神
谷
龍
男
教
授
哀
悼

名
誉
会
員

故
田
岡
良
一
先
生
の
国
際
法
研
究
の
あ
と
を
顧
み
て

田
岡
良
一
名
誉
理
事
の
逝
去
を
悼
む

理
事
・
監
事

名
誉
会
員

名
誉
会
員

名
誉
会
員

三
谷
隆
信
氏

田
村
幸
策
氏

坂
野
正
高
氏

西
山
重
和
氏

斎
藤
武
生
氏

松
本
俊
一
氏

伊
藤
不
二
男
氏

斎
藤
武
生
先
生

伊
藤
不
二
男
先
生
の
逝
去
を
悼
む

訃
報

坂
野
正
高
理
事
を
悼
む
の
文

訃
報
名
誉
会
員

訃
報

高
垣
寅
次
郎
氏

訃
報

訃
報

訃
報
名
誉
会
員

川
上
敬
逸
先
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の
逝
去
を
悼
む

皆
川
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名
誉
理
事
の
逝
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を
悼
む

名
誉
会
員

久
保
岩
太
郎
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授
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偲
ぶ
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誉
会
員

前
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光
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名
誉
理
事
の
逝
去
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悼
む

名
誉
理
事
長

横
田
喜
三
郎
名
誉
理
事
長
の
逝
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悼
む

訃
報

訃
報
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誉
会
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小
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氏
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国
際
法
学
会
戦
後
二
五
年
史

式
典
記
事

田
中
耕
太
郎
氏
祝
辞

高
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畑
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郎
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国
際
法
外
交
雑
誌

国
際
法
協
会
日
本
支
部
会
設
立

国
際
法
学
会
小
史
（
自
明
治
三
十
年
創
立
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時
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十
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H
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S
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法
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辞
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辞
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）

八
九

八
九

八
九

八
九

1、1、
J

J

 

¥

1

、

J

J

 

博

七

六

賢

七
七
〇

六
九

六

六
0
五
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五

五

一

九

三
・
四 六 五

四
〇 一

七
三

八
六
二

0

五

五

二

九
四
六

―
二
五

四

四

〇
六
六



国際法外交雑誌総索引

国
際
人
権
法
と
家
族
関
係
に
関
す
る
日
本
法

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

韓
国
国
際
私
法
の
改
正

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

(

―

二

）

（
一
三
）

（
一
五
・
完
）

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
後
の

E
u
に

お

け

る

国

際

私

法

欧

州

統

合

と

国

際
私
法
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
~

（
一
四
）

(

―

-

)

 

(

1

 

0

)

 

（九）
（八）

（七）

青

木
中

西

鳥

居

淳

清 康

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
閲
咎
祐
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
芸
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
先
閲
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
夜
別
公
図
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
匁
脚
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
盟
染
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
匁
図
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
餓
疫
云
（
訳
）

ア
メ
リ
内
別
公
因
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
趾
図
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
芸
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
闊
絃
狂
守
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

1
0
0
 

1
0
0
 

子

九

七 九 九 九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

八
九

六 四 四 六 五 四 六

七
八
九

三
五
一

五
三
五

一
五 八

九

七
五
七

六
四

三
八
一

五
三
二

一
四 五

四

ーエ
公

J¥ 
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分野別索引

国
際
私
法
の
機
能
に
つ
い
て

国
際
的
行
為
に
就
て

共
通
法
に
就
て

（
承
前
完
）

国
際
私
法
の
衝
突

国
際
私
法
法
規
適
用
上
の
若
干
問
題

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
（
三
・
完
）

国
際
私
法
に
お
け
る
二
つ
の
学
派
ー
特
に
大
陸
学
派
と
比
較
し
て
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
学
派
に
つ
い
て
l

国
際
私
法
に
お
け
る
二
つ
の
学
派
（
ニ
・
完
）

し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
派
に
つ
い
て
|
|
‘

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
（
二
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
法
律
変
更
(
-
)

共
通
法
に
就
て

法
律
の
抵
触
の
意
義
に
就
て

准
国
際
私
法
（
合
o

i

t

p
ri
ve i
nt
er l
o
c
a
l
)
 

国
際
的
行
為
に
就
て

国
際
私
法
総
論

（
第
二
巻
第
十
二
号
と
続
け
て
読
む
べ
し
）

ー
特
に
大
陸
学
派
と
比
較

折

茂

折

茂

折

茂
山

口

弘

山

田

山

田

山

田

山

口

弘

山

口

弘

山

口

弘

豊

四

七

豊
四
一

豊
四
一

久

保

岩

太

郎

三

九

久

保

岩

太

郎

三

九

久

保

岩

太

郎

三

九

久

保

岩

太

郎

三

七 良 良 良

二
0

一六 一六 J¥ 

九

七

五

J¥ 六 五
1
0
 

七 九 J¥ 五 四

六一
六
六

四
七
五

六
五

八
七

九
八

＿―-九四

七＿―-九

六
九
九

六 二
七
八

1

0
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国際法外交雑誌総索引

「
国
際
私
法
の
危
機
」
と
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
利
益
分
析
論
ー
カ
リ
ー
の
基
礎
理
論
を
中
心

と
し
て
|
—

外
国
公
法
の
適
用
と

11

考
慮
I
I
I
い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
論
の
検
討
を
中
心

と
し
て
|
|

(

-

)

 

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
（
ニ
・
完
）

横

山

開

八

、
1

砂

/II 

恵

伸

J¥ 

櫻

田

嘉

章

七

九

鳥

居

淳

鳥

居

淳

子

七

五

子

七

五

六 五

四

八

五

四

四

五

五

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
（
一
）

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
三
・
完
）

丸

岡

松

雄

七

〇

四

六
八

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
二
）

三
七
七： 

丸

岡

松

雄

七

〇

一
六
七

丸

岡

松

雄

七

〇

私
法
の
効
力
範
囲
と
国
家
主
権

ケ
イ
ヴ
ァ
ー
ス
の
法
選
択
手
続
理
論
（
一
）

林

脇

卜

シ

子

六

八

国
際
私
法
に
お
け
る
最
近
の
既
得
権
説
に
つ
い
て

西

賢

五

七

五

四

七

四

沖
縄
に
関
す
る
準
国
際
私
法
問
題

久

保

岩

太

郎

五

四

： 
一
四

包
括
準
拠
法
と
個
別
準
拠
法
衝
突
規
則
の
衝
突
問
題
の
一
側
面
I

久

保

岩

太

郎

五

四

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
国
際
私
法
理
論
に
関
す
る
一
研
究
（
下
）

桑

田

郎

五

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
国
際
私
法
理
論
に
関
す
る
一
研
究
（
上
）

桑

田

郎

五

準
国
際
私
法
の
性
質
に
つ
い
て

齋

藤

武

生

四

八

五

二
七
五

六
五
五

一七一

（
ニ
・
完
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
於
け
る
国
際
私
法
論
の
構
成

国
際
私
法
の
機
能
に
つ
い
て

川

上

太

郎

四

八

折

茂

豊

四

八

三＿―-九

三

八

七］ 
782 



分野別索引

難
民
条
約
第
―
二
条
に
つ
い
て
ー
ー
ー
難
民
の
属
人
法
問
題

本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案
に
つ
い
て

奥

田

安

弘

九

八

溜

池

良

夫

八

江

川

英

文

五

四

四 四

3
 

二
九
七

87
 

三

四

五

四
0
九

国
際
私
法
に
於
け
る
不
統
一
法
国
法
の
指
定

本
国
法

国
際
私
法
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
の
問
題

国
際
私
法
に
於
け
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定

法
律
関
係
の
性
質
決
定

国
際
私
法
に
於
け
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
関
す
る
論
争
（
一
）

国
際
私
法
に
於
け
る
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
関
す
る
論
争
（
ニ
・
完
）

再
び
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
就
て

国
際
私
法
に
お
け
る
法
性
決
定
問
題
に
関
す
る
一
考
察
~
矢
ケ
崎
助
教
授

の
新
提
案
に
関
連
し
て
l

英
国
の
「
一
九
八
四
年
外
国
出
訴
期
間
法
」
ー
国
際
私
法
に
お
け
る
消
滅

時
効
・
出
訴
期
限
の
性
質
決
定
I

本
国
法
主
義
と
未
承
認
国
家
の
国
籍
法

ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
論
」
の
理
論
構
造

江

川

英

文

四

高

桑

昭

八

浦

正

人

浦

正

人

五

七

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

江

川

英

文

六

゜゚
二
六

佐

藤

や

よ

ひ

九

七

五 六 四 四 六 J¥ 

六
八
四

ニ

四

五

三
二
七

四
三
七

五
0
七

九

八

三

六
七
一
三

五

四

四

五

三
0
1



国際法外交雑誌総索引

国
際
私
法
上
の
先
決
問
題
に
つ
い
て

先
決
問
題

沖
縄
に
施
行
さ
れ
た
旧
日
本
法
令
は
、
外
国
法
で
は
な
い
か

住
所
地
法
・
常
居
所
地
法

T
h
e
 A
ng
l
o
,
A
m
e
ri

can N
ot
i

o
n
 of
 

"
D
o
mi

cil
e" 

外
国
法
の
適
用

外
国
法
の
適
用
に
つ
い
て
1

と
く
に
山
口
博
士
と
跡
部
博
士
と
の
学
説
を

中
心
と
し
て
ー
~

国
際
私
法
上
に
於
け
る
先
決
問
題
（
一
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
先
決
問
題
（
ニ
・
完
）

外
国
国
有
化
法
と
「
公
序
」

公
序

法
例
の
改
正
規
定
と
常
居
所
基
準
説
の
論
拠
に
つ
い
て

本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案
に
つ
い
て

浦

正

人

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

大

郷

正

夫

五

四

折

茂
折

茂
妹

場

準

Th. B
at
y
 

豊 豊

六
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四
九
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江

川
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文

五

四

゜
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〇

： 四 五 四

六
六
八

一
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九

三
四
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八
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三
0
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五

五

0
八
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分野別索引

法
例
改
正

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一

0
0年

わ
が
古
典
的
国
際
私
法
学
説
の
再
評
価

沿
革
・
学
説
史

外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の
原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の

若
干
の
史
的
考
察

日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
七

0
年
ー
と
く
に
山
田
三
良
お
よ
び
江
川
英
文

を
中
心
と
し
て
1

日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
の
発
展
過
程
と
そ
の
課
題

法
例
修
正
案
に
関
す
る
参
考
書
と
理
由
書
ー
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
に
お

け
る
立
法
資
料
の
取
扱
—
|

日
本
に
お
け
る
国
際
私
法
研
究
の
発
展

[
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基
本
的
視
座
1

婚
姻
・
親
子

を
中
心
と
し
て
|
|

法
例
改
正
の
中
間
報
告

「
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
に
つ
い
て

田

村

精

西

八
六

5
 

7
 

四
五

8

賢

八

五

松田妹澤

岡村場木

精準敬

博ー一郎

倫

櫻

田

嘉

章

九

六

池

原

季

雄

九

高

桑

昭

八

六

岡

本

善

八

七

川

上

太

郎

七

JII 

上

太

郎

矢

ケ

崎

武

勝

六
五

六

六

四
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五
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四
・
五
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四
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五
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六
0
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一
七
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一
五
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五
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五
五
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二
九
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一
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国際法外交雑誌総索引

本
国
法
と
住
所
地
法
の
抵
触
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
条
約
案
に
つ
い
て

第
六
回
海
牙
国
際
私
法
会
議

相
続
及
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
十
号
の
続
き
）

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
四
巻
第
十
号
の
続
）

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評

ハ
ー
グ
条
約

「
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
試
案
」
の
公
表

法
例
の
改
正
規
定
と
常
居
所
基
準
説
の
論
拠
に
つ
い
て

国
際
婚
姻
．
栽
子
法
の
改
正
要
綱
試
案

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
第
八
号
の
続
き
）

国
際
私
法
条
約
の
解
釈

遺
言
の
方
式
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て

C
O
N
V
E
N
T
I
O
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M
A
T
I
E
R
E
 
D
E
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M
E
N
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R
E
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U
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E
S
 

F
O
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C
O
N
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D
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L
O
I
S
 
E
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D
E
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D
I
S
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S
I
T
I
O
N
S
 

T
E
S
,
 

「
法
例
改
正
中
間
報
告
」
に
つ
い
て

村

岡

郎

JI I 

上

太

郎

江

川

英

文

五

四

江
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山
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弘
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弘
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国
際
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改
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究
会
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分野 別索引

国
際
私
法
に
於
け
る
禁
治
産
制
度

江

川

英

文

五

九

八

二

九

8

77
 

久

保

岩

太

郎

七

渉
外
行
為
能
力
論
（
一
）

久

保

岩

太

郎

六

五
六
九

権
利
能
力
の
準
拠
法

渉
外
行
為
能
力
論
（
ニ
・
完
）

七五―――

山

口

弘

六

ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
と
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法

外
国
判
決
承
認
執
行
に
つ
い
て
の
ハ
ー
グ
条
約
と
日
本
で
の
立
法
論

「
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
試
案
」
の
公
表

国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て

「
子
の
奪
取
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
の
実
際
の
適
用
と
日
本
に
よ
る
批
准
の

可
能
性
．

四五―――

能
力

織

田

有

基

子

九

五

一七

鳥

居

淳

子

九

六

七
0
七

九

国

際

私

法

改

正

研

究

会

代

表

池

原

季

雄

四
•
五

五
九
五

道

垣

内

正

人

九

四
・
五

五
五
六

松

岡

博

九

四
・
五

五
二
三

司
法
共
助
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約

寺

田

逸

郎

九

四
・
五

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
条
約
と
国
際
私
法
の
統

高

桑

昭

九

四
・
五

四
五
八

四
八
四

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
一

0
0年

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
S
 O
F
 L
A
W
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 

T
O
 T
H
E
 F
O
R
M
 O
F
 T
E
S
T
A
M
E
N
T
A
R
Y
 D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N
S
 

ヘ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
け
る
最
終
条
項

池

原

季

雄

九

高

桑

昭

七

七 六―

四
・
五
四
四
九

五

五

〇

二
九
二



国際法外交雑誌総索引

外
国
会
社
に
関
す
る
大
審
院
判
例
に
付
き
て

印
度
会
社
法
の
二
三
の
問
題
ー
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
六
）

I

条
約
に
依
る
外
国
法
人
の
認
許

ロ
ー
マ
条
約
第
五
八
条
に
お
け
る
会
社

外
国
法
人
の
認
許
と
混
合
経
済
会
社
1

国
際
私
法
に
お
け
る
法
人
の
多
元

ヒィ我
が
国
の
商
法
（
会
社
法
）
規
定
の
国
際
的
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に

つ
い
て法

律
行
為
（
方
式
、
代
理
、
意
思
表
示
な
ど
）

渉
外
法
律
行
為
方
式
論

6̂
Ac昔
g
a
s
 c
o
m
mi
ssi
o
n
 a
g
e
nt
s"
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
七
）

法
人
の
属
人
法
に
つ
い
て

国
際
私
法
上
に
お
け
る
法
人
の
人
格

法
人

高

柳

賢

久

保

岩

太

郎

高

桑
岡

本

善

八

．

八

岡

本

善

八

山

田

錬

山

田

錬

山

田

錬

高

柳

賢

昭

九

九

花

岡

敏

夫

六

八

五

・

六

五

七
五
〇

五
〇 六

七 四 六

三
一
四

六

七

五

五
六
九

―
―
七

五

四

六

七 ニニ五
二
七
二 六

788 



分野別索引

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て

北
清
事
変
個
人
損
害
賠
償
の
件
（
外
務
省
告
示
第
十
二
号
）

文
化
財
の
国
際
的
保
護
と
国
際
取
引
規
制

外
国
国
有
化
法
と
「
公
序
」

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決

ヨ
第
二
、
九
四
二
号

船
舶
抵
当
権
の
準
拠
法
に
付
て

運
送
中
の
動
産
に
関
す
る
物
権
移
転
の
準
拠
法

債
権
（
含

物
権

(

1

)

東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決

債
権
者
代
位
•
取
得
、
製
造
物
責
任
）

昭
和
二
十
八
年

イ
ラ
ン
石
油
事
件
判
決
．
（
2
）
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
昭
和
二
十
八
年

（
ネ
）
第
八
九
九
号
（
原
審
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
二
十
八
年
（
ヨ
）
第
二
、

九
四
二
号
）

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て
（
第
六
巻
第
八
号
の

続）財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て
（
第
七
巻
第
三
号
の

続）

山

口

弘

山

口

弘

山

口

弘

河

野

俊

行

九

折

茂

豊

江

川

英

文

七 七 六
六 五 五

入

江

良

之

七

六 J¥ 九 六 五 九

二
七

四
〇

六
八
五

三
八
二

二
0
九

二
0

1
0

九
七
七

二
六

789 



国際法外交雑誌総索引

国
家
契
約
に
お
け
る
裁
判
権
免
除
と
準
拠
法

強
行
的
法
規
の
特
別
連
結
論
に
つ
い
て

強
行
的
法
規
の
特
別
連
結
論
に
つ
い
て
(

-

)

 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
規
と
そ
の
渉
外
的
効
力
に
つ
い
て

金
約
款
問
題
の
準
拠
法
ー
'
|
特
に
米
国
金
弗
約
款
廃
棄
共
同
決
議
の
適
用
範

囲
と
関
連
し
て
l

外
貨
債
処
理
法

日
独
翻
訳
契
約

P
O
L
I
T
I
C
A
L
,
 M
O
N
E
T
 A
R
Y
 A
N
D
 F
I
S
C
A
L
 L
A
W
S
 

C
o
m
mi
ssi
o
n
s
 ;
 Co
u
rt
ag
e
 ;
 Ma

n
d
at
s
 Co
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 

多
数
州
際
的
名
誉
毀
損
の
抵
触
法
問
題
ー
ー
_
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
場
合
ー
ー
l

イ
ギ
リ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
国
際
主
義
ー
~
と
く
に
契
約
自
由
と
の
関
連

に
お
い
て
ー
~

（

ニ

・

完

）

抵
触
法
に
お
け
る
代
位
責
任
（
v
icar
io
u
s
li
a
b
il
i
t
y
)
に
つ
い
て
の
一
考
察

I

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
を
中
心
と
し
て
1

ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
1

学
説
の
推
移
を
中

心
と
し
て
l

契
約
に
於
け
る
強
行
法
の
抵
触

財
産
的
法
律
行
為
に
基
因
す
る
債
権
の
準
拠
法
に
就
て
（
第
七
巻
第
六
号
の

続）

山

本

敬

松

岡

鳥

居

淳

折

茂

山

本

敬

折

茂

T
h
o
m
a
s
 B
a
ty 

T
h
o
m
a
s
 B
a
ty 

山

口

弘

博 子 豊

砂

川

恵

伸

豊

賓

方

正

雄

江

川

英

文

J¥ 六
八

六
七

六
五

六
五

六
四

六
四

名

本

公

洲

五

四

五 互

江

川

英

文

四

一

四
J¥ 

ニ
八 七

五

五

二

七

五

四

一

五

四 六 四 八

二
九 ロ

二
九
三

五
六
五

二
0

五

四

五

七

五

四

四

九

九

七

七

七

五

五

五
二
0
ニ

三
九
一

五
〇

四

790 



分 野別索引

人
種
的
差
別
に
基
く
婚
姻
禁
止
法
の
渉
外
的
効
力

D
R
O
I
T
 M
A
T
R
I
M
O
N
I
A
L
 C
O
M
P
 AR
E
.
 
L
'
A
D
U
L
 T
E
R
E
 

婚
姻

ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
『
強
行
法
規
の
特
別
連
結
論
」
の
理
論
構
造

外
国
公
法
の
適
用
と
11

考
慮
“
ー
い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
論
の
検
討
を
中
心

と
し
て
1

英
国
の
「
一
九
八
四
年
外
国
出
訴
期
間
法
」

1

国
際
私
法
に
お
け
る
消
滅

時
効
・
出
訴
期
限
の
性
質
決
定
|
_

「
国
際
的
動
産
売
買
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
条
約
」
(
-
九
七
四
年
）
注
釈

ー

付

一

九

八

0
年
同
条
約
修
正
議
定
書
I

経
済
制
裁
と
国
際
私
法
！
理
論
的
処
理
枠
組
の
構
築
へ
向
け
て
ー
|

外
国
の
輸
出
管
理
と
国
際
私
法

債
権
譲
渡
の
準
拠
法
_
—
U
N
C
I
T
R
A
L
の
「
国
際
取
引
に
お
け
る
債
権
譲

渡
に
関
す
る
条
約
」
草
案
の
国
際
私
法
規
定
の
検
討
を
中
心
と
し
て
|
|

国
際
私
法
の
観
点
か
ら
み
た
環
境
汚
染
ー
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
て

婚
姻
に
関
す
る
国
際
法

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
(
-
)

丸

岡

松

雄

五

九

江

川

英

文

三

九

フ

ヰ

リ

モ

ー

ア

塚

本

生

爺

9

L
o
ui
s
 Bri

d
e
!
 

植

松

真

生

九

九

北

澤

安

紀

九

九

佐

藤

や

よ

ひ

九

七

横

山

石

黒
高

桑

横

山

閏
~
九

、1 憲

八

九

曽

野

和

明

八

七

昭

八~

潤

八

五 九 五 四 五

五

五

三

・

四 六 六

六
四
一 一

六 ー

二九―――

――1
0

1

 

三

四

五

五

三

五
四

六

六
八
四

六

八

791 



国際法外交雑誌総索引

親
子

わ
が
国
で
の
韓
国
・
朝
鮮
人
の
離
婚
ー
ー
ー
国
際
私
法
上
の
観
点
か
ら

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
（
ニ
・
完
）

わ
が
国
の
渉
外
離
婚
事
件
と
両
性
平
等
(
-
)

離
婚

国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
（
一
）
と
く
に
住
所
地
法

主
義
に
つ
い
て
ー
ー
ー

国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

地
法
主
義
に
つ
い
て
|
_
`
’

国
際
婚
姻
・
親
子
法
の
改
正
要
絹
試
案

部
分
離
婚
の
理
論
と
外
国
離
婚
判
決
の
承
認

（
ニ
・
完
）

と
く
に
住
所

言
ン
ポ
ジ
ウ
凸
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基
本
的
視
座
ー
|
ー
婚
姻
・
親
子

を
中
心
と
し
て
_
ー

親
子
間
の
法
律
関
係
を
定
む
る
国
際
私
法
規
定
の
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問

題
（
一
）

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
（
二
）

江

川

英

文

青

木

鳥

居

鳥

居

淳 淳

清

六
九
六

子

七

五

子

七

五

本

浪

章

市

五

九

西

賢

八

七

松田妹澤

岡村場木

精準敬

博ー一郎

靡

丸

岡

松

雄

丸

岡

松

雄

六 六

丸

岡

松

雄

五

九

六 四

四

五

五

四 四 六

五
一
〇

一四
四
四
八

三
二
八

三
七
五

一
七
九

八
0
0
9
27
 



分野別索引

[
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基
本
的
視
座
—
ー
ー
婚
姻
・
親
子

を
中
心
と
し
て
1

「
子
の
奪
取
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
の
実
際
の
適
用
と
日
本
に
よ
る
批
准
の

可
能
性

認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察

国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保
護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て

織

田

有

基

子

九

五

奥

田

安

弘

九

四

鳥

居

西

淳

子

九

賢

八

七

松田妹澤

岡村場木

精準敬

博ー一郎

貸

多

喜

寛

七

五

国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
一
）

国
際
私
法
に
お
け
る
婚
外
子
（
ニ
・
完
）

国
際
婚
姻
・
親
子
法
の
改
正
要
綱
試
案

多

喜

寛

七

四

海

老

沢

美

広

渉
外
親
子
関
係
事
件
を
め
ぐ
る
一
考
察
~
消
極
的
確
認
判
例
を
中
心
と
し

て
1

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

の
一
判
例
を
中
心
と
し
て
1

(
-
)
|
フ
ラ
ン
ス
の
一

親
子
間
の
法
律
関
係
を
定
む
る
国
際
私
法
規
定
の
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問

題
（
ニ
・
完
）

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

判
例
を
中
心
と
し
て
|
—

（
ニ
・
完
)
|
|
フ
ラ
ン
ス

折

茂

折

茂

豊

四
豊

四

江

川

英

文

六
八 六

六 四 六 四 七

一七
七
0
七

＝―-―-五

＿―-七五

――
1
0
九

一
七
九

一
八
五

六

五

1

0
七

六
一
九

793 



国際法外交雑誌総索引

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
相
続

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

判
例
を
中
心
と
し
て
ー
—
ー

(
-
)
フ
ラ
ン
ス
の
一

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
四
・
完
）

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
三
）

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
二
）

我
が
国
に
於
け
る
英
国
人
の
相
続
問
題
（
一
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
四
・
完
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
三
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
（
二
）

国
際
私
法
上
に
於
け
る
遺
言
(
-
)

永
代
借
地
権
の
信
託
的
遺
贈
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
―
二
）
ー

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
十
号
の
続
き
）

相
続
及
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評

相
続
及
ひ
遺
言
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
五
巻
第
八
号
の
続
き
）

相
続
及
ひ
遺
百
に
関
す
る
海
牙
条
約
僣
評
（
第
四
巻
第
十
号
の
続
）

相
続
・
遺
言

折

茂

久

保

岩

太

郎

四

〇

折

茂

折

茂

折

茂

折

茂

高

柳

賢

山

口

弘

山

口

弘

山

口

弘

山

口

弘

豊

四

豊

三

九

豊

三

九

豊

三

九

豊

三

九

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

久

保

岩

太

郎

六 六 六 六 六 五 五 四

1
0

八
五

六 五

四

0
六

七 六 四 六 五
1
0
 

J¥ 
1
0
 

1
0
七

四
九
六

六
三
九

五
三
〇： ニニ七

二
六

1
0
五

六
二
六

一
五

一
四
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分野 別索引

国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則
（
承
前
完
）

山

田

良

二

五

六

5
 

五

五

0
7
9

国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則

国
籍
の
離
脱
に
関
す
る
新
規
定
に
就
て

国
籍
に
関
す
る
諸
国
の
法
令
に
就
て

日
本
人
帰
化
権
を
論
し
て
条
約
締
結
に
及
ふ

土
地
割
譲
に
伴
ふ
国
籍
変
更
に
関
す
る
約
定
の
注
意

国
籍
法

英
米
法
の
遺
産
管
理
に
関
す
る
抵
触
法
上
の
一
考
察
(
-
―
-
)

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
S
U
R
 
L
E
S
 

M
A
T
I
E
R
E
 
D
E
 
F
O
R
M
E
 

T
A
M
E
N
T
A
I
R
E
S
 

C
O
N
F
L
I
T
S
 
D
E
 
L
O
I
S
 
E
N
 

D
E
S
 
D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N
S
 
T
E
S
,
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
S
 O
F
 L
A
W
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 

T
O
 T
H
E
 F
O
R
M
 O
F
 T
E
S
T
A
M
E
N
T
A
R
Y
 D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N
S
 

「
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
試
案
」
の
公
表

英
米
法
の
遺
産
管
理
に
関
す
る
抵
触
法
上
の
一
考
察
（
二
）

国
際
私
法
に
お
け
る
養
子
の
相
続
権
に
つ
い
て

の
一
判
例
を
中
心
と
し
て
ー
|

（
ニ
・
完
)
|
_
フ
ラ
ン
ス

英
米
法
の
遺
産
管
理
に
関
す
る
抵
触
法
上
の
一
考
察
（
一
）

山

田

山

田

牧

野

英

米

田

折

茂

良 良 賓

中

村

進

午

二

五 一六 八
九

国

際

私

法

改

正

研

究

会

代

表

池

原

季

雄

六 六一

矢

ケ

崎

武

勝

五

七

矢

ヶ

崎

武

勝

五

六

矢

ケ

崎

武

勝

五

六

豊

．

四

五 七 四 八

四

・

五

五

九

五

六 四

．

四

二

五

六
二
九

二

五

八

六

五

〇

゜

＿
―
-
三
五

二
九
二

二
九
二

五

九

六

六

五

二

七

五



国際法外交雑誌総索引

外
人
法

認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察

国
籍
単
一
の
原
則
に
対
す
る
疑
問

国
籍
継
続
の
原
則
の
問
題
点

国
際
法
問
答

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 C
E
R
T
A
I
N
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 T
O
 

T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
I
T
Y
 L
A
W
S
.
 

第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約

(

-

)

 

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
ニ
・

完

）領
土
変
更
と
国
籍
の
得
喪
ー
朝
鮮
領
土
の
変
更
に
伴
う
日
本
国
籍
の
喪
失

問
題
を
中
心
と
し
て
1

国
籍
の
任
意
取
得
に
よ
る
重
国
籍
ー
|
特
に
ス
イ
ス
法
と
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

条
約
に
つ
い
て

l

本
国
法
主
義
と
未
承
認
国
家
の
国
籍
法

外
国
人
の
地
位
を
論
す

J

a
p
o
n
.
 (
a

 

s
ui
vre) 

(
D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 j
uri
di
q

u
e
 d
e
s
 e
tra
n
g
e
r
s
 a
u
 

生
地
主
義
国
に
生
れ
た
る
血
統
主
義
国
人
の
子
の
国
籍

山

田

奥

田

安

弘

九

八

奥

田

安

弘

九

四

国

友

明

彦

九

一

芹

田

健

太

郎

八

川

上

太

郎

七

六

陳原

良

光正

輝行

七

江

川

英

文

江

川

英

文

立

作

太

郎

゜゜
二

九

二
七

四 六 七 四

七

二

九

七

＿
―
-
七
五

三

九

二

三
0
九

五

五

七

九 二
六
七

五

五

八

二

―

七

六
九
九
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分野別索引

秘
露
国
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位
（
承
前
）

本
邦
に
於
け
る
外
国
人
国
法
上
の
地
位

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

E
tra
n
g
e
r
s
 a
u
 J
a
p
o
n
 (
S
ui
t

e) 

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
第
二
号
続
）

外
国
人
の
地
位
を
論
す
（
承
前
）

外
国
人
の
私
権
享
有
に
就
て

欧
州
の
古
代
と
我
国
の
維
新
後
と
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利
制
限

露
国
臣
民
保
護
（
訓
令
二
月
九
日
官
報
）

外
人
遺
留
財
産
整
理
状
況

(
D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 J
u
ri
di
q

u
e
 d
e
s
 s
uj
et
s
 en, 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ャ
州
に
於
け
る
外
国
人
の
権
利

外
国
人
土
地
所
有
権
法
案
に
関
す
る
諸
博
士
の
意
見
（
高
橋
、
山
田
、
桑
田

三
博
士
の
分
）

敵
国
臣
民
の
地
位
（
承
前
、
完
）

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

敵
国
臣
民
の
地
位
に
就
て

n
e
mi
s
 au
 J
a
p
o
n
)
 

D
e
 la 
C
o
n
di
t
i

o
n
 J
u
ri
di
q
1
:
1

e
 d
e
s
 

伊

藤

敬

桑山高

田橋

三作

田良衛

無 無 逸 蜻

川
山

田

山

田

山

田
山

田

山

田
山

田

山

田

名 名 名

氏 氏

七

氏

七

新 良 良 良

中

村

進

午

良 良 良 良

八 J¥. 五 四

七

五

七

六

1
0
 

四 四 六 九 六 五

ロ 九
六 六

二
九 冒四 八 五

附
録
四 一

七
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国際法外交雑誌総索引

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
六
）

（乙）

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
五
）

（甲）

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
四
）

（甲）

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸
（
承
前
）

国
際
人
権
規
約
と
外
人
法

満
州
に
於
け
る
鉄
道
の
貨
物
連
絡
運
輸

貿
易
の
基
礎
と
し
て
の
金
本
位
廃
止
論

A
n
n
a
li

st
)

 

(
対
露
貿
易
方
法
論
）

（
一
九
一
九
年
十
二
月
十
五
日
T
h
e

国
際
取
引
法

戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇

い
わ
ゆ
る
法
的
地
位
協
定
上
の
永
住
許
可
申
請
方
法
に
関
す
る
問
題
点

世
界
大
戦
と
外
国
人
の
私
法
上
の
地
位

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
法
律
上
の
地
位
並
に
法
律
の
抵

触
に
就
て
(
-
)

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
露
西
亜
に
於
け
る
外
国
人
の
地
位
並
び
に
法
律
の
抵
触
に
就

て
（
ニ
・
完
）

ア
ー
ル
、
エ
ス
ト
コ
ー
ト

大

江

武

男

大

江

武

男

澤

木

敬

郎

七

九

宮

崎

繁

樹

七

妹

場

準

江

川

英

文

江

川

英

文

跡

部

定

次

郎`

゜゚ ゜
一八

二
六

二
六

八

八

0
六

七 六 九 七 四 七

六
六
四

五
八
六

八
七
四

1
0
七

五

四

四 一
三
六

六

四

四

・

五

四

一

七

六
八

三
三
九： 六

八
五
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分 野別索引

国
際
商
法
論
の
基
本
問
題
(
-
)
|
|
(
^
C
e
s
s
a
nt
e
rat
i

o
n
e
 leg
i

s, 
cessat
 

l
e
x
"
-
|
ー
（
立
法
理
由
な
き
場
合
に
は
法
の
適
用
な
し
）

国
際
商
法
論
の
基
本
問
題
（
ニ
・
完
）
＾
＾
C
e
s
s
a
nt
e
ratione leg
i

s, 
ces, 

sat
 l
e
x
.
"
ー
~
~
（
立
法
理
由
な
き
場
合
に
は
法
の
適
用
な
し
）

シ

'Act
i

ng

as c
o
m
missi
o
n
 ag
e
nt
s
"
ー
'
_
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
七
）

金
約
款
問
題
の
準
拠
法
1

特
に
米
国
金
弗
約
款
廃
棄
共
同
決
議
の
適
用
範

囲
と
関
連
し
て
1

C
o
m
mi

ssi
ons ;
 Courtag
e
 ;
 M
a
n
d
at
s
 Co
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 

ソ
連
邦
国
際
商
事
仲
裁
条
約
の
発
展
過
程

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
的
立
法
過
程
分
析
の
必
要
性
ー
U
N
C
I
T
R
A
L

時
効
条
約
の
場
合
を
中
心
と
し
て
1

商
事
仲
裁
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
展
開
|
|
'
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
実
質
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
ー

多

喜

寛

七

六

曾

野

和

明

七

五

JII 

上

太

郎

T
h
o
m
a
s
 Baty 

寅

方

正

雄

高

柳

賢

田

中

誠

田

中

誠

高

柳

賢

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(

1

0

)

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

（丙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
九
）

（丙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
八
）

（乙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
七
）

（乙）

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

高

柳

賢

高

柳

賢

六 五
八

゜゜
六 五 六 五

1
0
 

六
一
七
9
97
 

： 四五七 二
0
ニ

ニ
四

五
九

四
四
五

一
六
六

六
五

＿o-
三

九

八

九

五



国際法外交雑誌総索引

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

国
家
契
約
に
お
け
る
裁
判
権
免
除
と
準
拠
法

（

八

）

（

七

）

（

六

）

（

五

）

（

四

）

（

三

）

（

二

）

(

-

)

 

国
際
商
事
紛
争
の
仲
裁
と
調
停

U
N
C
I
T
R
A
L
の
活
動
を
中
心
と

し

て

|

_

変
容
し
た
国
際
社
会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
ー
~
新
モ
デ
ル
を
求
め
る

U
N
C
I
T
R
A
Lー

「
国
際
的
動
産
売
買
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
条
約
」

ー

付

一

九

八

0
年
同
条
約
修
正
議
定
書
ー
ー
ー

（

一

九

七

四

年

）

注

釈

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
匁
図
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疾
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
公
園
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
賊
疫
k

（訳）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
交
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
賊
疫
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
公
図
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
抽
疫
k

（訳）

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
天
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
闊
保
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
拡
疫
云
（
訳
）

曽 羊
自

九
〇

八
九

八
九

八
九

八
九

八
九

‘ヽ
T

、
J

J

 

1
、T

、
j

j

 

野

和

明

八

七

野

和

明

八

四

澤

田

壽

山

本

敬

夫

八
J"¥. 

六 五

五

一

九

三
・
四 六 六

五
四

六
二
八

四
〇 一

七
三

J¥ 
六
二
0

五

五

二

九
二九―――

六
八
五

五

五

七

六

五

五

二

七
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分野別索引

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
連
合
の
役
割

文
化
財
の
国
際
的
保
護
と
国
際
取
引
規
制

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

(

―

二

）

（
一
三
）

（
一
五
・
完
）

我
が
国
の
商
法
（
会
社
法
）
規
定
の
国
際
的
適
用
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に

つ
い
て

債
権
譲
渡
の
準
拠
法

U
N
C
I
T
R
A
L
の
「
国
際
取
引
に
お
け
る
債
権
譲

渡
に
関
す
る
条
約
」
草
案
の
国
際
私
法
規
定
の
検
討
を
中
心
と
し
て
ー
ー
＇

（
一
四
）

(

―

-

)

 

(

I

 

0

)

 

（

九

）

北

澤

安

紀

九

九

高

桑

昭

九

九

曽

野

和

明

九

四

五

・

六

河

野

俊

行

九

ア
メ
リ
カ
対
公
図
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
問
絃
怯
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
芸
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
閲
條
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
芸
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
訟
図
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
闊
怜
広
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
公
図
倦
広
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
上
抽
疫
云
（
訳
）

ア
メ
リ
カ
対
外
問
係
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
（
訳
）

九 九 九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

九
〇

四 六 六 五 四

七
八

六
八
五

一五 八
九

七
五
七

六
四

三
八
一

五
三
二

三
四
五

一四
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国際法外交雑誌総索引

船
籍
移
転
に
就
い
て

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
p
o
u
r
 
!'Uni
f
i

cation 
d
e
 
C
e
rt
ai
nes 

Matiere d'Assi
st
a
n
c
e
 et
 
d
e
 S
a
u
v
et
a
g
e
 M
ar
i
t
i

m
e
s
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 p
o
u
r
 !'uni
f
i

cat
i

o
n
 d
e
 C
e
rt
ai
n
e
s
 Regles e
n
 m
at
i

ere 

D
"
a
b
o
r
d
a
g
e
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

議
定
書

船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

一
九
0
九
年
万
国
海
法
会
議
の
内
容
に
就
て

（
本
会
講
演
筆
記
）

一
九
0
九
年
万
国
海
法
会
議
に
就
て

戦
時
に
於
て
船
長
の
行
為
か
船
主
及
貸
主
に
及
ほ
す
範
囲

戦
争
と
海
上
保
険

国
際
海
事
会
議

商
船
に
関
す
る
権
利
義
務

漢
堡
万
国
海
法
会
議

漢
堡
万
国
海
法
会
議
回
章

海
事

Regles 
e
n
 

寺

田

四

郎

加

藤

正

治

伊

東

祐

忠

塘

オ

次

郎

四

加

藤

正

治

ナ

イ

ペ

ル

ス

松

波

仁

一

郎

加

藤

正

治

（

報

一
五 九 J¥ 四 四

七 七 七 六 六
1
0

八
一
九

九 六 六

―
―
七 15 10 ー

五
五
四

五
四
〇 八

四
八

六一
七

一
八

六
四
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分野別索引

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
七
）

（乙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
六
）

（乙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
五
）

（甲）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
四
）

（甲）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
=
-
)

（一）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
三
）

（二）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
）

船
舶
の
国
籍
に
就
て

（
承
前
完
）

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立
（
一
）

船
籍
移
転
に
就
い
て

船
籍
移
転
に
就
い
て
（
承
前
）

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

公
船
責
任
条
約
案
の
成
立
（
ニ
・
完
）

国
際
海
商
法
に
於
け
る
旗
国
法
の
地
位米

国
領
海
内
に
於
け
る
日
英
船
衝
突
事
件

再
運
送
契
約
と
船
舶
所
有
者
の
留
置
権

再
運
送
契
約
と
船
舶
所
有
者
の
留
置
権

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢

江

川

英

文

松

波

仁

松

波

仁

田

中

誠

郎 郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

゜゜゜゜゜゜゚
ニ
八

二
五

二
五

ニ
四 一五 一五

九

八

九

五

3

゜
8
 

八

八

0
六

七 六 五 四 九 七
1
0
 

六 五

六
六
四

五
八
六

四
六
七

二
六

八

七

五

七
六
四
九

1
0
九
六

五
五
九

四五―――

八
七
三

＿―-五九



国際法外交雑誌総索引

船
荷
証
券
に
関
す
る
一
九
六
八
年
議
定
書
と
統
一
法
の
適
用

国
際
海
上
運
送
に
お
け
る
国
旗
差
別
措
置

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

船
王
責
任
の
終
了
時
期
（
三
・
完
）
ー
|
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
五
）

印
度
会
社
法
の
二
三
の
問
題
ー
~
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
六
）

心

(Act
i

ng
as 
c
o
m
mi
ssi
o
n
 ag
e
nt
s
"
|
ー
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
一
七
）

海
商
条
約
法
の
適
用
範
囲

海
運
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
と
日
本
海
運

船
主
責
任
の
終
了
時
期
（
二
）
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
四
）

船
主
責
任
の
終
了
時
期
(

-

)

1

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(
-
三
）

永
代
借
地
権
の
信
託
的
遺
贈
1

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
ニ
―
)

I

渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
(

I

0

)

 

（丙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
九
）

（丙）
渉
外
事
件
に
関
す
る
鑑
定
（
八
）

（乙）

高

桑

昭

九

〇

地

田

知

平

八

〇

高

梨

正

夫

山

戸

嘉

高 高 高

柳

賢

高

柳

賢
柳

賢

高

柳

賢

高

柳

賢
柳

賢

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

高

柳

賢

ビ
ー
・
エ
ル
保
証
渡
に
関
す
る
諸
鑑
定

高

柳

賢

六
六

五
五

゜
五

五

七

五

六 九 J¥ 七

七

二

六

六
1
0
 

六
0
七

゜

1

0
三一

八
三
九

九
一
二
九

ニ
ニ
五

――――四

六 一
六
六

六
五
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分野 別索引

ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る

II

フ
ラ
ッ
ギ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
II

便
宜
置
籍
船
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向
|
|
.

ボ
ル
ド
ウ
ヰ
ン
博
士
所
論
「
飛
行
器
の
法
律
上
の
地
位
」
の
大
要

一
九
五
二
年
ロ
ー
マ
国
際
航
空
私
法
条
約
の
研
究

国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
ニ
・
完
）

国
際
経
済
法

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

清
国
輸
入
税
率
改
定
取
極
書
（
外
務
省
告
示
第
十
一
号
）

国
際
経
済
会
議

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

国
際
航
空
運
送
事
業
に
お
け
る
国
際
組
織
化
要
因

（
英
文
）

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

一
八

一
八

一
八 四

栗

林

忠

男

八

国
際
航
空
運
送
条
約
に
お
け
る
責
任
制
限
の
研
究
（
一
）

飛
行
器
と
法
律

航
空

に
つ
い
て
ー
|

池

田

文

雄

池

田

文

雄

六
六

六
六

池

田

文

雄

五

四

エ
ス
、
イ
ー
、
ボ
ル
ド
ウ
ヰ
ン

ノ＼

寺

尾

山

内

， 惟

亨

八

介

九

九

五 ノ＼ J¥ 六 四

5
 

8
 

ニ
四
0

0

二＿―-七

三
九
七

一五―――

五

四

八

六
五
五

二
九

二
五

六
六
〇

九

七

五

七 七
九



国際法外交雑誌総索引

国
連
貿
易
開
発
会
議
の
勧
告

国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
外
国
通
貨
偽
造
防
止
義
務

土

井

輝

生

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
に
お
け
る
法
と
経
済

欧
米
の
国
際
経
済
法
学
に
関
す
る
一
考
察
そ
の
概
念
と
領
域
に
つ
い
て

佐

藤

和

男

小

原

喜

雄

六
五

六一 ＇ ノ‘ ＇ ノ‘

佐

藤

和

男

五

七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
創
設
に
関
す
る
条
約
ー
'
|
解
説
と
試
訳

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
三
・
完
）

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
二
）

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
く
関
税
協
定
論
（
一
）

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
成
立

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
完
）

国
際
投
資
管
理
論

国
際
経
済
会
議
の
失
敗
原
因
の
考
察

最
近
日
本
の
貿
易
協
定

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

有

田

武

夫

五

有

田

武

夫

五

有

田

武

夫

五

入

江

啓

四

郎

五

湯

川

盛

夫

五

〇

蝋

山

政

道

赤

木

進

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

二
九 一

八
一
八

一
八

一
八

六 四 六 五 四 四 七 六

一
九
三

四
九
四

ニ
八
三

一
七
七

四
九
六

三
九
〇

二
六 五

三
五
九

八

八

六

―

五

四

0
八

八

七

五

七
六
七
七

五
九
八

五

四

四

七
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分野別索引

一
次
産
品
に
関
す
る
国
際
機
構
と
国
際
協
力

国
際
通
貨
基
金
協
定
に
も
と
づ
く
加
盟
国
の
公
序
と
外
国
為
替
管
理
規
制
の

承
認

投
資
の
保
証
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
と
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
間
の
協
定
（
付
、
関
係
、

法
規
）

中
央
ア
メ
リ
カ
共
同
市
場
条
約
の
体
系
と
機
能
ー
|
‘
地
域
経
済
統
合
に
お
け

る
国
際
条
約
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
~

国
際
連
合
と
経
済
社
会
開
発

ヨ
ー
．
ロ
ッ
パ
共
同
体
機
関
の
議
決
の
法
的
性
質
と
拘
束
カ
ー
—
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
共
同
体
＇
~

国
際
投
資
の
基
本
問
題
ー
間
接
投
資
と
し
て
の
プ
ラ
ン
ト
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の

輸
出
と
仲
裁
|
_

国
際
経
済
法
の
発
展
と
体
系
(
-
)
|
ー
—
エ
ル
ラ
ー
学
説
の
理
解
と
吟
味
を

通
し
て
1

国
際
貿
易
機
構
憲
章
と
「
発
展
途
上
国
」

国
際
カ
ル
テ
ル
の
経
済
統
合
化
要
因
1

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
よ
る
考

察

_
G
A
T
T
と
発
展
途
上
国

東
西
貿
易
を
め
ぐ
る
先
進
国
間
の
経
済
摩
擦
1

主
と
し
て
西
シ
ベ
リ
ア
天

然
ガ
ス
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
件
に
つ
い
て
ー
ー
ー

小

原

喜

雄

八

四

佐

分

晴

夫

八

筒

井

若

水

八

佐

分

晴

夫

七

七

桜

井

雅

夫

七

七

佐

藤

和

男

七

喜

多

川

篤

典

七

岡

村

奥

七

〇

佐

藤

和

男

佐

藤

和

男

桜

井

雅

夫

土

井

輝

生

六
九
四
・
五
・
六

六
五

六
五

六
五

四 五

二
六

一
六
五

二五―――

三七―――

＿―-三五

一
三
五

二
三
五

四
〇

五

四

九

九
六― 一七
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域
外
管
轄
権
の
不
当
な
行
使
の
抑
制
方
法
と
し
て
の
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

の
意
義
と
限
界

G
A
T
T
の
紛
争
処
理
手
続
と
「
一
方
的
措
置
」

外
国
の
輸
出
管
理
と
国
際
私
法

国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
機
能
と
限
界

W
T
o
／
ガ
ッ
ト
紛
争
解
決
手
続

の
法
的
性
質
|
_

国
際
租
税
法

米
国
所
得
税
法
と
日
本
被
傭
船
者
の
責
任

知
的
財
産
法

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
I
'
T
Y
P
E
 

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
U
R. 

仏
国
丁
抹
外
三
国
間
通
商
及
工
商
標
保
護
協
約

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
Iー

T
Y
P
E

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
U
R. 

千
八
百
八
十
―
―
一
年
三
月
一
一
十
日
の
条
約
及
附
属
議
定
書
を
修
正
す
る
千
九
百

年
十
二
月
十
四
日
の
追
加
条
約

W
T
O
体
制
に
お
け
る
貿
易
自
由
化
と
国
内
産
業
保
護

経
済
制
裁
と
国
際
私
法
理
論
的
処
理
枠
組
の
構
築
へ
向
け
て
l

R
e
nt
aro 
Mi

z
u
n
o
 

R
e
nt
aro 
Mi

z
u
n
o
 

岩

井

尊

人

間

宮
小

寺

横

山

石

黒

小

松

小

原

喜

一六

勇

九

九

彰

九

五

閏

九

、v
i 憲

八

九

郎

八

九

雄

八

八

七 六 六 五 五 六

二
七

二
0

ニ
ニ
七

三
九
〇

六
六

五

五

五

三
・
四

三
・
四 四

ー ー
四
六

二
九
九

三
八
一

808 
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外
務
省
告
ホ
第
九
号

D
E
 L
A
 L
O
I
 J
A
P
O
N
A
I
S
E
 E
T
 D
U
 P
R
OJ
E
T
 D
E
 L
O
I
ー
T
Y
P
E

S
U
R
 L
A
 P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 D
E
S
 D
R
O
I
T
S
 D
'
A
U
T
E
U
R. 

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
（
明
治
三
十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

日
米
間
著
作
権
保
護
に
関
す
る
条
約
第
三
条
の
解
決
に
関
す
る
件
（
明
治
―
―
―

十
九
年
五
月
十
一
日
官
報
）

特
許
法
其
他
の
商
工
業
専
用
権
法
制
の
適
用
区
域
問
題
に
就
て

清
国
に
於
け
る
商
標
相
互
保
護
に
関
し
米
国
と
英
、
仏
、
蘭
、
白
、
独
、
伊

と
の
間
に
於
け
る
協
定
顛
末

韓
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米
条
約

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約

勅
令
第
百
九
十
七
号

勅
令
第
百
九
十
八
号

勅
令
第
百
九
十
九
号

勅
令
第
二
百
号

勅
令
第
百
九
十
六
号

韓
国
特
許
令

韓
国
意
匠
令

韓
国
商
標
令

韓
国
商
号
令

韓
国
著
作
権
令

商
標
法
に
関
す
る
判
例
的
研
究
（
其
一
）

y 

T 

菊

地

駒

．

次

花

岡

敏

夫

R
e
n
taro 
Mi

zuno 
生

七 七 七 七 七 七 七 六 六 六 四 四

六 五
1
0
 

1
0
 

七
ー
七

，
 

8
 

四

九

〇

四
八

四
八

四
七

四
七

四
五

四
四

五
七 四 四

七
八

七
七 ー



国際法外交雑誌総索引

和
蘭
と
著
作
物
保
護
条
約

日
満
工
業
所
有
権
保
護
協
定

告
示

清
国
に
於
け
る
工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

工
業
所
有
権
相
互
保
護
に
関
す
る
日
露
条
約

著
作
権
保
護
同
盟
条
約
改
正
会
議
に
就
て

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 
O
F
 
A
M
E
R
I
C
A
 
F
O
R
 
T
H
E
 
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
 
I
N
 

K
O
R
E
A
 O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 D
E
S
I
G
N
S
,
 T
R
A
D
E
 M
A
R
K
S
 A
N
D
 

C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 
A
N
D
 T
H
E
 
U
N
I
T
E
D
-

S
T
 A
 TE
S
 O
F
 A
M
E
R
I
C
A
 F
O
R
 T
H
E
 R
E
C
I
P
R
O
C
A
L
 P
R
O
T
E
C
,
 

T
I
O
N
 
I
N
 
C
H
I
N
A
 
O
F
 I
N
V
E
N
T
I
O
N
S
,
 
D
E
S
I
G
N
S
,
 
T
R
A
D
E
 

M
A
R
K
S
 A
N
D
 C
O
P
Y
R
I
G
H
T
S
.
 

清
韓
両
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
日
米

条
約
釈
義

商
工
業
専
用
権
法
制
の
渉
外
的
効
力
に
関
し
独
逸
帝
国
の
旧
領
事
裁
判
法
時

代
に
生
し
た
る
疑
議
の
一
斑

発
明
、
意
匠
、
商
標
及
著
作
権
に
関
す
る
日
仏
条
約
（
明
治
四
十
四
年
五
月

二
十
日
官
報
）

清
国
に
於
け
る
発
明
、
意
匠
、

条
約
批
准
交
換
覚
書

商
標
及
著
作
権
の
相
互
保
護
に
関
す
る
日
仏

無

名

氏

水

野

錬

太

郎

菊

地

駒

次

五 九 九 七 七 七 七 七

七

七

0
八

六
1
0
 

1
0
 

八 八

五
六
〇

二
九
四

八
三
〇

八
三
一

二
九
二

二
九
三

四
七 九

六
四

六
〇
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著
作
権
保
護
同
盟
条
約
改
正
会
議
に
就
て

船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定
の
統
一
に
関
す
る
条
約

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 
p
o
u
r
 
l'Uni皆
at
i

o
n

d
e
 
C
e
rt
ai
n
e
s
 

Matiere d'As.si
st
a
n
c
e
 et
 
d
e
 S
a
u
v
et
ag
e
 M
ar
i
t
i
m
e
s
 

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 p
o
u
r
 l'
u
ni
f
i

cat
i

on・ 
d
e
 C
ertai
nes R
eg
les 
e
n
 matiere 

D
"
a
b
o
r
d
ag
e
 

P
R
O
T
O
C
O
L
E
 D
E
 S
I
G
N
A
T
U
R
E
 

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
一
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
二
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
三
）

議
定
書 統

＿
法

（
未
完
）

ベ
ル
ヌ
条
約
と
著
作
者
の
権
利
に
関
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

E

C
に
お
け
る
域
内
取
引
と
工
業
所
有
権

関
於
満
州
国
奥
日
本
国
間
工
業
所
有
権
互
相
保
護
之
協
定

独
逸
著
作
物
の
複
製
に
関
す
る
日
独
当
局
間
の
意
見
の
一
致

R
eg
les 
e
n
 

文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
ブ
ラ
ッ
セ
ル
会
議

改
正
条
約
(
-
九
四
八
年
）
の
解
説

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

水

野

錬

太

郎

七

駒

田

泰

土

九

八

木

棚

照

二
0

七
六

松

本

和

夫

四

九

江

川

英

ー

文

四

四

五

六 1
0
 

七 七 七
六

六 八 四

ー8
 

四

九

八

ー

一
五
九

I
 

0
0
1
――
 15 10 ー

五

五

四

五

四

〇

四

四

六

―

六
一

四

四 五

七

七

0
九



国際法外交雑誌総索引

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
七
）

国
際
連
盟
と
国
際
法
典
編
纂

C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
 O
N
 C
E
R
T
A
I
N
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 R
E
L
A
T
I
N
G
 T
O
 

T
H
E
 C
O
N
F
L
I
C
T
 O
F
 N
A
T
I
O
N
A
L
I
T
Y
 L
A
W
S
.
 

第
一
回
国
際
法
典
絹
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約

(

-

)

 

国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
ニ
・

完

）

一
九
五
二
年
ロ
ー
マ
国
際
航
空
私
法
条
約
の
研
究

海
商
条
約
法
の
適
用
範
囲

国
際
連
合
の
立
法
事
業
~
国
際
私
法

抵
触
法
統
一
の
方
法
1

統
一
法
と
国
際
条
約

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
的
立
法
過
程
分
析
の
必
要
性
ー
U
N
C
I
T
R
A
L

時
効
条
約
の
場
合
を
中
心
と
し
て
1

変
容
し
た
国
際
社
会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
1

新
モ
デ
ル
を
求
め
る

U
N
C
I
T
R
A
L
|
|
|
 

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
六
）

世
界
統
一
法
制
の
趨
勢
（
四
）

国
際
統
一
法
制
の
趨
勢
（
五
）

曽

野

和

明

八

四

曾

野

和

明

七

五

五
七

ク
ル
ト
・
ネ
ー
デ
ル
マ
ン

澤
木
敬
郎
（
訳
）

池

原

季

雄

山

戸

嘉

池

田

文

雄

五

四

江

川

英

文

江

川

英

文

山

田

良

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

五
互
ニ
・
三
・
四

五
五

゜゜
二
九

ニ
八

六 五

四

八

六 七 四 七

六
八
五

五
五
八

二
―
七

六
九
九

九
五

二
三
七

三
八
二

四
0
三

二
三
九： ―

二
六

六
0
九

1

28
 



分野別索引

更
ら
に
国
際
私
法
上
よ
り
視
た
る
我
民
訴
草
案
の
根
本
的
概
念
を
諭
す

「
国
際
的
動
産
売
買
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
条
約
」

ー
付
一
九
八

0
年
同
条
約
修
正
議
定
書
—
_

ル
ガ
ー
ノ
条
約
と
欧
州
共
同
体

国
籍
の
任
意
取
得
に
よ
る
重
国
籍
ー
~
特
に
ス
イ
ス
法
と
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

条
約
に
つ
い
て
—
|
’

債
権
譲
渡
の
準
拠
法
ー
U
N
C
I
T
R
A
L
の
「
国
際
取
引
に
お
け
る
債
権
譲

渡
に
関
す
る
条
約
」
草
案
の
国
際
私
法
規
定
の
検
討
を
中
心
と
し
て
1

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
後
の

E
u
に
お
け
る
国
際
私
法
ー
欧
州
統
合
と
国

際
私
法
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
ー
ー
、

国
際
民
事
訴
訟
法
一
般

国
際
私
法
上
よ
り
観
察
し
た
る
我
民
事
訴
訟
法
修
正
案

ル
ガ
ー
ノ
条
約
と
欧
州
共
同
体

ベ
ル
ヌ
条
約
と
著
作
者
の
権
利
に
関
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

私
法
統
一
に
お
け
る
国
際
連
合
の
役
割

船
荷
証
券
に
関
す
る
一
九
六
八
年
議
定
書
と
統
一
法
の
適
用

国
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
条
約
の
解
釈

（
一
九
七
四
年
）

注
釈

ア
メ
リ
カ
国
際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
訂
に
つ
い
て
1

国
家
管

轄
権
を
中
心
に

西

賢

九

野

村

美

明

八

五

花

岡

敏

夫

花

岡

敏

夫

中

西

康

1
0
0
 

北

澤

安

紀

九

九

駒

田

泰

土

九

八

曽

野

和

明

九

四

国

友

明

彦

九

一

西 高

桑

賢

九
昭

九

〇

曽

野

和

明

八

七

奥

田

安

弘

八

六

六 四 四 四
五
・
六

六
四
四 五

三
四
五

五
三
五口

四
六
一

七
八

五

五

七

九

五

五

七

五
二九一――ロ

五

四

六

八
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外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
（
ニ
・
完
）

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
(
-
)

判
例
か
ら
み
た
渉
外
非
訟
事
件
の
裁
判
管
轄
問
題

渉
外
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
一
考
察

国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
と
当
事
者
の
国
籍
（
ニ
・
完
）

国
際
私
法
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
と
当
事
者
の
国
籍
（
一
）

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
（
一
）

国
際
裁
判
管
轄

外
国
判
決
承
認
の
要
件
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
（
ニ
・
完
）

ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る
裁
判
管
轄
問
題
ー
'
|
St
at
u
s
を
中
心
と
し
て

財
産
所
在
地
の
国
際
裁
判
管
轄
権
と
民
訴
法
八
条
（
一
）

ア
メ
リ
カ
国
際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
訂
に
つ
い
て
国
家
管

轄
権
を
中
心
に

立
法
論
と
し
て
の
国
際
裁
判
管
轄

外
国
判
決
の
承
認
・
執
行

江

川

英

文

四

江

川

英

文

四

道

垣

内

正

人

九

野

村

美

明

八

五

渡

辺

惟

之

八

四

川松三

上岡浦

太 正

郎博人

喜

J I I 

上

太

郎

六
七

沢

木

敬

郎

五

八

池

原

季

雄

四

八

池

原

季

雄

四

八

江

川

英

文

四

江

川

英

文

四

四 六 五 六 四

―
―
六

七

三

八

四
三
一ロ： ―

―
七

六

四

四

二
五

二
六
五

四

五

四

二
六 ： 
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分野別索引

河

野

真

理

子

九

七

澤

田

壽

夫

八

国
際
商
事
紛
争
の
仲
裁
と
調
停
ー
_
,
U
N
C
I
T
R
A
L
の
活
動
を
中
心
と

し
て
ー
—

国
家
契
約
に
お
け
る
仲
裁
条
項
の
機
能

川

岸

繁

雄

八

寛

七

六

ソ
連
邦
国
際
商
事
仲
裁
条
約
の
発
展
過
程

) l l 

上

太

郎

六

国
際
仲
裁

外
国
判
決
承
認
執
行
に
つ
い
て
の
ハ
ー
グ
条
約
と
日
本
で
の
立
法
論

六

部
分
離
婚
の
理
論
と
外
国
離
婚
判
決
の
承
認

外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察

二
百
条
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
1

外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察

法
第
二
百
条
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
1

(

-

)

1

民
訴
法
第

（

ニ

・

完

）

ー

民

訴

外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の
原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の

若
千
の
史
的
考
察

商
事
仲
裁
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
展
開
1

抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
実
質
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
—
_
i

投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
仲
裁
判
断
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ー

仲
裁
制
度
に
お
け
る
裁
判
所
の
権
限
と
当
事
者
の
意
思
の
妥
当
範
囲
に
つ
い

て
の
一
考
察
|
|

多

喜

道

垣

内

正

人

九

矢

ケ

崎

武

勝

矢

ケ

崎

武

勝

六
〇

矢

ケ

崎

武

勝

六
〇

本

浪

章

市

五

九

在
満
日
本
人
ノ
身
分
二
関
ス
ル
満
州
国
裁
判
ノ
効
カ
ニ
関
ス
ル
法
律

四

五

五

七

六

六

三
0
五

六

一

七

四

・

五

五

五

六

一

七

八

一

九

三 四
〇

四
四
八

五

五

五

815 



国際法外交雑誌総索引

Ice K
i

n
g
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
二
、
完
）

Ice K
i

n
g
事
件
よ
り
観
た
る
国
有
商
船
の
治
外
法
権
問
題
（
一
）

ホ
ヰ
ー
ト
ン
事
件
を
論
す
外
交
官
の
住
屋
の
賃
貸
人
か
其
動
産
を
留
置
せ

る
事
件

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力
（
承
前
・
完
）

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力
（
承
前
）

国
際
破
産
に
関
す
る
大
審
院
判
決
例

R
E
G
L
E
M
E
N
T
 S
U
R
 L
E
S
 
R
A
P
P
O
R
T
S
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
U
X
 

E
N
 M
A
T
I
E
R
E
 D
E
 F
A
I
L
L
I
T
E
.
 
P
r
op
o
si
t
i

o
n
s
 
defini
t
i

v
e
s
 
d
e
 
la 

C
o
m
mi
ssi
o
n
 d
e
 l'In
st
i
t

ut
 

d
e
 D
r
oi
t
 i

nt
e
r
n
at
i

o
n
al. 

D
I
F
F
E
R
E
N
T
E
S
 Q
U
E
S
T
I
O
N
S
 A
U
 S
UJ
E
T
 D
E
 R
E
G
L
E
M
E
N
T
 

S
U
R
 L
E
S
 R
A
P
P
O
R
T
S
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
U
X
 E
N
 M
A
T
I
E
R
E
 

D
E
 F
 AI
L
L
I
T
E
.
 

破
産
宣
告
の
国
際
的
効
力

民
事
裁
判
権
の
免
除

国
際
倒
産

投
資
条
約
に
お
け
る
国
家
と
投
資
家
と
の
間
の
国
際
仲
裁
の
法
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
機
能

竹

井

竹

井

廉 廉

岡

田

分

平

加

藤

正

治

加

藤

正

治

加

藤

正

治

E
R
N
E
S
T
 R
O
G
U
I
N
 

篠
田
治
策
（
報
）

森

川

俊

孝

1
0
 

]
0
0
 

五

五

0
九

四 四 1
0
 

九 六

三
三
九

ニ
八
七 七

二
七 ー ー

四
八

816 



分野 別索引

司
法
共
助
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約

国
際
司
法
共
助
—
~
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
一
）

国
際
司
法
共
助
ー
_
—
米
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
二
）

国
際
司
法
共
助
J
国
に
お
け
る
最
近
の
発
展
（
三
・
完
）

司
法
共
助

ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
権
免
除

外
国
に
対
す
る
民
事
裁
判
管
轄
権
大
審
院
判
決
（
第
二
民
事
部
）
中
華
民

国
に
対
す
る
約
束
手
形
金
請
求
為
替
手
形
訴
訟
事
件
昭
和
三
年
十
二
月
二

十
八
日
判
決
（
大
審
院
判
例
集
七
巻
―
二
号
）

国
家
契
約
に
お
け
る
裁
判
権
免
除
と
準
拠
法

国
家
免
除
条
約
草
案
の
意
義
と
問
題
点

外
国
中
央
銀
行
と
執
行
免
除
ー
|
‘
西
ド
イ
ツ
法
・
ス
イ
ス
法
を
中
心
と
し
て

国
家
契
約
に
お
け
る
仲
裁
条
項
の
機
能

国
際
法
上
の
国
家
の
裁
判
権
免
除
に
関
す
る
研
究

寺

田

逸

郎

九

尾

中

俊

彦

尾

中

俊

彦

尾

中

俊

彦

中

野

俊

広

部

和

也

九

四

山

内

惟

介

山

本

敬

川

岸

繁

雄

八

広

瀬

善

男

横

田

喜
―
―
―

郎

六
六

六
六

六
六

郎

九

四

八
六

八 六一 ニ
八

四
・
五
四
八
四

六 五

五

七

七

五

五

二

七

六

六
四
七

―
二
六

―
二
五

三
0
五

三
二
四

ニ
ー
六

五
八
八

817 



国際法外交雑誌総索引

戦
争
論
（
承
前
）

戦
争
論

戦
地
に
於
け
る
宣
教
師
の
保
護

万
国
平
和
論
に
就
て

仏
国
ル
ー
ア
ン
開
会
の
国
際
平
和
会
議

国
土
の
膨
張

在
米
中
の
日
露
戦
争
国
際
法
観

外
交
の
発
展
を
望
む

「
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
」
釈
義

平
和
と
国
際
法

勢
力
の
均
衡

外
国
の
動
乱
と
干
渉

戦
争
の
是
非
及
本
質
に
関
す
る
数
説

戦
争
の
定
義
に
関
す
る
疑
義

一
般

[
国
際
政
治
・
外
交
史
]

蜻

JI I 

林 寺

尾

蜻

JI! 

蛾

JII 

雖

川
有

賀

長

雄

寺

尾

寺

尾

寺

尾

蛸

JII 

新

毅

陸

亨 新 新 新 亨 亨

金

子

堅

太

郎

亨

中

村

進

午

新

1
0
 

1
0
 

六 五 五 五 五 五 五 四

五 九 九 ｝＼ 六 五 五 七 四

六
八

一
七
三

五
〇

二
0

ニ
四 一七

818 



分野別索引

経
済
同
盟
と
日
本

ユ
ー
ジ
エ
ニ
ッ
ク
ス

戦
争
と
優
生
学

異
民
族
の
同
化
と
宗
教

羅
馬
法
王
の
地
位
に
及
ほ
せ
る
戦
争
の
影
響
を
論
す

蜻

川
肺

戸

雖

川

慎

野

雖

川

倫
敦
宣
言

立 雖

川

欧
州
列
国
の
異
人
種
同
化
能
力
の
優
劣
と
其
理
由

蛸・

JI I 

併
合
国
と
被
併
合
国
と
の
国
語
の
同
化

口
絵

資
本
と
外
交
と
国
際
法

外
交
軍
事
財
政
の
兼
修

ア
ル
ヘ
シ
ー
ラ
会
議

ア
ル
ヘ
シ
ー
ラ
(

A

l

g
eci
r
a
s
)

会
議

口
絵

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
会
議

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
平
和
及
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ヤ
国
際
大
会
議

平
和
と
武
装

最
近
四
年
滞
欧
中
雑
観

平
和
と
武
装
（
承
前
、
完
）
最
近
四
年
滞
欧
雑
感

仏
国
殖
民
地
の
発
展

戦
争
と
条
約

世
界
的
経
済
戦
争

極
東
戦
争
と
モ
ロ
ッ
コ
と
の
関
係

蛾

川

立 匿 江

木

名

新

正

雄

長

岡

春

長

岡

春

新

エ
ド
モ
ン
、
テ
リ
ー 毅 新

作

太

郎

新 新 新

作

太

郎

高

橋

作

衛

氏 翼

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四 1

0
 

九

七
八 六 四 七

四

八

九

四 J¥ 六 五 四 六 ノ＼

六
六
五

四

七

九

ニ

ー

六

二
六

六

四

八

四

六

九

三
八
五： ニ

八

六

一
九
六

一
九

五

0
七

六
〇

819 



固際法外交雑誌総索引

政
治
同
盟
の
研
究

戦
局
と
講
和
問
題

自
治
植
民
地
之
外
交

戦
局
と
講
和
観

P
R
O
B
L
E
M
S
 O
F
 W
A
R
 

戦
時
に
於
け
る
軍
機
と
外
交
と
の
関
係

a
n
d
 S
t

rat
e
g
y
 i
n
 ti
m
e
 of
 
war. 

現
戦
争
と
国
際
法
の
根
本
観
念

コ
ス
モ
ス
著
「
永
続
す
可
き
平
和
の
基
礎
」
を
読
み
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
に
告

＜
 

国
際
政
策
学
の
研
究
提
案

T
h
e
 relat
i

o
n
s
 of
 
D
i
p

l
o
m
a
c
y
 

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓
（
承
前
、
完
）

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓
（
承
前
）

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題
（
二
）

現
時
の
戦
争
に
対
す
る
一
大
教
訓

現
戦
争
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
問
題
（
一
）

移
民
に
関
す
る
諸
問
題

現
連
合
国
の
協
同
関
係
に
就
い
て

蜻

JI! 

蜻

川
小

山

精

T
h
.
B
A
T
Y
 

立 立 泉 雖

川

蜻

JII 

新 新 郎

牧

野

義

智

牧

野

義

智

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎 作

太

郎

寺

田

四

郎 作

太

郎 哲

牧

野

義

智

新

牧

野

義

智

新

一六 一六 一六 一六 一六 一六
一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
四

六 五 五 五

四
三
三

八
六

一
七
六

六
九

八

七

八

ー 五

』

1

0

九
二
七

九

八

四

七

八

七

七

五

七 七 六

六
五

六
三
九

五
七

五

四

四

五

四

口
ニ
四
八

1

0

八

二

七

2
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分野別索引

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

予
期
せ
ら
れ
た
る
帝
国
講
和
条
件
と
実
現
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
条
件
と
の
懸

隔
大
正
八
年
九
月
九
日
起
草

牧

野

義

智

高

橋

作

衛

牧

野

義

智

坂

本

俊

篤

国
際
通
信
社
に
就
て

海
洋
之
自
由

国
際
連
盟
の
批
判
的
研
究

寺

田

四

郎

講
和
会
議
と
軍
事
問
題

坂

本

俊

篤

人
種
的
差
別
に
就
て

欧
州
戦
争
の
戦
費
、
損
失
及
利
益
（
千
九
百
十
八
年
米
「
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ー
、

ニ
ュ
ー
ス
」
）

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

土
填
独
休
戦
条
約
に
就
て

緊
要
な
る
外
交
諸
問
題
に
就
て

雖

川

新

ア
ー
ル
、
イ
ー
、
ホ
エ
ッ
ト
ル
セ
ー

本
感
舞
梃
傷
写
嘩
訳
の
i
破

一
八

一
八

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

一
七

国
際
平
和
同
盟
論
の
過
去
及
将
来

泉

哲

一
七

牧

野

義

智

一
七

所
謂
二
重
保
険
条
約
に
就
て

箕

作

元

八

一
七

ジ
ョ
ー
ジ
、
ケ
ナ
ン

一
六

現
戦
争
に
於
け
る
伴
虜
の
待
遇

対
露
武
力
干
渉
論

二
重
保
障
条
約
の
本
体

小

山

精

郎

連
合
国
の
結
束
の
進
化

牧

}野

義

智

一
六

一
六

現
戦
争
に
於
け
る
毒
瓦
斯
使
用

小

山

精

郎

一
六

九

七

五

八

九

七

五

ノ＼ ノ＼ 七

五

五

五

六 六 五 五 四
1
0
 

1
0
 

七

二
九
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四

六
四

五
0
0
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―
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八 八
0
六

九

七

一
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三
九



国際法外交雑誌総索引

国
際
連
盟
と

C
l
a
u
s
u
l
a
r
e
b
u
s
 si
c
 st
a
u
t
i
b
u
s
 

国
際
連
盟
の
内
国
際
仲
裁
々
判
条
約
に
関
す
る
重
要
な
る
瑞
西
国
政
府
の
提

議 L
A
 L
I
G
U
E
 D
E
S
 N
A
T
I
O
N
S
 E
T
 L
A
 L
I
G
U
E
 

R
O
U
G
E
S
.
国
際
連
盟
並
万
国
赤
十
字
同
盟
二
就
テ

L
E
A
G
U
E
 O
F
 R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
.
赤
十
字
連
盟

国
際
連
盟
と
軍
備
問
題

国
際
労
働
問
題
と
支
那
の
労
働
状
況

連
盟
と
憲
法
及
ひ
条
約
問
題

中
華
民
国
と
欧
州
大
戦
国
際
法
論

華
府
労
働
会
議
の
決
議

国
際
連
盟
と
国
際
条
約

英
国
の
枇
界
的
覇
権

国
際
連
盟
規
約

附
世
界
的
大
戦
の
効
果

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
上
）

連
盟
国

最
近
外
交
内
治
の
重
要
事
項
に
関
す
る
質
問

四
十
二
議
会
に
於
て

巴
里
平
和
会
議
に
於
け
る
領
土
分
配
の
主
義

D
E
S
 C
R
O
I
X
,
.
 

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
第

小

山

精

松

原
野
澤
武
之
助
（
訳
）

杉

村

陽

太

郎

高

橋

祭

杉

村

陽

太

郎

立 川

崎

巳

之

太

郎

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

牧

野

義

智

立 伊

吹

山

徳

司

坂

本

俊

篤

雖

川

郎 雄

作

太

郎

作

太

郎 新

一
九

一
九

一
九

一
九

一
九

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

1
0

九
五
〇

j¥ 七 六 五 四 四

七
三
九

一
三
〇

九

゜
六
四
七

五
四 口口

三
一
九

四
二
三

―
二
七

五
九

2
 

2
 

五
五

8



分野別索引

国
際
連
盟
の
本
質
に
関
し
て

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
完
結
）

附
世
界
大
戦
の
効
果

平
和
条
約
に
現
は
れ
た
る
民
族
自
決
主
義

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず
（
承
前
）

償
金
論

平
和
会
議
及
最
高
会
議
に
就
て

欧
州
大
戦
と
伴
虜

附
対
独
関
係
の
要
諦

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
す
（
承
前
）

国
際
連
盟
総
会
の
決
議
（
承
前
）

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

英
国
の
世
界
的
覇
権

国
際
連
盟
総
会
の
決
議

英
国
の
世
界
的
覇
権

附
世
界
大
戦
の
効
果

国
際
連
盟
と
特
殊
条
約
の
関
係
を
論
ず

附
世
界
大
戦
の
効
果

附
世
界
的
大
戦
の
効
果
（
承
前
）

国
際
連
盟
と
軍
備
制
限
問
題
（
下
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

附
世
界
大
戦
の
効
果

堀

内

謙

介

高

橋

簗

杉

村

陽

太

郎

立 雖

川

作

太

郎

牧

野

義

智

高

橋

簗

長

岡

春

高

橋

架

高

橋

簗

新

牧

野

義

智

杉

村

陽

太

郎

牧

野

義

智

杉

村

陽

太

郎

高

橋

簗

立

作

太

郎

小

山

精

高

橋

榮

郎

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

―1
0
 

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

一
九

一
九

一
九

一
九

六 六 六 五・五 四 四 四

3
 

六
三
四
8
2

五
九
九

五
六
五

五

五

二

〇

五

五

0
九

四
九

四
五
七

四

四

二

五 六
〇

二
九
九

二
六
八

ニ
四
五

一
九
五

ー
ニ
七

二
五
五 ロ

ニ
八
二

一
八



国際法外交雑誌総索引

『
デ
ザ
ル
マ
ン
』
の
解
（
承
前
）

軍
備
制
限
に
関
す
る
条
約

国
家
連
合
の
意
義
に
就
て

デ
サ
ル
ム
マ
ン
の
解

連
盟
平
和
論
の
一
誤
謬

希
朧
及
羅
馬
時
代
の
同
盟

中
世
及
近
古
時
代
の
同
盟

同
盟
協
約
の
価
値
及
能
率

華
府
会
議
と
戦
時
国
際
法 附

太
平
洋
会
議
に
至
る
ま
で

附

平
和
運
動
の
歴
史
的
考
察

軍
備
制
限
要
諦

同
盟
及
連
合
国
と
独
、
填
其
他
諸
国
と
の
平
和
条
約
の
研
究

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
上
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
中
）

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
上
）

海
洋
の
自
由
と
軍
備
制
限
（
下
）

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
開
設
（
上
）

国
際
連
盟
と
国
家
主
権
（
下
）

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
上
）

軍
備
制
限
の
要
諦

牧

野

義

智

立 高

橋

簗

立 牧

野

義

智

泉 山

田

作

太

郎

作

太

郎 哲 良

牧

野

義

智

小

山

精

泉 牧

野

義

智

佐

々

小

山

精

澤

田

小

山

精

弘

雄

長

岡

春

高

橋

簗

立

郎 哲 郎 謙 郎

作

太

郎

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

四 四
1

0

 

1
0
 

九

二
九
〇

九
0
1

――

二
0
ニ

ニ
四
三

一
九
七

1
0
五

九
四

七 四
〇

二
七 一七

1
0
五
八

1
0
四
五

九

九

六

八

八

二

六

八

七

八

七

七

七

0
七

七

六
八

824 



分野 別索引

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
一
）

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
二
）

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
三
）

国
際
連
盟
の
目
的

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
四
）

大
戦
後
の
新
建
国
観

同
盟
協
約
の
一
般
的
性
質
（
続
、
完
）

最
近
の
国
際
政
局
概
観
（
五
完
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
一
）

国
家
の
滅
亡
と
政
体
の
変
更

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
二
）

国
際
政
治
組
織
と
其
単
位
問
題

ァ
ッ
ベ
・
ド
・
サ
ン
ピ
エ
ー
ル
の
永
久
平
和
案
に
就
て

国
際
行
政
と
そ
の
機
関

桑
港
大
火
災
、
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
上
）

桑
港
大
火
災
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
二
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
(
-
―
-
)

海
軍
制
限
条
約
に
就
て
(

-

)

 

綾

川

武

治

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

蠍

山

政

道

紳

川

彦

松

蠍

山

政

道

綾

川

武

治

泉

哲

綾

川

武

治

堀

内

謙

介

牧

野

義

智

高

橋

架

堀

内

謙

介

立

作

太

郎

堀

内

謙

介

堀

内

謙

介

堀

内

謙

介

杉

村

陽

太

郎

九 九
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五

四
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1
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三

＿o-
四

八

七

0
八

七

七

0
0

六 六 五
1
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-
0

九

八

七

1
0

九

六

八

1
0
 

九 八 七 五

六 五

六

九

四
＿
―
-
三

五

七

1
0
ニニ

九

四

九

六

八

七

三

五

五

五
七
三

八

三

八
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国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
一
）

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
一
）

世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
ニ
・
完
）

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の

I
nt

e
r
n
at
i

onali
s
m
に
就
て

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
二
）

平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
二
）

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
三
）

世
界
戦
争
の
思
想
的
背
景
（
一
）

国
際
法
及
び
外
交
の
基
調
と
し
て
の
I
nt
e
r
n
at
i

onali
s
m
に
就
て

（
ニ
・
完
）

(

-

)

 

横

田
立 横

田
松

原
芦

田
立 横

田
芦

田

松

原

喜 作

太

郎

喜 作

太

郎

喜

横

田

喜

国
際
連
盟
と
国
内
問
題
国
内
問
題
に
対
す
る
連
盟
干
渉
の
法
理
と
限
界

桑
港
大
火
災
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
三
）

国
際
政
治
学
の
指
導
原
理

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
一
）

桑
港
大
火
災
関
東
大
震
火
災
と
国
際
商
業
（
四
）

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
二
）

国
際
連
盟
第
四
年
の
成
績
（
三
、
完
）

国
際
平
和
思
想
よ
り
観
た
る
カ
ン
ト
と
ウ
ヰ
ル
ソ
ン

横

田

喜

横

田

横

田

喜 喜

郎 郎 雄 均 郎 均 雄 郎 郎 郎

寺

田

四

郎

郎

蝋

山

政

道

寺

田

四

郎

紳

川

彦

松

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

六 六 四 四 四 四 七 六 六 四

六
二
五

六
0
七

三
0
九： 三

四
四

三
五
五

二
五
0

二
―
九

二
0
五

1
0

九
五
五

八

七

五 六
六

万
八

五
五
八

六
八

二
五
二

二
―
七
2
68
 



分 野別索引

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針

国
際
連
盟
第
五
年
の
成
績
（
四
、
完
）

国
際
連
盟
の
将
来
の
変
化
並
に
国
家
の
主
権
及
び
独
立

日
本
と
各
国
と
の
通
商
条
約
の
現
状
並
之
に
対
す
る
方
針
（
ニ
・
完
）

日
米
関
係
に
就
て

T
H
E
 F
A
C
T
S
 O
N
 T
H
E
 F
O
R
M
A
T
I
O
N
 O
F
 T
H
E
 L
E
A
G
U
E
 O
F
 

R
E
D
 C
R
O
S
S
 S
O
C
I
E
T
I
E
S
 

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
ニ
・
完
）

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交
（
ニ
・
未
完
）

日
英
同
盟
の
印
度
条
項

明
治
二
十
七
八
年
の
戦
役
と
ド
イ
ツ
外
交
（
三
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
一
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
二
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
三
）

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
西
亜
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
四
）

対
独
封
鎖
問
題
に
関
す
る
英
米
の
見
解
及
び
其
の
影
響
（
一
）

（
主
と

信

夫

淳

平

永

富

守

之

助

信

夫

淳

平

信

夫

淳

平

信

夫

淳

平

立 高

橋

清

立 立 森 森 A
r
at
a
 Ni

n
ag
a
w
a
 

立 横

田

作

太

郎

作

太

．

郎

作

太

郎

喜

櫂 櫂

吉 吉

埴

原

正

直

川

島

信

太

郎 作

太

郎

郎

川

島

信

太

郎

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

ニ
四

六 六 五

四

八

四
1
0
 

九

八

八
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九
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J¥ 七
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五

九
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五
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四
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八

1

0
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三

一

九

三
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八
三
八
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三
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二
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三

三
五
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四
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S
e
c
u
ri
t

e
 (
安
全
）

（四）

国
際
制
裁
に
就
て

S
含

uri
t

e

(
安
全
）
（
三
）

Securi
t

e
 (
安
全
）

（二）

Securi
t

e
 
(

I

)

 

不
戦
条
約
に
関
す
る
米
仏
交
渉

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
二
）

日
英
同
盟
の
史
的
考
察
（
五
・
完
）

独
逸
の
膠
州
湾
、
露
国
の
旅
順
大
連
及
英
国
の
威
海
衛
獲
得
事
情

（
主
と
し
て
独
逸
外
交
文
書
に
依
る
研
究
）

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
一
）

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
一
）

国
際
政
治
団
体
と
国
家
状
態
の
類
同
（
ニ
・
完
）

日
英
同
盟
及
び
日
露
戦
役
と
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
（
其
三
）

国
際
行
政
論
（
一
）

遼
東
還
附
に
関
す
る
三
国
干
渉
の
事
歴
（
ニ
・
完
）

シ
ョ
ッ
ト
ウ
エ
ル
の
平
和
計
画
に
就
て

遼
東
還
附
に
関
す
る
三
国
干
渉
の
事
歴
（
一
）

（
ニ
・
完
）

杉

村

陽

太

郎

軸

川

彦

松

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

杉

村

陽

太

郎

蠍

山

政

道

立 松

原
立 今

中

次

麿

立 言

夫
ィ 松

原

信

夫
永

富

作

太

郎

作

太

郎

作

太

郎

淳 淳

雄 平

今

中

次

麿

雄 平

守

之

助

信

夫

淳

平

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

二
六

二
六

九 八

七

四

八

八 七 六 五

四

一

七

四 四 九

九

〇

六

八

八

二

五

七

六
五

五

一

七

三
0
七

三
一
九

七
三
八

八
―
―
―
七

二

―

五

一

三

五

1
0
五

六
七
一
三
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分野別索引

国
際
紛
争
の
解
決
と
安
全
保
障

大

澤

章

1
0
 

，
 

1
0
0
九

82

国
際
経
済
会
議
の
失
敗
原
因
の
考
察

民
族
王
義
の
確
立
と
ア
ウ
タ
ル
キ
ー

誹

川

彦

松

蠍

山

政

道

満
州
事
件
と
フ
ー
ヴ
ァ
ー
主
義

横

田

喜

郎

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

肺

川

彦

松

国
家
形
成
の
原
理
と
し
て
の
民
族
主
義

紳

川

彦

松

紳

川

彦

松

国
干
渉
前
後
の
事
情

芦

田

均

ロ
ン
ド
ン
会
議
と
潜
水
艦
使
用
法
規

「
ラ
テ
ラ
ノ
」
協
定
の
意
義
及
価
値

満
州
事
件
と
国
際
連
盟

鹿

島

守

之

助

二
九

横

田

喜

郎

二
九

戦
争
と
そ
の
以
外
の
兵
力
使
用

松

原

雄

二
九

安
全
保
障
と
連
盟
規
約
の
研
究

杉

村

陽

太

郎

二
九

S
e
c
u
ri
t

e
 (
安
全
）
（

八

）

杉

村

陽

太

郎

ニ
八

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
現
状
と
其
帰
趨

大

山

卯

次

郎

ニ
八

S
e
c
u
ri
t

e
 (
安
全
）
（

七

）

杉

村

陽

太

郎

ニ
八

S
e
c
u
ri
t

e
 (
安
全
）
（

六

）

杉

村

陽

太

郎

ニ
八

神
聖
同
盟
の
特
色
に
就
て
(

-

)

 

紳

川

彦

松

J¥ 

S
e
c
u
rite
 (
安
全
）
（

五

）

杉

村

陽

太

郎

二
七

九

九

一

九

八

八

六

一

八

七

六

一

四 六 六 七 六 1
0
 

四

六
二
五

五
0
三三

＿
―
-
四
一

五
二
六

二
0
七

六
三
八

五
三
五

ー
ニ
六 六

九
＿
―
-
八



国際法外交雑誌総索引

潜
水
艦
及
び
軍
用
航
空
機
の
商
船
に
対
す
る
行
動

汎
大
陸
主
義
概
説

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
四
・
完
）

現
代
帝
国
主
義
の
特
質

戦
争
責
任
論
争
の
一
考
察

外
交
技
術
と
し
て
の
善
隣
政
策

戦
争
と
政
治
と
の
関
係

大
陸
連
合
体
建
設
の
基
礎
条
件

戦
数
論

自
由
主
義
時
代
の
典
型
植
民
地
|
|
英
領
豪
州
植
民
地
の
成
立
ー

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
三
）

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
(
―
-
)

空
襲
に
関
す
る
軍
事
目
標
主
義
（
一
）

共
同
安
全
保
障
組
織
に
就
て

モ
ン
ロ
ウ
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
起
源
及
原
形
に
就
て

安
全
保
障
問
題

善
隣
外
交
と
太
平
洋
問
題

一
九
三
0

|
―
九
一
二
三
年
に
於
け
る
国
際
紛
争
平
和
処
理
の
発
達

紳

川

彦

松

四

松

原

雄

四

誹

川

彦

松

四

〇

松

下

正

壽

四

〇

田

岡

良

楊

井

克

巳

三

九

軸

川

彦

松

三

七

肺

川

彦

松

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

田

岡

良

細

野

軍

治

肺

川

彦

松

紳

川

彦

松
又

正

雄

蝋

山

政

道

横

田

喜

郎

四
〇 六 五 五 五 五 四

六
1

0

八
四

九
1
0

九
二
五

九

八

五

四

八 七 六
1
0
 

七 五

―
―
四
五

1

0
四

四
八

六
二七

四
九
三

七
三
五

八
八
三

二
七

九
一
五

六 四
五
六

二
0
九 六
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分 野別索引

平
和
保
障
条
約
と
日
本
の
外
交
特
に
満
州
事
変
を
中
心
と
し
て
—
|
`

戦
争
の
性
質
に
関
連
す
る
若
干
の
考
察

広
域
圏
の
要
件

連
合
国
の
日
本
占
領
の
本
質
1

戦
後
占
領
の
新
形
態

国
際
平
和
と
安
全
の
確
保

国
際
連
合
と
地
域
主
義

国
際
連
合
第
一
回
総
会

国
際
連
合
と
原
子
力
問
題
（
一
）

国
際
連
合
と
原
子
力
問
題
（
ニ
・
完
）

平
和
の
哲
学

世
界
平
和
と
平
和
日
本

平
和
日
本
と
安
全
保
障

平
和
日
本
と
新
世
界
経
済
機
構

東
京
判
決
と
自
衛
権

国
際
連
合
の
総
会
と
安
全
保
障
理
事
会

国
際
連
合
と
地
域
的
協
定

国
際
連
合
に
お
け
る
表
決
手
続

大
東
亜
共
栄
圏
の
国
際
関
係
と
「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
の
関
係
に
就
て

大

平

善

梧

四

八

芳

賀

四

郎

四

八

横

田

喜

郎

四

八

植

田

捷

雄

四

七

大

平

善

梧

四

七

又

正

雄

四

七

横

田

喜

郎

四

七

尾

高

朝

雄

四

七

伊

藤

卓

也

四

七

伊

藤

卓

也

四

七

小

谷

鶴

次

四

六

高

野

雄

安

井
安

井
川

原

次

吉

郁

四

五

田

村

幸

策

四

郎

四

ー

五

五

七

五

83

三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
・
四

―
―
-
•
四

四
五
九
・
1
0

郁

四

五

七

・

八

又

正

雄

四

五

七

・

八

前

原

光

雄

四

五

七

・

八

四

二

五

二
0

一
四
九

―

二

七 九
八 一九

二
九

ニ
四 ： 一

七
三ロ

三
一
九

一
九
七 一九

九

八

六

五

四

三
一
九



国際法外交雑誌総索引

北
大
西
洋
条
約
機
構
成
立
史

第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
若
干
の
外
交
史
資
料

国
連
憲
章
と
地
方
的
取
極

世
界
経
済
の
「
根
本
的
不
均
衡
」
と
そ
の
是
正
の
国
際
的
責
任

国
際
連
合
と
永
世
中
立

国
際
連
合
と
日
本
の
安
全
保
障

原
子
力
管
理
の
諸
問
題

日
本
の
安
全
保
障

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
一
）

中
立
制
度
の
成
立
過
程
（
下
）

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
下
）

「
世
界
社
会
」
に
お
け
る
国
家

対
立
陣
営
の
通
商
差
別
待
遇
論
争
（
上
）

朝
鮮
動
乱
と
国
際
連
合
の
強
化

安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
朝
鮮
動
乱
の
処
理

対
日
講
和
に
関
す
る
米
英
の
動
向

多
角
外
交

石

本

泰

雄

五

内

山

正

熊

五

角

田
石

本

泰

雄

五

入

江

啓

四

郎

五

小

田

横

田

喜

順

五

~
~
 滋

五

入

江

啓

四

郎

五

郎

五

大

平

善

梧

五

〇

廣須

瀬山

逹逹

夫夫

百

山

下

康

雄

四

九

横

田

喜

郎

四

九

大

平

善

梧

四

九

英

修

道

四

九

四

九

ウ
イ
リ
ア
ム
・
サ
ン
ダ
ー
ス

小

田

滋

（

訳

）

赤

松

要

四

九

西

村

熊

雄

四

八

五

五

四

五 四 四 五

六
四

七

五

三
0
五

四
0
三

ニ

四

七
六

二
七
五

二
五
七

ニ

四

六

一
八
七

一
六
七
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六
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分野別索引

国
際
政
治
史
の
課
題
と
性
格
国
際
政
治
史
研
究
序
説

国
際
政
治
史
の
課
題
と
性
格
（
二
）
ー
国
際
政
治
史
研
究
序
説
I

海
洋
と
国
際
政
治
米
海
軍
の
制
海
思
想
を
め
ぐ
っ
て
ー
—
ー

国
連
と
南
北
問
題

国
際
連
合
憲
章
と
国
際
政
治

加
盟
国
の
増
大
と
国
連
機
構
へ
の
影
響

国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
（
ニ
・
完
）

国
際
連
合
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
政
治

Di

s
e
ng
ag
e
m
e
n
t
の
沿
革
と
本
質

原
子
力
管
理
に
お
け
る
国
家
主
義
と
国
際
主
義

国
際
経
済
と

I
L
o

経
済
的
・
社
会
的
正
義
達
成
の
た
め
に

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
『
雄
大
な
構
想
』

地
域
王
義
の
偏
向

国
際
連
合
と
権
力
政
治

『
雄
大
な
構
想
』
（
ニ
・
完
）

国
際
組
織
に
お
け
る
超
国
家
性
の
研
究
(
-
)

地
域
的
機
関
に
お
け
る
強
制
行
動
キ
ュ
ー
バ
問
題
を
め
ぐ
る
米
州
機
構

と
国
際
連
合
と
の
関
係
ー
ー
・

堀

川

武

夫

堀

川

武

夫

曾

村

保

信

内

山

正

熊

神

谷
芳

川

俊

憲

高

橋

内

山

正

内

山

正

角

田
寺

澤

角

田

竜

男 悠

筒

井

若

水

筒

井

若

水

sJ
"
 

合
目
ハ

とヒ＂
育＂

内

山

正

熊

六
九

六

八
六
七

六
五

六
五

六
四

六 六 六 六

〇
五

八

山

下

康

雄

五

四

菊

池

勇

夫

五

順

五

~
 

五

順

五

三一―
1
0

四

四

二

九

四 五

五
五
ニ
・
三
・
四 五 五 六

一
五
八

四

七
二
六

二
―
九

二
九
五

四

五

四

三
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ニ

ニ

五

一
三
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四
二
三

四
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五
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い
わ
ゆ
る
「
人
道
的
干
渉
」
に
つ
い
て

核
時
代
の
軍
備
規
制

国
連
と
軍
縮
ー
法
的
分
析
と
そ
の
現
代
的
課
題

国
連
の
平
和
維
持
活
動
同
意
原
則
の
再
検
討

国
際
連
合
と
経
済
社
会
開
発

国
際
連
合
機
構
と
経
済
制
裁
ー
南
ロ
ー
デ
シ
ア
に
対
す
る
国
連
憲
章
第
四

一
条
の
適
用
I

内
戦
と
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
1

捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
の
法
的
保

護
を
中
心
に
—
ー

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
初
期
外
交
思
想
〈
外
交
政
策
分
析
の
た
め
の

枠
組
〉
（
一
）
ー
ー
ー
米
西
戦
争
か
ら
「
ロ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
の
成
立
ま

で
1

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
初
期
外
交
思
想
〈
外
交
政
策
分
析
の
た
め
の

枠
組
〉
（
二
）
ー
米
西
戦
争
か
ら
「
ロ
ー
・
ポ
リ
シ
ー
ズ
」
の
成
立
ま
で

民
族
自
決
権
と
内
戦

核
実
験
に
関
す
る
事
件
（
仮
保
全
措
置
の
指
示
の
要
請
）
命
令
（
正
文
は
央

語
）
一
九
七
三
年
七
月
二
十
二
日
I
.
C
.
 J. 
R
ep
o
rt
s
 1
9
7
3
,
 p
p
.
 9

9
-
1
0
3
.
 

軍
備
競
争
理
論
的
考
察
と
経
験
分
析

日
本
に
お
け
る
対
外
政
策
決
定

山

本

皆

川
家

吉

衛

藤

藩

進

藤

栄

進

藤

栄

藤

田

久

深

津

栄

香

西

前

田

宣

七
四

洸

七

四

松

田

竹

男

七 正

治

七 吉

佐

藤

和

男

茂

広

瀬

善

男

寿

七 七 七 七 七
〇

五

四

六

八

四 六 六 四

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

六
九
四
・
五
・
六

一
三
四： 五

五
三

三
七
四

―
二
五

六 一
七
四

五

四

八 六一 五
三
六

四
九
〇

4
 

8
 

四

六

五
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分野別索引

核
兵
器
と
国
際
法
（
一
）

国
家
の
属
性
の
分
析
ー
_
飾
蕊
宗
ツ
国
際
政
治
の
構
造
変
化
の
背
景
ー
ー
＇

ア
ラ
ブ
1
1
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
と
国
連
の
介
入
|
ー
,
p
k
0
の
基
本
的
性
格
と

機
能
l

資
源
カ
ル
テ
ル
の
政
治
力
学

領
事
外
交
論
‘

軍
縮
と
非
核
兵
器
国
の
安
全
保
障
|
~
国
連
軍
縮
特
別
総
会
に
お
け
る
議
論

を
中
心
に
ー
ー

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
一
）

英
国
に
お
け
る
国
際
社
会
論
の
展
開

経
済
的
「
力
」
の
行
使
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

ダ
ー
ル
ー
ハ
ル
サ
ー
ニ
ー
型
パ
ワ
ー
モ
デ
ル
に
よ
る
日
米
通
商
関
係
の
動
学

．
的
分
析
1

昭
和
四
二
年
か
ら
五
二
年
ま
で
の
日
本
の
対
米
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ

お
よ
び
乗
用
車
の
輸
出
を
例
に
—
|
!

「
無
条
件
降
伏
」
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

中
東
和
平
と
キ
ャ
ン
プ
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
方
式

軍
人
外
交
官
—
|
駐
在
武
官
の
研
究l

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

エ
リ
オ
ッ
ト•L
•メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
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五

内
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四
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四

四

0
五

五 六 五 五

四
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国際法外交雑誌総索引

民
族
・
国
家
論
の
新
展
開
ー
「
ビ
ト
の
国
際
的
移
動
」
の
観
点
か
ら
ー
~

相
互
依
存
状
況
に
お
け
る
脅
し
の
意
味
ー
|
|
「
2
X
2
ゲ
ー
ム
」
理
論
の
応

用
に
よ
る
非
対
称
的
相
互
依
存
関
係
の
構
造
変
化
の
分
析
ー
|

「
政
策
対
話
」
を
め
ぐ
る
南
北
間
の
確
執
1

第
三
次
ロ
メ
協
定
締
結
交
渉
過

程
の
分
析
|
~

平

野

健

大

隈

核
戦
略
の
矛
盾
|
ー
戦
略
攻
撃
と
戦
略
防
御
I

軍
縮
会
議
に
お
け
る
化
学
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
の
現
状

宮

本

雄

木

村

修

山

影

V

1

、r

、

良

J

J

宏

八

七
八
六

八
六

進

八

六

国
家
、
市
場
、
国
際
関
係
ー
ー
ー
国
際
政
治
経
済
へ
の
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
|
ー

田

所

昌

幸

八

五

日
米
経
済
摩
擦
と
政
策
決
定

佐

藤

英

夫

八

四

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
戦
争
の
原
因
と
そ
の
教
訓

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
理
論
の
再
評
価

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
一
）
ー
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の
試
み

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
ニ
・
完
）
ー
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の

試
み
I

非
同
盟
と
中
立
ー
ュ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
し
て

核
兵
器
と
国
際
法
（
ニ
・
完
）

高

坂

正

奏

八

定

形

衛

八

―

初

瀬

龍

平

八

最

上

敏

樹

八

最

上

敏

樹

八

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク

ユ
リ
オ
ッ
ト
•
L
・
メ
ィ
ロ
ウ
ィ
ッ
ツ

ジ
ャ
ッ
ク
・
サ
ン
ダ
ス
ン

三
好
正
弘
（
訳
）

八
〇

三
0
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二
五
九

五

五

0
九

五 四 五

四

八

四 六

三
九
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三
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三
三
七

四
三
三

二
六
0

゜
六

五

四
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分野別索引

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
一
）

欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
に
お
け
る
信
頼
醸
成
措
置
の
発
達
ー
視
察
・
査

察
問
題
を
中
心
に
|
|

人
権
問
題
の
国
際
化
の
提
起
す
る
も
の

．
戦
争
研
究
の
理
論
と
方
法
ー
類
型
学
的
考
察

国
家
の
単
独
の
決
定
に
基
づ
く
非
軍
事
的
制
裁
措
置

政
治
的
武
器
と
し
て
の
経
済
制
裁

国
家
主
権
の
今
日
的
意
義

国
際
レ
ジ
ー
ム
と
対
外
政
策
過
程
|
|
,
G
A
T
T
.
M
F
A
レ
ジ
ー
ム
を
め

ぐ
る
日
本
の
繊
維
政
策
過
程
I

冷
戦
の
終
焉
と
国
連
の
平
和
維
持
機
能

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
ニ
・
完
）

民
族
紛
争
の
「
国
際
化
」

民
族
紛
争
を
題
材
に
|
|

に
関
す
る
序
論
的
考
察
ー
ュ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

ポ
ス
ト
冷
戦
下
の
国
際
連
合
ー
ー
ー
国
際
安
全
保
障
機
能
お
よ
び
役
割
の
変
化

と
改
革
構
想

国
際
連
合
の
集
団
安
全
保
障
|
_
そ
の
歴
史
、
現
状
、
課
題

開
発
途
上
国
の
開
発
問
題
と
国
際
連
合
•
世
界
銀
行
・

国
際
政
治
学
の
基
本
枠
組
み
と
そ
の
動
揺
国
民
国
家
体
系
の
安
定
性
の

検
討
I

大

芝

松

田

竹

男

九

四

五

・

六

鴨 月

村

太

郎

九

浅

田

正

彦

九

浅

田

正

彦

九

納

家

政

嗣

九

大

矢

根

高

野

雄

野

林
中

谷

和

弘

八

九

山

影

山

本
田

畑

茂

武

彦

九

四

吉

亮

九

四

聡

九

〇

健

八

九

進

八

九

宣

八
九

¥
T
、
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J

 

R

1

、T
、

良
＇
ノ
ー
，
’

植

田

隆

子

八

八

五
・
六

五
・
六 五 六 六 五

四

六

三
・
四

三
・
四 六 六 五

六

四

五

六
一
〇

六

九

六

五

五

二

五
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国際法外交雑誌総索引

欧
州
審
議
会
の
拡
大
と
そ
の
意
義
ー
ー
ロ
シ
ア
加
盟
を
中
心
に
—
|
|

ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
秩
序
ー
ー
国
際
政
治
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ス
ト
理
論
と

そ
の
批
判
ー
~

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
(
-
)
ー
ー
法
社
会
学
的

分

析

i

「
核
兵
器
使
用
の
違
法
性
」
と
「
核
抑
止
の
論
理
」
（
ニ
・
完
）
—
_
法
社
会

学
的
分
析
—
~

ア
ン
テ
ィ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
パ
ワ
ー
・
サ
イ
ト
1

国
際
政
治
に
お
け
る
国
家

と
社
会
ー
ー
ー

国
連
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
の
展
開
と
機
能
ー
テ
ー
マ
別
手
続
を
中
心
に

O
S
C
E
の
安
全
保
障
共
同
体
創
造
と
予
防
外
交

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
活
動
の
「
人
道
的
干
渉
性
」
と
国
家
主
権
と
の
か

か
わ
り
—
~
「
人
間
の
安
全
保
障
型
平
和
活
動
」
へ
の
道
|
~

「
緩
や
か
な
国
際
制
度
」
と
遵
守
ー
|
,
I
M
F
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
事
例
と
し
て
＇
~

日
米
自
動
車
問
題
と

W
T
o
（
世
界
貿
易
機
関
）
の
紛
争
解
決
制
度

国
際
レ
ジ
ー
ム
論
|
~
政
府
な
き
統
治
を
求
め
て
—
_

国
連
の
主
要
活
動
の
展
開
ー
l
_
機
構
の
変
化
と
主
要
決
議
を
中
心
に
ー
|

古

城

佳

子

大
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分野別索引

日
英
協
約
論
第
一

日
英
同
盟
後
の
日
本
（
明
治
三
十
五
年
二
月
二
十
日
日
本
法
律
学
校
に
於
て

講
演
）

明
治
初
年
外
交
実
歴
談

明
治
初
年
外
交
実
歴
談
（
続
）

滞
欧
中
の
日
本
観

極
東
に
於
け
る
日
露
艦
隊
の
将
来

日
本
の
外
交
に
就
て

ス
テ
ッ
ド
氏
極
東
に
於
け
る
日
本
の
地
位

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
 

H
I
S
T
O
R
I
C
A
L
 
A
C
C
O
U
N
T
 

J

A
P
A
N
 S
I
N
C
E
 1
8
7
0
 

日
本
関
係

O
F
 
T
H
E
 

O
F
 
T
H
E
 

極
東
に
於
け
る
日
露
海
軍
力
比
較
（
海
軍
省
並
に
外
字
新
聞
の
取
調
報
告
に

よ
る
）
‘

満
州
問
題
に
関
す
る
七
博
士
の
意
見
書
の
批
評

仏
国
と
本
邦
と
の
本
年
度
外
交
官
試
験
問
題
比
較

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 

N
E
U
T
R
A
L
I
T
Y
 
O
F
 

O
F
 

加

揺

豊

次

清

水

市

太

郎

ア
ル
フ
レ
ッ
ト
、
ス
テ
ッ
ド

山

川

端

夫

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

寺

尾
副

島

種

臣

副

島

種

臣

S
A
K
U
Y
E
 T
A
K
A
H
A
S
H
I
 

寺

尾

亨 亨

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

六 五 四

四
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国際法外交雑誌総索引

南
満
州
の
施
政
殊
に
帝
国
諸
機
関
の
権
限
に
就
き
て

日
本
の
殖
民
方
針

海
軍
よ
り
観
た
る
日
露
休
戦
条
約

日
露
戦
役
に
於
け
る
日
本
軍
の
軍
律

浦
塩
斯
徳
は
自
由
港
と
な
す
可
か
ら
す
我
軍
港
と
な
す
可
し

日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
）

露
西
亜
の
欲
望
と
日
本
立
脚
の
地

満
州
に
於
け
る
日
本
臣
民
不
当
拘
禁
事
件

軍
艦
千
島
事
件
意
見

日
露
戦
争
の
始
期
に
関
す
る
事
実

露
国
の
宣
言
を
評
す

千
島
艦
事
件
意
見
書

日
露
戦
争
開
始
の
時
期
如
何

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
開
戦
観

三
山
島
砲
撃
に
対
す
る
露
国
の
抗
議
を
評
す

続
日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
ひ
弁
妄
）
（
承
前
）

P
A
G
E
S
 D
E
 L'
H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
 
TIQ~ 

D
U
 
J

A
P
O
N
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MA 

雖
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積

辰

馬

篠

田

治

策

蛸

川
立

新

高

橋

作

衛 作

太

郎

ホ
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ラ
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ウ
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ス
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レ
ー
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橋
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衛

（

訳

）

立 寺

尾

匿

作

太

郎

亨

清

水

市

太

郎

高
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衛
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寛

人
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H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
.
 

H
I
S
T
O
I
R
E
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I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
.
 

H
I
S
T
O
I
R
E
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I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
.
 

H
I
S
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O
I
R
E
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I
P
L
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A
T
I
Q
U
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 D
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J

A
P
O
N
.
 

H
I
S
T
O
I
R
E
 D
I
P
L
O
M
A
T
I
Q
U
E
 D
U
 
J

A
P
O
N
.
 

朝
鮮
の
合
併
と
米
国
の
態
度
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

（
補
条
す
へ
き
要
点
）

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
融
接
点
（
米
国
と
満
州
）
米
国
研
究
報
告
の
一

朝
鮮
の
合
併

T
H
E
 JA
P
A
N
E
S
E
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 A
N
N
E
X
I
N
G
 K
O
R
E
A
.
 

日
米
新
条
約
の
真
価

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

T
H
E
 T
R
E
A
T
Y
.
 

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
触
接
点
（
承
前
）

韓
国
合
併
に
関
す
る
公
文

日
米
条
約
改
締
に
就
て

米
国
水
師
提
督
ペ
ル
リ
は
果
し
て
日
本
の
恩
人
な
り
や
（
米
国
研
究
報
告
の

-

)

 

日
韓
一
家
説
に
就
て

米
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国際法外交雑誌総索引

帝
国
の
対
外
電
信
政
策

帝
国
の
対
外
電
信
政
策

日
英
同
盟
条
約
私
議

且
央
同
盟
協
約
を
論
す

在
留
敵
国
人
の
保
護
に
関
す
る
日
本
の
主
義

島

谷

亮

輔

蛸

J I I 

渡

部

渡

部

新 信 信

高

橋

作

衛

日
米
問
題
に
関
す
る
報
告

清

．

水

市

太

郎

明
治
天
皇
と
国
際
法

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

昨
年
の
日
米
問
題

日
米
仲
裁
条
約
の
効
力

日
米
議
員
会
創
設
の
顛
末

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

衆
議
院
に
於
け
る
対
米
外
交
問
答

宣
言

修
正

議
定
書

発
表
後
の
日
米
新
条
約

日
米
通
商
航
海
条
約

清

水

市

太

郎

米

田

賓

高

橋

作

術

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

有

賀

長

雄

川

崎

巳

之

太

郎

一
四

一
四

1
0
 

九 九 九 九

川

崎

巳

之

太

郎

九

七 七 七 六 六 五 六 八 八 J¥ 八 八 八

一
八

三

七

九

五

七

三

二
0
ニ

五

七

三

五

八

三

四

九

〇

四

七

九

四

七

八
九

七

六

一

八

六
四

六
四

六
四

六

三

九
一ノ‘
七
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分 野別索引

日
本
国
民
の
世
界
に
対
す
る
二
大
主
張

日
米
今
昔
物
語

青
島
に
於
け
る
専
管
又
は
共
同
居
留
地
設
置
の
結
果
を
比
較
表
出
す

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

太
平
洋
観

高
橋
博
士
の
講
和
条
件
論
に
対
す
る
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
の
再
評

経
済
同
盟
と
日
本

日
露
交
渉
の
沿
革

欧
州
大
戦
と
日
本

日
米
新
宣
言

日
本
の
講
和
条
件
を
論
し
て
「
ジ
ャ
ッ
パ
ン
、
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
社
説
に
答

A

J
 

日
本
の
古
代
史
と
国
際
法

予
期
せ
ら
れ
た
る
帝
国
講
和
条
件
と
実
現
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
同
条
件
と
の
懸

隔
大
正
八
年
九
月
九
日
起
草

過
激
派
東
来
よ
り
生
す
る
日
露
支
の
外
交
問
題

連
盟
と
憲
法
及
ひ
条
約
問
題

附
両
国
親
善
の
妙
諦

帝
国
海
軍
の
与
国
に
対
す
る
貢
献
（
地
図
参
照
）

我
か
外
交
の
権
威

川

島

信

太

郎

高

橋

簗

牧

野

義

智

清

水

泰

次

高

橋

作

衛

牧

野

義

智

高

橋

作

衛

坂

本

俊

篤

蜻

JI I 

高 湘 誹

新

東

譲

三

郎

（

訳

）

橋

作

衛

森

山

慶

牧

野

義

智

沼

田
戸

南

照

郎 義 子

牧

野

義

智

正

雄

二
0

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
五

一
五

一
五

一
四

四 四
1
0
 

J¥ 五 四 四 六 J¥ 

3
 

4
 

一
四
五

8

六
七

三
九
二： ニ

ニ
〇

三
一
九

二
九

八
四
九

六
三
四

二
七
七

ニ
四
五

一
九

五

四

五
六一 I

O
 

六
六
万



国際法外交雑誌総索引

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
き
て

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
一
）

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
ニ
・
完
）

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
四
・
完
）

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
三
）

明
治
の
外
交
史
上
に
於
け
る
パ
ー
ク
ス
の
位
地
（
二
）

明
治
の
外
交
史
上
パ
ー
ク
ス
の
位
地
(
-
)

大
津
事
変
の
史
的
回
顧

信

夫

博

士

の

『
大
津
事
変
の
史
的
回
顧
』
を
読
み
て

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
（
一
）

明
治
初
年
岩
倉
大
使
遣
外
始
末
（
ニ
・
完
）

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
（
一
）

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
話
談
判
始
末
（
二
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
四
・
完
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
三
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
二
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
一
）

関
東
州
還
附
論
に
つ
い
て

米

田

蝋

山

政

道

蝋

山

政

道

信

夫

淳

平

信

夫

信

夫
信

夫

淳

平

信

夫

信

夫
和

田

禎

純

和

田

禎

純

和

田

禎

純

和

田

禎

純

信

夫

信

夫

賓

淳 淳 淳 淳 淳 淳

平 平 平 平 平 平

武

田

勝

蔵

信

夫

淳

平

清

水

泰、

次

二
九

二
九

ニ
八

二
七

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

1
0
 

六 五

1
0
四
八

五
五
七

三
九
五

一六

1
0

九

八

六

九

八

六

九

七 四 四

六
七
五

ニ
四
九

三
八
一

三
五
三

二
九
〇

六

九

八

六

四

八

七

七

六

七

六
八
〇

五

四

八

〇 二
七
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分野別索引

日
仏
・
日
露
並
日
英
仏
露
四
国
同
盟
案
ー
~
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
―
二
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
六
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
二
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
三
）

最
近
の
日
蘇
関
係

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
四
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
五
）

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
七
）

日
米
協
商
ー
_
|
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
八
）

I

第
二
回
日
露
協
商
|
_
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
九
）
ー

第
三
回
日
英
同
盟
|
—
日
本
同
盟
協
商
制
度
論

(
1
0
)
-

国
際
連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
（
一
）

第
三
回
日
露
協
商
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
―
-
)
|
|
'

連
盟
脱
退
の
要
件
及
効
果
（
二
）

帝
国
の
倫
敦
宣
言
加
入
並
び
に
第
四
回
日
露
協
商
及
び
秘
密
同
盟
条
約
1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
三
）

I

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
四
）
＇
~

鹿

島

守

之

助

三

四

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

松

原

松

原

雄

鹿

島

守

之

助

雄

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

清

水

泰

次

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

四 四 四 四 四 四 四 四

5
 

4
 

九

八

二

九

8

七

五

九

六 五 四 四 七 四
1
0
 

五
0
五

四
二
0

二
九

二
五
0

五
五

九

八

五

九

八

七

四

八
六 ニ

ニ
五

三
四
八三

三
四
五

ニ
四
六

一
六
八

1

0四



国際法外交雑誌総索引

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

国
と
満
州
国

外
交
問
題

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
一
）

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
（
一
：
）
ー
|
'
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

支
那
に
関
す
る
九
国
条
約
（
ニ
・
完
）
ー
ー
＇
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
六
）

日
蘇
条
約
と
両
国
の
新
関
係
|
|
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
一
七
）

1

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
(
-
)
|
ー
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
(
-
八
・

結
論
）
_
|

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
三
)
|
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
四
・
完
）
ー
日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結

論
）
ー
|

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
ニ
・
完
）

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

一
般
外
交
方
針

共
栄
圏
政
策
（
一
）

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説
（
二
）
そ
の
他
の
地
域

我
が
大
陸
政
策
の
史
的
考
察
（
二
）

1

日
本
同
盟
協
商
制
度
論
（
結
論
）

川

原

次

吉

郎
四
一

植

田

捷

雄

四

中
華
民

紳

川

彦

松

四

奥

平

武

彦

三

九

奥

平

武

彦

三

九

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

日
英
同
盟
の
廃
棄
並
び
に
四
国
条
約
の
成
立
|
|
白
日
本
同
盟
協
商
制
度
論

（
一
五
）
ー
|
'

六 六 六 六 五 五 五 四

五

五

0
四

五

四

九

五 八 七

五

四

七

九

八

八

九

六 五 四
1
0
 

六
七
六

五
六
七

九
三
四： 三

四
五

四
三
二

四
八
三

八

七

六

〇

五

四

一

五
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分野 別索引

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
十
四
議
会
に
於
け
る
支
那
問
題

国
際
法
問
題

敵
産
の
処
理

伴
虜
の
取
扱

敵
国
在
留
邦
人
の
待
遇

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
I

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
独
交
渉
の
過
程
分
析
I

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
I

連
合
国
の
日
本
占
領
の
本
質
ー
—
'
戦
後
占
領
の
新
形
態
l

「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
の
ー
経
過

降
伏
後
ノ
於
ケ
ル
米
国
ノ
初
期
ノ
対
日
方
針
（
仮
訳
）

第
八
十
四
議
会
に
於
け
る
一
般
外
交
方
針

(

-

)

1

モ
ロ
ッ
コ

（二）

I

モ
ロ
ッ
コ

（
三
）
ー
—
モ
ロ
ッ
コ

大
東
亜
共
栄
薗
の
性
格
ー
ー
＇
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
政
治
機
構
」
の
研
究
前
論

大
東
亜
共
栄
圏
の
国
際
関
係
と
「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
の
関
係
に
就
て

日
満
関
係

第
八
一
議
会
の
外
交
・
国
際
法
問
題
の
解
説

第
八
一
議
会
の
外
交
•
国
際
法
問
題
の
解
説

政

占
領
地
の
軍

高

野

雄

安

井

高

橋

八

郎

右

衛

門

高

橋

八

郎

右

衛

門

川

原

次

吉

又

正

横

田

喜

四
五

四
五

郁

四

五

高

橋

八

郎

右

衛

門

四

四

四一 四一

紳

川

彦

松

四

一
郎

四

一

植

田

捷

雄

四

一

田

村

幸

策

四

雄
．
四
二

松

下

正

壽

四

郎

四

江

川

英

文

四

前

原

光

雄

四

1
0

八
一
八

六 六 五

7
 

八
0
8
4

四
五 一九

四
八
八
七

五
七

五
一
九

五

四

七

八

九

八

六

五

五

五

二

七
五
二
三

五

五

一

八

五

五

一

五

五

五



国際法外交雑誌総索引

講
和
と
賠
償
対
日
講
和
条
約
草
案
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
—

l

ソ
連
邦
の
対
日
講
和
主
張

平
和
保
障
条
約
と
日
本
の
外
交
’
~
特
に
満
州
事
変
を
中
心
と
し
て

世
界
平
和
と
平
和
日
本

平
和
日
本
と
安
全
保
障

平
和
日
本
と
新
世
界
経
済
機
構

東
京
判
決
と
自
衛
権

日
本
の
開
国
と
中
国
（
一
）

対
日
講
和
と
中
国

国
際
連
合
と
日
本
の
安
全
保
障

日
本
の
開
国
と
中
国
（
二
）

日
本
の
開
国
と
中
国
(
-
―
―
・
完
）

V
I
C
I
S
S
I
T
U
D
E
S
 O
F
 I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L
A
W
 I
N
 T
H
E
 M
O
D
'
 

E
R
N
 H
I
S
T
O
R
Y
 O
F
 
J

A
P
A
N
.
 

最
近
日
本
の
貿
易
協
定

対
日
講
和
条
約
と
集
団
的
自
衛
権

日
本
の
安
全
保
障

終
戦
後
に
於
け
る
在
華
日
本
権
益
の
処
理
と
そ
の
将
来

横

田
大

平
横

田

横

田

喜

湯

川

盛

夫

五

〇

山

下

康

雄

五

〇

J. 
S
hi
n
o
b
u
 

植

田

捷

雄

四

九

植

田

捷

雄

四

九 喜 喜

横

田

喜

善

郎

五

梧

五

〇

五

〇

郎

四

九

植

田

捷

雄

四

九

入

江

啓

四

郎

四

九

植

田

捷

雄

四

九

郎

四

八

植

田

捷

雄

四

七

大

平

善

梧

四

七

又

正

雄

四

七

郎

四

七

植

田

捷

雄

四

五

五 四 四 五 四 ロ
三
・
四

三
・
四

三
・
四

三
・
四

口
二
三
四三

三

五

九

四
三
一

四
六
四

二

五

七

二
―
四

一

九

九

1
0
四

一
七
三ロ

三

一

九

二

0
一
四
九

三

二

五
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分野別索引

海
運
よ
り
見
た
沖
縄
の
地
位

高

梨

正

夫

五

四

： 

，
 

二
0
九

4
8
 

沖
縄
経
済
の
現
状
と
将
来

板

垣

興

五

四

： 
一
七
三

沖
縄
に
施
行
さ
れ
た
旧
日
本
法
令
は
、
外
国
法
で
は
な
い
か

大

郷

沖
縄
に
お
け
る
国
際
私
法
問
題

JII 

上

， 

正太

夫

五

四

一
六
九

郎

五

四

一
六
五

久

保

岩

太

郎

五

四

一四

沖
縄
に
関
し
日
本
又
は
米
国
の
有
す
る
権
利
の
範
囲

大

郷

正

夫

五

四

日
本
の
領
土
処
理
に
お
け
る
二
つ
の
盲
点
1

千
島
と
沖
縄
|
|
'

高

野

雄

五

四

―
―
六

二―――――

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
日
本
一
九
二
二
年
よ
り
一
九
三

三
年
に
至
る

ア
メ
リ
カ
学
者
の
観
た
沖
縄
問
題

沖
縄
の
国
際
法
上
の
地
位

沖
縄
と
日
本
の
主
権

沖
縄
に
関
す
る
準
国
際
私
法
問
題

横

田

喜

郎

五

四

新

城

利

彦

五

四

沖
縄
諸
島
の
法
的
地
位

入

江

啓

四

郎

五

四

沖
縄
帰
属
に
関
す
る
一
省
察

秋

保

郎

五

四

植

田

捷

雄

五

四

沖
縄
帰
属
の
沿
革

英

修

道

五

四

開乏

r 

五

一
ユ
ー
マ
ン

寛
治
（
訳
）

「
総
理
術
門
」
設
立
の
背
景
（
三
・
完
）

坂

野

正

高

五

「
総
理
術
門
」
設
立
の
背
景
（
二
）

坂

野

正

高

五

「
総
理
街
門
」
設
立
の
背
景
（
一
）

坂

野

正

高

五

： ： ： i ： ： ： ： ： ： ： 四

1

0
八

九
六

六一 五
七

四

〇

五

四

〇

八
九

五

五

0
六

六
〇



国際法外交雑誌総索引

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
(
-
)

二
十
一
箇
条
要
求
に
関
す
る
若
干
の
考
察

奄
美
群
島
の
復
帰

中
国
の
租
借
地

沖
縄
沈
船
の
地
位

沖
縄
軍
用
地
問
題

沖
縄
住
民
の
地
位

小
笠
原
問
題
の
沿
革
と
特
性

沖
縄
統
治
の
機
構
と
機
能
沖
縄
施
政
権
の
本
質
と
住
民
の
自
治
権

ア
メ
リ
カ
施
政
権
の
本
質

日
本
の
国
際
連
合
加
入
と
南
方
諸
島

二
十
一
箇
条
要
求
に
関
す
る
若
干
の
考
察

琉
球
政
府
機
構
図
（
昭
和
二
九
、
九
、

阿
部
外
務
省
政
務
局
長
暗
殺
事
件
と
対
中
国
（
滴
蒙
）
問
題

日
比
賠
償
協
定
及
び
借
款
取
極

哀
世
凱
帝
政
問
題
と
日
本
の
外
交

公
文
書

沖
縄
管
理
経
過
日
誌

-

)

 

曾

村

保

信

五

七

堀

川

武

夫

五

六

植

田

捷

雄

加

藤

桑

田
川

上

健

横

田

皆

川
栗

原

喜

五
六

山

下

康

雄

五

六

入

江

啓

四

郎

五

六 郎

五

六

郎

五

六 五
六

新

城

利

彦

五

六

郎

五

六

洸

五

六

堀

川

武

夫

五

六

曾

村

保

信

五

六

有

田

武

夫

五

五

健

五

五

六

四
・
五
五
四
四

四
・
五
五
二
五

四
・
五
四
九
九

四
・
五
四
七
五

四
・
五
四
五
四

四
・
五
四
一
五

四
・
五

四
・
五

四
・
五 五

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

五
四
一
・
ニ
・
三

六
四
一 七

六

三
三
五

三
五
二

二
―
五

―
―
七

五

五

六

五 口
ニ
ニ
七

三
四
二

五
三
八

850 



分野 別索引

戦
前
の
日
ソ
漁
業
~
明
治
四
十
年
日
露
漁
業
協
約
の
効
力
存
続
問
題
を
中

心
と
し
て
1

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
日
ソ
漁
業
関
係

戦
後
の
日
ソ
関
係

北
方
領
土
問
題
の
起
因
と
経
過

尾

上

正

男

大

平

善

梧

小

林

幸

男

田

村

幸

策

占
領
管
理
下
の
北
方
領
土

入

江

啓

四

郎

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
•
六

六
0

四
・
五
・
六

六
0

四
・
五
・
六

シ
ベ
リ
ア
出
兵
と
北
樺
太
問
題

植

田

捷

雄

六
0

四
・
五
・
六

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
と
北
方
領
土
問
題

石

田

栄

雄

六
0

四
•
五
・
六

明
治
初
期
の
北
方
領
土
問
題

大

山

梓

六
0

四
・
五
・
六

幕
末
期
日
露
関
係

阿

部

光

蔵

六
0

四
•
五
・
六

日
露
戦
後
に
お
け
る
満
州
善
後
措
置
問
題
の
一
斑

栗

原

健

五

九

日
華
事
変
に
お
け
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
（
二
）

郁

彦

五

九

郁

彦

五

九

西

村

熊

雄

五

九

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
ニ
・
完
）

日
中
漁
業
問
題

対
華
二
十
一
箇
条
問
題
と
列
国
の
態
度

安
保
条
約
改
定
の
歴
史

ー
（
特
に
、
米
国
）
|
—

日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
問
題
重
要
日
誌

日
華
事
変
に
お
け
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
|
|
「
日
華
事
変
初
頭
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
拡
大
派
と
不
拡
大
派
の
対
立
に
つ
い
て
」
_
~

秦 秦
杉

山

茂

雄

五

九

石

田

栄

雄

五

八

桑

原
，
．
輝

路
｀
五
七

曾

村

保

信

五

七

六 五 四 六

八

五

七

一

五

六

八

九

五

九

〇

五
六
五

五
三
七

五
0
六

四
七
七

七
0
五

四

五

七

四
二
六
0 ： 七

三

九

四
四
―
―
―

五
六
五

一

四

五

851 



国際法外交雑誌総索引

外
務
省
の
機
能
変
遷

外
交
一
元
化
と
外
務
省

日
ソ
危
機

小
幡
公
使
ア
グ
レ
マ
ン
問
題
ー
ー
ー
日
中
外
交
の
一
断
面

竹
島
紛
争

日
ソ
関
係
年
表

陸
軍
起
案
「
対
清
策
案
」

日
韓
関
係
史

日
本
の
国
連
活
動
の
実
績
と
課
題

日
布
移
民
問
題
（
一
）

日
布
移
民
問
題
（
ニ
・
完
）

日
露
戦
争
と
開
戦
外
交

一
九
―
―
―
―
―
ー
三
四
年

大
陸
政
策
論
の
史
的
考
察
—
|
'
幕
末
よ
り
日
清
戦
争
直
後
ま
で
ー
~

日
本
の
台
湾
接
収
と
対
外
措
置
（
一
）

日
本
の
台
湾
接
収
と
対
外
措
置
（
ニ
・
完
）

外
務
省
情
報
部
の
創
設
と
伊
集
院
初
代
部
長

明
治
時
代
の
霞
ケ
関
外
交

北
方
領
土
の
返
還
要
求
運
動

内

山

正

大

畑

篤

四

郎

七

大

山

松

村

正

義

七

〇

黄 黄 秦 大

山
星 太

寿

堂

大

山

熊

七

梓

七

昭

堂

昭

堂

大

畑

篤

四

郎

郁

彦

関

野

昭

梓

瀬

川

善

信

瀬

川

善

信

瀬

川

善

信

文

七
鼎

植

田

捷

雄

梓

桑

原

輝

路

六

九

六

九
六

八

五

・

六

六

八

六

八
六
七

六

六

六

六

六

五
六

四

四

・

五

六

四

四

・

互

六

五
・
六

五
・
六

五
・
六 六

六

0
四
・
五
・
六

六

0
四
・
五
・
六

六

六

四

六
二
六

六
〇

一
九
四

一
九
〇

六
五

六

五

一
九
七

二

六

四
六
七

七
ニ
八

五

三

五

三

八

五： 三

四

七

九

一

六

2
 

8
 

八
六
七

5



分野 別索引

京
釜
鉄
道
の
建
設
を
め
ぐ
る
日
露
関
係
1

日
英
同
盟
成
立
要
因
と
し
て
の

鉄
道
問
題
ー
ー

「
無
条
件
降
伏
」
と
ポ
ッ
ダ
ム
宣
言

日
露
戦
争
に
お
け
る
金
子
堅
太
郎

戦
後
日
中
関
係
の
一
考
察
|
ー
石
橋
、
岸
内
閣
時
代
を
中
心
と
し
て
|
ー

日
本
外
交
史
に
お
け
る
亡
命
者
問
題

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程
(
-
)
|
|
、
そ
の
機
構
的
側
面

と
占
領
軍
構
成
の
問
題
I

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程

側
面
と
占
領
軍
構
成
の
問
題
ー
—
↓

（
ニ
・
完
）
ー
ー
そ
の
機
構
的

ダ
ー
ル
ー
ー
ー
ハ
ル
サ
ー
ニ
ー
型
パ
ワ
ー
モ
デ
ル
に
よ
る
日
米
通
商
関
係
の
動

学
的
分
析
ー
~
昭
和
四
二
年
か
ら
五
二
年
ま
で
の
日
本
の
対
米
カ
ラ
ー
テ
レ

ビ
お
よ
び
乗
用
車
の
輸
出
を
例
に
ー
ー
＇

海
運
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
と
日
本
海
連

日
清
戦
争
と
占
領
地
行
政

帝
国
政
府
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
め
ぐ
る
ス
イ
ス
の
仲
介
(
-
九
四
五
年

八
月
）

日
本
に
お
け
る
対
外
政
策
決
定

山
座

oo次
郎
論
明
治
時
代
に
お
け
る
大
陸
政
策
の
実
行
者

l

戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇

植

田

隆

子

大

山 地

田

知

平

八

〇

井

上

勇

八

六

梓

八

〇 八
〇

五

百

旗

頭

真

七

九

薬

師

寺

泰

蔵

七

九

松

村

正

義

七

七

五

百

旗

頭

箕

七

四

五

百

旗

頭

箕

七

四

瀬

川

善

信

七

四

池

井
衛

藤

藩

優

七

吉

七

又

正

雄

七

宮

崎

繁

樹

七

四 六 六 五

五

五

六

五

四

六

九

四 六

一

七

六

六

三

八

六
0
七

三

四

三

ニ
ニ
九

二

六

一

一

九

―

二

九

一

六

八

六 ニ
四
九

ニ
ニ
七

'853 



国際法外交雑誌総索引・

満
州
に
於
け
る
日
本
臣
民
不
当
拘
禁
事
件

高

橋

作

衛

レ
ー
ド
氏
清
国
革
新
策

露
西
亜
極
東
太
守
管
轄
内
軍
隊
管
理
(
+
月
十
六
日
官
報
）

レ

ド

フ
ィ
ド
ロ
ッ
フ
氏
東
洋
に
於
け
る
露
国
商
業
政
策

ス
テ
ッ
ド
氏
極
東
に
於
け
る
日
本
の
地
位

ア
ル
フ
レ
ッ
ト
、
ス
テ
ッ
ド

フ
ィ
ド
ロ

ッ

フ

極
東
総
督
に
関
す
る
疑
義

高

橋

作

衛

満
州
に
於
け
る
露
兵
の
撤
去

高

橋

作

衛

逼
羅
国
に
就
て

山

川

端

雄

(

P

演

佃
速
記
事
務
所
員
（
速
記
）

満
州
談

戸
水
寛
人
（
口
演
）

佃
速
記
事
務
所
員
（
速
起

東
洋
に
於
け
る
露
西
亜
人
の
挙
動

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
関
係

（
世
界
貿
易
機
関
）
の
紛
争
解
決
制
度

戦
後
日
本
の
国
際
経
済
秩
序
へ
の
復
帰
ー
ー
＇
日
本
の

G
A
T
T
加
盟
問
題

国
際
レ
ジ
ー
ム
と
対
外
政
策
過
程
|
|
G
A
T
T
.
M
F
A
レ
ジ
ー
ム
を
め

ぐ
る
日
本
の
繊
維
政
策
過
程
ー

日
米
自
動
車
問
題
と

W
T
O

日
本
外
交
史
研
究

戸

水

寛

人

五

百

旗

頭

真

長

谷

川

大

矢

根

晋

九
六

九
五

田

所

・

昌

幸

九

聡

九

〇`

 

四 六

ニ
四

二― 九
八

六 四
七

ニ
四

四
五

四
九

一
四

四

・

五

七

五
四

五
四

二
七

七
ニ
ニ

854 



分野別索引

日
韓
一
家
説
に
就
て

桓
東
に
於
け
る
未
決
事
件
（
ノ
ー
ウ
ォ
ェ
、
ウ
レ
ー
ミ
ア
所
載
）

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営
（
承
前
）

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営

南
満
州
の
施
政
殊
に
帝
国
諸
機
関
の
権
限
に
就
き
て

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
半
島
行
政
に
関
す
る
実
験
談
（
承
前
）

旅
順
開
城
の
真
相
と
遼
東
行
政
に
関
す
る
実
験
談

朝
鮮
談

朝
鮮
国
中
立
の
価
値

亜
細
亜
問
題

朝
鮮
の
処
分

満
州
の
行
政
制
度

樺
太
に
関
す
る
実
状

朝
鮮
の
実
状

緬
旬
の
発
達

南
満
鉄
道
附
属
地
論

支
那
の
将
来
に
就
て

朝
鮮
の
地
位
に
関
す
る
英
国
学
者
の
意
見

阿

部

守

太

郎

s
 

x
 

藤

井

藤

井
塚

積

辰

馬

雖

川

匿 篠

田

治

策

峙

川

篠

田

治

策

目

賀

田

種

太

郎

無

s
 

Y 

氏

生

印

訳

）

賓 賓 新 名 新 名

高

橋

作

衛

戸

水

寛

人

ウ

エ

セ

リ

ッ

キ

ー

高

橋

作

衛

J¥ 七 七 五 五 五 五 四 四 四 四 四

六
1
0
 

六
1
0
 

ノ＼ 六 五 J¥ 七 五 五 四 六 五 五

5
 

四
四

0
8
5

四
〇 五 八

六
＿九

六
五

ニ
四

一
四

ニ
八 六

七
〇

ニ
八



国際法外交雑誌総索引

印
度
に
於
け
る
土
人
の
教
育
問
題

支
那
人
の
国
民
性
に
就
て

清
国
革
命
に
潜
在
す
る
米
国
の
潜
勢
力

外
国
か
清
国
革
命
に
乗
せ
し
実
例

米
国
対
清
野
心
の
複
雑

米
国
人
の
対
清
野
心
と
其
告
白

清
国
の
将
来
に
就
て

韓
国
合
併
に
関
す
る
公
文

朝
鮮
の
合
併
と
米
国
の
態
度
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

注
意
す
へ
き
朝
鮮
の
耶
蘇
教
伝
道
者

ハ
リ
ス
博
士
の
朝
鮮
伝
道
者
に
関
す
る
書
簡
を
読
む

日
ー
ー
ニ
十
日
朝
鮮
新
聞
所
載

朝
鮮
の
合
併

四

十

三

年

三

月

十

五

T
H
E
 
J

A
P
A
N
E
S
E
 P
R
O
C
L
A
M
A
T
I
O
N
 A
N
N
E
X
I
N
G
 K
O
R
E
A. 

T
H
E
 T
R
E
A
T
Y. 

清
国
革
命
動
乱
と
国
際
法

清
国
革
命
運
動
の
由
来

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

高

橋

作

衛

伊

吹

山

徳

司

奥

田

竹

松

失 無

名 名

氏 氏

川

崎

巳

之

太

郎

有

賀

長

雄

無

名

法

学

士

高

橋

作

衛

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

川

崎

巳

之

太

郎

九

川

崎

巳

之

太

郎

九

岡

．

田

朝

太

郎

九

九 九 九

高

橋

作

衛

九

八 J¥ J¥ 

七

五

五

七

七

五

四

五

四
1
0

八
0
四

九 七 四 四 四 八 J¥ 七

九

七

二
五
六

一

九

五

一

六

七

六
八
九

五

一

三

二
九
五

二九―――

二九―――
ニ
四

六

七

六

七
五

三

一

856 



分野別索引

印
度
国
境
諸
国

黒
龍
江
鉄
道
の
敷
設
及
東
清
鉄
道
の
政
策

江

木
野

村

翼 徹

支
那
に
於
け
る
列
強
の
鉄
道
割
拠
を
論
す

今

井

嘉

幸

豪
州
防
備
の
声
と
太
平
洋
問
題

支
那
の
中
立

印
度
国
境
諸
国

江

木

翼

根

来

源

之

西
蔵
問
題
（
承
前
）

藤

田

豊

八

上
海
租
界
か
上
海
国
か

今

井

嘉

幸

沼

田

照

義

篠

田

治

策

四
1
0
 

西
蔵
問
題

藤

田

豊

八

1
0
 

太
平
洋
上
の
国
防
問
題

F
r
a
n
k
 F
o
x
 

沼
田
照
義
（
控
訳
）

7
 

8
 

二
七
四

5

二―

O

一
九

一
七
七

―
二
八

二
九

八
六
一

八
四
六

九

七

四

〇

朝
鮮
南
漢
山
城
の
開
城
条
件

西
蔵
問
題
（
承
前
）

藤

田

豊

八

九

七

二

九

J¥ 

西
蔵
問
題

支
那
に
関
す
る
最
近
感
想
（
三
月
十
六
日
本
会
例
会
に
て
講
演
）

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

台
湾
に
於
け
る
既
往
及
現
在
の
国
際
問
題

英
国
殖
民
政
策
と
印
度
の
遷
都

藤

田

豊

八

村

田

俊

彦

高

橋

作

衛

伊

吹

山

徳

司

後

藤

新

平

J¥ 八 六

六
七
〇

六
五
六

六
三
七

四
七
八

二
―
五

二
0
1

――



国際法外交雑誌総索引

（
承
前
）

南
洋
の
新
領
土
（
承
前
）

南
洋
の
新
領
土

南
洋
の
新
領
土

支
那
南
方
の
軍
政
府
は
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
す
へ
き
も
の
な
り
や
否
や

有
望
な
る
比
律
賓
群
島

印
度
の
戦
後
貿
易
振
興
策

第
三
革
命
に
於
け
る
雲
南
軍
の
活
動
に
就
い
て

支
那
に
於
け
る
独
逸
の
経
済
的
任
務

青
島
還
附
論
を
評
す

露
西
亜
及
蒙
支

西
亜
細
亜
の
戦
争

国
民
の
発
展
上
よ
り
見
た
る
東
印
度
及
海
峡
殖
民
地

白
耳
義
希
臓
及
支
那
の
現
在
の
地
位

露
西
亜
及
蒙
支
（
承
前
）

英
国
政
府
に
対
す
る
印
度
人
の
好
感

印
度
に
関
す
る
概
念

印
度
国
境
諸
国
（
承
前
、
完
）

南 南 南 寺

尾

薫 薫 薫 亨

山

村

楳

次

郎

岩

井

尊

人

蛾

JI! 

吉

新

野

作

造

ウ
ォ
ル
フ
、
フ
ォ
ン
、
デ
ワ
ル

伊

吹

山

徳

司

エ
チ
、
ジ
ー
、
ド
ワ
イ
ト

東

譲

三

郎

（

訳

）

野

村

野

村

徹 徹

伊

吹

山

徳

司

伊

吹

山

徳

司

江

木
雖

JI! 

翼 新

一七 一七 一七 一七 一
六

一
六 一五 一五 一五 一五 一

四

二
0
七

―
―
四

ニ
八

1
0

七
九
四

六 九

四
七

八

七

六

七

七

二

七
二
三
七

八
三
一

九

七

五

九

1
0

七
五
八

九 九 八

五

七

五

五 五

六
七
七

六
七
五

六 口
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分野別索引

支
那
北
辺
の
国
際
騒
乱

清

水

泰

次

二
0

，
 

四

四

0
0
8
5

最
近
露
支
関
係

清

水

泰

次

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ
（
承
前
・
完
）

枝

茂

智

支
那
に
於
け
る
ボ
ル
シ
エ
ビ
キ
運
動

清

水

泰

次

自
開
商
埠
地
を
論
し
て
青
島
問
題
に
及
ふ

枝

茂

智

支
那
の
国
際
法
的
観
（
完
）

附
我
国
の
警
戒

高

橋

簗

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

附
我
国
の
警
戒

高

橋

簗

高

橋

簗

清

水

泰

次

高

橋

簗

中
華
民
国
と
欧
州
大
戦
国
際
法
論

支
那
の
国
際
法
的
観

外
蒙
古
自
治
取
消

附
我
国
の
警
戒

支
那
の
国
際
法
的
観
（
承
前
）

附
日
本
の
警
戒

有

賀

長

雄

清

水

泰

次

青
島
に
於
け
る
専
管
又
は
共
同
居
留
地
設
置
の
結
果
を
比
較
表
出
す

高

橋

作

衛

山
東
問
題
と
支
那
の
主
張
及
不
法

国
際
労
働
問
題
と
支
那
の
労
働
状
況

過
激
派
東
来
よ
り
生
す
る
日
露
支
の
外
交
問
題

伊

吹

山

徳

司

雖

川

最
近
西
蔵
問
題

新

清

水

泰

次

太
平
洋
観

坂

本

俊

篤

切
迫
せ
る
南
洋
諸
島
問
題

高

橋

作

衛

二

0
一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
七

一
七

一
七

1
0

九
五
九

1
0
 

九 八 七 ーノ‘ 六 五
1
0
 

六

七 ロロ
ニ
ニ
〇

四

二

三

七

四

三

八

三

七

九
三
五

六
六

五
七
九

五
六
五

五

四

五

八

―
―
九

八
六

1
0

八

四

九

五



国際法外交雑誌総索引

春
秋
時
代
の
国
際
慣
習

印
度
最
近
形
勢
と
英
国
（
上
）

印
度
最
近
形
勢
と
英
国
（
下
）

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
(
-
)

満
鉄
附
属
地
の
行
政
問
題
（
ニ
・
完
）

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
二
）

印
度
北
西
境
蕃
界
の
重
要
性
（
一
）

朝
鮮
海
峡
論
（
一
）

朝
鮮
海
峡
論
(
―
-
)

朝
鮮
海
峡
論
（
三
・
完
）

波
斯
国
民
主
義
と
最
近
の
革
命

支
那
の
軍
備
縮
小
問
題

関
東
州
還
附
論
に
つ
い
て

最
近
の
露
支
関
係

印
度
問
題

新
借
款
団
の
将
来
に
つ
き
て

満
州
の
移
民
に
つ
い
て

支
那
に
於
け
る
同
盟
の
起
源

蝋

山

政

道

蝋

山

政

道

米

田

米

田

泉 高

橋

青

高

橋

青

紳

川

彦

松

松

波

仁

松

波

仁

松

波

仁

高

橋

簗

賓 賓 哲 郎 郎 郎

清

水

泰

次

清

水

泰

次

清

水

泰

次

清

水

泰

次

清

水

泰

次

牧

野

義

智

二
九

二
九

二
七

二
七

二
七

二
七

二
六

二
五

ニ
四

ニ
四

ニ
四

二
0

二
0

六 五 五

四

八

七

四 八 八

九

0
五

七

七
六 七

七

一

四

九 五 九 六

五
五
七

二
0
五

八
ニ
八
六

八
九
三

五
九
三

八
一
三

三
七
九

三
九
互

二
七 八

六
八

九
三
四

五
九

860 
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附
属
議
定
書
二
関
ス
ル
日
華
両
国
全
権
委
員
間
了
解
事
項

東
支
鉄
道
問
題

在
満
鮮
人
問
題

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
ニ
・
完
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
一
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
二
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
三
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
四
・
完
）

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
（
一
）

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
（
二
）

東
亜
に
於
け
る
旧
体
制
と
新
体
制

日
本
国
中
華
民
国
間
基
本
関
係
二
関
ス
ル
条
約

附
属
議
定
書

関
於
中
華
民
国
日
本
国
間
基
本
関
係
条
約

附
属
議
定
書

中
日
両
国
全
権
委
員
間
関
於
附
属
議
定
書
了
解
事
項

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
一
）

南
満
に
於
け
る
日
支
鉄
道
問
題

誹

川

彦

松

三

九

楊

井

克

巳

三

七

楊

井

克

巳

三

七

秋

保

秋

保

秋

保

秋

保

郎

三

七

郎

三

七

郎

三

七

郎

奥

平

武

彦

奥

平

武

彦

清

水

泰

次

清

水

泰

次

清

水

泰

次

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇 六 五 五

゜゚
四 1

0
 

六 四 七

二
0
ニ

二

0
二

0
0

一
九
九

一
九
八

一

九

六

二

六

1
0
一
六

九

九

0
七

五

一

八

二

0
一
四
九

1
0

九

四

八 ロ四

五

五

0
七

六
四
六

一

七

九
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日
満
華
共
同
宣
言

中
日
溝
共
同
宣
言

T
R
E
A
T
Y
 B
E
T
W
E
E
N
 J
A
P
A
N
 A
N
D
 T
H
A
I
L
A
N
D
 C
O
N
C
E
R
N
'
 

I
N
G
 
T
H
E
 C
O
N
T
I
N
U
A
N
C
E
 
O
F
 F
R
I
E
N
D
L
Y
 
R
E
L
A
T
I
O
N
S
 

A
N
D
 T
H
E
 M
U
T
U
A
L
 R
E
S
P
E
C
T
 O
F
 E
A
C
H
 O
T
H
E
R
'
S
 T
E
R
'
 

R
I
T
O
R
I
A
L
 I
N
T
E
G
R
I
T
Y. 

外
務
省
告
示
第
三
十
九
号

満
州
建
国
十
年
の
回
顧

国
民
政
府
の
幣
制
統
一

東
亜
政
局
の
進
展
と
国
民
政
府
の
地
位

阿
片
戦
争
論
（
一
）

阿
片
戦
争
論
（
二
）

阿
片
戦
争
論
（
三
・
完
）

専
管
租
界
還
付
実
施
二
関
ス
ル
細
目
取
極
北
京
公
使
館
区
域
回
収
実
施
二
関

ス
ル
取
極
及
慶
門
鼓
浪
嶼
共
同
租
界
回
収
実
施
二
関
ス
ル
取
極

香
港
史

友
好
関
係
ノ
存
続
及
相
互
ノ
領
土
尊
重
二
関
ス
ル
日
本
国
「
タ
イ
」
国
間
条

約 満
華
日
共
同
宣
言

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

植 植

田，田

四

捷

雄

四

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

植

田

捷

雄

四

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

七

一
＿
―
-
五

三

二

七

七
五
三

九

八

九

七

八

八

五

四

四

九
ニ
八
八

ニ
八
七

ニ
八
五

二
0
四

二

0
三

二
0
三

一
八
三

862 



分野 別索引

ア
ジ
ア
復
興
開
発
計
画
の
問
題
特
に
資
本
発
展
率
に
つ
い
て
ー
ー
ー

外
交
交
渉
に
お
け
る
清
末
官
人
の
行
動
様
式
（
ニ
・
完
）

l-八
五
四
年

の
条
約
改
正
交
渉
を
中
心
と
す
る
一
考
｛
祭
~

日
本
の
開
国
と
中
国
(
-
)

対
日
講
和
と
中
国

日
本
の
開
国
と
中
国
（
二
）

カ
イ
ロ
宣
言
と
朝
鮮
の
独
立

ア
ジ
ア
経
済
復
興
計
画

大
東
亜
共
栄
圏
の
性
格
ー
ー
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
政
治
機
構
」
の
研
究
前
論

中
国
政
治
協
商
会
議

中
国
政
治
協
商
会
議
の
成
果

中
国
公
司
法
の
修
正

終
戦
後
に
於
け
る
在
華
日
本
権
益
の
処
理
と
そ
の
将
来

朝
鮮
を
続
る
国
際
情
勢

イ
ン
ド
の
独
立

外
交
交
渉
に
お
け
る
清
末
官
人
の
行
動
様
式
（
一
）
ー
一
八
五
四
年
の
条

約
改
正
交
渉
を
中
心
と
す
る
一
考
察
ー
ー

高

野

雄

五

〇

植

田

捷

雄

四

九

植

田

捷

雄

四

九

植

田

捷

雄

四

九

坂

野

正

高

四

八

板

垣

藤

井

坂

野

正

高

四

八

高

橋

通

敏

四

七

植

田

捷

雄

植

田

捷

雄

四

五

植

田

捷

雄

四

五

九

・
1
0

植

田

捷

雄

四

五

植

田

捷

雄

四

五

川

原

次

呉
吉

四

八

茂

四

八

四
六

郎

四

四 -ノ‘ 五 五 四

五

〇

三
・
四口 五

・
六 六

二
―
四

1
0
四

六
三
六

六
四 ―

―
八

三
一
九

三
二
五

七
0
三ロ

一
七
六

―
二
七

五
一
九

863 



国際法外交雑誌総索引

砲
艦
政
策
の
形
成
（
ニ
・
完
）
一
八
三
四
年
清
国
に
対
す
る
ー
ー
＇

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
東
方
政
策
（
ニ
・
完
）
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策

よ
り
観
た
る

日
比
賠
償
協
定
及
び
借
款
取
極

天
津
条
約
(
-
八
五
八
年
）
調
印
後
に
お
け
る
清
国
外
政
機
構
の
動
揺
(
-
)

欽
差
大
臣
の
上
海
移
駐
か
ら
米
国
公
使
ウ
ォ
ー
ド
の
入
京
ま
で
1

天
津
条
約
（
一
八
五
八
年
）
調
印
後
に
お
け
る
清
国
外
政
機
構
の
動
揺

（
ニ
・
完
）
欽
差
大
臣
の
上
海
移
駐
か
ら
米
国
公
使
ウ
ォ
ー
ド
の
入
京
ま

で

坂

野

正

高

五

六

坂

野

正

高

五

五

有

田

武

夫

五

五

衛

藤

藩

砲
艦
政
策
の
形
成
（
一
）
一
八
三
四
年
清
国
に
対
す
る

衛

藤

藩

誹

谷

不

紳

谷

不

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
東
方
政
策
ー
ー
ー
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策
よ
り
観
た
る

吉 吉

五 五 五 五

曾

村

保

信

五

阿
片
戦
争
と
清
末
官
民
の
諸
相

義
和
団
事
件
と
清
朝
政
府

植

田

捷

雄

五

〇

朝
鮮
動
乱
と
中
共
の
態
度

植

田

捷

雄

五

〇

朝
鮮
動
乱
と
ソ
ヴ
ェ
ト
的
法
主
張

入

江

啓

四

郎

五

〇

朝
鮮
動
乱
と
国
際
連
合
の
強
化

大

平

善

梧

五

〇

安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
朝
鮮
動
乱
の
処
理

廣須

瀬山

逹逹

夫夫

喜

国
際
連
合
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
問
題

廣須

瀬山

逹逹

夫夫

署

六

五

五

九

五

五

五

六

五

五 四 六

六
0
五

二
三
五

一
三
四

三
二
0

一
四
三

三
八
〇

―
二
四

1
0
 

六
五
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分野別索引

ア
ジ
ア
政
治
体
制
試
論

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
民
政
策

竹
島
紛
争

近
代
中
国
に
お
け
る
戦
争
と
中
立

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
ニ
・
完
）

一
九
一
七
年
ハ
ル
ビ
ン
革
命
（
一
）

ぐ
る
国
際
政
治
学
的
一
考
察

一
九
一
七
年
ハ
ル
ビ
ン
革
命
（
ニ
・
完
）

を
め
ぐ
る
国
際
政
治
学
的
一
考
察
l

日
中
漁
業
問
題

現
代
の
中
国
と
太
平
洋
問
題

日
韓
関
係
史

ー
ハ
ル
ビ
ン
・
ソ
ヴ
ェ
ト
樹
立
を
め

ハ
ル
ビ
ン
・
ソ
ヴ
ェ
ト
樹
立

小
幡
公
使
ア
グ
レ
マ
ン
問
題
_
|
白
1

中
外
交
の
一
断
面

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
一
）

二
十
一
箇
条
要
求
に
関
す
る
若
干
の
考
察

哀
世
凱
帝
政
問
題
と
日
本
の
外
交

二
十
一
箇
条
要
求
に
関
す
る
若
干
の
考
察

旅
順
を
め
ぐ
る
一
世
紀

瀬

川

善

信

衛

藤

藩

加

藤

俊

作

太

寿

堂

吉 鼎

植

田

捷

雄

曾

村

保

信

植

田

捷

雄

五

九

桑

原

輝

路

五

七

開 開

六
七

六
七

六
六

六
四

六

四

四

五

六

寛

治

五

七

寛

治

五

七

曾

村

保

信

五

七

曾

村

保

信

五

七

五
六

ハ
イ
マ
ン
・
カ
ブ
リ
ン

植

田

捷

雄

（

訳

）

堀

川

武

夫

五

六

堀

川

武

ー

夫

五

六

曾

村

保

信

五

六

四

四
・
五 六 六 六

六
五

ニ
ニ
五

三
八
五口： ニ

八 二
五

五
六
五

四

四

0
七

二
五
四

一
四
五

七

0
四

六
四
一

二
―
五

―
―
七
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国際法外交雑誌総索引

土
耳
古
の
視
察
談

摩
洛
埒
問
題
の
経
過

本
年
二
月
国
際
法
学
会
に
て
講
談
せ
ら
れ
た
る
も
の

極
東
民
族
大
会
と
中
国

朝
鮮
戦
争
と
中
国
の
経
済
政
策

ベ
ト
ナ
ム
分
裂
国
家
成
立
の
経
緯
（
一
）

ベ
ト
ナ
ム
分
裂
国
家
成
立
の
経
緯
（
二
）

伝
統
的
東
ア
ジ
ア
世
界
秩
序
試
論
ー
~
十
八
世
紀
末
の
中
国
の
ベ
ト
ナ
ム
干

渉
を
中
心
と
し
て

日
中
平
和
友
好
条
約
の
あ
と
さ
き

南
太
平
洋
フ
ォ
ー
ラ
ム
諸
国
の
地
域
協
力
南
太
平
洋
非
核
地
帯
条
約
成

立
を
め
ぐ
っ
て

東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
形
成
と
イ
ギ
リ
ス
(
-
九
四
一
し
一
九
六
五
）

ー
—
上
果
南
ア
ジ
ア
総
弁
務
官
と
駐
在
官
会
議
の
役
割
—
ー

中
東
・
ア
フ
リ
カ
関
係

西
班
牙
の
麻
洛
埒
政
略

麻
洛
奇
に
於
け
る
西
班
牙
軍
の
活
動

戦
後
日
中
関
係
の
一
考
察
ー
~
石
橋
、
岸
内
閣
時
代
を
中
心
と
し
て
1

中
国
の
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
政
策

川

崎

巳

之

太

郎

立 逸

見

逸

．

見

都

丸

潤

子

九

八

小

柏

葉

子

八

九

高

野

雄

猪

口

池

井

作

太

郎 晋 晉 孝

七
憂

七

'ー

浦

野

起

央

七

浦

野

起

央

七

笠

原

正

明

松

本

山

極

郎 晃

1
0
 

J¥ J¥ 八
七
八

六
九

六
八

六
八

七

五

四

五

五 四 五

四
七
三

四
二
三ロ

三
九
四

―
―
八

五

四

八

六
一
六
八

四
六

一
六
八

四

四

五

九

ロ
866 



分野別索引

ゾ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
活
動
の
「
人
道
的
干
渉
性
」
と
国
家
主
権
と
の
か

か
わ
り
|
|
「
人
間
の
安
全
保
障
型
平
和
活
動
」
へ
の
道
ー
|

ス
エ
ズ
紛
争
ー
_
_
 主
と
し
て
世
界
経
済
か
ら
見
た
そ
の
影
響
と
推
移
|
|
'

大

泉

敬

子

九

九

高

梨

正

夫

五

六

ダ
ニ
エ
ル
書
の
予
言
ト
ル
コ
の
運
命

長

谷

川

久

ザ
グ
ル
ル
、
パ
ー
シ
ア
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
三
・
完
）

米

田

ザ
グ
ル
ル
、
パ
ー
シ
ア
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
二
）

米

田

サ
グ
ル
ル
・
パ
ー
シ
ャ
の
死
去
と
英
埃
関
係
（
一
）

米

田

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
一
）

最
近
モ
ロ
ッ
コ
問
題
の
推
移
（
二
）

綾

川

武

治

綾

川

武

治

埃
及
の
独
立

高

橋

簗

近
東
の
一
大
問
題
（
希
臓
政
局
変
動
と
外
交
関
係
）

近
東
の
一
大
問
題
（
下
）
（
希
臓
新
形
勢
と
英
仏
伊
外
交
）

米

田

米

田

米

田

賓 賓 賓 責 賓 賓

二
九

二
六

二
六

二
六

二
0

二
0

パ
レ
ス
チ
ン
と
英
国

一
八 一六

波
斯
帝
国
の
将
来
（
上
）
（
露
国
革
命
の
及
ほ
し
た
る
影
響
）

一六

伊
国
宣
戦
の
内
情

附
、
伊
土
開
戦
の
由
来

土
耳
古
軍
隊
と
仏
独
両
国
軍
人
と
の
関
係

波
斯
帝
国
の
将
来
（
下
）

米

田

米

田
蜻

川

寅 賓 新

川

崎

巳

之

太

郎

1
0
 

五

四

九

五

1
0
 

九 J¥ 六 五 四 五 七 六

七
〇

六 五
八
三

四
三
八

四
＿
―
-
三

八
＿
―
-
四

九
三
八

1

0
二
九ロ

二
六
五

ニ
八

一
五
八

四
四

七

五

六

七
―
二
九
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国際法外交雑誌総索引

仏
国
の
電
信
制
度

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
承
前
）

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

日
米
新
条
約
の
真
価

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
触
接
点
（
承
前
）

南
米
視
察
談

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

（
前
号
の
続
き
）

日
米
関
係
の
緊
切
な
る
融
接
点
（
米
国
と
満
州
）
米
国
研
究
報
告
の

巴
奈
馬
運
河
防
備
問
題
に
就
て

米
国
雑
感
此
篇
は
去
る
二
月
の
国
際
法
学
会
に
て
講
述
せ
ら
れ
た
る
も
の

な
り

朝
鮮
の
合
併
と
米
国
の
態
度
（
米
国
研
究
報
告
の
一
）

墨
西
埒
マ
グ
デ
レ
ナ
湾
に
関
す
る
問
題

米
国
の
首
唱
せ
る
第
二
回
平
和
会
議
の
趣
意

モ
ン
ロ
ー
主
義
を
論
ず

日
米
条
約
改
締
に
就
て

（
補
条
す
へ
き
要
点
）

北
米
・
中
南
米
関
係

米

田

奈

良

高

橋

作

衛

九

川

崎

巳

之

太

郎

九

高

橋

作

赤

塚

正

高

橋

作

衛

九

寺

尾

高

橋

作

衛

寺

尾

松

原

高

吉 衛・助 亨 亨

川

崎

巳

之

太

郎

雄

橋

作

衛

有

賀

長

雄

秋

山

雅

之

介

高

橋

作

衛

九 九 九 九 九 九 八 J¥ 八 j¥ 四

八

五

八

五

七

五

四

〇

七

五

二

〇

六 四 八 七 五

四

四

〇

ニ
四 一七 ―1

0
 

一九

九

七

0
七

六
四

三
四
三

五
三
一

四
ニ
四
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分野別索引

巴
奈
馬
運
河
の
防
備
ア
リ
ア
ス
氏
の
説

(
H
a
r
m
o
di
o
A
ri
a
s
,
T
h
e
 

P
a
n
a
m
a
 C
a
n
al

.
)
 

天

羽

英

米
国
と
巴
奈
馬
共
和
国
と
の
関
係

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

宮

岡

恒

次

郎

米

田

賓

カ
ア
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
第
一
部
の
活
動

会

員

衆
議
院
に
於
け
る
対
米
外
交
問
答

川

崎

巳

之

太

郎

玖
馬
、
ポ
ル
ト
リ
コ
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

（
前
号
の
続
）

東

譲
三
郎
（
訳
）

清
国
革
命
に
潜
在
す
る
米
国
の
勢
力

失 無 米

田
橋

名 名

S. 
T
a
k
a
h
a
s
hi

 作

氏 氏

1
0
 

1
0
 

1

0

 

1

0

 

1
0
 

玖
馬
並
ポ
ル
ト
リ
コ
及
比
律
賓
の
現
状
に
適
用
さ
れ
た
る
殖
民
政
治
の
主
義

1
0
 

米
国
移
民
法
改
正
案
に
就
て

川

崎

已

之

太

郎
賓

1
0
 

T
h
e
 A
nt
i
,
J

a
p
a
n
e
si
s
m
 of
 
A
m
e
r
i
c
a
n
s
 i
s
 Ing
r
at
i
t
ude. 

米
露
条
約
問
題

1
0
 

九

米
国
対
清
野
心
の
複
雑

川

崎

巳

之

太

郎

九

米
国
大
統
領
タ
フ
ト
と
極
東
（
米
国
研
究
報
告
の
一
承
前
、
完
）

川

崎

已

之

太

郎

高

衛

九

四 四
1
0

七
九
八

1
0

七
八
八

ノ＼ 七

五

六

九

七

五

四

五

六 六 六
1
0
 

1
0
 

六

六
一
八

四
六
八

四
五
四

四
四
六 ー

八
0
四

九

七

0
八

米
国
人
の
対
清
野
心
と
其
告
白

日
米
条
約
附
帯
全
権
往
復
文
書
を
論
す

発
表
後
の
日
米
新
条
約

日
米
通
商
航
海
条
約

： 

米

田

九 九

九 J¥ 

川

崎

巳

之

太

郎

九

J¥ 

賓

九

J¥ 

六
八
九

六
三
九

六
一
七

六
0
五
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亜
米
利
加
に
於
け
る
大
陸
国
際
警
察

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
軍
備
演
説
を
読
む

全
米
主
義
の
勝
利

武
装
せ
る
パ
ナ
マ
運
河

米
国
の
中
立
態
度

墨
西
奇
並
に
外
人
の
要
求

伊
太
利
移
民
の
研
究

日
米
問
題
に
関
す
る
報
告

南
米
視
察
談

昨
年
の
日
米
問
題

日
米
仲
裁
条
約
の
効
力

日
米
議
員
会
創
設
の
顛
末

巴
拿
馬
運
河
通
行
税
に
関
す
る
北
米
合
衆
国
の
義
務
（
承
前
、
完
）

パ
ナ
マ
運
河
通
航
に
関
す
る
米
国
の
義
務

南
米
視
察
談
（
承
前
・
完
）

泉

哲

島

谷

亮

輔

島

谷

亮

輔

ブ
レ
ー
ク
ス
レ
ー

兒
島
多
賀
太
（
訳
）

米

田

賓

チ
ャ
ー
レ
ス
、
チ
エ
ネ
ー
、
ハ
イ
ド

国
際
法
学
会
（
抄
訳
）

蜻

JI I 

新

清

水

市

太

郎

清

水

市

太

郎

米

田

賓

高

橋

作

衛

レ

ー

ト

｝
 

堀

内

茂

智

（

訳

）

堀吉ル

内田

茂五 l

智郎

＾ 喜卜

矢

作

榮

蔵

矢

作

榮

蔵

一
四

一
四

一
四

一
四

七 六 四 九

七

五

九 七 六 六 五 八

六
0
八

四

九
1

0
四

1

0
七

五

七

三

七

二

三

三
0
九

四

九

〇

四

七

九

三

七

九

1
0

八

六

五

九

七

七

〇

九

七

五

四

一ノ‘
一包
870 
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カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て

排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
完
結
）

排
日
問
題
の
解
決
方
法
（
中
）

加
州
土
地
法
の
合
法
性

排
日
問
題
の
解
決
方
法

加
州
に
於
け
る
排
日
土
地
法
問
題

米
国
市
民
に
与
ふ
る
書

加
奈
太
の
異
民
族
問
題

米
国
の
断
交
及
参
戦
事
情

日
米
新
宣
言

独
逸
の
新
聞
政
策
と
親
独
系
の
米
国
新
聞
王

コ
ス
モ
ス
著
「
永
続
す
可
き
平
和
の
基
礎
」
を
読
み
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
に
告

＜
 

領
土
に
関
す
る
智
利
と
秘
露
と
の
紛
争
附
パ
ラ
グ
ア
イ
と
暮
里
比
亜
と
の
紛

争 参
戦
前
の
米
国
内
情

米
国
態
度
変
遷
の
順
序

米
国
態
度
変
遷
の
順
序
（
承
前
）

亜
米
利
加
主
義
の
動
揺

蠍

山

政

道

米

田

米

田

吉 高 橘

賓
賓

野

作

造

米

田

賓

小

林

絹

治
橋

作

衛

矢

野
米

田

鐙

JII 

慎 賓 新

利

康

牧

野

義

智

川

崎

巳

之

太

郎

川

崎

巳

之

太

郎

川

崎

巳

之

太

郎

川

崎

巳

之

太

郎

島

谷

亮

輔

二
0

―1
0
 

一九 一九 一九
一
八

一
八

一
七

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一
六

一

五

一

五

一

五

四 J¥ 
1
0
 

五 四

： 五

九 口
二
七
三

一
六
九

九

八

四

七
六
六
〇

七八―――
八
六

三

一

五
一九 九

六
一
八

1
0

九
一
四

九

八
三
七

二

五

五
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米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察
（
二
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
四
・
完
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
三
）

汎
亜
米
利
加
（
ニ
・
完
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
二
）

汎
亜
米
利
加
（
一
）

第
十
九
世
紀
に
於
け
る
米
国
の
移
民
政
策
の
由
来
と
日
本
移
民
（
一
）

A
M
E
R
I
C
A
N
 
F
O
R
E
I
G
N
 
P
O
L
I
C
Y
 

J

A
P
A
N
E
S
E
 R
E
L
I
G
I
O
U
S
 A
F
F
A
I
R
S
.
 
W
I
T
H
 
R
E
S
P
E
C
T
 

汎
米
会
議
の
将
来
（
残
さ
れ
た
る
加
奈
陀
の
参
加
問
題
）

太
平
洋
及
極
東
方
面
に
於
け
る
米
国
発
展
の
段
階
（
ニ
・
完
）

太
平
洋
及
極
東
方
面
に
於
け
る
米
国
発
展
の
段
階

「
モ
ン
ロ
ー
」
主
義
と
米
国
の
外
交

ウ
ッ
ド
ロ
ー
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
外
交

中
米
に
於
け
る
国
際
平
和
維
持
機
関
の
設
定

カ
ー
ネ
ギ
ー
平
和
財
団
に
就
て
（
承
前
）

日
米
今
昔
物
語

附
両
国
親
善
の
妙
諦

T
O
 

和

田

禎

純

和

田

禎

純

和

田

禎

純

和

田

禎

純

永 永

富 富

T. W
a
d
a
 

米

田
松

原

泉

守

之

助

和

田

禎

純 守

之

助

和

田

禎

純

高

木

八

尺

高

木

八

尺

ジ

ョ

ン

ソ

ン

高

橋

簗

賓 雄 哲

蠍

山

政

道

ニ
八

二
七

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

二
五

ニ
四

二
0

二
0

九

八

五

四
1
0
 

九 四

四

二

四

四 九

八

七

〇

四

四

一

五

四

二
五
四

三
八
一

二
九
〇

七
六

六
九
九
四

八
六
四

二
六
七 ロ

三
一
七

1
0
七

1
0
九 一合
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沖
縄
に
関
し
日
本
又
は
米
国
の
有
す
る
権
利
の
範
囲

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
一
）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
革
命

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
考
察

チ
リ
ー
の
断
交

ボ
リ
ビ
ヤ
の
革
命

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
断
交

ソ
ヴ
ェ
ト
陣
営
と
人
権
論
争
（
ニ
・
完
）

講
和
と
賠
償
1

対
日
講
和
条
約
草
案
を
め
ぐ
る
諸
問
題

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
『
雄
大
な
構
想
』

国
際
連
合
の
形
成
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
「
雄
大
な
構
想
』

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
日
本
一
九
一
三
年
よ
り
一
九
三

三
年
に
至
る

キ
ュ
バ
の
革
命
と
対
米
関
係

ア
メ
リ
カ
、

メ
キ
シ
コ
戦
争
に
つ
い
て

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察
（
三
）

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
現
状
と
其
帰
趨

米
国
の
対
メ
キ
シ
コ
政
策
の
一
考
察
（
四
）

（
ニ
・
完
）

大

郷

正

夫

五

四

闘乏

「

五

一
ユ
ー
マ
ン

寛
治
（
訳
）

角

田

角

田

山

下

康

雄

五

〇

入

江

啓

四

郎

四

九

入

江

啓

四

郎

四

九

松

下

正

松

下

正

壽

四

一

松

下

正

米

田

順

五

順

五

壽

．

四

壽

四

松

下

正

壽

四

紳

JII 

彦

松 賓

和

田

禎

純

和

田

禎

純

大

山

卯

次

郎

和

田

禎

純

j¥ 
二
九

ニ
八

ニ
八

ニ
八

： 五
， 

ノ‘ 四 六 五 J¥ 七

五

七

六

九

九

六

〇

七 一ノ‘ 五

四

〇
四

六

五
二

0

ニ
八
八

一
七
八

八
三
六

二
九
九 一七

六
五
五

五
三
五

三
七
七

五
ニ
ニ二口

四
六
八
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メ
キ
シ
コ
の
現
状

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
シ
ー
ウ
ェ
イ
の
軍
事
的
意
義
（
St
rat
egic
V
a
l
u
e
 

of
 
t
h
e
 St. 
L
a
w
r
e
n
c
e
 S
e
a
w
ay
)

 

日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
問
題
重
要
日
誌

「
ニ
ュ
ー
・
ル
ッ
ク
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
二
）

日
布
移
民
問
題
（
一
）

日
布
移
民
問
題
（
ニ
・
完
）

キ
ュ
ー
バ
土
地
改
革
法
ー
一
九
五
九
年
土
地
改
革
法
と
国
有
化
に
つ
い
て

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
初
期
外
交
思
想
〈
外
交
政
策
分
析
の
た
め
の

枠
組
〉
(
-
)
ー
ー
↓
木
西
戦
争
か
ら
「
ロ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
の
成
立
ま

で
ー
~

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
初
期
外
交
思
想
〈
外
交
政
策
分
析
の
た
め
の

枠
組
〉
（
二
）
ー
米
西
戦
争
か
ら
「
ロ
ー
・
ポ
リ
シ
ー
ズ
」
の
成
立
ま
で

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程
(

-

)

I

そ
の
機
構
的
側
面

と
占
領
軍
構
成
の
問
題
I

米
国
に
お
け
る
対
日
占
領
政
策
の
形
成
過
程

側
面
と
占
領
軍
構
成
の
問
題
ー
~

「
ニ
ュ
ー
・
ル
ッ
ク
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
(
-
)

ウ
ル
グ
ア
イ
事
情

（
ニ
・
完
）

そ
の
機
構
的

五

百

旗

頭

五

百

旗

頭

進

藤

栄

進

藤

栄

神

谷

不

神

谷

不

奨

七
四

渓

七

四

今

村

之

治

瀬

川

善

信

瀬

川

善

信

七 七 六
七

六
六

六
六 — ノ‘

干

ノ‘

杉

山

茂

雄

五

九

高

梨

正

夫

五

八

大

倉

敏

之

五

八

大

隈

信

幸

五

八

四 四 五 四

三四一――

一九 一
七
四

三 六
四
〇

二
六
四

六
七

―
―
五

一
五
七

二
六
0

五

五

二

〇
四
六

四

四

五

六
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伯
林
会
議
の
一
般
議
定
書
訳
文
（
承
前
）

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
（
一
）
ー
ー
＇
米
州
平
和
委
員
会
の

展
開
を
中
心
に
I

米
州
機
構
に
お
け
る
紛
争
の
平
和
的
解
決

会
の
展
開
を
中
心
に
I

日
英
協
約
論
第
一

露
仏
宣
言
の
疑
義

（
ニ
・
完
）
ー
—
|
米
州
平
和
委
員

第
ニ
ベ
ル
リ
ン
条
約

(
P
a
g
e2759•No. 

5
3
0
)

東
方
問
題
の
決
定
に
関
し
大

不
列
顛
国
填
匈
国
仏
国
伊
国
魯
国
土
国
間
の
条
約
（
一
千
八
百
七
十
八
年
七

月
十
三
日
伯
林
に
於
て
調
印
）

伯
林
会
議
ノ
一
般
議
定
書
訳
文
(
-
千
八
百
八
十
五
年
二
月
二
十
六
日
伯
林

に
於
て
調
印
）

欧
州
公
法
学
者
の
戦
争
観
並
に
平
和
観

伯
林
会
議
一
般
議
定
書
（
完
）

東
洋
に
於
け
る
露
西
亜
人
の
挙
動

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
係

メ
ル
コ
ス
ル
諸
国
に
お
け
る
信
頼
醸
成
と
地
域
安
全
保
障

カ
ナ
ダ
11
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
「
国
境
を
超
え
た
」
活
動
に
つ
い
て

高

橋

清

雖

川

高

橋

清

蜻

川

高

橋

清

高

橋

清

新 新

戸

水

寛

人

戸

水

寛

人

高

橋

作

衛

澤

田

箕

治

1
0
0
 

苑

原

俊

明

八

八

中

村

中

村

，
 

道

八

〇

道

七

六

七 七 六 六 五 四 六

言六
四

七
五
六

二
七

二
七

一
四

五

七

〇

四

四

一

五
四

六

五
九
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露
西
亜
極
東
太
守
管
轄
内
軍
隊
管
理
(
+
月
十
六
日
官
報
）

フ
ィ
ド
ロ
ッ
フ
氏
東
洋
に
於
け
る
露
国
商
業
政
策

極
東
に
於
け
る
日
露
艦
隊
の
将
来

露
国
の
黒
海
艦
隊
を
論
す

プ
リ
ュ
ス
セ
ル
会
議
一
般
議
定
書
千
八
百
九
十
年
七
月
十
二
日
同
地
に
於
て

調
印

満
州
に
於
け
る
露
兵
の
撤
去

極
東
に
於
け
る
日
露
海
軍
力
比
較
（
海
軍
省
並
に
外
字
新
聞
の
取
調
報
告
に

よ
る
）

仏
国
と
本
邦
と
の
本
年
度
外
交
官
試
験
問
題
比
較

露
西
亜
の
欲
望
と
日
本
立
脚
の
地

「
タ
イ
ム
ス
」
通
信
員
放
逐
事
件
と
露
国
の
外
人
追
放
新
法

日
露
戦
争
の
始
期
に
関
す
る
事
実

露
国
の
宣
言
を
評
す

日
露
戦
争
開
始
の
時
期
如
何

日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
）

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ
博
士
の
日
露
開
戦
観

三
山
島
砲
撃
に
対
す
る
露
国
の
抗
議
を
評
す

ホ

ル

ラ

ン

ド

ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
キ

高

橋

作

衛

（

訳

）

立 寺

尾

匿

作

太

郎

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

戸

水

寛

人

加

輻

松

波

仁

豊

高

橋

清

亨 名 次

フ

ィ

ド

ロ

ッ

フ

山

川

端

夫

郎

高

橋

作

衛

九 八 八 七 六 六 四 四 九

五 四
五

一七 四
九
八

六
一九

四
〇

ニ
四

6
 

7
 

四
八

8



分野別索引

仏
国
に
於
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
問
題
（
承
前
）

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
一
）

続
日
露
戦
争
開
始
期
論
（
捕
獲
開
戦
論
に
関
す
る
拾
遺
及
ひ
弁
妄
）
（
承
前
）

英
国
の
中
立
宣
言

英
国
の
中
立
宣
言

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ
し
や
A
D
e
v
e
l
o
p
m
e
nt
 
of
 
t
h
e
 V
i

e
w
s
 a
n
d
 D
e
si
g

n
s
 of
 

the
 F
r
e
n
c
h
 

N
at
i

o
n
s
 ;
 a

n
d
 
w
h
y
 t
h
e
y
 
p
e
r
si
st
 

i

n
 m
a
ki
n
g
 t

h
e
 
R
i

v
e
r
s
 
R
hi
ne, 

M
a
e
s
e
,
 a
n
d
 S
c
h
e
l
dt

 
t

h
e
 b
o
u
n
d
a
ri
e
s
 of
 

thei
r
 c
o
u
nt
ry. 

仏
国
の
世
襲
政
策
何
故
に
仏
国
は
ラ
イ
ン
河
を
其
の
東
境
と
な
さ
ん
と
欲

せ
し
や
（
承
前
前
号
、
完
結
）

海
軍
よ
り
観
た
る
日
露
休
戦
条
約

仏
国
に
於
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
問
題

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
二
）

欧
州
土
産
（
明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
九
日
国
際
法
学
会
講
演
）

滞
仏
中
の
欧
州
外
交
界
雑
観
（
其
三
、
終
）

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
運
命

露
国
黒
海
艦
隊

露
国
と
欧
州

長

岡

春

長

岡

春

秋

山

雅

之

介

長

岡

春

長

岡

春

長

岡

春

雖

川

新

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

高

橋

作

衛

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

テ
ー
、
イ
ー
、
ホ
ル
ラ
ン
ド

ト
ー
マ
ス
、
ギ
ブ
ゾ
ン
、
バ
オ
ル
ス

(Thos. Gi

bson Bowles) 

立

I
 

|
 

作

太

郎

五 五 五 五 五 五 五 四 四

五 五 五 四
1
0
 

J¥ 六 六 五 四

四

四 四

‘ 
877 ＇ 

五
一九

四

〇
七

八
四
八

四

四 一九
四
九

一七



国際法外交雑誌総索引

バ
ル
カ
ン
半
島
外
交
問
題
の
近
状

被
保
護
国
に
対
す
る
仏
国
の
政
策

A
R
R
A
N
G
E
M
E
N
T
 E
N
T
R
E
 L
A
 F
R
A
N
C
E
,
 L
A
 G
R
A
N
D
E
'
B
R
E
'
 

T
A
G
N
E
 
E
T
 L
'
I
T
A
L
I
E
,
 
C
O
N
C
E
R
N
A
N
T
 
L
E
S
 
I
M
P
O
R
T
A
'
 

T
I
O
 N
S
 D
'
A
R
M
E
S
 E
T
 D
E
 M
U
N
I
T
I
O
N
S
 E
N
 AB
Y
S
S
I
N
I
E
.
 

巴
爾
幹
半
島
の
近
情

英
独
の
関
係

欧
米
所
見
の
一
部

最
近
土
耳
古
政
変
の
真
相

西
班
牙
の
麻
洛
奇
政
略

露
国
と
芽
蘭
土

麻
洛
奇
に
於
け
る
西
班
牙
軍
の
活
動

維
納
会
議
と
権
力
均
衡
主
義
及
正
統
主
義

東
方
問
題
の
濫
腸

西
班
牙
に
於
け
る
宗
教
問
題

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営
（
承
前
）

小
亜
細
亜
に
於
け
る
独
逸
帝
国
の
経
営

仏
国
と
其
被
保
護
国
に
於
け
る
行
政

逸

見

高

橋

作

衛

立 立 逸

見

蛸

川

晋

作

太

郎

作

太

郎

晋 新

ジ
ェ
ー
、
ウ
エ
ス
ト
レ
ー
キ

逸

見

晉

（

訳

）

逸

見
S
、

西 藤

井

藤

井

M 

長

岡

春

晉

高

橋

作

衛

高

橋

作

．

衛
源

四

郎

賓 賓

九 ノ＼ J¥ 八 J¥ J¥ ノ＼ J¥ 七 七

生

七

七 五 五 五 五

―
―
六

1
0

八

1
0

八
0
七

八 五 五 四 九 七 四
1
0
 

八 J¥ 七

六六― 口： 三
五
一

三
九
四

五
八

四
九 五 ノ＼ 六

8
 

7
 

8
 

七
八



分野 別索引

全
「
ス
ラ
ヴ
」
主
義
と
欧
州
国
際
関
係

世
界
大
戦
争
に
対
す
る
英
人
の
覚
悟

平
和
と
武
装
（
承
前
・
完
）
最
近
四
年
滞
欧
雑
感

パ
ル
カ
ン
戦
争
と
各
国
の
利
得

威
海
衛
の
降
服
と
旅
順
の
開
城
（
完
）

バ
ル
カ
ン
半
島
の
最
近
状
況

摩
洛
班
問
題
其
後
の
進
行

伊
国
宣
戦
の
内
情

巴
爾
幹
半
島
談

米
露
条
約
問
題

平
和
と
武
装

英
国
と
海
戦
法
規

附
、
伊
土
開
戦
の
由
来

威
海
衛
の
降
伏
と
旅
順
口
の
開
城

英
国
殖
民
政
策
と
印
度
の
遷
都

最
近
四
年
滞
欧
中
雑
観

欧
州
最
近
の
重
要
案
件

土
耳
古
軍
隊
と
仏
独
両
国
軍
人
と
の
関
係

奈
翁
の
遠
征
と
学
術
の
尊
重

ウ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
欧
州
和
合
戦
争
論
大
意

廣

瀬

松

崎
蛾

JI I 

長

岡

春

蜻

JI! 

蜻

J l l 

長

岡

春

蛸

J I I 

長

岡

春

米

田

温 壽 新

高

橋

作

衛

新 新 新

高

橋

作

衛

伊

吹

山

徳

司

高

橋

作

衛

賓

宮

本

平

九

郎

川

崎

巳

之

太

郎

川

崎

已

之

太

郎

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

奥

田

竹

松

九

，
 

七

五

二

0
8
7

七

五

一

〇

六 六 四 七

五

六

七

四 四 六 六 五

四
二
六

四
一
五

二
五
七

ニ
八
六 口

三
五
四

ニ
ニ
八口 一

九
六

四
七
八

二
―
五

九
七

四
四
六

―
二
九

一
五
五



国際法外交雑誌総索引

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔
（
承
前
、
完
）

戦
争
の
欧
州
永
世
中
立
地
に
及
ほ
す
影
響

ト
ラ
ィ
チ
ケ
の
国
際
法
論

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔
（
前
号
の
続
）

露
西
亜
及
蒙
支

独
逸
開
戦
理
由
と
英
国
の
反
駁

仏
人
の
声

英
国
外
交
政
策
と
三
国
協
商
の
真
相

独
逸
外
交
政
策
の
今
昔

仏
国
は
戦
勝
の
代
償
を
仕
払
ひ
得
可
き
か
（
千
九
百
十
五
年
七
月
仏
「
ル
ヴ

ユ
ー
、
ポ
リ
テ
ッ
ク
、
エ
、
バ
ル
ル
マ
ン
デ
ー
ル
」
）

独
逸
の
開
戦
理
由
と
英
国
の
反
駁

露
西
亜
及
蒙
支
（
承
前
）

欧
州
和
同
論
（
承
前
完
）

英
国
政
府
に
対
す
る
印
度
人
の
好
感

ウ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
欧
州
和
合
戦
争
論
大
意
（
承
前
）

全
「
ス
ラ
ヴ
」
主
義
と
欧
州
国
際
関
係
（
承
前
、
完
）

兒

島

多

賀

太

フ
ェ
ル
ナ
ン
、
フ
ォ
ー
ル

東

譲

三

郎

（

訳

）

モ
ン
ロ
ー
・
ス
ミ
ス

松

崎

壽

（

訳

）

泉

哲

寺

田

四

郎 ヽ

モ
ン
ロ
ー
ス
ミ
ス

松

崎

壽

（

訳

）

松モ

｀ 
ヽ

亨
ス

百ミ

恩；

西
島
禰
太
郎
（
訳
）

野

村

雖

/II 

廣

瀬

野

村

廣

瀬
松

崎

徹 新 温

兒

島

多

賀

太

徹

伊

吹

山

徳

司

、‘囚
｛皿 壽

一四
一
四

一
四

一
四 一四

一四 一四

六 五

四

一

〇

1
0

七
六

1
0

七
五
八

1
0

七
四
五

九 九 九 九 八

四
九
九

ニ
四
八

ニ
ニ
九

一
七
七

―
二
九 一七

六

九

六
八
六

六
七
七

六
七
五

六
0
0

八

五

八

九

8

0

8
 



分野別索引

戦
前
の
英
独
輸
出
貿
易
比
較
研
究

独
逸
の
白
耳
義
侵
入
事
件

(
T
h
e
C
a
s
e
 of
 
Belg
i

u
m
)
 

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

現
戦
争
開
始
の
際
独
逸
の
白
耳
義
に
対
す
る
行
動
に
就
て

日
英
同
盟
条
約
私
議

日
英
同
盟
協
約
を
論
す

人
口
よ
り
観
た
る
欧
州
人
の
世
界
的
発
展

英
独
戦
因
論
駁

日
露
交
渉
の
沿
革

S
U
R
 L
'
A
T
T
I
T
U
D
E
 D
E
 L
'
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 A
 L
'
E
G
A
R
D
 D
E
 L
A
 

B
E
L
G
I
Q
U
E
 A
 
L
'
O
U
V
E
R
T
U
R
E
 D
E
S
 P
R
E
S
E
N
T
E
S
 H
O
S
T
I
'
 

L
I
T
E
S
 

ル
ク
セ
ム
プ
ル
グ
の
将
来

(
T
h
e
F
ut
ure of
 
L
u
x
e
m
b
u
rg
)

 

葡
国
共
和
革
命
史
概
要

欧
州
大
戦
と
日
本

独
逸
皇
帝
の
位
地

ゼ
ー
、
エ
リ
ス
、
バ
ー
刀
ー

東

譲

三

郎

（

訳

）

沼

田

照

義

内

山

岩

太

郎

松

崎

壽

ゼ
ー
ム
ス
、
エ
ム
、
ベ
ッ
ク

東

譲

三

郎

（

訳

）

フ
ラ
ン
シ
ス
、
グ
リ
ッ
ブ
ル

東

譲

三

郎

（

訳

）

C•DELLA 

F
A
I
L
L
E
 

牧

野

義

智

ド

ラ

、

フ

ァ

イ

ユ

町

田

梓

棲

（

訳

）

遠

藤

源

兒

島

多

賀

太

松

崎

島

谷

亮

輔

峙

川

六 壽 新

一五 一
五 一五 一五 一五 一五 一五 一五 一五

一
四

一
四

一
四

一
四

一
四

六 六 四 四 ノ＼ 七 七

五
四
五

六
三五―――

五
八
三

二
七
七

一
四
四

1

0

 

1
0

八
一
五

六
八

ー

七

五

九 五
七
三

五八―――
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国際法外交雑誌総索引

白
耳
義
統
一
と
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
の
運
動

希
臓
の
偉
人
ヴ
ヱ
ニ
ゼ
ロ
ス
氏

芥
蘭
及
ひ
小
露
問
題
（
上
）

英
国
の
所
謂
対
独
封
鎖

芥
蘭
及
小
露
問
題
（
下
）

独
逸
の
新
聞
政
策
と
親
独
系
の
米
国
新
聞
王

独
逸
の
膨
張
附
戦
争
時
論

独
逸
講
和
と
羅
馬
尼

西
伯
利
戦
争
と
戦
利
品
問
題

ア
ル
サ
ス
、
ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義
（
承
前
完
）

ア
ル
サ
ス
、

ロ
ー
レ
ー
ン
と
国
籍
主
義

独
逸
膨
張
論
附
戦
争
時
論
（
承
前
完
）

滞
欧
所
感
（
大
正
六
年
十
一
月
本
会
大
会
に
て
講
演
）

露
国
革
命
と
親
独
系
の
勢
力

白
耳
義
希
臓
及
支
那
の
現
在
の
地
位

米

田
小

山

精

賓 郎

パ

ウ

ル

、

ヘ

ル

マ

ー

東
譲
―
―
一
郎
（
訳
）

パ

ウ

ル

、

ヘ

ル

マ

ー

東

譲

三

郎

爺

9

高

橋

．

簗

高

橋

簗

橘

利

康

鳥

巣

玉

樹

米

田

賓

板

倉

卓

造

米

田
蛎

川

米

田

寅

長

瀬

鳳

輔

新 賓

フ
ェ
ル
ナ
ン
、
バ
ッ
セ
レ
ッ
ク

東

譲

三

郎

（

訳

）

一七 一七 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一六 一五 一五 一五

六 九 八 七

五

四

七

六 四 四 九 七

四
七 1

0
八

六
六

四
五

二
七

二
0
五

一
七
五

八
九

゜
八――――

三
一
五

七
三
五

八

七

四

九
六
七
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分野 別索引

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
完
）

英
国
の
世
界
的
覇
権

希
臓
の
政
局
（
上
）

附
世
界
的
大
戦
の
効
果

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

米

田

高

橋

簗

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

重
大
な
る
露
国
貨
幣
問
題

野

村

寅 徹

寺

田

四

郎

寺

田

四

郎

一
九

一
九

一
八

一
八

一
八

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

一
八

伊
太
利
並
列
国
沿
岸
貿
易
制
度
（
承
前
）

一
八

パ
レ
ス
チ
ン
と
英
国

米

田

賓

寺

田

四

郎

清

水

泰

次

ル
ク
サ
ン
ブ
ル
グ
問
題

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

過
激
派
東
来
よ
り
生
す
る
日
露
支
の
外
交
問
題

伊
太
利
沿
岸
貿
易
制
度

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

附
仏
蘭
西
並
列
国
制
度
（
承
前
）

寺

田

四

郎

附
仏
蘭
西
沿
岸
貿
易
制
度

寺

田

四

郎

国
際
連
盟
の
日
英
同
盟
に
及
ほ
す
影
響

牧

野

義

智

米

田

賓

独
逸
の
住
宅
問
題
に
関
す
る
諸
提
案

千
九
百
天
老
月
二
十
吾
英

マ
ー
ト
、
多
、
ツ
レ
ー
ド
、
ヂ
ャ
ー
ナ
ル
」

大

蔵

省

調

査

月

報

訳

載

欧
州
中
立
諸
国
の
戦
時
利
益

チ
九
百
十
八
年
七
月
十
五
日
米

「

ア

ナ

リ

ス

ト

」

調

査

月

報

訳

載

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八

一
八 一七 一七 一七

八

七

五

七

七 七 六 五

四

四

七

五 九 六

1

0

 

六

七

七

六
五
六

五

九

八

七
四
―
―
―

一
五
三

ニ

ニ

〇

四

三

八

ニ

四

0 六
二
九

七

五

九

九
五
一
四
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国際法外交雑誌総索引

独
蘭
電
信
会
社

最
近
露
支
関
係

附
管
理
問
題
要
諦

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

英
国
の
世
界
的
覇
権

近
東
の
一
大
問
題
（
希
朧
政
局
変
動
と
外
交
関
係
）

英
国
の
世
界
的
覇
権

近
東
の
一
大
問
題
（
下
）
（
希
臓
新
形
勢
と
英
仏
伊
外
交
）

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
完
結
）

露
仏
同
盟
の
真
相
（
下
）

最
近
の
露
支
関
係

リ
ト
ア
ニ
ア
と
メ
ー
メ
ル

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て
（
下
）

北
欧
三
国
の
連
盟
規
約
修
正
案
に
就
て
（
上
）

露
仏
同
盟
の
真
相
（
上
）

英
国
の
世
界
的
覇
権
（
承
前
）

附
世
界
大
戦
の
効
果

附
世
界
大
戦
の
効
果

附
世
界
大
戦
の
効
果

附
世
界
大
戦
の
効
果

．
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ウ
ィ
ア
三
国
と
国
際
紛
議
平
和
的
解
決
運
動

白
耳
義
に
関
す
る
一
八
三
九
年
の
条
約
の
改
訂
委
員
会
に
就
て

平
和
条
約
実
施
の
為
め
に
す
る
独
逸
の
国
内
法
令
に
就
て

附
世
界
的
大
戦
の
効
果
（
承
前
）

米

田
清

水

泰

次

立 米

田

立 米

田

賓

作

太

郎

賓

作

太

郎

寅

寺

田

四

郎

高

橋

簗

高

橋

簗

米

．

田

高

橋

簗

米

田

林

賓 賓

毅

陸

清

水

泰

次

末

弘

厳

太

郎

高

橋

禁

高

橋

簗

高

橋

簗

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

二
0

―1
0
 

―1
0
 

―1
0
 

二
0

二
0

二
0

一九 一九 一九

九

二
五
九

八
九
三

九

九

四

八

八

八

0
八

八

七

九

八

七 六 六 四

六
九

六
二
0

五
九
九

二
九
九

ニ
八 一

九
五

一
五
八

一
四
八

七 1
0
 

ニ
八
二

一
八
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分野 別索引

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
四
・
完
）

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
三
）

三
国
同
盟
の
真
相
(
-
)

三
国
同
盟
の
真
相
(
―
-
)

三
国
同
盟
の
真
相
（
三
）

三
国
同
盟
の
真
相
（
四
・
完
）

ド
ウ
ズ
委
員
会
案
の
行
政
技
術
的
観
察
（
上
）

ド
ウ
ズ
委
員
会
案
の
行
政
技
術
的
観
察
（
下
）

東
方
問
題
の
意
義
及
列
国
東
方
政
策
の
史
的
考
察

東
方
問
題
の
意
義
及
列
国
東
方
政
策
の
史
的
考
察
（
二
）

イ
タ
リ
ア
と
植
民
地
問
題

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
一
）

ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
対
露
政
策
（
二
）

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
外
交
上
の
活
動
（
第
一
）

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
外
交
上
の
活
動
（
第
二
）

ラ
ヂ
ッ
チ
氏
の
死
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
形
勢
（
上
）

ラ
ヂ
ッ
チ
氏
の
死
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ウ
ヰ
ア
の
形
勢
（
下
）

ロ
カ
ル
ノ
主
義
と
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
異
同
論

米

田

米

田
立 立 松

原
松

原
立 立 立 立

賓 賓

作

太

郎

作

太

郎

圃

地

輿

四

松

薗

地

輿

四

松

薗

地

輿

四

松

圃

地

輿

四

松

紳

川

彦

松

藤

欅

親

雄

雄 雄

蠍

山

政

道

蛾

山

政

道 作

太

郎

作

太

郎

作

太

．郎

作

太

郎

二
七

二
七

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
六

二
五

二
五

二
五

ニ
四

1
0
 
九

九

0
四

1
0
 

1
0
0
三

九
六

九

八

五

七

七

二

八

六 五

五

〇

七 1
0
 

四

六
0
九

一
五
〇

四
六
六
八

一
五
五

四
三
五
〇

九
三
七

五

四

七

四 ―
―
九
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イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
交
の
一
面
（
三
）

（
本
国
と
自
治
領
の
関
係
に
つ
き
て
）

イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
交
の
一
面
（
一
）
（
本
国
と
自
治
領
の
関
係
に
つ
き
て
）

ル
ー
マ
ニ
ア
の
変
調
と
小
協
商
の
将
来

新
国
家
資
本
主
義
と
国
際
関
係
（
一
）

新
国
家
資
本
主
義
と
国
際
関
係
（
ニ
・
完
）

三
国
協
商
（
一
）

三
国
協
商
（
二
）

三
国
協
商
（
三
・
完
）

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
一
）

ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
と
極
東
（
ニ
・
完
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
一
）

イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
交
の
一
面
（
二
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
二
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
三
）

一
八
八
七
年
の
欧
州
の
危
機
（
一
）

（
本
国
と
自
治
領
の
関
係
に
つ
き
て
）

イ
ギ
リ
ス
帝
国
外
交
の
一
面
（
四
・
完
）

露
清
密
約
と
直
隷
湾
問
題
（
四
・
完
）

神
聖
同
盟
の
特
色
に
就
て
(

-

)

 

秋

保

米

田

米

田
田

中

直

秋

保

秋

保

米

田

米

田

秋

保

米

田

郎

三

七

賓 責

三

七

吉 郎

三

七

郎

三

七

賓 賓

三

七

郎 賞

奥

平

武

彦

奥

平

武

彦

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

鹿

島

守

之

助

蝋

山

政

道

蝋

山

政

道

紳

川

彦

松

一七 一七 七 六 五 五 五

゜゚
ニ
八

六 六 四 四
1
0
 

四

五
一
八

四
九
八 ： 言

三
五
五

二
0

一
四
九

一
三
六

九
四
八

九

八

七

七 四

九

九

0
六

八

七

九

九

五

四

六

一

五
四
一
―
―
六

四

： 
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分野 別索引

ド
イ
ツ
外
交
の
政
治
経
済
的
背
景
(
-
)
|
|
共
和
政
府
時
代
の
外
交
政
策

一
八
八
七
年
の
欧
州
の
危
機
（
ニ
・
完
）

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
(
-
)

植
民
地
統
治
者
と
し
て
の
和
蘭
東
印
度
会
社
（
二
）

一
八
七
七
年
の
露
土
戦
争
（
一
）

一
八
七
七
年
の
露
土
戦
争
（
二
）

一
八
七
七
年
の
露
土
戦
争
（
三
・
完
）

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
一
）
ー
(
-
九

0
七
ー
一
九
一

四

）

ー

欧
州
戦
争
と
経
済
戦

欧
州
戦
争
と
ト
ル
コ

（
ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ー
関
係
の
検
討
）

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
二
）
ー
(
-
九

0
七
ー
一
九
一

四
）
ー
_

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
三
）
ー
|
ー
（
一
九

0
七
ー
一
九
一

四）

I

大
戦
前
に
於
け
る
英
独
海
軍
交
渉
顛
末
（
四
）
ー
(
-
九

0
七
ー
一
九
一

四

）

ー

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
一
）

イ
ギ
リ
ス
外
交
文
書
よ
り
み
た
る
小
笠
原
島
問
題
（
ニ
・
完
）

田

中

直

吉

奥

平

武

彦

三

九

奥

平

武

彦

三

九

細

野

軍

治

三

九

細

野

軍

治

三

九

細

野

軍

治

米

田

松

原

細

野

軍

治

田

中

直

田

中

直

田

中

直

田

中

直

賓 雄 吉 吉 吉 吉

四

〇

．＿―-八 八 J¥ 八 八 J¥ 八

楊

井

克

已

三

七

楊

井

克

巳

―

―

―

七

一七

ノ＼
1
0
 

二
0
五
8
78
 

六
七
六

七

五

四

七
一

四

八

九
ニ
四

1
0

八

九

五

1
0

八

六

五

九

八

一

〇

七 六 四
1
0
 

九

九

0
七

七

六
一
七

四

八
ニ
八

1

0
一六

六
三
六



国際法外交雑誌総索引

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
祉
の
世
界
政
策
（
ニ
・
完
）

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

ド
イ
ツ
の
世
界
大
戦
政
策
（
一
）

ド
イ
ツ
の
世
界
大
戦
政
策
（
―
-
・
完
）

ソ
連
邦
外
務
人
民
委
員
部
の
連
邦
的
・
共
和
国
的
人
民
委
員
部
へ
の
改
組

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
I

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
独
交
渉
の
過
程
分
析
l

日
露
戦
争
と
英
独
世
界
政
策
の
方
向
決
定
に
就
い
て

問
題
を
廻
る
英
仏
交
渉
の
過
程
分
析
ー
~

ソ
連
邦
の
対
日
講
和
主
張

朝
鮮
動
乱
と
ソ
ヴ
ェ
ト
的
法
主
張

（三）

(
-
)
|
モ
ロ
ッ
コ

（
二
）
ー
ー
ー
モ
ロ
ッ
コ

（
三
）
モ
ロ
ッ
コ

入

江

啓

四

郎

五

〇

入

江

啓

四

郎

四

九

高

橋

八

郎

右

衛

門

四

四

高

橋

八

郎

右

衛

門

高

橋

八

郎

右

衛

門

四

一

山

之

内

田

中

直

田

中

直

田

中

直

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
世
界
政
策
（
一
）

ド
イ
ツ
外
交
の
政
治
経
済
的
背
景
（
二
）
—
ー
共
和
政
府
時
代
の
外
交
政
策

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

欧
州
外
交
と
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

（二）

田 ，雁車

(

-

)

 

第
二
次
欧
州
大
戦
直
前
に
於
け
る
波
蘭
を
続
る
英
独
交
渉

中

直

桂

原
田

中

直

吉 吉 吉 吉 吉

四
一

郎

四

四 四

肺

川

彦

松

四

四 四

川

彦

松

四

誹

川

彦

松

四

誉

四

〇
四

〇

1

0

八

一

八

五

四

九

八

九

八

七

七

〇

七 四 七 四

1
0
 

一

九

九
四

八

八

七

―
―
―
九

六

四

八

三
三
四

ニ
ニ
〇

三
0
三

六
0
五
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分野 別索引

佐

藤

和

男

五

七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
創
設
に
関
す
る
条
約
|
|
解
説
と
試
訳

一

七

七

，

8
 

8
 

曾

村

保

信

五

七

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
一
）

曾

村

保

信

五

七

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト

日
本
の
資
料
か
ら
見
た
日
露
戦
前
の
満
州
・
シ
ベ
リ
ア
問
題
（
ニ
・
完
）

宮

崎

繁

樹

五

六

ス
エ
ズ
紛
争
1

主
と
し
て
世
界
経
済
か
ら
見
た
そ
の
影
響
と
推
移
I

高

梨

正

夫

五

六

扉車

谷

不

英
国
の
外
務
機
構

小
英
国
主
義
論
（
一
）

小
英
国
主
義
論
（
ニ
・
完
）

紳

谷

不

英

独
ソ
不
可
侵
条
約
の
世
界
史
的
意
義

五

四
五

修

道

五

田

村

幸

策

五

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
東
方
政
策
（
ニ
・
完
）
ー
|
1
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策

よ
り
観
た
る
|
|
し

誹

谷

不

村

野

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
成
立

シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
一
考
察

五

孝

五

入

江

啓

四

郎

五

西
欧
統
合
と
国
家
主
権
の
問
題

又

正

雄

五

紳

谷

不

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
の
東
方
政
策
|
~
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
政
策
よ
り
観
た
る

一
八
九
八
年
の
英
独
同
盟
問
題

一
八
九
八
年
の
英
独
同
盟
問
題
（
下
）

五

細

谷

千

博

五

〇

細

谷

千

博

五

〇

四
・
五 六 五 四 六 四 六

一

四

五

五

六
七

〇

六

一

九 ： 三

五

九

四

六

三

二

0
八
四

五
六
0
五

五

四

九

五
二

九

九



国際法外交雑誌総索引

ョ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
に
お
け
る
法
と
経
済

戦
前
の
日
ソ
漁
業
明
治
四
十
年
日
露
漁
業
協
約
の
効
力
存
続
問
題
を
中

心
と
し
て
|
|
'

佐

藤

和

男

関

野

昭

尾

上

正

男

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
日
ソ
漁
業
関
係

ソ
連
の
領
海
制
度

戦
後
の
日
ソ
関
係

日
ソ
関
係
年
表

内

田

久

司

大

平

善

梧

小

林

幸

男

北
方
領
土
問
題
の
起
因
と
経
過

田

村

幸

策

占
領
管
理
下
の
北
方
領
土

入

江

啓

四

郎

シ
ベ
リ
ア
出
兵
と
北
樺
太
問
題

植

田

捷

．

雄

明
治
初
期
の
北
方
領
土
問
題

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
と
北
方
領
土
問
題

石

田

栄

雄

大

山

梓

六 六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

六
0
四
・
五
・
六

幕
末
期
日
露
関
係

阿

部

光

蔵

六
0

四
・
五
•
六

高

坂

正

鹿

五

九

イ
ギ
リ
ス
と
ウ
ィ
ー
ン
体
制
|
|
l
パ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
外
交
的
側
面

デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
帝
国
主
義
と
そ
の
史
的
背
景
（
二
）

六

ー

帝

国

と

民

衆

坂

井

秀

夫

五

八

坂

井

秀

夫

五

八

デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
帝
国
主
義
と
そ
の
史
的
背
景
（
一
）
ー
|
_
帝
国
と
民
衆

六

四
九
四

九
一
六

八

五 七
五
五

七
一
五

六

八

九
五
九
〇

五
六
五

五
三
七

五
0
六

四
七
七

四
四
三

四
〇

六
六
〇

，゚
 

五

四

六

五

8



分 野別索引

非
同
盟
と
中
立
ー
ュ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
し
て

国
際
カ
ル
テ
ル
の
経
済
統
合
化
要
因
1

欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
よ
る
考

察帝
国
政
府
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
を
め
ぐ
る
ス
イ
ス
の
仲
介
(
-
九
四
五
年

八
月
）

植

田

隆

子

八

六

定

形

衛

八

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
ニ
・
完
）
ー
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の

試
み
ー
ー
＇

最

上

敏

樹

八

筒

井

若

水

八

最

上

敏

樹

．

八

欧
州
共
同
体
の
組
織
構
造
（
一
）
ー
「
統
合
の
組
織
」
論
再
構
成
の
試
み

E
C
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て

大

谷

良

雄

七

八

二
十
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ッ
対
外
対
策
の
連
続
性
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察

ハ
ン
ス
＇
ア
ー
ド
ル
フ
・

ヤ

コ

ブ

セ

ン

七

五

平
井
友
義
（
訳
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
直
接
選
挙
を
め
ぐ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
対
外
的
権
能

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
外
交
政
策
の
起
源

フ
ィ
ウ
メ
を
め
ぐ
る
イ
タ
リ
ア
の
対
ユ
ー
ゴ
政
策
ー
ニ
十
年
代
初
期
イ
タ

リ
ア
外
交
の
性
格
~

俊

孝

七

四

一
九
三
五
年
•
仏
ソ
同
盟
条
約
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察

日
ソ
危
機

一
九
＝
＝
―
|
三
四
年

岡 川

端

末

人

七

平

井

友

義

七

〇

秦

郁

彦

六
八

四 五

五

一

四

五
・
六

金

丸

輝

男

七

五

五

・

六

大

谷

良

雄

七

五

五

・

六

一
七
六

三
一
〇

二
六
0

二
三
五

六

゜
五
六
六

五
三
五

四
七

三
四
七： 
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国際法外交雑誌総索引

O
S
C
E
の
安
全
保
障
共
同
体
創
造
と
予
防
外
交

北
大
西
洋
条
約
機
構
の
東
方
拡
大
問
題

に
関
す
る
序
論
的
考
察
ー
ー
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

E
u

の
対
ユ
ー
ゴ
政
策
ー
~
欧
州
政
治
協
力

安
全
保
障
政
策

(
C
F
S
P
)

へ
の
歩
み

(
E
P
C
)
 か
ら
共
通
外
交
・

東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
形
成
と
イ
ギ
リ
ス
(
-
九
四
一
ー
一
九
六
五
）

頁
一
阿
ア
ジ
ア
総
弁
務
官
と
駐
在
官
会
議
の
役
割

ロ
カ
ル
ノ
方
式
の
萌
芽
ー
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
カ
ン
ヌ
最
高
会
議
へ

吉

JII 

元

九

八

都

丸

潤

子

九

八

植

田

隆

子

九

四

辰

巳

浅

嗣

九

四

濱

口

學

九

民
族
紛
争
の
『
国
際
化
』

民
族
紛
争
を
題
材
に
I

月

村

太

郎

九

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
一
）

ソ
連
邦
の
崩
壊
と
核
兵
器
問
題
（
ニ
・
完
）

浅

田

正

彦

九

浅

田

正

彦

九

伊

藤

哲

雄

九

バ
ル
ト
三
国
の
自
決
_
~
過
去
の
併
合
と
連
邦
・
共
和
国
制
度
を
め
ぐ
る
諸

問
題
ー
~

欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
に
お
け
る
信
頼
醸
成
措
置
の
発
達
ー
—
'
視
察
・
査

察
問
題
を
中
心
に
I

植

田

隆

子

八

八

六 四 六 五 六

七
五
七

三
五
二

四
二
三 一七

七
四
九

六

九

六
五
五

五

四

六
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